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令和６年９月30日（月曜日）

午後０時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第22号 令和５年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

○報告事項

・令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び

資金不足比率について

出席委員（６人）

主 査 川 添 博

副 主 査 山 口 俊 樹

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 坂 本 康 郎

委 員 岩 切 達 哉

委 員 黒 岩 保 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総務部

総 務 部 長 吉 村 達 也

危機管理統括監 児 玉 憲 明

総 務 部 次 長
渡 邉 世津子

（総務・市町村担当）

総 務 部 次 長
串 間 俊 也

（ 財 務 担 当 ）

危機管理局長兼
中 尾 慶一郎

危 機 管 理 課 長

総 務 課 長 今 村 俊 久

人 事 課 長 那 須 隆 輝

行政改革推進室長 池 北 斉

財 政 課 長 池 田 幸 優

財産総合管理課長 徳 松 一 豊

税 務 課 長 蛯 原 真 治

市 町 村 課 長 小 薗 真 二

総務事務センター課長 後 藤 道 洋

消 防 保 安 課 長 羽 田 貴 一

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 春 田 拓 志

議事課主任主事 上 園 祐 也

○川添主査 ただいまから、決算特別委員会総

務政策分科会を開会いたします。

まず、委員席の決定についてであります。

座席については、現在お座りの仮席のとおり

決定してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 それではそのように決定いたしま

す。

次に、分科会の日程についてであります。

分科会の日程については、日程表のとおりで

ありますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 それではそのように決定いたしま

す。

次に、審査方針についてであります。

審査方針につきましては、決算特別委員会に

おいて決定のとおりでありますので、よろしく

お願いいたします。

次に、本日開催されました主査会における協

議内容について御報告いたします。

まず、審査における執行部の説明についてで

あります。分科会審査説明要領を御覧ください。

決算事項別の説明は、「目」の執行残が100万

円以上のもの及び執行率が90％未満のものにつ

いて、また、主要施策の成果は、主なものにつ

いて説明があると思いますので、審査に当たり
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ましてはよろしくお願いいたします。

次に、監査委員へ説明を求める必要が生じた

場合についてですが、ほかの分科会との時間調

整を行った上で、質疑の場を設けることとする

旨、確認がなされましたので、よろしくお願い

いたします。

最後に審査の進め方についてですが、総合政

策部のみ２班編成とし、班ごとに説明及び委員

質疑を行い、最後に部全体の総括質疑を行いた

いと存じます。

それでは執行部入室のため、暫時休憩いたし

ます。

午後１時１分休憩

午後１時３分再開

○川添主査 分科会を再開いたします。

それでは、令和５年度決算について執行部の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○吉村総務部長 それでは、今回御審議いただ

きます令和５年度決算につきまして、決算特別

委員会資料により御説明いたします。

資料３ページをお願いします。

令和５年度一般会計決算の概要になります。

まず、決算の総括ですが、令和５年度の決算

額は、歳入総額が7,007億9,117万9,000円、歳出

総額が6,771億8,444万1,000円で、いずれも前年

度と比べ300億円を超える減額となっており、表

の下に記載のとおり、新型コロナ対策の減が主

な要因であります。

また、歳入総額から歳出総額を差し引いた形

式収支は236億673万8,000円で、この形式収支か

ら令和６年度へ繰り越すべき財源101億2,083

万9,000円を差し引いた実質収支は134億8,589

万9,000円であります。

次のページを御覧ください。

歳入決算の概要になります。

まず、表の１番上、自主財源の決算額は2,943

億円余であり、歳入全体の42％を占め、対前年

度比46億円余、1.6％の増となっております。こ

れは、表の上から５行目、その他が令和４年度

決算による繰越金の増加等によりまして、増と

なったことなどによるものであります。

次に、表の中ほど、依存財源の決算額は4,064

億円余であり、歳入全体の58％を占め、対前年

度比381億円余、8.6％の減となっております。

これは、表の下から４行目、新型コロナ対策に

伴う補助金が減少したこと等により、国庫支出

金が減となったことなどによるものであります。

なお、その下の県債は、県有スポーツ施設の

整備等に伴う発行額の増加等により、対前年度

比46億円余、7.5％の増となっております。

この結果、表の一番下になりますが、歳入合

計は7,007億円余で、対前年度比335億円余、4.6

％の減となっております。

次のページを御覧ください。

歳出決算の概要になります。

まず、款別の歳出決算の状況ですが、表の上

から４行目、衛生費は、新型コロナ対策に伴う

補助費等が減少したこと等により、対前年度

比251億円余、44.3％の減となっております。

次に、３つ下の商工費は、新型コロナ対策に

伴う中小企業融資制度貸付金が減少したこと等

により、対前年度比205億円余、26.5％の減となっ

ております。

次に、３つ下の教育費は、地方公務員の定年

引上げに伴い、退職手当が減少したこと等によ

り、対前年度比36億円余、3.2％の減となってお

ります。
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次に、その下の災害復旧費は、令和４年台風

第14号等に伴う災害復旧事業が増加したこと等

により、対前年度比86億円余、117.2％の増となっ

ております。

この結果、表の一番下になりますが、歳出合

計は6,771億円余で、対前年度比303億円余、4.3

％の減となっております。

次のページを御覧ください。

性質別の歳出決算の状況であります。

表の一番上、義務的経費の決算額は2,272億円

余であり、人件費や公債費等の減により、対前

年度比108億円余、4.6％の減となっております。

次に、投資的経費の決算額は1,408億円余であ

り、災害復旧事業費等の増により、対前年度比113

億円余、8.8％の増となっております。

次に、その他の経費の決算額は3,090億円余で

あり、新型コロナ対策に伴う入院病床確保支援

事業や中小企業融資制度貸付金の減による補助

費等や貸付金の減等により、対前年度比308億円

余、9.1％の減となっております。

令和５年度一般会計決算の概要については以

上であります。

次に、委員会資料72ページを御覧ください。

総務部に係る監査結果報告書指摘事項等につ

いてでありますが、注意事項が２件ありました。

また、お手元の令和５年度宮崎県歳入歳出決

算審査意見書の５ページになりますが、県税収

入の確保につきまして、意見要望事項がありま

した。

私からの説明は以上でありますが、この後、

令和５年度一般会計歳入決算の状況及び地方公

共団体財政健全化法に基づく報告につきまして、

税務課長及び財政課長から御説明いたします。

また、各課ごとの決算内容、主要施策の成果

に関する報告等につきましては、危機管理局長

及び担当課長から説明いたしますので、御審議

のほどよろしくお願いいたします。

○蛯原税務課長 令和５年度の一般会計歳入決

算の概要について、税務課より御説明いたしま

す。

決算特別委員会資料７ページを御覧ください。

（１）歳入増減の主な内容についてでありま

す。

表の左側の県税の令和５年度収入額は1,102

億6,120万2,000円で、表の中ほどの増減欄にあ

りますように、令和４年度に比べて2,175万1,000

円の減、増減率は 0.0％となっております。

表の右側の増減の主なものについては記載の

とおりですが、１億円以上の増減があったもの

を説明いたします。

まず一番上の県民税ですが、これには個人県

民税、法人県民税、そして利子割県民税がござ

いまして、主なものとして２つの税目を掲げて

おります。

このうち、個人県民税につきましては10

億7,280万2,000円の増となっておりますが、こ

れは賃金の上昇に伴い給与所得者の所得が向上

したことなどによるものであります。

また、１つ下の法人県民税につきましては３

億5,925万4,000円の減となっておりますが、こ

れは原燃料の高騰に伴うコスト増などによる法

人所得額の減によるものであります。

次に事業税ですが、これには個人事業税、法

人事業税がありまして、このうち法人事業税に

つきましては18億6,318万3,000円の減となって

おります。これはさきに説明いたしました法人

県民税と同様、原燃料の高騰に伴うコスト増な

どによる法人所得の減によるものであります。

次に、表の下から２段目の地方消費税ですが、

物価上昇等の影響により８億2,946万4,000円の
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増となっております。

次に、表の一番下の不動産取得税ですが、大

規模家屋の建築数の増加に伴い２億3,6 5 9

万7,000円の増となっております。

資料８ページを御覧ください。

表の左側の２つ目、地方消費税清算金につい

てであります。

これは全国で納付されました消費税のうち、

地方消費税分を最終消費地へ帰属させるために

都道府県間で清算を行うものであります。

令和５年度の清算金収入は543億2,107万7,000

円で、令和４年度に比べ金額にして３億5,744

万6,000円の減、率にして0.7％の減となってお

ります。

これは、本県に支払われる清算金が多い都市

部において、清算対象となる地方消費税収入が

減少したことにより、清算金も減となったもの

であります。

次に、資料９ページを御覧ください。

令和５年度の県税歳入決算は、表の左側の一

番上、県税計の欄にありますように左から、Ａ

の最終予算額1,091億円に対しまして、Ｂの調定

額1,113億2,198万2,000円、Ｃの収入済額1,102

億6,120万2,000円となっております。

この結果、Ｄの予算に対する増減額は11

億6,120万2,000円の増となっております。

また、次のＥの不納欠損額は5,717万円となっ

ており、この結果、Ｇの収入未済額は10億361万

円となっております。

最後に、一番右端のＨの徴収率は99％となっ

ております。

○池田財政課長 県税等以外の令和５年度一般

会計歳入決算の状況につきまして、御説明いた

します。

決算特別委員会資料10ページを御覧ください。

まず、地方譲与税は226億8,076万9,000円で、

対前年度7,800万円余、0.3％の増であります。

これは、区分の５つ目にございます特別法人事

業譲与税の増等によるものです。

下から２番目の地方交付税は1,968億8,055万

円で、対前年度４億2,900万円余、0.2％の減で

あります。これは、災害復旧費等の減に伴いま

す特別交付税の減等によるものです。

11ページを御覧ください。

１つ目、分担金及び負担金は27億1,085万3,000

円で、対前年度１億1,000万円余、4.2％の増で

あります。これは、土木費負担金が小丸川にお

ける九州電力との協定に基づく同社からの負担

金の増加により、増額となったことなどによる

ものです。

２つ目、使用料及び手数料は90億3,570万9,000

円で、対前年度１億4,900万円余、1.6％の減で

ございます。これは、土木使用料が水利使用料

の減により減額となったことなどによるもので

す。

３つ目の国庫支出金は1,203億814万6,000円

で、対前年度423億円余、26％の減であります。

これは、区分の３つ目にございます総務費国庫

補助金が、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金の減によりまして、また一番下

にあります衛生費国庫補助金が、新型コロナウ

イルス感染症緊急包括支援交付金の減によりま

して、それぞれ減額となったことなどによるも

のです。

12ページを御覧ください。

下から２番目の財産収入は11億7,381万8,000

円で、対前年度4,600万円余、3.8％の減であり

ます。これは、財産売払収入の減等によるもの

です。

13ページを御覧ください。
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一番上の繰入金は309億563万7,000円で、対前

年度５億8,900万円余、1.9％の増であります。

これは特別会計及び基金からの繰入金の増によ

るものです。

次に、諸収入でございます。こちら588億1,262

万6,000円で、対前年度94億2,700万円余、13.8

％の減であります。これは中小企業融資制度の

貸付金元利収入の減等によるものです。

最後に、県債は655億7,736万5,000円で、対前

年度46億200万円余、7.5％の増であります。こ

れは、区分欄の一つ目、総務債が県有スポーツ

施設整備事業費の増等により増額となったこと

や、その下の土木債が砂防事業費の増等により

増額となったことなどによるものです。

続きまして、収入未済額の状況でございます。

14ページにお移りください。表の一番下の合

計欄を御覧ください。

令和５年度の一般会計の収入未済額は13億479

万6,000円であり、対前年度2,200万円余、1.8％

の増であります。これは県税で増加したことに

加えまして、諸収入の雑入において収入未済額

が増加したことによるものです。

歳入決算については以上でございます。

次に、15ページを御覧ください。

県債発行額及び県債残高の推移のグラフでご

ざいます。

上の折れ線グラフが県債残高の全体で、下の

線が臨時財政対策債等を除いた実質的な県債残

高です。

いずれも減少傾向で推移しておりましたが、

令和元年度から下の実質的な県債残高が増加に

転じてございます。これは、防災・減災、国土

強靱化に係る公共事業や国スポ・障スポ大会開

催に伴います県有スポーツ施設整備によるもの

です。

16ページをご覧ください。

財政関係２基金の残高のグラフです。

折れ線グラフを御覧ください。令和２年度ま

では450億円程度で推移してきましたけれども、

令和３年度以降、地方交付税の再算定等に伴い

増加し、令和５年度末の残高は584億円となって

おります。

ただし、令和４～６年度の間、地方交付税が

減額精算されることなどから、今後、残高は減

少する見込みとなっております。

17ページを御覧ください。

経常収支比率の推移のグラフです。

経常収支比率は、経常的に支出される経費に

充当した経常的収入が、経常的収入の総額に占

める割合を示した指標でございます。

高いほど財政が硬直化していることを示すも

のでございますが、令和５年度は人件費や公債

費などの減少により、対前年度1.4ポイント改善

し、89.6％となってございます。

次に、18ページを御覧ください。

Ⅲ、地方公共団体財政健全化法に基づく報告

についての御説明です。

令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び

資金不足比率についてであります。

まず、１の（１）審査意見を御覧ください。

表の健全化判断比率の４つの指標についてで

ございますけれども、まず①の実質赤字比率は、

一般会計と特別会計に赤字額がある場合、また

②の連結実質赤字比率は、さらに公営企業会計

までを合わせて赤字がある場合に比率を算出す

るものでありまして、いずれも実質収支が黒字

のため、比率は算定されてございません。

③実質公債費比率は、一般会計等の公債費と

公営企業債の償還に対する繰出金を加えた実質

的な公債費を、県の経常的な収入であります県
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税、地方交付税、臨時財政対策債などの標準財

政規模等で割った数値でありまして、前年度よ

り0.1ポイント上昇し、11.5％となっております。

④将来負担比率は、将来、県の負担となる可

能性があります一般会計・特別会計、また公営

企業会計、さらに出資法人の負債等の総額から

債務の償還に充てることができる基金等の額を

差し引いたものを、県の経常的な収入である標

準財政規模等で割った数値でございます。こち

らは、前年度より0.4ポイント上昇し、97.7％と

なっております。

実質公債費比率及び将来負担比率ともに微増

となってございますが、いずれも右側の欄の早

期健全化基準を大きく下回っておりまして、監

査委員の審査意見は、（２）の是正改善を要する

事項のとおり、特に指摘すべき事項はないとなっ

てございます。

19ページを御覧ください。

次に、２の宮崎県資金不足比率審査意見書に

ついてであります。２の（１）の審査意見を御

覧ください。

いずれの公営企業会計も資金不足が発生して

おらず、監査委員の審査意見は下のほう、（２）

のとおり特に指摘すべき事項はないとなってご

ざいます。

なお、次のページには、参考としまして指標

の推移、また各比率の詳細な説明について掲載

してございますので、後ほど御確認ください。

最後に資料にはございませんけれども、今後

の財政運営につきまして一言述べさせていただ

きます。

本県財政は、自主財源に乏しく、地方交付税

等に大きく依存する脆弱な構造でございます。

今後、社会保障関係費に加えまして、防災・減

災、国土強靱化対策、また国スポ・障スポ大会

開催に係る経費、物価高騰への対応など、多額

の財政需要が見込まれておるところでございま

す。

しかしながら、このような中にありましても、

宮崎再生を着実に推進していくこと、また県民

の暮らしや地域経済の早期回復を図ること、そ

して日本一挑戦プロジェクトの推進など、本県

を新たなステージへ押し上げていく必要がある

ものと認識してございます。

今後とも、こうした財政需要や災害時の臨時

的な需要にもしっかりと対応できるように、日

頃から財政の健全性の維持に努めまして、運営

してまいりたいと考えてございます。

○今村総務課長 資料21ページを御覧ください。

総合計画に基づく総務部の施策の体系表につ

きまして、概要を御説明します。

まず、施策の柱、持続可能な中山間地域づく

りについてであります。

県・市町村連携推進においては、行政サービ

スの充実に向けた広域的な取組に対し支援を行

うなど、県と市町村及び市町村間の連携を推進

したところであります。

次に、多様化する危機事象に的確に対応でき

る体制づくりについてであります。

上から２つ目の新規事業「災害支援物資拠点

施設整備」では、南海トラフ地震等の大規模災

害に備えた機能性の高い災害支援物資拠点施設

を整備するため、測量、地質調査、施設設計等

を行ったところであります。

次に、その４つ下の新規事業「指定避難所（県

有施設）環境改善緊急対策」では、災害関連死

のリスクを減らすため、市町村が指定する指定

避難所1,275施設のうち、県有の42施設の避難所

環境の整備を行ったところであります。

次に、下から４つ目の新規事業「防災救急ヘ
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リコプター機体更新」では、防災救急ヘリコプ

ター機種選定委員会を開催する等し、後継機種

を決定したところであります。

最後に、右下の老朽化した施設の再整備と余

剰空間の有効利用についてであります。こちら

は、宮崎県東京ビル再整備については、選定事

業者と締結する各種契約、それから設計業務に

おいて専門的な視点から助言を受け、計画どお

り旧ビルの解体に着手したところであります。

次に、22ページを御覧ください。

こちらは、令和５年度歳出決算の状況につい

てであります。

一番下の段が総務部の合計欄となりますが、

一般会計と特別会計を合わせまして、予算

額3,677億1,514万6,764円に対し、支出済額

が3,653億3,198万3,427円、翌年度への繰越額は

３億4,064万2,000円、不用額は20億4,252万1,337

円となります。

なお、執行率は99.4％、翌年度への繰越額を

含めた執行率は、括弧書きにあります99.4％で

あります。

続きまして、総務課の歳出決算の状況につい

て御説明いたします。

23ページを御覧ください。

令和５年度決算事項別明細説明資料です。こ

ちらでは、各課の歳出決算における「目」の不

用額が100万円以上のもの、または執行率が90％

未満のものについて御説明させていただきます。

まず、総務課につきましては、23ページの上

から３段目の（目）一般管理費の不用額255

万1,699円であります。

主なものとしましては、中ほどの共済費81

万7,149円ですが、これは令和６年１月31日付で

職員の給与に係る地方職員共済組合の基礎年金

拠出額の負担金率が、令和５年４月１日に遡及

して引き下げられたことにより、執行残が生じ

たものであります。

続きまして、24ページをお開きください。

次に、（目）文書費の不用額587万6,480円であ

ります。

主なものとしましては、中ほどの需用費322

万9,756円ですが、こちらは県広報印刷費の執行

残でございます。

総務課の決算額は一番下、総務課計の欄にな

ります。

予算額４億296万6,000円に対し、支出済額は

３億9,453万7,821円、不用額は842万8,179円、

執行率は97.9％となっております。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

して、特に報告すべき事項はございません。

○那須人事課長 人事課の歳出決算状況につい

て御説明いたします。

決算特別委員会資料の25ページを御覧くださ

い。

表の上から３段目、（目）一般管理費の不用額

２億5,497万2,557円であります。

主なものとしましては、中ほどの職員手当等

２億4,345万2,744円でありますが、主に時間外

勤務手当の執行残であります。これは、知事部

局職員全体の時間外勤務手当の調整経費として、

人事課で一括計上しているものでありまして、

執行額が見込み額より少なかったことによるも

のであります。

続きまして、26ページを御覧ください。

表の一番上の（目）人事管理費の不用額３

億8,015万8,029円であります。

主なものとしまして、表の上から３段目、職

員手当等３億6,542万7,368円でありますが、主

に退職手当の執行残であります。これは、知事

部局職員全体の退職手当として、人事課で一括



- 8 -

令和６年９月30日(月)

計上しているものでありまして、支給額が見込

額より少なかったこと等によるものであります。

人事課の決算額としましては、一番下の人事

課計の欄になります。

予算額47億1,019万5,000円に対しまして、支

出済額は40億7,506万4,414円、不用額は６

億3,513万586円となっており、執行率は86.5％

であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はございません。

○池田財政課長 財政課の歳出決算の状況につ

きまして、御説明いたします。

資料27ページを御覧ください。

まず、一般会計であります。上から３段目の

（目）一般管理費の不用額が２億4,387万9,729

円です。

主な理由としまして、財政課の一般管理費に

は、財政課の事務費のほかに、各部局で突発的

に必要となりました経費などを賄う共通経費を

計上してございます。

この経費は、例えば国庫補助金の返還が生じ

た場合などに、財政課から予算を分任するもの

です。

所要額の正確な見込みが困難なものや、その

他不測の事態に備えるものであり、財政課にお

いては、年度末までこの予算を確保する必要が

あり、不用額のほとんどは、この共通経費の執

行残によるものです。

28ページを御覧ください。

下から２段目の（目）財産管理費の不用額が586

万1,225円です。

主な理由としましては、宮崎県国民スポーツ

大会・全国障がい者スポーツ大会開催基金への

積立てを予定しておりました「日本のひなた宮

崎国スポ・障スポ募金」の令和５年度の収入金

額が見込みを下回ったことにより、積立金が執

行残となったものであります。

次に、30ページを御覧ください。

１段目の予備費です。予備費は、例えば訴え

の提起など年度途中の不測の事態により、予定

外の支出が必要となった場合などに対応する経

費です。

予備費は、当初予算額に毎年１億円を計上し

ておりますが、このうち、令和５年度中に1,727

万5,995円を充用いたしました。この結果、残額

の8,272万4,005円が不用額となります。

なお、予備費の充用先の内訳につきましては、

右の説明欄のとおり、①にある訴訟等に伴う弁

護士への着手金や謝金、②にある管理運営瑕疵

事故等の損害賠償金、③の能登半島地震の被災

県に対する見舞金など、合わせて23件となって

おります。

次に、31ページを御覧ください。

公債管理特別会計です。この会計は、一般会

計からの繰出金などにより、県債の元金と利子

の償還等を行うもので、いずれの「目」も100万

円以上の不用額及び執行率90％未満のものはご

ざいません。表の一番下の欄を御覧ください。

一般会計及び公債管理特別会計を合計した財

政課の決算は、予算額が1,874億7,250万5,005円

に対し、支出済額は1,871億3,953万3,401円であ

り、不用額は３億3,297万1,604円、執行率は99.8

％となります。

なお、歳入歳出決算審査意見書における指摘

・要望事項はありません。

○徳松財産総合管理課長 財産総合管理課の歳

出決算状況について御説明いたします。

資料32ページを御覧ください。

こちらで、「目」の不用額が100万円以上のも

の、執行率が90％未満のものについて御説明い
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たします。ページ中ほど、（目）財産管理費の不

用額は１億4,536万8,725円でございます。

33ページを御覧ください。

主なものとしまして、まず上段の需用費5,484

万4,912円は、本庁舎・各総合庁舎の非常時に使

用する発電機等の電気設備燃料費及び電気代等

の執行残でございます。

その２つ下の委託料1,736万6,715円は、庁舎

の清掃警備や機械設備修繕委託等の執行残でご

ざいます。その２つ下の工事請負費6,892万365

円は、単身用宿舎や八村荘再整備事業及び庁舎

の修繕工事等に伴う執行残であります。

34ページを御覧ください。

（目）県有施設災害復旧費の不用額9,662

万7,663円は、災害等により被災した県有施設の

補修・復旧経費の執行残でございます。

財産総合管理課の決算額としましては、一番

下の財産総合管理課計の欄になります。

予算額22億3,388万6,000円に対し、支出済額

は18億1,763万486円、翌年度繰越額は１億7,352

万5,000円、不用額が２億4,273万514円となって

おります。

執行率は81.4％でありますが、翌年度繰越額

を含めますと、その上の括弧内にあります89.1

％となります。

続きまして、35ページをお開きください。

主要施策の成果について御説明いたします。

１、その他（県政一般）の（１）老朽化した

施設の再整備と余剰空間の有効活用についてで

あります。

施策の目標としては、宮崎県東京ビルを民間

活用により再整備し、財政負担を抑えながら、

将来にわたって県政発展を支える機能を維持す

ることを目指すとしております。

主な実績内容として、表の中に記載しており

ますが、各種契約や設計業務におきまして、作

成資料の内容確認や設計業務における助言等を

いただいています。

資料36ページを御覧ください。

Ⅰ、施策の成果等としましては、選定事業者

と締結する各種契約や設計業務において、専門

的な視点から助言を受け、計画どおりに旧ビル

の解体に着手いたしました。

Ⅱ、今後の方向性としましては、宮崎県東京

ビル再整備事業基本計画に基づき、令和８年度

の新ビルの供用開始に向けて、適切に取り組ん

でまいります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

して、特に報告すべき事項はございません。

○蛯原税務課長 税務課の歳出決算状況につき

まして御説明いたします。

資料37ページを御覧ください。

まず、表の上から３つ目の、（目）税務総務費

ですが、不用額は841万8,376円であります。

その主なものは、不用額の３つ下の共済費651

万1,568円であります。これは先ほど総務課から

説明があったものと同様で、基礎年金拠出金の

負担金率が、令和５年４月１日に遡及して引き

下げられたことにより、執行残が生じたもので

あります。

次に、表の中ほどの（目）賦課徴収費ですが、

不用額は839万9,447円であります。

その主なものは、38ページを御覧ください。

一番上、需用費267万4,641円、一つ下の役務

費301万8,222円は、県税・総務事務所及び税務

課において執行しております、県税の賦課徴収

に要する納税通知書等の印刷や郵送料などの事

務費の執行残であります。

次に、39ページを御覧ください。

上から２つ目の（目）配当割交付金ですが、
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不用額は1,292万円であります。

続きまして、３つ下の（目）株式等譲渡所得

割交付金ですが、不用額は2,052万5,000円であ

ります。

続きまして、表の下から２つ目の（目）ゴル

フ場利用税交付金ですが、不用額は357万188円

であります。これらの交付金につきましては、

税収に基づき一定割合を市町村に交付するもの

でありますが、交付対象期間の税収が見込みを

下回ったために、執行残が生じたものでござい

ます。

次に、40ページを御覧ください。

表の一番下、税務課の決算額としまして、税

務課計の欄になりますが、左から予算額578

億7,748万1,000円に対しまして、支出済額は578

億2,349万1,057円、不用額5,398万9,943円、執

行率は99.9％となっております。

続きまして、監査委員より歳入歳出決算審査

意見書で意見がありましたので御説明いたしま

す。

資料41ページを御覧ください。

４の（１）県税収入の確保についてでありま

す。

上から３行目を読み上げますと、「県税の収入

未済額10億361万円のうち、個人県民税は７億967

万円となっており、今後とも、個々の納税者の

状況に配慮しつつ、賦課徴収を行う市町村との

連携を密にして、効果的な徴収対策に努めてい

ただきたい」との御意見でありました。

個人県民税の収入額は、県税収入額の約30％

でありますが、収入未済額は県税全体の約70％

となっており、徴収対策の重要な課題となって

おります。

このことから、賦課徴収権を持つ市町村の徴

収業務を促進するため、各県税事務所におきま

して、徴収職員の併任人事交流、市町村からの

徴収引継ぎ、県内市町村との合同の徴収対策会

議などに取り組んでおり、収入未済額圧縮を図っ

ているところであります。

今後とも市町村とさらなる連携強化を図りな

がら、個々の納税者の状況をしっかり把握しつ

つ、収入未済額の圧縮に努めてまいりたいと考

えております。

○小薗市町村課長 市町村課の歳出決算の状況

につきまして、御説明いたします。

資料45ページを御覧ください。

上から２段目、（目）市町村連絡調整費の不用

額303万53円であります。

主なものは、節の欄の上から４段目の共済費

でありますが、これまでの御説明でもありまし

たとおり、地方職員共済組合への基礎年金拠出

金の負担率引下げに伴いまして、執行残が生じ

たものでございます。

また、２つ下の旅費でありますが、総務省等

での各種会議や市町村との連絡調整に要する経

費の執行残であります。

次に、49ページを御覧ください。

市町村課の決算額としまして、一番下、市町

村課計の欄になります。

予算額16億8,623万6,000円に対しまして、支

出済額は16億8,133万633円、不用額は490万5,367

円となっており、執行率は99.7％となります。

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。

資料50ページを御覧ください。

くらしづくりの１、安心で快適に暮らせる社

会づくりの（１）持続可能な中山間地域づくり

についてであります。

施策推進のための主な事業及び実績について、

御説明いたします。
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「県・市町村連携推進」としまして、県と市

町村あるいは市町村間の連携を一層促進するた

め、市町村が連携して行う行政サービスの充実

に向けた取組に対して支援を行いましたほか、

県の重要課題や地域課題について、知事と市町

村長が率直な意見交換を行う、宮崎県・市町村

連携推進会議や円卓トークの開催、また市町村

職員が参加する広域連携推進セミナー等の実施

により、県と市町村の連携強化に努めたところ

でございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告するべき事項はございません。

○後藤総務事務センター課長 総務事務センタ

ーの歳出決算状況について、御説明いたします。

決算特別委員会資料52ページを御覧ください。

上から３段目、（目）一般管理費の不用額459

万1,873円であります。

主なものとしまして、中ほどの共済費273

万2,530円でありますが、これまでの説明でもあ

りましたように、職員の給与に係る地方職員共

済組合の基礎年金拠出金の負担金率が、令和５

年４月１日に遡及して引き下げられたことによ

る執行残であります。

このほか、本庁及び各地区の総務事務センタ

ーの人件費及び事務費に執行残が生じたもので

あります。

次に、53ページを御覧ください。

一番上の段、（目）人事管理費の不用額376

万8,292円であります。

主なものとしまして、下から３行目の委託料80

万5,462円は、健康管理事業や職員厚生事業に係

る業務委託費の執行残であります。

一番下の負担金・補助及び交付金の不用額135

万1,015円は、人間ドック事業に係る共済組合へ

の負担金の額の確定に伴う執行残であります。

次に、54ページを御覧ください。

一番上の段、（目）恩給及び退職年金費であり

ますが、右から２列目の執行率が83.9％となっ

ております。これは昭和37年12月以前に退職さ

れた県職員に係る恩給等の執行残によるもので

あります。

下から３段目、警察費に係る（目）恩給及び

退職年金費でありますが、右から３列目の不用

額が103万6,868円となっております。これは、

元警察職員に係る恩給等の執行残であります。

総務事務センターの決算額は、一番下の総務

事務センター計の欄にありますように、予算額

６億6,546万6,000円に対しまして、支出済額が

６億5,562万7,167円、不用額が983万8,833円、

執行率が98.5％となっております。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

して、特に報告すべき事項はございません。

○中尾危機管理局長 危機管理課の歳出決算の

状況について、御説明いたします。

決算特別委員会資料55ページを御覧ください。

ページ中ほど、（目）防災総務費の不用額2,610

万489円であります。

主なものとしまして、一番下の段の需用費590

万2,176円は、災害対策やＢＣＰ対策に係る消耗

品や資機材購入等の執行残であります。

56ページを御覧ください。

上から２段目の委託料の不用額616万584円は、

えびの高原周辺の火山ガス測定におきまして、

噴火が起きた場合に備えて計上している測定費

用が不用となったものなどであります。

また、中ほどの負担金、補助及び交付金の不

用額322万3,000円は、市町村が行う避難場所等

の整備に対する補助金等の額の確定に伴う執行

残であります。

次に、下から３段目の（目）救助費でありま
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す。不用額は３億134万3,919円、執行率が20.3

％となっております。救助費につきましては、

例年、災害救助法が適用されるような大規模災

害が発生した場合の備えとして予算計上してお

り、この経費の負担の性格上、年度末まで確保

しておく必要があります。

57ページを御覧ください。

下から３段目の負担金、補助及び交付金は、

市町村の避難所運営や被災住宅の応急修理費等

の救助経費として２億6,000万円を予算計上して

おりましたが、実際の支出済額が当初の見込み

を下回ったため２億1,546万2,493円が不用と

なったものであります。

また、下から２段目の積立金は、災害救助基

金を一定額取り崩した場合を想定し、積立

金2,794万3,000円を計上しておりましたが、取

崩しはあったものの、当初想定額を下回ったた

め308万3,650円が不用となったものであります。

危機管理課の決算額としまして、危機管理課

課計の欄にあります、予算額11億819万5,000円

に対しまして、支出済額６億1,923万2,592円、

翌年度繰越額１億6,151万8,000円、不用額３

億2,744万4,408円となっております。執行率

は55.9％でありますが、翌年度繰越額を含めま

すと、その上の括弧内にあります70.5％となり

ます。

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。

委員会資料58ページを御覧ください。

２、安全な暮らしが確保される社会づくりの

（１）多様化する危機事象に的確に対応できる

体制づくりについてであります。

１つ目の改善事業「総合防災訓練強化」は、

図上訓練や南海トラフ巨大地震を想定した実践

的な訓練を実施したところであります。

次に、59ページを御覧ください。

新規事業「災害支援物資拠点施設整備」は、

南海トラフ地震等の大規模災害に備えた物資の

備蓄拠点整備として、測量及び地質調査、施設

設計を行ったところであります。

次に、２段目の「大規模災害に備えた減災・

応急体制強化支援」は、市町村が行う指定緊急

避難場所等の整備や避難訓練実施に対する補助

を行ったところであります。

60ページを御覧ください。

「自助・共助・公助で命を守ろう！防災力強

化」につきましては、「宮崎県防災の日」の啓発

や県民一斉防災行動訓練「みやざきシェイクア

ウト」などを実施しました。

また、災害を自分ごととして捉えてもらうた

めに、県内在住者を対象に防災小説コンテスト

を実施したところであります。

さらに、防災士養成研修や自治会・学校等に

防災士を派遣して行う出前講座等を県内各地域

で開催いたしました。

次に、「霧島山警戒避難体制整備」につきまし

ては、本県、鹿児島県及び関係市町で設置して

いる霧島山火山防災協議会を開催したほか、え

びの高原（硫黄山）周辺の火山ガスを測定・公

表し、観光客等の安全確保を図ったところであ

ります。

61ページを御覧ください。

新規事業「指定避難所（県有施設）環境改善

緊急対策」は、能登半島地震の発生を受け、緊

急対策として指定避難所のうち、県有42施設の

避難所環境を整備するものであります。

62ページを御覧ください。

Ⅰ、施策の成果等につきましては、年間を通

した啓発や地域防災力の向上の取組、市町村が

実施する避難所整備の支援を行うなど、災害か
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ら人命を守るための取組を進めたところであり

ます。

Ⅱ、今後の方向性等につきましては、啓発効

果を高めるため、対象年齢に合わせた広報媒体

の活用や学校での防災教育訓練の支援や、中高

生の防災士育成、整備した避難施設の実効性を

高めるための取組を支援するなど、市町村と連

携して防災活動支援を行うとともに、引き続き

防災・減災対策に取り組んでまいります。

63ページを御覧ください。

各種数値でありますが、災害に対する備えを

している人の割合は46.7％、自主防災組織活動

カバー率は89.6％、県内の防災士の数は7,088人

となっております。

一部指標で前年度より低下しておりますが、

全体としては着実に取組の成果が現れておりま

す。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

して、特に報告すべき事項はございません。

○羽田消防保安課長 消防保安課の歳出決算状

況について、御説明いたします。

資料の64ページを御覧ください。

上から３段目、（目）防災総務費の不用額6,732

万5,497円であります。

主なものとしまして、下から４段目の委託料

の不用額592万4,675円は、防災行政無線の保守

委託等の執行残及び繰越事業震度情報ネットワ

ークシステム更新の執行残であります。

次に、２段下の工事請負費の不用額4,977

万5,680円は、「防災救急航空センター屋根防水

工事」及び繰越事業「震度情報ネットワークシ

ステム更新」の執行残であります。

次に、一番下の負担金、補助及び交付金の不

用額268万6,660円は、市町村等が実施しており

ます消防資機材の整備に対する補助金の額の確

定などによるものであります。

65ページを御覧ください。

上から２段目の（目）消防連絡調整費であり

ます。不用額は2,587万5,260円となっておりま

す。

主なものとしまして、下から４段目の委託

料236万3,724円は、危険物取扱者及び消防設備

士の免状交付において、見込んでいた件数より

実績が少なかったことなどによる執行残であり

ます。

また、下から２段目の工事請負費の不用

額2,156万2,313円は、「消防学校屋内訓練場改修

工事」の執行残であります。

66ページを御覧ください。

上から６段目の（目）銃砲火薬ガス等取締費

は、不用額91万733円、執行率82％となっており

ます。これは「高圧ガス保安責任者免状作成業

務委託」などの執行残であります。

消防保安課の決算額としまして、消防保安課

計の欄にあります、予算額11億743万3,754円に

対しまして、支出済額10億772万3,264円、翌年

度繰越額559万9,000円、不用額9,411万1,490円

となっております。執行率は91％でありますが、

翌年度繰越額を含めますと、その上の括弧内に

あります91.5％となります。

続きまして、主要施策の成果について、御説

明いたします。

引き続き、決算特別委員会資料の67ページを

御覧ください。

２、安全な暮らしが確保される社会づくりの

（１）多様化する危機事象に的確に対応できる

体制づくりについてであります。

１つ目の「みやざき消防団加入・定着促進」

は、若手消防団員や女性消防団員による意見交

換会を実施開催したほか、消防団の広報紙や加
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入促進のチラシを配布しております。

次に、68ページを御覧ください。

「みやざき消防力強化・支援」は、消防力の

強化を図るため、市町村等の消防資機材の整備

等に対して補助を行ったところであります。

次に、その下の「航空消防防災推進」につき

ましては、防災救急ヘリコプターによる山岳・

水難事故の救助や捜索、林野火災の消火等を行

い、合計で111回運航しております。

その下の新規事業「防災救急ヘリコプター機

体更新」でありますが、更新の時期を迎えるこ

とから、機種選定委員会を開催し後継機の機種

を決定したところであります。

69ページを御覧ください。

「防災行政無線管理」につきましては、防災

行政無線設備の維持管理や保守を行うとともに、

宮崎県震度情報ネットワークシステムの更新整

備を行ったところであります。

次に、「消防学校」につきましては、消防職員

訓練研修を15回、消防団員等に対する研修を35

回実施したところであります。

70ページを御覧ください。

新規事業「地域衛星通信ネットワークシステ

ム整備」でありますが、災害発生時における非

常用通信の整備として、地域衛星通信ネットワ

ークシステムに係る実施設計を行ったところで

あります。

71ページを御覧ください。

Ⅰ、施策の成果等につきましては、３点挙げ

ております。

まず、消防団の活性化や消防団員確保の取組

として、消防団の広報紙や加入促進のチラシを

市町村のほか、県内の大学生や全ての高校生に

配布し、消防団の重要性や魅力をアピールして

おります。

また、消防力の強化を図るため、市町村等が

実施しております消防団員等の装備や大規模災

害時の活動に必要な消防資機材の整備等に対し

て補助を行ったところであります。

また、防災行政無線設備の保守点検や更新、

予防保全を行うことにより、安定した通信運用

の向上を図ったところであります。

Ⅱ、今後の方向性につきましては、消防団員

の加入促進や定着を図るための広報や企業等に

対する理解、省力化、軽量化につながる消防資

機材の充実、通信機能の強化等に今後も引き続

き取り組んでまいります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

して、特に報告すべき事項はございません。

○川添主査 執行部の説明が終了いたしました。

１時間経過いたしましたので、休憩を入れた

いと思います。

午後２時15分から再開したいと思います。

暫時休憩いたします。

午後２時７分休憩

午後２時14分再開

○川添主査 分科会を再開いたします。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○黒岩委員 予算の執行の仕方について、確認

なんですけれども、例えば、予算がありまして、

車の購入でありますとか、資機材の購入で執行

残が出た場合です。こういったものを入札した

結果、執行残が出たという場合には、２月補正

内で減額をするのか、もしくは台数を増やして

いくのか、そういったところの運用の仕方とい

うのは、どうされていらっしゃるんでしょうか。

○池田財政課長 基本的には委員お見込みのと

おり、２月補正で減額をすることが基本となっ

てございます。
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○黒岩委員 分かりました。

続きまして、予算の流用についてなんですけ

れども、例えば節の中であれば流用可能なのか、

流用は認めていないのか、そのあたりの運用の

仕方というのはどうなんでしょうか。

○池田財政課長 款・項・目・節とございます

けれども、目、節間の流用については、運用の

世界で地方自治法上も認められておりますので、

必要な場合には、その必要性をしっかりと吟味

の上、流用という形を取ることもやってござい

ます。

○岩切委員 資料14ページ、収入未済額の状況

という表なんですが、真ん中に分担金及び負担

金というのがありまして、増減額が187万2,000

円とあります。その増減の主なものというもの

が、児童保護費として187万2,000円であり、金

額がイコールなもんですから、この児童保護費

のみが増えた要因だと読むべきなのか、全然違

う意味なのかを知りたいんです。

○池田財政課長 分担金及び負担金の中の児童

保護費でございますけれども、こちらは児童保

護費187万2,000円がまさに増減の要因でござい

ます。

○岩切委員 念のためなんですが、令和５年度

の分担金及び負担金は1,002万6,000円で、187

万2,000円のみが児童保護費であるという理解で

よろしいですか。それとも、例えば500万円ぐら

いあって、そのうちというような理解でいいの

か。児童保護費というのは例年のものですもん

ね。たまたまこの年度だけっていうことではな

いと思うんですけれども、いきさつが少し分か

りにくくてですね。

○池田財政課長 収入未済額として、この分担

金及び負担金のうちの収入未済額として、187

万2,000円は全て児童保護費でございます。この

分担金及び負担金には様々なものが含まれてお

りますけれども、このうち収入未済額が起こり

得るもの、起こりやすいものというのが児童保

護費になりますので、例年こちらが計上されて

おるものでございます。

○岩切委員 福祉保健部にまた聞いてみます。

あまり重要な問題ではないので、改めて担当課

に聞きます。

資料63ページなんですけれども、先ほど数字

が下がっているものもあるという解説はあった

んですが、災害に対する備えをしている人の割

合が10％程度下がったといういきさつを、少し

教えていただければありがたいんですが。

○中尾危機管理局長 こちらの調査につきまし

ては、総合政策課で行っております県民意識調

査の項目でありまして、問いの内容としては、

「あなたは台風・地震等の災害に対する備えを

していますか」という問いで、災害に対する備

えとは、例えば、多めに食料や水等を確保する、

家具を固定する、避難所の場所や経路を確認す

る、防災メールや防災アプリに登録するなどの

ように、災害が発生したときに自分や家族の生

命・財産等を守るための取組のことですという

形で問いを立てておりまして、答えの選択とし

ては、十分している・ある程度している・あま

りしていない・全くしていないと４つございま

す。

そのうち、その十分している・ある程度して

いるを合計したものを、この46.7％としており

ますけれども、今回の特徴でいきますと、十分

していると答えた方はほとんど変わっていない

んですけれども、ある程度していると答えた方

が11％ほど低下しております。

代わりに、あまりしていない・全くしていな

いという方が、同じ数だけ増えているんですけ
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れども、我々の分析としましては、意識調査を

実施した時期が、能登半島地震の直後の２月で

あったということもありまして、災害を自分ご

ととして捉えて、備えの必要性を感じて、改め

て自分自身の備えを振り返ったときに、不十分

だと思われた方が増えたのではないかというこ

とで分析をしているところでございます。

○岩切委員 人の心理の調査ですから、背景が

違うとどうしても違う数字になるのかなという

ことは分かりました。

災害に対する備えをしている人の割合を成果

指標として、政策の成果及び今後の方向性とい

う流れの中で捉えていくと、左右されるものが

あるということが分かったということですね。

そうすると、皆さんの仕事の目標を図る尺度

としては不適切かなと思うんですけれども、何

かこれからそういう定規を変えるというような

ことは考えないんでしょうか。

○中尾危機管理局長 こちらの目標につきまし

ては、アクションプランの中でも目標値として

設定しておりまして、最終的に令和８年度の目

標値85％ということで掲げております。

防災力を高める中で、自助・共助・公助のう

ち自助というところが非常に大事だということ

で感じておりますので、この一つの指標をもっ

て、自助のところの判断材料にもしたいと考え

ております。我々としては、引き続きこういう

指標の成果を上げていくことを目標として、備

蓄の必要性の啓発等を図っていきたいと考えて

おります。

○黒岩委員 総務部は県の収入の大部分を占め

る部署が多いと思っておりますけれども、そう

いう視点でいきました場合に、資料９ページの

県税の収入のところなんですが、不納欠損額と

いうのが上がっております。

不納欠損というのは安易にやるべきでもない

し、徴収できないものをいつまでも引っ張って

いる必要もないとは考えておりますけれども、

この不納欠損の基準といいますか、どういった

ものを欠損に落とすのか。

例えば、市町村と足並みをそろえてやられる

のか、そのあたりの基準がありましたら教えて

いただきたいと思います。

○蛯原税務課長 まず、不納欠損の条件として、

例えば、既に清算手続に入っているような法人

については、税収を確保することが困難になっ

てまいりますので、清算手続が終了した時点で、

まだ滞納額が残っているようでしたら、不納欠

損という形で落としたりします。

また、税の確保がなかなか難しいと思われる

場合は、いわゆる滞納処分の執行停止というこ

とで、しばらく様子を見るといいますか、滞納

処分を一時停止する措置もございます。これは、

法律上３年経過した場合とか、その間にもし税

債権の時効が到来した場合は、不納欠損するこ

とになっておりますので、これらの法律に基づ

いてやっている状況でございます。

それから、最後に市町村との連携という部分

がございましたが、こちらについては基本的に

は独自といいますか、特に連携という形ではな

くて、法律に基づいて県の判断でやっていると

ころでございます。

○黒岩委員 ということは、例えば、個人の市

・県民税はセットになっているわけなんですけ

れども、市町村が不納欠損で落としても、県で

は残る場合もありますし、市町村が不納欠損に

落とさなくても、県は独自に落とすというケー

スがあるということなんでしょうか。

○蛯原税務課長 市町村個人県民税につきまし

ては、いわゆる住民税のことになりますけれど
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も、市町村のほうで欠損されますと、県税分も

欠損となります。市町村民税と県民税というの

は切り離して滞納整理はしませんので、不納欠

損されましたら県民税も自動的に欠損されてい

るというような形にはなります。

賦課徴収権は市町村にございますので、県の

ほうで執行停止とかすることは、基本的にはご

ざいません。

○黒岩委員 あと、資料12ページの財産収入の

ところなんですが、財産売払収入がマイナス２

億1,800万円ほどとなっておりますけれども、ま

ず、県が持っていらっしゃる普通財産といいま

すか、売るべき財産の価値がどれぐらいあって、

今どれぐらい残っているのかというのを教えて

いただきたいと思います。

○徳松財産総合管理課長 すみません、確認い

たしますので少々お待ちください。

○丸山委員 資料41ページの収入の確保につい

てです。残念ながら滞納の方が増えてしまった

ということなんですけれども、この要因として

は、コロナ禍が終わって物価高騰とか、いろん

なものがあったというように想定しているのか、

どのように分析されているんでしょうか。

○蛯原税務課長 収入未済額が増えた要因とし

て、市町村に賦課徴収権のある個人県民税の分

が大きく影響しているんですが、幾つかの市町

村にも確認させていただいたんですが、やはり

新型コロナの影響で個人の方の納税が思わしく

なかったということと、物価上昇等が昨今続い

ておりますので、それに伴って負担が大きくなっ

たということで、滞納額が発生したと伺ってお

ります。

○丸山委員 あと、件数的にはどれぐらい増え

たと理解すればいいでしょうか。

○蛯原税務課長 件数につきましては、直接賦

課徴収していないものですから、滞納件数が何

件あったかというところまでは、すぐ報告がで

きません。金額だけの報告になっております。

○丸山委員 いずれにしましても、物価高騰と

新型コロナの影響を受けて、今後どう対応して

いくのか。不納欠損になっていくのか、どのよ

うに考えればよろしいかを教えていただくとあ

りがたいなと思っております。

○蛯原税務課長 経済が回復してまいりますと、

当然納税のほうも進んでいくと思いますので、

今、ちょうどコロナ禍に収入が落ちて納税がな

されなかったという方については、経済が安定

してきますと納税は進むと思っております。

ただ、中にはなかなか思うように収入が回復

しないという方もいらっしゃいます。先ほど黒

岩委員からの質問にもありましたように、個人

の生活状況をしっかりと把握しながら、納税が

厳しいという場合には、滞納処分の執行停止と

いう形を取ります。また、それが一定期間過ぎ

ても回復しない場合は、不納欠損という形で落

としていくというようなケースもございます。

そこは、一つずつ状況を見ながら対応してまい

りたいと考えております。

○丸山委員 税といえば平等性といいますか、

税を納めるというのは国民の義務だと思ってい

ますので、そのあたりは非常に難しい判断になっ

てきます。税収は貴重な財源でもありますので、

不能欠損が増え過ぎると、そこが非常に大きな

問題になってくると思います。

市町村と連携しながら効率的な徴収に努めて

いきたいと書いてあるんですが、新型コロナと

いうのは、これまでにない事案じゃないですか。

どうやって今後克服していくのかっていうのは、

宮崎県だけの問題ではなくて、全国的な問題で

もあると思っています。景気がよくなって収入
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が上がってくればいいんでしょうが、なかなか

簡単にもいきません。物価高騰がさらにそれを

上回ってきているという非常に難しい状況だと

思っているんですが、何か不安だなと思います。

県税未済額が増える方向になっていくんじゃ

ないかなと思っているんですが、対策というの

はなかなか難しいと思っています。全国的な話

を含めて、恐らく全ての都道府県や市町村が悩

んでいると思っているんですが、意見交換しな

がら、国としての方向性も含めて、何か導かれ

ているものなのか、教えていただくとありがた

いなと思います。

○蛯原税務課長 委員のおっしゃるとおり、非

常に難しい問題なのかなとは思っております。

県としましては、そもそも原則的には市町村の

賦課徴収ということでやっていただくわけです

が、県としても最大の支援をしております。

先ほどの説明の中でも申し上げましたように、

実際に県税職員が市町村のほうに出向きまして、

短期間ではありますけれども市町村の身分を有

して一緒になって滞納整理を行っていったりす

る併任人事交流という制度がございます。

さらには、市町村では徴収がこれ以上難しい

という案件を、県のほうに直接引継ぎをしてい

ただきまして、県が代わって徴収するという直

接徴収引継ぎという制度がございます。こういっ

た制度を活用しながら、できるだけ未済圧縮を

図っていこうと考えております。

全国的にもいろいろな取組はございますけれ

ども、大体どこの都道府県も似たような形でやっ

ているかと思っております。

○徳松財産総合管理課長 先ほど黒岩委員から

お尋ねのありました件なんですけれども、今年

度財産総合管理課で売払いを予定している物件

ということでいうと８件ございます。

それで、収入の予定額ということで１億1,000

万円となっております。売払いの財産につきま

しては、各部局でそれぞれ持っている財産を処

分するんですけれども、鑑定とか測量はそれぞ

れの部局で行い、それが終わって財産総合管理

課に売払い予定として上がってくるものですか

ら、全てを把握している状態にはないというこ

とで御理解いただければと思います。

○黒岩委員 ということは、財産の管理につい

ては、国であれば普通財産の場合に財務省が全

部管轄をしていくんだと思っているんです。市

町村の場合でいくと、やっぱり管財担当の課が

全部集約しているんですが、県の場合では、そ

れぞれの課が普通財産になっても持っていると

いうことの理解でよろしいんですか。

○徳松財産総合管理課長 売却ができる状態に

至ったら、財産総合管理課で引き継ぐという段

取りになっております。

○黒岩委員 その売却ができる状態の財産の総

額というのは、分からないんですか。

○徳松財産総合管理課長 売却ができる状態に

なっているのが、今年度で８件の約１億1,000万

円という状態になっております。

○山口副主査 幾つか教えていただきたいんで

すけれども、まず歳入のほうで、資料14ページ

の雑入の未済額が昨年度に比べて結構出たと思

います。勉強不足で恐縮なんですが、どういう

ものがどうなってこんなに金額が増えたのか教

えてください。

○池田財政課長 雑入のところでございます。

今回の主なものとしまして、行政代執行費用と

いうものが特殊なものとして入っています。こ

れは、ある外国籍の船が福島港の岸壁を損傷さ

せた事案が生じました。

それについて訴訟を行っておるんですけれど
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も、その相手方との交渉と並行いたしまして、

岸壁の補修を代執行するための費用として2,371

万4,000円がこの雑入の中に含まれていることか

ら、この額が今年度膨らんでいる状態でござい

ます。

○山口副主査 同じく資料14ページの港湾使用

料についてなんですが、昨年度の決算で指摘さ

れたのはこれのことですかね。港湾施設使用料

の納付額についてしっかりやってくださいみた

いなことが、決算の主査報告を見ると出ている

みたいなんですけれども、違う項目だったらす

いません。

この項目がかなり改善されたようなんですが、

何か特別な取組をされたのかどうか知りたかっ

たんですけれども、違う項目だったら、「違う項

目です」と言ってくれれば大丈夫です。

議事録を読むと、昨年度の決算の主査報告だ

と、「港湾施設使用料の適切な納付で収入未済額

が縮減されるよう、厳格に対応してください」

という指摘があったみたいなんですが、これが

イコール港湾使用料でいいのかどうかというと

ころから教えていただければと。担当が違えば

そう言っていただければ大丈夫です。

○池田財政課長 今すぐ申し上げられませんの

で、お時間をください。

○黒岩委員 資料25ページ等で出てくる職員の

退職手当の件です。見込みよりも退職者が少な

かったということなんですけれども、当然定年

制の延長で、今年定年予定の方が１年延長した

場合には、１年繰り延ばしということになるか

ら、今年は少ないんだろうと思っています。

そうなった場合に、１年延長した方の退職金

については、１年延長すれば来年その分が発生

するということになるんですが、１年延長した

ことによって退職金の額が増えるということに

なるんでしょうか。

○那須人事課長 退職手当の額は、令和６年度

の予算でいくと、やはり増えているような形で

検証させていただいています。

○黒岩委員 総体的なものよりも個人で見た場

合に、今年定年された方と、１年延長して退職

された方と、退職金の金額が増えるのかという

ことです。

○那須人事課長 退職金については、支給率を

給料月額に掛けるような基本的な計算がありま

すけれども、支給年数が35年以上であれば、マッ

クスの月数になり、そこで止まります。勤続年

数が34年未満であれば、勤続年数が積み重なっ

ていきますので、増えるような形になります。

○池田財政課長 先ほど山口副主査から御質問

いただきました港湾使用料についてでございま

す。こちら、県土整備部の所管になるので、詳

細については、お答えできませんけれども、副

主査御指摘のとおり、決算特別委員会の指摘事

項として、港湾使用料について適切な納付を促

すようにという指摘がございました。

その中で、県土整備部としては、これまで電

話、訪問、文書による督促をしてきたというこ

とで、それを引き続きやっていくということ、

また、地方税の滞納処分の例によりまして、使

用料についても徴収することができるとされて

おるようで、税務部門とも連携しながら滞納者

の財産調査を行いまして、資力がある場合には

差押えをするといった厳格な対応をしていくと

いうことを方針としてやってきたようです。

その結果、具体的にどうなったということは

申し上げられませんけれども、そういった努力

の上で、この額まで落ち着いてきているのかな

と考えております。

○山口副主査 職員の退職手当のところですが、
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今回不用額が結構出ているじゃないですか。こ

の流れを知りたいんですが、先に退職意向を確

認されて、その上で予算を組んでいるわけでは

ないのですか。なぜそんなずれが出たのか、よ

く分からなかったんですけれども、教えてくだ

さい。

○那須人事課長 退職意向調査というのを前年

度、それから当該年度にも行っております。当

然、前年度の調査に基づいて予算措置するよう

な形になるんですけれども、前年度の当初予算

を組む段階では、退職の意向が結構ありました

ので、それに基づいて退職手当を積算しており

ましたが、年度後半に至るに当たって、定年延

長といったような形で引き続きという方が増え

ましたので、そういったところで退職手当が不

用になっているといったことであります。

○山口副主査 分かりました。

もう一件、県税の収入のほうでお伺いしたい

んですけれども、資料７ページの個人県民税、

法人県民税など、先ほどの徴収率の件で出てい

ると思うんですが、各市町村ごとの徴収率って

いうのは、毎年２月とか３月ぐらいに前年度の

ものが公表されているようだなというのが出て

きたんですけれども、この決算の段階では速報

値とかでも出せないものなんですか。

この数字の積み上げというのは、恐らく各市

町村からもらったとか、皆さんだけでやってい

るのかもしれないけれども、各市町村ごとの徴

収率みたいなものは、９月の段階では出しづら

い、速報値を出せないものなんですかね。

○蛯原税務課長 当然、それは市町村から上がっ

てきた数字に基づいて県でまとめます。その結

果が今の合計の数字ですから、市町村ごとの内

訳は出せる状況にはあろうかと思います。

○山口副主査 資料を出してもらったりできま

すか。令和４年度までは公表されているような

んですけれども、令和５年度の速報値、各市町

村まだ決算確定していないことは重々承知して

いるんですが、この決算をつくるに当たっての

ベース資料となっているものについて、いただ

けるとありがたいです。

○蛯原税務課長 最終的には精算行為とかで数

字が確定していきますけれども、現時点での数

字は調べれば確認はできるかと思います。

ただ、あくまでも県民税というベースでしか

つかんでおりません。市町村民税という、いわ

ゆる住民税というレベルになりますと、市町村

の税収になってまいりますので、私どものほう

は県税分だけで把握できているというような状

況でございます。

○山口副主査 ついさっき県民税と市町村民税

は一体となって一応徴収しているという御答弁

をいただいたかと思います。率としてはイコー

ルにならないとおかしいんじゃないかなと思う

んですが、それどう判断するかはこっちのベー

スだとして、県民税の各市町村別の徴収率とい

うのは出せるという理解でいいでしょうか。

○蛯原税務課長 はい。手元に今すぐ出せるも

のはございませんけれども、確認すれば分かる

かと思います。

○山口副主査 それでは、資料請求させていた

だきたいんですが、県民税の令和５年度分の徴

収率について、各市町村別の金額までは求めま

せんが、市町村別のパーセンテージを出した資

料の提供をお願いしたいと思います。

○蛯原税務課長 はい、分かりました。

○川添主査 資料要求の件についてお諮りしま

す。

当該資料については、全委員へ提供していた

だくということでよろしいですか。
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○黒岩委員 個人住民税の分だけということで

よろしいですか。

○蛯原税務課長 個人県民税の分だけというこ

とでよろしければ。

○川添主査 県民税っていうことですね。

○蛯原税務課長 はい。

○川添主査 これは終了後ですか。

○山口副主査 終了後で結構です。明日もあり

ますから。

○川添主査 それでは、後ほど提出をお願いい

たします。

ほかにございませんか。

○黒岩委員 資料60ページの危機管理のところ

です。主な実績内容等の一番下に、「自主防災組

織資機材整備の支援」というのがありますが、

宝くじでも助成事業があったと思うんですけれ

ども、そことの違いが何なのかということと、

この３市町というのはどこなのかというのを教

えていただきたいと思います。

○中尾危機管理局長 宝くじについては、少し

お時間いただければと思いますけれども、資機

材整備の３市町につきましては、延岡市、高鍋

町、宮崎市になります。

○黒岩委員 その市町を選定された基準という

のは、どういったことなんでしょうか。

○中尾危機管理局長 基本的には、各市町村に

募集をかけまして、各市町村から出てきたもの

を予算の範囲内で交付決定するという形でして、

今回この３市町から申請があったものでござい

ます。

○黒岩委員 もっと申請が多いのかなと思って

いたんですけれども、実際上がってきたのは、

この30組織しか上がってきていないということ。

この助成の内容について、どういったものを対

象にされているかとか、少し分かれば教えてい

ただきたいと思います。

○中尾危機管理局長 内容としましては、自主

防災組織の中で行ういろいろな訓練とか、資機

材等を整備するものでございまして、ヘルメッ

ト、訓練に使うハンドマイク、掲示板、救命胴

衣、消火器、そういった様々な資機材の支援と

いうことになります。

○黒岩委員 上がってきた30組織は全て措置で

きたという理解でよろしいんでしょうか。

○中尾危機管理局長 申請が上がってきたもの

に対しては、全て交付決定を行ったという形で

ございます。

○黒岩委員 分かりました。

○山口副主査 資料34ページですけれども、県

有施設の災害復旧費の執行残がありましたとい

う御説明だったので、もう少し詳しく要因とか、

ここが残ったというのを教えてもらえると助か

ります。

○徳松財産総合管理課長 不用額の内容という

ことだと思うんですけれども、年度いっぱいま

での災害に備えて、補正減をしていないという

ことで執行残が多いということになります。

執行されているものとしては、支出済額のと

ころで上がっております。需用費、工事請負費、

こちらで執行はしておるんですけれども、予算

がもともと多く取ってありますので、執行残が

多くなったということになります。

○山口副主査 分かりました。

最後に、危機管理のところで、資料63ページ

なんですけれども、こうして年度別の目標値を

出していただけるのはすごくありがたいなと

思っているんですが、恐らくこの数字って総合

計画とかの目標値にもなっているかと思います。

令和８年が多分総合計画だと終わりだと思うん

ですけれども、最終的な目標値も記載いただい
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て、どれくらい最終目標との差があるのかとか

も実績の中で分かるようにしていただけたらな

と思います。

あと、全体的なことなんですけれども、分か

りやすいのが危機管理なので、危機管理で言っ

てしまうんですが、60ページや61ページとかも、

主な実績内容とかも非常に丁寧に書いていただ

いています。しかしながら、数字的なものがあ

るものであれば、目標値が幾つだったのかとか、

─マンホールトイレも80基というのが補正予

算で出てきていましたけれども、もともと80基

の整備の設計をする予算で、80基できましたな

のか─いろんな導入についても、予算上この

分を予定していて、実績として全部いったんで

すよみたいなところが分かると大変ありがたい

です。

この実績が果たして適正な実績なのかどうか

というところが、少し判断しづらいところが多

いなと思ったので、そこが分かるようになると

よりありがたいなと思います。可能だったらそ

ういう形で対応いただけるものは対応していた

だきたいと思っています。

○池田財政課長 御指摘いただきました点は、

この主要施策の成果ということで、財政課で取

りまとめてございます。

副主査おっしゃることは、我々どもとしても

まさに同じ問題意識は持っておりまして、しっ

かりと県税等々を使ったものを、こういう事業

をやりましたということで県民に成果をお示し

するために、主な実績内容等のところをより分

かりやすい方法で書けないかということで、検

討中でございます。

主要な事業というのは、３年に１回のサイク

ルで回っているものもございますので、そのタ

イミングを捉えながら、少しずつここをリニュ

ーアルしていけるように、これは全施策、全部

局に絡む話ですが、対応していきたいと思って

おります。御意見ありがとうございます。

○中尾危機管理局長 先ほど黒岩委員から質問

のありました宝くじの分の自主防災組織への補

助でございますけれども、一般財団法人の自治

総合センターの「コミュニティ助成事業」とい

うもので補助されているものでして、補助率10

分の10、上限200万円となっております。

令和５年度の実績で申し上げますと、７市町

に対して資機材整備で合計1,330万円ほど交付さ

れているという状況になっております。

○坂本委員 私も資料63ページの数値のところ

でお伺いします。

ここを示していただいているのが、「自助・共

助・公助で命を守ろう！」という中では、自助

・共助の部分なのかなと思うんですけれども、

委員会でも申し上げましたが、公助の部分につ

いての指標というか、数値的なものというのは、

何かお持ちだったでしょうか。

○中尾危機管理局長 この中での数字というこ

とでは、公助の数値はアクションプランには入

れていないんですけれども、例えば、災害備蓄

の備蓄物資というところでいきますと、自助で

賄えない部分を公助でやるということで、市町

村と県のほうで備蓄物資を整備していきますの

で、そういった数値はあります。それ以外の大

きなところで、今思い当たるものとしてはない

状況でございます。

○坂本委員 資料61ページで、これもあくまで

施策の成果と今後の方向性ということでお伺い

したいと思います。指定避難所となっている県

有施設の環境改善を今回図られて、ここにあり

ます様々な資機材については、考えられる指定

避難所の環境改善の一つの基準になるレベルな
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のかなと受け止めているんですけれども、先日

の委員会の中でも申し上げましたが、指定避難

所は各市町村が管理をしているところが多いわ

けです。

県全体の指定避難所の環境改善という視点で

いうと、市町村任せになっているのか、市町村

管理の環境がどの程度改善されているのかとい

うことについても、ある程度指標を持って取り

組んでいくべきではないかと考えるんですが、

そういった今後の方向性はいかがでしょうか。

○中尾危機管理局長 避難所については、基本

的には市町村が開設をするということでござい

ますけれども、やはり県としても、避難所の資

機材等については、市町村だけではなくて、県

も一緒になって支援をしていくということが必

要だと考えております。59ページに書いており

ますけれども、「大規模災害に備えた減災・応急

体制強化支援」ということで、各市町村に対し

ます補助も、平成25年から実施しているところ

であります。市町村に対して、こういった支援

は引き続き必要だと考えております。

今回、61ページに上げているものは、そのう

ちの県有施設ということで今回整備をするもの

でございます。これにつきましては市町村と一

体となって、また自助の部分の県民への備えの

部分で足りない部分についても検証しながら、

必要数等を見極めながら、備蓄トイレのセット

などの資機材については、今後も支援するよう

な形で考えていきたいと思っています。

○坂本委員 最後にもう一つ。これもくどいよ

うで委員会の中でも申し上げましたけれども、

８月に県内で起きた大きな地震についてです。

施策の成果の中で、「津波から人命を守るため

の取組を促進した」という一文があるんですけ

れども、これは本当に人命を守るための取組が

促進されたかどうか、成果が出たかどうかとい

うことは、ふだん遭遇しないような８月の地震、

それから津波注意報が発令されたという事案が

あったので、ここでどのような行動が取られた

のか、しっかり検証していただきたいんですね。

人命を守るための県の施策の成果が出ているか

どうかは、本当に災害が来たときにしか分から

ないわけです。本県においては、そういった特

別な事情が８月に起きましたので、ぜひここは

市町村と連携を取って検証していただきたいと

思います。

○中尾危機管理局長 議員御指摘のとおり、８

月８日の地震では、制度設計以来初めての南海

トラフ地震臨時情報が出ましたけれども、それ

が出てからの県民の行動等が的確であったかど

うかというところは、今後検証していく部分で

もありますので、市町村とも連携しながら、行

動等の分析等も行い、今後の対策に生かしてい

きたいと考えております。

○丸山委員 資料61ページ、委員会で議論をさ

せてもらったマンホールトイレ80基の整備の調

査・設計と書いてあるんですが、どんな調査設

計を令和５年度ではされたのか教えてください。

○中尾危機管理局長 今回、９月補正で予算を

要求させていただきましたけれども、マンホー

ルトイレを設置します全ての施設についての下

水道の長さであるとか、詳細設計をやった上で

積算をやったものでございます。それの基礎と

なる設計でございます。

○丸山委員 それは具体的には誰かに委託して

やったのか、もしくは、県の営繕課に分任して

委託したのか、どういう形だと認識すればよろ

しいでしょうか。

○中尾危機管理局長 予算につきましては、営

繕課のほうに分任をいたしまして、営繕課のほ
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うが民間の設計会社に委託をしているというこ

とになります。

○丸山委員 少し調べたんですけれども、マン

ホールトイレの設置について国土交通省が出し

ている手引によりますと、1,000人ぐらい集まる

避難所には、10～20基マンホールトイレを設置

してくださいという基準がありました。それを

考えたときに、今回の考え方ありきで、そのあ

たりの議論がされずに、80基になってしまった

んではないのかなとか思っているんです。

マンホールトイレの数については設置基準が

あるもんですから、令和５年度中にはしっかり

議論されたのかどうかというのを教えていただ

くとありがたいと思っています。

○中尾危機管理局長 議員御指摘のとおり、国

土交通省のガイドラインによりますと、トイレ

の必要数は、大体100人に１基というところ

で、1,000人の避難所で10基程度必要になろうか

と思います。しかしながら、今回、我々が主に

ターゲットとしていますのは、高齢者や要配慮

者ということで、大体1,000人の避難所であれば

３基程度を用意するような形で、今回設計等を

考えたところでございます。

○丸山委員 国土交通省の基準には、避難者の

人数だけであって、高齢者等の人数を割り振っ

ての基数は書いてなかった気がします。トイレ

の数が高齢者とか要配慮者に対してだけでいい

のか。健常者の方もマンホールトイレを使われ

ると考えると、その数が正しかったのかどうか

というのは若干分からないところではあります。

○中尾危機管理局長 災害が発生してからの日

数に応じた上でのトイレの整備ということで、

まずは備蓄トイレセットがございますし、あと

避難所については、自助・共助・公助の中で各

避難者が最低３日分は用意するというような形

でしております。その足りない部分を市町村と

県でカバーするというところもありますので、

そういった数であるとか、日にちがたってから、

またトイレの使用回数などを勘案しまして、高

齢者を特に優先した形で使えるような環境整備

を図ろうということで、今回このような数を積

算したところでございます。

○丸山委員 決算でこれ以上深く話はしません

けれども、国土交通省の基準とかを見据えて、

しっかり調査設計をするべきではないのかなと

思っています。決算なので、これ以上は質疑は

しません。

○川添主査 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 ないようですので、それでは、引

き続き総務部の説明を求めます。

委員の質疑は、執行部の説明が全て終了して

からお願いをいたします。

○池田財政課長 今年４月に県立病院事業点検

プロジェクトチームを立ち上げまして、１回目

のプロジェクトチーム会議を開催の上、評価報

告を取りまとめましたので、今回、御説明いた

します。

資料といたしまして、令和６年度第１回県立

病院事業点検プロジェクトチーム報告資料を御

覧いただければと思います。

まず、報告資料３ページを御覧ください。

これまでの経緯についてでございます。

令和６年４月26日に日隈副知事をトップとし、

関係部局で構成する県立病院事業点検プロジェ

クトチームを設置いたしました。

令和６年６月27日に第１回プロジェクトチー

ム会議を開催し、令和５年度の決算見通しや直

近の患者動向等の経営状況、各病院における経

営改善に向けた取組の進捗状況等について協議
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し、その後もプロジェクトチームとして継続的

に確認等を行ってまいりました。

令和６年７月16日には、令和６年度当初予算

に計上しました総額50億円の貸付けのうち、20

億円について貸付けを実施してございます。

令和６年７月29日及び31日には、日隈副知事

が３病院の院長を個別に訪問しまして、経営改

善の取組状況等を直接確認するほか、院内の推

進体制の取組強化や一層の取組推進を要請した

ところでございます。

これらを総合しまして、令和６年９月６日に

知事への中間報告を実施してございます。

４ページを御覧ください。

令和５年度決算の対前年度決算比較について

であります。

純損益は42億8,000万円余の赤字となります。

特徴としましては、旧宮崎病院の解体に伴いま

す特別損失19億6,000万円余の計上によりまし

て、赤字額は過去最大のものとなってございま

す。

入院・外来収益については、患者数は減少し

ましたが、患者１人当たり単価の増により、対

前年度比で18億8,000万円余の増、給与費、材料

費及び経費については、物価や賃金の上昇等に

より、対前年度比で16億3,000万円余の増となり、

新型コロナ病床確保料を除いた経常損益は、対

前年度比で11億円余改善してございます。

５ページを御覧ください。

令和５年度決算を「宮崎県病院事業経営計

画2021」の収支計画と比較したものでございま

す。

純損益は、対収支計画比で６億4,000万円余上

振れしてございます。これは、入院・外来収益

について、宮崎病院の患者数と患者１人当たり

単価が想定よりも改善し、対収支計画比で４

億8,000万円余の増となったこと、材料費につい

て、専門家を活用した医薬品の価格交渉や宮崎

大学と連携したＳＰＤの活用等により、対収支

計画比で２億2,000万円余の減となったこと等に

よるものです。

６～８ページにかけて、経営改善に向けた各

病院の取組状況についてまとめてございます。

これらの資料は、厚生常任委員会で病院局か

ら既に報告されているものでございますので、

こちらから詳細な説明は割愛させていただきま

すけれども、今年度の病院ごとの主な動きとし

まして、８ページを御覧いただきながら、簡単

に御紹介をいたします。

まず、（１）宮崎病院では、秋から、がん医療

機能の高度化に向けた事業が開始予定でござい

ます。

（２）延岡病院では、この４月から、ハイブ

リッド手術室が本格稼働してございます。

（３）日南病院では、７ページに記載があり

ますけれども、４月から、診療報酬制度への適

切な対応のための外部コンサルタントの活用を

開始したほか、こちらは初めての記載でありま

すけれども、８ページ、本年12月１日付で、病

院運営の効率化の観点から、52床の病床削減を

行うことが決定されてございます。

９～11ページにかけまして、令和６年度の直

近の患者数及び稼働病床利用率をまとめてござ

います。それぞれのグラフ中、赤線が令和６年

度を、青線が令和５年度を、灰色の線がコロナ

禍前の令和元年度を表してございます。

まず、９ページ、延べ入院患者数についてで

す。

病院事業全体としましては、４～７月で、前

年度を5,284人上回ってございます。宮崎病院に

ついては、手術件数の増や救急患者受入れ件数
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の増等により、また延岡病院については、手術

件数の増等により、それぞれ前年度実績を上回っ

てございます。日南病院については、平均在院

日数の短縮の影響等によりまして、昨年度を下

回ってございます。

次に、10ページが延べ外来患者数についてで

す。

病院事業全体では、４～７月で、前年度を1,671

人上回っております。宮崎病院については、お

おむね前年度と同程度の推移、延岡病院につい

ては、特に循環器内科の患者数の増により、全

ての月で令和元年度の実績値を上回ってござい

ます。日南病院については、一部診療科の人員

不足に伴う診療制限の影響で、前年度を下回っ

ております。

次に、11ページ、稼働病床利用率についてで

ございます。

宮崎病院、延岡病院は、前年度を上回り、特

に宮崎病院については、令和元年度を上回る水

準で推移する一方、日南病院については、前年

度を下回る水準で推移してございます。

入院・外来患者数、また稼働病床利用率の増

減につきましては、今後とも注視してまいりま

すけれども、全体としては、おおむね改善傾向

にあるところでございます。

12ページを御覧ください。

プロジェクトチームによる主な指摘事項と、

それに対する病院局の対応方針についてです。

左側、オレンジ、ピンクの部分が、プロジェ

クトチームによる主な指摘事項を、右側の緑の

部分が、病院局のそれに対する対応方針です。

まず、一番上の入院・外来患者数の動向につ

いて、日南病院の足元の延べ入院患者数が、対

前年同期比で減少していることから、患者数減

少の要因を分析すること、また、各病院におい

て、引き続き効果的な集患対策を講じていただ

き、病床稼働率の向上に努めるべきであると指

摘してございます。

それに対して、右側、病院局からは、まず日

南病院の患者数減少の要因については、人口減

少や高速道路の開通などの影響が大きいと考え

られ、引き続き分析を行っていくこと、また、

集患対策や病床稼働率の向上については、院長

が自ら地域の医療機関を訪問するなど、地域の

医療機関との連携強化を行うとともに、日南病

院について52床の病床削減を行うなど、病床稼

働率の向上に継続して取り組んでいく旨の回答

がございました。

次に真ん中、宮崎病院の経営改善についてで

す。

令和５年度の経常収支については改善傾向に

あるものの、引き続き、「宮崎病院再整備事業」

による機能強化に伴う投資に見合うよう、いち

早く稼ぐ体質を目指すべきであると指摘してご

ざいます。

それに対して、病院局からは、手術件数の増

加等による足元の改善トレンドを継続できるよ

う努めるとともに、宮崎病院がんセンターの設

置をはじめ、がん治療の推進・強化を図ってい

くとの回答がございました。

次に一番下、不採算・政策医療についてです。

不採算医療の提供と安定的な経営の確保を両

立するため、特に不採算医療以外の政策医療分

野における集患対策強化を図ること、また、デ

ータに基づく経営改善や国への要望に活用して

いくため、医療分野ごとの収益状況の把握や課

題の洗い出しを行うべきと指摘しております。

それに対し、病院局からは、各圏域における

重点強化分野に力を入れるほか、３病院全てに

原価計算システムを構築し、不採算医療等の収
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支実態を可視化することで、経営分析の強化や

国への要望に活用していくとの回答がございま

した。

13ページを御覧ください。

これまでの病院局の取組に対するプロジェク

トチームとしての現在の評価についてでござい

ます。

まず、（１）令和５年度決算については、「宮

崎県病院事業経営計画2021」の取組の推進によ

り、収益、費用及び純損益それぞれが改善する

など、一定の成果が見られるものと考えており

ます。

（２）病院局の取組状況については、50億円

の貸付けが決定されて以降、各病院をはじめ病

院局全体として、経営改善への意識がさらに高

まり、具体的な推進体制の構築も着実に進んで

いることを評価してございます。

ただし、各種取組については、着手されたば

かりのもの、また、今後着手予定のものも含ま

れておりますため、それらが着実に実施されて

いくよう注視してまいりたいと思います。

（３）令和６年度の経営指標については、直

近の病院事業全体の入院・外来患者数の動向等

はおおむね改善傾向にありますが、引き続き、

各病院において、効果的な集患対策に努めてい

く必要があると考えてございます。

最後に（４）知事への中間報告の結果としま

して、知事からは県立病院が地域の中核病院と

して高度で良質な医療を安定的・継続的に提供

できるよう、プロジェクトチームには引き続き、

経営改善の取組の検証を行うとともに、必要な

助言等を行うよう、我々プロジェクトチームに

対し指示があったところでございます。

14ページを御覧ください。

最後に、国への要望状況についてでございま

す。

経営状況の厳しい公立病院に対しまして、地

方財政措置の拡充等の支援を求めるため、所管

省庁でございます総務省に対し、各種要望を行っ

ております。

まず、上の青枠部分ですが、総務部長以下事

務方レベルにおきまして、令和６年６月７日に

総務省自治財政局準公営企業室の担当課長補佐

に対し、また、令和６年７月29日に地方財政連

絡会議の場で、同局公営企業課長に対しまして、

令和６年度当初予算における本県県立病院へ

の50億円貸付けの経緯、繰出金増額の状況、ま

た、全国の公立病院が置かれた厳しい経営状況

について御説明し、公立病院に対する地方財政

措置のさらなる拡充を要請したところでござい

ます。

また、下の緑枠部分ですが、令和６年８月１

日には、河野知事が全国知事会地方税財政常任

委員長として、全国を代表し、公立病院の経営

安定化支援に係る文言を含む形で、提言を策定

の上、松本総務大臣に対し直接要望を行いまし

た。

松本大臣からは、「総務省としても、地域医療

を支える公立病院の支援を検討していきたいと

思っている」との御発言があったほか、令和６

年８月30日に公表されました令和７年度の地方

財政の課題、これはいわゆる総務省概算要求ペ

ーパーと呼ばれるものでありますけれども、こ

ちらにおいて重点課題として地域医療の確保が

新たに明記されたところでございます。

プロジェクトチームの報告は以上でございま

すが、引き続き、病院局の経営状況や経営改善

に向けた取組の把握に努めてまいりますととも

に、様々な機会を通じて国への要望等も行って

いくことで、病院局が高度で良質な医療を安定
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的・継続的に提供できるよう、我々としても支

援をしてまいりたいと思ってございます。

○川添主査 執行部の説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○黒岩委員 このプロジェクトチームの在り方

といいますか、基本的に県庁の内部の方でのプ

ロジェクトチームということで、特に病院事業

につきましては専門用語が出てきたり、特殊会

計があったりということで、非常に専門性の高

い事業でないかなと思っています。

そういう中で、例えば外部のコンサルタント

なり、公認会計士なり、そういった方から意見

を聞く体制は取られていないんでしょうか。

○池田財政課長 このＰＴにおきましては、そ

ういった体制は取ってございませんけれども、

各病院において、例えば、日南病院でしたら、

そういった経営的な危機に直面してございます

ので、外部コンサルタントを入れた内部の会議

を開催しております。あと、個別の具体的な各

種経営改善に向けた取組については、各病院で

コンサルタントを活用しまして、様々な診療報

酬制度への適切な対応などの経営改善に向けた

取組に外部有識者を活用しておるところでござ

います。

○黒岩委員 ということは、各病院で外部と連

携した経営改善をやっているという認識でよろ

しいんでしょうか。

○池田財政課長 おっしゃるとおりでございま

す。

○黒岩委員 例えば、５億円する最新鋭の機器

を入れたいとなった場合には、それは各病院の

検討会の中で審議していくということになるん

でしょうか。

○池田財政課長 各病院と、管理者である病院

局の内部で検討がなされるところです。

ただ、先ほど申し上げたことと少し重なりま

すけれども、外部コンサルタントを入れまして、

その機器が適切なものなのかでありますとか、

どういった費用対効果を生むのか、より安く買

うことができないか、そういったところには鋭

意努力されていると伺っております。

○黒岩委員 あと、資料12ページのところです。

入院患者等の確保というところもありますが、

特に県立日南病院があまり思わしくないという

ところがあります。患者数の減少の原因として、

高速道路の開通だとかいろいろあるんですけれ

ども、地元の方に聞きますと、滞在日数のいろ

いろな制度上のこともあるんでしょうけれども、

入院してもすぐ出ていってくださいと言われた

り、初診で入りたいとなると、紹介状がないと

駄目とか、なかなか使いづらいところもあるよ

うで、まだまだ住民に対して理解が得られてい

ないと思われます。

患者をもっと受け入れていいんじゃないかと

いう気持ちが出ているもんですから、そういっ

たところについて、例えば、地元の自治会なり、

高齢者クラブなどと病院が意見交換をしながら、

どうしたら患者が増えるのか、もしくは理解が

深まるのかを協議するような取組が必要じゃな

いかと思いますが、プロジェクトチームではど

うお考えでしょうか。

○池田財政課長 委員御指摘のとおり、患者の

方々でありましたり、地域医療の病院というこ

ともあると思いますけれども、そういった地域

と連携しながら地域の医療を守っていく、また

経営改善につなげていくということは大切なこ

とだと、我々プロジェクトチームとしても思っ

てございます。

例えば、日南病院でありましたら、患者をしっ

かりと地域から送っていただくという意味で、
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いわゆる紹介ですね、地域の医院から紹介して

いただくように、院長や幹部などがしっかりと

各医療機関を回って、重篤な患者はぜひ送って

くださいということで、足しげく対応しておる

ということです。そういった地域との連携・密

着ということには、我々としても期待をしてい

きたいと思っております。

○黒岩委員 関係医療機関や関係者での意見交

換もいいですけれども、直接、住民団体であり

ますとか、そういった方との意見交換をしなが

ら、どうやったら県立日南病院が使いやすい病

院になるかとか、今後、そういったことについ

ても意見交換を十分にお願いしたいと思います。

○山口副主査 今回は中間という形だったと思

うんですけれども、プロジェクトチームの今後

の予定について、年度末に向けてどういう流れ

になっていくのでしょうか。

そして、定期的にこちらの委員会等にも報告

をしっかりいただけるのかどうか。そのあたり

をまず教えてください。

○池田財政課長 今後の見通しでございますけ

れども、まず、ゴールを令和７年２月の総務政

策常任委員会にて、そのときの状況、例えば、

収支計画の現状との比較だとか、経営状況の取

組、そういったことのリバイス版という形で御

説明、御報告させていただきたいと思っており

ます。

それに先立ちまして、今回９月末に報告をい

たしましたけれども、10月以降、当年度の決算

見通しでありますとか、当年度の経営改善に向

けた取組の状況、進捗状況、そういったものを

病院局からしっかり報告を受けたいと思ってお

ります。その時期は、あくまで仮置きではあり

ますけれども、11月末頃に第２回のＰＴを開く

ことになるのかなと考えております。

また、プロジェクトチーム会議以外において

も、事務局としては、常に対応してございます

ので、最新の状況をしっかりとウォッチしなが

ら、どうすれば経営改善に結びつくか、そこを

引き続き考えていきたいと思っております。

○山口副主査 細かな経営状況とかの説明は病

院局がやるべきことだと思いますので、言及は

避けたいと思いますが、今回のこの報告、日南

病院が見る限り全て目標未達ですよね。売上げ

とか含めてかなり厳しい数字が上がってきてい

ると思います。計画の初年度からこういう状況

というのは、非常に心配です。宮崎病院と延岡

病院が非常に鋭角に上振れしているので、結果

的に全体としてプラスになっているというだけ

で、計画の初年度から日南病院がかなり厳しい

というところは、ＰＴとしてかなり厳しく言っ

ていただかないといけないんじゃないかなと、

個人的には思っております。

人口減少や高速道路の開通は、明らかに見込

んでおくべき要因であったのではないだろうか

と思っていますし、計画を説明していただいた

段階でも、入っているものだと思って、厳しい

数字を上げていますという説明を受けていたと

私は記憶をしているところです。日南病院の厳

しさというところは、ＰＴ担当としては、ほか

に要因があるのか。

病院のほうを見ると、人員が足りなくて、厳

しい状況になっていましたとか書いてあったり

しますけれども、このあたりをどう見ているの

か。

また、このくらいしっかりやってくださいよ

というところを今後言っていくつもりなのかと

いう受け止めも含めて教えていただけますか。

○池田財政課長 特に日南病院の状況について

は、プロジェクトチームとしてかなり深刻な受
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け止めをしてございます。もちろん日南病院、

また病院局全体としても、この事案が発生して

以降、力を入れて頑張られていると、プロジェ

クトチームとしては思っております。

しかし、人口減少の見込み以上の落ち込みで

ありますとか、宮崎市圏域に患者が行ってしま

うといった高速道路開通による余波などの分析

をしっかりと早急にやっていただくとともに、

それに応じた集患対策を早急にやらねば、仮に

宮崎病院、延岡病院が改善傾向にあったとして

も、全体としては厳しくなります。そこの危機

感は相当伝えておりますし、それこそ日隈副知

事が直接日南病院にも行かれまして、病院局プ

ロジェクトチームのトップとして、厳しく日南

病院長にも指摘をしたと伺っております。

○丸山委員 この計画では、今年７月に20億円

の貸付けを既にやっていて、令和６年度中には50

億円全てということですが、どの時点で貸し付

ける判断をすると理解してよろしいでしょうか。

○池田財政課長 今の状況を申し上げます。

まず、貸付けの考え方ですが、50億円は全て

貸し付ける予定でありますが、病院局の資金需

要というものがございますので、それに応じて

必要な時期に必要な額を貸し付けるという方針

で、貸付時期を検討しているところです。

具体的には、令和６年７月16日の貸付けは、

期末手当の支払いが終わったタイミングなので、

かなり巨額なお金が動くということで20億円を

貸し付けております。

第２回は10月頃を想定しておりまして、延岡

病院の非常用発電機の取替え工事に伴う工事費

用が多額に上りますので、その資金需要を満た

すためのもので、貸付け額は20億円です。

最後の第３回としては、期末手当の支払いで

ありますとか宮崎病院の解体などの資金需要が

発生します。そこにもしかるべき額を貸付けす

ることで、全体として適時適切な50億円の貸付

けを図っていきたいと思っております。

○丸山委員 先ほどの指摘にありますとおり、

日南病院がどう改善できるのか。これは日南病

院だけではなくて、県南地区の中部病院や串間

市民病院を含めて、機能分化をしっかりやって

いくということが必要なんです。これを地域医

療構想でやるべきだったのに、新型コロナの関

係で全く進まなくて、こういう状況になってい

ると思うんです。

日南病院がうまくいってモデル的になれば、

西臼杵郡、西諸県郡、都城市も、それぞれの地

域で公立病院をどのような形で役割分担すべき

かを分かっていただけると、非常に私も注目を

しています。

あと、不採算医療と言われている産科を含め

て、どのようにやっていくべきなのかというの

も、すごく重要なポイントだと思っています。

単に経営をよくするだけでいいのではなくて、

地域の医療をどうやって守るか。県内どこでも

住めるような宮崎県にするためには、医療とい

うものは非常に大きなファクターを持っていま

すが、そのあたりの議論がどこまで進んでいる

と認識すればよろしいでしょうか。

○池田財政課長 委員の御指摘はもっともだと

思っております。それこそ、今回の50億円貸付

けが実現した経緯でもありますし、プロジェク

トチームでしっかり管理していくということが

決まった経緯でもありますけれども、全県下に

おいて、しっかりとした高度な医療というのが

継続的に提供されていくことが何よりも大事な

ことだと思っております。

その上で、日南病院の地域医療構想との絡み

をどうしていくか、また、圏域でどう医療を支
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えていくかということは、かなり力を入れて尽

力されておると聞いておりまして、病院局次長

とか日南病院事務局長が日南市長や串間市長を

直接訪問して面会させていただいて、今後の連

携強化の在り方、地域で医療を守っていくため

の方策、そういったことを議論されたと伺って

おります。

プロジェクトチームとしても委員の御指摘は

もっともだと思っておりますし、日南病院がモ

デルケースになっていけば、厳しい状況に置か

れた宮崎県の中山間を含む医療機関、また全国

のモデルケースにもなり得る話だと思いますの

で、まずは日南病院をしっかりと安定的にして

いく。その先に効率化を含めながらも、不採算

医療を両立していく。不採算医療をやるために

こそ、経営を効率化していくということをしっ

かりと指摘していきたいと思っております。

○丸山委員 もう一つ、宮崎病院再整備のとき

に、県立病院なので全県下に波及するようにしっ

かりとやってほしいと話をさせていただきまし

た。医者の確保をしっかりしてもらって、宮崎

病院等から山間地域を含む地域医療を賄ってい

る公立病院に医者を派遣できるシステムを含め、

それぐらい人材育成も含めてやってほしいとい

う思いもあったんです。

プロジェクトチームの場合は、経営のことを

中心にやっていらっしゃると思うんですが、宮

崎県の医者をどうやって今後つくっていくのか、

確保していくのか、医療少数県の宮崎県をどう

していくのかという視点も必要だと思っていま

す。そのあたりはいかがでしょうか。

○池田財政課長 まさに医師を確保することが、

地域の医療ニーズをしっかりと充足するために

必要不可欠ですし、また、経営の観点からも、

数、質ともによい医者を確保するということが

不可欠だと思っております。おっしゃっていた

だきましたように、我々としても宮崎病院がそ

の中核になると思っております。だからこそ、

例えば、ダ・ヴィンチという高度手術のための

機材、またその設備やシステムでありますとか、

今後、がん医療の機能高度化を目指すためのが

んセンターの発足とか、経営上必ずしもメリッ

トがあるか分からないものも─ダ・ヴィンチ

は収益も上がりますけれども、その分費用もか

さみますので─宮崎病院はやろうとされてお

ります。

その心は、やはり宮崎病院を中心にしっかり

と全県下の医療を守っていく、そのための医者

を育てていくということ。また、外部から極め

て優良な質の高い医療を学び、実践できるとい

う場として、宮崎病院をＰＲしていく。そういっ

たことを通じて、宮崎県全体の医療環境の向上

を目指そうとてしていると病院局は考えている

と思っております。また、我々もそこはしっか

りと期待しながら、経営だけのことではなくて、

宮崎県全体の医療をどう考えるかということも、

可能な範囲で口を出していきたいと思っており

ます。

○山口副主査 すみません、勘違いしていたか

もしれません。日南病院、延岡病院、宮崎病院

について、令和５年度の見込みで未達ではなく

て、延岡病院と日南病院はいっていました。令

和６年度のほうを見ていたかもしれません。

具体的な計画のところで下振れしているのは

ありますか。

○池田財政課長 入院と外来で細かくは分かれ

てしまうので恐縮ではありますけれども、対収

支計画として、入院患者数で減となったのは、

宮崎病院と日南病院です。

○山口副主査 人数的なもので見たら、確かに
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目標的な数値が下がっているというのは理解し

ているところなんですが、収益的な観点で見て

みます。こちらには各病院ごとの収支が出てい

ませんでしたが、厚生分科会では各病院ごとの

収支が出されているみたいなので、そこを追っ

ていくと、日南病院は予定どおりの赤字といっ

たら変ですけれど、赤字幅はむしろ縮小してい

る可能性があるなと思っています。ただ、厳し

い数字であることは間違いないので、改善自体

はしてもらわないといけない。そのあたりも含

めて、今後のＰＴ報告のときは、各病院ごとの

収益も出してもらえると、我々としても理解し

やすいです。

ちらちら見ながら追っていったので、数字的

に厳しいと思い込んでいましたが、日南病院の

収益自体は計画より若干上振れしていますし、

事業費用も計画より若干下振れしていて、どう

やら最終的な純損益も若干縮小というか、上振

れしているような形に見えます。

どこを目標値にしているかにもよるんですけ

れども、経営分析のときに我々に説明いただく

ときは、各病院ごとも含めて教えていただける

と、出っ張り引っ込みであったりとか、どこの

病院に課題があるのかというところが分かりや

すくなるので、今後の報告の際はぜひお願いし

たいなと思います。

日南病院については間違いなく厳しいことは

事実だと思いますので、先ほど答弁いただいた

とおり、引き続きの指導というか、助言はお願

いできればと思います。あくまで意見と訂正と

いう形でお願いできればと思います。

○岩切委員 資料13ページでは、プロジェクト

チームの取組の評価がなされていると理解して

おります。プロジェクトチームが設置されて、

病院は病院局を中心にしっかりと努力されてい

ることを確認するという作業を求められて、十

分にその取組がなされたという報告が、13ペー

ジであったんだろうと理解しております。

主たる経営改善の努力の中心は病院局という

ことになろうかと思うんですね。それをサポー

トする、50億円の貸付けをする側の任務という

ところの役割分担をしっかりしないといけませ

ん。一般的に考えると、県立病院だから知事が

最終的責任者という話になるんですけれども、

地方公営企業法適用ですから、病院局長がやは

り中心になります。

プロジェクトチームは、そのあたりの上手な

関わり方をしていかないと、船頭が若干増え過

ぎているという話もあるように感じるんです。

そのあたりのプロジェクトチームの展開の仕方

みたいなものが、皆さんで多少なり議論があっ

たとすれば、御紹介いただけませんでしょうか。

○池田財政課長 まず、地方公営企業法のお話

もいただきましたけれども、地方公営企業法上

の設置者は知事、公営企業管理者は病院局長で

ございます。地方公営企業法の全部適用がされ

ておりますので、基本的には知事部局が口出し

をする立場ではございませんし、経営の取組の

方向、またその責任も含めて、まずは病院局が

負うべきものであると思っております。

その上で役割分担としましては、船頭を置く

ということもおっしゃられていましたけれども、

我々としては、あくまで50億円の貸付けを決定

し、貸付けを行った知事部局として、また、知

事のもとに置かれる知事部局として、経営状況

や議会、県民、また知事部局に対してお約束を

病院局からいただいた、これからの取組の状況

等をしっかりと見させていただくと。それに未

達になる状況があるのではないかとか、今後こ

ういった視点を入れないと厳しいのではないか
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といった、第三者的な目線から指摘するところ

は指摘いたしますけれども、基本的に病院の経

営に関することについては、病院局長がグリッ

プすることになってございますので、そこを越

えるつもりはございません。

ただ、まずは令和12年度に黒字化が達成でき

るということが我々としても重要だと思ってお

ります。そこから年間２億円の貸付けに対する

返済が始まりますので、それが確実になされて

いくように、我々としてもしっかり見させてい

ただきつつ、また、国への要望等は、財政課や

総合政策課を中心に様々な要望をしております

ので、病院局とも連携を図りながら、側面支援

的にしっかりとやっていきたいと、そういった

役割分担を考えてございます。

○岩切委員 我々議員はどうしても県という大

きな枠で見るので、線引きがなかなかしづらく

て、どこまででも議論をしがちなんです。そう

いったところを踏まえて、このプロジェクトチ

ームを設置した財政当局の貸し付ける側の責任

や対応について、貸付けを受ける側の努力を報

告いただきながら、貸す側の努力を見ていくと

いう流れで確認していきたいと思っております。

知事は、知事会の中でもちょうどいろいろな

役を背負っていらっしゃるので、ぜひ知事自身

が設置者として、その効果が発揮されるように

努力していただきたいと思います。コロナ禍が

あって、その後、患者が戻らないことで陥った

問題ですから、それを設置者として支えていた

だくという具体的な取組だと思っていますので、

ぜひ引き続き、プロジェクトチームの中でサポ

ートしていただければありがたいと思います。

よろしくお願いします。

○川添主査 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 それでは、以上をもって総務部を

終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時47分休憩

午後３時56分再開

○川添主査 分科会を再開いたします。

明日の分科会は、午前10時から再開したいと

思います。総合政策部の審査から行うことにな

ります。

それでは、そのほかで何かございませんか。

○丸山委員 先ほど病院局に関するＰＴの報告

があったんですが、これは決算特別委員会の分

科会で報告というよりは、できれば総務政策常

任委員会の中で議論することとして取り扱った

ほうがいいんじゃないかと思っています。その

議論をできる場をつくっていただくとありがた

いかなと思っております。

○川添主査 分かりました。その旨、取り入れ

て進めていきたいと思います。

○坂本委員 もう一回確認というか、このプロ

ジェクトチームのやっていることについて、総

務政策常任委員会で監視じゃないけれども、ど

ういうことをやっているか、そのひもづけを確

認した上で進めていただきたいなと思います。

というのは、少なくとも前年度の総務政策常

任委員会では、このプロジェクトチームをやる

という要求もなかったし、何もなく、すっと行っ

た話だったものですから、そこだけ確認だけお

願いします。

○川添主査 分かりました。その件も含めて取

り入れていきたいと思います。

〔「暫時休憩」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 暫時休憩いたします。
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午後３時57分休憩

午後４時５分再開

○川添主査 分科会を再開いたします。

以上をもって本日の分科会を終了いたします。

委員の皆様、お疲れさまでした。

午後４時５分散会
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午前９時56分再開

出席委員（６人）

主 査 川 添 博

副 主 査 山 口 俊 樹

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 坂 本 康 郎

委 員 岩 切 達 哉

委 員 黒 岩 保 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 田 中 克 尚

総合政策部次長
大 野 正 幸

（政策推進担当）

総合政策部次長
河 野 龍 彦

（県民生活担当）

総 合 政 策 課 長 中 村 智 洋

広 域 連 携 課 長 川 越 勉

秘 書 広 報 課 長 伊 東 浩

広 報 戦 略 室 長 須 波 勇一郎

統 計 調 査 課 長 伊 福 隆 徳

総 合 交 通 課 長 河 村 直 哉

中山間・地域政策課長 濵 川 哲 一

産 業 政 策 課 長 守 部 丈 博

デジタル推進課長 福 崎 寿

生 活 ・ 協 働 ・
森 山 紀 子

男 女 参 画 課 長

交通・地域安全対策監 西 丸 日出男

みやざき文化振興課長 堀 尚 子

人権同和対策課長 中 村 洋 介

宮崎国スポ・障スポ局

宮崎国スポ・障スポ局長 山 下 栄 次

宮崎国スポ・障スポ局
次 長 兼 長 倉 正 朋
総 務 企 画 課 長

競技・式典課長 佐 藤 純一郎

施 設 調 整 課 長 財 部 孝 志

競技力向上推進課長 横 山 美 和

会計管理局

会 計 管 理 者 兼
米 良 勝 也

会 計 管 理 局 長

会計管理局次長 川 口 千 鶴

会 計 課 長 坂 下 利 雄

物品管理調達課長 津 野 哲 雄

人事委員会事務局

人事委員会事務局長 田 村 伸 夫

人事委員会事務局
小 園 浩 孝

総 務 課 長

人事委員会事務局
児 玉 憲 彦

職 員 課 長

監査事務局

監 査 事 務 局 長 坂 元 修 一

監 査 第 一 課 長 牛ノ濱 和 秀

監 査 第 二 課 長 林 玲 子

議会事務局

議 会 事 務 局 長 小 牧 直 裕

議会事務局次長 海 野 由 憲

総 務 課 長 福 島 久 大

議 事 課 長 菊 池 博

政 策 調 査 課 長 西久保 耕 史

令和６年10月１日(火)
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事務局職員出席者

議 事 課 主 査 春 田 拓 志

議事課主任主事 上 園 祐 也

○川添主査 分科会を再開いたします。

それでは、令和５年度決算について執行部の

説明を求めます。

○重黒木総合政策部長 まず初めに、一点お礼

を申し上げます。

先月の24日に開催いたしました、パリオリン

ピックで活躍された本県ゆかりの選手に対しま

す、県民栄誉賞等の授与式につきましては、お

忙しい中、当分科会の皆様に御出席をいただき

ましてありがとうございました。

それでは、お手元の資料に基づきまして、令

和５年度の決算につきまして概要を説明いたし

ます。

資料３ページを御覧ください。

施策の体系表になっております。これは、昨

年度からスタートいたしました「宮崎県総合計

画2023」のうち、総合政策部に関連します主要

施策につきまして、体系表にしたものでござい

ます。

右側に施策の柱を掲げておりますけれども、

この柱に沿いまして、令和５年度の取組状況を

説明いたします。

まず初めに、「人づくり」の分野でございます。

「未来を切り拓く、心豊かでたくましい人材

を育む教育の推進」といたしましては、県内の

産学金労官で構成します宮崎県産業人材育成プ

ラットフォームによる産業人材の育成確保の取

組を進めたほか、私立学校の経営安定化を図る

ための経常的な経費への補助などに取り組んだ

ところであります。

その下の「文化の振興」につきましては、令

和５年６月にみやざき文化振興計画を策定する

とともに、本計画に基づき、県民誰もが文化に

触れ親しむ地域社会づくりを目指して、文化活

動の推進や鑑賞機会の充実等に取り組んだとこ

ろであります。

次に、「男女共同参画社会の実現」では、男女

共同参画センターにおける各種講座の開催や、

県内企業への講師の派遣、企業や関係団体で構

成します、みやざき女性の活躍推進会議による

取組、性暴力被害者支援センターにおけるカウ

ンセリング等の支援を行ったところであります。

次に、「ＮＰＯや企業、ボランティア等多様な

主体による社会貢献活動の促進」では、地域課

題の解決に向けたＮＰＯ等が協働して行う提案

公募型事業の実施や、みやざきＮＰＯ・協働支

援センターにおける研修等の実施などに取り組

んだところであります。

「人権意識の高揚と差別意識の解消」では、

令和６年３月に策定しました宮崎県人権施策基

本方針に基づきまして、大学やＮＰＯ・企業等

と連携をし、様々な人権啓発活動を行ったほか、

企業や団体等の人権担当者への研修に取り組む

など、さらなる人権意識の高揚を図ったところ

であります。

４ページを御覧ください。

次に、「くらしづくり」の分野についてであり

ます。

まず、「安心で快適な生活環境の確保」ですが、

消費生活センターにおける助言やあっせん、ま

た、消費者啓発の取組等により、消費者被害の

未然防止や問題解決の支援に努めたところであ

ります。
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その下の「持続可能な地域交通網の構築」で

は、県民の日常生活に不可欠なバス路線を維持

するため、バス事業者に対しまして、広域的な

バスの運行費補助や、高齢者向け企画乗車券の

造成支援、路線バスのＡＩデマンド化等に取り

組みました。

「デジタル技術の利活用の促進」では、市町

村に対しまして、高度な専門性を有する外部人

材を活用し、それぞれの課題やニーズに応じた

支援を行ったところであります。

また、行政手続のオンライン化をはじめ、デ

ジタルツールの活用により、県民の利便性向上

や庁内の働き方改革の一層の推進を図ったとこ

ろであります。

「持続可能な中山間地域づくり」では、特定

地域づくり事業協同組合の設立に対する支援の

ほか、地域課題等について住民同士で話し合う

ワークショップの開催や、住民や自治会など、

多様な主体が連携・協働して集落機能の維持に

取り組む地域運営組織の形成支援などに取り組

みました。

さらに、本県への移住をさらに促進するため、

宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターにおき

まして相談対応等を行うとともに、移住支援金

の支給や空き家の改修など、市町村の取組を支

援したところであります。

次に、５ページを御覧ください。

「犯罪のない安全で安心なまちづくり」につ

きましては、ニュースレターの発行や学校等へ

のアドバイザーの派遣による意識啓発等を図り、

犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に努

めたところであります。

また、「交通事故のない社会づくり」としまし

ては、マスメディアやＳＮＳを活用した広報・

啓発を行い、交通安全意識の向上に取り組むと

ともに、高齢運転者の制限運転の取組を行う市

町村に対しまして支援を行ったところでありま

す。

次に、「産業づくり」の分野についてでありま

す。

「みやざきの未来を切り拓く多様な産業人材

の育成・確保」では、若者の県内定着を促進す

るため、県内企業と連携して奨学金の返還支援

に取り組むなど、産業人材の確保に努めたほか、

県内産業のデジタル化を推進するため、ＤＸセ

ミナーや、階層別や高校生・大学生向けの講座

の開催などを行ったところであります。

次に、「広域交通・物流ネットワークの整備・

充実」では、物流の2024年問題対策といたしま

して、モーダルシフトの促進や持続可能な物流

構築のための啓発を展開したほか、燃料高騰に

よって厳しい経営環境に置かれた交通・物流事

業者に対する支援などを行いました。

また、県内鉄道の維持を図るため、市町村等

が実施する利用促進の取組を支援するとともに、

鉄道事業者に対する要望活動を行いました。

さらに、航空ネットワークの維持・活性化を

図るため、航空会社と連携した利用促進に取り

組むとともに、国際線の運航支援や空港ビルの

利便性向上の支援などを行ったところでござい

ます。

次に、「経済と雇用を支える企業・産業の持続

的な発展」では、フードビジネス振興のため、

海外へ販路開拓を目指す事業者支援や、メディ

ア等を活用した宮崎の食の魅力発信、ＷＥＢ物

産展等の開催等を行ったところであります。

また、昨年６月には産業ＤＸサポートセンタ

ーを設置するなど、県内産業のデジタル化の推



- 38 -

令和６年10月１日(火)

進を図ったところであります。

次に、６ページを御覧ください。

「交流拡大・活性化に向けた魅力・情報の効

果的発信」では、関係市町や大分県等と連携を

して、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークにお

けるスタンプラリーや日本遺産等の現地学習会

を実施するなど、情報発信や普及啓発等を通じ

て認知度の向上を図ったところであります。

最後に、「その他」の分野でございます。

まず、「重要施策の総合企画と総合調整」では、

県総合計画審議会におきまして協議等を行い、

県総合計画長期ビジョンに掲げる本県の将来像

の実現に向けた４年間の実行計画（アクション

プラン）を策定したところであります。

また、コロナ禍や物価高騰からの県民生活及

び経済活動の本格的な回復と、さらなる活性化

に向けた施策を機動的かつ継続的に展開するた

め、宮崎再生基金に追加積立てを行ったところ

であります。

そのほか、令和５年４月に本県で開催されま

したＧ７宮崎農業大臣会合の開催の支援等に取

り組んだところであります。

次に、「県境を越えた交流・連携の推進」では、

全国及び九州地方知事会等を通じて各県と広域

連携の取組強化を図り、県境を越えた広域的な

地域課題につきまして具体的施策の検討を行っ

たほか、地方税財政常任委員会の委員長として、

国に対して要請活動等を行いました。

次の「県民目線による行政サービスの向上」

では、県政への理解促進のため積極的に情報発

信を行うとともに、知事とのふれあいフォーラ

ム等を通じて、県民の皆様の様々な意見を幅広

く伺うなど、対話と協働による県政の推進を図っ

たところであります。

最後に、「各種統計調査の実施」でありますが、

住宅・土地統計調査など各種統計調査を実施し、

行政施策の立案等に必要な基礎資料の収集を

行ったほか、統計グラフコンクールや統計出前

授業の開催などにより、統計の普及啓発等を図っ

たところであります。

各施策の取組状況は以上でございます。

次に、７ページを御覧ください。

令和５年度の決算の状況についてであります。

総合政策部全体としては、一般会計、特別会

計を合わせまして、この表の一番下の合計欄、

予算額209億3,034万9,000円、支出済額188

億7,334万1,239円、翌年度繰越額15億8,369

万3,830円、不用額４億7,331万3,931円となりま

す。執行率は90.2％で、翌年度への繰越額を含

めますと97.7％であります。

そのほか監査における指摘事項等につきまし

ては、資料113ページに記載しております。

また、お手元の令和５年度宮崎県歳入歳出決

算審査意見書につきましては、開発事業特別資

金特別会計につきまして、１件の意見・留意事

項がありました。

これらにつきましては、後ほど関係課長から

説明いたします。

○川添主査 部長の概要説明が終了いたしまし

た。

これより、総合政策課、広域連携課、秘書広

報課、統計調査課、総合交通課、中山間・地域

政策課の審査を行います。

令和５年度決算について各課の説明を求めま

す。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○中村総合政策課長 総合政策課の令和５年度
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予算に係る決算状況について説明いたします。

令和５年度決算特別委員会資料の７ページを

御覧ください。

総合政策課は、一般会計と開発事業特別資金

特別会計の２つの会計がございます。

まず、一般会計について、表の一番上の段、

総合政策課の欄でありますが、予算額39億5,705

万6,000円に対しまして、支出済額は37億9,856

万4,782円、不用額は１億5,849万1,218円。執行

率は96％となっております。

次に、開発事業特別資金特別会計について、

表の下から２段目でありますが、予算額1,624

万7,000円に対しまして、支出済額は1,514

万2,841円、不用額は110万4,159円、執行率は93.2

％となっております。

次に、当課の決算事項別の明細でありますが、

８～10ページにかけて掲載しており、このうち、

目の不用額が100万円以上のもの、または執行率

が90％未満のものについて説明いたします。

まず、８ページの上から３行目、（目）企画総

務費の不用額1,045万9,412円であります。不用

額の主なものとして、節の欄の上から４つ目、

共済費がありますが、これは、令和６年１月31

日付で職員の給与に係る地方職員共済組合の基

礎年金拠出金の負担金率が、令和５年４月１日

に遡及して引き下げられたことにより、執行残

が生じたものであります。

このほか、旅費、需用費、使用料及び賃借料

などの不用額につきましては、当課及び県外３

事務所の活動経費や事務費の執行残であります。

次に、９ページを御覧ください。

上から２行目の（目）計画調査費の不用額１

億4,803万1,806円であります。この不用額の主

なものは、節の欄の下から３行目、負担金・補

助及び交付金であります。

これは、説明欄の一番下、新規事業の「宮崎

県ＬＰガス料金負担軽減」において、物価高騰

の影響を軽減するため、ＬＰガス使用料を値引

きするための支援を行いましたが、申請が見込

んでいた件数を下回ったことによるものであり

ます。

次に、10ページを御覧ください。

開発事業特別資金特別会計の不用額11 0

万4,159円であります。この不用額の主なものは、

下から４行目、（目）他会計繰出金であります。

これは、この繰出金を財源としております、環

境森林部、商工観光労働部及び農政水産部が所

管する事業費が、所要見込額を下回ったことに

よるものであります。

次に、特別会計の歳入決算について説明いた

します。

11ページを御覧ください。

これは、歳入歳出決算書より抜粋したもので

あります。

開発事業特別資金特別会計について、歳入の

表の一番下、歳入合計でありますが、調定額1,546

万2,793円に対しまして、収入済額は同額であり、

収入未済額はゼロ円となっております。

特別会計の歳入決算は以上でございます。

続きまして、令和５年度の主要施策の成果に

ついて説明いたします。

12ページを御覧ください。

その他といたしまして、（１）重要施策の総合

企画と総合調整であります。

「総合計画等推進」といたしまして、総合計

画審議会の外部評価等による政策評価をはじめ、

県民意識調査、新たなアクションプランの策定

などを実施したほか、連携協定を締結している
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神戸市との交流事業などに取り組んだところで

あります。

次に、「地産地消県民運動促進」では、ショッ

ピングセンター等県内５か所での企画展、「ジモ

・ミヤ・ラブ」のキャッチフレーズを活用した

地産地消の推進やホームページ等での情報発信

を行ったところであります。

13ページを御覧ください。

「宮崎再生基金積立金」では、コロナ禍や物

価高騰等からの県民生活及び経済行動の本格的

な回復と、さらなる活性化に向けた施策を機動

的かつ継続的に展開するため、追加の基金積立

てを行ったところであります。

次に、「Ｇ７宮崎農業大臣会合開催支援」では、

令和５年４月に開催されましたＧ７宮崎農業大

臣会合の成功に向け、国や宮崎市とも連携しな

がら、会場展示や歓迎レセプション等のおもて

なし行事のほか、広報・ＰＲによる機運醸成等

に取り組んだところであります。

次に、新規事業「宮崎県ＬＰガス料金負担軽

減」では、物価高騰に伴うＬＰガス使用料の上

昇により影響を受けている消費者を対象に、Ｌ

Ｐガス販売事業者を通じた使用料の値引きを行

うことにより、負担軽減を図ったところであり

ます。

主要施策の成果につきましては以上でありま

す。

最後に、15ページを御覧ください。

令和５年度宮崎県決算審査意見書について説

明いたします。

これは、決算審査意見書より抜粋したもので

ありますが、開発事業特別資金特別会計につい

て、一番下の意見・留意事項等といたしまして、

「新エネルギーの普及・促進に向けて事業を着

実に推進するため、引き続き資金の有効活用が

望まれる」という意見であります。

当資金は、九州電力からの株式配当を原資に、

当面は、新エネルギーの分野を中心に使用する

こととしており、毎年度、県開発事業特別資金

審議会において審議していただいた上で、活用

事業を決定しているところであります。

今後とも審議会の意見等を踏まえながら、引

き続き、資金の有効活用に取り組んでまいりま

す。

最後に、監査における指摘事項につきまして

は、特に報告すべき事項はございません。

○川越広域連携課長 広域連携課の令和５年度

予算における決算状況について御説明いたしま

す。

令和５年度決算特別委員会資料７ページを御

覧ください。

広域連携課は、表の上から２段目であります。

予算額4,491万3,000円に対しまして、支出済

額4,395万2,149円、不用額は96万851円、執行率

は97.9％となっております。

次に、16ページを御覧ください。

当課においては、目の不用額が100万円以上の

もの及び執行率90％未満のものはございません。

次に、令和５年度の主要施策の成果について

御説明いたします。

17ページを御覧ください。

その他の（２）県境を越えた交流・連携の推

進であります。

まず、「全国、九州地方知事会」につきまして

は、全国知事会等を通じた活動として、地方税

財源の確保・充実など本県及び全国の実情を踏

まえた提言書の取りまとめや、政府・与党に対

する要望活動等を行ったところであります。
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また、九州地方知事会や九州地域戦略会議を

通じた活動として、「九州はひとつ」の理念の下、

各県に共通する課題についての議論や国への要

望活動、官民が一体となった九州独自の発展に

向けた具体的な施策の検討・推進を行ったとこ

ろであります。

18ページを御覧ください。

「地方分権促進」では、県境を越えた課題に

対応するため、東九州４県の官民で組織する東

九州軸推進機構など、広域連携を推進するため

の各種協議会等において、講演会の開催や国へ

の提言・要望活動等を行ったところであります。

主要施策の成果につきましては以上でありま

す。

最後に、監査における指摘事項につきまして

は、特に報告すべき事項はございません。

○伊東秘書広報課長 秘書広報課の令和５年度

予算に係る決算状況等について御説明いたしま

す。

資料７ページをお願いいたします。

表の上から３段目の秘書広報課の欄を御覧く

ださい。

予算額５億1,733万1,000円に対しまして、支

出済額が５億1,235万6,930円、不用額が497

万4,070円であり、執行率は99％となっておりま

す。

次に、20ページをお願いいたします。

当課の決算事項別の明細は、20～21ページに

掲載しております。

目の不用額が100万円以上のもの、または執行

率が90％未満のものについて御説明いたします。

20ページの上から３行目、（目）一般管理費の

不用額323万8,595円でございます。この不用額

の主なものは、中ほどの行の旅費の欄132万9,493

円でございます。これは、知事・副知事の県外

出張の実績が見込みより少なくなったことなど

による執行残でございます。

次に、21ページをお願いいたします。

（目）広報費の不用額173万5,475円でござい

ます。この不用額の主なものは、中ほどの行の

委託料の欄47万8,512円でございます。これは、

主に定例記者会見に関する手話通訳、字幕配信

委託契約の執行額が見込みより少なくなったこ

とによる執行残でございます。

決算事項の説明は以上であります。

続きまして、令和５年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

22ページをお願いいたします。

その他の（３）県民目線による行政サービス

の向上についてでございます。

まず、表の中の「広報活動」につきましては、

主な実績内容等の欄に記載しております、広報

紙「県広報みやざき」を年６回発行、新聞広報

の「県政けいじばん」を年24回掲載、テレビ・

ラジオ放送として、「おしえて！みやざき」など

の県政番組を放送したほか、県ホームページや

ＳＮＳ、パブリシティ活動を通じて、様々な情

報発信を行ったところでございます。

また、広報の専門家と連携した広報力の強化

や研修等による職員の広報マインドの醸成、ス

キルの向上に努めました。

さらに、令和５年度からＳＮＳを活用した県

政情報発信として、各媒体の特性に合わせた動

画配信による宮崎の魅力発信にも取り組んだと

ころでございます。

今後は、各種広報媒体の一層の充実や、ＳＮ

Ｓを活用した県ホームページ等の既存広報媒体

への誘導などを行い、県政情報を幅広い方々に
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向け、そして、的確・タイムリーに提供する効

果的な広報を図るとともに、研修等を通じ、県

職員の広報力強化に努め、伝わる広報の実現を

目指してまいります。

次に、23ページをお願いいたします。

表の中、「広聴活動」でございます。

まず、「知事とのふれあいフォーラム」を10回

開催し、知事が県民の皆様との意見交換を行う

とともに、県職員による出前講座を74回開催し、

地域の方々からの希望に応じて、職員が各地に

出向き、県が取り組む事業等の説明を行いまし

た。

さらに、「県民の声」として、専用のはがきや

電話、メールなどで、153件の御意見をいただい

たところでございます。

これらの取組によりまして、県民の皆様から

の様々な御意見を幅広く伺うよう努めたところ

でございます。

今後も引き続き、対話と協働による県政の推

進を図ってまいりたいと考えております。

主要施策の成果につきましては以上でござい

ます。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はございません。

○伊福統計調査課長 令和５年度決算特別委員

会資料７ページを御覧ください。

統計調査課は、上から４段目でございます。

予算額２億7,940万円に対しまして、支出済額

は２億6,907万130円、不用額は1,032万9,870円、

執行率96.3％となっております。

当課の決算事項別の明細は、25～27ページに

掲載しております。

このうち、目の不用額が100万円以上のもの、

または執行率が90％未満のものについて御説明

いたします。

25ページを御覧ください。

３行目の（目）統計調査総務費の不用額257

万8,515円でございます。不用額の主な理由とい

たしましては、職員の育児休業及び部分休業の

活用により、執行見込額を下回ったことに伴う

執行残でございます。

26ページを御覧ください。

１行目の（目）委託統計費の不用額722万7,366

円でございます。不用額の主なものといたしま

しては、一番下の負担金・補助及び交付金276

万3,932円でございますが、各種統計調査におけ

る市町村交付金の額が確定したことに伴う執行

残でございます。

27ページを御覧ください。

１行目の（目）県統計費でございますが、執

行率が85.2％となっております。不用額の主な

ものといたしましては、県単独で実施している

統計普及啓発事業等における事務費の執行残や、

現住人口統計調査における市町村交付金の額が

確定したことに伴う執行残でございます。

続きまして、令和５年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

28ページを御覧ください。

その他（県政一般）の（４）各種統計調査の

実施についてでございます。

まず、「住宅・土地統計調査」につきましては、

住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する

実態を明らかにするために、２万8,583世帯を対

象に調査を実施したところであります。

調査結果につきましては、国の集計結果の公

表に合わせて、順次、本県関係分の統計情報を

分析し、住生活関連諸施策の基礎資料として活

用を図ってまいりたいと考えております。
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29ページを御覧ください。

次に、「漁業センサス（５年周期調査）」につ

きましては、漁業の生産構造及び就業構造等を

明らかにするために、812経営体を対象に調査を

実施したところであります。

調査結果につきましては、国の集計結果の公

表に合わせて、順次、本県関係分の統計情報を

分析し、水産行政諸施策の基礎資料として活用

を図ってまいりたいと考えております。

最後に、「県民共有・確かな統計基盤づくり推

進」につきましては、統計グラフコンクールや

親子を対象とした統計グラフ教室、統計出前授

業等を実施することにより、統計の普及啓発や

統計教育の推進等を図ったところでございます。

今後とも各種統計調査を適切に実施し、基礎

資料の収集を行うほか、県民の統計に対する理

解・認識を広げてまいります。

主要施策の成果については以上でございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はございません。

○河村総合交通課長 総合交通課の令和５年度

予算に係る決算状況等について御説明いたしま

す。

資料７ページ目を御覧ください。

総合交通課は、上から５段目の欄となってお

ります。

総合交通課、予算額としては28億4,006万6,000

円に対しまして、支出済額が26億4,551万4,156

円、翌年度繰越額が6,812万4,000円、不用額が

１億2,642万7,844円となっておりまして、執行

率は93.1％でございます。

また、すぐ上の括弧に記載をしております数

字については、翌年度繰越額を含めた執行率で

ございまして、95.5％という形になっておりま

す。

当課の決算事項別の明細については、31～41

ページとなっておりまして、このうち目の執行

残が100万円以上のものについて御説明いたしま

す。

32ページ目を御覧ください。

（目）計画調査費につきまして、不用額が１

億2,586万4,682円でございます。この不用額の

主な内容についてですけれども、節の欄の下か

ら２行目、負担金・補助及び交付金１億2,485

万2,570円でございます。

この不用額の理由につきましては、主に地域

交通再生・活性化におきまして、免許返納者等

へのプレミアム付きタクシー回数券の利用実績

が想定の４割程度となり、見込みを下回ったこ

と等によるもののほか、「「みやざきの空」航空

ネットワーク維持・活性化」におきまして、ソ

ウル線の再開が年度途中の９月末からとなった

ことや、台北線が年度内に再開しなかったこと

などによりまして、県民へのパスポート取得支

援などの事業実績が想定より下回ったことなど

によるものでございます。

決算事項の説明は以上でございます。

続きまして、令和５年度の主要施策の成果に

ついて御説明をいたします。

33ページを御覧ください。

まず、くらしづくりの１の（２）持続可能な

地域交通網の構築についてでございます。

まず、「地方バス路線等運行維持対策」につき

ましては、バス事業者に対しまして、国と協調

して地域間幹線系統に係る運行費等を補助する

とともに、市町村等に対しまして、廃止後の代

替バスである広域的バス路線の運行費を補助す

るなど、地域の交通手段の確保に取り組んだと
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ころでございます。

また、併せまして、地域間幹線系統等を利用

実態に即した運行形態に転換するため、転換を

図るバス事業者等に対しまして、小型車両の購

入費等を補助したところでございます。

続きまして、34ページを御覧ください。

次に、新規事業「地域交通再生・活性化」に

つきましては、高齢者の交通機関の利用を支援

するため、バス事業者による高齢者向け企画乗

車券（シニアパス）の造成や、免許返納者等へ

のプレミアム付きタクシー回数券の発行を支援

するとともに、タクシー運転士の確保のため、

普通二種免許の取得に係る教習費用の補助を実

施したところでございます。

次に、「持続可能な地域交通ネットワーク構築」

につきましては、市町村が取り組むデマンド交

通システムの導入や地域公共交通計画の策定を

支援することにより、地域の生活を支えるバス

路線等の維持に向けた取組を推進したところで

ございます。

次に、新規事業「地域交通ＤＸ推進」につき

ましては、「宮交のるーと」といった路線バスの

ＡＩデマンド化に向けた実証を支援したほか、

ＭａａＳに係るシステム運営費などについて支

援を実施したところでございます。

続きまして、36ページを御覧ください。

施策の成果等と今後の方向性についてでござ

いますけれども、燃料高騰や運転士不足等の影

響によりまして、バスを取り巻く環境は依然と

して厳しい状況にありますけれども、運行費の

補助によりまして、路線の維持が図られ、新型

コロナで大きく利用者数が減少しておりました

が回復傾向にありますことから、引き続き、市

町村やバス事業者と連携いたしまして、利用促

進に取り組んでまいりたいと考えております。

続きまして、37ページを御覧ください。

産業づくりの１の（２）広域交通・物流ネッ

トワークの整備・充実についてでございます。

まず１つ目、「広域物流網利用促進」につきま

しては、県内の港や貨物駅への荷寄せを支援い

たしまして、本県広域物流網の利用促進への取

組を進めたところでございます。

続きまして、38ページ目を御覧ください。

まず上段ですが、改善事業「長距離フェリー

下り荷確保対策強化」につきましては、新規利

用等に対する割引キャンペーンですとか、ドラ

イバー等への食事クーポン配布など、運行事業

者が実施する下り荷確保の取組に対して支援を

実施したところでございます。

次の欄、新規事業「「物流の2024年問題」に向

けた物流効率化対策」につきましては、トラッ

クドライバーの時間外労働時間の制限による輸

送力低下に備えるため、海上輸送等へのモーダ

ルシフトの促進や、運送事業者、荷主、消費者

などの意識啓発を図るようＣＭ放送するなど、

物流網の安定的な維持に向けた取組を実施した

ところでございます。

続きまして、39ページ目を御覧ください。

上段ですが、「船旅の新たな魅力開発・発信支

援」につきましては、新船効果を最大限に発揮

するため、運行事業者が実施する船上イベント

や、情報発信などへの支援を実施したところで

ございます。

次の段、「交通・物流事業者燃料高騰等対策」

につきましては、県内の交通・物流事業者の経

営安定化を図るため、燃料費高騰等の対策とし

ての支援を実施したところでございます。

次に、下段の「みやざきの地域鉄道利用促進
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強化」につきましては、ＪＲ日南線及び吉都線

の各利用促進団体等が実施する取組や、日南線

の観光列車であります「海幸山幸」の平日の臨

時運行を利用する団体等に対して、支援を実施

したところでございます。

続きまして、40ページ目を御覧ください。

上段ですが、新規事業「官民連携鉄道利用支

援」につきましては、こちらもＪＲ日南線及び

吉都線の各種利用団体に対しまして、イベント

と連携をした取組ですとか、通勤利用者の増に

向けた取組に要する費用を補助したところでご

ざいます。

次に、下段の「「みやざきの空」航空ネットワ

ーク維持・活性化」につきましては、航空会社

等と連携をいたしまして、既存路線の利用促進

等に取り組みましたとともに、国際線の再開に

向けた働きかけ等を実施したところでございま

して、昨年９月から、令和２年３月以来となる

国際定期便、「宮崎―ソウル線」が再開されたと

ころでございます。

最後に、41ページ目でございます。

施策の成果等と今後の方向性について、交通

機関ごとに説明をさせていただきたいと思いま

す。

まず、①フェリーにつきましては、社会・経

済活動の正常化、「物流の2024年問題」への対応

に伴うモーダルシフトの流れもございまして、

貨物量については前年度比で113.2％、旅客数

も131.1％となったところでございまして、今後

も引き続き、関係機関と連携しながら利用促進

に取り組んでいきたいと考えております。

また、②鉄道につきましては、沿線自治体や

ＪＲ九州と連携した利用促進等の取組によりま

して、路線の維持が図られており、新型コロナ

で大きく減少した利用者数についても回復傾向

にあるところでございますが、依然としてコロ

ナ禍前の水準までは回復していないことから、

引き続き、関係者と連携いたしまして利用促進、

加えて要望活動に取り組んでいきたいと考えて

おります。

最後に、③宮崎空港発着の航空路線につきま

しては、利用促進を航空会社等と連携して取り

組んだほか、ソウル線の再開等によりまして、

利用者数は前年度比で119.4％の約302万人と

なっております。今後も引き続き、関係機関と

連携しながら利用促進を図っていきたいと思っ

ております。

主要施策の成果の説明は以上でございます。

また最後になりますが、監査委員の決算審査

意見書に関しまして、特に報告すべき事項はご

ざいません。

○濵川中山間・地域政策課長 中山間・地域政

策課の令和５年度予算に係る決算状況等につい

て御説明いたします。

資料７ページをお願いいたします。

上から６段目の中山間・地域政策課の欄でご

ざいます。

予算額７億9,577万7,000円に対しまして、支

出済額が６億9,179万6,068円、不用額が１億398

万932円となりまして、執行率は86.9％となって

おります。

42ページを御覧ください。

当課の決算事項別の明細は、42～43ページに

記載しておりますが、このうち目の執行残が100

万円以上のもの、執行率が90％未満のものにつ

いて御説明いたします。

43ページを御覧ください。

（目）計画調査費の不用額１億324万5,472円
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であります。この不用額の主なものは、表の下

から３行目の欄、負担金・補助及び交付金の不

用額9,585万5,919円であります。これは主に、

移住支援金を支給する、「わくわくひなた暮らし

実現応援事業」について、補助事業主体である

市町村の事業費確定等に伴う執行残であります。

次にその２つ上、委託料の不用額280万1,780

円であります。これは、ワーケーション受入れ

市町村と企業とのマッチング委託において、マッ

チング件数が見込みを下回ったことなどによる

執行残であります。

決算事項の説明は以上でございます。

続きまして、令和５年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

資料の44ページを御覧ください。

くらしづくりの１、安心で快適に暮らせる社

会づくりの（４）持続可能な中山間地域づくり

についてであります。

まず、「特定地域づくり事業協同組合設立準備

支援」では、特定地域づくり事業協同組合の設

立を検討する延岡市、都農町、五ヶ瀬町に対し、

県外視察や域内調査に係る経費の補助を行った

ところであります。

次に、45ページを御覧ください。

「地域の力で実現する持続可能な中山間地域

づくり推進」では、地域の将来人口等を推計で

きる「ひなたまちづくり応援シート」を活用し、

都城市と木城町で今後の課題を話し合うワーク

ショップを開催したほか、小林市の団体に対し

て地域住民の活動拠点となる施設の整備を支援

したところであります。

次に、「集落活動支援・交流促進」では、集落

活動の維持・活性化に外部の人材を活用したい

集落と、ボランティア活動を通じて集落を応援

したい中山間盛り上げ隊とのマッチングを行う

サイトを構築したほか、合計17回、延べ62人の

隊員を集落に派遣し、集落と隊員との交流連携

を図ったところであります。

次に、46ページを御覧ください。

「「地域運営組織」形成促進」では、小林市、

串間市、椎葉村の３つのモデル地域において、

外部専門家による地域運営組織の形成支援を

行ったほか、小林市に対して、組織の立ち上げ

準備等を行う人材の人件費などに対して補助を

行ったところであります。

３つ目の、「未来へ駆ける市町村地域づくり総

合支援」では、都城市など14市町村に対し、単

独または複数の市町村が連携して行う地域づく

りの取組を支援したところであります。

次に、47ページを御覧ください。

「宮崎ひなた暮らし移住・定住促進」では、

宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターを県内

外の４か所に設置し、移住相談員による対応や

情報発信を行うとともに、市町村が行う受入体

制充実の取組に対して支援を行い、昨年度

は1,877世帯の移住につながったところでありま

す。

次の、「みやざきの魅力体感・つながり創出」

では、サーフィンや神楽など本県ならではの魅

力とリモートワークを組み合わせたお試し滞在

を実施したほか、首都圏において、起業と就職

をテーマとする若者対象のトークイベントを開

催したところでございます。

次に、48ページを御覧ください。

「わくわくひなた暮らし実現応援」は、三大

都市圏等からの移住者を対象に、市町村を通じ

て移住支援金を支給するもので、宮崎市ほか19

市町村で248件を交付したところであります。
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次の、「ワーケーションを通じた関係人口創出

・拡大」では、ワーケーションを通じた都市部

の企業と県内市町村とのマッチング支援のほか、

宿泊事業者や市町村職員などの実務者向けの研

究会などを実施したところであります。

今後とも、市町村や地域の主体的な取組を支

援し、中山間地域における日常生活に必要な機

能の維持・確保に取り組むとともに、市町村に

おける移住者受入れ環境整備の支援や、都市部

等との関係人口の創出・拡大に取り組んでまい

ります。

次に、50ページを御覧ください。

産業づくりの３、活発な観光・交流による活

力の維持・創出の（1）交流拡大・活性化に向け

た魅力・情報の効果的発信についてであります。

「次世代へつなぐ祖母・傾・大崩ユネスコエ

コパーク普及啓発」では、当該地域の保全や利

活用を図るため、環境学習プログラムの構想を

作成したほか、周遊を促進するデジタルスタン

プラリーを実施しました。

51ページを御覧ください。

「広域連携強化地域づくり推進」では、市町

村間の連携による地域振興の取組を支援するた

め、霧島ジオパークと日向・東臼杵の２地域で

ワーキンググループを実施したほか、ユネスコ

エコパークや日本遺産など、地域資源ブランド

の価値や魅力を伝える児童生徒向け現地学習会

等を行ったところであります。

主要施策の成果の説明は以上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

して、特に報告すべき事項はございません。

○川添主査 説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○黒岩委員 資料８ページの決算のところに交

際費が上がっております。秘書広報課のほうは

知事と副知事の分だろうと思っておりますが、

こちらで計上されている交際費というのは、ど

なたが対象なんでしょうか。

○中村総合政策課長 交際費につきましては、

部長や次長等の名刺代と、同様に県外事務所の

名刺代等に充てさせていただいております。

○黒岩委員 飯じゃなくて、名刺ですかね。こ

れは全庁対象ということなんでしょうか。

○中村総合政策課長 これは、総合政策部の部

長の名刺ということになっております。

○黒岩委員 ここで聞くのもあれなんですけれ

ども、全庁的に部長以上の名刺というのは、こ

ういうふうになっているんでしょうか。

○中村総合政策課長 基本的に、部長の名刺代

につきましては、こういった交際費から支出を

させていただいております。

○岩切委員 多方面の説明なので焦点を絞りに

くいんですけれども、令和５年度の特徴的な取

組として、Ｇ７宮崎農業大臣会合がありました。

随分以前のような感じがするんですが、Ｇ７宮

崎農業大臣会合を企画いただいて、１年半経過

して、農政部門でそれなりの効果があり、動き

が続いているとは思います。

農政分野以外のところで、諸外国から大臣が

来られたということで、宮崎県の能力というか、

そういったものは何かに生かされているかを少

し教えてもらえませんでしょうか。

○中村総合政策課長 Ｇ７宮崎農業大臣会合の

成果といたしましては、委員御指摘のとおり、

農業大臣会合ですので、農業の持続的な発展と

いうことで、象徴的なものとして、生産性向上

と持続可能性の両立という「宮崎アクション」

の採択ということがありました。それに合わせ
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て人材育成とか、ＭＩＣＥ誘致ということにも

様々な効果を生んでいるのかなと考えておりま

す。

まず、人材育成という面では、高校生が実際

の会合でスピーチをされて、提言を行うという

ような取組もされましたし、実際に持続的な農

業に取り組むということで、将来本県の農業を

担う人材として、非常に効果があったのではな

いかと考えているところです。

それから、その後の大きな国際会議というも

のでは、それほどまだ成果が出ていないところ

もあるかもしれませんけれども、国内外に宮崎

県の魅力というものを発信いたしまして、海外

のプレスにも宮崎県の情報を発信していただき

ました。台湾線であるとか、それから韓国との

直行便なんかも、これから増便なども図られて

いきますので、そういったところで宮崎県の魅

力をますます発信していくことができればと考

えているところです。

○岩切委員 大きな会議を成功させた、その前

後の様々なイベントも、極めて宮崎県の魅力を

発信するのに十分な取組があったと思うんです

けれども、１年半の間は、県人会とかは印象に

残るんですが、それ以外のところがあまり印象

がなかったものですから、今お話があったよう

に、この実績を国際会議の誘致とかに生かせる

といいなと感じておりました。ぜひ御尽力いた

だければと思います。

その下にあります、ＬＰガスの料金負担につ

いてです。当時、都市ガスも含めて物価高、燃

油高という状況であったんですが、ＬＰガス料

金負担軽減をやったんだけれども、あまり申請

がなかったというような話がありました。それ

は結局、県内のＬＰガス利用者世帯に軽減策が

届かなかったという理解でよろしいでしょうか。

○中村総合政策課長 このＬＰガスの料金の負

担軽減事業につきましては、基本的に使用料か

ら１世帯当たり2,000円を値引きするという制度

設計にしております。この2,000円というのが、

おおむね一月の基本料金に該当するぐらいの額

でございまして、実際に今回の制度設計に当たっ

て、対象とする消費者が約32万戸ということで

ございます。これは県内のＬＰガス協会のまと

めのもと、販売店ごとに契約件数を積み上げた

ものでございまして、我々としましては、あく

までも契約ベースで漏れのないようにというこ

とで、最大値で予算を計上したわけでございま

す。実際の実績としましては約25万件でござい

まして、約７万件が申請がなかったということ

になってございます。

これは、実際１か月の料金が2,000円に満たな

い、2,000円を下回るようなケースがほとんどで、

実際に契約はしているけれども、ほとんど利用

の実態がないとか、お住まいじゃなかったり、

転居していたり、あるいは親元に生活のベース

があったり、そういった様々なケースが想定さ

れると思っており、そういったケースが20％ほ

どあったのかなと、我々としては考えておりま

す。基本的にはＬＰガス協会の大変な御協力を

いただきまして、ほとんどの必要な利用者には

支援が届いたものと考えているところでござい

ます。

○岩切委員 必要とするところには届いたとい

う理解をさせていただきたいと思います。

○黒岩委員 先ほどの交際費のところで、重黒

木部長にお伺いしたいんですけれども、例えば、

知事や副知事とともに部長も会合に出て、パー

ティーで負担金とか出た場合、部長分のお金と
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いうのはポケットマネーで出されていらっしゃ

るんでしょうか。

○重黒木総合政策部長 ケースバイケースござ

いまして、公的な行事で予算措置されているも

のについては、予算から出す場合もございます。

一方で、予算措置がないものについては、ポ

ケットマネーで出すということもございます。

○黒岩委員 そういったところもしっかり予算

で措置すべきではないかなと思っています。全

庁的に交際費を幾分か置くといったものも、職

員の働き方改革とか、いろいろな面で必要では

ないかと思いますので、これは要望なんですけ

れども、他県の例も調べていただいて、しっか

りと措置していただきたいと思います。

○重黒木総合政策部長 事例等も調べて適切な

対応を取ってまいりたいと思います。

○坂本委員 資料34ページにあります「地域交

通再生・活性化」について、当初の予算の半分

以下が決算ということになっていますけれども、

これは高齢者向けのバス乗車券、それからプレ

ミアム付きタクシー回数券の利用が、見込んだ

よりも少なかったということでよろしいでしょ

うか。

○河村総合交通課長 御指摘のとおりでござい

ます。詳細を御説明させていただきますと、ま

ず、プレミアム付きタクシー回数券の見込みと

の乖離という点でございます。背景から説明さ

せていただくと、もともと観光の部局で観光向

けのタクシーチケットの造成を過去実施してお

りまして、そこはかなり同じ程度の規模で基本

的には完売するような形で行っていました。

そういった数字と、もともとの免許返納者、

あるいは制限運転を宣誓した方─体調が悪い

ときに運転しませんよといったことを宣言して

いただいた方─向けに、こういったプレミア

ム付きのタクシーチケットを販売させていただ

くというような事業になっています。

具体的には、直近の免許返納者数、あるいは

制限運転者の宣誓者数を考慮いたしまして、３

万セットの予算措置しておりました。こちらが

５枚つづりですので、合計で15万枚のチケット

を確保できる予算措置をさせていただきました。

実際の利用につきましては、５万6,169枚と

なっておりまして、大体37.4％です。４割弱と

いう形になっています。

執行残の理由といたしましては、６月補正で

措置をさせていただきまして、年度後半の10月

からの販売開始となりました。そういったとこ

ろの期間の短さに加えまして、やはり周知不足

というところも大きな課題であったと考えてい

ます。

また、バス利用促進協議会で県民アンケート

を取った際には、バス利用をしない理由としま

して、家族等の送迎というのも一定数ありまし

て、実際に免許返納後に家族の送迎というのも

一定数利用されている方が多いのかなとは思っ

ています。

実際、今年度も事業を実施しております。月

ベースの売上げは徐々に増加傾向にはございま

す。今年度の直近でいいますと、１万4,000枚ほ

ど月間の利用実績があると聞いておりますので、

徐々に認知はされていると思います。引き続き

制度自体の認知を図るため、もちろん免許返納

の窓口でもお伝えさせていただいておりますし、

どちらかというと高齢者向けですので、新聞等

での広告等もやっております。そういった認知

の向上が一つの課題ではないか考えています。

○坂本委員 今おっしゃった15万枚で約５
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万6,000枚利用ということは、確認ですけれども、

実際にタクシーに乗って使われたのが５万6,000

枚なのか。もしくは購入されたのが５万6,000枚

なのか、いずれでしょうか。

○河村総合交通課長 実際に利用された利用実

績ということになります。

○坂本委員 私もプレミアム付きタクシー回数

券を拝見したんですけれども、非常にお得で、

免許返納者の足を確保していくということだけ

じゃなくて、今後高齢者の方たちもタクシー利

用することの定着につながるのかなと思えまし

たが、一方で回数券自体の使いにくさというの

を少し感じました。

というのが、５枚つづりで、５枚とも同じ会

社で使わなきゃいけないという縛りがあったん

ですね。いろいろなタクシー会社がありますし、

地域によっては、使えなかったり、すぐ来てく

れないということで、２～３社から選んで乗ら

れる高齢者の方もいらっしゃいます。県で出し

た回数券だったので、どこの会社でも使えると

いうものにしておけば、かなり使い勝手がよかっ

たという声を伺ったところです。

今後の施策の中で、このタクシー利用につい

ても触れられていますので、こういう企画をな

さるときに、高齢者の方たちが使われることを

想定して、より使いやすいものを作っていただ

きたいなと思いました。

○河村総合交通課長 御指摘ごもっともだと思

います。

具体的な数字のデータがあるわけではないの

ですが、高齢者の方に向けては、ある程度特定

のタクシー事業者の方を電話でお呼びするとい

うケースも多いのではないかと考えております

けれども、確かに御指摘の点についてはごもっ

ともなところではございます。

タクシー協会の中の会社ごとの精算という事

務手続の煩雑さというのも、仮に共通にしたと

きには発生するとも聞いておりまして、そこの

手続が煩雑になるところとの比較考慮も必要で

はないかと考えているところです。

○坂本委員 続いて、「地域交通ＤＸ推進」につ

いてですが、これは私どもで調査に行かせてい

ただいた、宮崎交通がなさっている南宮崎駅周

辺の乗り合いのデマンドバスのことと理解して

いいですか。

○河村総合交通課長 御指摘のとおりです。

○坂本委員 まだ実証の途中経過かもしれませ

んけれども、今後の見通しはいかがでしょうか

○河村総合交通課長 宮崎交通といろいろ意見

交換する中では、やはり認知度の低さを課題認

識として持たれておりました。

実際、月間の利用実績でいいますと、７月で455

名となっております。４月末から無料期間を設

けておりまして、そこでかなりの利用実績もあっ

たと聞いておりますので、知ってもらって、実

際使ってもらうというところについては、一定

の効果があったと思います。年度後半について

は数字としては伸びていくのではないかなと考

えているところです。

○坂本委員 乗り合いという意味で考えたとき

に、宮崎市内だけですかね、タクシーのアプリ

ケーションが出ていて、かなり便利なんです。

宮崎交通は、新たに独自のアプリケーション

を作ってやろうとなさっていて、車両もそれに

合わせて新しく購入なさっているんですけれど

も、むしろ一般のタクシーアプリにいいのが出

ているので、そういったことも活用してやった

ほうが現実的ではないかなと、すごく感じてい
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ます。

おっしゃったように、知名度がない、認知度

がないという中で、むしろ一般アプリケーショ

ンを使って、その中に組み込んでいくというこ

とも、今後検討していただいたほうが、より利

用につながるのではないかなと感じたものです

から、提案として申し上げます。

○河村総合交通課長 「のるーと」というサー

ビス自体は、宮崎県以外でも実は提供されてお

ります。

一方、経路検索から実際に同じサービスで、

多様なモードを予約・決済できるというところ

が利用者にとっては利便性としては高いものに

なると思いますので、そこは継続的に検討はし

ていきたいと思っていますが、足元では九州Ｍ

ａａＳのアプリ、「ｍｙ ｒｏｕｔｅ」において

目指しているところはまさにそういったところ

ではありますので、実践可能性を含めて御指摘

は受け止めたいと思っております。

○黒岩委員 資料22ページの「広報誌「県広報

みやざき」の発行」についてなんですけれども、

この配布方法についてはどうされているのか、

教えていただきたいと思います。

○須波広報戦略室長 基本的には、市町村を通

じて自治会を経由して配布するものが全体の66

％ほどを占めておりまして、それ以外にもコン

ビニエンスストアだったり、広報紙を置いてい

ただくような場所に設置するという形で、自由

に取ってもらうという形もとっております。あ

と、県ホームページに掲載しておりますので、

誰でもネットから見ていただけるという環境も

整備しているところです。

○黒岩委員 自治会加入率が非常に下がりつつ

あるんですけれども、なかなか全世帯に行き届

いていないのではないかなと思っておりますが、

今後やり方を変えるとか、紙での配布をやめる

とか、何かそういう検討はされていらっしゃる

んでしょうか。

○須波広報戦略室長 おっしゃるとおり、自治

会の加入率も減少傾向にありますので、年々市

町村を経由した配布数というのも毎年微減して

いるという状況があります。

自治会に入っていらっしゃらない方も含めて、

広く県政情報を届けるというところを創意工夫

していくというのは、委員御指摘のとおりであ

ります。ただ、やはり市町村の広報紙の配布と

セットで行っているというところもございます

ので、現状は26市町村とも自治会経由というと

ころを主たる配布の手段としてとっております。

現状としては、やはりそこをメインに、それ以

外の方にいかに届けるかというところは、創意

工夫しながらというところで取り組んでまいり

たいと思っております。

○黒岩委員 絶えず研究検証のほう、よろしく

お願いしたいと思います。

○丸山委員 総合交通課にお伺いします。

まず、タクシーのことについてお伺いしたい

んですが、コロナ禍でタクシーの運転手がかな

り少なくなっていて、そういう意味でタクシー

運転手の確保対策事業とかをやっていただいて

いるところです。

また、令和前と比べて、かなりタクシーが少

ないというのが、どこの地域もあるものですか

ら、コロナ禍前と令和５年度で、タクシーの稼

働率、運転者率を含めて、どこまで回復したと

理解していればいいでしょうか。

○河村総合交通課長 令和５年度のデータがあ

りませんので、手元にあるデータで御説明させ
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ていただきますと、令和４年度のタクシーの輸

送回数は約498万回となっております。コロナ禍

前の令和元年度ですと、約700万回とになってお

りますので、数字としてはかなり減少している

状況です。

運転士不足についても、事業者からお声をい

ただいているところでございまして、やはり会

社が所有しているタクシーそのものを全て動か

しきれていないという状況も聞いてはいるとこ

ろでございます。

○丸山委員 今後、高齢者向けの足であったり、

観光の向けの足の確保としては、宮崎県にとっ

ては非常に重要なファクターでもあります。こ

れはタクシーだけではなくて、バスもそうだと

思っています。

バスのほうも運転士不足と言われていて、路

線の維持もなかなか厳しいという話もあるもの

ですから、令和５年度に当たって、宮崎県とし

てはもう少ししっかりやるべきだったのに、しっ

かり活用されていない、成果が出ていないよう

な気がするんですが、そのような令和５年度の

検証については、どのように考えていらっしゃ

るんでしょうか。

○河村総合交通課長 プレミアム付きタクシー

回数券だけを捉えてみると、供給不足という要

因よりかは、どちらかというと、そもそもの制

度の認知ですとか、使い勝手の御指摘もござい

ましたけれども、そういったところの要因が強

いのではないかと思っています。

さらに、運転士不足については、バス事業者

も同様に不足感はいただいておりますけれども、

我々としても運転士確保のための資格取得の支

援をさせていただいているところでございます。

しかしながら、まだ不足感は否めないので、引

き続き支援は実施していきたいと考えていると

ころでございます。

○丸山委員 あと、「物流の2024年問題」に向け

まして、トラックからモーダルシフトという形

で、令和５年度に実施されているんですが、37

ページを見ると10件が鉄道とか海上にシフトし

たと書いてありました。この実績は想定以上に

多かったのか少なかったのか、どう理解すれば

よろしいでしょうか。

○河村総合交通課長 申請ベースですと、件数

としては10件となっておりまして、※台数ベース

ですと約1,300台ほどの台数に対して支援の対象

となったという形でございます。

少し不用も出ておるところですけれども、基

本的に、全ての事業者に事前に事業計画を出し

ていただいて、複数の事業者が年度当初に見込

んでいた台数が確保できなかったというところ

で、予定どおりのシフトができなかったという

ところは聞いております。そこについては少し

まだ陸上輸送が優勢であったのかなとは思って

いますが、おおむね申請いただいたところにつ

いては支援を活用いただいたと認識しておりま

す。

○丸山委員 資料38ページの長距離フェリー下

り荷確保対策強化についてなんですけれども、

これによって割引キャンペーンとかドライバー

の食事クーポンが出ているんです。これをする

ことで助かったのは事業者と見ていいのか、そ

れともカーフェリー会社にも恩恵があったと

思っていいのか、分かりづらいのでもう少し説

明していただければありがたいと思っています。

○河村総合交通課長 この事業の流れとしては、

令和５年度につきましては、宮崎カーフェリー

※58ページに訂正発言あり



- 53 -

令和６年10月１日(火)

に支援させていただいて、実際に販売する商品

の中で割引キャンペーン等を実施したというよ

うな流れになっています。

誰に利益があったかは、非常に言い方が難し

いですけれども、当然ながら価格というのは、

料金やニーズに応じてカーフェリーサイドで決

めることになります。実際にユーザーへの割引

に効いておりますので、便益を得たという点で

いいますと、利用者と考えてよろしいかと思い

ます。

○丸山委員 カーフェリーの下り荷対策という

のは、永遠の課題みたいな感じでやっているん

ですが、これで本当にいい結果が出たと感じて

いらっしゃるのかというのを改めてお伺いした

いと思っています。

○河村総合交通課長 この下り荷の支援につき

ましては、従前の常任委員会でも御説明さしあ

げたところですが、実際の下り荷の増加に対し

てですが、割引キャンペーンは延べ5,742台とし

ております。純増分として約2,000台弱の支援結

果となっていまして、従前からの増加分でいい

ますと、約６割ぐらいがこのキャンペーン利用

割引施策を活用していただいており、下り荷の

増加に対してはかなり効果があったとは思って

います。

さらに、構造的な問題として、どうしても下

り荷がロットがある程度のまとまった量がない

というところは、かなり課題としてはございま

す。共同配送を含めてなかなか解決が難しい問

題ではありますので、引き続き研究が必要かな

とは思っています。

○坂本委員 続けて、資料40ページの宮崎空港

の利用者数のところを伺います。

コロナ禍前に戻りつつあるという状況で御説

明いただきましたけれども、利用者数は、直近

の月別でどのように把握なさっていますか。

○河村総合交通課長 月別ですね。月別につい

ては……。

○坂本委員 では先に、宮崎空港の利用者につ

いては、キャンプや観光で来られるというイメ

ージを受け取っていたんですけれども、実際空

港に行ってみると、年末年始、それからお盆の

時期の帰省の時期が結構多いなというのを今年

改めて感じたんです。

それで、利用者のことを考えると、一般の観

光客であれば、そのままレンタカーを利用する。

もしくは、バスなどで宮崎駅のほうに向かって

いくと考えるんですけれども、帰省者の方たち

というのは、ほとんど身内のお父さんお母さん

たちが迎えに来られるという状態なんですね。

そうなってくると、一般質問の中でどなたか

扱っていらっしゃいましたけれども、駐車場の

問題が結構厳しい状況があって、駐車しなくて

も一時的に迎えに行くということでも、かなり

厳しくなっているんです。

宮崎空港前の駐車場は空港の所有者が管理し

ているというのは承知していますけれども、県

としてどのように考えているのか。

また、今後何かできないのか、ここが改善す

べき一番重要なところではないかなと思ってい

ます。今後の見通し等あれば、ぜひお願いした

いと思います。

○河村総合交通課長 駐車場に関しては、我々

も同様の認識をしております。やはり連休前や

長期休暇の間については、止まっている車両も

かなり多くなっていまして、空港の前にある駐

車場について、かなり混雑をしていると。時間

帯によっては入れないというケースもあると認
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識しています。

我々としても駐車場の容量をいかに増やして

いくかというところをお願いをしているところ

でございます。現在、駐車場の舗装されている

ところ以外の部分で、一部利用を暫定的に開始

しているところでありますが、さらに緑地帯の

部分が幾つかありますので、そういったところ

を拡張していけないか検討いただいていると聞

いているところです。

月別の利用者数は、少しお待ちいただければ

と思います。

○坂本委員 各報道等を見てましても、対応と

しては、駐車場周辺の舗装していないところに、

鉄板を敷いたりして対応していただいているよ

うなんですけれども、私もそこに行ってみます

と、一番近いところは埋まっていて、後から来

れば来るほど、どんどん端のほうに追いやられ

ていく状況でした。

一番端っこのほうは未舗装で、車が出入りし

ていますから、地面もかなり荒れていて、言い

方は悪いんですけれども、運動会の駐車場みた

いな感じになっているんですよ。

ここに１日何百円とお金を払って止めている

のかという感じもあって、何か対応できないの

か。県の場所ではないので、そこには何も手が

出せないということも理解しているんですけれ

ども、やはりここは宮崎県の玄関になりますの

で、何らかの整備が必要ではないかと思います。

国への働きかけや補助などを含めて御検討くだ

さいというか、今後の何か見込み、計画、アイ

デアなどがあればと思って伺いました。

○河村総合交通課長 足元の状況としては、例

えば、宿泊する予定のある車両については、そ

ういった臨時の部分に警備員のほうで流してい

ただくとか、そういった対応はしていると聞い

ております。

さらには、ほかの緑地帯もあるんですが、そ

ういったところは、排水能力が現状十分ではな

いと聞いております。そういったところの整備

も含めて検討いただいていると聞いております

ので、そのあたりが実現すれば、より利用しや

すく、快適な環境になるのではないかとは思っ

ています。

○坂本委員 最後にします。利用者が多いと見

込まれるほかの大きな空港は、立体駐車場化さ

れているところがかなり多いと思います。

これは、県のほうからすると働きかけという

ことになるかと思うんですけれども、そういっ

たことも含めて、ぜひ国のほうに働きかけをし

ていただきたいなと思っております。

これは、私どもの立場でも要望していきたい

と思っております。よろしくお願いいたします。

○山口副主査 資料15ページの開発事業特別資

金特別会計についてお伺いします。

意見・留意事項等として「引き続き資金の有

効活用が望まれる」と書いています。去年、宮

崎県開発事業特別資金審議会の委員だったとき

に、これはもともとの積立金が結構あって、積

立金を使うかどうかも含めて検討してくれとい

う話をした記憶があります。

意見・留意事項等に対する対応としては、単

年度の収支をしっかりと使っていくということ

のみならず、きちんとたまっているものに関し

ても有効活用を図っていく考え方をしていくと

いうことでよろしいでしょうか。

○中村総合政策課長 この開特資金の利用につ

きましては、ただいま副主査御指摘のとおり、

毎年審議会のほうで、現在の状況と、それから
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今後の使途については御議論いただいている中

であります。以前は、配当の中で十分様々な事

業ができるぐらいの配当がありましたが、東日

本大震災やコロナ禍の影響で配当が少なくなっ

てきている中で、いかにこの資金を有効に活用

していくかというのは、非常に重要な視点でご

ざいます。

そういった中で、積立金の取り崩しを大きく

していきますと、今後の運用に支障を来すのか

なということで、現在の状況としましては、当

面は新エネルギー分野を中心に利用させていた

だくということで、極力使途を絞って、今後大

きく基金自体を取り崩すことはないように、適

切に運用していければと考えているところです。

○山口副主査 ２億7,000万円ぐらいたまってい

るかと思うんですけれども、運用している利益

がそんなにたくさん出ている印象を持っていな

いのですが、運用しているのですか。

○中村総合政策課長 運用といいますか、そこ

は利息の部分しかないので、大した額はござい

ませんけれども、基本的には配当でございます。

配当に関しては、令和５年度が無配当でござい

ましたので、昨年度は1,270万円余りの基金を取

り崩しているというところでございます。

今後も長くしっかり使っていくためには、積

立金の取崩しを積極的にやるというよりも、基

本的には配当の中で効果的に事業執行をしてい

ければいいのかなと考えております。

○山口副主査 以前も少し話をしたんですけれ

ども、運用をしているのであれば、そのもとも

との幅をしっかりキープしながらというのはよ

く分かるんですけれども、特段運用せず、利子

だけというところが現状ですよね。

ということは、適切な積立て規模─「まあ、

ここぐらいまでは崩してもいいけれど、ためと

きたいよね」といった一定程度のコンセンサス

を皆様の中で持っていないと、永遠に、２億円

はとりあえずためときましょうみたいな話に

なってしまうので、そのあたりをしっかり把握

していくというところはきちんと考えなくては

いけないと思います。

これがその監査の指摘にも含まれているので

はないだろうかと思うんですけれども、どれく

らいの積立ては少なくとも持っておきたいよね

という協議みたいなものを進めてもらったり、

考えていただくことってできないものですか。

○中村総合政策課長 具体的に、積立金の残額

が２億7,000万円ほどございますけれども、これ

が、副主査が御指摘のように、「まあ２億円ほど

までならいい」とか「１億円を切るまでは」と

いった、具体的な目安というものを現時点では

設けてございません。

今後また、そのあたりの見通しも含めて、審

議会、県議会などにお諮りしながら、今後の有

効な活用について検討してまいりたいと考えて

おります。

○山口副主査 次いで、資料22ページの広報に

ついてなんですけれども、いろいろ発行された

というところは理解するところではありますが、

例えば、ホームページの閲覧数であったり、Ｓ

ＮＳだったらインプレッション数とかが出てく

ると思うんです。そういった観点からの実績で

あったりとか成果というところについて、昨年

度に比べて非常に伸びているとか、そういった

ところを把握されていれば教えてください。

○須波広報戦略室長 まず、県ホームページに

つきましてですけれども、令和５年度は、およ

そ1,600万回の総アクセス数になっております。
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コロナ禍には、やはり新型コロナの緊急事態宣

言やワクチン関係だったり、そういった情報が

ありましたので、3,000万回ほどという時期もご

ざいましたが、コロナ禍以前が1,000万回ちょっ

との年間アクセス回数でしたので、それからす

ると、現在、増えている状況にあるとは考えて

おります。

あと、ＳＮＳの関係です。全体のインプレッ

ション数といった数字がないんですけれども、

現在の登録者だったり、いわゆる「友だち」の

数でいいますと、Ｘがおよそ２万7,000人、フェ

イスブックがおよそ１万4,000人、ＬＩＮＥがお

よそ１万8,000人という登録者数・友だち数と

なっております。

インプレッションにつきましては、内容によっ

て、多い少ないというのが結構顕著にあります。

コンスタントに、Ｘは毎日１～２本は必ず発信

をしておりますので、2,000前後のインプレッ

ションは毎回記録しております。例えば、直近

でいいますと、日向坂46の「ひなたフェス」の

発信などは17万以上のインプレッションを記録

したりとか、そういった芸能関係だとかスポー

ツ関係というのは多い傾向にございます。

一般的な行政情報というところが、まだ十分

とは考えておりませんので、皆さんに見てもら

えるような工夫は、今後も常にやっていく必要

があると考えております。

○山口副主査 実績報告の中では、結果的に伝

わっているのかという観点が恐らく実績になっ

てくるだろうと思うので、そのあたりも改めて

実績の在り方というところは考えていただけれ

ばと思います。数字を押さえていらっしゃって

すごくありがたかったです。

続いて、45ページなんですが、「地域の力で実

現する持続可能な中山間地域づくり推進」とい

う項目についてです。

これは、２月の補正で結構金額を落としてい

た上でのこの予算額になっているかと思うんで

すが、今年度も同じぐらいの1,700万円ぐらいが

当初予算で入っていると思います。

今年度は、それなりにワークショップとか行

われているんですか。昨年かなり落としている

ので、思ったよりワークショップが開催されて

いなかったんだと思うんです。２月補正予算

で1,000万円ぐらい落として、結果的に執行率を

上げているけれども、当初から比べると結構厳

しい執行率になっていたと思うんですけれど、

今年度はどうなんですか。

○濵川中山間・地域政策課長 ワークショップ

につきましては、昨年度２地区で開催したとこ

ろだったんですけれども、今年度も２地区で開

催しております。このワークショップについて

の予算はおおむね予定どおり執行できるのでは

ないかと考えております。

昨年度、補正減しておりましたのは、項目の

１つにある、地域課題解決等支援補助金という

ものです。これは、それぞれの地域における課

題を解決、あるいは発展に向けて何か取り組む

きっかけをつかんでいこうということに取り組

まれる地区と市町村に対して支援するものです。

これについて、昨年度の支援実績としては１件

しかございませんでした。地域における調整が

なかなか整わず、申請が上がらなかったという

ところがあるかと思いますけれども、今年度に

ついては、昨年度以上の申請あるいは御相談を

いただいておりますので、予算を有効に活用し

て事業を展開していきたいと考えております。

○坂本委員 ＳＮＳの話が出ましたので、私も
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お伺いします。

宮崎県広報のＸをフォローさせていただいて

おりますけれども、この一番頭の説明では、宮

崎県秘書広報課広報戦略室からということで、

「県政情報や防災情報など、宮崎県に関する話

題をタイムリーに発信します」とうたってあり

ます。

結構、明るい話題は多いんですけれども、防

災情報─８月も台風が来ましたし、地震も起

きました。ここについての情報が、多分、ゼロ

だったと思うんです。

それで、フォローされている方たちは、宮崎

県の情報が一番詳しく出てくるというふうに期

待をしている方が多いと思うんですけれども、

方針として今後どうなさっていくのか。もし私

が気づいていなくて、昨年度もきちんと防災情

報などを発信していますということであれば、

御報告いただきたいと思います。

○須波広報戦略室長 委員に御指摘いただいた

ＳＮＳですけれども、今年の８月の地震と台風

におきまして、即時性というＳＮＳの強みと、

災害の緊急情報という情報発信については、特

に有効なツールという認識の下、地震の際は、

災害対策本部の開催情報とか含めてＸとフェイ

スブックで15回、ＬＩＮＥにつきましても５回

ほど投稿させていただいたところでした。

なかなかタイムリーにというところが十分で

きなかったという反省も持っておりますので、

そういった今回見えてきた課題を踏まえて、さ

らにどういった形で発信するのがより県民の安

心・安全につながるのかというところを現在ま

さに検討しているところです。今後、より多く

の方が分かりやすい情報発信というところに、

引き続き取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○丸山委員 広域連携課にお伺いしたいんです

けれども、令和５年度は、コロナ禍が明ける対

策とか、物価高騰にしっかり対応しなきゃいけ

ない年度だったのではないかと思っているんで

す。そういった中、知事会として政府とか与党

にいろいろ提言や要望を行いましたということ

は分かるんですが、具体的に、政府とか与党か

らは、しっかり対策費、これができましたよと

いうのが何かあったのでしょうか。知事は、全

国知事会では地方税財政常任委員長をされてい

ますので、どういった成果が国全体と地方に来

て、かつ宮崎県にはどれぐらいよかったのかと

いうのがもし分かれば教えていただけると、成

果として出てくるとありがたいなと思っていま

す。

○川越広域連携課長 地方税財政常任委員長を

本県知事が務めております。

その要望としまして、例えば、昨年度であり

ますと、経済対策がございまして、その中で、

定額減税というものがあり、このあたりの経済

対策の規模や中身も求めておりました。

定額減税を実施すること自体はよろしいかと

思うんですけれども、このとき一番大きなテー

マとなりましたのが、それをやることによって、

例えば、住民税が減税されると税財政運営に支

障を来す可能性があるというところで、この住

民税の収入が減ってしまう分について、しっか

り国費で補填してくださいというような要望活

動をしっかり行いました。その結果、住民税の

収入が減る分については、全て国庫で支援して

いただくようなことはございました。

○丸山委員 それは全体的な話でありまして、

宮崎県として、何かほかにもあったのか、そう
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いう気持ちもあるものですから。少しでも交付

金の率がよくなったとか、せっかく地方税財政

常任委員長として頑張っていただいているもの

ですから、宮崎県としての何か、これぐらいの

メリットがあったということがあれば教えてい

ただくとありがたいなと思います。

○川越広域連携課長 地方税財政常任委員長を

務めておりますが、47都道府県を代表して、国

に対して要望活動をやっているというところで

すので、その立場上、宮崎県だけのメリットと

いうところは、なかなか主張しづらい面もござ

います。

○丸山委員 言われるところは分かるんですが、

宮崎県と東京都では全然違いますので、都市と

の戦いがあったりもします。そのあたりのバラ

ンスに非常に苦労されているのは分かりますの

で、これをしっかり生かしていただいて、少し

でも国とのコネクションをしっかりと─地方

税財政常任委員長になられて３年目、４年目に

なるのかな。知事がどう関わってきたのか、感

覚的にも情報的にも分かりづらいものですから。

令和５年度、コロナ禍が明けて物価高騰対策

をしっかりやらなくちゃいけないときに、知事

がしっかり頑張ったんだよというのが、先ほど

来、定額減税の話が出たんですけれども、地方

の税収が減らないために国が交付税を負担して

くれたということなのかなというのは分かりま

したが、知事が地方税財政常任委員長をやって

いるおかげで、宮崎県とか九州はよかったなと

いうのが何かあってほしかったという思いで、

質疑させていただきました。

○田中政策調整監 課長が申し上げたとおり、

基本的には全国を代表する委員長になりますの

で、総意をしっかり国に伝えるというのが仕事

になっています。例えば、昨年度、森林環境譲

与税の都市部と地方の割合、人口割の部分を少

し変えたところですが、それは当然、森林県と

して、宮崎県が森林振興をしっかりやっていく

必要があるというバックグラウンド含めて、国

に要望したというのは事実としてございます。

新型コロナの臨時交付金を活用した事業とい

うのも、全国のためではあるんですが、当然、

宮崎県民の物価高騰への思いもある中で、しっ

かりと要望して実現したというのはあるかと思

いますので、そういったことを御理解いただけ

ればと思います。

○河村総合交通課長 従前の御質問と私の発言

の関係で少し述べさせていただきます。

まず修正ですけれども、資料37ページ目で、

広域物流網の利用促進に関して実績約1,300台と

申し上げましたけれども、正しくは、トラック

とコンテナも対象としておりまして、重量ベー

スで12万3,000トンの増加というところが正確な

実績となります。不用の理由等については、申

し上げたとおりでございます。

もう一つ、御質問いただきました月別の宮崎

空港の利用者数でございますけれども、令和５

年の歴年の数字を確認したところ、利用者が伸

びる点でいいますと、２月から徐々に伸びて３

月です。月でいいますと、令和５年３月が約27

万人の国内線の御利用となっていまして、そこ

からまた少し数字は落ちるところでありますが、

８月に26.7万人で、10月、11月と27万人を超え

ていまして、12月に26.8万人となっております。

コロナ禍からの回復というのは少し影響して

いるので、そういった増加傾向はありますが、

やはりキャンプシーズンの２月、３月の春休み、

８月の長期休暇と、あとは秋の行楽シーズンと
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いうことで、ゴルフ等もありますが、10月、11

月というのが利用としては比較的多いような状

況になっております。

○坂本委員 年間通じて多いという感じですか、

３月に始まって、ずっと27万人ぐらいが続いて

いるという状態ですか。

○河村総合交通課長 やはり、山や谷というの

はありまして、春休みの４月とか、梅雨のシー

ズン、６月とかは落ち込みます。21万人前後で

動いています。あと９月も夏休み明けというの

もあると思いますが、23万人ということで若干

減ってはおりますので、そこが谷ということに

なろうかと思います。

○川添主査 ほか、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 それでは、以上をもちまして、総

合政策部第１班の審査を終了いたします。

第２班以降は、午後１時から行いたいと思い

ます。

暫時休憩いたします。

午前11時47分休憩

午後０時57分再開

○川添主査 分科会を再開いたします。

産業政策課、デジタル推進課、生活・協働・

男女参画課、みやざき文化振興課、人権同和対

策課の審査を行います。

令和５年度決算について各課の説明を求めま

す。

○守部産業政策課長 当課の令和５年度決算に

ついて御説明いたします。

お手元の資料７ページを御覧ください。

上から７段目、産業政策課の欄でございます。

予算額６億786万1,000円に対して、支出済額

５億8,821万6,634円、不用額は1,964万4,366円、

執行率は96.8％となっております。

次に、53ページを御覧ください。

当課の決算事項別の明細は、53～54ページに

掲載しております。このうち、目の不用額が100

万円以上のものについて御説明いたします。

54ページを御覧ください。

１行目の（目）計画調査費の不用額が1,915

万3,976円であります。

主なものを御説明いたします。

まず、下から４行目の委託料の不用額837

万8,027円につきましては、「産業ＤＸサポート

センター設置事業」において、相談対応実績が

見込みを下回ったこと等によるものであります。

次に、その２つ下の負担金・補助金及び交付

金の不用額708万2,866円につきましては、主に

「みやざき産業人材育成プラットフォーム連携

強化事業」において、補助金の執行額が見込み

を下回ったことや、「産業デジタル実装支援事業」

において、民間事業者への補助金の執行額が見

込みを下回ったことなどにより不用額が生じた

ものでございます。

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。

55ページを御覧ください。

人づくり、１、子どもを生み育てやすく、未

来を担う人材を育む社会づくりの（１）未来を

切り拓く 心豊かでたくましい人材を育む教育

の推進であります。

「みやざき産業人材育成プラットフォーム連

携強化」について、産学金労官で連携し、イン

ターンシップ参加企業への支援や、学生と企業

の交流機会の創出などにより、若者の県内企業

への就職・定着促進を図ったほか、若者の県外
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流出要因等調査分析の実施により、今後の人材

確保等に係る事業展開を検討する上で参考とな

る実態の把握に取り組んだところです。

今後とも、産業人材育成プラットフォームを

基盤として、県内企業に対する質の高いインタ

ーンシップ実施のための伴走支援や、県内高等

教育機関と連携した学生と企業の交流機会の創

出などに取り組むことで、若者の県内就職・定

着促進をより効果的に図ってまいります。

次に、57ページを御覧ください。

産業づくり、１、経済・交流を支える基盤の

整備の（１）みやざきの未来を切り拓く多様な

産業人材の育成・確保であります。

「みやざき産業人材確保支援基金」につきま

しては、若者の県内定着を促進し、宮崎の将来

を担う産業人財を確保するため、県内企業と連

携し、県内企業に就職した若者に対する奨学金

の返還支援を行っており、昨年度は95人に対し

て返還支援金を給付したところです。

次に、58ページを御覧ください。

「みやざきＤＸさきがけプロジェクト推進」

については、ＤＸ推進セミナーやＤＸの実践的

な講座である「ＤＸ塾」、高校生、大学生を対象

としたＩＴスキル講座等を開催するなど、事業

者のＤＸに向けた意識啓発及び次世代デジタル

人材の育成・確保に取り組んだものであります。

次の「産業デジタルリスキリング推進」につ

いては、県内事業者向けに、経営者層、リーダ

ー層、一般従業員層と各階層に合わせたデジタ

ルリスキリング講座を実施し、昨年度は188人が

受講いたしました。

次に、60ページを御覧ください。

産業づくり、２、地域に根ざした企業・産業

の振興の（１）経済と雇用を支える企業・産業

の持続的な発展であります。

「越境ＥＣ伴走支援」については、規模拡大

を目指す県内食関連事業者を対象に、ＡＳＥＡ

Ｎ市場に精通する専門家が伴走支援を行い、海

外ＥＣサイトなどを活用した県産品の販路拡大

に取り組んだところでございます。

次に、61ページを御覧ください。

「みやざきの食の魅力発信・販路開拓」につ

いては、首都圏での食イベントの開催やメディ

アを活用した県産品のプロモーション、ＷＥＢ

物産展を実施し、県産品の認知度向上に取り組

んだところでございます。

「みやざき地域活性化雇用創造プロジェクト

推進」につきましては、フードビジネスの振興

や県内企業の人材育成を図るため、みやざきフ

ードビジネス相談ステーションを設置し、様々

な相談に対応するとともに、産業人材育成プロ

グラムである「ひなたＭＢＡ」の実施などに取

り組んだものであります。

次に、62ページを御覧ください。

「産業ＤＸサポートセンター設置」について

は、県内事業者からデジタルに関する相談や課

題の洗い出し、具体的なシステム導入までをサ

ポートすることを目的に、産業ＤＸサポートセ

ンターを設置し、昨年度は126者から延べ370件

の相談が寄せられたところでございます。

次の「産業デジタル実装支援」については、

県内事業者の規模・実情に応じたデジタル技術

導入の補助を行うもので、一般的なデジタル技

術等の導入を対象とするＴＹＰＥ１から、より

高度な技術等の導入を対象とするＴＹＰＥ２及

びＴＹＰＥ３までで、合計51者に対して補助を

行ったところでございます。

63ページを御覧ください。
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「みやざきＤＸ技術体験展示会」については、

最新のデジタル技術等を紹介する展示会及びＤ

Ｘ推進フォーラムを開催し、33企業の出展、延

べ948人が来場いたしました。

今後とも、フードビジネスを支える企業の育

成や国内外の販路拡大に向けた取組を推進する

とともに、デジタル技術等の普及啓発、人材育

成、実装支援を通して県内産業のさらなる発展

につなげてまいります。

主要施策の成果については、以上でございま

す。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に御報告すべきことはございません。

○福崎デジタル推進課長 デジタル推進課の令

和５年度決算について御説明いたします。

お手元の別資料７ページを御覧ください。

上から８段目、デジタル推進課の欄でござい

ます。

予算額12億8,667万円に対しまして、支出済

額12億8,259万2,457円、不用額は407万7,543円

となっております。

なお、執行率につきましては99.7％でありま

す。

次に、65ページを御覧ください。

当課の決算事項別の明細は、65～66ページで

ございます。このうち、目の不用額が100万円以

上のもの及び執行率が90％未満のものについて

御説明いたします。

66ページを御覧ください。

（目）の企画総務費不用額337万3,274円であ

ります。

不用額の主なものにつきましては、中ほどの

共済費や旅費、役務費などでありまして、主に

基礎年金拠出の負担金率が引き下げられたこと

や、オンラインを活用した会議の増加及び生活

費等削減、経費削減を行ったことなどによるも

のであります。

続きまして、令和５年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

67ページを御覧ください。

くらしづくりの１、安心で快適に暮らせる社

会づくりの（３）デジタル技術の利活用の促進

についてであります。

68ページを御覧ください。

「自治体ＤＸサポート強化」では、国が進め

る基幹業務システムの標準化や自治体ＤＸを推

進するため、高度な専門性を有する事業者に委

託しまして、各市町村への直接訪問や相談窓口

の設置、個別課題の整理など、実情に応じた伴

走支援を行ったところであります。

今後とも、市町村ごとに個別の課題を整理し

ながら、きめ細かな伴走支援を行ってまいりた

いと考えております。

次に、「行政手続オンライン化推進」では、年

間処理件数100件以上で業務効率化の効果が高い

業務につきまして、手続のオンライン化支援に

取り組んだものでありまして、令和５年度につ

きましては、56手続、年間約７万申請分のオン

ライン化に向け、システム導入に必要な条件整

理等に取り組んだところであります。

引き続き、行政手続のオンライン化に取り組

みまして、県民サービスの向上や業務の効率化

につなげてまいりたいと考えております。

70ページを御覧ください。

ページの真ん中、「自治体ＤＸを担う人材育成」

では、デジタル社会に対応した業務効率化に取

り組むことができる庁内ＤＸ人材の育成を図る

ため、情報処理関連の国家試験合格に向けたｅ
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ラーニング等の受講支援や受験料補助を実施し

たものであります。

令和５年度につきましては、ＩＴパスポート

など情報処理関連の国家試験に33名が庁内で合

格しております。デジタル人材の育成につきま

しては、喫緊の課題でありますので、庁内にお

けるＤＸを推進するリーダー等を育成するため

の研修機会の充実などにも取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、「ひなたＧＩＳ防災オープンデータ利活

用促進」では、様々なデータを地図上に重ね合

わせ可視化できる「ひなたＧＩＳ」と、県公式

ＬＩＮＥアカウント上に表示されるチャット

ボットと呼ばれる自動応答機能等について、デ

ータや機能追加を行ったものであります。

具体的には、県民の防災意識の醸成を図るた

めに、ひなたＧＩＳに県内35河川の洪水浸水想

定区域などに関するデータを追加しまして、そ

れらのデータにアクセスするための防災分野の

チャットボットを公式ＬＩＮＥに追加いたしま

した。

また、県税やパスポート、運転免許更新、結

婚・子育てなど、暮らしに関するチャットボッ

トも併せて追加したところであります。

今後とも、オープンデータの利活用や県民の

サービス向上に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

71ページを御覧ください。

「ＩＣＴ活用による業務効率化推進」では、

働き方改革の推進を図るため、定型的な作業を

自動化できるＲＰＡや、文字情報の自動読み取

り機能であるＡＩ―ＯＣＲなどデジタル技術を

活用しまして、業務の効率化を行ったものであ

ります。このようなツールの活用により、令和

５年度では合計で１万3,800時間余りの削減効果

があったものと考えております。

今後とも、生成ＡＩ技術なども活用しまして、

デジタルツールの活用・導入を推し進め、県庁

内の業務の効率化に取り組んでまいりたいと考

えております。

以上が、主要施策の成果についてであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はございません。

○森山生活・協働・男女参画課長 生活・協働

・男女参画課の決算状況等について御説明いた

します。

資料の７ページを御覧ください。

上から９段目、生活・協働・男女参画課の欄

を御覧ください。

予算額６億3,095万3,000円に対しまして、支

出済額５億7,795万8,888円、翌年度繰越額4,225

万円、不用額1,074万4,112円、執行率は91.6％

であります。また、すぐ上の括弧内は、翌年度

繰越額を含めた執行率で98.3％となっておりま

す。

次に、73ページを御覧ください。

73～77ページが、当課の決算事項別明細となっ

ております。このうち、目の不用額が100万円以

上のものについて御説明いたします。

73ページを御覧ください。

（目）企画総務費の不用額が102万3,978円で

あります。

このうち、主なものは、上から６行目の職員

手当等20万2,813円、これは、主に職員の時間外

手当等の見込み額を下回ったことによるもので

ございます。

また、その下の共済費35万8,487円ですが、こ

れは、総合政策課長からの説明と同様に、基礎



- 63 -

令和６年10月１日(火)

年金拠出金の負担率が引き下げられたことによ

る執行残でございます。

次に、75ページを御覧ください。

（目）社会福祉総務費の不用額が136万7,241

円であります。

この主なものは、中ほどの共済費97万7,124円

ですが、こちらにつきましても、先ほどと同様

に基礎年金拠出金の負担率が引き下げられたこ

とによる執行残であります。

次に、76ページを御覧ください。

（目）県民生活費の不用額が708万7,552円で

あります。

この主なものは、上から２段目の報酬112

万5,642円、これは、消費生活相談員の報酬にお

いて見込みを下回ったことによる執行残であり

ます。

また、下から２行目の負担金・補助及び交付

金342万5,058円、これは、市町村の消費生活相

談窓口の機能強化等を図るため市町村に対して

補助を行うものですが、事業費の確定に伴い、

減額が生じたことによる執行残であります。

決算事項の説明は、以上でございます。

続きまして、令和５年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

78ページを御覧ください。

人づくりの３の（１）男女共同参画社会の実

現であります。

主な事業の１つ目、「男女共同参画センター管

理運営委託」としまして、推進拠点であります

当センターの運営を指定管理者に委託し、県民

への啓発や相談事業等に取り組みました。

79ページを御覧ください。

「みやざき女性の活躍強化」としまして、企

業や関係団体、行政が一体となって設立した「み

やざき女性の活躍推進会議」で、女性の多様な

働き方を進めるための講演会や研修会の開催な

どに取り組みました。

次の「性暴力被害者支援センター運営委託」

としまして、被害者やその家族の心身の負担軽

減を図るため、その支援センターであります「さ

ぽーとねっと宮崎」の運営を委託し、電話やメ

ール、面接による相談のほか、医療、カウンセ

リング等の総合支援を行いました。

今後とも、市町村や関係機関等との連携を図

りながら、男女共同参画社会の実現や女性の活

躍に向けた取組を推進してまいりたいと考えて

おります。

82ページを御覧ください。

（２）のＮＰＯや企業、ボランティア等多様

な主体による社会貢献活動の促進についてであ

ります。

１つ目の「協働による地域課題解決支援」と

しまして、県との協働事業の提案を公募し、Ｎ

ＰＯ等多様な主体との協働を推進しました。

昨年度は６件の応募の中から２件を採択し、

例えば、「多様な学び」をテーマに、宮崎県内で

ネットワークを構築し、子供たちの生きる力を

育む受皿整備の活動を支援したところでござい

ます。

83ページを御覧ください。

「みやざきＮＰＯ・協働支援センター」とし

まして、協働の推進やＮＰＯ運営等の支援拠点

であります当センターにおいて、活動支援スペ

ースの提供や研修の開催、ＮＰＯの設立や運営

等の相談対応などを行いました。

今後とも、多様な主体による社会貢献活動を

促進するため、相談や研修、情報提供等の充実

を図ってまいりたいと考えております。
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85ページを御覧ください。

くらしづくり、１の（１）安心で快適な生活

環境の確保のうち、消費者行政であります。

１つ目の「消費者行政活性化」としまして、

国の交付金を活用し、メディア等による広報・

啓発や市町村が行う相談・啓発事業に対し、補

助金の交付により支援を行いました。

86ページを御覧ください。

「消費生活相談員等設置」としまして、消費

生活に関する相談員を配置し、県民からの多様

な相談に対し、適切な助言等の対応を行ったと

ころであります。

今後とも、県民が安心して消費生活を営むこ

とができるよう、市町村と連携して相談体制の

強化及び啓発事業の推進に取り組んでまいりた

いと考えております。

88ページを御覧ください。

２の（１）犯罪のない安全で安心なまちづく

りであります。

主な事業であります「宮崎県犯罪のない安全

で安心なまちづくり促進」としまして、学校等

へのアドバイザー派遣や県民の集いの開催など

により、県民の防犯に対する意識啓発に取り組

みました。

今後とも、市町村や関係機関等との連携を図

りながら、地域安全活動の活性化に取り組んで

まいりたいと考えております。

90ページを御覧ください。

（２）交通事故のない社会づくりであります。

「みんなで交通安全！啓発推進」としまして、

各季節ごとの交通安全運動期間を重点に、マス

メディア等を活用した効果的な広報・啓発に取

り組みました。

今後とも、脇見等による交通事故の防止や高

齢者の交通事故防止対策を基本に、市町村や関

係機関等との連携を図りながら県民への啓発等

に取り組んでまいります。

主要施策の成果の説明は、以上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

○堀みやざき文化振興課長 みやざき文化振興

課の歳出決算状況等について御説明いたします。

資料７ページを御覧ください。

下から５段目、みやざき文化振興課の欄であ

ります。

予算額98億3,688万2,000円に対しまして、支

出済額は83億3,290万6,328円で、すぐ右側の欄

の翌年度繰越額（明許）が14億7,331万9,830円

であり、この結果、不用額は3,065万5,842円、

執行率は84.7％となっております。また、すぐ

上の括弧内は、翌年度繰越額を含めた執行率

で99.7％となっております。

続きまして、92ページを御覧ください。

当課の決算事項別明細は96ページまでとなっ

ておりますが、このうち、目の不用額が100万円

以上のもの、執行率が90％未満のものについて

御説明をいたします。

93ページを御覧ください。

（目）諸費につきましては、執行率が84.4％

となっております。

主な理由としましては、不活動宗教法人対策

に伴う現地調査等の旅費について、執行見込み

を下回ったものによるものであります。

94ページを御覧ください。

（目）企画総務費につきましては、不用額が126

万7,635円となっております。

このうち、主なものとしましては、上から３

行目の給料の不用額44万6,453円及びその２つ下
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の行の共済費の不用額44万688円であります。こ

れは、育児休業を取得していた職員の復帰後の

部分休業によるものや、先ほどの総合政策課長

からの説明と同様に基礎年金拠出金の負担率が

引き下げられたことによる執行残であります。

続きまして、96ページを御覧ください。

（目）事務局費につきましては、不用額が2,837

万1,593円となっております。

このうち、主なものとしましては、下から３

行目の負担金・補助及び交付金の不用額2,651

万8,213円であります。これは、主に私立学校に

おける保護者の経済的負担の軽減を図るための

私立高等学校就学支援金や、私立学校光熱費高

騰対応緊急支援のための補助金などについて、

申請額が見込みを下回ったことによるものであ

ります。

決算事項の説明は、以上であります。

次に、令和５年度の主要施策の成果について

御説明いたします。

97ページを御覧ください。

まず、人づくりの１、「子どもを生み育てやす

く、未来を担う人材を育む社会づくり」の（１）

未来を切り拓く 心豊かでたくましい人材を育

む教育の推進であります。

下の表の主な事業、実績でありますが、まず

「私立学校振興費補助金」は、私立学校の教育

の振興と経営の安定化、保護者の経済的負担の

軽減を図るため、私立高等学校、中学校、小学

校の計24校に対して、人件費等の経常的経費に

ついて補助したものであります。

98ページを御覧ください。

「私立高等学校等就学支援金」は、保護者の

授業料負担の軽減を図るため、世帯の収入状況

に応じて支援金を交付したものであります。

その下の「私立専門学校授業料等減免」は、

低所得者世帯に対する高等教育の負担軽減を図

る国の施策に基づきまして、住民税所得割非課

税世帯等における専門学校の授業料等の減免に

対する補助を行ったものであります。

99ページを御覧ください。

「奨学のための給付金」は、授業料以外の教

育費に充てるため、生活保護及び住民税所得割

非課税世帯に対して給付したものであります。

今後とも、私立学校の建学の精神に基づいた

特色ある教育の振興を支援してまいります。

続きまして、101ページを御覧ください。

２、文化・スポーツに親しむ社会づくりの

（１）文化の振興であります。

下の表の主な事業、実績でありますが、まず

「宮崎国際音楽祭開催事業」では、第28回音楽

祭を開催し、併せて第29回音楽祭の準備を行っ

たところであります。

102ページを御覧ください。

「県立芸術劇場管理運営委託」は、劇場の維

持管理やホール及び練習室の貸館事業を行い、

年間利用者数は７万7,199人でありました。

２つ下の「県立芸術劇場大規模改修」につき

ましては、老朽化に伴う舞台設備や受変電設備

の改修、特定天井の耐震化に伴う改修を実施し

ましたが、いずれも今年度に事業を繰り越し、

引き続き工事を行っております。

104ページを御覧ください。

一番下の「「アーツカウンシルみやざき」機能

拡充」につきましては、文化芸術の専門人材を

配置し、文化芸術活動に対するアドバイスなど

の相談対応や人材育成研修としてアートマネジ

メント講座を実施いたしました。

105ページを御覧ください。
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一番下の「みやざきの文化資源活用推進」に

つきましては、県外での神楽公演や、県民の皆

様を対象とした神話のふるさと県民大学、小中

学校、高校への出前講座などを開催したところ

であります。

106ページを御覧ください。

「文化で紡ぐ地域活力の再興応援」につきま

しては、市町村が行う伝統行事等のコロナ禍か

らの活動再開支援や、県総合文化公園における

文化イベントを行ったところであります。

今後とも、県立芸術劇場について、他の文化

施設等と連携しながら公演を行い、文化の裾野

の拡大に取り組みますとともに、引き続き、顕

彰事業やアーツカウンシルみやざきと連携した

取組を通じて、本県文化の発信や県民の文化活

動の維持・発展を図ってまいります。

主要施策の成果の説明は、以上であります。

最後に、監査における指摘事項がありました

ので、御説明をいたします。

113ページを御覧ください。

一番上の指摘事項につきましては、準公金に

ついて支払手続が大幅に遅れるなど、支出事務

が適当でなかったものであります。

この件につきましては、会計事務処理要領等

の確認・周知を行いましたほか、進捗確認表に

よる支出状況等の確認を複数人で行うことを徹

底し、チェック体制を強化したところでござい

ます。

今後は、このような事務処理の遺漏がないよ

う、所属内でしっかり取り組んでまいります。

○中村人権同和対策課長 人権同和対策課の決

算状況等について御説明いたします。

資料７ページを御覧ください。

上から11段目、人権同和対策課の欄を御覧く

ださい。

予算額１億1,719万3,000円に対しまして、支

出済額１億1,526万9,876円で、不用額は192

万3,124円、執行率は98.4％となっております。

当課の決算事項別明細説明資料について

は、108ページを御覧ください。このうち、目の

不用額が100万円以上のものについて御説明いた

します。

（目）社会福祉総務費の不用額が192万3,124

円となっております。

この不用額の主なものは、先ほど総合政策課

長から説明がありました共済費が45万6,249円で

したが、それ以外では、下から４行目の委託料34

万2,425円であります。これは、主に人権啓発イ

ベントの開催を市町村に委託している地域人権

啓発活性化事業において、実績が見込みを下回っ

たこと等による執行残であります。

決算事項の説明については、以上であります。

続きまして、令和５年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

109ページを御覧ください。

人づくりの３の（３）人権意識の高揚と差別

意識の解消についてであります。

事業名の１つ目、「人権啓発推進強化」につい

ては、県内の大学、ＮＰＯ・企業やスポーツ組

織等と連携し、おのおのの知見やネットワーク

などを生かした啓発活動を行ったほか、８月の

人権啓発強調月間及び12月の人権週間において

は、ふれあい映画祭の開催、テレビＣＭの放送

など、様々な啓発活動を集中的に行いました。

110ページを御覧ください。

「宮崎県人権啓発センター」については、企

業や団体などで人権研修を担う方を対象とした

人権担当者養成講座や、広く県民の方を対象と
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した県民人権講座などの各種講座を開催し、企

業や地域等で人権教育・啓発のリーダーとなる

人材の育成を図りました。

また、啓発研修講師の派遣や研修用ＤＶＤ等

の教材の貸出しにより、民間企業等が自主的に

行う啓発・研修等の支援に努めたところであり

ます。

これらの事業により、職場や地域などあらゆ

る場において人権教育啓発の取組が推進される

よう努めたところであります。

今後とも、お互いの人権を尊重し合い、あら

ゆる差別を解消し、誰もが自分らしく生きてい

ける平和で豊かな社会の実現を目指して、県民

の人権意識の高揚を図ってまいりたいと考えて

おります。

主要施策の成果については、以上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して

報告すべき事項はありません。

○川添主査 説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。でき

るだけ課ごとに進めていきましょうか。

産業政策課からあれば、お願いいたします。

○黒岩委員 資料55ページの主な実績内容等の

ところなんですが、「若者の県外流出要因等調査

・分析」というのがありまして、これはどこか

で公表されていらっしゃるんでしょうか。

○守部産業政策課長 この調査結果につきまし

ては、ホームページ等で公表しております。

また、昨年度の実績でしたので、産業人材育

成プラットフォームの幹事会とか、あとプラッ

トフォームのメンバーの方々にも結果について

は報告させていただいております。

○岩切委員 資料57ページの奨学金返済の支援

なんですが、令和５年度で95人という確認があ

りました。

令和６年度の見通しと、今後しばらくはこう

いう取組で人材の囲い込みというか、宮崎県に

戻ってきていただくように努力していただきた

いと思うんですけれども、最大どれぐらいの目

標で、この事業を進めていこうというお考えな

のかを教えてください。

○守部産業政策課長 奨学金返還支援の状況で

すけれども、令和５年度の実績95名となってい

ますが、奨学金返還支援制度の仕組みについて

概略説明させていただきます。

奨学金返還支援制度は県内企業に就職した方

が、就職して１年目、３年目、５年目を経過し

たときに、対象補助金額の１年目が３割、３年

目が３割、５年目経過すると４割、計10割の支

援金を支給することになっております。この95

名のうち、平成30年に就職した５年目に当たる

方が12名、令和２年に就職した３年目に当たる

方が36名、令和４年に就職した１年目に当たる

方が47名ということで、それぞれ１年目、３年

目、５年目の方が令和５年度から発生すること

になり、このような人数になっております。

毎年、奨学金返還支援の対象者につきまして

は、大体50名程度の対象者がいるような形になっ

ております。

この先どのようにしていくかというところな

んですけれども、当然財源が限られております。

現在、基金で運用しております。約１億9,000万

円ほどの基金がありますけれども、その中でやっ

ていく中で、できれば持続可能的にやっていき

たいとは思っており、限られた人材の中で、企

業版ふるさと納税を活用させていただいており

ます。企業版ふるさと納税で、奨学金返還支援

に賛同していただいている企業から、毎年2,000
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万円ぐらい支援いただいております。令和６年

度で企業版ふるさと納税については終わるんで

すけれども、来年度からも引き続きやっていた

だくよう要望を出しているところでございます。

○山口副主査 資料59ページなんですが、細か

くて申し訳ないんですけれども、成果指標の成

果等の中の③というところで、本事業で育成さ

れたデジタル人材150名、実績が188名とありま

す。これは、「産業デジタルリスキリング推進事

業」の成果指標ということでいいんですか。

ＤＸ塾云々というのは、「みやざきＤＸさきが

けプロジェクト推進事業」にも入っているんで

すけれど、この本事業というのはどれを指して

いるのか、教えてください。

○守部産業政策課長 資料58ページの「産業デ

ジタルリスキリング推進事業」の188名というの

が、59ページのＲ５実績としております。

参考に、ＤＸ推進セミナーというのは、どち

らかというと啓発事業のほうに位置づけており

ます。また、ＤＸ塾といったところは、具体的

に県内企業に出向いていただいて、その企業が

持っているデジタルに関する課題について、自

分ごとのようにグループワークで検討しても

らって、改善策を検討していただく。その後、

自社のＤＸをどのようにしたらいいかといった

ところの、ＤＸにこれから取り組んでいきます

よみたいな宣言を掲げて、塾という形で修了し

ています。

リスキリングにつきましては、実際に自社の

ＤＸに係る課題を、経営者層、リーダー層、一

般社員層ということで、具体的にデジタル、Ｄ

Ｘ、トランスフォーメーションまでつながるよ

うな人材育成という形で整理をさせていただい

ていており、59ページのデジタル人材188名とい

う形で掲示させていただいております。

○丸山委員 資料55ページの「みやざき産業人

財育成プラットフォーム連携強化事業」につい

てお伺いしたいんですけれども、このアンケー

ト調査の中で、県内企業が171社というのが出て

います。これは何社にお願いして、この数の回

答数になっているのかを教えていただくとあり

がたいかなと思っております。

○守部産業政策課長 この事業につきましては、

プラットフォームの事務局であります宮崎大学

のほうで行ってもらっております。当然、プラッ

トフォームの構成メンバーの団体などに対しま

して協力要請をお願いしたところです。その中

で回答をいただいていた企業が171社となってお

ります。

○丸山委員 171分の171、全部回答があったと

いうことなんでしょうか。

○守部産業政策課長 分母につきましては、先

ほど申し上げたとおり、プラットフォームの構

成メンバーの加盟している団体にぶら下がって

いる企業とかになりますので、かなり重複して

いる企業もあるかと思います。申し訳ありませ

んが、全体の数が幾らといったところの把握ま

ではいたしておりません。

○丸山委員 このプラットフォームの事業自体

は、毎年少しずつ増やしていってほしいなと思っ

たもんですけれども、令和４年度から少しずつ

増えていって、広がっていけば広がっていくほ

ど、県内にこんな企業があるというのを若者た

ちに知ってもらえるチャンスになっていくので

はないかと思っています。

令和５年度の活動を含めて何か広げたりと

か、171社で全然広がりがない状況なのかも教え

ていただくとありがたいと思っています。
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○守部産業政策課長 この171社というのは、若

者の県外流出要因等調査・分析に協力していた

だいた企業の数になります。我々としては、県

内の産業人材育成・定着といった部分を非常に

重要なことだと思っておりますので、当然、こ

の結果につきましては、プラットフォームの構

成メンバーにきちんと現状をお伝えするととも

に、産業人材を県内にとどめるためには、より

一層頑張っていかないといけないという情報共

有をいたしたところでございます。

○丸山委員 このプラットフォームには毎年だ

んだん企業が増えていっているというような認

識でよろしいんでしょうか。

○守部産業政策課長 産業人材育成プラット

フォームの構成機関は13です。

○丸山委員 13企業、団体でしょうか。

○守部産業政策課長 13団体は、企業ではなく

て団体で、産学金労官の13です。例えば、大学

でいうと宮崎大学、宮崎産業経営大学で、経済

団体でいうと中小企業団体中央会、商工会連合

会、商工会議所連合会など、労働機関は日本労

働組合総連合会宮崎県連合会が入っていたり、

そういった代表する機関で構成しているプラッ

トフォームになっております。

ですから、その構成している団体の構成員が

増えることによって関わる企業というのは増え

てきますけれども、基本的にプラットフォーム

の構成機関は13になっています。

○丸山委員 我々もインターンシップ生を受け

入れているものですから、その学生に聞いてみ

ると、県内にこういった企業があるのを知らな

かったと言われます。

団体だけにお願いするんじゃなくて、学生た

ちに、こういう企業があるというのがまだまだ

知られていないことが多いような気がするもん

ですから、何か少しずつ強化できるような形も

令和５年度にやってほしかったなと思うのです

が、そういうことはやっていらっしゃらないん

でしょうか。

○守部産業政策課長 この資料55ページの主な

実績内容等の「学生と企業の交流機会創出事業」

というのが、まさに委員がおっしゃられたとこ

ろになります。

県内にはいろいろな企業があるんだけれども、

学生たちがなかなか知らないということで、対

象としては特に決めてはいないんですけれども、

県内の大学生、高等教育機関の学生の１年生か

ら２年生を対象に県内の様々な企業の若手の社

員に参加してもらって、気軽に話をしていただ

きました。例えば、昨年度の実績でいうとＮＨ

Ｋや宮崎銀行、九州電力、アイトップなど、か

なり多様な企業が参加していただきました。

県内の企業を知っていただくということをや

りつつ、実績内容の２つ目ですが、インターン

シップに参加しようとする企業には、インター

ンシップをどのようにやったらいいか分からな

いという企業も多数いらっしゃいますので、そ

ういった企業にコーディネーターをつけて、こ

ういうふうにインターンシップをやったらいい

んじゃないか─すぐにはやらなくてもいい業

務上における課題を学生さんにやってもらった

り、どの企業でも共通する課題として人が来な

いということがあるので、人に来てもらうため

にはどうすればいいかというところを学生目線

で考えてもらったり、そういったプログラムを

組んだらどうですかというようなことをやりな

がら、インターンシップの内容をつくっていた

だき、実際に学生を受け入れてインターンシッ
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プを実施している事業を行っております。

○山口副主査 資料64ページ、ひなたＭＢＡの

件についてお伺いします。

修了する定義というのは、19講座を全部受け

たとか、そういうものではなくて、１講座を受

けて１とカウントして、同じ方がいろいろな講

座を受ければ追加で１、１、１という計算になっ

ているという理解でいいんですか。純粋な参加

者って出るんですか。

○守部産業政策課長 副主査がおっしゃられた

とおり、同一人物が複数の講座を受けると複数

の講座ごとのカウントになりますので、実人員

で何人かといったところではなくて、延べにな

ります。

傾向といたしましては、個別スキルというの

がありまして、それぞれイノベーションだった

り、会計財務だったり、スタートアップ、いろ

いろテーマごとに１講座なんですけれども、全

部受けてもらってもいいですし、個別に受けて

もらってもいいですとなっております。複数受

ける可能性はありますけれども、基本的に経営

者層向けとか各階層向けという形に、職域に応

じてテーマの内容が決まっていますので、基本

的には複数回受けるというのはあまりありませ

ん。先ほどの繰り返しになりますが、個別スキ

ルで足りない部分を補いたいといった場合は、

そのテーマごとに受けられる方もいらっしゃる

というようになっております。

○山口副主査 これは、事業の目標ってどう設

定されているんですか。何年かやっていらっしゃ

ると思うんですけれども、新規の参加者何人と

かそういう形でしているのか、それともこの数

字にあるように、とにかく講座を受けた人が何

人という設定にされているのかというところを

教えてください。

○守部産業政策課長 基本的に、各講座ごとに

定員が設けてあります。その定員に対して受講

者が何名いたかといったところが実績となって

おります。

○山口副主査 実績は分かるとして、県として

のこの事業に対する目標設定がどうなっている

のかというところを教えていただきたい。

○守部産業政策課長 研修を受けた後、会社に

持って帰って、その成果がどのように生かされ

たかといったところの定性的なところを取らな

いといけないと考えておりまして、昨年度も受

講後のアンケートを取っているんですが、講座

内容に対する満足度だけになっておりました。

今年度から、それぞれの受講者が受講後に自分

の会社に帰って、どのような形で役立てたとか、

どう活用できたかといったところのアンケート

を取って、定性的な成果につなげていきたいと

いうことで、そういった取組を今年度からやろ

うとしております。

○山口副主査 今年度の取組は改善されようと

しているところは理解したんですが、この令和

５年度の事業においてはどういう目標設定をさ

れて、どういう結果だったんですか。

○守部産業政策課長 昨年度は、各講座ごとに

それぞれアンケートを取ってはいるんですが、

全体的に申しますと、８～９割の方々が、内容

に対する満足度が非常に高い結果をいただいて

おります。

○山口副主査 目標設定が満足度だったという

ことでいいですか。各講座の満足度８割を目指

すという目標設定を掲げた上でこの事業を行わ

れて、その結果としてアンケートの調査をした

結果、満足度８割を達成できましたという御報
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告なんですか。

○守部産業政策課長 テーマごとに受講する方

々の内容は異なります。先ほどの繰り返しにな

りますが、経営マネジメントだったり、中間管

理職だったり、リーダー職のところだったり、

個別スキルで言うと、会計を学びたいとか、ス

タートアップを学びたいとか、リーダーシップ

を学びたいとか、それぞれのテーマごとに定員

を設けてその定員を満たすといったところが一

つです。

さらに、受講者に対しましてアンケートを取

り、自分が学びたいと思っていた内容であった

かといったところの部分が、満足度であったと

我々は理解しております。

また、その研修を受けただけではなくて、ス

キルを自分の会社に持ち帰ってどのように活用

したかといったところまでが検証できていな

かったというところで、今年度から、研修を受

けて自社に帰ってどのような形で効果的な研修

を受けることができたといったところまで検証

していきたいと考えております。

○山口副主査 例えば、資料64ページのところ

に、ＡＳＥＡＮ市場におけるＥＣ伴走支援につ

いては、成果指標を書いていただいて、売上げ

がこれぐらいで、実績がこのぐらいでしたと記

載いただいているじゃないですか。ひなたＭＢ

Ａについては、特段そういった成果指標は記載

されていないので、それを知りたかったという

ところではあるんですが、ないならないでいい

んですけれども、そこの御説明ができますか。

○守部産業政策課長 人材育成の成果について

は、何人が受講したという形しか書いておりま

せん。これだけではやはり成果としては不足し

ているし、成果として見えないということで、

今年度から、実際受講した人たちがそれを持ち

帰ってといったところは新たにやりたいなと

思っています。

ですから、令和５年度までは、成果指標とし

てはこれ以上のものはございません。

○山口副主査 令和５年度の成果指標は、目標

値はあったんですか。例えば、講座を509人が修

了したってあるじゃないですか。300人の修了と

か、そういう成果指標があって、その実績とし

て509人修了ということだったら、「ああ、なる

ほどな」と思うわけです。

それと、皆さんの課題感として、成果指標と

して不適切だから、今年度は改善していますよ

ということはすごく理解するところであるんで

すが、昨年度の事業における成果指標のところ

が、分かりやすく明確に、あるなら教えていた

だきたいだけなんです。

○守部産業政策課長 昨年度の実績といたしま

しては、各人材育成の講座の定員に対して何人

受けたかといったところが成果指標になってお

ります。

○重黒木総合政策部長 この事業に限らずなん

ですけれども、予算要求するときに、財政サイ

ドとの折衝で、どういった指標を設けて、それ

をどう達成していくかという成果指標について

は議論しております。

ですので、この事業につきましても、目標と

して、課長が言ったように、何人というのを設

定して要求していると思っておりますので、そ

の数字を今探していると思います。

○守部産業政策課長 定員に対しまして、令和

５年度のものが手元にないんですけれども、例

えば令和４年度でいきますと、定員832名に対し

て修了者726名という目標という形で実績として
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報告していて─すいません、令和５年度につ

きましては、定員677名に対して修了者が509名

という形になっております。

定員が677名ですので、それが目標になります。

それに対しまして実績509名という形になりま

す。

○川添主査 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 次に、デジタル推進課はございま

せんか。

○黒岩委員 資料68ページなんですけれども、

市町村に対する伴走支援というのがありますが、

システム標準化に関する伴走支援の具体的な内

容、代表例がありましたら教えていただきたい

と思います。

○福崎デジタル推進課長 システム標準化の作

業につきましては、各市町村でデジタル人材を

それぞれ１人ずつほしいと言われるところもご

ざいます。そういったところに関しては、事業

者とのコミュニケーションといいましょうか、

作業スケジュールを組んだりとかも含めて不得

手なところもございますので、そこについて、

県から委託しましたＩＴコンサルタント企業の

ほうで標準化作業に向けての支援をしておりま

す。

事業開始前が全国平均を下回るような標準化

作業のペースだったんですけれども、令和５年

度末については、県全体のトータルでいきます

と、全国平均を上回る51.6％で全国６位という

ことになっておりますので、作業については大

分追いついてきたと思っているところでありま

す。

○黒岩委員 ということは、ベンダーと自治体

の交渉の手助けといいますか、アドバイスとい

いったことが主な支援内容ということでよろし

いんでしょうか。

○福崎デジタル推進課長 そのとおりでござい

ます。もちろん標準化だけではございませんの

で、ＤＸに関わる様々な問題点、あるいは行政

のオンライン手続の関係であったり、自治体の

ＤＸに関するいろいろな相談にも応じていると

ころでございます。

○黒岩委員 引き続き、しっかり伴走をよろし

くお願いしたいと思います。

それと、同じページなんですが、行政手続オ

ンライン化のところで、オンライン化対応可否

結果というのがありますが、この結果に基づい

て対応可能な業務が56手続ということになった

んでしょうか。それとも、たくさんある中で今

回は56手続をやったということなんでしょうか。

○福崎デジタル推進課長 ここに書いてありま

すように、オンライン化対応可否結果というこ

とで、県庁の中にある手続の中から、添付書類

がなかったりする電子申請手続に乗りやすいよ

うな、ある程度システム構築が容易であろうと

いうところを事前に把握して、進めやすいとこ

ろから進めましょうということで、今回56手続

について先行して行っております。

今後、それ以外の部分についても、うちの職

員も含めて継続的に実施しているところであり

ます。令和５年度は、そういった56手続を優先

的に行ったということでございます。

○黒岩委員 この56手続の中で、特に県民の利

便性がアップするようなものがありましたら、

教えていただきたいと思います。

○福崎デジタル推進課長 最終的に56手続全て

オンライン化が実現したというわけではありま

せん。実際やってみるといろいろな障害がござ
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いまして、完了していないところもございます

が、完了した手続の中では、総合博物館への講

座申込みがあります。これは年間2,000件ぐらい

あるんですけれども、そういった手続について、

電子申請によっての申込みができたということ

でございます。

○山口副主査 マイナポイントの取得のところ

でお聞きしたいと思います。資料69ページなん

ですが、啓発グッズとかを作って配布している

じゃないですか。たまたま目についたので聞き

たいんですが、こういうのって、作ったはいい

けれども配布しきれなかったとか、結構余って

いることはあるんですか。

作るだけでも確かに実績なんですが、配り切っ

たりしないと、どこかの倉庫に眠っていますみ

たいなことだと何なんだろうということになり

ます。総合交通課のほうでもグッズ製作と書い

てあったんで少し気になったんですけれども、

マイナポイントについては全部配ったんですか。

○福崎デジタル推進課長 マイナポイントに関

して今回作製した分については、市町村と連携

して、特に取得率が低いところとか、イオンみ

たいな大型商業施設などで啓発のイベントをし

ておりますので、グッズについては全て配布し

ておるところであります。

○川添主査 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 それでは、生活・協働・男女参画

課について質疑ございませんか。

○山口副主査 資料79ページの「みやざき女性

の活躍強化事業」ですが、成果として推進会議

での企業の拡大とか、講演会の研修という形で

おっしゃっていますけれども、この会議の研修

会の参加人数等に対しての目標数があるのか。

また、新規会員企業数に対しても目標値がある

のかというところを教えてください。

○森山生活・協働・男女参画課長 みやざき女

性の活躍推進会議の活動の目標設定ということ

ですが、講演会や研修会につきましては、特に

目標指標というのはございませんが、その中に

女性リーダー育成塾というものもございまして、

それは年20名程度を３回コースで育成していく

というような設定はしております。

それと、新規会員の獲得数なんですが、令和

８年までに450社という目標を掲げて、活動に取

り組んでいるところでございます。

○山口副主査 令和８年までに450社っていうの

は、恐らく、みやざき男女共同参画プランのほ

うで出していると思うんですけれども、令和５

年度はどれぐらいいっているんですか。

○森山生活・協働・男女参画課長 現在380社と

いうことでございます。

○山口副主査 あと、さぽーとねっと宮崎につ

いてなんですが、この相談件数378件は、対応し

てクローズまでいった数というところでいいん

ですか。相談は受けたけれども、まだ対応中で

解決まで至っていないというか、どこで解決に

するかはそれぞれあると思いますけれども、相

談を受けた数は分かったんですが、対応した数

とイコールなのかどうかというところを教えて

ください。

○森山生活・協働・男女参画課長 さぽーと

ねっと宮崎の相談事業につきましては、実際は

繰り返しの相談を受けているところが非常に多

くございまして、378件の相談のうち実相談人数

は243人ということになっています。

相談が完了して問題が解決した数のところま

での追跡は行ってはおりませんが、総合相談窓
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口ということですので、ここを起点にして弁護

士相談に持っていったり、医療支援を行ったり、

メンタル的な支援を行ったりしているところで

ございます。

○山口副主査 最後に、資料81ページに男女共

同参画センターの年間利用者数を上げていただ

いていますけれども、みやざき男女共同参画プ

ランの計画だと、出前講座の人数も含めて１

万3,000人ぐらいというような計画値になってい

ると思うんですが、それに基づく形で利用者状

況を教えてもらえませんか。

○森山生活・協働・男女参画課長 プランに基

づく啓発活動も含めました令和５年度の利用実

績は１万3,972件になります。内訳といたしまし

ては、センターへの電話相談や来所相談が6,552

件、研修や交流室等を利用される方が1,561件、

相談事業に来られる方─電話相談・メール相

談の方が1,728件、あと、講座や講師派遣等を行っ

ております啓発事業での利用者が4,131名です。

合計が1万3,972名ということになります。

○丸山委員 資料87ページの消費生活センター

の相談件数が年次で載っているんですが、なか

なか下がらないんだなと思っているところです。

相談に対して解決を図りましたというように書

いてあるんですが、本当に問題が解決されたの

ですか。また、いろいろな啓発をしていただい

ているのに被害が減らないのは、手法が変わっ

てきているかもしれません。

令和５年度について、どれくらい相談件数が

あって、解決したのがどれくらいで、特徴的な

ものはどういうものがあったと理解すればよろ

しいでしょうか。

○森山生活・協働・男女参画課長 相談件数の

ほうは、県の相談窓口では5,000件弱をずっと横

ばいの状態でございます。

相談の種類も、簡単なものから、実際に金銭

が絡むもの、詐欺絡みのもの、多数ございます。

解決したかどうかというのは、なかなか難しい

ところではございますが、令和５年でいきます

と、この相談件数のうち、あっせんすることで、

何らかの形で事業主等との間で373件の解決が図

られております。

そのうち金銭を伴う救済ということですと、

あっせんの373件のうちの204件、金額にします

と2,423万2,000円になるんですけれども、こち

らのほうは相談員があっせんという形で問題が

解決されたということになっております。

近年の相談の特徴といたしましては、マスコ

ミ等にも報道されておりますが、ＳＮＳ、不審

なメール、詐欺メール、インターネット購入に

よる化粧品や健康食品の定期購入解約の問題、

あと、近年では融資サービスというところで、

本県でも新たに、ＦＸ、融資詐欺といったもの

も出てきている特徴でございます。

○黒岩委員 資料85ページの消費者行政のとこ

ろの所管事務の確認なんですけれども、例えば

災害で瓦が飛んで、修理をしようと思ったら、

県外とか市外の業者が来られて、法外な値段で

施工をするような流れがあるとした場合に、そ

ういったものの啓発とか、臨機応変に対応でき

るような体制というのは、この中にあるんでしょ

うか。

○森山生活・協働・男女参画課長 そういった

広域の詐欺等とか、不適切な販売をされる業者

につきましては、どこかの県で発生したという

ところですと、国民消費生活センターから情報

が参ります。それを県のほうで受けまして、県

から県の消費者生活センター、あと、市町村に
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設置しております窓口等に周知することで、広

く県内の消費者行政を取り扱っている市町村ま

で周知できるような体制にはしております。

○川添主査 ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 続いて、みやざき文化振興課につ

いて質疑があれば、お願いいたします。

○山口副主査 不活動宗教法人の関係、出張費

が云々という話があったかと思います。これは、

報道を見ると100ぐらい宮崎県にあったようで

す。不活動宗教法人について調査したり、出張

に行かれたりした結果、現時点でどういう状況

になっているのかを教えてもらえますか。

○堀みやざき文化振興課長 不活動宗教法人対

策につきましては、昨年度の途中から補正予算

をいただきまして、専従の会計年度職員をつけ

て、取組をやっているところなんですけれども、

当時、確かに不活動状態にある法人は100程度ご

ざいました。

半年間、そして今年度も９月まで事業をやり

まして、30ぐらいの法人につきましては、不活

動状態が解消されたという成果は出ております。

不活動状態の解消といいますのは、不活動状

態がどういう定義なのかということをまず確認

する必要があるんですけれども、代表役員がい

ないとか、信者がいない、境内がない、信仰施

設がない、あるいは実際に活動を全くやってい

ない、こういったものを不活動宗教法人といい

ます。

それとともに、役員名簿、収支決算書といっ

た書類を年１回県に提出しないといけないとい

うことになっているんですけれども、その提出

があったことによって活動しているかどうかと

いうのを我々は把握することになっております。

その提出が全くない、連絡しても連絡が取れな

いというところがありましたので、根気よく連

絡を取り続ける、あるいは実際に訪問をしてみ

ることなどにより、資料を提出する、あるいは

連絡がついて活動を再開するなどの成果があ

り、30程度は不活動宗教法人の解消ということ

に至っております。

○山口副主査 確認ですが、その100程度のもの

については、すべからく何かしらの調査なり当

たった結果、連絡がついたりとかできたのが30

であったということなのか、名簿の上からやっ

ていったら、時間的な問題があって30までしか

行き着いていないのか、どういう理解をすれば

いいんですか。

○堀みやざき文化振興課長 本県が所轄してい

ます宗教法人は1,200程度ございます。全ての名

簿をもちろん管理しておりますけれども、その

中で、先ほど申し上げた必要書類の提出がない、

連絡がつかないといった法人が100程度ございま

した。

ですので、100程度までの絞り込みというもの

は既にできておりまして、その中から不活動状

態を解消していくということに取り組んでおり

まして、実際に30程度ございました。

先ほど申し上げた100の法人につきましては、

全てに文書を出すとか電話をかける、あるいは

実際に足を運ぶ必要があるところについては足

を運ぶという調査を全て実際に実施したところ

でございます。

○黒岩委員 資料103ページの銅像メンテナンス

のところなんですが、文化公園には小村寿太郎

をはじめ多数の銅像があると思います。私の記

憶では、建立者は顕彰会あたりではないかと思

うんですが、所有者はどなたになるんでしょう
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か。

○堀みやざき文化振興課長 御指摘ありました

とおり、昭和60年代に銅像建設委員会というも

のを官民一体で設置いたしまして、そこで銅像

の建設を行いました。

文化公園に６体、延岡市のほうに後藤勇吉の

銅像が１体ございます。現在、県が所有してい

る銅像ということで認識していただいてよいか

と思います。

○黒岩委員 ということは、文化公園にある６

体については、くすんだり汚れたりした場合、

その都度メンテナンスをやっていくということ

でよろしいんでしょうか。

○堀みやざき文化振興課長 そのとおりでござ

います。令和５年度は、資料103ページに記載の

とおり、若山牧水像１体のメンテナンスを実施

いたしました。

○山口副主査 監査指摘事項があったと思うん

ですけれども、言える範囲で結構ですので、支

払いがどのくらい遅れていたとか、対応策は先

ほど御説明いただいていますけれども、原因の

ところが分からないので、できる範囲で結構で

すが、概要と要因を教えてもらえますか。

○堀みやざき文化振興課長 監査指摘事項は、

準公金の支払手続が大幅に遅れたという内容で

すけれども、準公金というのは、具体的には若

山牧水賞運営委員会の事業費を管理している予

算でございます。若山牧水賞運営委員会は、県

と宮崎日日新聞、延岡市、日向市の４者で負担

金を出し合って事業を実施しております。

支払いの手続が遅れましたのは、令和３年度

の牧水賞受賞者へ贈るトロフィーの代金の支払

いでございました。実は令和３年度は、コロナ

禍で受賞式が実施できず、令和４年度に延期す

るということが決定したのですが、その時点で

は既にトロフィーの発注をしておりました。令

和４年７月に令和３年度分の受賞式を実施し、

そこで納品を受けたわけなんですけれども、１

年遅れたということもあって、事務が錯綜した

のか、当時の経緯が定かでない部分もございま

すが、支払いしないまま令和５年度になり、そ

の事態を我々が認識しまして、すぐに支払いを

行ったということでございます。令和３年度分

の支払いを令和５年度の当初に行ったというこ

とで、大幅に遅れたということがございました。

ですので、進捗管理表などにより、支出の状

況を確認しておけば、このようなことにはなら

なかったのかなということで、我々も深く反省

をしておりまして、このようなことが二度とな

いように適切な事務処理に努めてまいりたいと

考えております。

○山口副主査 予算とか決算とかのときは、気

づかなかったというか、決算があったら気づき

そうな気がするんですけれども。

○堀みやざき文化振興課長 私どもも、令和５

年度になってそれに気づいたんですけれども、

令和５年度になってから令和４年度の決算が行

われますので、その決算の処理を私どもも令和

５年度当初すぐにしておりました。その中で、

これが支払われていないなということに気づき

まして、すぐに手続を実施したという経緯でご

ざいます。

○丸山委員 資料106ページの「文化で紡ぐ地域

活力の再興応援事業」なんですが、この事業に

よって、コロナ禍で止まってしまった文化や伝

統芸能を続けてほしいということでやっていた

だいた事業だと思っています。令和５年度で終

わっているんですが、令和５年度まででトータ



- 77 -

令和６年10月１日(火)

ル幾つぐらいの文化が継続・再構築できて、今

でも継続されているのかというのを含めて教え

ていただくとありがたいと思っております。

○堀みやざき文化振興課長 コロナ禍により中

止や縮小された地域の伝統行事などがたくさん

ございます。その再開を応援しようということ

で、令和４年度も同様の事業をやっており、補

助率や補助額、対象市町村も少し多く募集して

おりました。令和４年度は10市町村に対して支

援を行いまして、令和５年度は３市町村という

ことで、この２か年で13市町村の支援を実施で

きたというところでございます。

○丸山委員 13市町村とのことですが、お祭り

みたいなやつが復活したのは、それぞれ１個ず

つぐらいと認識してよろしいでしょうか。

○堀みやざき文化振興課長 １市町村１行事と

いうことで捉えていただければよいかと思いま

す。例えば、令和５年度の成果でありましたら、

３市町村において、それぞれ地域で古くからやっ

ておりますお祭りですとか伝統行事を１つずつ

再開して実施できたというところでございます。

○丸山委員 26市町村あると考えると、それぞ

れがコロナ禍で人が集まったら駄目だよという

ことで、非常に貴重な伝統文化が途絶えるとい

うこと─文化が途絶えるといけないというこ

とでやっていただいたと思っております。記紀

編さん1300年事業をやったように、しっかりと

そういうのは残すべきだと思っているもんです

から、26市町村それぞれで止まっていた文化が

あったのに、13市町村しか手を挙げてこなかっ

たというのも若干心配だなと思います。

ほかのところは、文化が継承されていると思っ

ていいのか、そこも教えていただくとありがた

いと思います。

○堀みやざき文化振興課長 令和４年度が10市

町村と申し上げましたが、この時期はやはりコ

ロナ禍で、市町村の行事が多くストップして、

元気も失われていた時期でありましたけれども、

その中で手を挙げていただいた市町村が10市町

村でありました。多くの市町村にお声かけいた

しましたけれども、10市町村でありましたので、

令和４年度そして令和５年度の３市町村、これ

で一定の成果はあったのかなとは考えておりま

す。

徐々にコロナ禍から回復して、それぞれの取

組を独自に進めていかないといけないという姿

勢は芽生えてきているのかなと思いますので、

資金面だけじゃなくて、別の形で様々な支援は

引き続きやっていきたいなと考えております。

○坂本委員 資料98ページの「私立専門学校授

業料等減免」について、住民税所得割非課税世

帯等の生徒の授業料等減免に対する補助のとこ

ろですが、予算額と決算額を見比べますと、ほ

ぼ予算のとおりに補助がなされていると受け取

れるんですが、実際に対象となる生徒に対して、

どれぐらいの割合で補助がなされているのか教

えてください。

○堀みやざき文化振興課長 この私立専門学校

授業料等減免の事業の実績としましては、資料98

ページの一番下にありますとおり654人に対して

実施をしました。授業料59万円、入学金16万円

が上限となっており、この金額をそれぞれを上

限とした支援を行ったところでございます。

○坂本委員 少し質問の仕方が悪かったかもし

れませんが、住民税所得割非課税世帯等という

対象者の方が……。

先に、申請方法について、どのように申請さ

れて補助がなされるんでしょうか。
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○堀みやざき文化振興課長 こちらの授業料減

免につきましては、直接専修学校に通う生徒に

支払うものではなくて、学校に対しての支援と

いうことになります。学校のほうでその対象者

を調べて申請してもらうという形で、我々は学

校からの申請を受けて支出をするというような、

大まかにはそういった流れになっております。

○坂本委員 そこは承知しました。

資料99ページの「奨学のための給付金事業」

で、授業料以外の教育負担軽減のための給付金

とあります。予算のことは別として、これも同

様に、学校のほうが、対象者を把握して補助す

るということなんですか。

○堀みやざき文化振興課長 資料99ページの「奨

学のための給付金」は、先ほどの授業料減免と

異なりまして、それぞれの世帯から直接県のほ

うに申請がありまして給付をしている仕組みに

なってございます。

○坂本委員 お聞きしたかったのが、子供たち、

親御さんといった、申請をしている人たち、対

象になる方たちに対して、どれぐらいの割合で

申請されているかというのを把握なさっていた

ら教えていただけますか。

○堀みやざき文化振興課長 まず、資料98ペー

ジの私立専門学校授業料等減免ですけれども、

専修学校に通う学生というものは、大体4,000人

ぐらいと捉えております。そのうち654人に対し

て、学校を通じて補助をしているということで

すので、割合としてはその程度ということにな

ります。

99ページの奨学のための給付金は1,645人、高

等学校専攻科92人とありますけれども、これは

県外の高校に通う生徒も含まれております。世

帯に対する給付ということで、高校に通う子供

を持つ世帯が宮崎県内にあれば、教育費の負担

軽減を必要とする、経済的に少し余裕のない世

帯であれば支援しましょうというような制度に

なっておりまして、県外に通う生徒も含まれて

いるため、割合については全てを把握すること

が困難と考えております。

○坂本委員 分かりました。申し上げたいのは、

これは公立も含まれるんですけれども、この就

学援助制度は、生活が厳しい御家庭の方たちを

対象にやっている制度だと認識しています。

それで、申請される割合がどうしても低いと

いう現状がずっとあって、これは福祉保健部の

ほうでも御答弁いただいているんですけれども、

私学についても申請の方法とかの周知、この人

が対象ですということを丁寧にされないと、制

度としてあまり意味のないものだと思っている

んです。

お聞きしたのは、県外でも県内でも構わない

んですけれども、1,645人プラス92人という方た

ちがどれぐらいの割合なのか。あと、ここで申

請されていないところ、給付がなされていない

ところについての手当てをしっかり丁寧に見て

いただきたいということで申し上げました。

御答弁は結構ですので、しっかりそういった

実態を把握していただいて、お金がないところ

はお金がないので、何かいろんな事情で申請し

ていないということが見えていると思っている

んです。ですから、100％給付金が給付されるよ

うな、そういった丁寧な対応をお願いしたいな

と思って申し上げました。

○河野総合政策部次長（県民生活担当） 対象

となる世帯には学校のほうからしっかりと広報

して周知を図っておりますので、私どもとして

は、全ての世帯に支給されているものと認識は
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しております。

○坂本委員 ちなみに、ホームページを見たん

ですが、申請の方法はオンラインも活用してい

ると理解してよろしいんですか。

○堀みやざき文化振興課長 この２つの事業に

つきましては、まだオンライン化はされていな

いところでございます。

○坂本委員 それも含めて、申請しやすい方法

をぜひ御検討ください。

○川添主査 ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 それでは、人権同和対策課につい

て、質疑があればお願いいたします。

○黒岩委員 人権同和対策課の課の名称につい

てなんですけれども、同和対策事業といいます

のは、国のほうでまだ続いているんでしょうか、

県が行っているんでしょうか。

○中村人権同和対策課長 同和対策事業につき

ましては、昭和40年に国の同和対策審議会の答

申の中で、同和問題の解決が国民的課題である

と、国の責務であるということが示されまして、

それから昭和40年代、50年代の時代は生活環境

面の改善に努めてまいったわけでございます。

そういったことで、地区の生活環境も大分改

善されてきたわけなんでございますけれども、

そういった中で、最近は差別意識の解消といっ

たところがまだ残っております。私どもは５年

に一度、「人権に関する県民意識調査」をやって

いるんですけれども、その中でも「あなたの子

供が同和地区出身の方と結婚したいと言ってき

た場合どうされますか」という質問の中で、大

概の方は認めると答えておられるんですけれど

も、自分は反対するけれども子供がどうしても

と言うのであれば仕方ないとか、絶対に認めな

いというような方が12.3％いらっしゃいます。

一部にそういった根強い差別意識がございま

して、最近の状況でいいますと、インターネッ

ト上の特定の掲示板に、宮崎県のどこどこは同

和地区であるとか、あるいは同和地区の関係者

を誹謗中傷するような内容の書き込み、よく見

られるインターネット上の問題、そういった差

別が見られております。

それで、我々といたしましては、やはり啓発

が必要であろうということで、先ほど説明しま

した人権担当者養成講座でありますとか、県民

向けの講座で、そういう誤った認識を改めてい

ただくということでの啓発を進めているところ

でございます。

○黒岩委員 県内に同和地区が存在すると、そ

の対策を取らないといけないのは分かっている

んですけれども、私の記憶では、国の同和対策

事業というのは、そこから切り替えて、人権対

策のほうにシフトしているんじゃないかなと

思っているんです。

そういう中で、宮崎県としてはまだ人権同和

対策課という課があるという、「同和」という名

称が残っていることについて、どうなのかなと

思っているところです。

○中村人権同和対策課長 同和問題というのは

日本でもいろいろばらつきがございまして、西

日本では多くて、東日本ではあまり見られない

ような問題ではあります。九州各県で、「人権同

和」という名称がついておりますし、大分県で

は「部落差別解消推進課」というような名称も

残っておりますので、「同和」を消すというのは

難しいと考えているところです。

○黒岩委員 関係団体、関係者の方からの意向

もあると思います。そこは了解いたしました。
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○丸山委員 資料112ページに、ふれあい映画祭

の年次別の参加人数が出ているんですが、コロ

ナ禍前は2,600人で令和５年度は1,300人と、半

分になっているもんですから、このあたりは少

しどうなのかなと思います。

人権に対する啓発をしっかりしないといけな

いということで、ふれあい映画祭は、そういう

意味を含めてやっている事業じゃないかなと

思っているんですが、コロナ禍が明けてから少

し低調だなと思っています。このあたりの対策

を含めて令和５年はどんなことをやられたんで

しょうか。

○中村人権同和対策課長 おっしゃるとおり、

コロナ禍でかなり減っておりまして、その後に

つきましてはある程度戻ってきているんですけ

れども、令和５年度でいいますと、高千穂町と

五ヶ瀬町が合同開催だったと思いますので、12

か所の13市町村で開催しました。

市町村のうち半分ぐらいはできているですが、

映画の上映に要する費用が物価高騰などで上

がってきておりまして、従来の金額でやろうと

すると、映画の開催回数自体を減らさなきゃな

らなかったということがございました。市町村

からの希望が非常に多い事業でございまして、

各市町村が手を挙げられますので、前年に対象

とならなかった市町村については、必ず翌年に

は見ていただくというような形をとっておりま

す。

公民館などに小学生などを集めて、昨年は子

供向けの「むしむし村の仲間たち」といった、

お互いの違いを認めて、思いやりの心を持って

もらうような映画でありますとか、子供の好き

なアニメなんですけれども、「かいけつゾロリ」

といった、友情をテーマにするようなものは子

供にも非常に好評です。

少なくとも２年に１度は県内満遍なく見てい

ただけるような形で考えているところではござ

います。

○丸山委員 物価高騰でという発言がありまし

たが、人権のことですので、お金の問題ではな

く、必要なものはしっかり予算を組んでいただ

いて、市町村と連携しながらやっていただきた

いと思います。

コロナ禍前ぐらいの方たちに、映画を見に来

ていただいて、人権問題を認識できる方々が、

しっかり根づくようにしていただくほうがいい

んじゃないかと思っています。市町村と連携し

ながら、しっかりやっていただきたいと思って

おります。

○川添主査 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 各課の説明、それに対する委員の

質疑は終了いたしました。

最後に、総合政策部の決算全般について、総

括的な質疑がありましたら、お願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 ないようですので、以上をもちま

して総合政策部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時39分休憩

午後２時49分再開

○川添主査 それでは、分科会を再開いたしま

す。

令和５年度決算について、執行部の説明を求

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終
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了した後にお願いいたします。

○山下宮崎国スポ・障スポ局長 令和５年度の

決算につきまして、お手元の決算特別委員会資

料に基づきまして御説明いたします。

資料３ページを御覧ください。

「宮崎県総合計画2023」のうち、宮崎国スポ

・障スポ局に関連します主要施策につきまして、

体系表にしております。この体系表に基づきま

して、右側の施策の柱ごとに概要を御説明いた

します。

人づくり分野についてということになってお

ります。

スポーツの推進といたしまして、2027年に本

県で開催されます国民スポーツ大会及び全国障

害者スポーツ大会に向け、開催準備を進めると

ともに、主要スポーツ施設の整備を進めたとこ

ろでございます。

また、天皇杯獲得に向けまして、宮崎国スポ

の時点におきまして、少年種別の主力となりま

す、いわゆるターゲットエイジや社会人アスリ

ートなどに支援を行いまして、本県の競技力向

上に努めたところでございます。

次に４ページを御覧ください。

令和５年度の決算の状況についてであります。

宮崎国スポ・障スポ局全体としましては、こ

の表の一番下の欄ですが、予算額98億8,287

万1,000円、支出済額91億9,190万３円、翌年度

繰越額６億5,651万4,339円、不用額が3,445

万6,658円となりまして、執行率は93％で、翌年

度への繰越額を含めますと99.7％です。

そのほか監査における指摘事項につきまして

は、宮崎国スポ・障スポ局関係はございません。

○長倉宮崎国スポ・障スポ局次長 引き続き、

資料４ページでございます。

総務企画課の決算額は、表の上から２行目に

ありますとおり、予算額２億7,750万5,000円に

対しまして、支出済額２億7,596万165円、不用

額は154万4,835円、執行率は99.4％となってお

ります。

５ページを御覧ください。

当課の決算事項別の明細を記載しております。

このうち、目の不用額が100万円以上のものに

ついて御説明いたします。

表の上から４行目の（目）企画総務費であり

ますが、不用額は154万4,835円であります。

この不用額の主なものとしましては、上から

３つ目の（節）共済費でありますが、これは職

員給与に係る地方職員共済組合の基礎年金拠出

金の事業主負担金率が引き下げられたことによ

り、執行残が生じたものであります。

次に、令和５年度の主要施策の成果について

御説明いたします。

６ページを御覧ください。

人づくりの（１）スポーツの推進についてで

す。

「国民スポーツ大会開催準備」でありますが、

県準備委員会において総会・常任委員会等の会

議や、市町村・競技団体への説明会を開催いた

しまして、大会開催に必要な準備活動を推進し

たところであります。

次のページの一番上の会場地の選定等につき

ましては、国スポ正式競技及び特別競技は、全38

競技の会場地について、公開競技は、全７競技

中６競技の会場地について、デモンストレーショ

ンスポーツは、37競技の実施とその会場地につ

いて、障スポ正式競技では全14競技の会場地に

ついて、県準備委員会として決定したところで

あります。
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次に、広報活動につきましては、公募による

大会イメージソングの制作や、大会公式ホーム

ページ・ＳＮＳの開設、情報発信のほか、パネ

ル展、出前講座、県政番組を活用した大会の周

知や機運醸成のための広報活動を実施したとこ

ろであります。

次に、競技役員の養成につきましては、競技

団体が行います中央講習会等派遣事業や、県内

講習会等開催事業等に対して、補助事業により

支援を行ったところであります。

最後に、市町村別競技施設整備補助事業につ

きましては、各市町村で行う競技施設整備事業

に対して支援を行ったところであります。

令和５年度は、門川町の軟式野球場フェンス

ラバー改修工事や、新富町のサッカー場の改修、

都農町のホッケー場改修に伴う実施設計事業に

補助金を交付したところであります。

○佐藤競技・式典課長 資料４ページを御覧く

ださい。

競技・式典課の決算額は、表の上から３行目

にありますとおり、予算額710万円に対しまして、

支出済額651万4,543円、不用額は58万5,457円、

執行率は91.8％となっております。

次に、９ページを御覧ください。

当課におきましては、目の不用額が100万円以

上のもの、及び執行率90％未満のものはござい

ません。

○財部施設調整課長 資料４ページを御覧くだ

さい。

施設調整課の決算額は、表の上から４行目に

ありますとおり、予算額90億2,764万6,000円に

対しまして、支出済額83億5,574万7,669円、翌

年度繰越額６億5,341万4,979円、不用額は1,848

万3,352円、執行率は92.6％となっておりますが、

翌年度への繰越額を含めますと99.8％となって

おります。

次に10ページを御覧ください。

当課の決算事項別の明細を掲載しております。

このうち、目の不用額が100万円以上のものに

ついて御説明をいたします。

表の上から４行目の（目）計画調査費であり

ます。

不用額は1,848万3,352円であります。

この不用額のうち主なものとしましては、ま

ず中ほどの委託料945万6,752円ですが、これは

プール建設における令和４年度からの繰越事業

について、プール西側の交差点の設計費が不用

となったことによるものであります。

また、下から２行目の負担金・補助金及び交

付金810万9,260円ですが、これは、陸上競技場

整備における都城市への負担金の減によるもの

などであります。

次に、令和５年度の主要施策の成果について

御説明をいたします。

11ページを御覧ください。

人づくりの（１）スポーツの推進についてで

あります。

「県有スポーツ施設整備」でありますが、陸

上競技場、体育館、プールにつきましては、建

設中であり、ひなた県総合運動公園ラグビー場

得点掲示板につきましては、更新工事の設計が

完了したところでございます。

○横山競技力向上推進課長 資料４ページを御

覧ください。

競技力向上推進課の決算額は、下から３段目

にありますとおり、予算額５億7,062万円に対し

まして、支出済額５億5,367万7,626円、翌年度

繰越額309万9,360円、不用額は1,384万3,014円、



- 83 -

令和６年10月１日(火)

執行率は97％となっておりますが、翌年度への

繰越額も含めますと97.6％となっております。

次に、目の不用額が100万円以上のものについ

て御説明いたします。

14ページを御覧ください。

上から３段目にありますとおり、（目）体育振

興費の不用額が1,322万6,287円となっておりま

す。

主なものは、下から２段目の負担金・補助及

び交付金1,070万4,299円でありますが、これは、

ふるさと選手活動支援事業や、チームみやざき

強化アドバイザー招へい事業において、関係機

関との調整の結果、一部競技においてふるさと

選手の派遣の中止があったほか、アドバイザー

の招聘が実現しなかったこと等によるものであ

ります。

決算事項の説明については、以上であります。

次に、令和５年度の主要施策の成果について

御説明いたします。

15ページを御覧ください。

人づくりの１、文化・スポーツに親しむ社会

づくりの（１）スポーツの推進についてであり

ます。

主なものにつきまして御説明いたします。

16ページを御覧ください。

一番下にあります「みやざきの次代を担う少

年競技力育成」では、県内高等学校の中から国

民体育大会等での入賞実績があり、本県の競技

力向上を牽引する運動部がある学校を競技力強

化指定校として指定するとともに、同じく県内

中学校の中から一定の実績を持つ運動部がある

学校を競技力向上拠点校として指定し、遠征や

合宿費用等の一部補助を行うなど、少年競技力

の向上に努めたところであります。

次に17ページを御覧ください。

「チームみやざき強化アドバイザー招へい」

では、県外の優秀な指導者を各競技団体が強化

アドバイザーとして招聘する際の旅費等の支援

や強化練習会等を開催する際の経費の支援を行

うなど、指導者の養成や本県選手の競技力の向

上に努めたところであります。

次に19ページを御覧ください。

「社会人アスリート等確保」では、無料紹介

所である、ひむかアスリート・ジョブサポート

センターを設置し、県内外の競技実績のある有

望アスリートに対し、県内企業団体等への就労

支援を行ったほか、アスリートを雇用した企業

に対し、雇用環境に関わる必要な経費の支援を

行うなど、青年有望選手の確保に努めたところ

であります。

次に20ページを御覧ください。

「ターゲットエイジ強化プロジェクト」では、

宮崎国スポ時に少年種別の主力となるターゲッ

トエイジ、令和５年度の小学校５年生から中学

校２年生の有望選手を指定し、遠征や合宿費用

等の一部補助を行うなど、少年競技力の向上に

努めたところであります。

今後とも宮崎国スポでの天皇杯獲得に向け、

各競技団体や各学校と連携し、本県競技力の向

上に努めてまいりたいと考えております。

○川添主査 執行部の説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。あり

ませんか。

○黒岩委員 資料10ページのところなんですけ

れども、公有財産購入費というのがありますが、

この内容を教えてください。

○財部施設調整課長 主にプールの建設に係る

経費になります。
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○黒岩委員 工事費ではなくて財産購入となっ

ていますが、どういった財産なんでしょうか。

○財部施設調整課長 プールの事業はＰＦＩ事

業になります。ＰＦＩの事業ですので、事業を

行っている事業者がつくったものを購入すると

いう形になるため、このようになっているとい

うことでございます。

○黒岩委員 私の記憶では、最終的な事業費

が160億円ぐらいだったと思います。160億円の

うち今回上がっているのが32億円ぐらいという

ことなんですが、最終的には、160億円全てが公

有財産購入費ということになるんでしょうか。

○財部施設調整課長 ここで詳細な中身の分配

というか、御説明ができないんですけれども、

購入費だけではなくて、指定管理料ですとか、

光熱費の支払いといったものも含まれます。

○黒岩委員 ということは、この160億円のうち

の公有財産購入費については、この32億円で終

わりということの理解でいいんでしょうか。ま

だ出てくるんでしょうか。

○財部施設調整課長 後年度に分割して、各年

支払う部分が出てきます。

○岩切委員 同じページなんですが、先ほどプ

ール西側交差点の設計委託をしなくて済みまし

たという解説をいただきました。プール西側と

いうと、施設の公道に接する部分のことなのか

なと認識したんですが、それ以外のものもある

のか想像がつかないんですが、どの部分のこと

か、もう少し教えてください。

○財部施設調整課長 現在施工中の敷地の西側

に接する進入路のことでございます。

○岩切委員 敷地の活用として進入路ですから、

それなりのラインを引かないといけない、いわ

ゆる設計をしないといけないと思うんですが、

それが不要になったというところが少し理解し

難かったんですが、教えてください。

○財部施設調整課長 プールの西側に県有地が

あるんですけれども、この県有地を売却するた

めに総合政策課において公募をしておりました。

オフィスや宿泊施設、文化交流施設といったも

のの応募を想定しており、交通量の増加を想定

しての設計ということだったんですけれども、

応募がなかったために一旦見送ったということ

でございます。

○岩切委員 当時は国スポが終わるまでどうで

すかというぐらいの話で止まっているんですけ

れども、売却を予定していたところがなかった。

いずれにしても公道に接する部分の改良という

か、変更があるんですが、もしかしたらその部

分は道路管理者のほうがやるべきというような

話になっているんでしょうか。

○財部施設調整課長 工事そのものは宮崎市が

行うことにはなるんですけれども、県と市との

協議の中で、開業後に交通量が増えて渋滞が起

こるような状況があるようであれば、対策を検

討するということにしております。

○川添主査 ほかはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 以上をもちまして宮崎国スポ・障

スポ局を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時８分休憩

午後３時13分再開

○川添主査 分科会を再開いたします。

それでは、令和５年度決算について執行部の

説明を求めます。
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○米良会計管理者 会計管理局の令和５年度の

決算の概要について御説明いたします。

決算特別委員会資料の３ページを御覧くださ

い。

まず、課別の決算状況になりますが、会計課

は、予算額４億4,074万4,000円に対しまして、

支出済額４億2,116万1,483円で、不用額1,958

万2,517円、執行率は95.6％となっております。

次に、物品管理調達課は、予算額１億3,777

万9,000円に対し、支出済額１億3,623万2,331円

で、不用額154万6,669円、執行率は98.9％となっ

ております。

この結果、表の一番下の会計管理局合計は、

予算額５億7,852万3,000円に対し、支出済額５

億5,739万3,814円となり、不用額2,112万9,186

円、執行率は96.3％となっております。

次に、４ページをお願いいたします。

会計課の令和５年度決算事項別明細説明資料

になりますが、ここでは、各課の歳出予算にお

ける目の不用額が100万円以上のもの、または執

行率が90％未満のものについて御説明させてい

ただきます。

まず、表の上から３段目、（目）一般管理費の

不用額204万2,626円につきまして、その主なも

のは、一番下の段、共済費の151万9,539円であ

りますが、これは、令和６年１月31日付で職員

の給与に係る地方職員共済組合の基礎年金拠出

金の負担金率が、令和５年４月１日に遡及して

引き下げられたことにより、執行残が生じたも

のでございます。

次に５ページをお願いいたします。

表の一番上、（目）会計管理費の不用額1,753

万9,891円につきまして、その主なものは、下か

ら４段目、役務費の1,559万7,505円であります

が、これは主に収入証紙の売りさばき人に対し

て支払う売りさばき手数料の執行残でございま

す。

なお、目における執行率が90％未満のものは

ありません。

続きまして、６ページをお願いいたします。

物品管理調達課になりますが、表の上から３

段目、（目）一般管理費の不用額106万7,637円に

つきまして、主なものは、一番下の段、共済費

の56万5,543円でありますが、これは、会計課と

同じく、職員給与に係る基礎年金拠出金の負担

金率が遡及して引き下げられたことによる執行

残でございます。

なお、目における執行率が90％未満のものは

ございません。

最後に、主要施策の成果に関する報告書、決

算審査意見書及び監査における指摘事項につき

ましては、いずれも報告すべき事項はございま

せん。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○川添主査 執行部の説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○岩切委員 資料５ページの役務費、売りさば

き手数料の執行残ということでございますが、

手数料がここまで余るということは、売る予定

だった証紙が相当売れなかったということにな

るんだろうと思うんですけれども、どういった

内容のものが証紙として売れなかったかという

ようなところが分かれば、お教えください。

○坂下会計課長 証紙の売りさばきになります

が、具体的にどの分がというのは把握はしてい

ないんですけれども、証紙の売上代金の予算額

を27億8,000万円ほど準備していたんですけれど

も、結果として、決算額が23億2,000万円ほどに
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なったということで、手数料の3.3％になります

が、その分が執行残になっています。

最近は、運転免許関係の講習における証紙が

県の収入ではなくなったりとか、そういった動

きがあるものですから、年々少しずつ減ってき

ているような状況になります。

○岩切委員 決算を見ながら、これからの県の

行政をどうしていくかという議論になると、支

払い方法が多種多様になってきている現代にお

いては、証紙はいかにも手数を使うものになっ

ているという議論は、ここ数年してきた思いが

あります。

そういった意味では、30億円ほどの売上げ目

標が数億円分減ったというのは、どこがどうだ

というのをしっかり把握した上で、それ以上に

支払い方法が、証紙に頼らないものが適当なの

か、証紙に頼るべきなのかというところを分析

しないと、次の一手が打てないと思うんですが、

そのあたりはいかがでしょうか。

○坂下会計課長 収納につきましては、県民の

利便性の向上という面から、いわゆるキャッシュ

レス決済の導入とかになりますけれども、公金

収納方法の多様化を考えておりまして、現在の

ところ連絡調整課を通じて各課に説明して、協

力を要請しているところであります。

公金収納方法につきましては、電子申請によっ

て換金する電子納付とか、最近では、県税のほ

うが令和５年度からｅＬＴＡＸを使っています。

ｅＬＴＡＸの納付書の中にＱＲコードが印字さ

れておりまして、そのＱＲコードでキャッシュ

レス決済ができるとか、スマホでも納付できる

とか、全国の金融機関でも扱えるなどもありま

すので、そういったｅＬＴＡＸの導入のほうを

進めていくと考えております。

そして、窓口収納に関しましても、キャッシュ

レス決済について、どういった収納方法が可能

かどうかを関係課へ意向調査しているところで

あります。

そういった取組を進めまして、今後、証紙の

在り方も含めて、多様な公金収納方法の実施に

向けて関係課と協議してまいりたいと考えてお

ります。

○岩切委員 この役務費10億円を目当てに暮ら

しているというか、仕事ができている団体も現

実はあるんだろうと思うんです。交通安全協会

だとか、何とか協会だとかですね。そのあたり

を意識しながらも、基本はいろいろな手数料を

納める側の県民の利便性というのが軸になりな

がら、本当にたくさんのことを考えないといけ

ないと思うんですけれども、ぜひそういったも

のを検討して進んでいただけたらと思います。

○黒岩委員 物品調達の方法についてですが、

金額によって相見積りでいったりとか、入札を

したりとか、いろいろ方法はあるんですけれど

も、当然いいものを安く買うというところなん

でしょうが、例えば、日南市には王子製紙があ

りましてコピー用紙も作っていますけれども、

そういう地元のものを優先的に使うとか、特例

的なものはないんでしょうか。

○津野物品管理調達課長 基本的には、地元の

企業の入札とか参加は、ほとんどそのような形

でやっております。コピー用紙についても、環

境に配慮したパルプだったり、そういうものを

基にやっておりますので、地元のものが入って

きていると考えております。

○黒岩委員 例えば、発注の内部のルールとし

て、少し高いけれども地元だから使おうかとか、

そういった運用というのはないんでしょうか。
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○津野物品管理調達課長 コピー用紙に関して

は、単価契約を年間で結んでおりまして、先ほ

ど言いましたように環境に配慮したものになっ

ていますので、基本的には、県内の業者から入っ

ていると考えております。

それ以外に関しては、県内に支店とか本店が

あるところを中心に、特に見積り依頼160万円以

下のものについては、そちらを優先して発注し

ております。そこが取り扱っていないものは入っ

てこないのがあるかもしれませんが、基本的に

は県内のものが中心に入ってきていると理解し

ております。

○山口副主査 先ほどの収入証紙のことなんで

すけれども、今年度の予算だと幾らぐらいの売

上げを見込んだ上で作っているんですか。

○坂下会計課長 今年度も、前年度同額の27

億8,000万円程度の売上げを見込んで予算を要求

しております。

○山口副主査 実績としては、27億円まで行っ

ていないわけですよね、27億円というのを入れ

たのは何か理由があるんですか。

○坂下会計課長 証紙については、免許の更新

の期間が５年ごととかいろいろなケースがある

ものですから、増減が若干あります。そういう

ことで、この27億8,000万円程度というのは、大

体10年間の中の最大ということで予算を確保し

ています。

○山口副主査 分かりました。

あと、物品管理調達課のほうにお伺いしたい

んですけれども、入札だったり相見積りだった

りというところで、令和５年で一番発注額が安

かったというんですか。1,000円でも相見積りに

したのか、それとも20万円ぐらいが相見積りと

して一番下なんですよとか、一番下ってどのぐ

らいの額なんですか。

○津野物品管理調達課長 物品調達システムと

いうのを運用しておりまして、基本的には業者

に登録していただいて、コンピューター上でネッ

トワークを通じて見積り依頼をするようにして

おります。

競争入札に登録してある業者に関しては、シ

ステムを使って全員に一斉に公平に見積り依頼

が行くような形にしていますので、1,000円以下

でも相見積りの依頼をしているものはございま

す。

○山口副主査 ルール上は何かあるんですかね。

何万円以上だったら随意契約でもいいよとかい

ろいろあるかと思うんですけれども、そのあた

りとの整合性などについて教えてください。

○津野物品管理調達課長 ルール上は、見積書

は基本的に２者以上から取らなければなりませ

んが、３万円未満は省略可能となっております。

また、10万円未満は１者の見積りでも可能となっ

ております。

物品管理調達課で行っている調達は、物品管

理調達システムを使っている関係で、登録され

ている業者に関しては公平に、こういう発注が

あったという情報も含めて行くような形となっ

ております。そういうシステムを平成24年から

構築している関係で、基本的には、３万円以下

だから相見積りを取らないということではなく

て、公平に業者の方に発注、入札、見積り依頼

の機会を設けるために1,000円以下でも１万円で

もやっております。

○山口副主査 私もよく分かっていないんです

けれども、他課で何かしら購入するとかなった

場合、その課で買うときは、３万円以下だった

ら自分たちの判断でやっているけれども、物品
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管理調達課を通すと相見積りになるみたいなこ

とが起き得るということですか。

○津野物品管理調達課長 基本的には、本庁各

課、それから宮崎地区の出先機関の物品の発注

は、全て物品管理調達課が行っております。

消耗品とか備品とかに関しては、今おっしゃっ

たように相見積りを取る形になるんですけれど

も、各課で調達する、物品管理調達課が取り扱っ

ていない適用除外のものとかになりますと、３

万円という基準と10万円という基準を基に、見

積りを依頼する業者を決定しているというのは

あります。

○山口副主査 どこまで相見積りを取ればいい

かは、かなり議論があるところだと思っていま

す。１個1,000円のものを相見積りさせられるの

もきついというように言っていらっしゃると、

事業者から話を聞いたことがあります。

行政上のルールとしては、３万円未満は省略

可能というところがあるじゃないですか。あえ

て厳しくと言ったらあれですけれども、３万円

未満は業務上の効率化を取らずに厳しくやって

いるというのは何かあるんですか。何に基づい

てそうしているのか分からない。ルールでは３

万円以下は省略して大丈夫となっているのに、

なぜここの課だけはそのルールに外れているの

かというところの根拠がよく分かりません。

○津野物品管理調達課長 先ほど申しましたよ

うに、物品管理調達課では物品管理調達システ

ムというのをつくっておりまして、「こういうも

のは入れられる」という登録をしていただいて

おります。物品管理調達課で業者を選定する際

に、物品を調達する業者もたくさんあって、30

社ぐらい登録があるものですから、その中から

１社を選ぶという作業が、宮崎市の場合は非常

になかなか難しいということがあります。

物品管理調達システムであれば全部の業者に

インターネットで行きますので、それで一番安

いところに入れていただいているというのが実

態です。消耗品なんかは取扱い業者も多いので、

そういう方法で常に入れていただいているんで

すけれども、なかなか発注しないような物品に

関しては、副主査がおっしゃったような意見も

耳には入っておりますので、そこに関しては注

意をしようかということは考えております。

今言ったように、その30社の業者から1,000円

の物品を選ぶというルールは今のところうちの

ほうではありません。登録している業者には公

平に出そうというルールの基にシステムを構築

したものですから、そのような発注になってお

ります。

○川口会計管理局次長 補足なんですけれども、

低額のものについて、全ての業者に見積りを依

頼するというのは、確かに今後検討していかな

いといけないなということで我々はやっており

ます。業者もそういう入札の情報を見て、必ず

札を入れないといけないとか、見積書を出さな

いといけないかというと、そうではなく、辞退

もできますし、辞退することによってペナルティ

ーを科すようなこともありません。

これについては、システムを変えるだけでも

相当な経費がかかりますので、今後の改修だと

か予算を見ながら、そういうシステム改修やル

ールも含めて検討していきたいと思っておりま

す。

○川添主査 ほかはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 それでは、以上をもちまして会計

管理局を終了いたします。
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執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時33分休憩

午後３時35分再開

○川添主査 分科会を再開いたします。

それでは、令和５年度決算について執行部の

説明を求めます。

○田村人事委員会事務局長 それでは、人事委

員会事務局の令和５年度決算の概要について御

説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料３ページを御覧

ください。

表の一番上の段、（款）総務費でございます。

予算額１億3,846万7,000円に対しまして、支出

済額は１億3,634万6,187円であります。

この結果、不用額が212万813円、執行率が98.5

％となっております。

次に、執行率が90％未満の目はありませんの

で、執行残が100万円以上の目について御説明い

たします。

資料の４ページを御覧ください。

表の一番上の段、（目）事務局費の不用額は204

万2,723円となっております。

その主なものは、節の下から３段目、委託料

の64万4,234円であります。これは、職員採用案

内動画制作に関する業務や、給与勧告データシ

ステムの改修に関する業務の委託料が、当初の

見込みを下回ったこと等により執行残が生じた

ものであります。

なお、主要施策の成果に関する報告書への掲

載、また、決算審査意見書に記載された審査意

見及び監査における指摘事項はありません。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○川添主査 執行部の説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 では、以上をもって人事委員会事

務局を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後３時38分休憩

午後３時39分再開

○川添主査 分科会を再開いたします。

それでは、令和５年度決算について執行部の

説明を求めます。

○坂元監査事務局長 それでは、監査事務局の

令和５年度の決算の概要について御説明いたし

ます。

資料右下の決算と書かれたページで説明を進

めてまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。

お手元の決算特別委員会資料２ページを御覧

ください。

監査事務局の予算執行状況につきましては、

一番上の（款）総務費の欄のとおり、左から予

算額は１億8,048万8,000円、支出済額は１

億7,756万7,902円、不用額は292万98円、執行率

は98.4％となっております。

次に、執行率が90％未満の（目）はございま

せんので、執行残が100万円以上の（目）につい

て御説明いたします。

３ページを御覧ください。

一番上の段、（目）事務局費の不用額が239

万9,491円となっております。

主なものは、職員手当等や共済費などの執行

残によるものであり、共済費につきましては、

令和６年１月31日付で職員の給与に係る地方職
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員共済組合の基礎年金拠出金の負担金率が、令

和５年４月１日に遡及して引き下げられたこと

により、執行残が生じたものであります。

主要施策の成果及び監査結果につきましては、

特に報告すべき事項はございません。

決算に関する説明は以上でございますが、４

ページと５ページの令和５年度の財務事務執行

等に係る定期監査結果につきましては、監査第

一課長から御説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。

○牛ノ濱監査第一課長 それでは、資料４ペー

ジを御覧ください。

令和５年度の財務事務執行等に係る定期監査

結果について御説明をいたします。

決算特別委員会の各分科会におきまして、各

部局が決算状況を報告する中で、監査委員の決

算審査意見書及び監査報告書における指摘事項

等について、該当する所属から内容や対応状況

を説明しているところですが、ここでは、各部

局に対する定期監査の結果について総括する形

で御報告をいたします。

まず、１、監査実施数でありますが、全ての

監査対象機関に対し252回の定期監査を実施して

おり、令和５年度後期に現年監査として174回、

令和６年度前期に前年の決算監査として78回を

実施しております。

次に、２、定期監査における指摘事項等の件

数についてでありますが、（１）年度ごと推移に

ついて、一番右の令和５年度の欄を御覧いただ

きますと、指摘事項が８件、注意事項が36件、

意見が１件、計45件が是正または改善を必要と

する事項となっております。

なお、参考としまして、合計欄の下に知事部

局の件数を内数として括弧で記載をしておりま

す。

５ページを御覧ください。

（２）令和５年度指摘事項等の項目別の内訳

につきましては、収入や支出、契約事務におけ

る誤りや遅れが多くなっており、その原因とい

たしましては、表の下の米印に記載のとおり、

担当者の知識不足や失念、また、組織による

チェック体制の不十分さなどが主なものとなっ

ております。

また、その右側の表、（３）部局別の内訳につ

きましては、監査対象機関数の多い部や県立学

校を所管する教育委員会が多い状況となってお

ります。

最後に、３、監査結果を踏まえた監査事務局

の取組についてでありますが、（１）～（４）に

記載のとおり、指摘事項等の公表及び庁内周知

を行うほか、各所属が講じた改善措置状況の取

りまとめやその公表を行っております。

また、適正な事務処理を行うために必要な対

策や取組について意見を提出するとともに、関

係各課との連携による事務処理の改善等を図っ

ております。

さらに、定期監査や監査委員による部局長等

意見聴取におきまして、前年度の監査結果を踏

まえた取組状況について確認を行っております。

定期監査においては依然として初歩的な事務

処理の誤り等が多く見つかっていることから、

監査の結果が各部局の適正かつ効率的な事務の

執行に十分活用されるよう、今後とも関係各課

と連携しながら取り組んでまいります。

○川添主査 執行部の説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○山口副主査 監査の回数が252回ということ

で、昨年度の決算を見たら令和４年度は276回の
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ようでした。回数の変化というのは、どこをや

るかという計画によって、年度ごとで多少の出っ

張り引っ張りがありますよという、その範疇で

すよという理解でよろしいでしょうか。

○牛ノ濱監査第一課長 毎年度、全ての所属に

対して１回は監査に入るという考え方は同じで

ございます。ただ、現年監査を行う場合と決算

監査を行う場合がございます。以前だと、同じ

年度に現年監査と決算監査が入ったりすること

があったりしたものですから、それをうまく整

理した結果、少し回数が減ったということでご

ざいます。

○黒岩委員 公共事業の工事が終わったのにい

つまでも支払いがないとか、そういったものが

市町村で散見される場合があるんですけれども、

こういったものまで監査の対象になるんでしょ

うか。

○牛ノ濱監査第一課長 ここに記載のとおり、

支出事務等の遅れというのは、やはり対象にな

るということでございます。

○黒岩委員 そういった事例というのは、昨年

度の監査ではあったんでしょうか。

○牛ノ濱監査第一課長 記憶にある範囲でござ

いますが、予算執行伺とかの遅れは確認できて

いるんですけれども、実際に予定していた支出

の時期が遅れるということはございません。

○黒岩委員 行政手続法というのがありまして、

例えば、いろいろなものが来たときに回答をい

つまでにやりなさいとか、そういったものがあ

るんですが、これも監査の対象になるんでしょ

うか。

○牛ノ濱監査第一課長 財務に関することとい

うことになれば、やはり対象になるということ

でございます。

○丸山委員 資料４ページの定期監査における

指摘事項の件数の推移を見させていただいたと

き、令和元年度から令和５年度を見てみると少

し少なくなっています。これは、内部統制制度

がしっかり機能し始めて、内部のチェックがしっ

かりできるようになっているという見方をして

いいのでしょうか。

○牛ノ濱監査第一課長 内部統制が令和２年度

から執行されておりますので、その影響が大き

いと考えております。

○丸山委員 内部統制制度が導入されていて、

注意事項はなかなかそこまで減っていないとい

うのは、そこまではできない内容ということな

んでしょうか。

○牛ノ濱監査第一課長 確かに内部統制が始ま

る前後を比べると減ってはいるんですけれども、

その後、もう５年近くたつのに、明確に減って

いっているといった状況がなかなか確認できて

おりません。これは総務部ともいろいろ話すと

ころではあるのですけれども、より周知が必要

であり、そして職員の意識を高めていくという

課題もあるのかなと思っております。

○川添主査 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 それでは、以上をもちまして、監

査事務局を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時、休憩いたします。

午後３時49分休憩

午後３時50分再開

○川添主査 分科会を再開いたします。

それでは、令和５年度決算についての説明を

求めます。
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○小牧事務局長 県議会事務局の令和５年度決

算の概要につきまして、御説明を申し上げます。

お手元の決算特別委員会資料３ページを御覧

ください。

一番上の段の（款）議会費でございます。予

算額11億1,328万3,000円に対して、支出済額10

億9,853万8,912円、不用額1,474万4,088円となっ

ております。執行率については98.7％でありま

す。

次に、（目）の不用額が100万円以上のものに

ついて御説明いたします。

まず、上から３段目の（目）議会費でありま

す。不用額が535万4,428円であります。

主なものといたしましては、１つ目に上から

４段目の報酬の111万4,548円でありますが、こ

れは議員の辞職による執行残でございます。

２つ目に、中ほどの旅費の335万4,148円であ

りますが、これは、応招旅費等の執行残であり

ます。

４ページを御覧ください。

一番上の段の（目）事務局費であります。不

用額が938万9,660円であります。

主なものといたしましては、１つ目に上から

５段目の共済費の116万1,080円でありますが、

これは、基礎年金拠出金の負担金率が改正され

たことによる執行残でございます。

２つ目に、中ほどの旅費の130万3,579円であ

りますが、これは、随行に要する旅費の執行残

であります。

３つ目に、下から５段目の委託料の350万1,758

円でありますが、これは本会議及び各委員会の

反訳委託費の執行残及び議会棟改修事業の移転

業務に係る執行残であります。

４つ目に、下から３段目の工事請負費の186

万3,677円でありますが、これは、議会棟改修事

業の執行残であります。

そのほか、主要施策の成果に関する報告書、

決算審査意見書及び監査における指摘事項等に

ついては、該当ございません。

○川添主査 事務局の説明が終了しました。委

員の皆様から質疑はございませんか。

○岩切委員 資料４ページの随行に伴う旅費の

執行残ということでございました。県の旅費規

程を議会事務局も利用していらっしゃると思う

んですけれども、職員の皆様の基準額と議員の

基準額が若干違うと承知しております。

ただ、視察では同じホテルを利用されるのが

一般的でございまして、そのあたりが御負担に

なっていないか常に心配しておりました。

また、食料費をどう認識するかなんですけれ

ども、議員が現地で夕食等を取る際に職員が同

伴いただいているのが一般的なんですけれども、

御負担になっているのではないかと、そんな思

いを持ちながらもこの間過ごしていました。

予算のこういう残が出ている状況であるとす

れば、何らかの改善に充てられないかというよ

うな率直な思いを持ったんですが、いかがなも

のでしょうか。

○福島総務課長 視察等で宿泊するホテルにつ

きまして、規程上は議員と職員で単価は違うん

ですけれども、実際選んでいるホテルにつきま

しては、高額というか豪華なホテルに泊まって

いるわけではなく、むしろ職員のほうに合わせ

ていただいているのかなというような気がして

おります。

食料費につきましても、夕食等につきまして

も、豪華なものを食べているということではな

く、一般的な範囲内で一緒に食事を取らせてい
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ただいているということで、そこまで負担になっ

ているということではないと私自身は考えてい

るところでございます。

○岩切委員 私個人は予備知識なくついていく

ばかりで、同行いただいて本当に助かっている

んですが、職員の皆さんが経済的にも御負担に

なっているのであれば忍び難いと思っていたん

です。旅費予算にこれだけ執行残があるという

ようなことだったもんだから、あえて尋ねまし

た。そういう事情であれば、特に問題ないと理

解させていただきました。

また、課長のほうから御答弁いただきました

けれども、現に同伴する職員の皆さんから意見

聴取いただいて、必要な場合には様々な工夫を

局長からいただきたいと思います。

○山口副主査 議員寮の維持管理費と議長公舎

の維持費というのは、これの中に入っているの

でしょうか。どこの項目で出ているのですか。

○福島総務課長 （目）事務局費の委託料の中

に議員寮管理委託ですとか議長公舎に係る守衛

業務が入っております。

○黒岩委員 関連なんですけれども、この委託

料というのは、清掃されたりとか受付されたり

とかはそうなんでしょうけれども、改修したり

とか、財産そのものの管理は、財産総合管理課

が管理しているということでよろしいんですか。

○福島総務課長 議員寮につきましては、議会

事務局、議会のほうで管理しているということ

でございます。

○黒岩委員 議長公舎はどうなんですか。

○福島総務課長 議長公舎につきましても、議

会のほうで管理しております。

○黒岩委員 ということは、改修が必要な場合

には工事請負費とか、そういったものが出てく

るということになるんでしょうか。

○福島総務課長 はい、おっしゃるとおりでご

ざいます。

○坂本委員 議長公舎の話が出ましたので、議

長車というのはどこに入っているんでしょうか。

○福島総務課長 更新前の議長車の係る経費と

しましては、事務局費の中の公課費で、重量税

とかこういったところの経費は入っております。

今年度更新した分については、来年度でござい

ます。

○川添主査 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 それでは、以上をもって議会事務

局を終了いたします。

お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後４時０分休憩

午後４時２分再開

○川添主査 それでは、分科会を再開いたしま

す。

まず、採決についてでありますが、10月２日

の午後１時に採決を行いたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 それでは、以上で本日の分科会を

終了いたします。

午後４時２分散会
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午後０時58分再開

出席委員（６人）

主 査 川 添 博

副 主 査 山 口 俊 樹

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 坂 本 康 郎

委 員 岩 切 達 哉

委 員 黒 岩 保 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 春 田 拓 志

議事課主任主事 上 園 祐 也

○川添主査 それでは、分科会を再開いたしま

す。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

賛否も含め、御意見があればお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後０時59分休憩

午後０時59分再開

○川添主査 分科会を再開いたします。

それでは、これより採決に入りますがよろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 それでは、議案第22号についてお

諮りいたします。原案どおり認定することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 御異議ありませんので、原案のと

おり認定すべきものと決定いたしました。

次に、主査報告骨子（案）についてでありま

す。

主査報告の項目及び内容について、御意見は

ありませんか。

暫時休憩いたします。

午後０時59分休憩

午後１時０分再開

○川添主査 分科会を再開いたします。

それでは、主査報告につきましては、正副主

査に御一任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 それでは、そのようにいたします。

その他で何かございませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時０分休憩

午後１時16分再開

○川添主査 それでは、分科会を再開いたしま

す。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添主査 以上で分科会を閉会いたします。

委員の皆様、お疲れさまでした。

午後１時16分閉会

令和６年10月２日(水)
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令和６年９月30日（月曜日）

午後０時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第22号 令和５年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

○議案第26号 令和５年度宮崎県立病院事業会

計決算の認定について

出席委員（６人）

主 査 山 内 佳菜子

副 主 査 山 内 いっとく

委 員 山 下 博 三

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 齊 藤 了 介

委 員 井 本 英 雄

欠席委員（１人）

委 員 坂 口 博 美

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 医 監 兼
嶋 本 富 博

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
高 妻 克 明

経 営 管 理 課 長

県立宮崎病院事務局長 佐々木 史 郎

県立日南病院長 原 誠一郎

県立日南病院事務局長 湯 地 正 仁

県立延岡病院長 山 口 哲 朗

吉 田 秀 樹県立延岡病院事務局長

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 渡久山 武 志

福祉保健部次長
津 田 君 彦

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
市 成 典 文

（保健・医療担当）

こども政策局長 長 友 修 一

衛 生 技 監 椎 葉 茂 樹

部参事兼福祉保健課長 久 保 範 通

指導監査・援護課長 新 村 仁 志

長 寿 介 護 課 長 島 田 浩 二

医療・介護連携推進室長 廣 池 修 次

障がい福祉課長 牧 浩 一

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 黒 田 真 紀

政策調査課主査 藤 原 諒 也

ただいまから決算特別委員会厚生○山内主査

分科会を開会いたします。

本日の分科会の日程の前に、本日は坂口委員

が所要により欠席されるとのことですので届出

がありました。御了承ください。

まず、分科会の日程についてであります。

日程案につきましては、御覧のとおりであり

ますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いたし○山内主査

ます。

次に、審査方針についてであります。

審査方針につきましては、決算特別委員会に

おいて決定のとおりでありますので、よろしく

お願いいたします。

次に、先ほど開催されました主査会の協議内

容について御報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。

令和６年９月30日(月)
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分科会審査説明要領により行いますが、決算

事項別の説明は、目の執行残が100万円以上のも

、 、の及び執行率が90％未満のものについて また

主要施策の成果は、主なものについて説明があ

ると思いますので、審査に当たりましては、よ

ろしくお願いいたします。

次に、監査委員へ説明を求める必要が生じた

場合、ほかの分科会との時間調整を行った上で

質疑の場を設けることとする旨、確認がなされ

ましたので、よろしくお願いいたします。

次に、審査の進め方ですが、福祉保健部のみ

３班編成とし、班ごとに説明及び質疑を行い、

最後に部全体の総括質疑を行いたいと存じます

ので、よろしくお願いいたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午後１時１分休憩

午後１時２分再開

分科会を再開いたします。○山内主査

それでは、令和５年度決算について、病院局

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

当分科会に御審議をお願いし○ 村病院局長

ています議案について、概要を御説明いたしま

す。

お手元の令和６年９月県議会定例会提出議案

（ ） 。議案第22号～第26号 の目次を御覧ください

このうち、病院局関係の議案は、議案第26号

「令和５年度宮崎県立病院事業会計決算の認定

について」の１議案でございます。

同じ議案書の９ページを御覧ください。

令和５年度宮崎県立病院事業会計の決算につ

いて、地方公営企業法第30条第４項の規定によ

り、議会の認定に付するものであります。

令和５年度の決算につきましては 純損益が42、

億8,384万円余の赤字となりまして、赤字額は過

去最大となりました。詳細につきましては、こ

の後、次長から御説明いたします。

令和５年度は、新型コロナの病床確保料の減

額、全国的な患者数の低迷、近年の物価の高騰

や賃金の急激な上昇など、大変厳しい事業環境

となりました。

このような中、今後、県立宮崎病院再整備や

電子カルテシステム更新など大型投資に係る企

業債償還に伴い、収支が悪化し、運転資金の不

足が見込まれましたことから、当面の財務強化

といたしまして、令和６年度に一般会計から50

億円の貸付けを受けることとなったところであ

ります。

また、50億円の貸付けに当たっては、知事部

局のチェック体制を強化するため、県立病院事

業点検プロジェクトチームが設置されておりま

す。先般、令和５年度決算や、これまでの経営

改善の取組等について、プロジェクトチームの

確認を受けましたので、点検を受けた立場とし

て結果を報告させていただきます。

なお、経営改善に向けましては、昨年度改定

しました「宮崎県病院事業経営計画2021」に基

づきまして、収益確保と費用削減の取組を進め

ながら、早期の黒字化を達成し、借入金を着実

に返済してまいります。

診療報酬の改定後も、物価高や賃金の上昇は

継続しておりまして、引き続き病院事業を取り

巻く環境は大変厳しいものでありますが、今後

とも医師確保など必要な体制を充実させ、医療

の質の向上を図りながら、本県の中核病院とし

ての役割と機能を果たしてまいりますので、委

員の皆様方の御指導をよろしくお願いいたしま

す。
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それでは、決算特別委員会○高妻病院局次長

資料に沿って説明いたしたいと思います。

まず、私から、病院事業全体について説明を

します。その後、各病院の決算について、各事

務局長から説明いたします。

資料の３ページでございます。

概要です。枠で囲んであるところを御覧いた

だきたいと思います。純損益ですが、42億8,000

万円余の赤字でございまして、２年連続でござ

います。

、 。 。以下 特徴について申し上げます ６点です

１点目、旧宮崎病院解体に伴う特別損失19

億6,000万円余の計上によりまして、赤字額は過

去最大になっております。

２点目です。患者数は減少したものの、入院

・外来の収益は、対前年度18億8,000万円余増加

しています。

３点目です。物価高騰や賃金の上昇によりま

して、費用 給与費、材料費、経費でござい─

ますが、対前年度16億3,000万円余増加していま

す。このため、入院・外来収益増の大部分は、

費用の増加で相殺された形となっています。

４点目です。新型コロナ病床確保料を除いた

経常損益は、対前年度11億円余の改善です。

５点目です。実質的な資金残高の損益勘定留

保資金等残高 損益勘定留保資金と退職給付─

引当金の合計額ですけれども、24億4,000万円余

で、対前年度22億円余の減。

６点目です。いわゆる運転資金の現金預金残

高は24億6,000万円余で対前年度７億7,000万円

余の減であります。

下の表でございます 「宮崎県病院事業経営計。

」 。画2021 の収支計画と決算見込みとの比較です

表の一番左の純損益は約6.5億円程度上振れし

ています。これは、収支計画の見込みよりも収

入において4.5億円ほど多く、支出において２億

円ほど少なかったことによるものであります。

また、右から２列目、損益勘定留保資金等残

高でございますけれども、計画より10億円余改

善していること、また、その左、現金預金残高

は24億円余上振れている状況です。これは、実

質的な資金残高の10億円余の改善と、年度間の

３月と４月に支払額の違いがありますが、こう

いったものが反映された結果でございます。

４ページでございます。

収益的収支の状況です。枠囲みの中について

、 。 、は 先ほどの説明のとおりでございます 表に

説明という列がございます。こちらに増減理由

等を示しております。

、 。 、まず 収益についてでございます 入院収益

、外来収益はいずれも患者数は減少はしましたが

単価の増により増加しています。その一方で、

一般会計繰入金については、病床確保料が大幅

に減少しています。

次に、費用についてです。費用のうち、給与

費については、医療スタッフの増や給与改定に

よりまして増加しています。

また、材料費は、高額医薬品の使用増等によ

りまして増加していまして、経費につきまして

も、新病院整備に伴い、新たに取得しました医

療機器の保守業務委託の開始等によりまして増

加しています。

なお、一番下の資金収支 説明の列の一番─

下ですけれども、表の下から３行目に、償却前

損益２億5,000万円余があります。こちらが赤字

。 、であります その下 後ほど説明はしますが─

資本的収支の25億円余も赤字になりますけれど

も、合計額27億5,000万円余の赤字を、損益勘定

留保資金等で補塡しているということになりま

す。
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令和５年度につきましては、この償却前の赤

字が生じました。これは18年ぶりに生じたもの

でございまして、こういったところも実質的な

資金残高の減少要因となっているということで

あります。

５ページでございます。

患者数です。延べ入院患者数、延べ外来患者

数、いずれも前年度よりも減少しています。コ

ロナ禍前の水準には達していません。延べ入院

患者数は、県立宮崎病院と県立日南病院で増加

しましたが、県立延岡病院で減少しています。

また、外来患者数は、県立延岡病院で増加し

たものの、県立宮崎病院と県立日南病院で減少

しています。

６ページでございます。

病院ごとの状況でございます。

県立宮崎病院が30億2,000万円余の赤字、県立

延岡病院が３億1,000万円余の赤字で、12年ぶり

となります。県立日南病院が９億3,000万円余の

赤字でございます。

７ページ、資本的収支でございます。

収支差は25億円余の支出超過でございます。

これも説明の欄に主な説明理由等を示していま

す。

まず、収入についてですが、一般会計負担金

が県立宮崎病院の再整備に係る企業債償還金の

増によって増加しています。しかし、支出につ

いては、改築整備費が県立宮崎病院再整備に係

る工事の減により減少する。その一方で、その

他改良工事費、資産購入費が県立延岡病院の心

臓脳血管センターの整備や県立日南病院のＭＲ

Ｉ更新によりまして、増加しています。

８ページでございます。

３の企業債の状況です。

企業債の発行額は27億5,000万円余です。

その内訳は、県立宮崎病院の再整備や各病院

の施設改修等の建設改良工事に12億2,000万円

余、各病院の医療器械や施設備品購入に９

億5,000万円余、電子カルテシステム改修に５

億8,000万円余を充てております。当年度の償還

額は46億9,000万円余で、令和５年度末の未償還

残高は450億8,000万円余でありまして、前年度

末残高と比較しますと19億3,000万円余減少して

います。

９ページでございます。

４の比較貸借対照表でございます。

これはストックの変動も含めて、年度末時点

における財務状況を明らかにするものでござい

ます。

表の左側、資産の部です。一番下の資産合計

は737億5,000万円余で、前年度より37億8,000万

円余減少しています。

要因は、主に２つでございます。１つ目は、

固定資産のうち有形固定資産の上から２行目、

建物の32億8,000万円余の減少 旧宮崎病院の─

解体による資産除却等によるものです。

２つ目です。流動資産の８億5,000万円余の減

少です。その要因は、現金預金と未収金の減少

。 、でございます 現金預金の減少理由については

先ほどの説明のとおりでありますけれども、未

収金の減少の理由については、新型コロナ病床

確保料の廃止等に伴う減少などとなっておりま

す。

なお、未収金ですけれども、61億1,000万円余

となっています。このうち約57億円は診療報酬

の部分でございます。請求から支払いまでタイ

ムラグが生じるものでありますので、既に収納

済みとなっております。

また、内訳に記載しております医業未収金に

ついては、患者負担分の過年度の未収金です。
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徴収や、その未然防止のために、各病院への未

収金徴収員の配置、また患者に対する生活保護

や医療費助成制度等の説明などの取組を行って

います。

さらに、回収困難な案件については、弁護士

法人に委託しているところであります。

次に、表の右側、負債の部でございます。負

債の合計は、前年度より５億円余増加していま

す。

主な要因は２つでございます。

１つ目は、固定負債のうち、企業債の借入れ

が16億5,000万円余減少したことであります。こ

れは県立宮崎病院再整備事業の減少によるもの

です。

２つ目は、流動負債でございまして、５行目

に未払金がございます。12億2,000万円余増加し

ております。これは、現金預金と同様の話です

が、年度間の工事費や委託料の支払時期に、繰

越し等の関係もありまして、差が出てまいりま

す。そういったことによるものでございます。

この結果、資本の部の資本合計は、前年度よ

り、収益的収支で申し上げました純損益分であ

ります42億8,000万円余が減少しています。

10ページでございます。

５の一般会計負担金の推移です。

これは政策的な事業を実施するための補助金

と経営基盤の強化のための繰入金の合計額にな

ります。

対前年度で一番右でございますけれども、比

較しますと17億4,000万円余減少しています。そ

の原因につきましては、主に、オレンジ色の部

分の新型コロナ病床確保料が補助金になります

けれども、それが大幅に減少したためでござい

ます。

、 。次に 濃い青色の部分が繰入金でございます

これは、診療報酬や企業債の発行というような

病院企業の収入をもって充てることができない

費用について、国が定める基準に基づいて、一

般会計が負担するものです。

県立宮崎病院再整備に係る企業債の償還増に

伴いまして、対前年度６億8,000万円余増加して

います。濃い青の部分は増えているということ

でございます。

11ページでございます。

６のキャッシュ・フロー計算書です。

この計算書は、損益計算書上の収支と、実際

の現金の収支が未収金や未払金の影響によりま

して一致しないことがございます。そういった

ことなどから、事業活動と現金預金 いわゆ─

る運転資金ですけれども、こちらの関係を明確

にするために作成しているものであります。

表の右下の青色で塗った３行ですけれども、

令和５年度の現金預金は、全体で７億7,000万円

余減少しています。期末残高は24億6,000万円余

となっています。

12ページでございます。

今申し上げた金額の推移でございますけれど

も、７、内部留保資金の推移であります。実質

的な資金残高であります損益勘定留保資金等の

残高は24億4,300万円で、対前年度22億700万円

の減となっています。令和５年度と令和４年度

を比較した場合、青い部分の差があるというこ

とであります。

また 運転資金である現金預金残高は キャッ、 、

シュ・フロー計算書のとおり24億6,800万円でご

ざいまして、対前年度７億7,500万円余の減でご

ざいます。

グラフを御覧いただきますと、新型コロナ病

床確保料の多額の未収金は主に第４四半期分が

年度をまたいで交付される。そういう仕組みで
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ございましたので、その計上の関係もありまし

て、令和２～４年度の間は、実質的な資金残高

が運転資金を10～20億円程度上回っていたこと

が見てとれます。

13ページでございます。

病院事業会計の状況でございます。

、 、これは先ほど来 説明しておりますけれども

収益的収支 左側ですけれども、２億5,000万─

円余です 資本的収支 右側ですけれども 25。 、─

、 、億円余の資金不足が生じていまして ある意味

基金的なものでございますけれども、損益勘定

留保資金等で補塡しています。そのイメージを

図示したものでございます。

14ページでございます。

令和５年度の事業実施状況です。

ここでは、今年度の常任委員会で、まだ説明

を申し上げていない２の人材確保・育成につい

て説明します。

（２）の専攻医研修資金貸与事業は、県立延

岡病院、県立日南病院の医師確保のために、臨

床研修を終えた後期研修医に、研修資金を月15

万円貸与して、一定期間どちらかの病院に勤務

をすれば返還が免除されるというものでありま

す。昨年度は、５人に貸与しました。

（３）研修医・看護師確保事業です。これに

つきましては、県内外で説明会などに取り組み

ますとともに、県立延岡病院と県立日南病院の

体制強化のために 看護師地域枠採用試験を行っ、

ています。

その実績としましては、医師のほうですけれ

ども、初期臨床研修医を今年４月に26人、看護

師地域枠につきましては、昨年の10月と今年の

４月を合わせて県立延岡病院で８人、県立日南

病院で３人を採用しました。

（４）看護師等医療スタッフの人材育成事業

につきましては、医療スタッフの資質向上のた

め、認定看護師等の専門資格の取得を引き続き

支援しています。

15ページでございます。

「宮崎県病院事業経営計画2021」における事

業全体の臨床・経営指標の目標と実績値でござ

います。この掲げている指標は、いずれも病院

の収益性を見る代表的なものでございます。

指標を説明しますと、経常収支比率は、経常

費用に対する経常収益の割合でございます。医

業収支比率は医業費用に対する医業収益の割合

です。そして、修正医業収支比率は、一般会計

負担金等を除いた医業費用に対する医業収益の

割合です。令和５年度の目標値比較では、それ

ぞれ1.6～1.8ポイント上回っているところでは

あります。

16～17ページにつきましては、これまでの委

員会でも御説明申し上げてきたところでござい

ますので省略させていただきたいと思います。

県立宮崎病院○佐々木県立宮崎病院事務局長

の決算状況につきまして御説明いたします。

同じく、決算特別委員会資料の18ページを御

覧ください。

まず収支、損益に関する結果から、ポイント

といたしまして、上段の四角囲みのところでご

ざいます。病院事業収益から病院事業費用を差

し引いた令和５年度の純損益は30億2,977万円の

赤字となっております。これは、旧宮崎病院の

解体に伴いまして、特別損失19億6,028万円を計

上したことが主な要因でございます。

また、同じく解体に伴う特別利益２億598万円

及び新型コロナ病床確保料２億7,904万円を除い

た経常損益で比較いたしますと、前年度に比べ

て11億3,375万円の改善となっております。

収益費用の増減について、下の表を御覧くだ
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さい。病院事業収益は、最初の行にありますよ

うに187億7,343万円余で、新型コロナ病床確保

料が大きく減少したものの、入院・外来収益の

増等によりまして、前年度比６億9,071万円余、

約3.8％の増となっております。

このうち、入院収益は、２行目でございます

けれども105億9,005万円余で、患者数、単価と

もに増加したことによりまして、前年度比６

億3,008万円余、6.3％の増、さらに、３行目で

ございますけれども外来収益は46億2,270万円余

で、患者数は減少したものの、単価の増により

まして、前年度比３億4,722万円余、8.1％の増

となっております。

病院事業費用は、表の中ほどにございますけ

れども、218億320万円余で、前年度比23億4,334

万円余、12％の増となっております。増額とな

りました費用の主な内訳といたしましては、さ

きに申し上げました特別損失のほか、上から給

与費が職員数の増や給与改定によりまして３

億4,204万円余の増、材料費が患者数の増に伴う

薬品費等の増によりまして２億8,420万円余の

増、経費が新たに取得した医療器械の保守委託

業務の開始等によりまして１億7,270万円余の増

となっております。

続きまして、19ページの表を御覧ください。

令和５年度の患者の状況でございます。

入院の延べ患者数は、最初の行にありますと

おり13万6,410人で、外科のがん患者、小児科の

肺炎患者等の増によりまして、前年度に比べ

て803人の増となりました。

上から４行目、患者１人１日当たりの入院収

益は７万7,634円で、高度な手術の割合の増等に

より、前年度に比べて4,187円の増となっており

ます。

外来の延べ患者数は、15万5,904人で、小児科

・内科等で新規患者が減少したことと、地域連

携によりまして、再来の患者が減少したことに

、 。よりまして 前年度比3,072人の減となりました

外来の部分の４行目、患者１人１日当たりの

外来収益は２万9,651円で、外来化学療法の実施

件数の増等によりまして、前年度に比べ、2,757

円の増となっております。

次に、20ページをお開きください。

「宮崎県病院事業計画2021」における経営指

標等につきまして、主なものを御説明してまい

ります。

まず、目標設定指標につきましてでございま

す。３の紹介率につきましては89.3％、目標に

は0.7ポイント達しておりませんが、地域の医療

機関との連携強化をしておりまして、４の逆紹

介率101.2％とともに、昨年度よりは大きく向上

してきているところでございます。５の経常収

支比率93.6％、６の医業収支比率84.1％、７の

修正医業収支比率82.2％、ともに前年度及び目

標を上回っているところでございます。

続きまして、次の21ページを御覧ください。

実績管理指標につきましてでございます。

表中の３、救急患者数は7,322人、４の救急車

受入件数は4,758件で、昨年度よりそれぞれ579

人、243件の減ではございますが、おおむねコロ

ナ禍前の水準となっております。今後とも「断

らない救急」を目指しまして、体制の充実に努

めてまいりたいと考えております。

このほか、給与費、材料費、経費の費用自体

は増加しておりますが、入院・外来収益が増加

したことにより、11の給与費の対修正医業収益

比率が55.5％と、昨年度比1.6ポイント改善して

おります。価格交渉等の費用節減効果といたし

まして、12の材料費・経費の対修正医業収益比

率が49.4％と、昨年度比0.3ポイント改善してい
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るところでございます。

それでは、県立○吉田県立延岡病院事務局長

。延岡病院の決算状況について御説明いたします

決算特別委員会資料の22ページをお願いいた

します。

病院事業収益から病院事業費用を差し引きま

した令和５年度の純損益は３億1,884万円余の赤

字となっております。

病院事業収益は、最初の行にありますとお

り、131億9,540万円余でございます。その内訳

ですけれども、２行目、入院収益は85億5,635万

円余で、内科をはじめとします入院料の増加等

によりまして、前年度と比べ５億4,600万円余の

増となっております。また、３行目、外来収益

は26億5,124万円余で、高額な投薬を行います化

学療法に伴う診療収入の増等によりまして、前

年度と比べ8,300万円余の増となっております。

次に、４行目、一般会計繰入金ですけれど

も、12億9,244万円余となりまして、前年度と比

べ８億8,800万円余の減となっています。これに

つきましては、新型コロナ病床確保料の受入れ

が、前年度と比較して８億4,940万円余の減と

なったことが主な要因でございます。このこと

から、病院事業収益は、前年度に比べまして、

額にして２億6,120万円余、率にして1.9％の減

となっております。

病院事業費用につきましては、表の中ほどに

なりますけれども135億1,424万円余でございま

す その内訳ですけれども 次の行の給与費は59。 、

億8,115万円余で、職員数の増や給与改定等によ

りまして、前年度と比べ３億8,387万円余の増と

なっております。また、その次の行の材料費で

すけれども37億7,598万円余で、高額な治療薬の

購入数の増加等によりまして１億7,439万円余の

増となっております。

このことから、病院事業費用は、前年度に比

べ６億9,332万円余、率にして5.4％の増となっ

ております。

続きまして、23ページをお願いいたします。

令和５年度の患者数の状況でございます。

入院の延べ患者数は９万4,537人で、産婦人科

の患者数が減少したことなどによりまして、前

。 、年度に比べ6,850人の減となっております また

患者１人１日当たりの入院収益は９万508円で、

前年度に比べまして１万1,500円余の増となって

おります。

次に、外来の延べ患者数は10万1,297人で、歯

科口腔外科や皮膚科の患者数が増加したことな

どによりまして、前年度に比べ1,394人の増と

なっております。

また、患者１人１日当たりの外来収益は２

万6,173円で、前年度に比べ468円の増となって

います。

続きまして 「宮崎県病院事業経営計画2021」、

における経営指標等について、主なものを御説

明いたします。

24ページをお願いいたします。

目標設定指標の表でございます。

令和５年度の実績について、主な指標としま

しては、５の経常収支比率は目標値97.8％に対

して97.6％、６の医業収支比率は目標値91.7％

に対して91.4％となりまして、目標をほぼ達成

した状態でございます。

また、８の稼働病床利用率は、目標値71.5％

に対しまして66.6％、９の１日当たりの入院患

者数は、目標値274人に対して258人、10の１日

当たりの外来患者数は 目標値422人に対して417、

人となっておりまして、目標に至っていない指

標もございますので、下回っている指標につい

ては、目標をクリアできるよう取組を進めてま
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いります。

25ページをお願いいたします。

実績管理指標の表でございます。

８、平均在院日数については11.1日と、前年

度より0.4日短縮しておりまして、患者１人１日

当たりの入院収益の引上げ要因となっておりま

す。10、後発医薬品の使用割合につきまして

も95.6％と高い水準を維持しております。

このほか、13、医師数は、前年度から２人の

増、15、総看護師配置数は６人増、18、臨床研

修医受入数は２人の増となっております。

資料の26ページ○湯地県立日南病院事務局長

を御覧ください。

まず四角囲みの部分ですが、病院事業収益か

ら病院事業費用を差し引いた令和５年度の純損

、 、益は９億3,524万円の赤字となり 前年度に比べ

５億260万円余の収支悪化となったところであり

ます。

主な要因としましては、新型コロナ病床確保

料が５億7,648万円余の減となったことによるも

のでありますが、その分を除いた経常損益につ

きましては、前年度比で7,388万円の改善となっ

ております。

収益及び費用の増減につきましては、下の表

を御覧ください。病院事業収益は、赤で囲んだ

部分の一番上の行にありますとおり、61億9,054

万円余で、前年度に比べ３億1,044万円余、率に

して4.8％の減となっております。

このうち、入院収益は37億5,155万円余で、患

者数、単価ともに増加したことにより、前年度

比で２億2,625万円余の増となりました。

また、外来収益は12億767万円余で、患者数は

減少したものの単価の増により、前年度比

で4,782万円余の増となりました。

次に、一般会計繰入金ですが、新型コロナ病

床確保料が減額となったことに伴い７億6,245万

円余となり、前年度比で６億９万円余の減とな

りました。

病院事業費用は、表の中ほどになりますが71

億2,577万円余で、前年度に比べ１億9,216万円

余、率にして2.8％の増となっております。

主な要因としましては、給料や手当等が増加

したことに伴い、給与費が8,596万円余の増と

なったことや、患者数の増に伴う薬品費及び診

療材料費の増加により、材料費が6,859万円余の

増となったことなどによるものです。

次に、27ページの表を御覧ください。

令和５年度の患者数の状況ですが、赤で囲ん

だ部分、入院の延べ患者数は６万6,705人で、外

科の腸疾患患者、泌尿器科の膀胱がん患者の増

、 。等により 前年度比で3,080人の増となりました

また、４行目の患者１人１日当たりの入院収益

は５万6,241円で、前年度比で834円の増となり

ました。

次に、外来の延べ患者数は８万3,506人で、内

科、小児科等の再来患者数の減等により、前年

度比で600人の減となりました。また、１番下の

行、患者１人１日当たりの外来収益は１万4,462

円で、前年度比で672円の増となりました。

次に、資料の28ページを御覧ください。

「宮崎県病院事業経営計画2021」における経

営指標等について、主なものを御説明します。

まず、目標設定指標についてですが、区分の

欄の上から５番目、経常収支比率の令和５年度

の実績値が86.9％、医業収支比率が75.2％とな

りました。いずれも目標値を少し上回る数値と

なりました。また、８の稼働病床利用率が64.9

％、９の１日当たりの入院患者数が182人、10の

１日当たりの外来患者数が344人となり、ほぼ目

標値どおりとなっております。
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次に、資料の29ページを御覧ください。

実績管理指標についてですが、区分の欄の上

から８番目 平均在院日数につきましては 14.8、 、

日と昨年度より0.7日短縮しており、患者１人当

たりの入院収益が増加した要因となっておりま

す。また、10の後発医薬品の使用割合につきま

、 。しては96.7％と 高い水準を維持しております

このほか、11の給与費の対修正医業収支比率

は73.0％と、前年度比で2.3ポイント改善し、12

の材料費・経費の対修正医業収支比率は49.2％

と、前年度比で0.5ポイント改善しております。

最後に30ページを御覧くだ○高妻病院局次長

さい。

監査結果報告書指摘事項等についてです。

このたびの監査におきまして、病院局では、

事務手続に係る指摘、注意はございませんでし

たが、経営に関して御意見をいただきました。

内容は 「早期に黒字化が図られるよう、より、

一層強い危機感を持ちながら経営改善に取り組

むことを求める」とのことでございます。

収益確保と費用節減等の経営改善に対する具

体的な取組につきましては、先ほどの説明のと

おりですが、さらに各病院での経営会議等を通

、 、じまして 各職員が県立病院の使命や経営状況

一人一人の取組の重要性などの認識を深めてい

ます。

今後とも、病院局全体で医療の質を確保しつ

つ、経営改善を着実に進めてまいります。今回

の監査における意見を真摯に受け止めまして、

冒頭、局長の説明のとおり、令和12年度の経常

損益の黒字化、それから、借入金の償還開始、

この経営計画を、強い決意を持って実現してま

いりたいと考えております。

執行部の説明が終了しました。○山内主査

ただいまの説明について、質疑はございませ

んか。

県立延岡病院は、長い間、ずっと○井本委員

黒字で、私は「県立延岡病院だけは黒字だ」と

言ってたんです。今回赤字になったことは、今

の説明の中にも入っていたんだろうけれども、

もう一回、その辺を聞かせてください。

収益自体は非常○吉田県立延岡病院事務局長

に上向いておりますけれども、物価高騰がかな

りのウエートを占めておりまして、職員の人件

費もかなり上がっており、収益をカバーし切れ

なかったのが主原因だと考えております。

新しい機器や機材をいろいろ入れ○井本委員

たのは、あまり影響していないのですか。

投資をさせてい○吉田県立延岡病院事務局長

ただきまして、いろいろそろえているところで

はございます。新しい器械に関しましては、人

材育成と患者への周知に時間がかかるところで

、 、ございまして 力は尽くしておりますけれども

短期的な成果としては、まだ見えていないとい

う状況と思います。

３億円の赤字というのは、スケー○井本委員

ルからすれば大きいといえば大きいのだけれど

も、今後の改善策はある程度見えているのです

か。

延岡地区は人口○吉田県立延岡病院事務局長

減少がかなり激しいところでございますし、急

性期に関しては、例えば60代、70代が患者のボ

リューム増になりますけれども、減少していく

ような状況があります。いろいろ投資を認めて

いただいておりますので、域外に出ている患者

を域内にとどめておくよう取り組んでまいりた

いと思っております。

一時期は県立延岡病院も、とにか○井本委員

くコンビニ受診とかといわれて、麻酔科の先生

たちが一遍に辞めたりして、我々県議会議員も
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本当に一生懸命になって、とにかく市民に「風

邪ぐらいでしょっちゅう県立延岡病院に行っ

ちゃいけない」ということで、随分浸透して大

分よくなったんですけれども、ここに来て、少

し緩みが出たんじゃないかと思って心配してい

るところです。ひとつよろしくお願いします。

社会的な責任を負う公の病院で、○山下委員

令和元年に新型コロナが出てきて、スタッフの

、 、皆さん方や医者の先生方 大変な経験をされて

ここまで来られました。新型コロナが令和元年

に発生して約４年間、皆さん方はいろんな問題

に立ち向かってこられただろうと思うんです。

病院事業会計では、この４年間で国から新型

コロナ補助金が支給されてきた。その中で、人

件費を見ながら経営をされてきただろうと思う

んですが、新型コロナから明けて、令和５年度

の収支で非常に厳しい数字が出てきたというこ

とで、新たな借入れも提案されました。

今回、令和５年度の決算ですが、院長先生方

がコロナ禍を体験して、未曽有の新型コロナと

の闘いの中でどうすればよかったかとか、病院

の経営の中でこういう点を努力しておけばよ

かったとか、何か気づかれたものがあれば、お

聞かせください。

医療の世○嶋本病院局医監兼県立宮崎病院長

界に関しても、いろんなことが日々刻々動いて

いるもので、毎日反省しては改善していますけ

れども、現場としてはかなり学びながら努力し

ていると思います。

ただ、不足している点で考えると、今まで以

上に病気が多様化している中で、また、これか

ら介護が増えるときに、周囲の医療機関、介護

施設、それを支える診療所、それから有床診療

所も含め、お互いの連携をもっと密に 県立─

宮崎病院だけ、基幹病院だけでは医療が動かな

い状況に疾病構造が今変わっているので、そこ

、 、をいかにこれから動かしていくか 逆に言えば

それを動かすことによって、県立３病院の必要

性は高まるし、同時に、効率化 と言ってよ─

ろしいのか ができて、機能分化が進んでい─

くことによって経営も改善して、信頼性も回復

していくのではないかとは思っているところで

あります。

一番遠い県立延岡病院○山口県立延岡病院長

の場合、コロナ禍において痛感したのは、医療

スタッフに余裕がないということでした。１つ

病棟を閉鎖して感染対策を行うのに人員が非常

に多く要ります。救急の対応にもスタッフが必

要になります。

、 、そのため 本来あった小児科病棟を閉鎖して

そこのスタッフを感染症病棟と救急外来に振り

分けざるを得ないような状況になりました。

医療スタッフも数的に厳しい状況ですので、

そういった感染症対策を考えた場合には、ある

程度余裕を持って働けるだけのスタッフの数が

必要だと感じました。

新型コロナに関して私た○原県立日南病院長

ちが得た教訓は幾つかあります。

まず、敵はウイルスですけれども、敵が今ま

で私たちが知っていないキャラクターを持つ未

知のウイルスであったということ。しかも、新

聞報道で御存じだと思いますけれども、常に正

体が変わっていく相手でした。

それに対して、経験のない予防策としてのワ

クチンが手元に渡されて、それによる効果、あ

るいは副作用も考えながら医療をやらなくては

いけない。ウイルスの変化した形によっては症

状が強い、あるいは生命に対する危機も違う。

そういうパターンによって私たちも対応を変え

なくてはいけない相手と闘わせていただきまし



- 12 -

令和６年９月30日(月)

た。

ところが、まだ終わっていない闘いでありま

す。現実問題として、今、５～６名の患者が入

院しており、まだ完全な健康状態を回復できな

い状態にあります。これは私たちの病院、宮崎

県だけではなくて全国です。

私たちは学会に所属して、常に新しい知識、

技術を吸収するため、一生勉強しています。そ

の学会の学術雑誌や学会学術集会では、全国か

ら「うちはこういう新しいものを学んだ 「新」、

しいものが登場した」といった報告も全然数が

減らず、日々医療の世界では闘いが続いており

ます。

全国の同業者からの共通の感想は、相手が手

ごわい、闘いがまだ続いている。そして公立病

院は常に逃げることもできない責任を負ってい

るということで、新型コロナが影響して、全国

のほとんどの公立病院が赤字に転落したという

報告が出ております。まだ終わっていなくて、

闘っております。

コロナ禍で、未知のウイルスとの○山下委員

闘いだったんですよね。宮崎県では平成22年に

も口蹄疫が出て、ウイルスですから空気感染す

、る同じような危機感の中で皆さん方が頑張って

いいワクチン等ができて、ここまで来れたんで

すけれども、本当にウイルスとの闘いなんです

よね。異常気象の中で、新たなものがどんどん

出てくる。

私は酪農家でしたから、30年ぐらい前から、

ウイルスで異常な奇形の子牛が産まれる。産ま

れてくる子牛の足が変形していたり、頭がでか

かったり、異常分娩で親まで死ぬような病気が

はやって、我々もウイルスの怖さを経験してき

ました。

今回それぞれの病院で、看護師たちもひっく

るめて外出もできない。給食担当もそうだった

んでしょうけれども、病院事業は非常に制約さ

れた中で、皆さん方が頑張って来られたと思う

んです。特に、公の病院が感染症の隔離をして

いかないといけないということで、かなり苦労

された。

病院事業会計では、新型コロナの補助金で収

支は保たれてきたと思うんですが、昨年５月に

明けて、変化に一挙に対応できなかった。

昨年我々が聞いた中では、患者が戻ってこな

いとか、非常に手間取った時期があられただろ

うと思うんですが、今の説明を聞いても、コロ

ナ禍前にまだ戻っていないとの報告がありまし

た。

コロナ禍でも、スタッフが１か月間も帰れな

い、拘束されるような中で、辞めていかれる方

もおられたでしょうけれども、費用としては、

スタッフの給与も上げていかないといけないと

いうことで、かなり努力をされて、公の病院と

しての役割を担っていただいているだろうと思

うんです。本当に厳しい中、昨年度決算に基づ

いて新たな借入れもされたということで、病院

経営の中でスタッフも含め、日々意識の改革は

進んでいるという思いです。

私も県立宮崎病院に何度となく行く機会があ

りまして、その都度、私はスタッフの皆さん方

にも聞いてみるんです。この前も「今どういう

状況ですか」と40代の看護師の方に聞くと、病

院の経営改革の認識がありました。若い看護師

が子育て期間に辞めていくことについて、我々

も「何とか看護師として戻ってこれるようにお

願いもしている とお話をすると その方も 私」 、 「

たちがその分を頑張っていかないといけないん

ですよね」と言われました。

男性も育児休業を取る時代になってきました
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ので、社会の変化とともに、経営者は人材確保

と労務管理に大変な努力していかないといけな

いだろうと思うんです。令和６年度から収支の

報告もしていかないといけないということで、

県立３病院の中で、もちろん病院局長も一生懸

命、各病院の院長先生方に指示をされていくん

でしょうけれども、今までの反省を踏まえて、

それぞれの病院での意識の改革の度合いについ

て、変わってきたということがあれば、教えて

いただけないでしょうか。

いい意味○嶋本病院局医監兼県立宮崎病院長

でも悪い意味でも、50億円の赤字は現場のイン

パクトが非常に大です。我々ももともと危機感

を持っていたつもりなんですけれども、あのこ

とによって我々は変わらなきゃならないという

意識が高まっています。

、 、 、当然 病院長 事務局長の仕事としましても

─病院のポリシー、公的病院の役目に加えて

これは事業ですので 収益についても伝えて─

いきますけれども 職員の意識は日に日に高まっ、

ていると思います。例えば、以前は会議をして

も、こちらが一方的に「今月収益が悪いよ」と

か 「今月収益がいいよ」という話をして、みん、

なも「あっ、そうか」という話だったのが、最

近は「次どうしたらいいか」といった感じで醸

成されてきているとは思っております。

その一方で、目標値に到達しても、先ほど話

が出ていますように、我々でもいかんともし難

い部分 光熱費、材料費が診療報酬のプラス─

幅ではとてもカバーできないぐらい上昇してき

ているんです。

先日の当院の運営会議でも、こんなに頑張っ

ているのに、このくらいしかプラスにならない

のかという話があって、診療報酬という枠組み

が決まったものの中で動いているのに、それと

、 、全く関係なくプラス10％とか プラス20％とか

、 、材料費 光熱費が上がってくることに関しては

ほかの仕組み等を考えてもらわなければならな

いけれども、我々としては50億円をお借りして

いるのは間違いないので、そして県立病院なの

でということは伝えているところです。

これから先の物価の高騰やインフレを考える

と、現場の尻を叩くだけではいかんともし難い

部分で、我々だけでは解決できないことであっ

て、その辺はぜひ共有していただければと思っ

ているところではあります。

県立延岡病院において○山口県立延岡病院長

は、資料の16ページにありますように、ＤＰＣ

制度への適切な取組として、平成29年から外部

コンサルタントを入れて、職員全てがミーティ

ングしながら、ＤＰＣ係数の上昇に努めており

ます。

今年度は、標準病院群において医療機能評価

係数は全国１位になっておりますので、クリニ

カルパスによる在院日数短縮を含めて、経営努

力は十分行っていると考えております。

ですから、当院においては、これ以上の努力

はなかなか難しいと思っております。赤字の部

分はどうしても固定費です。本年度から原価計

算を始めますけれども、県立ですので、どうし

ても小児、周産期、救急、がん医療といったい

。ろんな不採算部門に関わる固定費が大きいです

だから、努力ではどうしようもないところま

で来ているんじゃないかと思っております。そ

のため、非常に申し訳ないんですが、赤字50億

円ということより、当院のスタッフにはプライ

ドを持って仕事をしていただく、地域医療を担

うという覚悟を持って仕事をしていただくよう

に話をしているところです。

県立日南病院では、感染○原県立日南病院長
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予防と、隔離治療といった技術的なアップをみ

んなで行いました。それと、経営に関して、先

ほどから出ている新型コロナ補助金とか、そう

いったものがだんだん少なくなっていくことを

みんなで意識する 経営改革に対する意識の─

醸成。その二本立てで、技術と意識の向上を行

いました。

2020年、宮崎県で、ほぼ１例目に相当する患

者家族の対応を行いました。まだ正体が分から

ない、患者家族あるいは私たち医療関係者もど

のような危険があるのか分からない状況で隔離

し、治療を行いました。いろいろなところから

知識を得て、報告を調べて、きちんとした予防

対策を自分たちなりに考えて、宮崎県の医学雑

誌に報告させていただいて、それによって県内

、のいろんな医療機関から問合せをいただいたり

見学に来ていただいたり、そういったお金にな

らない努力といいますか、その辺も一生懸命さ

せていただきました。

お金にならないというお話をしましたけれど

も、金銭的にマイナスになってしまうようなこ

とがないように、できるだけみんなで意識して

医療を行いましょうと、院内での院長名の文書

掲示でありますとか、口頭での挨拶説明、そう

いったところを利用して、みんなで新型コロナ

と闘う、新型コロナに負けない、医療を崩壊さ

せない、そういった意識づくりをやってまいり

ました。

50億円の貸付けというのがテレビ○山下委員

等で大きな話題になりましたよね。いい形でも

。注目してくれたということはあると思うんです

民間の病院の方とか、いろんな方から、県病

院が赤字なのは当たり前だ、何を言っているん

だというぐらいの人たちもおられました。50億

円の貸付けは、税金を投入し、県が金利も負担

をしていくわけですから、決め事が分からない

人たちは、そういうふうに物を言ってくるだろ

うと思うんです。私たちは、そこを正常化して

いかないといけないと思うんです。

看護師、医師だって足らない中で、県病院の

役割に魅力を感じる人は寄ってくるわけですか

ら、皆さん方が意欲を失わないように、コロナ

禍を経験して、早く正常化した中での病院経営

に戻ってほしいということ、意欲のある職員に

経営計画をしっかりと示していくことが県病院

の役割だと思うんです。赤字赤字と言っていれ

ば、やる気は出ないんです。事業主はみんなそ

うです。

だから、病院事業会計の出し方に知恵が出な

いものかと思うんです。病院局長や次長あたり

がスタッフに意欲を持って取り組ませるための

数字づくり これだけみんなが頑張ったから─

これだけのものがあるんだよとか、こういう形

が出ましたよとか、これも努力していかないと

いけない。

県立延岡病院長が言われたけれども、結局経

。費が上がっていくものは抑えることができない

価格転嫁ができないというのは各産業共通した

ことなんです。

職場での意思の疎通と未来に意欲を失わない

ことが一番肝腎なところだと思うので、よろし

。 、くお願いしておきたいと思うんです 病院局長

その辺の考え方があったらお聞かせください。

大変大事なことだと理解はし○ 村病院局長

ております。

病院経営は診療報酬制度の中でやっていかな

いといけない。一方で、公立病院として、もう

かるわけないといわれる不採算部門もやらざる

を得ないところがありますので、そこをしっか

りどうやるべきなのか。
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診療報酬制度の中で、収入は上がったけれど

も、費用も上がる。高額医療をすると、経費も

かかる、高いお薬があるといったこともありま

。 、 。す どういうコストで どういう収入があるか

コストの中には人件費等もあります。

先ほど係数の話も出ましたけれども、診療報

酬制度の仕組み、収入を確保するための手段は

コンサルタント会社などを使う。診療報酬の細

かい制度はスタッフとして働いている皆さん方

が日々やっていただくことを聞いていただく、

勉強していただく、取り組んでいただく。そう

いった機会をつくっていただくために、コンサ

ルタント会社を使った勉強会、取組をやってい

く。

それから、病院の中で、あるいは我々病院局

と各病院との間で何をどうしていくべきかは、

経営改善面の意識を共有化して 「宮崎県病─

院事業経営計画2021」の改定のときにはしっか

りとやり取りをしましたけれども、実際の取組

の中身や個々具体的なものについて、我々も会

議なり、病院に足を運ぶなり、病院に伝えます

し、病院の中でも、院長をはじめ、スタッフ、

それぞれ具体的に働いていただきます職員の皆

様方の間まで経営改善に向けた意識が浸透して

いくようにやっていきたいと思っております。

よろしくお願いします。○山下委員

コロナ禍で、公立病院は軒並み赤○井本委員

字だという話をしておられましたよね。という

ことは、公立病院がコロナ禍で赤字を強いられ

ることになったという気がするんですが、その

辺はどうですか。今度の50億円にしても、結局

は新型コロナのための50億円と考えていいんで

すか。

、○高妻病院局次長 収益が悪化した要因として

新型コロナの部分については病床確保料でカバ

ーされていたものが、同じレベルで患者数、空

床を確保した状況での利用率に等しいだけの患

者の戻り方がなかったということです。

この部分で生じた赤字が相当程度ありまし

て、50億円は、収支シミュレーションで令和７

年度までに生じるであろう手元資金の欠損分を

。埋めるということで措置されたものであります

減少の原因には確かに新型コロナがあって、

コロナ禍後の患者数が戻らなかった。これは全

国的な背景としてありながら、宮崎県の経営を

見たときに、必要な資金の補塡が50億円ほど必

要だという判断があったという認識でございま

す。

そうすると 民間の病院はどうだっ○井本委員 、

たんですか。そのとき、公的病院だけがひどい

目に遭ったというなら、国は救済制度みたいな

ものを考えないといけないんじゃないという気

がするんだけれども、そんな議論はないんです

か。

今となっては、どの病院で○高妻病院局次長

も当然新型コロナの患者を受け入れていただく

ことになっていますが、当時は、公立病院にそ

の義務がなくなったとはいえ、患者が集中する

状況はまだ続いていました。今でもその傾向は

あると思っていますけれども、そういった中で

生まれている状況です。制度上は公平にはなっ

ているんですが、現実は必ずしもそうなってい

ない状況があるということであります。

それに対して何か診療報酬上の配慮があった

かというと、それはありませんし、一般会計の

ほうで負担金をもらう前提になるものは交付税

の措置です。こちらのほうで新型コロナへの配

慮があったかというと、それはないという状況

でございます。

公的病院としての使命があるわけ○井本委員
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だから、ひどい目に遭っているというのは何か

、公的な助成があってしかるべきな気がしますが

国ではそういう論議がないんですか。

論議は我々がこれから起こ○高妻病院局次長

していかなきゃいけない部分でありまして、国

への要望 後のパートで説明をしようと思っ─

ていましたが そういったところで、今の経─

営状況をしっかり数字として押さえて国に説明

し、交付税の話になりますと総務省になります

ので、そういったところに、全国知事会の場も

使いながらしっかりと要望し、形にしていくこ

とが今一番やらなければいけない仕事ではない

かと思っています。

一緒に頑張りましょう。○井本委員

関連でございますか。○山内主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ほかに質疑がございま○山内主査

したらお願いいたします。

資料14ページの人材確保のところ○齊藤委員

で数点お尋ねいたします。

（１）医師の確保ということで 「宮崎大学な、

ど」と書かれているんですけれども、具体的に

どの辺に声をかけられているのか、教えてくだ

さい。

主な大学の医局になります○高妻病院局次長

けれども、九州大学、熊本大学が中心でござい

。 、 。ます もちろん 宮崎大学が一番数が多いです

あと 「研修医に個別の働きかけ」○齊藤委員 、

とあるんですが、宮崎大学の研修医ということ

だと推察するんですけれども、具体的にはどん

な形でアプローチされているのか教えてくださ

い。

具体的な取組については、○高妻病院局次長

病院のほうからお話をいただきたいと思います

が、一般的には宮崎県内の県立病院で働いてい

ただいている研修医の皆さんに宮崎で勤務して

いただけないかとお願いしているということで

す。それは派遣元が決定される場合がほとんど

でございますので、そういうところも含めてと

いうことになります。

医師の確保に○佐々木県立宮崎病院事務局長

つきましては、病院単位で、院長を筆頭にいた

しまして 私どもの病院でいうと、主に宮崎─

大学、または九州大学になりますけれども、直

接大学にお伺いして、各診療科の担当の教授に

医師の確保について直接お願いしたり、あとは

医師同士のネットワークがございますので、私

どもの病院にいらっしゃるドクターを通じて、

我々の病院に来ていただけるような人材、医師

がいらっしゃらないかというような情報も聞い

たりしつつ、場合によっては、研修医がおりま

すので、できる限り将来的に医師として県内に

残っていただけるようにお話をしたり そういっ、

たことは継続してやっているところでございま

す。

県立延岡病院では、主○山口県立延岡病院長

に宮崎大学と熊本大学から医師の派遣をしてい

ただいております。

、 、そこで 今年度は院長就任がありましたので

宮崎大学の臨床系の講座全部と、熊本大学にお

いては、派遣していただいている医局を全て回

りまして、当院に要求することのほか、要望等

を行っております。

本筋から離れるんですけれども、医師の確保

のために主に要求されることは、高度な医療を

推進できるような体制があるかどうかというこ

とです。井本委員もふだんから言われているよ

うに、行かなくてもいいような医療体制をつく

るということはありますけれども、本来県立延

岡病院には、高度医療を提供するという役割も
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あります。そういった意味で、ハイブリッド手

術もそうですけれども、各医局からは高度な医

療機器の整備を要求されております。

そして、研修医については、私も東京のレジ

ナビという研修医の説明会にも行きましたけれ

、 、ども そういったところで県立延岡病院の魅力

県立病院の魅力を訴えるといった活動を行いな

がら研修医の確保に努めているところです。

、○原県立日南病院長 県立日南病院の場合には

医学生の病院実習のレベルから声かけをさせて

いただいています。実習に来た子たちが実際に

研修医として県立日南病院を選んでくれるかど

うか。来た子たちを丁寧に扱って、面白味を伝

えることによって実際に研修医として応募して

くれて、今、10数年研修受入れをやっておりま

すけれども、70名ぐらいの経験者の中から10名

近くのドクターがその後、実際に勤務先として

県立日南病院を選んできてくれています。

そういう子たちは、自分たちが研修医のとき

に先輩たちが一生懸命教えてくれた 手取り─

足取り教えてくれた恩返しとして、無償で時間

を見つけて、研修医の人たちを集めて、知識、

技術を伝えるレクチャーをやってくれているの

がうちの病院では非常に人気になっていて、小

さな病院ですけれども、途切れることなく研修

医を受け入れて、お世話してあげていることが

できています。

医学生は医師国家試験というのを受験します

けれども、研修医も基本的臨床能力評価試験と

いうグレードの高い実力試験みたいなものを全

国で受験することができます。年度ごとに受け

、 、 、ますから 研修医になった年 １年経過した年

２年経過した年とレベルが分かるんですが、う

ちの研修医は、最初来たときには全国平均レベ

、 、ルぐらいの子たちが多いんですけれども １年

２年たつと、格段に実力が伸びてきます。基本

的臨床能力評価試験 教科書だけではない実─

、 、際の医療が評価される試験において 全国１桁

２桁をキープすることが多かったので、５年前

には全国でそういう病院が５つリストアップさ

れた中に入れてもらえて、東京でシンポジウム

をするから発表しに来いと御指名いただいて、

発表した経験もあります。

今、各病院長から御説明いただい○齊藤委員

て、それぞれで医師の確保策をされている、御

努力されていることが理解できました。

その下に 「専攻医」という言葉が出てくるん、

ですけれども、専攻医というのはどういったも

のか教えてください。

臨床研修課程を終えられた○高妻病院局次長

後、後期の研修課程になりますが、それぞれの

学会等が認定される専門医の資格があるんです

けれども、そういったものを取得するまでの間

の医師を専攻医と申し上げております。

ということは、その期間に、その○齊藤委員

医師の資金を貸し付けされている制度なんです

ね。

そのとおりです。○高妻病院局次長

分かりました。○齊藤委員

あと （３）の初期臨床研修医の確保のところ、

で、本年４月に26名と書かれているんですけれ

ども、過去５年間程度、どれぐらい採用されて

いるか分かりますか。

令和元年度から申し上げま○高妻病院局次長

す。令和元年度が21人、令和２年度が同じく21

人、令和３年度24人、令和４年度30人、令和５

年度21人、令和６年度が26人でございます。

あと、その下の看護師地域枠採用○齊藤委員

試験のところで、県立延岡病院が８名、県立日

、南病院が３人ということだったんですけれども



- 18 -

令和６年９月30日(月)

それぞれ受験者数がどれぐらいいたのか教えて

ください。

受験者数は確認させていた○高妻病院局次長

だきますが、競争率でいいますと、1.33倍が昨

年の試験の状況でございます。

受験者数の確認には時間が必要で○山内主査

すね。

後で結構です。○齊藤委員

暫時休憩します。○山内主査

午後２時55分休憩

午後３時５分再開

分科会を再開します。○山内主査

まず昨年の６月、県立日南○高妻病院局次長

病院の受験者は４名で、３名合格している。県

立延岡病院の受験者は11名で、８名合格されて

いる。競争率は、なべると先ほどの数字になる

ということです。

分かりました。○齊藤委員

在宅復帰率という言葉が出てき○山内副主査

ています。これを見ると、県立宮崎病院は１年

分しか出ていないんですけれども、県立延岡病

院と県立日南病院は少し下がってきている。言

葉だけ見ると、家に帰っているかどうか 家─

に帰れていないということは、病院で亡くなっ

ているということですか。どういうことか教え

てもらえますか。

一言でい○嶋本病院局医監兼県立宮崎病院長

えば、高齢化社会の進行であると思います。例

えば我々だったら急患で入っても、疾患も少な

いし、主たる治療が終わったらすぐに帰れます

けれども、高齢者の場合には入ったことによっ

ていろんな病気がまた表へ出てくるため、なか

なか元に戻れなくて、しかも回復に時間が要す

ることがあります。

その場合に、在宅復帰できずに次の施設に転

院させる、もしくは介護施設等に入れるという

ことで、高齢化が進むと、この数字はどんどん

悪くなっていきます。入院して、なるべく早く

リハビリをしてから、可能な限り入院前の状態

に戻って社会復帰していくのが国策としても必

要で、逆に言えば、国策として、診療報酬でも

そこをしっかり手当てしなければ保てない時代

が高齢化社会、高齢化時代だと理解しており、

その影響だと思っております。

公立病院に入院した患者がそこ○山内副主査

だけではなかなか回復できないということです

ね 公立病院は 地域医療と経営の考え方があっ。 、

て難しいと思うんですけれども、病床使用率が

コロナ禍前に戻らないという話が出ているとこ

ろです。戻ってこないと経営が悪化するという

話がよくあるんですけれども、病床使用率が低

いということは、ある意味、コロナ禍でのよう

な予防だったり、もしくは在宅医療が若干進ん

だりすると、減っていくのかなと思うんです。

例えば皆さん、コロナ禍でマスクをつけたりし

て、インフルエンザの患者数も少なかったです

よね。

だから、医療が進んだり、予防を続けたり、

、 。意識が高くなると 減りそうな気もするんです

そこのジレンマがありますけれども、そこの効

果というか それだけ患者数が少なければ医─

療費は抑制されることになって病院経営として

は難しいかもしれないけれども、全体の医療費

を考えたらどうなっているのかなと、少し疑問

に思うんです。コロナ禍前に戻そうということ

ですけれども、これまで域外に行っていた患者

を域内にとどめてとか、もしくは、高度医療と

いった民間でできない医療をして、患者を公立

病院、地域で支えるということなのかなと思う
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んです。今後、どうやってコロナ禍前の患者数

、 、まで戻していくのか 予防や在宅医療が進めば

今まで来ていた患者は来ないのではないかと思

うので、どういう手段で患者数をキープするの

か もう少し具体的に教えていただけないでしょ、

うか。

まず病床利用率に関して、○高妻病院局次長

細かい月単位の動きなどを見ると、いろんな要

素が絡んでくるので、なかなか一概には申し上

げられませんけれども、長い目で見れば、地域

の医療需要が上がっていくのか下がっていくの

かということになって、現状でいうと、人口が

減少していけば当然下がります。もっと言いま

すと、内訳として高齢者が増えていくと、重度

の方というよりも高齢者特有の病気で来院され

る方が増えていく。これは、経営上あまり収益

が大きく出るものではないということにもなり

ます。そういったところが影響するのが病床利

用率の話でございます。

それから、医療費ですけれども、社会保障関

係費は御存じのとおり毎月何千億円と増えて

いって、国家レベルでは40兆円を超えて50兆円

に迫ろうかというレベルになっています。その

ぐらいまで伸びてきていて、いろんなところで

医療費を抑制するために様々な御努力をされて

おり、毎年、さほど伸びずに決着しているのが

これまでの経緯と思っています。

ただ、申し上げましたように、国民にとって

必要な部分の医療については、ちゃんと経営が

成り立つように診療報酬等で措置していただく

のが本来のはずですので、国の予算編成などに

、向けて地方からも声を上げていくべきであるし

また、日本医師会とか、関係団体の皆さんも同

じように感じていらっしゃると思いますから、

そういった声をしっかりと国に届けていきたい

と考えているところです。

２点目の集患対策 一言で言ってみればそ─

ういうことですけれども については、宮崎─

県の高度医療を担うといいますか、中核病院で

すので、高度急性期病院として何をすべきかと

いうところに帰着していくと考えています。

いろいろあるとは思いますけれども、一つの

、 、例として 例えばこの秋から医療器械を入れて

県立宮崎病院にがんセンターを設置していきま

す。これは県立延岡病院には既に入っている医

療器械であったりするわけです。それから、外

来収益を伸ばしている部分として、今、化学療

法等が進んできております。こういったところ

にしっかりと対応していくことで、今まで治療

のため域外に出なきゃいけなかった患者の皆さ

んが、宮崎県内で治療ができるということにも

つながっていきますので、高度急性期医療の中

で県が発揮すべき役割をしっかり見極めて集患

対策を図ってまいりたいと考えています。

公立病院の経営のことをあまり追○野﨑委員

求するのもどうかなと思って聞いています。

県立延岡病院の院長が言ったように、経営改

善の限界にある。県立宮崎病院にしても、市郡

医師会、民間と病院がたくさんある中で何が違

うのかというと、どの手術をしたのか 脳な─

のか心臓なのか、骨折なのか で全くもって─

違うと思うんです。

医療、病院の環境の中で、得意不得意もある

でしょうし、県民の皆様の「あの病院はあれが

凄いらしいよ」とか 「あそこは凄いらしいよ」、

と、患者が病院を選ぶときもありますし、役割

を区別しても全て県病院に行くわけではありま

せん。

でも、そういったことと全く関係なく、県立

病院は公立病院として、どんな病気、けがの人
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でも受け入れてしっかり安全安心な地域を守る

のが使命です。今、るるお話がありましたけれ

ども、これから経営を改善するためには、例え

ば、脳であったり心臓であったり、その手術を

どれだけ増やすかといったことになると思いま

す。そこは医師の確保につながってきたり、大

、学病院との関係につながってきたりしますから

長いスパンで、多分我々には見えないところの

駆け引きというか、話合いがあって成り立って

いるものと思いますので、そこのところをしっ

かり頑張っていただきたいです。努力されてい

て数字も出ていますから、そこしかないのかな

と思って聞いておりました。病院の皆様方と大

学病院としっかりしたパイプをつくりながら、

体制もつくっていっていただきたいと思ってお

ります。局長、何かあればお聞かせください。

。御示唆ありがとうございます

先ほども申し上げましたけれども、公立病院で

あるという点で担わなければならない役割、そ

れから病院であるということで、民間病院もい

ろいろある中で、診療報酬制度の中でやってい

かないといけません。そこをしっかりと理解し

た上で、ほかの病院でできていることをやらな

いことによる赤字はいけないと思います。日々

の診療行為を行っていく中で、我々病院局、各

病院のスタッフも含めて全員が、ほかの病院で

もしっかりできること、やるべきこと、それか

ら公立病院だからやらざるを得ないことを理解

した上でやっていくことが大事です。自分たち

の置かれている状況 社会保障の状況、周り─

の病院の状況、そして診療科の状況を分かった

上で、周りの環境に対応して公立病院をしっか

りと続けていく。そういったことが医療の提供

と経営を守ることを両立させていくために大事

なことと思っております。

ほかにありませんか。○山内主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、引き続き、病院局の説○山内主査

明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

それでは、資料の「令和６○高妻病院局次長

年度第１回県立病院事業点検プロジェクトチー

ム報告」を御覧ください。

本年４月、県立病院事業のチェック体制の強

化のために、知事部局にプロジェクトチームが

設置されまして、先般令和５年度の決算やこれ

までの経営改善の取組等について点検を受けま

した。その結果を報告させていただきます。

資料の３ページを御覧ください。

これまでの経緯でございます。

まず、４月26日に、日隈副知事をトップとす

る関係部局で構成します県立病院事業点検プロ

ジェクトチーム 以下、ＰＴと略させていた─

だきますが、これが設置されました。

、 、６月27日には 第１回の会議が開かれまして

令和５年度決算の見通しや直近の患者動向等の

経営状況、各病院における経営改善に向けた取

組の進捗状況等の協議をしまして、その後もＰ

Ｔから継続的な確認等がございました。

７月16日には、令和６年度当初予算に計上さ

れております総額50億円の貸付金のうち20億円

を病院局で借り入れております。

これは当方の資金需要に応じて順次、借入れ

を行っているところですが、残る30億円につき

ましては、これからの病院局の資金需要に合わ

せまして 第３四半期に20億円 第４四半期に10、 、

億円を借り入れる予定です。

７月29日、31日には、日隈副知事が３病院を

個別に訪問しまして各病院長と面談をしていま

令和６年９月30日(月)
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す。その際、経営改善の取組状況等について確

認がございました。また、院内の推進体制の強

化や取組の一層の推進について要請がありまし

た。

これらの状況について 一番下ですけれど─

も、９月６日にＰＴが知事に中間報告をしてお

ります。

４ページでございます。

令和５年度決算と前年度決算の比較でござい

ます。これは先ほど御審議いただいた内容でご

ざいます。

５ページでございます。

これは、令和５年度決算と収支計画の比較で

ございます。

まず、四角の中ですけれども、純損益が対収

支計画比で６億4,900万円余改善しています。こ

れは、入院・外来収益について、県立宮崎病院

の患者数と患者１人当たりの単価が計画を上回

りまして４億8,800万円余増となったこと。それ

から材料費については、専門家を活用した医薬

品の価格交渉や宮崎大学と連携したＳＰＤの活

用等により２億2,900万円余改善したことによる

ものです。

６～８ページにつきましては、これまでも説

明してきたとおりでございます。経営改善に向

けた取組の状況でございます。ここは省略させ

ていただきます。

そして９～10ページにつきましても先日の委

員会で説明させていただいた資料と同じでござ

います。

11ページをご覧ください。

これは稼働病床利用率の今年度の状況を示し

ています。

県立３病院の今年度の４～７月の実績値と、

令和５年度、令和元年度の実績をグラフにして

います。グラフのグレーの線が令和元年度、青

の線が令和５年度、赤の線が令和６年度です。

なお、令和６年度分は今後、多少変動する可能

性をお含みいただきたいと思っています。

これを見ますと、県立宮崎病院は新病院への

移行に際しまして、稼働病床数を削減したこと

もありまして令和元年度を上回る水準で今、推

移をしている状況です。県立延岡病院は令和５

年度を上回り、令和元年度を下回っています。

どちらかといえば令和元年度にかなり近づいて

いる状況です。県立日南病院につきましては、

令和５年度を下回る水準で今は推移をしている

状況でございます。

12ページでございます。

このページは、ＰＴからの主な指摘事項と、

それに対する病院局の対応方針をまとめたもの

です。

左側にＰＴの指摘事項、右側に病院局の対応

方針を記載しています。

まず、入院・外来の患者数の動向ですが、Ｐ

Ｔから、県立日南病院の足元の延べ入院患者数

が対前年度比で減少していることについて、要

因を分析すること。それから、各病院において

引き続き、収益に直結する集患対策を講じ、病

床稼働率の向上に努めるべきとの指摘がありま

した。

これに対し、右側ですが、県立日南病院の患

者減少の要因について、地域の人口の減少、交

通道路の開通といったものの影響が大きいと考

えられまして、引き続き、分析を行っていくこ

と。集患対策や病床稼働率の向上については地

域の医療機関との連携を強化していくこと。そ

して県立日南病院では、52床の病床削減を行う

ことを回答したところです。

次に中ほど、県立宮崎病院の経営改革です。
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こちらでは、令和５年度の経常収支は改善傾

向が見られるものの県立宮崎病院再整備事業に

よる機能強化に伴う投資に見合うよう、いち早

く稼ぐ体質を目指すべきとの指摘がございまし

た。

これに対し、右側ですが、手術件数の増加等

によりまして、入院患者数、入院の単価、病床

稼働率は高水準を維持しています。また先ほど

も言いましたがＩＭＲＴの導入など県立宮崎病

院がんセンターの設置をはじめ、がん治療を推

進していくことを回答しました。

次に、一番下、不採算・政策医療についてで

あります。

不採算医療の提供と安定的な経営の確保を両

立するため、特に政策医療分野における集患対

策の強化を図ること。また、データに基づく経

営改善や国への要望に活用するため、医療分野

ごとの収益状況の把握や課題の洗い出しを行う

べきとの指摘がございました。

これに対しまして、右側でございますが、各

医療圏域における重点強化分野に力を入れるこ

と。それから、県立延岡病院に続きまして県立

宮崎病院、県立日南病院でも原価計算システム

を今、構築しております。こういったことで不

採算医療等の収支実態を可視化していくことに

より、経営分析を強化していくことを国への要

望に活用していきたいということを回答したと

ころであります。

13ページでございます。

これまでの取組の評価でございます。

まず、（１）令和５年度の決算について、「宮

崎県病院事業経営計画2021」の取組の推進によ

りまして、収益費用、純損益がそれぞれが改善

するなど、一定の成果が見られるとの評価です。

（２）病院局の取組状況については、50億円

の貸付けが決定されて以降、病院局全体として

経営改善への意識が高まり、具体的な推進体制

の構築も着実に進んでいる。そして各種取組に

ついては、着手されたばかりのものや今後着手

予定のものもございます。このため着実に実施

されるよう、引き続き注視していく。

（３）令和６年度の経営指標についてであり

ます。

直近の病院事業全体の入院・外来患者数は、

増加傾向にはありますが、引き続き、集患対策

に努めていく必要があるということ。

最後に、（４）ですけれども、知事への中間報

告の結果として、知事からは県立病院が地域の

中核病院として高度で良質な医療を安定的・継

続的に提供できるよう、ＰＴは引き続き、経営

改善の取組の検証を行うとともに必要な助言等

を行うというような指示があったとお聞きをし

ております。

14ページでございます。

最後になりますが、国への要望状況について

であります。

経営状況の厳しい公立病院─先ほど来、お

話がありましたけれども、こちらへの地方財政

措置の拡充と支援を求めており、総務省に対し

ては、知事部局と病院局でそれぞれ、また一緒

に要望をしているところです。

まず、上から２つ目の青色の枠のところです

けれども、事務レベルで６月７日には病院局が

総務省自治財政局準公営企業室─公営企業の

窓口に対しまして要望を行いました。

また、７月29日には総務部になりますが、地

方財政連絡会議というブロック単位の総務部長

や財政課長を集めた会議がございました。こち

らの場で、同じ総務省の公営企業課長に対して、

内容は同じですけれども、本県県立病院への50

令和６年９月30日(月)
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億円の貸付けや繰出金増額の経緯、全国の公立

病院が置かれている厳しい状況について説明し

ました。公立病院に対する地方財政措置の拡充

を要請したところであります。

また、大きな動きとしては、下の緑枠の部分

ですけれども、８月１日に河野知事が全国知事

会地方税財政常任委員長として、全国を代表し

て公立病院の経営安定化支援に係る文言を含む

形で提言を策定いたしまして、松本総務大臣に

直接、要望を行っています。松本大臣からは、

「総務省としても地域医療を支える公立病院の

支援を検討していきたいと思っている」との発

言がありました。

、 、 、このほか 各省が公表しますが ８月30日に

「令和７年度の地方財政の課題」が総務省から

出されています。これは総務省の概算要求ペー

パーになります。

こちらにおきまして、その中の地方の重点課

題といたしまして「地域医療の確保」という文

言が新たに明記をされました。

今後、政府予算を詰めていく過程になってい

きますけれども、この過程におきましても全国

知事会等を通じてしっかりと要望をしてまいり

たいと考えております。

報告は以上でございますが、病院局としまし

、 。 、ては 今後とも経営改善に取組みます 同時に

国に対して様々な機会を通じて、知事部局と連

携して公立病院を取り巻く厳しい事業環境、そ

して経営安定化の必要性を強く訴えてまいりた

いと思っております。地方財政措置の拡充等を

要望してまいりたいと考えております。

執行部の説明が終了しました。○山内主査

ただいまの説明について質疑はございません

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって、病院局○山内主査

を終了いたします。

執行部の皆様お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時55分休憩

午後３時５分再開

分科会を再開いたします。○山内主査

それでは、令和５年度決算について、福祉保

健部長から総括説明をお願いいたします。

本日は、令和５年度の○渡久山福祉保健部長

決算の概要について御説明を申し上げますが、

説明に入る前に１点、皆様方におわびを申し上

げます。

こちらの「令和６年９月県議会定例会提出報

告書（令和５年度主要施策の成果に関する報告

書 」に２か所ほど記載事項の誤りがございまし）

た。今、訂正表をお配りしております。その正

。 、誤表に基づきまして御説明申し上げます なお

タブレットに入っております資料、それから委

員会資料で引用しております「主要施策の成果

報告書」については修正を済ませております。

、 、まず 今申し上げました修正でございますが

訂正表の１枚目を御覧ください。

主要施策の成果報告書の120ページでございま

す。

福祉保健課の内容についてですが、福祉人材

センターの主な実績内容等のところに、求職相

談の項目で誤植がございました。上下で訂正前

、 。と訂正後としておりますので 御確認ください

それから、正誤表の２枚目を御覧ください。

こども家庭課の分でございます。主要施策の

成果報告書のページ数ですと214ページでござい

ます。

「 」新規事業 つながりの場づくり緊急支援事業
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と 「生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活、

支援事業」であります。１つ目の事業について

は、現年の予算額と決算額について、２つ目の

学習・生活支援事業については、現年の予算額

、 。について それぞれ数字の誤りがございました

、この修正を上下でさせていただいておりますが

、 、それに伴いまして 218ページのこども家庭課の

この項目の合計の数字についても修正が発生し

ております。

冊子はまた御確認いただくことをお願いいた

します。

議会への報告資料については、きちんと精査

をすべきということを常々申しているんですけ

れども、こういう形で議員の皆様に御迷惑をお

。かけしますことを心よりおわびを申し上げます

それでは、令和５年度の決算特別委員会資料

に沿いまして、決算の概要について御説明を申

し上げます。

資料の３ページを御覧ください。

３ページから「宮崎県総合計画2023」におけ

る分野別の施策体系ごとに施策を説明しており

ます 私ども福祉保健部では 人づくり と く。 、「 」 「

らしづくり」の分野において施策を展開してお

ります。

まず 「人づくり」の分野については、３つの、

柱がございますが、１つ目の柱「子どもを生み

、 」育てやすく 未来を担う人材を育む社会づくり

といたしまして、母子保健対策や保育士支援セ

ンター運営体制整備などの事業に取り組ませて

いただいております。

資料は４ページも同じ項目でございまして、

５ページにお移りください。

人づくりの２つ目の柱「文化・スポーツに親

しむ社会づくり」といたしまして、障がい者ス

ポーツ振興対策、障がい者アスリート育成強化

等に取り組んでおります。

中ほどの３「一人ひとりが尊重され、共感し

合い活躍できる社会づくり」の項目でございま

す。女性保護や老人クラブ支援等の事業に取り

組んでおります。

、 。続きまして 資料６ページにお移りください

「くらしづくり」の分野でございます。この

分野が福祉保健部の中心になります。

１つ目の柱「生き生きと暮らせる健康・福祉

の社会づくり」の項目が大きく３つに分かれて

、（ ） 、おりますが １ 健康づくりの推進としまして

介護予防・生活支援体制整備市町村支援やリハ

ビリテーション専門職等の機能強化などの事業

に取り組んでおります。

７ページにお移りください。

（２）地域共生社会づくりの推進といたしま

して、地域生活定着・再犯防止の推進や社会福

祉施設対策等に取り組ませていただいておりま

す。

資料９ページになります。

（３）医療提供体制の構築・充実ということ

で、看護師等の確保対策、自治医科大学運営負

担金など医療対策に取り組んでおります。

次に、10ページでございます。

「くらしづくり」の２つ目の柱「安心で快適

に暮らせる社会づくり」としまして、食品衛生

試験や食品衛生監視等の事業に取り組んでおり

ます。

最後に３つ目の柱「安全な暮らしが確保され

る社会づくり」として、災害時の健康危機管理

。や福祉支援体制の整備等に取り組んでおります

詳細につきましては、主要施策の成果に関す

る報告書から引用しました委員会資料に基づき

まして、各課長から説明を申し上げます。

次に、資料の11ページにお移りください。
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ここに、決算事項別明細の部の総括表を掲載

しております。

一般会計の総括表を御覧いただきますと、一

般会計につきましては、下から５段目の小計の

欄に部の合計を掲載しております。予算額1,312

億8,049万534円、支出済額が２つ目の欄で1,245

億6,378万2,504円、次が翌年度繰越額でござい

ますが、明許繰越額が24億7,055万3,000円、事

故繰越額が689万6,000円で不用額が42億3,925

万9,030円となっております。執行率は94.9％で

ございますが、翌年度への繰越額を含めます

と96.8％となっております。

その下の欄に特別会計が２つございます。国

民健康保険課が所管しております国民健康保険

特別会計でございます。左から予算額が1,191

億8,099万円、支出済額が1,155億3,420万3,479

、 、円 不用額は36億4,678万6,521円となっており

執行率は96.9％でございます。

次に、その下のこども家庭課所管の母子父子

寡婦福祉資金特別会計でありますが、左から予

算額が３億500万3,000円、支出済額が１億3,372

万351円、不用額は１億7,128万2,649円で、執行

率43.8％でございます。決算の詳細につきまし

ては、それぞれ関係課長が御説明を申し上げま

す。

次に、資料の一番最後をお開きください。

常任委員会資料の174～175ページでございま

す。

福祉保健部に係る監査結果報告書におきまし

て、指摘事項等をこちらに記載しております。

収入事務、契約事務、物品の管理、その他につ

いて、注意事項が６件、指摘事項が２件の計８

件の指摘等がございました。注意事項は、契約

事務のところにありますように、契約手続が遅

れていたものなどがありました。また、指摘事

項については、調定が行われていなかったもの

などでございました。

また、別冊になりますけれども、また後ほど

御覧いただければと思いますが 「宮崎県歳入歳、

出決算審査意見書」という冊子がございます。

こちらの中で、先ほど説明しました２つの特別

、 。会計について 意見・注意事項等がございます

これらにつきましても、後ほど担当課長から説

明を申し上げます。

こうした指摘事項等、我々としても真摯に受

け止めまして、今後とも適切な事務処理に努め

てまいりたいと考えております。

以上が福祉保健部、令和５年度の決算等の概

要でございました。御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。

部長の総括説明が終了いたしまし○山内主査

た。

これより福祉保健課、指導監査・援護課、長

寿介護課、障がい福祉課の審査を行います。

令和５年度決算について各課の説明を求めま

す。

当課の令和５年度決算状○久保福祉保健課長

況について御説明いたします。

決算特別委員会資料の右下に書かれておりま

す決算11ページを御覧ください。

今後、この決算と書かれたページで説明を進

めてまいります。

福祉保健課は一番上の段になりますが、左か

ら予算額129億1,419万4,000円、支出済額123

億2,375万6,648円、翌年度繰越額6,161万8,000

円、不用額５億2,881万9,352円となっておりま

す。執行率は95.4％、翌年度繰越額を含めます

と95.9％であります。

、 、 （ ）以下 内容の説明に入りますが 各課とも 目

の不用額が100万円以上のもの及び執行率が90％
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未満のものについて説明させていただきます。

12ページを御覧ください。

上から３段目の（目）社会福祉総務費の不用

額1,342万2,877円であります。主なものとしま

しては、生活困窮者支援に係る会計年度任用職

員の報酬や期末手当などの費用が見込みを下

回ったことによる執行残などであります。

下から２つ目の扶助費317万7,600円でありま

すが、生活困窮者等に対して支給する住居確保

給付金におきまして、支給額が見込みを下回っ

たことによる執行残などであります。

13ページを御覧ください。

（目）社会福祉施設費の不用額3,295万5,570

円であります。主なものとしましては、中ほど

の需用費1,370万7,928円でありますが、福祉こ

どもセンター管理運営費におきまして、光熱費

が見込みを下回ったこと等による執行残であり

ます。

また、その４つ下の工事請負費1,451万4,096

円でありますが、所管する県有施設の改修工事

等に係る執行残などであります。

14ページを御覧ください。

（目）精神保健福祉費の不用額403万5,572円

であります。主なものとしましては、下から３

つ目の委託料135万1,991円でありますが、自殺

対策事業に係る業務委託におきまして、入札等

により生じた執行残であります。

また、一番下の負担金・補助及び交付金128

万6,000円ですが、市町村に対する地域自殺対策

強化交付金の実績が見込みを下回ったことによ

る執行残であります。

15ページを御覧ください。

（目）生活保護総務費の不用額930万3,723円

であります。主なものとしましては、中ほどの

旅費183万9,765円、その２つ下の役務費154

万9,500円でありますが、生活保護の被保護世帯

調査費における執行残などであります。

次に、下から２つ目の（目）扶助費の不用額

４億3,319万1,768円でありますが、生活保護法

に基づく保護費の実績が見込みを下回ったこと

による執行残であります。

17ページを御覧ください。

（目）公衆衛生総務費の不用額256万742円で

あります。主なものとしましては、中ほどの共

済費122万8,862円でありますが、令和５年度の

基礎年金拠出金に係る地方公共団体負担率が４

月に遡り引き下げられたことに伴う執行残など

であります。なお、この共済費の負担率は、各

課の人件費においても同様に遡及して引き下げ

がなされております。この後の各課からの説明

において、執行残の主なものが共済費である場

合は、その内容については福祉保健課と同様に

なりますので、各課からの共済費における説明

は割愛させていただきます。

18ページを御覧ください。

（目）衛生研究所費の不用額171万1,893円で

あります。主なものとしましては、下から５つ

目の委託料55万3,956円ですが、衛生環境研究所

における庁舎管理委託費の執行残などでありま

す。

19ページを御覧ください。

（目）保健所費の不用額2,947万405円であり

ます。主なものとしましては、保健所に係る給

料や職員手当などの職員費が見込みを下回った

ことによる執行残であります。また、中ほどの

需用費611万9,125円でありますが、保健所にお

ける光熱費の実績が見込みを下回ったことなど

による執行残であります。

20ページを御覧ください。

中ほどより少し上の（目）医務費の不用額175
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万2,386円です。主なものとしましては、上から

５つ目の需用費80万2,199円ですが、当課の事務

費が見込みを下回ったこと等による執行残であ

ります。

福祉保健課の決算に関する説明は以上でござ

います。

次に、主要施策の成果につきまして、主なも

のを御説明いたします。

22ページを御覧ください。

「くらしづくり」の１「生き生きと暮らせる

健康・福祉の社会づくり （２）地域共生社会」、

づくりの推進についてであります。

まず 「地域生活定着・再犯防止推進事業」で、

ございます。高齢者や障がい者など、福祉的な

支援を必要とする刑務所等からの出所者などを

支援するため、地域生活定着支援センターを通

して住居や就業先の調整など、社会復帰に向け

た支援を行ったところでございます。

23ページを御覧ください。

２つ目の新規事業「ともに支え合い、自分ら

しく活躍できる地域共生社会推進事業」では、

多様な支援主体へのつなぎ役となる地域福祉コ

ーディネーターのスキルアップ研修を行ったほ

か、地域共生社会の推進に係る研修を実施した

ところでございます。なお、市町村における様

々な福祉の課題に対する包括的な支援体制を構

築するための重層的支援体制整備事業の実施自

治体は、令和５年度末時点で移行準備を含めま

して、５市６町となっております。

24ページを御覧ください。

２つ目の「生活困窮者自立相談支援事業」で

は、各郡部福祉事務所に生活困窮者の相談を受

け付ける支援員を配置し、関係機関と連携を図

りながら、相談者の状況に応じた支援プランの

作成など、自立に向けた支援を行ったところで

ございます。

、 「 」また 次の 生活困窮者等就労準備支援事業

においては、生活困窮者等のうち就労に必要な

知識や技能が不足している、あるいはひきこも

り状態にあるなど、就労に向けた準備が整って

いない方を対象に支援プログラムを作成し、就

労体験、就労訓練を行ったところであります。

26ページを御覧ください。

「 いのちをつなぐ 「地域で支える」自殺対「 」

策推進事業」ですが、地域自殺対策強化交付金

を通じて、市町村の取組の支援を行ったほか、

医師・看護師等専門職に対する研修やワンス

トップ相談窓口などの開催、普及啓発活動、夜

間電話相談事業を行ったところでございます。

また、次の新規事業「コロナ禍における自殺

予防強化事業」においては、国で措置されたコ

ロナ関連の補正予算を活用し、先ほど申し上げ

ました自殺対策推進事業で実施する夜間電話相

談の時間の拡充や相談員の募集、広報を行った

ほか、悩んでいる方への声かけへの普及啓発な

どを実施したところでございます。

27ページを御覧ください。

「生活保護扶助事業」では、生活保護を必要

とする方々に対して、生活扶助、住宅扶助、医

。療扶助などの支給を行ったところでございます

28ページを御覧ください。

Ⅰの施策の成果等につきましては、まず、①

にありますように、地域住民の複雑化・複合化

したニーズに対応するため、介護、障がい、子

ども・子育て、生活困窮などの分野を問わない

相談支援、参加支援、地域づくり支援などを一

体的に行う重層的支援体制整備事業に取り組む

市町村を支援しますとともに、中核的役割を果

たす人材の研修等を実施したところでございま

す。
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また、②にありますように、生活困窮世帯か

らの自立や貧困の連鎖の防止を図るため、自立

相談支援員による相談対応、就労や家計改善に

係る支援などを行いましたほか、生活保護扶助

につきましては、生活実態の把握や就労支援等

により自立を促しながら保護費を支給し、被保

護者の生活維持を図ったところでございます。

最後に、③の自殺対策につきましては、市町

村や関係機関、宮崎県自殺対策推進協議会を構

成する各団体等と一体となり、普及啓発や人材

育成、相談窓口の拡充等、様々な施策に取り組

んだところでございますが、自殺死亡率は目標

値に及ばず依然として厳しい状況となっており

ます。

Ⅱの今後の方向性としましては、①にありま

すように、県民の誰もが地域社会の中で自分ら

しく安心して生きていくことができる地域共生

社会の実現を目指し、引き続き県社会福祉協議

会や市町村などと連携しながら、福祉サービス

の提供体制の整備等に取り組むこととしており

ます。

また、②にありますように、生活困窮者や被

保護者の生活の安定・維持を図るため、引き続

き市町村や関係機関、民間団体と連携して各種

支援に取り組みます。

最後に、③にありますように、令和６年３月

に策定いたしました第５期自殺対策行動計画を

踏まえまして、今後も一次予防、二次予防、三

次予防といった段階的な自殺対策を実施してま

いります。

29ページを御覧ください。

３「安全な暮らしが確保される社会づくり」

の（１）多様化する危機事象に的確に対応でき

る体制づくりについてでございます。

「災害時健康危機管理・福祉支援体制整備事

業」でございます。発災時における保健・医療

・福祉活動を円滑に行うため、情報収集・調整

─機能を担う災害時健康危機管理支援チーム

ＤＨＥＡＴと言っていますが の体制整備を─

行いますとともに、避難所において高齢者・障

がい者などの要配慮者に対する支援を行う災害

派遣福祉チーム ＤＷＡＴと言っております─

が の運営強化を行ったところであります。─

30ページを御覧ください。

Ⅰの施策の成果等につきましては、①にあり

ますように、災害時の保健医療福祉活動の総合

調整を円滑に行うため、関係団体との連携強化

に取り組み、令和５年９月には第１回目となる

保健医療福祉調整本部訓練を実施したところで

ございます。

また、②にありますように、災害時における

保健医療福祉部門の指揮調整機能をサポートす

る体制を強化するため、国が実施いたします災

害時健康危機管理支援チーム ＤＨＥＡＴの─

研修受講支援でありますとか、資機材整備を行

いますとともに、宮崎県災害派遣福祉チーム

ＤＷＡＴの体制強化のため、新規登録者研─

修や既に登録されている方へのフォローアップ

研修を行いました。

最後に、③にありますように、令和６年能登

半島地震に際しましては、ＤＷＡＴ、ＤＨＥＡ

Ｔや県保健師などを被災地に派遣しまして、避

難所等における支援活動を行ったところでござ

います。

Ⅱの今後の方向性としましては、①にありま

すように、災害時の保健医療福祉活動の総合調

整を円滑に行えるよう、引き続き関係団体も交

えた訓練を実施しますとともに、活動に当たっ

て必要となる資機材等の整備を行うこととして

おります。
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また、②にありますように、ＤＷＡＴについ

て、災害時に保健医療福祉調整本部や避難所に

派遣される各支援チームと連携して、より機動

的な活動ができるよう、引き続き研修や訓練等

を実施するとともに、③のＤＨＥＡＴにつきま

しても、災害時に保健医療福祉調整本部や保健

所等の支援ができるよう、引き続き研修の受講

支援や訓練等を実施してまいります。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は以上でございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書に関しましては、特に報告すべき事項は

ございません。

当課の令和５年度○新村指導監査・援護課長

の決算状況につきまして説明をさせていただき

ます。

お手元の令和５年度決算特別委員会資料の11

ページを御覧ください。

指導監査・援護課は上から２段目の欄になり

ます。左から、予算額１億5,875万8,000円、支

出済額１億5,538万4,759円、２つ飛んで、不用

額337万3,241円となっており、執行率は97.9％

であります。

次に、31ページを御覧ください。

主な不用額について御説明いたします。上か

ら３つ目の欄 （目）社会福祉総務費であります、

が、不用額は263万5,550円となっております。

主なものは、職員手当が見込みを下回ったこと

による執行残と共済費の執行残であります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

33ページを御覧ください。

「くらしづくり」の１「生き生きと暮らせる

健康・福祉の社会づくり （２）地域共生社会」、

づくりの推進についてであります。

、「 」 。まず 社会福祉法人運営体制強化事業 です

主な実績内容等の欄を御覧ください。

「社会福祉法人指導強化事業」については、

社会福祉法人への指導に際し、専門的な知識を

有する税理士等の助言を得ることにより、的確

な運営指導を行うもので、令和５年度は１法人

に対して実施しております。

また、三股町社会福祉協議会に補助を行い、

複数の社会福祉法人等が、連携して取り組む地

域貢献事業を支援しております。

さらに、福祉サービスの質を評価する第三者

評価制度を適切に実施するため、推進委員会を

開催したほか、評価調査者に対する養成研修、

継続研修を実施しております。

次の34ページを御覧ください。

一番上の欄 「福祉サービス運営適正化推進事、

業」です。この事業では、県社会福祉協議会が

、設置する福祉サービス運営適正化委員会に対し

補助を行い、福祉サービス利用者からの苦情相

談等への対応を行っております。

次の欄の「戦没者遺族援護事業」では、全国

戦没者追悼式に参列しましたほか、新型コロナ

ウイルス感染症の影響等で参列を見合わせてお

りました沖縄県のひむかいの塔追悼式に、４年

ぶりに21名の御遺族をお連れしました。

また、平和祈念資料展示室での遺品等の展示

を行うとともに、小中学校等において戦争に関

する語り部講話や朗読劇の上演を合計42校で実

施しました。

次の35ページを御覧ください。

これらの事業の施策の成果等といたしまして

は、①にありますように、社会福祉法人に対し

て税理士を活用した専門的な指導を行い、法人

運営の適正化を図りました。

また、複数の社会福祉法人等が協働で実施す
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る地域貢献の取組を支援することで、法人の地

域における公益的な取組を支援いたしました。

さらに、第三者評価制度を担う評価調査者向

けの研修会を開催し、評価制度の質の向上に努

めたところであります。

次に、②になりますが、福祉サービス運営適

正化委員会の運営を支援することにより、事業

者と利用者の話合いでは解決困難な苦情につい

て、中立公正な立場から相談助言等を行いまし

た。

③にありますように、戦没者遺族への援護に

、 、つきましては 戦没者遺族等への支援とともに

平和祈念資料展示室の運営や、語り部や朗読劇

を通して、戦争の悲惨さや平和の尊さを県民の

皆様にお考えいただく機会を提供したところで

あります。

これらの事業の今後の方向性といたしまして

は、①にありますように、税理士等の専門家を

活用した社会福祉法人への指導及び第三者評価

制度を推進することにより、今後も県民福祉の

向上を図っていくこととしております。

次に、②になりますが、県民の皆様が安心し

て福祉サービスが利用できるよう、引き続き福

祉サービス運営適正委員会の運営について支援

していくこととしております。

、 、最後に ③の戦没者遺族の援護になりますが

戦没者遺族等への支援とともに、戦争の記憶・

記録を風化させないよう、戦争を知らない世代

へ戦争体験の継承を図っていくこととしており

ます。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書に関しましては、特に報告すべき事項は

ございません。

長寿介護課の令和５年度○島田長寿介護課長

決算状況について御説明いたします。

決算特別委員会資料の11ページを御覧くださ

い。

長寿介護課は、上から５行目の欄でございま

す。予算額244億4,212万9,000円に対しまして、

支出済額226億4,509万3,566円、翌年度繰越額

は13億4,068万7,000円、不用額は４億5,634

万8,434円で、執行率は92.6％、翌年度繰越額を

含めますと98.1％となっております。

主な不用額について御説明をいたします。

資料61ページを御覧ください。

一番上の（目）老人福祉費の不用額１億9,417

万1,492円であります。主なものとしましては、

節 の欄の上から４つ目 報償費の不用額3,887（ ） 、

万3,452円であります。これは、物価や食材料費

の価格高騰の影響を受けております介護事業所

等に対しまして、事業所の負担軽減を図るため

支援金を支給いたしましたが、一部の介護施設

等から支援金の申請がなかったことによるもの

であります。

次に、その４つ下の委託料の不用額1,178

万8,552円であります。これは、介護職員の賃金

や労働環境等を改善するための介護職員処遇改

善加算等制度を周知する「介護職員処遇改善特

別支援事業」におきまして、専門相談員の個別

相談に応じる事業所数が見込みを下回ったこと

によるものであります。

次に、その２つ下の負担金・補助及び交付金

の不用額１億1,919万8,359円であります。これ

は、介護施設等における防災・減災対策を強化

するため、非常用自家発電設備や給水設備の整

備等、必要な経費の一部を補助する「介護施設

等防災・減災対策強化事業」におきまして、補

助金活用の辞退等により実績額が見込み額を下

回ったことによるものであります。

次に、その下の貸付金の不用額2,000万円であ
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ります。これは、市町村の介護保険財政に不足

が生じた場合に、市町村に対して貸付け等を行

うものですが、その実績がなかったものであり

ます。

資料の62ページを御覧ください。

上から３行目でございます （目）医務費の不。

用額２億6,119万1,540円であります。主なもの

としましては （節）の欄の５つ目、委託料の不、

用額3,478万7,166円であります。これは 「高齢、

者施設等への抗原検査キット配付事業」におき

まして、希望する事業者に対し新型コロナウイ

ルス抗原検査キットを配付いたしましたが、実

績額が見込み額を下回ったことによるものであ

ります。

次に、その２つ下の負担金・補助及び交付金

の不用額２億2,279万6,819円であります。これ

は 介護施設等の開設準備経費の助成を行う 介、 「

護施設等開設支援事業」におきまして、実績額

が見込み額を下回ったことによるものでありま

す。

決算事項別明細説明資料につきましては以上

でございます。

続きまして、令和５年度の主要施策の成果に

ついて主なものを御説明いたします。

資料の63ページを御覧ください。

まず 「人づくり 、３「一人ひとりが尊重さ、 」

、 」 （ ）れ 共感し合い活躍できる社会づくり の ２

高齢者が活躍する社会の推進についてでありま

す。老人クラブ支援事業につきましては、高齢

者の生きがいづくりや健康づくり活動を支援す

るために、老人クラブに対する支援を行いまし

た。

次に、資料64ページを御覧ください。

上段の「元気に活躍する明るい長寿社会づく

り支援事業」につきましては、高齢者の多様な

社会参加や健康・生きがいづくりに取り組んで

いる県社会福祉協議会が実施する宮崎ねんりん

ピックや心豊かに歌うふれあい短歌大会などに

対して支援を行いました。

資料65ページを御覧ください。

上段のⅠ、施策の成果等としましては、①の

老人クラブへの支援や②のシニアパワー顕彰な

どを通じまして、高齢者の社会参加・生きがい

づくりの促進や県民の理解促進に努めたところ

であります。

Ⅱの今後の方向性といたしましては、①のと

おり、老人クラブや県社会福祉協議会へ引き続

き支援を行ってまいりますほか、③のシニアパ

ワー顕彰などシニアパワーを生かした活動の周

知を通じまして、高齢者の社会参加の促進及び

県民の理解促進に努めてまいります。

資料67ページを御覧ください。

「くらしづくり 、１「生き生きと暮らせる健」

康・福祉の社会づくり」の（１）健康づくりの

推進についてであります。

改善事業「介護予防・生活支援体制整備市町

村支援事業」につきましては、市町村や地域包

括支援センターの職員を対象とした自立支援型

ケアマネジメント習得のための研修やリハビリ

テーション専門職の通所介護事業所等への派遣

を行いました。

次に、68ページを御覧ください。

「 」リハビリテーション専門職等機能強化事業

につきましては、リハビリテーション専門職等

に対して災害時の対応手法や在宅で生活する高

齢者の自立支援・重度化防止に関する研修を行

いました。

次に、69ページを御覧ください。

上段のⅠ、施策の成果等でございますが、①

の市町村や地域包括支援センター職員を対象と
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した研修や②のリハビリ専門職の市町村への派

遣等を通じまして、高齢者の介護予防や自立支

援、生活支援の取組を行う市町村への支援を行

いました。

Ⅱの今後の方向性といたしましては、①のと

おり、引き続き研修等を通じまして市町村に対

する支援を行いますとともに、②の地域におけ

るリハビリテーション専門職等のネットワーク

づくりの推進に努めます。

次に、資料70ページを御覧ください。

「くらしづくり 、１「生き生きと暮らせる健」

康・福祉の社会づくり」の（２）地域共生社会

づくりの推進についてであります。

「介護保険財政支援事業」につきましては、

介護給付費等に対し法定負担を行うことで、市

。町村の介護保険財政の安定化を図っております

資料71ページを御覧ください。

下から２段目の新規事業「医療・福祉分野に

おける食材料費高騰対策緊急支援事業」につき

ましては、食材料費価格の高騰の影響を受けま

す介護事業所等に対しまして、事業所の負担軽

減を図るため支援金を支給いたしました。

資料72ページを御覧ください。

上段の「地域医療介護総合確保基金積立金事

業」につきましては、医療及び介護の総合的な

確保を推進する事業を実施するため、基金の積

立てを行いました。

下段の「介護施設等整備事業」につきまして

は、介護療養型医療施設から介護医療院への転

換のための改修や、施設におけるみとり環境の

整備、また、介護職員の宿舎整備に対する支援

などに取り組みました。

資料73ページを御覧ください。

上段の「訪問看護事業所強化推進事業」につ

きましては、訪問看護師の確保や資質向上等を

支援し、訪問看護事業所の基盤強化を図るとと

もに、訪問看護事業所を開設する事業者に対し

て、立ち上げまでに必要な初期費用等の支援に

取り組みました。

次に、74ページを御覧ください。

下段の「介護福祉士養成施設学生支援事業」

につきましては、介護福祉士養成施設の学生に

対して実習費の一部を助成いたしました。

次に、75ページを御覧ください。

上段の新規事業「介護人材確保対策市町村支

援事業」につきましては、市町村が地域の実情

に合わせて実施する介護人材確保対策に対して

支援を行いました。

また、中段の新規事業「離職介護福祉士等再

就業促進事業」につきましては、離職中の介護

福祉士等に対して、介護に関する技術や知識を

再習得できる研修を実施し、再就職に向けた支

援を行いました。

次に、資料76ページを御覧ください。

「介護施設等感染拡大防止対策支援事業」に

つきましては、新型コロナウイルス感染防止対

策として、ウイルスが室外に流出することを防

ぐため、居室の気圧を低くする簡易陰圧装置の

導入や、ゾーニング環境の整備等に対する支援

に取り組みました。

資料の77ページを御覧ください。

Ⅰ、施策の成果等でございますが、②の介護

従事者の育成・確保のため、資質向上や参入・

定着の促進、処遇改善などを図る取組を行いま

すとともに、③の介護サービス提供体制の整備

のため、各市町村の介護施設等の整備促進を行

いました。

Ⅱの今後の方向性といたしましては、②のと

おり、介護人材の確保・定着に向けまして、総

合的な対策を講じてまいりますとともに、介護
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現場の生産性向上に向けた取組を推進しますほ

か、③の市町村等と連携しながら、介護サービ

スの提供体制確立に向け、基盤整備に取り組ん

でまいります。

主要施策の成果に関する説明は以上でありま

す。

最後になりますが、決算審査意見書及び監査

報告書に関しましては、報告すべき事項はござ

いません。

それでは、障がい福祉課○牧障がい福祉課長

分の決算状況について御説明いたします。

決算特別委員会資料の11ページにお戻りくだ

さい。

上から６段目にあります障がい福祉課の欄を

御覧ください。

予算額181億6,329万8,000円、支出済額は174

億6,729万2,540円、翌年度繰越額は３億3,396

万2,000円、不用額は３億6,204万3,460円、執行

率は96.2％、翌年度への繰越額を含む執行率

は98.0％であります。

それでは、主な不用額について御説明いたし

ます。

79ページを御覧ください。

一番上の（目）社会福祉総務費の不用額964

万7,424円であります。

主なものとしましては、職員に係る給料や共

済費などの職員費が見込みを下回ったことによ

る執行残であります。

また、一番下の負担金・補助及び交付金280

万6,000円でありますが、障害福祉サービス事業

所等への感染症対策に係る資材などの経費を補

助する「障害福祉サービス事業所等感染症対策

支援事業」におきまして、大規模な感染拡大に

、も対応できるよう予算を確保しておりましたが

補助申請実績が見込みを下回ったこと等による

執行残が生じたものであります。

続きまして、80ページを御覧ください。

（目）障害者福祉費の不用額639万2,940円で

あります。

主なものとしましては、中ほどの委託料186

万2,853円でありますが、手話通訳者の養成や派

遣など、各種委託事業におきまして執行残が生

じたものであります。

その２つ下の工事請負費254万7,761円であり

ますが 「全国障害者スポーツ大会練習環境整備、

事業」における知的障がい者バレーボール練習

会場の改修工事に係る入札執行残であります。

続きまして81ページを御覧ください。

（目）社会福祉施設費の不用額162万4,766円

であります。

主なものは、身体障害者相談センターの管理

運営における各種事務費における報償費や旅費

などの執行残であります。

続きまして82ページを御覧ください。

（目）精神保健福祉費であります。不用額

は1,854万7,192円、執行率は89.6％となってお

ります。

主なものとしましては、下から４番目の委託

料176万2,686円となっております。これは公費

負担医療に係る国民健康保険団体連合会などへ

の審査支払事務委託料の実績が見込みを下回っ

たことにより執行残が生じたものであります。

また、一番下の扶助費1,121万8,548円であり

ますが、措置入院に係る公費負担事業における

実績が見込みを下回ったものによるものであり

ます。

83ページを御覧ください。

目 障害者自立支援費 不用額8,981万8,355（ ） 、

円となっております。

主なものとしましては、まず上から５番目の
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報償費780万6,740円でありますが、食事を提供

する事業所に対する「医療・福祉分野における

食材料高騰対策緊急支援事業」におきまして不

足が生じないよう障害福祉サービス事業所単位

で予算を積算しておりますが、複数のサービス

を１つの事業所で提供している、いわゆる多機

能型事業所におきましては、当初見込額よりも

申請額が減少したことに伴い執行残が生じたも

のであります。

次に、その４つ下の委託料733万238円であり

ますが 「医療・福祉分野における物価高騰対策、

緊急支援事業」におきまして、事業費の支払事

務を委託しました国民健康保険団体連合会にお

きまして支払事務件数が見込みを下回ったこと

によるものであります。

次に、その３つ下の扶助費6,858万8,688円で

ありますが、精神通院医療費が見込みを下回っ

たことによるものであります。

それでは84ページを御覧ください。

目 児童措置費であります 不用額２億3,059（ ） 。

万1,406円であります。主なものは、下から４番

目の負担金・補助及び交付金１億7,061万9,982

円であります。

これは送迎用バスへの安全装置の導入支援を

行う こどもの安心・安全対策支援事業 や 重「 」 「

度障がい者（児）医療費公費負担事業」におき

まして実績が見込みを下回ったこと等によるも

のであります。

次に、１つ下の扶助費5,590万9,956円であり

ますが、主に障害児入所施設における入所給付

費等の実績が見込みを下回ったことによるもの

であります。

最後に85ページを御覧ください。

（目）児童福祉施設費であります。不用額542

万1,377円でありまして、この（目）はこども療

育センターの管理運営に係る経費であります。

主なものは、表の中ほどにあります委託料209

万4,931円でありますが、主にこども療育センタ

ーで提供する給食業務委託におきまして実績が

。見込みを下回ったこと等によるものであります

次に、５つ下の扶助費141万9,202円でありま

すが、療育センターに入所する障がい児の日用

生活用品等の経費が見込みを下回ったものであ

ります。

決算に関する説明は以上であります。

続きまして令和５年度の主要施策の成果につ

いて御説明いたします。

86ページを御覧ください。

はじめに 「人づくり」の２「文化・スポーツ、

に親しむ社会づくり」の（１）スポーツの推進

についてであります。

３年後に本県で開催されます第26回全国障害

者スポーツ大会を見据えまして、87ページの表

の３番目の「全国障害者スポーツ大会練習環境

整備事業 、88ページの新規事業「全国障害者ス」

ポーツ大会団体競技チーム力強化事業」などに

取り組んでまいりました。

この新規事業「全国障害者スポーツ大会団体

競技チーム力強化事業」でありますが、全国障

害者スポーツ大会に向けまして団体競技の競技

力向上を図るもので、令和５年度は選手確保の

ための体験会や練習会を５つの競技で開催する

とともに、競技団体関係者によります全国障害

者スポーツ大会の視察を実施いたしました。

施策の成果でありますが、令和５年度の宮崎

県障がい者スポーツ大会におきまして総勢703名

の選手が出場、18個の大会記録が更新されまし

た。

今後の方向性でありますが、各競技団体等と

連携し各地区での障がい者スポーツ教室やパラ
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スポーツ指導員養成講習会等を実施することに

より障がい者スポーツの普及促進を図ってまい

ります。

次に89ページを御覧ください。

「くらしづくり」の１「生き生きと暮らせる

健康・福祉の社会づくり （２）地域共生社会」、

づくりの推進についてであります。

表に掲げました主な事業について御説明いた

します。

まず、１番目の「介護給付・訓練等給付費事

業 、90ページの１番目と２番目 「障がい児施」 、

設給付費事業」及び「自立支援医療費事業」で

あります。

これらは障害者総合支援法及び児童福祉法に

基づく障害福祉サービス等の給付に係る義務的

経費であります。

続きまして92ページを御覧ください。

表の１番上の「発達障害者支援センター運営

事業」であります。

これは県内３か所のセンターで発達障がいに

関する相談支援等を行っているもので、令和５

年度の延べ相談支援件数は3,542件であります。

その下の「障害者就業・生活支援センター事

業」であります。

これは県内７か所のセンターで障がい者の就

労や生活に関する相談・支援を行い一般就労等

を促進するもので、令和５年度はコロナの影響

等もありましたが感染防止対策を徹底しながら

就労支援に取り組みました結果、令和５年度中

に支援を通じて就職を決定された方が276人と

なっております。

93ページを御覧ください。

表の２番目の「医療的ケア児等在宅支援体制

強化事業」であります。

これは医療的ケア児やその家族への支援体制

の強化を図るもので、令和５年度は医療的ケア

児支援センターの相談件数が104件、コーディネ

ーター養成研修では55名が修了いたしました。

「 」その下の 精神科救急医療システム整備事業

であります。

これは緊急な医療を必要とします精神障がい

者に対しまして適切な医療を提供するため、精

神科病院が輪番制により休日等に電話相談や診

療等を行う体制を整備するもので、令和５年度

の相談件数は410件、外来受診者数は181人であ

ります。

94ページを御覧ください。

一番上の「ひきこもり対策推進事業」であり

ます。

これは県が設置したひきこもり地域支援セン

ターにおきまして御本人やその御家族に対する

支援などを行っているもので、令和５年度のセ

ンターの相談件数は1,605件であります。

３番目の新規事業「ひきこもり支援・相談体

制強化事業」であります。

これはひきこもり当事者やその家族が身近な

市町村で相談支援が受けられるよう市町村の相

談体制を整備するもので、令和５年度は市町村

のひきこもり支援に活用するためのひきこもり

サポーター養成研修を131人が修了、市町村への

アドバイザー派遣を26回実施いたしました。

95ページを御覧ください。

１番上の改善事業「精神障がい者地域移行支

援事業」であります。

これは精神障がい者が地域で充実した生活が

できるよう、保健、医療、福祉等関係機関が連

携し社会的自立を支援するものであります。

令和５年度は課題の整理やネットワーク強化

を図るための協議会運営や支援者研修会、ピア

サポートの活用による退院意欲の喚起などを行
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いました。

97ページを御覧ください。

施策の成果等でありますが、障がい児支援に

つきましては、②にありますとおり児童福祉法

に基づく障がい児入所・通所に係る給付を行っ

たほか、発達障がいに関する相談支援や医療的

ケア児の支援に係る人材の育成などを行いまし

た。

また、④にありますとおり、障がい者の支援

につきましては、福祉的就労の工賃向上の支援

や農業を実施している事業者への専門家派遣、

マッチング支援等を行いました。

98ページを御覧ください。

今後の方向性でありますが、障がい児支援に

つきましては、②にありますとおり今後とも医

療的ケア児等を受け入れる短期入所施設の拡大

促進など地域における支援体制強化を図ってま

いります。

また、障がい者支援につきましては、④にあ

りますとおり今後も関係機関と連携しまして工

賃向上支援事業の広報活動に努めながら民間企

業のノウハウ導入などによりさらなる工賃向上

を図り、障がいのある方の自立した生活を地域

で支えることができるよう取り組んでまいりま

す。

主要施策の成果は以上であります。

最後に監査報告指摘事項等について御説明い

たします。

決算特別委員会資料の175ページを御覧くださ

い。

障がい福祉課が所管しておりますこども療育

センターにおきまして、表の一番上にあります

指摘事項 「公用車の運行管理について、全ての、

公用車で使用承認及び報告確認の手続が行われ

ていなかった」との指摘がございました。

今後は、公用車の安全運転管理担当者及び整

備管理担当者以外の職員が公用車の使用承認及

び報告確認の手続が行われているか、朝、夕に

確認を行うようチェック体制を改めまして適正

な事務処理に努めてまいります。

また、決算審査意見書につきましては特に報

告すべき事項はありません。

暫時休憩いたします。○山内主査

午後４時４分休憩

午後４時５分再開

それでは再開いたします。○山内主査

執行部の説明が終了いたしました。

ただいまの説明について質疑はございません

か。

資料28ページですが、自殺対策は○山下委員

毎回いろいろと出るんですけれども、これだけ

取組をやってきながら10万人あたりの自殺率の

数字がなぜ上がってくるんだろうと思っていま

す。この取組の問題点は何かあるんですか。コ

ロナとかありましたから、社会情勢はどうなん

だろうと思います。そこら辺の検証についてお

聞かせください。

いろんな取組をやってき○久保福祉保健課長

ております。ただ、全国的な順位ではワースト

で２位と、いい方向に行っていないんですけれ

ども、実際の自殺者数でいきますと、平成19年

度は394人でございまして、直近の令和元年で

は190人 半分近くまでは一旦下がっておりま─

す。またここ３～４年で少しずつ増えていって

いるような状況があります。これまでやってき

た取組が全く効果がないとは私たちも全然思っ

ておりません。一定の効果はあるものだと思っ

ています。

啓発はもちろんやっているんですけれども、
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ゲートキーパー研修事業ということで、理美容

の方で少し普段と違うなというのを感じ取って

話を聞いてあげたりとか、身近な人がそうやっ

て聞くような体制、知識を皆さんが持ってつな

げるような活動をする。これは、いろんな研修

を県でも保健所単位でやっていますし、市町村

でもやっております。そういうところで少しず

つは効果が出ているのかなと思っております。

本県の自殺者数の割合は、何度も説明してい

るかもしれませんが、男性の自殺者の割合が非

常に高くなっていて、全国的にもそうなってい

ます。全国的には40～50代の方がどちらかとい

うとピークなんですけれども、本県の場合は70

～80代の方 過去の平均でいくと80代 70代 60、 、 、

代の方が割合的にも人数的にも多いというとこ

ろが非常に問題だと思っております。

そういった中で、昨年末に行動計画を策定し

まして今年度から取り組んでおります。これま

でと同様に行っているところに プラスアルファ、

したのは、電話相談窓口に空白の時間がありま

したので、その辺を埋めたり、免許更新時にい

ろんな相談窓口が書いてある、あまり邪魔にな

らない大きさのパンフレット等を作って配布し

たり、民生委員の研修のときにも「こういうこ

」とがこういうふうに県内で問題になっています

というようなことをお伝えしたり、地道な活動

になるんですけれども、そういうことが必要だ

ろうと進めております。

それから、電話相談で来られている方の話を

聞くと、孤独を訴える方がいらっしゃるもので

すから、自殺対策だけではなく、いろんな地域

福祉の横の連携を取るような事業を本課でも

やっておりますけれども、県だけでもできなく

て、市町村の方や市町村の地域福祉をコーディ

ネートされる方などが、いろんな横の連携、つ

ながりを持って場をつくっていくといったこと

。をやっていくしかないのかなと思っております

一義的にはそういう高齢者向けの対策をやる

ことが大事ですが、過去、数値が一番低かった

ときの傾向を見ると、圏域別に見てもいろいろ

効果はあるんですけれども、実数として一番大

きいのは都市部のほうで こちらの数値が下がっ、

たときは県全体の数値も下がるところもありま

すので、宮崎市のほか、大きい市町村ともさら

に連携を取りながら対策を進めていきたい やっ、

。ていくしかないと思っているところであります

今説明を聞いていると、都市部の○山下委員

ほうで自殺者が少なくなったら県全体でも少な

いという見解でいいんですか。

全体的に高齢層で減るの○久保福祉保健課長

がベストなんですが これは命がかかってい─

る数字なので、ただの数字で扱ってはいけない

と思うんですけれども 全体の数字を減らす─

という意味では、令和元年度が190人と過去一番

少なかったんですけれども、要因としてどこが

一番違っているのか見ると、宮崎市内辺りがか

なり下がったときに県全体の数字も下がってい

ます。宮崎市が取り組んでいないということで

はなくて、いろんな相談窓口等もつくっていま

すし、ＳＮＳ相談もしているんですけれども、

数値を全体的に下げるとなると一番効果的と考

えているところであります。

私は都城なんですが、地域活動を○山下委員

見てみるとかなり地域コミュニティーがなく

なってきているんです。これは新型コロナの影

響だろうと思うんです。高齢者クラブもどんど

ん少なくなってきている。公民館活動とか、全

てのいろんな活動が、なければないで済んだ、

その間に役員交代があってどうなっているか分

からないということで、地域の中で何かのアク
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ションを起こそうとする力がなくなってきてい

るんです。農村部でさえそういう状況が続いて

いますから、宮崎市みたいな町になってくると

余計にその辺が進んでいるのかなと思うんです

よね。

そういう状況で増えてきたんだろうなと我々

も思うんですけれども、では具体的にどうした

らいいのか。電話相談の24時間体制とかいろん

な体制はあるんだけれども、コミュニティー、

地域の活動に取り組む体制づくりをどうやって

するのか。

特に高齢者の男性のほうが多いということで

すが、宮崎県ではパチンコが一番多いというこ

ともありますし、財政的に困窮する高齢者が増

えているのか。例えば奥さんのほうが先に亡く

なって、その後、孤独感に耐えられなくなって

自殺をされるのか。その辺はどう分析していま

すか。

なかなか統計データでは○久保福祉保健課長

個別の状況まで追っていけない事情もございま

して、拾いようがないところはあるんですけれ

ども、客観的に見たときに貧困状況にあるとこ

ろや飲酒が影響を及ぼしている。それ以外もあ

るんですけれども、薬であったり、ギャンブル

であったり、依存症といったことが影響してく

ることもあろうかと思います。

因果関係がはっきり分かる部分はないんです

けれども、例えば自殺を企図した方の連絡が警

、察のほうにいって話を聞いて了解をもらったら

今度は保健所の方が支援するような取組を随分

前からやっているんですけれども そこから入っ、

てくる情報を見ると、病気 いわゆる鬱病と─

かそういう病気もあるんですが 内臓疾患といっ、

た病気を抱えていて鈍痛があるとか、もう耐え

きれないとか、そういうことで薬をもらいに行

くのにも家族に迷惑をかけてしまうというよう

な話をされる方が結構いらっしゃるので、話を

聞いてあげる場が本当に大事なのかなと思いま

す。

それで、地域の居場所ですね。自殺対策だけ

では先に進まなくて、私どもが先ほど説明しま

した地域共生社会 障がい者の相談支援、子─

育て支援の相談支援、高齢者の相談支援が縦割

れではなくて横でつながると拾えていなかった

方を拾える可能性があったりしますから、そう

いう事業を、今、市町村も一生懸命組み立てよ

うとしております。そのつなぎ役として地域福

祉コーディネーターも育てていますので、そう

いう方々と連携しながら何とか地域につなげて

いくようなことを進めていきたいと思います。

言われるように、コロナ禍でみん○井本委員

なが集まることがなくなった。実際に細々と老

人会をやっていたけれども 「もういいや」とや、

めてしまっているところがあります。

何でもいいんです。何らかのコミュニティー

。 、につながる １つのコミュニティーができたら

１つ、２つ、３つとコミュニティーを重ねて、

重畳的につながれば大分違うんじゃないかなと

思います。だからもう一回、意図的に積み上げ

ることに力を入れてやってみないといけないん

じゃないかなと思うんです。

非常に大事なお話であり○久保福祉保健課長

ます。確かにコロナの頃、地域の文化祭や運動

会がなくなって 私も役員で出たりするんで─

すけれども、目標がある人は張りがあってあま

りお年を取られない印象がありますので、そう

いう力は非常に大事かなと思います。

福祉的な要素での地域連携の話をさせても

らったんですけれども、そういうところだけで

はなくて公民館活動であったり、自治会活動で
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あったりも含めて、地域福祉コーディネーター

の方 福祉の専門の方ではあるんですけれど─

も、入り口の段階では福祉だけではなく、地域

の横のつながりから入っていったりする手法も

取っていらっしゃるみたいなので、御指摘のよ

うな内容もいろんな研修や会議の場で市町村の

方あるいは関係団体の方とお話しするときに、

いろいろ提案していきたいと思います。

もう１ついいですか。私の駄弁み○井本委員

たいなものですが 「人は何のために生きている、

の」と、人生に意味があるのかを聞かれたとき

、 、に 私も随分自殺に関する本を読んだけれども

まともに答えている本はないんです。皆さんは

「 、電話がかかってきて 人は何で生きているのか

人生に意味があるのか」と言われたときにどん

なふうに答えているのか。

恐らく自殺する人の10倍以上は予備軍がいる

わけですから、そういう人たちは人生に対して

本来何のために人間は生きているのかというこ

とが基本的にあるんじゃないかと思います。そ

れが基本にあって、いろんな出来事が重なった

ときに「もう嫌だ。死んじゃえ」となるんじゃ

ないかと思うんです。

私は自殺者の気持ちがよく分かるんです。自

。 、分も昔そうだったから 電話相談されるときに

その辺をきちんと説明できる人がいるのかなと

思うんです。実際に本を幾ら読んでも、そうい

う実存的な苦しみ悩みに対してどうやって答え

たらいいのか答えは何も書いていないんです。

課長は答えられますか、どうでしょうか。

私はそういう専門の研修○久保福祉保健課長

等は受けていないものですから、うまく答える

自信は全くございませんけれども、自殺の電話

相談員の方はいろんな研修等を受けますし、こ

れまでの対応の蓄積等を共有して対応していた

だいているとお聞きしております。

、まずは傾聴になろうかと思うんですけれども

人それぞれ事情が違いますので、体験、経験に

おいて身につける部分もあると思います。

電話相談を受けたときにその辺の○井本委員

応答もできるぐらいの知識は身につけていても

。いいんじゃないかという気がしたものだからね

相談員の方は何十名の体○久保福祉保健課長

制でローテーションを組んでやっているんです

けれども、そこに一番気を遣って共有して研修

等を行っております。対応が悪いという話は聞

いていませんのでしっかりやっていただいてい

ると思います。

自殺を一旦決意した人たちは、や○山下委員

り遂げるまで何回でもやっていくんです。だか

らプロの人が電話で受けて、立ち直っていくの

はごく稀だろうと思うんです。結局、相談、Ｓ

ＯＳを発信した方が10人いたとすれば、最後ま

で救いの手を差し伸べられた人は何人ぐらい、

何％ぐらいいるんですか。その把握はできてい

ないんですか。

それぞれ事情があって、○久保福祉保健課長

例えばさっき話した、自殺企図をした方の通報

が警察のほうに行って、何とか思いとどまって

保健所の職員がフォローして、また何回かお話

を聞いて、その後「今は落ち着いています」と

いう話を聞くケースは多いです。何人という数

値的なものは難しいところがございます。

あと、かなり慎重にやらなきゃいけないんで

すが、亡くなられた方がどういう経緯、プロセ

スを経てというようなところも、過去、亡くな

られた方の御家族等に、全国ベースで調査した

ケースもあるんですけれども、かなり時間をか

けて慎重にやっております。

全国的に見ても、うちの県だけなぜという思
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いが私たちもあるものですから、時間もかかる

し成果がすぐ出るかどうか分かりませんけれど

も、今年度は専門家の方と話をして、そういう

。取組も進めようと考えているところであります

多分、生きる目的がなくなってく○山下委員

るのが一番だろうと思うんです。

介護が必要になって、要介護３以上になって

自立ができなければ施設に行きますよね。そう

いう人たちは周りにいろんな関わり合いがあり

ますからまだ救われていきます。そこに行き着

くまでの生きる喜び、生きる目的があれば耐え

られるんです。次の朝を迎えるのが楽しくなり

。 、ますからね さっきから言っていますけれども

そこら辺の仲間です。近くで信頼できる人間関

係 いつでも電話できる、会えるとか、そう─

いう体制づくりが一番だろうと思うんです。

自分の役割が終わった、自分の明日の姿が見

えないとなってくると、どんどん思い詰めてい

くだろうと思うんです。その辺を照準に整理さ

。れてやっていかれたらいいのかなと思うんです

難しいですけれども、ぜひよろしくお願いしま

す。

自殺相談の電話にかける時点で、○野﨑委員

多分いっぱいいっぱいの人なんです。福祉保健

課長が言ったように、例えば各課でいじめの相

談所や高齢者の相談所をもっと手厚くして、相

談所に電話しなくてもいいようにその前の段階

をまず充実させる取組が必要です。ピンポイン

トで自殺相談の電話のところだけを見てしまう

と、自殺を決めた人ばかりなので、各課でしっ

かり調査研究して、その前の段階で止めるのが

非常に大事と思います。

僕も自殺の本を読んで、メカニズム上、いろ

いろな要因が円で書いてあって、それが交差し

てがんじがらめ、絡まった状態で抜け出せない

ような感じになって自殺するような本もあった

んですけれども、そうなる前に各担当課がしっ

かり相談相手になることが大事です。

あとは、各地域支援コーディネーターの話も

あったし 地域包括ケアシステムのケアマネジャ、

ーもあるかもしれないけれども、宮崎市ですと

市町村合併がありました。

例えば僕は清武町だけれどもコーディネータ

ーが佐土原町辺りから来る。町を知らない。清

武町を全然知らない人がコーディネーターや支

援員になっても、人間関係づくりをゼロから始

めないといけないから非常に時間がかかって人

間関係がよくならない。でも、もともと清武町

の社会福祉協議会にいた人がその町の支援員や

コーディネーターになれば、町政時代から顔見

知りだから、高齢者だって子供だって、すごく

早いと思うんです。

人の地域性があるので、非常に時間がかかる

か、かからないか、地域に溶け込むか、溶け込

まないかが全然違うと思います。そういうのも

各市町村といろいろ協議しながら人材の配置、

育成もしていけば スピードも早くなるし 違っ、 、

てくるのかなと思います。

関連してよろしいですか。○山内主査

資料26ページの自殺関係の関連でお伺いした

いんですが、自殺予防強化ということで夜間電

話相談を午後８時～翌朝の午前４時とされてい

て、さらにコロナ禍では拡充もされていたとい

うことなんですが、夜間時の電話相談は件数が

伸びていたり電話がつながりにくかったりする

んでしょうか。

電話相談もお昼に精神保○久保福祉保健課長

健福祉センターで行っている分と夜間に行って

いる分がありまして、件数を全部拾うと8,666件

というような数字があります。そのうち夜間電
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話で受けたのが4,649件ございまして、非常に重

要な感じになります。

夜間電話で一番かかってくる時間帯も、ある

程度把握していまして、午後９～10時とか、そ

の次が午前ゼロ～１時、午後10～11時というよ

うな、皆さんが就寝するような時間帯が多いと

いうこともありますので、これまでの実績等も

踏まえて、その時間帯に対応できるような体制

を取っております。

決算の話と変わりますけれども、今年度、隙

間の時間を埋めたところ 朝方の午前４～８─

時までの間も、４月から始めて30件ぐらい電話

はかかっておりますので、思ったときにかけら

れる体制があるのは重要かなと思います。

今年度に入って、そういうことで○山内主査

悩んでいるという御相談を受けたんです。その

方は電話相談に電話をしたけれども、なかなか

「 」つながらないということで いのちの電話─

のお話をされていたかもしれないんですけれど

も、なかなかつながらなくて、つながったら宝

くじが当たるぐらいというような話をされてい

ました 「いのちの電話」ではよくそういう話を。

聞きます。県の夜間電話相談とはまた違う話か

もしれませんが 課長が今おっしゃってくださっ、

たように、かけたい、聞いてほしいときにつな

がる体制が非常に大事だと思うので、また引き

続き対応をお願いしたいと思います。

、○久保福祉保健課長 時間帯の不備等は私も今

初めて聞いた話になりますので、その辺の実態

等を確認させていただくとともに、若い方だと

最近は電話ではなくＳＮＳ、これは厚生労働省

でもやっていますし、市町村単位でもやってい

たりします。子供だと子供専用のＳＮＳ相談等

もやっています。電話やＳＮＳでもつなげると

、いう広報をもっとしっかりやっていこうかなと

今、考えた次第でございます。

お願いします。ほかに、自殺関係○山内主査

はよろしかったでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ほかに質疑はございま○山内主査

せんか。

生活保護の件だけれども、自動車○井本委員

を持ったらいけないと言われるでしょう。確か

に昔は自動車は財産だったかもしれないけれど

も今は生活必需品です。10万円ぐらいの中古車

なんて幾らでもある。金持ちじゃないと乗れな

、いような車はもちろん買えないだろうけれども

特に田舎では、自動車は生活必需品に入ってい

ると思うんです。それを持ったら駄目だとされ

るから、ある程度考えてほしいと思うんです。

生活保護制度は確かに全○久保福祉保健課長

国一律の制度で、自動車につきましては都市部

と地方では事情が違うという話もあると思いま

す。全く認めていないという話ではなくて、必

要な通院とか、勤務に当たって本当に交通手段

がないとか、そういう場合に関しては、いろい

ろ事情を勘案して認めるケースもございます。

生活保護の概念としては必要最低限の生活は

維持しなければいけないところで、車を持つと

維持費等もかかるものですから、地方では車が

ないと最小限の生活ができないのかどうかとい

う判断が難しいところであるんですけれども、

ケース・バイ・ケースで認めていることもござ

います。

ケース・バス・ケースの話を聞い○井本委員

たんです。宮崎では基本的に車は必要、生活必

需品だという体制でやるべきじゃないかなと

言っているんです。

田舎でバスは１日に２本ぐらいしか出ないと

ころでバスで行きなさいって、どうやって過ご
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すのかね。車も５万円、10万円ぐらいで売って

いる安い車もあります。私は必需品として認め

ていいんじゃないかと思うんです。宮崎だけ例

外というのをつくれないのかな。

国費が相当入っていると○久保福祉保健課長

いうこともあって、本県だけ特別に、本県独自

でこうしてくださいというのは今の段階では無

理なんですけれども、いろんな事情を国に伝え

ていくことはできると思いますので、また機会

を見てお伝えしていきたいと思います。

戦没者の遺族会はずっとあるだろ○山下委員

うと思うんです 私も副議長のときに沖縄に行っ。

た際も話に出たんですが、組織の弱体化です。

来年で戦後80年 昭和100年になるんです。戦─

争を知らない子供たちがどんどん増えてくる。

遺族会の運営が非常に難しい時代になってきた

だろうと思うんです。７か所のつながりがある

組織は遺族会ですが、日本として戦争を伝えて

いく、もう二度と戦争をしたらいけないんだよ

という取組について、今後の活動の方向性の見

通しがあったら教えてください。

県の遺族連合会に○新村指導監査・援護課長

加盟している遺族の数はどんどん減っていまし

て、毎年500人単位で減っているところです。

語り部や朗読劇は、戦後70年の時に始めた授

業で、ずっと続けてきて、学校に大分普及して

きたこともあって、応募がかなりある状況です

が、伝えてきた方は、だんだん高齢化し少なく

なってきています。遺族連合会は今度役員も変

わり、戦後の世代の委員になりましたので、ど

ういうふうに今後やっていこうかと語り部の方

も含めて、遺族連合会といろいろ話をしている

ところです。

今、国際的に戦争がどんどん起き○山下委員

ています。ウクライナとロシアに始まって、イ

スラムなどでも連日、ああいう痛ましい戦争が

行われてますよね。それと同時に、日本を囲む

アジア圏 中国、北朝鮮、そういうところを─

中心とする様々な緊張の高まりで、危機意識も

高まってきているのかなと思うんです。

そのような中で、遺族会も高齢化してますか

ら、非常に難しいかもしれませんが、尊い犠牲

があって、それを語り継ぐには、遺族会のグル

ープ、語り部が中心になっていただいて、あの

ような戦争をしたら絶対駄目だとか、そういう

ふうにもう少し目標を絞って、一緒にやれない

、 。かという思いを 私はいつも持っているんです

。その辺の組織としての方向性はどうでしょうか

語り部の方も高齢○新村指導監査・援護課長

化してきて、今はまだ何とかやれていますけれ

ども、あと10年したらどうかというところもあ

りまして、令和５年度には戦後世代の方も団体

の一つに入っていただいて、その方がお話をす

る中で地域の遺族会の方に来ていただくとか、

語り部は地域のことをなるべく話すようにして

いますので、都城であれば都城の空襲のあった

空港があったという内容を入れて話をしていま

す。いずれ直接伝える方もいなくなっていきま

すので、今、工夫してやっていきたいと考えて

いるところです。

宮崎県は古事記1300年ということ○山下委員

で、ここ十何年、いろんな記念事業もやって、

宮崎の歴史にかなりポイントを置いてやってき

たところですが、宮崎県には自衛隊の基地で重

要な拠点がいっぱいありますし、宮崎県出身で

自衛隊になっている人たちも全国比率からする

と多いんです。そういうこともちゃんと調べて

いただいて、新たに目の前に迫っている様々な

ことを考えていくと、何かできること、啓発を

行っていくべき時期じゃないかと思うんです。
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そういう認識を持っていただくとありがたいと

思います。

、○新村指導監査・援護課長 おっしゃるように

今、本当に戦争が世界中であっている時期で、

大切なことだと思っています。語り部は朗読劇

の後、感想文も頂いて、子供たちが話をちゃん

、と分かっているというのも認識していますので

これからに向けていろいろ考えていきたいと思

います。

よろしくお願いします。○山下委員

関連でございますか。○山内主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ほかに質疑ございます○山内主査

か。

資料15ページの生活保護費のとこ○齊藤委員

ろで、分からないので教えてください。

宮崎市の場合は、中核市として生活保護は直

接やっているんですけども、支出済額の32億円

余というのは、宮崎市を除いた25市町村という

理解でいいんですか。

宮崎市以外の扶助費とし○久保福祉保健課長

て払っている分については、そうなります。

例年、30億円ぐらいなんですか。○齊藤委員

積算としては、そんなに○久保福祉保健課長

増減するものではございません。

認識違いしておりました。町村部の費用にな

ります。宮崎市も含め市部については、国から

直接、県を通さないところで、支給されるとい

うようなことになります。

分かりました。○齊藤委員

もう一つ確認なんですけれども、生活保護は

中核市でない一般市である延岡市、都城市辺り

でも窓口を設けて直接、国から受け入れて執行

しているという理解でいいんですか。

。○久保福祉保健課長 宮崎市には直接行きます

ここに掲げている費用は町村部なんですけれど

も、各市部の福祉事務所にお流しする部分につ

いては、いわゆる予算立てはせず、一旦、県で

取りまとめて各市部の方に流すような仕組みで

やっております。

ということは、例えば延岡市、都○齊藤委員

城市、日向市、日南市などに関しては、この決

算報告の中に数字が出てくるという理解でいい

んですか。

決算としては、各市のほ○久保福祉保健課長

うで数字が上がることになります。

なるほど、分かりました。○齊藤委員

よろしいですか。関連でございま○山内主査

すか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

ほかに質疑はございますか。○山内主査

─○野﨑委員 パラスポーツのオリンピック

パラリンピックがありました。福祉的な意味で

は障がいのある方が夢と希望を持っている。あ

とアスリートとして、パラリンピックを見たら

凄い本格的な競技でした。

僕は宮崎県をパラスポーツの聖地のようなイ

メージにしたいなと思っています。何か意気込

みがあればお願いします。

くしくも３年後に宮崎県○牧障がい福祉課長

で、全国障害者スポーツ大会の開催が決定して

おります。

46年前、宮崎国体があってから、障がい者ス

ポーツが伸びていたか、普及していったかとい

うと 若干首をかしげないといけない部分があっ、

たので、今回の全国障害者スポーツ大会は、障

がい者のスポーツ大会を根づかせる、もっと身

近なものに感じていただくのに、障がい福祉課

としては非常にいい機会だと考えております。

もともと長年、障がい福祉課で障がい者スポ
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ーツの普及をやっておりました。今回はそれに

加えて、競技力の向上面も国スポの事務局と一

緒にやっております。

そのベースとなるのが障がい福祉課でやって

おります生きがいづくりとしての障がい者スポ

ーツであります。これに今回、競技力向上とい

うことで、全世界に羽ばたくパラ選手 それ─

こそ宮崎にも中西さんがいらっしゃいましたけ

れども、世界を目指せる選手もいることを宮崎

県民にもどんどん知っていただいて、障がい者

も障がいのない方も一緒にスポーツを楽しめる

環境づくりをどんどん目指して、全国障害者ス

ポーツ大会の大きなジャンプアップの機会とし

て取り組んでいきたいと考えております。

今回の大会を目指していくのも大○野﨑委員

事だし、普通に開催されている県の障がい者の

大会は、例えば順番制でやるとか 要は強い─

チームがあるんだけれども、そこは休んで順番

制で幅広くされる一方で、さっき言われたよう

に競技力を向上させて、全国、世界に通用する

ようなアスリートもつくっていただきたい。そ

ういった整備環境とチームづくりを段階的に

やっていただくと、障がいのある方が夢と希望

もあるし、健全者の応援団も盛り上がるんじゃ

ないかなと思います。パラスポーツの聖地とし

、 、 。て 意気込みがあれば部長 お願いいたします

、 、○牧障がい福祉課長 先に 補足と言いますか

先ほどの競技力と普及については、障がい者の

競技団体の育成もベースになると思います。強

化方針をどう考えていくのかを県が考えるので

はなくて、競技者団体自らが考える必要がある

と思っております。自分たちのスポーツの普及

具合とか、アピールのために上を目指す強い選

手を育てるのかとか、そのあたりは競技団体と

一緒になって考えていく必要があると思います

ので、先ほどの契機づくりの中には、競技者団

体の育成も必要と思っております。

パラスポーツについて○渡久山福祉保健部長

でございますけれども、私も今度、来月には佐

賀県で開催される全国障害者スポーツ大会の応

援に駆けつけようと思っております。

５月にありました県の障がい者スポーツ大会

にも見学といいますか、応援に行かせていただ

きました。

県内では、障がい者の雇用は全国では比較的

高いという意味で、この前も表彰がありました

が、次第に、普段のいろいろな企業活動とか、

生活の中で障がい者が活躍される、それぞれの

持ち味を生かしている場が広がってきている。

それがスポーツにおいても広がっていくと、さ

らに県民の間に障がい者、もっと広い範囲での

高齢者なども含めた共生社会に対する認識が広

がるだろうと、そういう意味においても、この

障害者スポーツは大事な役割を果たすと思いま

すので、３年後の大会を契機にしっかりと広げ

。ていけるようにしていきたいと思っております

頑張ってください。○野﨑委員

ほかにございませんか。○山内主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって、第一班○山内主査

の審査を終了いたします。お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後４時51分休憩

午後４時51分再開

分科会を再開いたします。○山内主査

明日は10時再開ということでよろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは今日の分科会は終了いた○山内主査
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します。お疲れさまでした。

午後４時51分散会
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午前９時58分再開

出席委員（７人）

山 内 佳菜子主 査

副 主 査 山 内 いっとく

委 員 坂 口 博 美

委 員 山 下 博 三

野 﨑 幸 士委 員

齊 藤 了 介委 員

井 本 英 雄委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

渡久山 武 志福 祉 保 健 部 長

福祉保健部次長
津 田 君 彦

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
市 成 典 文

（保健・医療担当）

こども政策局長 長 友 修 一

衛 生 技 監 椎 葉 茂 樹

部参事兼福祉保健課長 久 保 範 通

指導監査・援護課長 新 村 仁 志

医 療 政 策 課 長 徳 地 清 孝

国民健康保険課長 本 田 浩 樹

長 寿 介 護 課 長 島 田 浩 二

医療・介護連携推進室長 廣 池 修 次

障がい福祉課長 牧 浩 一

部参事兼衛生管理課長 壹 岐 和 彦

健 康 増 進 課 長 德 山 美 和

薬務感染症対策課長兼
吉 田 祐 典

薬 務 対 策 室 長

こども政策課長 増 田 光 宏

こども家庭課長 奥 野 真 一

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 黒 田 真 紀

政策調査課主査 藤 原 諒 也

分科会を再開いたします。○山内主査

これより、国民健康保険課、健康増進課、こ

ども政策課、こども家庭課の審査を行います。

令和５年度決算について、各課の説明を求め

ます。

国民健康保険課の令○本田国民健康保険課長

和５年度決算状況について御説明いたします。

お手元の令和５年度決算特別委員会資料を御

覧ください。資料右下の決算と書かれたページ

のほうで説明をさせていただきます。

11ページを御覧ください。

まず、一般会計につきましては、上から４段

目、予算額290億233万9,000円に対し、支出済

額289億8,469万6,099円、不用額は1,764万2,901

円となっており、執行率は99.9％であります。

次に、特別会計につきましては、特別会計の

欄の１段目でございます。国民健康保険特別会

計でありますけれども、予算額1,191億8,099万

円に対し、支出済額1,155億3,420万3,479円、不

用額は36億4,678万6,521円となっており、執行

率は96.9％であります。

、 。次に 主な不用額について御説明いたします

51ページを御覧ください。

まず、一般会計でございます （目）国民健康。

保険指導費におきまして 不用額は1,627万7,740、

円となっております。主な理由は （節）負担金、

・補助及び交付金、特別会計繰出金などの執行

令和６年10月１日(火)
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残であります。

52ページを御覧ください。

次に、国民健康保険特別会計でございます。

（目）国民健康保険運営費におきまして、不用

額は36億4,678万6,521円となっております。主

な理由は （節）の欄の下から３番目の負担金・、

補助及び交付金におきまして、医療機関等に支

払う保険給付費として、県が市町村に交付する

普通交付金などが、見込み額を下回ったことな

どによる36億3,672万1,900円の執行残でありま

す。

次に、主要施策の成果でございます。主要施

。策の成果について主なものを御説明いたします

53ページを御覧ください。

１「生き生きと暮らせる健康・福祉の社会づ

くり」の（３）医療提供体制の構築・充実であ

ります。

54ページを御覧ください。

表に記載しております、施策推進のための主

な事業及び実績であります。

まず、マルの「国民健康保険特別会計事業」

につきましては、国保財政の収支を県全体で一

元的に管理することとなり、財政運営の安定化

を図るために、平成30年度から設置しているも

のであります。

、国民健康保険特別会計事業の主な実績として

、 、左側のポツ 保険給付費等交付金でありますが

市町村が保険給付に要した費用の全額を普通交

付金として、また保険者努力支援交付金や特定

健康診査等負担金など、国保の事業や特別な事

情に要する費用を特別交付金として市町村に交

付したところであります。

右側のポツ、保健事業でございます。医療費

の適正化を推進するため、特定健診実施率向上

に向けた被保険者への勧奨、糖尿病重症化予防

に係る医師向けの研修、適正服薬のための薬剤

情報通知や市町村向け研修などの市町村を支援

、するための様々な保険事業に取り組むとともに

県保険者協議会の啓発事業などへの支援を行っ

たところであります。

次に、一般会計の事業であります。

１つ目のマル「保険基盤安定事業」でござい

ます。こちらにつきましては、低所得者への保

険税軽減の相当額などを市町村に助成するもの

でありまして、国保財政の安定化と被保険者の

負担軽減を図ったものであります。

続きまして、55ページを御覧ください。

２つ目のマル「特別会計繰出金事業」につき

ましては、国民健康保険特別会計に法令で定め

られた県の負担金等を、一般会計から繰り出す

ことにより、国保事業運営の安定化を図ったも

のであります。

３つ目のマル「高齢者医療対策事業」につき

ましては、後期高齢者医療制度を運営する宮崎

県後期高齢者医療広域連合や、市町村に法令で

定められた各種の負担金を交付することなどに

より、制度の安定的な運営を図ったところであ

ります。

続きまして、56ページを御覧ください。

次に、施策の成果等及び今後の方向性につい

てであります。

まず、施策の成果等についてでありますが、

国民健康保険につきましては、①にございます

、 、とおり 宮崎県国民健康保険運営方針に基づき

市町村とともに、安定的な財政運営や、効率的

な事業運営に向けた取組を推進してきたところ

であります。また、特定健診の実施率向上への

取組をはじめとする、様々な医療費の適正化に
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資する事業を展開したところであります。

②の後期高齢者医療につきましては、宮崎県

後期高齢者医療広域連合に対し、県費負担金を

交付することなどにより、制度の安定的運営に

寄与したものと考えております。

次に、Ⅱの今後の方向性についてであります

が、①「国民健康保険事業」につきましては、

引き続き県と市町村が一体となって、予防・健

康づくりに重点的に取り組みながら、医療費の

適正化を推進するなど 事業の健全な運営を図っ、

てまいりたいと考えております。

②の後期高齢者医療制度につきましては、今

後とも制度の運営が安定的に行われるよう、広

域連合に対し適切な支援や助言などを行ってい

くこととしております。

下の表には、本県における市町村国保だけで

はなく、被用者保険も含めました特定健康診査

の実施率を記載しております。令和５年度の欄

には、令和５年度中に確定した令和３年度の実

績値を記載しております。実績値は、前年度0.6

ポイント上回る51.5％となっております。特定

、健康診査の実施率向上への取組といたしまして

市町村におきましては、文書、電話、そして訪

問による受診勧奨のほか、夜間、休日の集団健

診の実施やがん検診との同時実施による受診機

会の拡大などの取組を行っております。

、 、 、また 県においては 市町村への財政支援や

医療機関に対して受診勧奨や情報提供事業への

協力依頼、保険者協議会などと連携しながら、

特定健康診査広報月間を中心に広報・啓発など

を行ってきたところです。

主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。

次に、特別会計の歳入歳出決算について御説

明します 「令和５年度国民健康保険特別会計歳。

入歳出決算書」をお願いします。

57ページでございます。

国民健康保険特別会計の歳入の表の一番下、

歳入合計の欄を御覧ください。

予算現額1,191億8,099万円に対し、調定額及

び収入済額1,196億3,253万227円であり、不納欠

損額及び収入未済額はございません。

歳入の収入済額の合計から歳出の支出済額の

合計を差し引いた金額は、一番下の欄外に記載

しておりますが、歳入歳出差引残額の40億9,832

万6,748円となり、国庫負担金の精算の財源など

特別会計の運営経費に充てられるものでありま

す。

次に、監査委員からの令和５年度歳入歳出決

算審査意見書において、意見・留意事項があり

ましたので、御説明いたします。

「令和５年度宮崎県歳入歳出決算審査意見

書」58ページを御覧ください。

（15）国民健康保険特別会計に関しまして、

意見・留意事項等といたしまして、59ページを

御覧ください 「今後とも医療費の増加が見込ま。

れることから、国民健康保険の適正な運営を行

うとともに、引き続き安定的な財政運営が望ま

れる」との意見をいただきました。

国民健康保険の被保険者数及び医療費の総額

につきましては、年々減少傾向にある一方で、

高齢化や医療の高度化などにより、一人当たり

の医療費の増加は続く見通しであります。この

、 、ため 市町村との事務打合せ等の機会を活用し

事業の実施状況を定期的に把握、分析すること

で、運営の適正化を図っているところでござい

ます。

平成30年度から、県が財政運営の責任主体と
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なったことから、今後とも医療費の動向を踏ま

えながら収支を均衡させ、引き続き県内市町村

の国保財政の安定化を図ってまいりたいと考え

ております。

また、国が加速化しています保険税水準の統

一につきましても、市町村との協議を深めなが

ら、県も取組を進めてまいります。

決算審査意見書につきましては、以上であり

ます。

最後に、監査報告書についてでありますが、

特に報告すべき事項はございません。

健康増進課の令和５年度○德山健康増進課長

決算状況について御説明します。

資料11ページを御覧ください。

健康増進課は、中ほど上から８番目の行であ

ります。

予算額33億7,973万3,000円に対し、支出済額

は31億1,453万7,877円、不用額は２億6,519

万5,123円となっており、執行率は92.2％となっ

ております。

112ページを御覧ください。

主な不用額について御説明いたします。

まず上から３行目 （目）公衆衛生総務費であ、

ります。不用額は１億9,967万6,434円となって

おります。

、（ ） 、主なものとしましては 節 の下から２行目

扶助費の9,916万6,547円であります。これは小

児慢性特定疾病医療費や不妊治療費支援事業な

ど、医療費公費負担の実績額が見込みを下回っ

たことによる執行残であります。

次に、その上の負担金・補助及び交付金9,269

万3,665円であります。これは出産子育て応援事

業や不妊治療費支援事業について、補助事業主

体である市町村の事業費確定等に伴い、執行残

が生じたものであります。

次に113ページを御覧ください。

一番上の（目）予防費であります。不用額

は6,551万8,689円となっております。

主なものは （節）の一番下の扶助費の3,688、

万8,747円でありますが、原爆被爆者医療事業費

の各種手当支給対象者の減少や、医療費請求額

。が想定を下回ったことによる執行残であります

健康増進課の決算に関する説明は、以上であ

ります。

続きまして、令和５年度主要施策の成果に関

する報告書の主なものを御説明いたします。

114ページを御覧ください。

初めに 「人づくり」の１「子どもを生み育て、

やすく、未来を担う人材を育む社会づくり」の

（１ 「子どもの育ち」と「子育て」をみんな）、

で支え 「子どもの最善の利益」が実現できる社、

会づくりの推進でございます。

下の表を御覧ください。

「母子保健対策事業」です。主な実績内容等

の一番上の新規事業「不妊治療費支援事業」と

して不妊治療を行った方に対しまして827件の治

療費助成や 「安心してお産のできる体制推進事、

業」として、周産期母子医療センターへの運営

費補助を行っているところです。

次に、115ページを御覧ください。

上から３番目の「生涯を通じた女性の健康支

援事業」として、女性の健康全般に関する相談

への対応を行うとともに、健やかな妊娠を推進

するため、中高生に年齢の近い大学生を講師と

して実施するピアカウンセリング講座や、助産

師による健康教育を行ったところです。

続きまして、116ページを御覧ください。

Ⅰ、施策の成果等であります。
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まず、①安心してお産のできる体制を推進す

るため、地域分散型の周産期医療体制を支える

関係者に対し、研修会を実施するとともに、周

、産期関係者相互のネットワークを強化するため

県内の各周産期医療圏において、地域周産期保

健医療体制づくり連絡会を開催し、周産期医療

体制の充実を図ったところであります。

次に②ですが 「新生児聴覚検査・療育体制連、

携強化事業」により、新生児期から早期に聴覚

、 、障がいを発見し 必要な支援が受けられるよう

検査・療育ネットワークの構築を図ったところ

であります。

次に③ですが 「思春期健康教育事業」では、、

中高生等を対象に、大学生によるピアカウンセ

、リング及び助産師による健康教育の実施により

思春期からの妊娠・出産や家族計画に関する普

及啓発等の推進を図ったところです。

次に、Ⅱ、今後の方向性です。

まず、①ですが、地域分散型の周産期医療体

制を支える関係者に研修会を実施しますととも

に、周産期母子医療センターを支援し、地域周

産期医療関係施設の相互のネットワークを強化

することにより、安心してお産ができる体制の

一層の推進を図ってまいります。

次に、②ですが 「新生児聴覚検査・療育体制、

連携強化事業」においては、聴覚検査の実施体

制の整備に加えまして、難聴児やその御家族が

より質の高い支援を受けられるよう連絡会議や

研修会等の機会を活用し、各地域ごとに現状、

課題の共有及び解決策の検討を進めてまいりま

す。

次に、③ですが 「思春期健康教育事業」にお、

いては、教育委員会など関係機関と連携し、中

学生と高校生、それぞれの世代に応じたリーフ

レットを作成し、よりきめ細やかな教育の充実

を目指した取組を進めてまいります。

次に、117ページを御覧ください。

「人づくり」の３「一人ひとりが尊重され、

共感し合い活躍できる社会づくり」の（３）人

権意識の高揚と差別意識の解消でございます。

下の表を御覧ください。

「ハンセン病啓発・ふるさと交流促進事業」

としまして、主な実績内容等の一番上になりま

すが、国立ハンセン病療養所を訪問し、本県出

身の入所者と交流を深めるふれあいハンセン病

療養所訪問事業を実施したほか、その下、市町

村担当職員による療養所訪問研修、入所者等に

講演をしていただく語り部派遣を実施しており

ます。

また、入所者をふるさとである宮崎県にお招

きする里帰り事業や見舞金 郷土品の贈呈を行っ、

たほか、新聞広告やパネル展の実施等により、

県民のハンセン病に対する正しい知識の普及啓

発に努めたところです。

118ページを御覧ください。

Ⅰ、施策の成果等であります。

見舞金の贈呈等により、本県出身の療養所入

所者の精神的負担の軽減を図ったところです。

また、県民や市町村職員が療養所を訪問し、

入所者からハンセン病について学ぶ療養所訪問

事業やパネル展の開催等により、ハンセン病に

対する正しい知識の普及啓発を図ったところで

す。

Ⅱ、今後の方向性ですが、引き続き療養所入

所者との交流を通じたハンセン病についての正

しい知識の普及啓発を促進し、不当な差別や偏

見のない社会づくりに努めてまいります。

続きまして、119ページを御覧ください。
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「くらしづくり」の１「生き生きと暮らせる

健康・福祉の社会づくり」の（１）健康づくり

の推進であります。

下の表を御覧ください。

まず 「健康増進対策事業」ですが、主な実績、

内容について、120ページを御覧ください。

一番上の健康づくり推進センター管理運営に

おいては、健診・保健指導従事者初任者・経験

者研修会や健康増進計画評価支援研修会等、健

康の増進に資する人材育成等を、公益財団法人

宮崎県健康づくり協会への委託により実施した

ところであります。

次に、121ページを御覧ください。

「がん対策総合推進事業」であります。

主な実績内容等の１番上、がん診療連携拠点

病院等機能強化では、県立３病院の機能強化を

図るなど、総合的ながん対策を推進したところ

であります。

次に、122ページを御覧ください。

「 」 。健康長寿社会づくり推進事業 であります

野菜摂取量の増加を目指す「１日プラス100グ

ラム！ベジ活推進事業」や塩分摂取量の減少を

目指す適塩普及啓発、運動促進を目指す健康生

活推進事業では、食生活の改善や運動の習慣化

、 、 、 、のため チラシ ポスター 啓発グッズの配布

キャンペーン等による普及啓発に努めました。

また、一番下の新規事業「食と運動による健

康生活推進事業」において、職場の健康経営応

援として、実態調査により企業の健康課題を抽

出する取組や、健康改善実証モデルとして、２

市において、住民に対する健康教育の効果検証

に取り組んだところです。

続きまして、124ページを御覧ください。

「歯科保健対策事業」です。

主な実績内容等の一番上、フッ化物応用普及

啓発において、虫歯予防効果の高いフッ化物応

用を推進するため、クリアファイルを作成し、

学校へ配布したところであります。

また、上から４番目の在宅歯科医療推進設備

整備としまして、19医療機関に補助を行いまし

た。

次に、125ページを御覧ください。

「肝炎総合対策事業」であります。

主な実績内容等の一番上「肝炎治療費助成事

業 として Ｂ型 Ｃ型ウイルス性肝炎患者1,273」 、 、

人に対し、医療費を助成するとともに、肝炎ウ

イルス検査を保健所等で無料で実施いたしまし

た。また、その下の「ウイルス性肝炎対策特別

推進事業」としては、肝炎対策懇話会や医療従

事者研修会を開催し 肝炎診療体制の強化を図っ、

たところであります。

次に、126ページを御覧ください。

Ⅰ、施策の成果等であります。

①ですが、健康長寿社会づくりを推進するた

め、食生活改善や運動などの生活習慣改善に向

けた普及啓発や、健康経営の促進などを行った

ところであります。

次に、②ですが 「第３期宮崎県がん対策推進、

計画」に基づき、がん診療連携拠点病院等の機

能強化やがん登録、緩和ケア推進事業を実施し

ますとともに、がん検診受診率向上の啓発事業

として動画作成、ＳＮＳ掲載、啓発資材配布を

行ったところであります。

③ですが 「第２期宮崎県歯科保健推進計画」、

に基づき、生涯を通じて歯と口の健康を保つた

め、定期歯科検診、フッ化物応用、口腔ケア等

の推進を図るとともに、在宅歯科医療体制の整

備を行ったところであります。
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Ⅱ、今後の方向性であります。

①ですが、新たに策定しました「健康みやざ

き行動計画21（第３次 」に基づき、個人の生活）

習慣改善や健康診断受診といった予防に着眼し

た行動の推進に加え、健康に対する関心が薄い

層も、日常生活の中で自然と生活習慣改善につ

ながるよう、関係団体等と連携した環境づくり

の強化に取り組んでまいります。

②ですが、新たに策定した「第４期宮崎県が

ん対策推進計画」のスローガンであります、誰

一人取り残さないがん対策を推進し、全ての県

民とがんの克服を目指すため、がん検診の受診

勧奨やがん教育の充実、医療提供体制の整備促

進等により、さらなるがん対策の推進を図って

まいります。

③ですが、歯と口の健康は全身の健康にも深

く関わることから、新たに策定した「第３期宮

崎県歯科保健推進計画」に基づきまして、ライ

フステージに応じた歯科保健対策をさらに推進

するとともに、支援が必要な方への歯科保健医

療、災害時の歯科保健医療体制の整備等の推進

を図ってまいります。

主要施策の成果については、以上です。

最後に、監査結果報告書指摘事項等について

御説明いたします。

174ページをお開きください。

一番上の（１）収入事務になりますが、健康

増進課におきまして、令和５年度被爆二世健康

診断調査事業の受託について、調定が行われて

いなかったとの指摘がございました。

改善策としましては、業務計画表を作成し、

その計画表に基づき、各月ごとのチェックを組

織的に徹底することといたしました。今後、適

時適正な事務処理に努めてまいります。

また、決算審査意見書に関しましては、特に

報告すべき事項はありません。

こども政策課の令和５○増田こども政策課長

年度の決算状況につきまして、御説明いたしま

す。

。決算特別委員会資料11ページを御覧ください

中ほどやや下のこども政策課の欄を御覧くださ

い。

予算額181億2,185万7,000円に対しまして、支

出済額は176億3,459万102円、翌年度への繰越額

は851万3,000円、不用額は４億7,875万3,898円

であり、執行率は97.3％、翌年度繰越額を含む

執行率は97.4％となっております。

それでは、主な不用額について御説明いたし

ます。

資料141ページを御覧ください。

まず （目）児童福祉総務費であります。不用、

額は１億1,678万9,097円となっております。

その主なものは、負担金・補助及び交付金の

１億1,169万9,950円であります。これは、小学

校入学前の乳幼児への医療費助成を行う子育て

支援乳幼児医療費助成事業において、医療機関

の受診実績が各市町村の見込みを下回ったこと

などによるものです。

資料の142ページを御覧ください。

（目）児童措置費であります。不用額は、２

億4,469万455円となっております。

主なものは、負担金・補助及び交付金の２

億4,330万4,879円であります。これは子供のた

めの教育・保育給付費や一時預かり事業など、

子ども・子育て支援制度に係る事業につきまし

て、各市町村の実績が見込みを下回ったことな

どによるものであります。

次に （目）母子福祉費であります。不用額、
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は、3,310万2,146円でありますが、児童手当支

給事業におきまして、支給対象児童数が市町村

。の見込みを下回ったことによるものであります

続きまして、資料143ページを御覧ください。

（目）事務局費であります。不用額は8,196

万8,027円であります。これは、令和４年度から

の繰越し予算「送迎用バス安全装置等導入支援

事業」で、幼稚園等からの申請額が見込みを下

回ったことなどによるものであります。

次に 目 教育指導費であります 不用額220、（ ） 。

万4,173円の主なものといたしまして、幼児教育

センター設置運営事業において、報酬や需用費

について実績が見込みを下回ったことなどによ

るものであります。

決算状況の説明につきましては、以上でござ

います。

次に、令和５年度の主要施策の成果について

御説明いたします。

資料の144ページを御覧ください。

「子どもを生み育てやすく、未来を担う人材

を育む社会づくり」の（１ 「子どもの育ち」と）

「子育て」をみんなで支え 「子どもの最善の利、

」 。益 が実現できる社会づくりの推進であります

主な事業について御説明をいたします。

資料の145ページを御覧ください。

まず 「保育士修学資金貸付等事業」につきま、

しては、保育士養成施設の学生に対し、修学資

金の貸付け等を行うことにより保育人材の確保

を図ったところであります。

新規事業「病児保育利用促進事業」につきま

しては、病児保育施設の利用料を助成すること

で利用者の負担を軽減し、病児保育の利用促進

を図ったところであります。

146ページを御覧ください。

新規事業「未来につなげる少子化対策調査事

業」につきましては、外部有識者を交えた研究

会の開催や、市町村ごとの結婚・子育て環境な

どを分析いたしました少子化要因見える化ツー

ルを作成したところであります。

147ページを御覧ください。

改善事業「ひなたの出逢い・子育て応援運動

推進事業」につきましては、市町村や企業・団

体等と連携しながら、出会いや子育て支援に係

る取組の推進や情報発信等を行っております。

また、例年11月に開催いたします子育て応援

フェスティバル等により、社会全体で子育てを

応援する機運づくりに取り組んだところであり

ます。

次に148ページを御覧ください。

「 」 、子どものための教育・保育給付事業 では

認定こども園や幼稚園など448園に対しまして、

。運営費等の財政支援を行ったところであります

資料149ページを御覧ください。

新規事業「幼児教育センター設置運営事業」

では、幼児教育センター主催の研修開催や、幼

児教育スーパーバイザーによる訪問支援を実施

したところであります。

資料150ページを御覧ください。

Ⅰ、施策の成果等についてであります。

「 」第２期みやざき子ども・子育て応援プラン

等に基づき、各種施策に取り組んだところであ

りますが、①の合計特殊出生率及び②の婚姻件

数について、アクションプランの目標値の達成

はできなかったものの、③の病児保育の利用料

無償化等で、子育て世帯の経済的負担の軽減を

図ったことにより、病児保育施設利用者数は目

標値を達成した状況であります。

今後の方向性でありますが、本県の強みを伸
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ばす取組や市町村の実情に応じた支援など、子

ども・若者プロジェクトの推進を通じて、日本

一生み育てやすいみやざきを目指し、ライフス

テージに応じた切れ目のない支援の充実を図っ

てまいります。

また、コロナ禍により大きく落ち込んだ婚姻

数の増加に向けて、ひなたの出逢い・子育て応

援運動の展開や、男性の育児休業取得の促進な

どにより、少子化対策の強化を図ってまいりま

す。

151ページを御覧ください。

１つ目の平均理想子ども数と平均予定子ども

数の差は、これを縮めることを目標にしており

ますが、令和５年度の数値は0.19と、前年度か

ら改善したところではあります。

２つ目の子育て応援サービスの店の登録店舗

数は1,624件。

３つ目の放課後児童クラブ数の推移は、令和

５年度は294クラブとなっております。

一番下の表になりますが、認定こども園認可

・認定状況の推移につきましては、令和５年度

に９園が認定こども園の認可・認定を受け、累

計では225園が認定こども園に移行しているとこ

ろであります。

以上、主要施策の成果の主なものについて、

御説明いたしました。

最後になりますが、監査委員の決算審査意見

書及び監査報告書に関しては、特に報告すべき

事項はございません。

こども家庭課の令和５○奥野こども家庭課長

。年度の決算状況につきまして御説明いたします

決算特別委員会資料の11ページを御覧くださ

い。

当課分は一般会計と特別会計があります。

まず、一般会計につきましては、小計の上の

行になりますが、予算額66億7,437万3,534円に

対し、支出済額は63億3,046万6,959円、翌年度

への繰越額は１億8,131万7,000円、不用額は１

億6,258万9,575円であり、執行率は94.8％、翌

年度繰越額を含む執行率は97.6％となっており

ます。

次に、特別会計です。小計の上の行、母子父

子寡婦福祉資金特別会計ですが、予算額３億500

、 、万3,000円に対し 支出済額は１億3,372万351円

不用額は１億7,128万2,649円であり、執行率

は43.8％であります。

次に、資料152ページを御覧ください。

主な不用額について、御説明いたします。

まず一般会計ですが （目）社会福祉総務費の、

不用額は178万8,550円で、その主なものは委託

料の84万3,520円であります。これは 「生活困、

窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業」

などにおいて、利用実績が見込みを下回ったこ

とによるものであります。

資料153ページを御覧ください。

次に （目）社会福祉施設費ですが、不用額、

は475万6,517円となっております。

その主なものは扶助費の278万693円でありま

す。これは女性保護事業において、女性相談所

の一時保護所への入所者数が見込みを下回った

ことなどによるものであります。

154ページを御覧ください。

（目）児童福祉総務費であります。不用額

は1,783万7,331円となっております。

主なものは報酬322万1,026円と、共済費492

万4,006円であります。これは 「児童虐待防止、

対策緊急強化事業」における心理判定相談員等

の人権費の執行残であります。
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資料155ページを御覧ください。

（目）児童措置費であります。不用額は4,832

万5,239円となっております。

主なものは、扶助費3,634万7,755円でありま

す。これは、児童入所施設等措置費において、

措置児童数が見込みを下回ったことなどによる

ものであります。

続いて156ページを御覧ください。

（目）母子福祉費であります。不用額は7,965

万4,886円となっております。主なものは、負担

金・補助及び交付金1,683万3,415円で 「ひとり、

親家庭医療費助成事業」等における市町村実績

が見込みを下回ったもので、また、扶助費5,590

万8,270円は、児童扶養手当給付費において、受

給者数が見込みを下回ったことなどによるもの

であります。

157ページを御覧ください。

（目）児童福祉施設費で、不用額は1,022

万7,052円となっております。主なものは、報

酬230万5,520円で、児童相談所における会計年

度任用職員の人件費の執行残が生じたもので、

扶助費256万6,633円は、一時保護所への入所者

数が見込みを下回ったことなどによるものであ

ります。

続いて、資料158ページを御覧ください。

特別会計について御説明いたします。

母子父子寡婦福祉資金特別会計において、

目 母子父子寡婦福祉費で 不用額は１億7,128（ ） 、

万2,220円となっておりますが、そのほとんどが

貸付金の執行残であります。

資料159ページを御覧ください。

次に、令和５年度の主要施策の成果について

御説明いたします。

１「子どもを生み育てやすく、未来を担う人

」、（ ） 「 」材を育む社会づくり １ の 子どもの育ち

と「子育て」をみんなで支え 「子どもの最善の、

利益」が実現できる社会づくりの推進でありま

す。

それでは、主な事業について御説明します。

資料160ページを御覧ください。

一番上の新規事業「つながりの場づくり緊急

支援事業」では、こども食堂や学習支援など子

どもの居場所づくりに取り組む民間団体の活動

経費の補助を行いました。

次に、３つ目の「児童虐待対策事業」では、

依然として児童虐待対応件数が高止まり傾向に

あることから、地域の家庭からの相談対応を行

う児童家庭支援センターの運営委託や、児童相

談所の専門性の高い相談員の配置、児童相談所

の全国共通ダイヤルを活用した休日夜間の相談

対応、また各種の研修等を実施しております。

資料161ページを御覧ください。

３つ目のマルですが、新規事業「こども家庭

養育環境改善事業」では、家事や育児に不安や

負担を抱えた子育て家庭に対する支援を行う市

町村や、養育環境に課題を抱える子どもの状況

を改善するため、子どもの居場所づくりやソー

シャルワークを行う市町村へ補助を実施してお

ります。

続きまして、162ページを御覧ください。

１つ目の新規事業「社会的養護自立支援推進

事業」では、社会的養護経験者へ対する自立支

援の実態に関する調査のほか、自立支援が確実

に提供される環境の整備を図るため、生活・就

労相談等の自立支援を行う事業所の整備等を実

施しました。

２つ目の「里親が育て、社会が支える！里親

委託総合推進事業」では、里親普及促進センタ
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ーの設置など、里親制度の普及啓発や里親登録

に必要な研修などを実施して、里親委託の促進

を図ったところであります。

続きまして、ひとり親家庭の支援といたしま

して 「ひとり親家庭キャリアアップ自立支援事、

業」により、看護師等の資格取得のための養成

機関で修学する間の生活資金の支給等を実施し

たほか、163ページにございます「ひとり親家庭

医療助成事業 や 児童扶養手当給付事業 164」 「 」、

ページにあります「母子父子寡婦福祉資金貸付

金」等により、ひとり親家庭の経済的な負担軽

減を図ったところであります。

なお、資料に記載してあります、ひとり親家

庭支援に係る事業の中には、市が行うものもご

ざいますが、主な事業実績内容等の欄にある実

績の件数につきましては、県が実施しました町

村分の事業実績を記載しております。

例えば、資料163ページにございます「児童扶

養手当給付事業」では、市が事業者として各市

町村の方に給付事業を行っておりますので、資

料にあります受給者数1,704人は、県が児童扶養

手当を給付しました町村在住者の人数を記載し

ております。

次に、165ページを御覧ください。

施策の成果及び今後の方向性についてです。

まず、Ⅰ、施策の成果等ですが、①にありま

すとおり、子どもの進学や就職に必要な様々な

支援制度を分かりやすく解説しましたガイド

ブックを作成し、県内全ての中高生や関係機関

に配布し、支援制度の周知を図りました。

また、②のこども食堂や学習支援などほかの

、 、団体への支援や ③の児童虐待につきましては

先ほど主な事業について説明させていただいた

とおりでございます。

④「子ども・若者総合支援センター」では、

社会生活を営む上で困難を抱える子ども・若者

の相談対応に取り組んだほか、ヤングケアラー

について実態調査やコーディネーター等の配置

の支援強化を図りました。

次に、Ⅱ、今後の方向性ですが、子供の貧困

対策に関しまして、引き続き①にあるように、

進学や就職の支援制度の周知、人材育成、生活

困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援に取

り組むとともに、②のような、子どもの居場所

づくり等に取り組む団体を増やすため、体制整

備の制度、周知広報といった支援を進めてまい

ります。

また、③の多様化、複雑化する児童虐待や相

談に適切に対応するため、引き続き児童相談所

の体制を整備するとともに、全市町村へのこど

も家庭センターの設置を促し、県全体の児童虐

待防止体制の強化を図ってまいります。

167ページを御覧ください。

１「子どもを生み育てやすく、未来を担う人

」、（ ） 、材を育む社会づくり ２ の未来を切り拓く

心豊かでたくましい人材を育む教育の推進であ

ります。

、青少年自然の家管理運営委託事業としまして

青島、むかばき、御池の３つの青少年自然の家

において、自然体験学習や集団宿泊生活の場を

提供いたしました。

168ページを御覧ください。

施策の成果としまして、令和５年度の利用実

績者数は約９万人、前年度と比べまして順調に

回復はしておりますが、コロナ禍前の水準と比

べるとまだ低い状況にありますことから、今後

、 、の方向性としまして 施設の老朽化対策を進め

利便性の向上に努めるとともに、コロナ禍前の
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水準を目指して、指定管理者をはじめ、関係者

と協力して利用促進を図ってまいります。

次に、169ページを御覧ください。

３「一人ひとりが尊重され、共感し合い活躍

できる社会づくり （１）の男女共同参画社会」、

の実現であります。

女性保護の事業として、配偶者暴力相談支援

センターである女性相談所での相談対応や一時

保護などに取り組みました。

資料170ページを御覧ください。

施策の成果等としまして、相談業務や一時保

護のほか、令和６年４月の困難女性支援法施行

に向けまして、関係機関及び民間団体との協働

が必要であるということから、女性等支援に係

、る県内11の民間支援団体との意見交換会を行い

それぞれの役割などについて共通理解を図りま

した。

また、今後の方向性ですが、困難女性支援法

に基づく支援調整会議を設置しまして、さらに

関係機関との連携体制を強化し、また民間シェ

ルターの機能強化等を進めることで、ＤＶ被害

者の保護や自立のための支援を行ってまいりま

す。

171ページを御覧ください。

次に 「令和５年度母子父子寡婦福祉資金特別、

会計歳入歳出決算書」について御説明します。

歳入のところの一番下、歳入合計の欄を御覧

ください。

予算現額３億500万3,000円、調定額４億1,824

万8,028円、収入済額３億2,581万969円、不納欠

損額277万2,412円、収入未済額8,966万4,674円

であります。

歳入の収入済額の合計３億2,581万969円から

歳出の支出済額の合計１億3,372万351円を差し

引いた金額は、このページの一番下の欄外に歳

入歳出差引残額として記載されております１

億9,209万618円となり、翌年度に繰り越され、

貸付けの原資となります。

資料172ページを御覧ください。

次に、監査委員からの「令和５年度歳入歳出

決算審査意見書」において意見・留意事項があ

りましたので御説明いたします。

（14）母子父子寡婦福祉資金特別会計に関し

まして、資料173ページの一番下の意見・留意事

項等としまして、貸付金の収入未済額について

は、前年度に比べ減少しているものの、引き続

き償還促進についての努力が望まれるとの意見

をいただきました。

貸付金の償還対策につきましては、当課と福

祉こどもセンター等が、それぞれの課題や償還

促進のための対策や工夫の情報を共有するなど

一体となって取り組んでおります。

今後とも、滞納者の個々の状況に応じた納入

指導など、償還促進対策に取り組んでまいりま

す。

最後に、監査報告書に関しまして、特に報告

すべき事項はございません。

執行部の説明が終了しました。○山内主査

ただいまの説明について、質疑はございませ

んか。

こども家庭課とこども政策課、そ○齊藤委員

れぞれの課の所管されている業務の内訳を教え

てください。

こども政策課の主な所○増田こども政策課長

掌事務といたしましては、少子化対策もありま

、 、 、すし 県内の保育施設等 こども園 幼稚園─

保育施設といったところの所管といいますか、

保育サービス等を提供するに当たって必要な給
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付費用について補助をしたり、子育てに係る放

課後児童クラブだったり、病児保育だったり、

そういった各種子育て支援制度について所管を

しております。

あと保育士の登録だったり、保育士の人材確

保についても所管をしているところでございま

す。

こども家庭課におきま○奥野こども家庭課長

しては、それ以外の部分、児童福祉に関するこ

ととしまして、主なところでいいますと児童の

虐待対応と児童相談所関連の業務を所管してお

ります。

それと女性保護関係です。ＤＶ被害者であっ

たり、困難女性に対する保護関係の業務、ひと

り親関係の対策・支援、併せまして児童扶養手

当の支給 町村部になりますけれども、その─

分を主な業務として所管しております。

あと青少年育成の観点からの指定管理の業務

も担っております。

国のほうは こども家庭庁をつくっ○井本委員 、

たでしょう。あのときも文部科学省と厚生労働

省で綱引きがあって、結局中途半端な形になっ

てしまったと聞いていましたけれども、恐らく

その流れがこちらに来て、こども家庭課という

中途半端なものがつくられているんじゃないか

と私は思っているんです。その辺のやりにくさ

などは全然ないんですか。

本県の、こども政策課○増田こども政策課長

とこども家庭課を併せてこども政策局という体

制につきましては、平成20年度に子供に係る福

祉行政を集約するということで、組織が立ち上

がったところです。

そういった意味では、最近のこども家庭庁が

できたという動きとしては別の動きでございま

す。日頃のやりやすさ、やりにくさという意味

では、子供に係るものが集約されて同じ局内に

存在することから、総合的に子供に係る施策に

取り組むことができるというメリットを感じて

いるところでございます。

デメリットはないですか。○井本委員

今のところ、デメリッ○増田こども政策課長

トは、私は感じておりません。

資料167ページの青少年自然の家管○齊藤委員

理運営委託のところで、先ほど、今後の方向性

として老朽化が進む施設の改修等の話があった

んですけれども、私も子供の頃、それぞれの施

設にお世話になった経験があるんです。

それぞれの施設が設置された年は分かります

か。いつ頃できたもので、今後どういうふうに

、 。老朽化対策を考えているのか 教えてください

青少年自然の家の設置○奥野こども家庭課長

年ですけれども、私の手元の資料では、開所は

青島青少年自然の家につきましては昭和50年、

むかばき青少年自然の家につきましては昭和58

年、御池青少年自然の家につきましては平成３

年となっております。

老朽化につきましては、一番古いところは昭

和50年にできておりますので、かなり老朽化が

進んでおります。

施設の利用につきましては、県内の多くの小

学生中心に利用していただいているんですけれ

ども、ありとあらゆるところが経年により老朽

化が進んでおります。ただ一遍に改修するとい

、うのもなかなか厳しいところがございますので

使えるところは使いつつ、危ないところについ

ては一時使わないようにして、改修を加えてま

た使えるようにということで、うちの課と、財

産総合管理課等で意見交換しながら、改修の計
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画によって対応しているところであります。

決算の質疑を超すと思うんですけ○坂口委員

れども、３つの施設を有効活用するためにどう

いう事業があるかと考えたときに、生きる力を

育む事業というのがあるんだと スタートは─

施設の活用なのか。福祉的な視点からなのか。

それともあくまでも教育という視点から、子供

たちの生きる力を育むために何があるのかと

なったときに、こういった施設が必要だという

ことでの３つの施設の活用なのか、そこはどう

なんですか。

、この事業を起こすときの最初の主たる目的は

育んであげるべき子供たちに、施設がどうして

も必要だということだったんですか。というの

が、今後大きな投資をするときに、その施設が

子供たちの生きる力を育むために必要な施設な

ら大いにやるべきだと思うんです。ただ、この

施設を持っていて遊ばせるのはもったいないと

いうことでやるんだったら、もっと幅広い視点

から考えていくべきかなと思うんです。

施設のうち青島青少年○奥野こども家庭課長

自然の家につきましては、もともと知事部局が

。 、所管しておりました むかばき青少年自然の家

御池青少年自然の家につきましては、指定管理

が導入される段階で、教育委員会とも各種協議

を重ねた結果、うちのほうで全て一元管理をす

るようになった経緯がございます。

もともとの趣旨としましては、子供たちにい

ろんな体験をさせるということ、集団生活を行

わせる、訓練的な意味もあるかと思いますし、

教育的な意味合いも非常に大きい施設だと理解

しております。

その中で施設の老朽化があったりして、あと

指定管理を導入した段階で、県としても一体管

理をして、宮崎、延岡、御池地区のそれぞれの

地域、施設の特徴に応じた子供たちの教育をし

ていくという観点は今も残っておりますので、

子供の育成という観点での施設の継続は、非常

に重要だと思っております。

ただ非常に大きい施設ですので、それを今ま

でと同じように維持管理、改修していくかにつ

いては、費用的な問題がございますので、その

。点は考えていく必要があるかと思っております

我々もそうですし、教育委員会ともよく意見

交換しながら、今後の在り方については、指定

管理という制度も含めて、また考えていきたい

と思っております。

青島青少年自然の家は確かにそう○坂口委員

だったんですけれども、これも１回なくそうと

いう話が出たこともあったんです。けれども、

あの施設を潰すか潰さないかという視点からの

検討だったんです。

そうじゃなくて、子供たちに生きる力を育ん

であげるんだと、これから先の時代に、どうた

くましく生きさせるかといった目的。主たる目

的が、子供たちをしっかり生きていかせる、た

くましい子供をつくるために必要な施設だった

ら、大いにやっていくべきだということなんで

す。

そういったことを教育サイドからやっていっ

て、どうしてもこの施設が必要となればやるべ

きだけれども、そうではなくて、この施設を活

用するために何かあるのかだったら、少し違う

と思ったんです。これで終わりますけれども、

そこは大事なところだと思うんです。

あの施設じゃなければ駄目だというものがあ

れば、大いにやるべきと思うけれども、もしあ

の施設がなくても、将来にそんなに大きい影響
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はないというんだったら 代替案があるとい─

うんだったら、こういう投資は、投資すればま

た50年、100年ですから、どうなのか。

そして、本当に大事な事業を民間委託でやる

べきなのかというところ、原点まで戻らないと

駄目だと思うんです。少しうがった見方かもし

れないけれども、あの施設をどうやって有効活

用しようかといったときに、民間委託があるよ

と。民間委託にしたら、うちはこういう事業を

受け入れるよというんだったら、子供たちのた

めの施策とは少し違うかなという気がするんで

す。今後そこを考慮しながら、全庁的に協議し

ていくのなら、将来への投資をしてほしいとい

うことです。

今、坂口委員から御指摘がありま○山下委員

したけれども、これができたのは第２次ベビー

ブームです。私たちは戦後第１次ベビーブーム

世代で、これができたのは自分たちの子供の代

です。今、時期が大体第３次になっています。

当初、第２次ベビーブームは、高度経済成長

で様々なものがどんどん伸びる時代で、私たち

も子供たちが小学校の頃、あそこに体験に行っ

ていたのを覚えているんです。

新たな模索です。新たな時代にふさわしい施

設の在り方を根本的に考えていかないといけな

いときに来ているのかなという思いなんです。

昔は貧困家庭がどうだとか、いじめの問題も

そんなに問題にならなかったんですが、今はそ

、ういうことが大きな課題になってきていますし

その時代に合う施設の在り方を検討していかな

いと、子供もどんどん少なくなってきているわ

けです。最大限使っていたときは、かなり利用

価値があったんだろうと思うんです。

私は都城ですから、御池青少年自然の家を見

ていますけれども、御池青少年自然の家のある

ところは、周りの活力がもうないんです。空き

家は増えてきたし、そこに行くと何か寂しさを

感じる。御池青少年自然の家は、環境とか、教

えることがあるのかと思うんです。環境も夏場

に行くとヒルがいるんです。子供たちを山、施

設の周りを散策させるような状況ではないんで

す。環境もかなり変わってきている。それと子

供の求める環境はかなり変わってきていると思

うので、ぜひ新たな模索をやっていただくとあ

りがたいと思っています。

、○井本委員 同じようなことなんですけれども

むかばき青少年自然の家もです。昔に比べると

どうも元気がない。だから何のためにつくって

いるのか、目的をもう一回しっかり考える。そ

れこそ10年ぐらい前までは直接教育委員会が

、 、やっていたのが 指定管理者になってしまって

これで大丈夫かな、何のためになるのかなとい

う感じを受けますから、これは大きな問題だと

思うんです。

本当は、監査あたりから何のためにやってい

るのと、監査意見が出てきても当然だと思うん

。 、です 意見は出てきてないみたいですけれども

もう一回、しっかり考えないといけない時が来

。 。てるんじゃないでしょうか 私もそう思います

資料165ページの施策の成果等の③○齊藤委員

令和５年度の児童相談所における児童虐待相談

対応件数は1,791件ということで、先ほど御説明

いただいたんですけれども、本県には児童相談

所が何か所あって、何人の職員で1,800件弱の子

供たちを対応しているのか、教えてください。

現在児童相談所につき○奥野こども家庭課長

ましては、中央児童相談所、都城児童相談所、

延岡児童相談所の３つの児童相談所がございま
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す。

職員数につきましては、各児童相談所に所長

が１人ずつ、課が複数ございますので、各児童

相談所によって人数は違いますけれども、児童

福祉司 直接指導する職員、子供と親と接す─

る職員が67名 そのうち係長やリーダーなどは12、

名で、内数として入っております。あと児童心

理司 子供の面接によりいろいろ話を聞いた─

りする職員を33名、保健師を３名配置しており

ます。

ですから、今の数字を合わせて103名プラスア

ルファで所長、それ以外にも心理に携わる非常

勤の職員であったり、児童虐待に対応する職員

であったり、会計年度任用職員がおります。

プラスアルファで大体150ぐらいで○齊藤委員

すか。

140名前後はいると思い○奥野こども家庭課長

ます。

単純に割っていくと、職員１人当○齊藤委員

たり10人ちょっとということですね。

虐待対応について単純○奥野こども家庭課長

計算ですと、それくらいになります。

宮崎市が児童相談所の設立に向け○齊藤委員

て、県の支援を受けながら作業していると思う

んですけれども、どの辺まで進んでいるのか、

今の状況を教えてください。

宮崎市の児童相談所に○奥野こども家庭課長

つきましては、６月に基本構想が示されて、パ

ブリックコメント等々もされていると聞いてお

ります。

本県との関わりとしましては、職員の交流等

を行いまして、人材の育成を行っているところ

です。現在、宮崎市から職員４名が中央児童相

談所に来ておりまして、実際に業務に当たって

いただいております。

令和11年の初めに、早い段階で開所したいと

いうことですので、それに向けてさらに人事交

流を行い、業務の進め方等については随時意見

交換、協議を行っているところであります。

イメージですけれども、宮崎市の○齊藤委員

児童相談所ができると、中央児童相談所の業務

が大分減るので、県としては減った分で、引き

続き都城児童相談所や延岡児童相談所のカバー

ができるという考え方なのか。それとも宮崎市

にできたことによって、中央児童相談所の人員

を削減するという考え方なのか。どっちになる

んですか。

、○奥野こども家庭課長 人事的な対応となると

私からはっきりとは申し上げにくいところがご

ざいますけれども、宮崎市の分は中央児童相談

所の管内で過半以上を占めております。その分

、 。の業務については 全て宮崎市に移管されます

それに伴いまして業務量が減りますので、その

分の人員については数としては削減になると思

います。

資料163ページの「ひとり親家庭医○齊藤委員

療費助成事業」の制度について、具体的にどの

ような助成になるのか、教えてください。

「ひとり親家庭医療費○奥野こども家庭課長

助成事業」につきましては、ひとり親世帯が病

院にかかったときに、親と、そこにいらっしゃ

るお子さん ざっくりと申し上げますと18歳─

未満のお子さんに関する医療費を助成する制度

でございまして、現在月額1,000円の自己負担で

医療機関を受診することができます。

入院した場合には現物給付、入院以外の場合

には償還払いで支給する仕組みになっておりま

す。
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確認ですけれども、月額1,000円納○齊藤委員

めれば、複数の医療機関にかかれるという理解

でいいんですか。

現行の制度上は、そう○奥野こども家庭課長

いう仕組みになっております。

分かりました。○齊藤委員

資料162ページの里親のところで、本県で里親

として登録されている数と 実際にお世話になっ、

ている子供さんの数を教えてください。

里親につきましては、○奥野こども家庭課長

登録世帯という形でお答えさせていただきます

けれども、今年の３月末時点で148世帯が里親と

して登録されております。預けています児童に

つきましては、同じく令和６年３月末時点で35

名です。

確認ですけれども、里親の登録を○齊藤委員

している世帯が148世帯あって、子供さんの数

が35名ということは、113世帯に関しては登録だ

けという理解でいいんですか。

委託しているかどうか○奥野こども家庭課長

になりますと、残りの世帯はお子さんを常時養

育していないことにはなりますが、一時保護で

あったり、ふれあい家庭という制度を用いて、

お子さんを一時的に見ていただくようなことも

やっておりますし、マッチング等もやっており

ます。うまくいくかどうかも相性がありますの

で、マッチング等を行いながら、里親をできな

いかについては、引き続き検討を行っていると

ころです。

ありがとうございました。○齊藤委員

先ほどの○津田福祉保健部次長（福祉担当）

こども家庭課長の回答で、児童相談所職員の削

減という言い方をしたんですが、補足させてい

ただきますと、今いる職員を削ることは当然ご

ざいません。今後の業務の状況ですとか、もし

くは宮崎市もすぐに採用ができるかどうかなど

もございますので、宮崎市の状況等を勘案しな

がら、今後、業務量がどうなるかも含めて、調

整させていただくものと訂正させていただきた

いと思います。

資料121ページですけれども、１○山下委員

億1,700万円の予算は、ほとんど執行されている

ようです。県立３病院でがん対策に取り組んで

おられるだろうと思うんですが、がん登録届出

受付件数１万2,469件の具体的な意味を教えてく

ださい。例えば、地域の病院でがんが告知され

て、県病院を紹介されました。そこでの登録件

数なのか、その辺の仕組みを教えてください。

がん登録は、県立病院だ○德山健康増進課長

けに限った話ではなく、一般の病院でも登録し

ているものでして、最初にがんとしてかかった

ときからその後の経過、治療状況、場合によっ

、たら亡くなるまでの経過を見ていく作業でして

それによってがんの進行状況や生存率が分かり

まして、がんに対する対策の立て方が分かるよ

うな統計を国全体で集めているものです。これ

がここに書かれている１万2,469件になります。

今、がんを発症するのは、国民の○山下委員

何人に１人ですか。

２人に１人が、がんにか○德山健康増進課長

かると言われている時代です。

私は今まで、がんにはかかってい○山下委員

ないんですけれども、年齢を重ねることによっ

て、いつかかかるだろうと思うんです。２人に

１人がかかるのに、受付件数は１万2,469件とい

うのは、どういう意味の数字なのかが分かりま

せん。

大体50代以上になってくると、がんの発症も
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爪と髪の毛以外、前立腺から何からどこにでも

がんはできるという話を聞いていますから、本

来の患者数はこんなものではないです。その対

応はどうしていくのか、この数字の意味が分か

らないんです。

がん登録は、がん登録等○德山健康増進課長

の推進に関する法律によって施行されているも

のです。平成28年度から始まったもので、全国

統一の仕組みとなっているところで、病院や指

定された診療所において、がんと初回の診断が

行われたものについて、その病院の所在地の都

道府県知事に届け出ることとされているもので

す。

がん登録によって集まった情報のうち、特に

。 、初回診断時の進行です がんの進行の度合いは

例えばがん検診が有効に効いているかどうかと

かいったことを知る手がかりとなります。

そのほか、先ほど御説明しました生存率は、

がんと診断されたことが、その後どのぐらいの

割合で生存されているかを示す数字になります

、 。ので 治りやすさの目安の一つとなるものです

数というよりも、その治療というか、登録さ

れた中身のデータをどう分析していくのかが重

要な情報になりまして、それに基づいて治療方

針とか、有効な検診の在り方とか、そういう対

策を立てるためのデータ収集となります。

分かったような分からないような○山下委員

……。

たしか今年度から、県立宮崎病院にがんの特

別な施設ができますよね。今までの取組があっ

て、新たに県病院で窓口をつくって研究してい

くということですから、何か相乗効果が出てく

るのかなという思いなんです。約１万2,000件の

登録者の、県中、県南、県北の比率は分かるん

ですか。

申し訳ありません。今、○德山健康増進課長

分からない状況です。

大学病院は、何も関係してないん○山下委員

ですか。県病院だけの取組ですか。

がん登録は県病院だけで○德山健康増進課長

、 、 、はなくて 全国の病院 診療所で行いますので

県立病院だけとか、宮崎大学医学部附属病院だ

けといったものではありません。

この１万2,469件のうち、宮崎大学医学部附属

病院ですとか、県立宮崎病院で診断されたもの

が幾つあるのかは、今手元にデータはございま

せん。

県立病院３病院とここに書いてあ○山下委員

るものですから、県立病院の登録者数がこれだ

けかなと思ったんですが、研究データを収集す

るための、民間の病院までひっくるめた数字と

いうことですね。

並べて書いているので、○德山健康増進課長

誤解を招いてしまいました。上のがん診療連携

、拠点病院等機能強化は県立３病院に限った話で

次のがん登録届出受付件数はがん診療を行って

いるその他の病院も含めた届出の件数になりま

す。

この取組のところに、緩和ケアチ○山下委員

ーム研修会、在宅緩和ケア推進連絡協議会があ

りますが、我が家のみとりについてです。でき

れば自宅で最期を迎えたいという人たちも増え

ているんです。だから、マッチングというか、

そういう指導のできる専門的なスタッフを育て

ていく。そういったことにも、この事業の中で

。取り組んでいるという理解でよろしいんですか

地域でみとりをするため○德山健康増進課長

には、それを支えるスタッフがどうしても重要
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になります。ですので、各病院にいらっしゃる

医師の方々が在宅緩和ケアについて理解を示し

ていただくとともに、在宅緩和ケアは介護の方

や薬局など、いろんな方たちが関わるんですけ

れども、後ろでちゃんと病院が支えていること

。 、が非常に重要になってきます そういう意味で

県も後押しさせていただいているということで

す。

分かりました。○山下委員

先ほどの齊藤委員から○奥野こども家庭課長

の御質問の「ひとり親医療費助成事業」につい

てですが、１人月額1,000円を納付すればよいと

いう話をしたところなんですけれども、補足説

明させていただきますと、一旦病院で３割をお

支払いいただいて、後で市町村に請求していた

だくことで、自己負担額1,000円との差額が本人

に還付されることになります。

資料114ページ、健康増進課の「不○齊藤委員

妊治療費支援事業」の助成は827件の実績という

ことですが、この事業費と、御夫婦が上限幾ら

ぐらいまで使えるとか、回数とか、具体的に教

えてください。

不妊治療は、以前は国の○德山健康増進課長

、事業と県の事業で実施していたんですけれども

令和４年度から保険適用となりました。それま

、 、で全額自費というか 自由診療だったんですが

不妊治療で悩んでいらっしゃる方が多いという

ことで、国が保険適用することになったもので

す。

女性の年齢ですけれども、保険で43歳未満と

指定されていますので、県でも同じような事業

体系で実施しているところです。

この事業について、県の組んでい○齊藤委員

る予算はどれぐらいなんですか。

決算額でいきますと4,198○德山健康増進課長

万3,000円となっております。

827件の実績があるということです○齊藤委員

けれども、何回までとか、期間とか決まってい

るんですか。

期間は決まっていないん○德山健康増進課長

ですけれども、年齢は43歳未満、一人のお子さ

※んの不妊治療につき３回まで 第１子につき─

３回というような制限があるところです。

分かりました。○齊藤委員

資料58ページ、国民健康保険特○山内副主査

別会計で、県が主体的に安定的な運営をしてい

くということでしたけれども、今度３方式に県

内、全部統一するんですよね。いつからそうな

るのか教えてもらいたいと思います。

今副主査のほうから○本田国民健康保険課長

質疑がございましたのは、国保税水準の統一の

関係と思いますけれども、令和２年度から国は

国保税水準の統一に関しましては進めていくよ

うにということで動きは出ております。

今年、後藤議員への部長答弁で申し上げまし

たとおり、国が今年に入って骨太の方針2024に

記載するなど加速化の動きを強めております。

国の保険料水準統一加速化プランも６月26日に

改定がなされまして、令和15年度を目標としな

がら、どんなに遅くても令和17年度には統一を

しなさいというような通知がなされたところで

あります。

３方式への統一につきましては、３方式と完

全に固まっているという話ではございません。

市町村から国保財政運営するために納付金を県

に頂きますが、納付金の算定では既に３方式

均等割、世帯割、所得割で統一を図ってい─

※65ページに訂正発言あり
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るところですが、実際の賦課の方式ですとか応

、 、益 応能の割合といったものをどういった形で

どのレベルで、いつまでに統一するかはこれか

ら市町村等の十分意見を聞きながら協議を深め

ていく必要があると考えています。

先ほどの不妊治療のところで、827○齊藤委員

件で実績が4,100万円余とさっき聞いたんです

が、金額は合っているんですか。

827件で4,198万3,000円で○德山健康増進課長

す。

分かりました。○齊藤委員

、○德山健康増進課長 不妊治療に関連しまして

発言の訂正をさせていただきたいと思います。

治療の回数ですけれども、先ほど１子につき

３回と申し上げましたが、３回が適用されるの

は40歳以上43歳未満の方で、40歳未満ですと１

子ごとに６回までとなります。申し訳ありませ

ん。

こども政策課に質問したいんです○野﨑委員

けれども、保育士の確保で、保育士養成所が来

、 。年とか再来年 募集しない養成所が出てきます

保育士不足が懸念される中、いろいろな事業を

されていますけれども、今後養成所が少なくな

るところを見越してのお考えはありますか。

野﨑委員からお話があ○増田こども政策課長

りましたように、指定養成施設は県内に４か所

ありますけれども、一部で、新規の入校生を停

止するというお話もお伺いしております。各保

育施設等における人員配置の現状を見ますと、

国が示す最低配置基準は、大方ほとんどの施設

、が満たしているところではあるんですけれども

実際に働く保育士の方にとって、休暇が取りや

すい環境だったり、より質の高い保育サービス

を提供するのに十分な配置であるのかに関して

は、人材不足は否めないと認識しているところ

でございます。指定養成施設の入校者が減って

いくこと、少なくなっていることは、長期的に

見ると保育人材の確保が非常に難しいことにな

りますので、県で保育士支援センターを設置し

て、潜在保育士と求人募集している保育施設の

マッチング等も行っているところであります。

そういった取組も強化しつつ、そもそも若い

方が保育士という職業を選択していただけるよ

う、まずは保育士の仕事がどういうものなのか

を若いうちから認識していただく。一方で、ど

、ういったところで保育士という職業を選ぶのか

それとも選ばないというか、避けつつあるのか

という要因もしっかり把握した上で、保育士と

しての仕事の魅力向上を図りながら、しっかり

と長期的な視点に立った保育人材の確保に取り

組んでいきたいと考えております。

我々は、夏に常任委員会で石川県○野﨑委員

に調査に行きました。石川県は県営で保育士を

養成する場所があって、定員60名で大体50名の

入学者がいて、毎年50名ぐらいの保育士を養成

する。また、現職の保育士もそこに入校して、

さらに磨きをかけてキャリアアップするという

施設であります。

これから募集をしない養成所が出てくるんで

すけれども、そういったことを見越して 石─

川県は歴史もあってそういう流れになっている

のかもしれませんが、調査研究していただきた

いです。

行政がやるとイメージ的にしっかりしている

し、行政、県が募集していると多分応募も増え

たり、魅力が発信できるんじゃないかなと思い

ます。保育士になりませんかと発信するより、

私たちが保育士を養成するから一緒に来ません
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かとか、県営を考える時期に来ているんじゃな

いかなと思います。

少子高齢化社会の人材確保という意味では、

介護だったり、保育であったり、看護師であっ

たり、全てにおいて行政が中心となって養成し

ていく方向性になるべきかなと思っているとこ

ろですが、部長どうでしょうか。

、○渡久山福祉保健部長 保育士の件については

一般質問でも議論をさせていただいたところで

す。４つしかない施設のうちの１つが募集を停

止するということは、今後の人材の確保という

意味で、私どもとしても非常に懸念を抱いてい

るところです。今お話のありました石川県の例

は、私もまだ見ておりませんので、視察の模様

などを勉強させていただきたいと思います。

今も保育士に限らず、本当にいろんな面で社

会の活動を支える人材の数がどんどん少なく

なっている現状がございます。これは福祉分野

だけに限らず、交通分野、物流分野など、様々

なところがございます。そういう中で、公的な

機関が社会基盤を支える人材の育成にどう関

わっていくかという大きな課題の一つとして、

保育士というのがあろうかと思います。総合的

な観点から勉強し、研究していくべき課題だと

思っております。

どのくらい人口が減っていくかと○井本委員

。いうシミュレーションはずっと出てるでしょう

御存じだと思いますが、我々、団塊の世代が全

部75歳以上になったんです。今度は亡くなって

いきますから、シミュレーションで年間平均で

何％ずつ少なくなっていくということははっき

り出ているでしょう。シミュレーションからも

分かっていることだから、保育所も少なくなる

だろうし、年寄りも少なくなるだろうし、その

辺の計画は当然のようにやっていくことが当た

り前だと思っている。そういう計画はきちんと

していると思っていたんだけれども、どうなん

だろう。

宮崎県の将来人口の推○渡久山福祉保健部長

計、あるいは人口の構成がどのようになってい

くというのは、長期計画で計算的に出ている数

字です。ただ、それを支えるための保育士です

とか、あるいは学校の教員、交通物流関係の方

とか、そういった数がどのくらい必要になると

いう分野別まで推計したものに基づいて、育成

計画を立てているかというと、まだその数字ま

では至ってはいません。

現状働いている方の構成年齢等を見ますと、

今後減っていく可能性があることは、ある程度

見通せる部分がありますので、保育士なども含

めてしっかりその辺を考えていく。その中で、

野﨑委員からもありました公的機関の関わり方

をどうしていくかというのは大事な視点だろう

と思っております。

それでは ほかに質疑はよろしかっ○山内主査 、

たでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもって第２班の審査を終了○山内主査

いたします。

午後の再開は 午後１時からでよろしいでしょ、

うか。

〔 はい」と呼ぶ者あり〕「

それでは、午後１時からの再開でお願いいた

します。

暫時休憩いたします。

午前11時36分休憩

午後０時58分再開
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それでは、分科会を再開いたしま○山内主査

す。

これより、医療政策課、薬務感染症対策課、

衛生管理課の審査を行います。

令和５年度決算について各課の説明を求めま

す。

医療政策課の決算状況に○徳地医療政策課長

ついて御説明いたします。

決算特別委員会資料の11ページを御覧くださ

い。

医療政策課は、上から３番目であります。

予算額49億1,035万5,000円に対して、支出済

額46億306万6,514円、翌年度への繰越額２

億1,951万5,000円、不用額8,777万3,486円で、

執行率は93.7％、繰越しを含めますと98.2％と

なっております。

主な不用額について御説明いたします。

36ページを御覧ください。

まず （目）の医薬総務費でありますが、不用、

額136万9,218円となっております。主なものと

しましては、節の上から３番目の行、共済費136

万4,778円であります。

37ページを御覧ください。

（目）医務費でありますが、不用額8,137

万3,018円となっております。主なものとしまし

ては、節の上から４番目の行、報償費3,848

万8,125円でありますが、主なものとして 「医、

療・福祉分野における物価高騰緊急対策事業」

等において、医療機関等からの申請が見込みを

下回ったことによるものであります。

次に、その４つ下の委託料736万4,362円及び

その２つ下の負担金・補助及び交付金2,987

万9,960円でありますが 「中山間地域の持続可、

能な医療体制構築推進事業」等につきまして、

実績や補助申請数が当初の見込みを下回り、執

行残が生じたものであります。

次の38ページを御覧ください。

（目）大学費でありますが、不用額は503

万1,250円となっております。こちらは 「授業、

料減免事業」について、減免申請件数が見込み

を下回ったことによるもの及び「大学施設整備

事業」について、入札等により実績が見込みを

下回ったことによるものであります。

決算事項別明細説明資料については、以上で

ございます。

次に、主要施策の成果について説明いたしま

す。

39ページを御覧ください。

１「生き生きと暮らせる健康・福祉の社会づ

くり （３）医療提供体制の構築・充実であり」、

ます。

主な事業及び実績でございますが、まず 「看、

護師等確保対策事業」であります。これは、看

護師等養成所14校に対して運営費補助を行うと

ともに、40名に対して修学資金の貸与を行いま

した。

「宮崎県ナースセンター事業」では、求人・

求職のマッチングにより341名の再就職と、中高

生を対象に、病院等でのふれあい看護体験を実

施したところであります。

40ページを御覧ください。

まず、全国の都道府県が負担する自治医科大

学の運営費の負担金、次の「へき地診療支援事

業」は、僻地診療所の設備整備や運営に対する

市町村への補助であります。

次に、一番下の「第二次救急医療体制整備事

業」と、41ページの「第三次救急医療体制整備

事業」は、地方公営企業法や国庫補助制度に基
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づき、救急医療を担う医療機関の運営費の補助

を行ったものであります。

その下の「ドクターヘリ運航支援事業」は、

宮崎大学医学部附属病院に対するヘリの運航に

係る経費等の支援、一番下の「医師修学資金貸

与事業」ですが、令和５年度は、新たに44人に

貸与したところであります。

42ページを御覧ください。

「中山間地域の持続可能な医療体制構築推進

事業」でありますが、僻地の医療機関で撮影し

たＣＴ画像等を基幹病院の医師と連携するため

の遠隔診療支援システムの構築や、公立病院等

の将来計画の策定支援、僻地出張診療や無医地

区巡回診療等に要する経費の支援を行ったもの

であります。

43ページを御覧ください。

「 」県西部圏域の高度急性期医療機能強化事業

でありますが、令和５年度から３か年で整備す

る都城市郡医師会病院の心臓・脳血管センター

等の整備の支援のうち、ＣＯ２排出の少ない空

調設備の整備について、工事進捗率に応じた支

援を行ったものであります。

また、その下の「中山間地域における医療デ

ジタル化推進事業」は、中山間地域においては

オンライン診療などの医療デジタル化を推進す

るための検討会の開催や、美郷町国民健康保険

西郷病院等でオンライン診療の実証を行ったも

のであります。

44ページを御覧ください。

「地域医療介護総合確保基金事業」でありま

すが、医療提供体制の構築に向け、基金を活用

、 、し各種事業を行っており 主な事業としまして

地域医療介護総合計画推進として、病床機能の

転換等を図る医療機関の施設・設備整備の支援

や、医療勤務環境改善センター運営、救急医療

利用適正化の推進を図る普及啓発、毎日夜の７

時～翌朝８時に対応する子ども救急医療電話相

談などに取り組んだものであります。

45ページを御覧ください。

一番上 「宮崎県地域医療支援機構運営事業」、

は、県と、宮崎大学、県医師会、市町村で設立

した地域医療支援機構に医師を配置しキャリア

形成プログラムの運用等を行うとともに、専門

医・指導医の取得、スキルアップに必要な経費

の支援や、臨床研修医確保の県内外での病院説

明会や、ホームページ、広報誌等を活用し、各

種情報発信を行ったところであり、次の「産科

医等確保支援事業」は、地域でお産を支える医

師及び助産師に分娩手当等の一部を支援するこ

とにより、処遇改善を通じまして、減少してい

る分娩施設及び産科医等の確保を図ったもので

あります。

46ページを御覧ください。

「専門医育成事業」は、医師の確保が特に必

要な小児科、産科等の専門研修を介する専攻医

に研修資金を貸与したほか 「医師の働き方改革、

推進事業」は、医師の働き方改革に対応するた

め、労働時間短縮に向け勤務時間管理システム

等の体制整備に取り組んだ医療機関の支援や、

仕事と家庭の両立をできるような代替医師の人

件費及び復職研修に要する支援を行ったもので

あります。

次の「特定行為に係る看護師の研修制度推進

事業」は、看護師の特定行為研修制度の理解や

周知を深めるための意見交換会の開催や、令和

５年度から指定研修機関となった初年度の運営

費と、新たに指定研修機関を目指す医療機関へ

の準備経費等の支援を行ったものであります。
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47ページを御覧ください。

「公立大学法人宮崎県立看護大学事業」は、

県立看護大学への運営費交付金や、大学の長寿

命化計画に基づく施設設備整備の支援、看護の

教育研究機関として地域貢献等研究推進事業な

どに取り組んだものであります。

次に、48ページを御覧ください。

Ⅰの施策の成果等として、①につきましては

、看護師の養成・確保に関するものでありますが

ナースセンター事業による就業促進や復職支援

に取り組むとともに、看護師等養成所への運営

支援や連携等により、卒業生の県内就職率は約

６割を維持したところであります。

②は医師の養成・確保に関するものでありま

して、キャリア形成プログラム適用者に対する

配置調整による医師の地域偏在是正に取り組む

、 、とともに 医師の働き方改革制度の施行に向け

医療勤務環境改善支援センターによる相談対応

など、医療機関の取組を支援したところであり

ます。

、③は医療提供体制に関するものでありますが

ドクターヘリの運航支援や子ども救急医療電話

相談、僻地診療所の設備運営費等の支援、中山

間地域における医療デジタル化の推進に取り組

みました。

49ページの今後の方向性としましては、①の

看護師の養成・確保につきましては、中高生向

けの出前講座や看護体験等を通じ、看護の魅力

発信等により看護学生の確保を図るとともに、

看護師のスキルアップ支援をはじめ、看護師の

地元定着・離職防止、復職支援の取組に継続し

て取り組んでまいります。

②の医師養成確保につきましては、臨床研修

医や専門医の確保を図るため、県内医療機関の

魅力発信や研修環境等の充実を図るとともに、

県内定着医師の確保と地域偏在の是正に向け、

大学や県医師会と連携して取り組む必要がある

と考えております。

③の医療提供体制の確保につきましては、引

き続き、救急医療や僻地医療体制の維持・充実

に努めてまいります。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は、以上であります。

監査委員の決算審査意見書及び監査報告書に

関しましては、特に報告すべき事項はございま

せん。

薬務感染症対策課○吉田薬務感染症対策課長

の決算状況について御説明いたします。

令和５年度決算特別委員会資料の決算11ペー

ジを御覧ください。

。令和５年度決算事項別明細総括表であります

薬務感染症対策課は、上から９番目でありま

すが、薬務対策課と感染症対策課それぞれにつ

いて御説明いたします。

まず、薬務対策課でありますが、予算額１

億7,769万3,000円に対しまして、支出済額１

億6,965万6,614円、不用額803万6,386円で、執

行率は95.5％となっております。

次に、その下の感染症対策課であります。予

算額114億5,926万8,000円に対しまして、支出済

額93億9,634万1,971円、翌年度への繰越額２

億6,295万9,000円、不用額17億9,996万7,029円

で、執行率は82.0％、繰越しを含めますと84.3

％となっております。

主な不用額について薬務対策課から御説明い

たします。

決算の128ページを御覧ください。

上から２行目の（目）医務費でありますが、
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不用額120万円となっております。これは「薬剤

師による在宅医療提供体制整備事業」の実績が

当初の見込みを下回ったことによるものであり

ます。

次に、２つ下の（目）薬務費でありますが、

不用額は587万5,519円となっております。主な

ものとしましては、報償費や旅費、需用費等の

執行残であります。

次に、感染症対策課について御説明いたしま

す。

決算130ページを御覧ください。

まず （目）予防費でありますが、不用額17、

億9,952万2,255円となっております。

主な不用額について御説明いたします。

節の上から７番目の行 役務費の1,789万4,323、

円でありますが、主なものとして 「ＰＣＲ検査、

体制強化事業」における新型コロナの感染拡大

防止のための広報費用について、実績が当初の

。見込みを下回り執行残が生じたものであります

次に、その下の委託料の１億1,357万4,573円

でありますが、主なものとして、新型コロナの

「自宅療養者に対する健康観察体制確保事業」

において、高齢者施設等に従事する職員への頻

回検査を行うための検査キットの送付に係る経

費について、実績が当初の見込みを下回り、執

行残が生じたものであります。

次に、その３つ下の負担金・補助及び交付金

の15億6,126万7,243円でありますが、新型コロ

ナの「医療提供体制強化事業」において、新型

コロナ患者受入れのための入院病床等を確保し

た医療機関に対する補助について、実績が当初

の見込みを下回り執行残が生じたものでありま

す。

次に、その下の扶助費の4,173万791円であり

ますが、新型コロナ患者への医療費助成に係る

公費負担について、実績が当初の見込みを下回

り執行残が生じたものであります。

次に、その下の償還金・利子及び割引料

の5,417万2,132円でありますが、国の「新型コ

ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業」

を活用して実施した病床確保補助金について、

令和３年度分の国の交付額確定が令和５年度内

に完了しなかったことにより、執行残が生じた

ものであります。

決算事項別明細説明資料については、以上で

ございます。

次に、主要施策の成果について、主なものを

御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の薬務感染症

対策課、決算131ページを御覧ください。

初めに 「くらしづくり」の１「生き生きと暮、

らせる健康・福祉の社会づくり」の（１）健康

づくりの推進でございます。

下の表を御覧ください。

「 」 。 、愛の予防接種助成事業 です この事業は

個人負担を要する任意の予防接種について、接

種費用を補助する市町村に対し補助金を交付す

ることにより、子供たちを感染症から守り健や

かな育ちを支えるための環境づくりに努めたも

のであります。

決算132ページを御覧ください。

１段目の新規事業「子どもを取り巻く感染症

緊急対策事業」であります。コロナ禍を経て顕

在化した子供の予防接種率の低下や梅毒等の性

感染症急増等に対応するため、予防接種の勧奨

や検査体制の拡充、感染症の知識の普及啓発に

集中的に取り組むことにより、予防接種率の向

。上や感染症の拡大防止に努めたものであります
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次に、その下の「感染症危機管理対策事業」

であります。主な実績内容等としましては、新

型インフルエンザ対策として、抗インフルエン

、 、 、ザウイルス薬の備蓄や 県内の医療機関 薬局

訪問看護事業所等を対象とした研修会の開催な

ど、病原性の高い新型インフルエンザ発生時の

被害を最小化するため、体制確保を行ったもの

であります。

決算133ページを御覧ください。

「新型コロナウイルス緊急対策事業」であり

ます。主な実績内容等のうち、医療費に係る自

。 、己負担分の公費負担でございます この事業は

新型コロナ患者の入院費用や外来、コロナ治療

薬の医療費に係る本人負担額への公費支援を行

うことで、医療費の助成を行ったものでありま

す。

、「 」 。次に 医療提供体制強化事業 でございます

この事業は、新型コロナ患者の入院受入れ医療

機関及び外来対応医療機関における医療機器の

整備に対する補助を行うことにより、医療提供

体制の確保を図ったところであります。

決算134ページを御覧ください。

、「 」 、次に 薬物乱用防止推進事業 でありますが

、薬物乱用を未然に防止するための研修会開催や

小・中・高校生に対する薬物乱用防止教室の開

催等を行ったものであります。

決算135ページを御覧ください。

「毒物劇物危機管理体制確保対策推進事業」

は、毒物劇物による危害発生の未然防止や、事

故発生時の危機管理体制整備のため、中毒治療

薬の配備や、毒物劇物の適正な取扱いを確保す

る毒物劇物取扱者の試験を行ったものでありま

す。

決算136ページを御覧ください。

Ⅰの施策の成果等であります。

まず、①ですが、宮崎県新型インフルエンザ

等対策行動計画に基づき、必要量の抗インフル

エンザ薬を確保し、適切に保管・管理を行うと

ともに、有事には速やかに使用できる体制を確

保しているところであります。今後とも引き続

き計画的な備蓄に努めてまいります。

次に②ですが、新型コロナウイルス感染症対

策につきましては、感染症法上の位置づけが５

類へと移行したことに伴い、事業の見直し等を

行ったところですが、引き続き重症化リスクの

高い高齢者等を守るため、往診を行う医療機関

への補助等に取り組んでまいりました。

③でありますが、官民一体となった若年層へ

の薬物乱用防止の啓発活動を行ったところであ

ります。

次に、Ⅱの今後の方向性でありますが、まず

、 、 、 、① 新たな感染症への備えとして 県 医師会

保健所設置市である宮崎市等で構成します連携

協議会を通して、平時からの連携強化を図ると

ともに、令和６年度中に新型インフルエンザ等

対策行動計画を改定し、各種対策の強化に取り

組んでまいります。

②でありますが、新型コロナを含め、各種感

染症の発生状況を分析・調査し、県民へ分かり

やすく情報提供をするとともに、必要な注意喚

起、基本的な感染防止への周知徹底に努めてま

いります。

③でありますが、今後とも、引き続き、青少

年を中心とした薬物乱用防止の啓発を行ってい

く必要があると考えております。

続きまして、決算137ページを御覧ください。

（ ） 。３ 医療提供体制の構築・充実であります

主な事業及び実績でございますが、下の表を
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御覧ください。

一番上の「薬事監視指導強化事業」は、薬局

等への監視指導に取り組んだものであり、その

下の「モバイルファーマシー整備事業」は、宮

崎県薬剤師会が導入する災害対策医薬品供給車

両、いわゆるモバイルファーマシーに係る経費

の支援を行ったものであります。

決算138ページを御覧ください。

一番上の「献血協力者確保等推進事業」は、

献血ウェブ会員サービス「ラブラッド」への登

録推進や、協力企業・団体名の新聞掲載等によ

り、安定的な血液確保に取り組んだものであり

ます。

「 」その下の 新型コロナウイルス緊急対策事業

は、新型コロナワクチンを接種された方への副

反応等のコールセンターの開設や、新聞等によ

る広報等を行ったものであります。

次に、決算139ページを御覧ください。

Ⅰの施策の成果等であります。

まず、①でありますが、薬事監視を行い医薬

品等の適正な取扱いや管理の徹底を図ることに

より、重大な違反事項や健康被害の報告はあり

ませんでした。

、 、次に②でありますが 血液の安定確保のため

組織献血の推進や、県民大会を開催し、献血意

識の高揚に努めたところであります。

次に③でありますが、重症化リスクの高い高

齢者等に対し新型コロナワクチン接種の積極的

な検討を促すため、副反応相談に対応するため

の相談センターを開設し その窓口の周知を行っ、

たところであります。

、 、次にⅡの今後の方向性でありますが まず①

薬事監視による医薬品等の適正な取扱いや管理

の徹底を継続して行い、医薬品等による危害防

止に引き続き取り組んでいく必要があると考え

ております。

次に②でありますが、献血協力者や団体の育

成を図るとともに、献血離れが著しい若年層に

対する効果的な啓発活動を展開していく必要が

あると考えております。

次に③でありますが、新型コロナワクチン接

種が秋冬の定期接種になったところですが、引

き続き、副反応相談センターを接種期間に開設

し、県民の相談体制の確保に取り組んでまいり

ます。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は、以上であります。

監査委員の決算審査意見書及び監査報告書に

関しましては、特に報告すべき事項はありませ

ん。

衛生管理課の令和５年度○壹岐衛生管理課長

決算状況について御説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の右下の決算11

ページを御覧ください。

上から７番目の衛生管理課でございますが、

予算額が18億7,649万3,000円に対しまして、支

出済額は17億3,889万8,855円、翌年度繰越額

は6,887万8,000円、不用額は6,871万6,145円と

なっており、執行率は92.7％、翌年度繰越額を

含めますと96.3％となっております。

それでは、資料の99ページを御覧ください。

主な不用額について御説明いたします。

上から３行目の（目）予防費、不用額は655

万7,294円であります。主なものとしまして、節

の上から６番目の需用費193万8,719円でありま

すが 「動物適正飼養管理指導事業」及び動物愛、

護センター運営費において、収容動物の治療及

び飼養管理等に使用する医薬材料費や物品購入
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費が見込みを下回ったこと等によるものであり

ます。また、その１つ下の役務費261万791円で

ありますが 「飼い主のいない猫適正管理推進事、

業」において、不妊去勢手術の実績件数が見込

みを下回ったこと等によるものであります。

次に、資料の100ページを御覧ください。

（目）環境衛生総務費、不用額は569万1,689

円であります。これは、衛生管理課、食肉衛生

検査所及び動物愛護センター職員に係る人件費

であり、給与や共済費などの職員費が見込みを

下回ったことによるものであります。

次に、資料の101ページを御覧ください。

目 食品衛生指導費 不用額は3,303万2,189（ ） 、

円であります。主なものとしまして、節の下か

、ら６番目の委託料1,070万8,991円でありますが

令和４年度に実施しました「ひなた飲食店認証

店応援強化事業」の精算に伴い生じたこと等に

よるものであります。また、その４つ下の負担

、金・補助及び交付金924万6,056円でありますが

「食の安全・暮らしの環境を守る公務員獣医師

確保推進事業」において、獣医師職員育成資金

の給付件数が見込みを下回ったこと等によるも

のであります。

次に、資料の102ページを御覧ください。

目 環境衛生指導費 不用額は2,343万4,973（ ） 、

円であります。主なものとしまして、節の上か

ら５番目の委託料570万5,665円でありますが、

「理容・美容・クリーニング利用促進緊急支援

事業」における、ポイント還元原資及び事務費

の執行残等であります。また、その２つ下の負

担金・補助及び交付金1,586万9,537円でありま

すが、生活基盤施設耐震化等補助金において、

水道事業者からの請求が仕入れに係る消費税分

を減額した請求となったこと等によるものであ

ります。

決算事項別明細説明資料の説明については、

以上であります。

次に、令和５年度の主要施策の成果について

御説明いたします。

資料の103ページを御覧ください。

２行目 （１）の安心で快適な生活環境の確保、

についてであります。

施策推進のための主な事業及び実績でありま

すが、資料の104ページを御覧ください。

「食品衛生監視事業」の主な実績内容等です

が、施設の監視指導及び収去検査といたしまし

て、食品関係営業施設２万380件に対し、監視指

導5,069件、収去検査1,390件を実施しました。

また 「食品衛生推進事業」として、公益社団、

法人宮崎県食品衛生協会へ業務委託し、食品衛

生指導員248名による巡回指導を実施したところ

です。

さらに 「ＨＡＣＣＰ定着サポート事業」とし、

て、事業者を対象とした講習会及び実地指導を

行いました。

その１つ下 「食鳥検査事業」でありますが、、

県内９か所の大規模食鳥処理場において、１

億4,416万2,712羽を検査いたしました。

次に、資料の105ページを御覧ください。

「食肉衛生検査所」でありますが、県内８か

所の屠畜場におきまして 牛５万2,677頭 豚100、 、

万28頭を検査いたしました。また、獣医師職員

育成資金の給付を２名に対して行いました。

その１つ下 「生活環境対策事業」であります、

が 「生活基盤施設耐震化等交付金事業」におい、

て、市町が行う水道施設の耐震化に対し補助を

行い、併せて、事業に対する指導・監督を実施

したところであります。
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次に、資料の106ページを御覧ください。

「生活衛生指導助成事業」でありますが、公

益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センターが

行う営業相談や、経営指導員等による巡回指導

等の活動事業に対しまして補助を行い、業界の

自主衛生管理体制の強化と活性化を図ったとこ

ろであります。

その１つ下、新規事業「理容・美容・クリー

ニング利用促進緊急支援事業」でありますが、

物価高騰対策として、理容・美容・クリーニン

グ利用時のキャッシュレス決済に対するポイン

ト還元を実施いたしました。1,575件の店舗が参

加し、期間中の利用総額が６億8,516万6,000円

となっております。

次に、資料の107ページを御覧ください。

「生活衛生監視試験事業」でありますが、レ

ジオネラ症発生防止対策の講習会の開催やクリ

ーニング師試験の実施、生活衛生営業施設に対

する監視指導を1,214件行うなど、公衆衛生の確

保・向上を図ったところであります。

資料の108ページを御覧ください。

Ⅰ、施策の成果等でありますが、①として、

食品営業施設等の監視指導及び自主管理の促進

等により、食中毒の予防やＨＡＣＣＰ定着支援

に取り組んだところであります。

②として、屠畜検査及び食鳥検査による疾病

の排除等や、検査所による外部検証を通じまし

て、衛生指導を実施いたしました。

③として、市町村など水道事業者に対し、国

の交付金を活用した水道施設の耐震化を図り、

。災害に強い水道施設の整備を促進いたしました

また、生活衛生関係営業施設に対する監視指

導等により、消費者・利用者への安全で衛生的

なサービスの確保に努めたところであります。

次に、Ⅱ、今後の方向性でありますが、①と

して、食品等事業者に義務化されましたＨＡＣ

ＣＰについて、さらなる普及・定着を推進する

ため、ＨＡＣＣＰによる衛生管理について指導

助言ができる食品衛生監視員の育成を継続して

まいります。

②としまして、全国に先駆けて導入したＨＡ

、 、ＣＣＰについて さらなる衛生管理向上のため

食肉衛生検査所による外部検証を通じまして、

施設への衛生指導を継続していきます。

③として、水道事業者が抱える施設の老朽化

や耐震化等の諸課題について、国の交付金を活

用した水道施設の耐震化の指導を継続していき

ます。

また、生活衛生関係では、衛生水準の確保を

目的として、保健所や生活衛生営業指導センタ

ーと連携し、衛生指導等を継続していきます。

次に、資料の110ページを御覧ください。

（２）の快適で人にやさしい生活・空間づく

りについてであります。

「動物管理事業」の主な実績内容等でありま

すが、引取り等の数が、犬35頭、猫577頭、譲渡

数が、犬158頭、猫312頭となっております。ま

た、いのちの教育を小学校等67団体を対象に実

施いたしました。

次に、資料の111ページを御覧ください。

Ⅰ、施策の成果等でありますが、①として、

狂犬病予防対策について、テレビ・ラジオを活

用した啓発や、獣医師会及び市町村との連携な

ど、予防注射の実施向上に努めた結果、実施接

種率は前年度と同水準を維持したところであり

ます。

②として、動物愛護及び適性飼養の普及啓発

について、譲渡前の講習会や、しつけ方教室の
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開催等を通じ、飼育者に対し、最後まで飼うと

いう終生飼養の啓発を行うことにより、犬や猫

等の引取り頭数は減少傾向にあるところです。

次に、Ⅱ、今後の方向性でありますが、①と

して、接種率向上のため、今後も引き続き市町

村等と連携を図り、普及啓発活動に取り組んで

まいります。

また、②として、より一層の動物愛護思想の

普及啓発に取り組み、犬猫の殺処分削減につな

げてまいります。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は、以上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書に関して、特に報告すべき事項はありま

せん。

執行部の説明が終了しました。○山内主査

ただいまの説明について、質疑はございませ

んか。

犬猫の殺処分の状況は、どうなっ○井本委員

ていますか。

県、宮崎市を含みます犬○壹岐衛生管理課長

猫の殺処分の頭数につきましては、全体で320頭

になっております。そのうち犬が50頭、猫が270

頭となっております。

病気とか、どうしようもなくて殺○井本委員

処分することがあると思いますが、それはどの

くらいですか。

病気とか どうしても○壹岐衛生管理課長 ─

譲渡に適さない犬猫が320頭のうち79頭でありま

して飼養中に死亡する犬と猫が合わせて241頭と

なっております。

そこに置いているうちに、どうし○井本委員

ても衰退してしまい、亡くなるということです

ね。では、ほとんど殺処分はゼロだと考えても

いいんですか。

委員の御指摘のとおりで○壹岐衛生管理課長

ございます。

ありがとうございます。○井本委員

よろしいですか。関連でございま○山内主査

すか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ほかに質疑はございま○山内主査

せんか。

組織の理解をしたいんですが、薬○齊藤委員

務感染症対策課のところに、薬務対策課と感染

症対策課があるんですけれども、課の下に課が

あるんですか。

昨年度までは、薬○吉田薬務感染症対策課長

。務対策課と感染症対策課の２課でございました

今年度の４月の組織改編に伴いまして、その課

が一緒になりまして薬務感染症対策課となって

おります。

分かりました。○齊藤委員

決算40ページの僻地診療のところを教えてく

ださい。へき地診療所設備整備支援ということ

で、串間市市木診療所外２診療所とあるんです

けれども、この２診療所の名前と、その右側の

へき地診療所運営費補助で、延岡市立島浦診療

所外３診療所とありますが、この３診療所の名

前をそれぞれ教えてください。

設備整備支援のほうです○徳地医療政策課長

けれども、市木診療所以外は、都城市の西岳診

、 。療所と 西米良村の西米良診療所でございます

運営費補助のほうですけれども、島浦診療所以

外は、串間市の市木診療所、西米良村の小川出

張診療所、木城町の中之又へき地出張診療所と

石河内巡回診療の５つでございます。

これは、へき地診療所運営費補助○齊藤委員
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ということなんですけれども、御説明の中で巡

回という言葉が出てきたんですが、具体的に、

巡回というのは僻地に診療所があるんですか。

まず、この事業ですけれ○徳地医療政策課長

ども、１つ目の設備整備のほうは基本的に市町

村が実施する僻地診療の施設設備に対して、国

と市町村が補助するものです。県は国からお金

。をもらって市町村に補助するものでございます

もう一つの運営費補助につきましては、国庫

補助を受けて設置した僻地診療所が運営費の対

象になるものでございまして、木城町の中之又

へき地出張診療所や石河内巡回診療は常設では

なくて、イメージとしては、巡回ですと公民館

等で診療所の届出をしておいて、そこに定期的

に医師が行って、近隣の住民を診療するような

スタイルになっております。

参考までに、県内に僻地診療所は○齊藤委員

何か所あるんですか。

まず僻地には病院と診療○徳地医療政策課長

所があります。ベッド数の関係で、病院と診療

所に分かれます。僻地診療所になりますと、県

内に11施設がございます。

遠隔診療支援システムは昨年から○山下委員

始まったかなと思うのですが、どういう効果が

出ているのかをお聞かせください。

おっしゃるように昨年か○徳地医療政策課長

ら始めました。昨年、実証をしたのですけれど

も、効果としては、医師側も、受診者側もその

診療に対して違和感はないという評価をいただ

いてはいます。

今後詰めなければいけないと言われている課

題は、診療する患者の医療情報を、主治医では

ない人が診る場合も事前に取り寄せなければい

けないということが１つあります。また、医師

、側は対面でやりたいという気持ちがありますが

例えば定期的に処方をもらう方だったらオンラ

インでもできる部分もあります。今回、老人保

健施設や老人ホーム等の患者も診療したのです

けれども、施設側からすれば、車椅子等はかな

りの労力が要るみたいで、その患者をいちいち

病院に搬送しなくていい 搬送が不要になる─

ということで、メリットがあるという声をいた

だいているところでございます。

分かりました。高齢者福祉施設な○山下委員

ど人材が非常に足らない中で 病院に連れて行っ、

たら、２～３時間の待ちが出て、車椅子で入れ

たり出したりして長時間負担をかけていると思

うんです。そういう効果が出ていれば、ありが

たいと思ったところなのですが、遠隔診療に対

応する医療機関 例えば県病院や公立病院が─

あるんでしょうけれども、対応できる病院はど

のぐらいあるんですか。

昨年５月時点で、県内の○徳地医療政策課長

保健医療機関が860施設あるんですけれども、遠

隔診療の施設基準というか、そういうオンライ

ン診療ができるという基準の届出をしている病

院が昨年時点で40施設しかありません。率にし

て4.7％ぐらいの医療機関が施設の届出をしてい

る状況でございます。

九州各県を見ても一番高いところでも７％弱

ぐらいで、九州全体を見ても去年時点で５～６

％の状況でございます。

分かりました。860医療機関の中○山下委員

の4.7％ということですね。医療機関も人材が足

らないわけですよね。病院だったら午前中外来

も同じ時間帯に来ると思うのですが、その辺が

１つの大きな壁なのでしょうか。今ひとつ広が

。りがないのはどういう問題があるんでしょうか



- 77 -

令和６年10月１日(火)

機器設備等については今○徳地医療政策課長

かなり充実してきているのですが、例えば椎葉

とか僻地ですとどうしても電波が厳しい状況に

ありました。あと医者側が同じ患者をずっと診

ればいいのですけれども、先ほど申したように

初めての患者などいろんな患者を診る場合に医

者側からすればカルテを事前に見ておかなけれ

ばならない手間といいますか、準備といいます

か、その辺の問題はあるかと思っております。

クリニック等で患者が処方箋をオンラインで

もらうとか、診療してもらった処方箋で、オン

ラインで薬ももらうという動きにはなりつつあ

ります。都市部であればクリニック系で普及し

ていく部分はあるだろうと思いますが、僻地に

ついては電波の問題と、同じ医者であれば事前

情報の問題、薬の処方等だけだったら多分普及

していく可能性はあるということで、その辺を

踏まえて今年度も実証しようと思っています。

病院で診る場合と遠隔で診る場合○山下委員

。では診療報酬単価の差は出てきているのですか

まだ単価が高いというよ○徳地医療政策課長

うな状況ではなくて、実施する場合は、最初は

対面で診た後、２回目以降オンラインでやる。

初診は対面でというのは当然ございますし、徐

々には広がっていくと思うのですけれども、地

域でやるにしても医師会等の理解 要は県医─

師会、日本医師会の理解を求めていく必要があ

ると考えています。

分かりました。○山下委員

資料45ページの医師のキャリア形○坂口委員

成支援の専門医取得等支援で186人。この中で総

合診療医は実際どのぐらいいるのですか。とい

うのが、今の遠隔にしても、特に在宅とか僻地

医療になると、総合診療医が非常に重要性を帯

びてくるのではないかなと思います。細分化さ

れた各科の専門医はよく聞くのですけれども、

総合診療医は186人の中にどれぐらいいますか。

資料46ページの「専門医○徳地医療政策課長

育成事業」は修学資金の貸付けで、対象は小児

科と産科と総合診療医を目指す医師に修学資金

を貸すという事業ではあるんですけれども、総

合診療医を目指す人に貸し付けているような状

況は今ございません。委員がおっしゃるとおり

で、今からは総合診療医のニーズが非常に高く

なって求められていくということで、６月に掲

げられた国の骨太の方針等でも、リカレント教

育や偏在是正の年内パッケージとして議論され

ているところですけれども、総合診療医は内科

などの診療医とは別に平成30年から専門医制度

が始まって今６～７年たっているところではあ

るのですけれども、総合診療医の認識とニーズ

が足りなくて、国のほうでも看板などに総合診

療医を掲げていいというような改正をしようと

。したり議論が進められているところであります

国の考え方や見直しに大きなもの○坂口委員

が欠けているのかなと思うんです。そこに向か

いたいと思うようなポジションに総合診療医を

ちゃんと位置づけること、社会的な評価という

か、やりがいが必要と思うんです。

対面と遠隔のどちらがいいかは当然決まって

いますよね。対面しながら問診するのはものす

ごく大事だと思っているんです。そうなると、

地方の医療には総合診療医がしっかりいて、つ

ないでいく。そして、在宅あるいは施設への訪

問診療を行っていく。特に宮崎の将来の医療の

流れを見ると、急ぐべきではないかなと思うの

です。今のままでは限界があるのではないです

か。すごく大切な部分だという気がするのです
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けれども、何か欠けてそうな気がしています。

我々もまさにそこが非常○徳地医療政策課長

に重要だと思って、大学側とも今後のことを見

据えて４月以降継続していろいろ話をしており

ます。

タイミングよく６月の骨太の方針でも、国が

明確に医師養成課程の地域枠の活用、総合診療

医の育成、リカレント教育の必要な人材確保と

いうことで、内科で学んだ中堅医師等も含めて

リカレント教育をする機能を今から行っていく

べきだとしています。施策の中に総合診療医と

いう言葉が入ってきたのも初めてですので、国

もまさに今からそういった方向で進めようとし

ています。また、偏在是正が問題になっている

関係で偏在是正を解消していくためには総合診

療医の力は必要ということで 今日も新聞に載っ、

ていましたけれども、国のほうも対策のパッケ

ージとして、医師多数地域への開業医の規制を

したらどうかとか、ある意味強制的な主導も含

めて、そこを解消しようとしていく動きになっ

ています。

アナログなのかもしれないけれど○坂口委員

も、いろんな医療機関に行って、その中でホッ

とするのが健康増進センターなんです。最後の

診察のときに聴診器を当ててやってくれるので

。 。す あれが医療の基本のような気がするのです

だから、そういったもの１つで見極めていく

ような総合診療医を育てていくのが非常に大切

な気がするものですから、ぜひそこを頭に置い

て今後取り組んでいただければと思います。

オンラインとは直接関係ないかも○井本委員

しれないけれども、その総合診断に生成ＡＩを

使う動きがあるのではないかと思いますが、そ

の辺はどうですか。

今からそういった未来に○徳地医療政策課長

なってくるような話はありますけれども、具体

的に生成ＡＩを使って、ＡＩが診断をやってと

いうようなことはまだ私のほうで聞いたことは

ございません。

そうですか。非常に動きも激しく○井本委員

なっていますよね。昨日のニュースでもどこか

の大統領は法規制を待てと言ったり、それぐら

、い生成ＡＩが今いろんな分野で動きがあるから

そういうところまで私は進むのではないのかな

という気はするんですよね。分かりました。

県立看護大学について資料38ペー○齊藤委員

ジと、47ページの成果報告に記載されているの

ですけれども、県立看護大学は年間維持してい

くために、大体11億円がかかるという理解でい

いんですか。学校の先生方の給与は入っていな

いんですよね。

全体では、運営費として○徳地医療政策課長

は14億円ぐらいになります。その中に運営費交

付金もございますし、あとは自己収入というこ

とで学生からの納付金や試験での手数料等が

あって年間で大体約14億円で、その中に人件費

等も入っています。

分かりました。○齊藤委員

県立看護大学の運営費は14億円○山内副主査

ぐらいということでしたが、定員が100名ですよ

ね。単純計算では、１人当たり年間1,400万円ぐ

。らいかけて看護人材をつくっていることになる

文部科学省も公立大学の役割を「地域における

社会等へ貢献できる」としています。そういっ

た人材を育成することが役割だと思うのですけ

れども、県内就職率が50％前後とすれば、地域

貢献としての役割を県立看護大学がちゃんと

担っているのかなと思います。成果として、１
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人当たり1,400万円かけるぐらいの価値があるの

か、どう捉えているのか教えてほしいと思いま

す。

予算と、１人当たりの金○徳地医療政策課長

額から、県内就職率が50％いっていないのは議

会からもいつも指摘を受けて、最低でも50％以

上、60％、70％、80％ぐらい目指すべきと県立

看護大学とはずっと話はしているところでござ

います。

県としても、ほぼ県の出資で運営しています

ので、この２、３年ずっといろんな分析をしつ

つ、先生方にもそういった役割といいますか、

求められていることはずっと伝えてはいるとこ

ろでございまして、昨年度は議会にも県立看護

大学の現地調査をしていただきました。ただ、

結果として、今回も50％いってないということ

でございます。そこは真摯に受け止めて、最低

でも50％超えて60％、70％といくようにしてい

かないければならないと考えております。

最低でも50％ということでした○山内副主査

、 、が 宮崎大学からいろいろな看護専門学校まで

。養成所は県内８施設ぐらいあったと思うんです

もしかしたらほかの７校で十分間に合っている

のかもしれないし 今後どんどん子供の数が減っ、

ていく中で、県立看護大学の担う役割 地域─

人材を担う役割が本当にできているのか。50％

とすると、県内の人材として１人当たり2,800万

円かかっていることになりますよね。だったら

ほかで育った看護学生の子たちに280万円あげる

から来てくれと言ったほうが看護人材がもっと

いっぱいそろうかもしれないし、費用対効果と

。か考えないといけないのではないかと思います

意見ですけれども、本当に県内の人材が育って

いるのかと思いました。

県立看護大学のほかに、○徳地医療政策課長

県内に養成所がございます。今、学生が減って

いく中で、県立看護大学は100名定員ですけれど

も、養成所の充足率 定員に占める学生の割─

合が８割を切ってきているような状況です。

ただ、県内就職率でいきますと、全体で養成

所も60％以上はございます。これも今、看護学

校等といろいろ話はしているのですけれども、

、我々としてできることとして今考えているのが

医療機関と養成所のマッチングということで、

今年から就職説明会をやります。それから、看

護学校に入学してきた子たちを中高生からデー

タを取っていると 例えば看護の魅力体験に─

参加したとか、中高生から興味のある子はその

まま看護の道に行く割合が比較的高いので、そ

の辺の働きかけも強めていかなきゃいけないと

考えています。

委員がおっしゃるように、費用対効果の部分

で、お金を払ってよそから連れてきていいので

はないかという議論も当然あると思うのですけ

れども、地元の人が地元の病院等で働いていた

だくことに全力を挙げていきたいと考えており

ます。

今、県内の充足率が80％という○山内副主査

ことは、例えば公立大がなくなっても、ほかの

ところの２割ぐらいに該当するわけですよね。

、 、それから 県内全域の看護人材を考えたときに

県立看護大学が必要なのかという議論がもうす

ぐ出てくるのかなと思うんです。全国を見たら

大学が潰れていっているところもあるし、公立

、 。も廃止の動きも大分増えて 全国で100校ぐらい

減ってきている中で、それだけ費用をかけて本

当に県内の人材を確保できているのか。言われ

ていますように、今後、最低でも５割、６割と
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やっていかないと、これだけ税金を投入してや

る意味があるだろうかというのが出てくると

思っています。

まさに副主査のおっしゃ○徳地医療政策課長

るところは私もよく理解はしていますし、認識

しておりまして、宮崎大学にも看護学科がある

ので、宮崎大学の看護科との役割分担といいま

すか、連携というか、その辺も進めていかない

といけないと考えているところでございます。

これは、なかなか難しいテーマと○坂口委員

思うんです。日本、世界トップレベルの看護水

準を目指す人材をつくろうとしたときに、歩留

まりを考えるとそうせざるをえない。しかしな

がら、県内でもトップは必要で、悩ましいと思

うのです。今は随分大学の考え方が変わりまし

たけれども、看護大学の教授になれるようなレ

ベルの看護師をつくっていこうと本当に宮崎で

責任を持ってやらなきゃいけないものなのか。

ただ、そのおかげでそれだけレベルの高い看護

師が 歩留まりの問題があるけれども、県内─

に残る可能性も高まってくるのもあって悩まし

い問題です。

大学側は とにかくよそに負けないようなトッ、

プの人材をつくっていこうというところは譲れ

ない部分でもあると思います。その中で限界が

ありますよというのを大学側と話していかない

といけないかもしれませんね。

当初「そんなもの必要なのか」という問いに

対して、松形知事の説明は「宮崎で高度な看護

ができる看護師、県内の人材を確保するための

大学だ」ということで、開学の精神でもあるん

です。だから、その原点に戻って今の現実を見

たときにどうあるべきか。最大限努力したとき

に目指すべき、県内に残る看護師の最高限度の

割合を一回分析される必要があるかもしれない

ですね。何度も、この議論を繰り返さないとい

けないと思うのです。お互いが理想を追い求め

ていくと、学校側と県民側の理想が対峙します

から、そこをぜひ話してみられるといいかもし

れないですね。

ありがとうございます。○徳地医療政策課長

まさにそのとおりだと我々も認識をしておりま

す。県内就職率を求めていくと、推薦入学とか

入学者の枠についていろいろ議論があって、40

名まで広げてきております。例えば、センター

試験なしで入ってくる子もいますが、センター

試験を受けて普通に入ってくる子の学業のレベ

ルは比較的高いけれども、症例がいっぱいある

とか、自分の求めている小児の看護をやりたい

と、福岡など県外の都市圏の病院に就職する傾

向も、分析によって分かっていまして、その辺

の議論は必要と思っていますので、この２、３

年ずっと御指摘いただいて、県立看護大学とも

ずっと話をしているところでございます。今い

ただいた意見を、もう一回県立看護大学とも話

して、議論していきたいと思っています。

初代学長の薄井さん、すぐ近所な○坂口委員

、 。のですけれども 本当に勉強家だったようです

相当な努力をされてあそこまで行かれた。そし

て、県の考え方をしっかり責任を持って実行し

ようということで、最初の学長になられた。理

想をすごく持っておられた。

ナイチンゲール精神をものすごく尊重した人

で、僕も雑談で「薄井さん、ナイチンゲールは

お医者さんを絶対的に100％信頼して、自分の疑

う余地は持たれないのですよ 「薄井さんが目」、

指している、医者と対等のものをつくっていか

ないといけないという理想の看護師像はそこで
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」 。違ってきますよ と話をしたことがあるのです

でも、ものすごい責任感と、とにかく負けちゃ

いけないというのが強い人だったので、それは

それで今の立派な学校にまで行き着けたと思う

んです。目的をちゃんと果たしながら立派にす

ばらしい学校にどんどん進化してきて、そこか

ら飛行角度を変えるときかなとか、それとも飛

行角度は変えずに維持していくべきかなとか、

ターニングポイントに来ていると思うのです。

答弁は結構ですから、ぜひ検討してください。

何年か前、県立看護大学の県内就○井本委員

職率が悪い、てこ入れしないといけないと言っ

てから50％くらいまで来たから、私は大分良く

なったという考えを持っているんです。大学と

いうからには質を高めないといけないところは

あるでしょうから、県内就職率だけを考えてい

るのもどうかなという感じがします。まだ議論

する余地はあるかもしれませんが、私はあのと

きに比べたら随分良くなったなという考えは

持っています。

資料45ページ下のほうの「産科医○齊藤委員

等確保支援事業」ですが、すごく重要な施策だ

と思うのですけれども、分娩手当補助18施設と

ありますが、具体的にどのような中身か教えて

ください。

この事業は、県内にある○徳地医療政策課長

分娩施設の中で、医師や助産師に分娩手当を支

給している病院としていない病院があるのです

けれども、分娩手当を支給した病院に対して、

。その一部を県が補助している事業でございます

例えば令和５年ですと年間4,578件の分娩件数

があるのですけれども、医療機関18施設は分娩

手当等を助産師や医師に支給しており、その病

院に対して一部を県が支援している事業でござ

います。

、○齊藤委員 具体的に１分娩に対して医師幾ら

助産師幾らと分かりますか。

。○徳地医療政策課長 １分娩当たり１万円です

手当の額で言うと３分の１以内の上限１万円と

いうことで、県がその病院に対して１万円支援

している事業でございます。

「産科医等確保支援事業」という○齊藤委員

名称を考えたときに、１万円という手当は確か

にないよりはあったほうがいいとは思うのです

けれども、成果につながるのですか。

どちらかといえば処遇手○徳地医療政策課長

当を改善 要は補助することによって病院側─

の処遇手当の負担が減るので、その分で病院施

設の維持なり、助産師にそのまま継続して働い

てもらえるような支援の意味合いになっていま

す。産科医等確保ということで言いますと、専

門医養成の段階で、産科医を目指す医師に対し

て修学資金を貸し付けて、産科医になって関連

病院で働いてくれたら修学資金の返還を免除す

るということで、入り口では修学資金でインセ

ンティブといいますか、誘導をするようにして

います。一方、産科医のいる施設に対しては、

手当の一部を支援することでそのまま確保を続

けていただく事業でございます。

理解しました。○齊藤委員

「 」 、資料137ページの 薬事監視指導強化事業 で

薬局等への監視指導が685件行われているのです

けれども、具体的にどのようなことをされるの

か教えてください。

こちらの監視につ○吉田薬務感染症対策課長

きましては、薬局とか、店舗販売業 ドラッ─

グストアとか、そういったところに保健所職員

が立入りを行います。きちんとお薬が販売され
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ているか書類のチェックとか、陳列も効果が高

いものについては販売員の周辺に置くようにと

法律で決まっておりますので、そういったこと

がきちんと守られているかを確認させていただ

いております。

分かりました。○齊藤委員

その次のページの「新型コロナウイルス緊急

対策事業」の副反応相談センターの相談件数

が1,116件となっていますけれども、1,116件の

主な症状、どういった方が多いのかを伺いたい

のと、もう一つ、これまで副反応等で何か障が

い等々が出たとき、もしくは死亡した場合には

国からお金が出るということですけれども、そ

の対象となった本県の数が分かれば教えてくだ

さい。あと、具体的にどんな症状で国からのお

金を受けたのか。

はじめに、副反応○吉田薬務感染症対策課長

相談センターの1,116件のうち398件の大体35.7

％が副反応に関する相談でございました。内容

としましては、接種箇所が痛くなったとか、発

熱したけれどもどうしたらいいかとか そういっ、

たものでございまして、それ以外につきまして

は接種する場所や接種予約の方法の確認など、

副反応とは違う内容の相談も多くありました。

先ほど申し上げました副反応が35.7％ぐらいな

のですけれども、ほかにワクチンに関する質問

などが大体22.8％ございました。それと、先ほ

ど申し上げた接種場所や予約方法に関する質問

が29.7％ぐらいでございました。

さらに、先ほど御質問いただきました副反応

などが出て医療機関にかかられた場合に、被害

者救済制度が国のほうで設けられております。

こちらに関しましては、宮崎県内８月30日現在

で、医療に関するものが86件ございました。医

療手当とかそういったものの申請にかかるもの

が86件、死亡に関するものが12件、障害年金に

関するものが13件、計111件の申請が出ておりま

す。こちらの内容につきましては、国のほうで

審査が行われまして、認定するかどうかを決め

られることになっております。申請で上がった

時点では医療機関のほうでいろんな症状が書い

てあるのですけれども、基本的には国のほうで

認定されるかどうか、するかどうかを最終的に

決定することになっております。

国の判定の結果で認定された件数○齊藤委員

も教えてください。

８月30日現在の結○吉田薬務感染症対策課長

果でございますが、申請は先ほど111件と申し上

げましたけれども、認定された件数は61件であ

ります。

それと、否認 認定されなかった件数が15─

。 。件ございます まだ審査待ちが35件ございます

認定された61件の中に死亡された○齊藤委員

方がいるかどうか分かりますか。

先ほど申し上げま○吉田薬務感染症対策課長

した死亡一時金、または葬祭料の申請をされた

件数が12件ございました。そのうち、認定され

た件数が４件ございました。それから１件否認

されております。こちらにつきましては死亡一

時期ではなくて葬祭料の申請がされていたので

すけれども、否認されております。

分かりました。○齊藤委員

申し訳ございません。先○徳地医療政策課長

、ほど齊藤委員からの御質問の分娩手当の関係で

追加補足です。上限１万円とお話いたしました

が、上限１万円で補助率が３分の１以内ですの

で、病院側が１万円出していたら県は３分の１

以内で3,333円の支援という事業でございます。
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ほかに質疑はございますか。○山内主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって第３班の○山内主査

審査を終了いたします。

引き続き総括質疑に入りますが 準備のため10、

分程度休憩いたします。

午後２時21分休憩

午後２時27分再開

分科会を再開いたします。○山内主査

説明及び質疑が全て終了しましたので、総括

質疑に移ります。

福祉保健部の決算全般について、何か質疑は

ありませんか。

、○井本委員 青少年自然の家の話ですけれども

もう一回全庁的にと言っていいか分かりません

が、これをどうするか一遍考えてもいい時期に

。来ているんじゃないかという気が確かにします

例えばそのまま市に移譲するとか 向こう─

が引き受けるか分からないけれども 目的がはっ、

きりしないものならお金がかかるだけで、単に

寝泊まりするだけの宿泊所というなら、もった

いないことでもあります。目的がしっかりした

ものであるならそれでいいんだけれども、訳が

分からないことになっている。指定管理者に任

せて済むぐらいのものなら、確かにもう一回真

剣にどうするか考えないといけないものではな

いかなあという気がいたします。

質問ではないですが、一遍検討してみてくだ

さい。

青少年自然の家、先ほ○渡久山福祉保健部長

ど少し昼に調べてみました。国にも同様の施設

がございまして、大隅自然の家あるいは阿蘇に

も国の施設がございます。

これはできた経緯は学生、学校制度が始まっ

て100年ということで、昭和50年頃にできたもの

が結構あるようでございまして、そのときの目

標が青少年の健全育成ということだったようで

す。戦後、社会教育にもしっかり力を入れると

いう方針があって社会教育主事の役割というの

が随分と重く見られ、そういった形で社会に与

える影響が大きかった時代に造られたものであ

ろうかと。

おっしゃるように 平成 令和の世の中になっ、 、

てきまして、そこに求められる役割も少しずつ

変わってきているのかなと。こういう形で委員

の皆様から御意見が出るというのは、そういう

ことの表れであろうと思います。もともと教育

委員会が社会教育施設として所管していた部分

もありますので、今後、施設の寿命化の問題も

含めまして、教育委員会ともよく話し合ってみ

る必要があるかなと考えております。

当初はそんなことで、社会福祉協○坂口委員

議会が中心になって青年団活動も含め、日にち

が取れないぐらい利用頻度が高かった時期もあ

るんです。それから、県に青少年女性課ができ

た。だから、もう古い話ですよね。

その頃は直営でやっていて社会福祉協議会に

、 、渡したわけですけれども 廃止論が出たときに

社会教育課あたりが持っていたのと青年団あた

りが活用していたというので、むしろ執行側は

「これはもう役割は終わったんじゃないか」と

いう話も水面下であって、議会側のほうが「い

いや、その設備をやっぱり残していかないとい

」 「 」かん とか 誰々さんの思いのある投資なんだ

とかいろいろあって、その後……。これを指定

、 。管理に出す 指定管理に任せてもいいとなった

初期の目的と今の実態です。たくましい子供
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の生きる力を育むといったときは、キャンプな

り何なり、もっと適する場所があるんじゃない

かなと思ったりします。だから、ぜひ真剣に協

議していただきたい。財産処分とか財産の使途

変更はなかなか並大抵のことではない一大事で

はあるんですけれども、時期的にそうではない

かなという気がするんです。

そして、あくまでも学校サイドからどうある

べきかと、やっていくべきじゃないかなという

気がします。何とかあそこは空き家にしちゃい

かんということで、何に使おうかといって、子

供を連れてこいということだと、少し違うよう

な気がするんです。そうじゃないかもしれない

ですけれども。

でも僕らから見ると何かそこらがいま一つ合

点のいかない部分があるものですから、ぜひ全

庁を挙げてどうあるべきか、県民に問われるこ

とも必要ならやってほしい。ぜひお願いしてお

きます。

先ほど県立看護大学や看護師の話○野﨑委員

も出ましたけれども、現在活躍されている看護

師であったり、保育士であったり、介護福祉士

であったり、今いる方のスキルアップをとにか

く考えていただきたいんです。看護師だったら

特定行為ができる研修をしっかりやって、医師

の軽減や医療のスムーズ化を図る 介護現場だっ。

たら介護福祉士がベッドメイキング等をして、

自分の専門的なことで活躍できない、そういう

ことを考えれば介護助手をとにかく増やして介

護福祉士の本来の専門的なもので活用できるよ

うにする。今、活躍されている方の立場に立っ

た施策を充実させて、その方々が活躍するには

何が足りないのか施策をしっかり盛り込んで

いっていただきたい。

新しく養成もどんどんしないといけないとい

うことで、新規養成の話が印象的に残ったんで

す。今いる方がしっかりと活躍できるような環

境をつくる。それには何が必要なのか。あとス

キルアップしていただく。そして、それによっ

て何が変わるのかとか、今いる方の立場に立っ

た施策をもっと分かりやすく、充実させて、重

。点的にやっていただくといいのかなと思います

長寿介護課に聞いておきたいんで○山下委員

すけれども、2025年問題は来年ですよね。まさ

しく我々団塊の世代がみんな後期高齢者になっ

ていく。

６～７年前から介護難民が出るんだと心配さ

れて、様々な施策が進められたと思うんです。

、 。訪問介護であったり 訪問看護であったりです

このデータを見ても介護職員数が２万1,000

～2,000人ぐらいのところで動いているようで

す。確かに訪問看護ステーションも約180事業所

と大分増えてきています。高齢者施設は要介護

３以上が入所できると思うんですけれども、待

機高齢者が今どれぐらいいるのか、それとも全

くいないのか。有料の住宅型とか有料老人ホー

ムができてきましたので、十分対応できている

のか。介護人材等の充足等について、分かって

いたら教えてください。

特別養護老人ホームの待○島田長寿介護課長

機、入所申込者の数ということかと思います。

手元に令和５年４月の数値がございますが、待

機者数は1,800人余りとなっております。以前か

ら比べるとだんだん減少してきてはおりますけ

れども、一定数の方がまだお待ちになっておら

れます。

こういった方の介護もしくはお住まい、どう

いったふうにケアしているのかが出てくるわけ
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ですけれども、介護保険制度では市町村で必要

なサービス量を見込んで計画的に手当てをして

います。一方で、有料老人ホームの数が増えて

きておりまして 多くの方がこちらに入居なさっ、

て在宅サービスを受けておられるということも

あります。

民間のサービスと介護サービスとを併せて、

総合的に介護サービスを提供していくことで考

えております。

、 、○山下委員 有料老人ホーム 施設に入っても

年金はそんなに上がらないですよね、下がるほ

うですよね。手出しがかなり増えてきているだ

。 。ろうと思うんです 人件費の高騰もありますし

介護保険で対応できる部分もありますが、自

己負担のウエートがかなり上がってきているか

なあと思うんですが、そこの調査はなされてい

ますか。

具体的な支出の負担割合○島田長寿介護課長

等については大変申し訳ないんですが、手元に

データがありません。基本的には介護保険サー

ビスの自己負担割合は１割からになりますけれ

ども、低所得者層については減免措置があった

り、一定の介護保険制度の範囲内で介護サービ

スを提供していくことだと考えております。

受益者の負担がどんどん上がって○山下委員

きている話も聞くもんですから、ぜひ我々も詳

細を調べてみたいと思うんですが、皆さん方も

ぜひ調査をしてみてください。高齢者の寂しい

自殺が増えてくる要因は様々あるだろうと思う

んです。できたら、その辺のデータも出してほ

しいという思いがあります。

それと介護人材ですが、令和５年度のデータ

は調査中とここに出ていて、はっきりとした人

員数が出ていないんですけれども、十分に足り

ているんですか。

こちらの資料には、２○島田長寿介護課長

万2,101人という数字が載せてあります。この後

の推計は、高齢者保健福祉計画で2026年に2,563

人ほど不足する可能性があると推計しておりま

す。先を見通しますと、人口が減少して介護サ

ービスの需要がどんどん高まっていく中で2040

年にはさらに7,700人ほど足りなくなる可能性が

あるということで危機感を持って対応しており

ます。

介護人材をしっかり確保して、皆さんに適切

な介護サービスを提供していくためにしっかり

と人材確保対策に取り組んでいかなければなら

ないと考えております。

よろしくお願いします。○山下委員

せんだっても委員会の中で触れた○坂口委員

こともあったんですが、以前、県の子供の少子

化対策の考え方としてネウボラという考え方が

出てきた。あれはまさしく、結婚・妊娠・出産

・子育てまでワンストップ、一元化してやろう

という構想でした。なかなかよい考え方で、そ

うあるべきだなあと思ったんですけれども、出

生率日本一を目指すとか、まだばらばらみたい

な気がするんです。

県としてはネウボラにどんな具合に取り組ま

れているんですか。それとも、消えちゃったん

ですか。

御質問いただきました○長友こども政策局長

ネウボラについて申し上げます。

こども家庭センターがまさにネウボラの思想

というか、理念を受け継いだものになっており

まして、児童福祉の部分から母子保健といった

部分まで途切れない、切れ目のない子育て、児

童福祉をサポートしていく施設で、全市町村に

令和６年10月１日(火)
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設置していくような働きかけをやっておりまし

て、随分と整備が進んでいるところでございま

す。

どこの自治体が具体的にどういう○坂口委員

ものを持っていて、どんな事業を実際に展開し

ているのか見えないんです。行政で限界がある

なら、ＮＰО法人でもいいでしょうし、委託事

業でいいと思うんです。ワンストップで取り組

んで、結婚からアドバイスをしていくというこ

とだった気がするんですけれども、あまり目に

つかないんです。

ネウボラの話からだっ○奥野こども家庭課長

たんですけれども、子供・子育ての母子保健分

野と、児童福祉の２つの分野を推進していきま

、しょうということで制度が始まっておりまして

先ほど局長からお話もありました、こども家庭

センターというのが今年４月から設置されるこ

とになりました。これは先ほど申し上げた２つ

の分野を統合して一体的に取り組んでいこうと

いうことでつくったものですから、ネウボラ自

体の精神は受け継がれて制度として動いており

ます。

設置状況なんですけれども、こども家庭セン

ターについては今、県内で13市町村が設置して

既に活動を始めております。残り13市町村のう

ちの10市町村についても令和７年度に向けて設

置の準備しておりますので、令和７年度中には

残り13市町村のうちの10市町村がこども家庭セ

ンターとしての活動を始めていきます。

さらに残り３市町村はハード面 福祉分野─

と保健分野の場所が離れているとか、専門的な

資格を持つ統括支援員を置かないといけないん

ですけれども、養成の問題がございます。その

点については、児童相談所に市町村を支援する

職員を配置しておりますので、その職員がこれ

から各市町村を回るなりして意見を伺って必要

な支援をしていくということで準備をしている

ところです。

僕としては時間が長くかかり過ぎ○坂口委員

ているような気がするんです。不可欠な人材と

して、支援員をどう養成して送り出していくか

があったんですけれども、そういうものが周り

に見当たらないですが、どういう御旗を立てて

いるのか 「ここはネウボラの拠点ですよ 「こ。 」、

ういった方がいらっしゃい」というような情報

発信をしているんですか。そういうのが全く見

当たらないんです。というか、目につかないん

です。

ネウボラという表現自○奥野こども家庭課長

体はあまり使っていませんので、ネウボラとい

う言葉自体を見聞きされることはあまりないと

思うんですけれども、先ほど申し上げましたこ

ども家庭センターは、児童福祉法の改正に伴っ

て、今まであった母子保健の分野と児童福祉の

分野の２つを名実ともに統合したということに

なっていますので、市町村が一生懸命に取り組

んでくれております。

今年４月からの開設ではあったんですけれど

も、幾つかの市町村では昨年度のうちから事前

に設置して取り組んでいるところもあります。

ネウボラという表現についてはなかなか見聞

きすることはないと思いますけれども、国から

も支援するようにお金も出ておりますし、私た

ちがしっかり見ていこうと思っていますので、

その精神はしっかりと引き継いで進めていると

ころです。

名称はどうでもいいんです。県外○坂口委員

にはネウボラを名乗っているところもあるけれ

令和６年10月１日(火)
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ども、何でもいいんです。そこが拠点であると

いうことが分かるようになっていること、保健

師、支援員、受皿の体制があって、そこに飛び

込めばいいんだということですよ。そういった

旗が見えないんです。そして、情報を聞かない

んです。

だから、役所がこういったものを持っている

という内部の問題ではなくて、県民に向けてこ

こにこういうものがありますよ、ワンストップ

ですよと、何か見えやすい工夫ができないか。

鳴り物入りで始めた国の事業でしたから、実際

はあるはずだと思うんですが、本当に感じない

。 。んです もう２年ぐらいなるんじゃないですか

だから、見えていいんじゃないかなという気が

します。

中身としてはしっかり○奥野こども家庭課長

と進めているんですけれども、委員がおっしゃ

られたとおり、県民の方、市町村民の方に対し

て しっかり見えていないという御指摘はごもっ、

ともというところもございますので、取り組ん

でいる内容をしっかりと外向きにＰＲしていっ

て、県民の方にちゃんと届いて、困っている方

が相談できる窓口であるようにしっかりとやっ

ていきたいと思っております。

。 。○坂口委員 はい ぜひよろしくお願いします

先ほど児童相談所のところで話を○齊藤委員

伺う中で、以前「189（イチハヤク 」の映画を）

見たときに、児童相談所の職員の方たちの精神

。的な負担はすごく大きいというのを知りました

以前、宮崎市議会議員をしていたときに生活保

護の対応をされる職員とのやり取りを聞いたこ

とがあって、そのときも「これは大変な仕事だ

な」とすごく記憶に残っているんです。

お伺いしたいのは、本県の児童相談所の職員

が先ほど百数十名いらっしゃるということです

けれども、この方たちの心のケアとか、短期間

で異動させるとか、そういった取組はなされて

いるんですか。

、○奥野こども家庭課長 御指摘があったとおり

児童相談所の職員はかなりストレスを抱えてお

り、時間的な昼夜を問わず問合せ、もしくは保

護の要請があったりしますので、そういった面

。では非常に過酷な状況にあると思っております

その中で職員のメンタル面は非常に心配な部

分もございますし、実際に体調を壊しかけたり

するような職員はおりますので、特に専用では

ないんですけれども、職員のメンタルの相談で

あったり、ストレスチェックがありますので、

そういったものを活用しながら周りの職員が気

づいてあげたり、フォローをしながら対応して

いくということで実際に行っております。

それから異動につきましては、基本的には県

職員になりますので大体３年の異動サイクルが

ございますが、専門職員の場合は３年たって、

。また別の児童相談所へ行くケースもございます

これは専門的な職種の配置になりますので何と

もし難いところではございますが、そこは本人

たちの様子を見ながら、あまりに児童相談所が

続いて負担がかかるようであれば、配慮した配

置ができるように我々も考えて人事部局と話を

したいと思っております。

今、御答弁いただいたとおり、職○齊藤委員

員の方たちが本当によい状態で業務をしていた

だかないと、万が一そこで子供たちの最悪の事

、態を招いてしまうのは避けないといけないので

福祉保健部長にも職員のメンタル部分は今まで

以上に本当に気を遣っていただきたいし、私が

考える限り、これからますます児童相談所の案

令和６年10月１日(火)
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件は増えていくと思っています。宮崎市がつく

ることによって県の負担は若干下がるんでしょ

うけれども、なおのこと職員の心のケアにも気

を遣っていただくようにお願いいたします。

それでは、ほかによろしいでしょ○山内主査

うか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもって、福祉保健部を終了○山内主査

いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時52分休憩

午後２時56分再開

分科会を再開いたします。○山内主査

まず、採決の日時についてですが、10月２日

水曜日の午後１時からとしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いたし○山内主査

ます。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で、本日の分科会を終了いた○山内主査

します。

午後２時56分散会

令和６年10月１日(火)
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令和６年10月２日（水曜日）

午後０時57分再開

出席委員（７人）

山 内 佳菜子主 査

副 主 査 山 内 いっとく

委 員 坂 口 博 美

委 員 山 下 博 三

野 﨑 幸 士委 員

齊 藤 了 介委 員

井 本 英 雄委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 黒 田 真 紀

政策調査課主査 藤 原 諒 也

分科会を再開いたします。○山内主査

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

各議案につきまして、賛否も含め、御意見をお

願いいたします。

暫時休憩します。

午後０時57分休憩

午後０時57分再開

分科会を再開いたします。○山内主査

それでは、議案の採決を一括して採決いたし

ます。

議案第22号及び議案第26号につきましては、

原案のとおり認定することに御異議ありません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議なしと認めます。よって、○山内主査

議案第22号及び議案第26号につきましては、原

。案のとおり認定すべきものと決定いたしました

次に、主査報告骨子（案）についてでありま

す。

主査報告の項目及び内容について、御意見等

はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

暫時休憩します。○山内主査

午後０時58分休憩

午後１時０分再開

分科会を再開いたします。○山内主査

それでは、主査報告につきましては、正副主

。査に御一任いただくことで御異議ありませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○山内主査 それでは そのようにいたします

そのほか何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○山内主査 以上で 分科会を閉会いたします

午後１時０分閉会

令和６年10月２日(水)
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令和６年９月30日（月曜日）

午後１時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第22号 令和５年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

出席委員（８人）

主 査 山 下 寿

副 主 査 今 村 光 雄

委 員 外 山 衛

委 員 日 髙 陽 一

委 員 安 田 厚 生

委 員 本 田 利 弘

委 員 松 本 哲 也

委 員 渡 辺 正 剛

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

労働委員会事務局

労働委員会事務局長 日 髙 正 勝

調 整 審 査 課 長 山 本 宣 博

商工観光労働部

商工観光労働部長 川 北 正 文

商工観光労働部次長 柏 田 学

企業立地推進局長兼
児 玉 洋 一

企 業 立 地 課 長

観光経済交流局長 佐 野 晃 浩

部参事兼商工政策課長 塩 田 康 一

経営金融支援室長 酒 匂 晋 也

企 業 振 興 課 長 鍋 島 宏 三

井 上 裕 二食品・ﾒﾃﾞｨｶﾙ産業推進室長

雇用労働政策課長 湯 浅 聡

観 光 推 進 課 長 北 薗 武 彦

スポーツランド推進課長 渡 邊 陽 生

国際・経済交流課長 児 玉 利 文

工業技術センター所長 福 山 旭

食品開発センター所長 平 川 良 子

県立産業技術専門校長 大 衛 正 直

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 岩 下 恵 美

総務課主任主事 德 永 采 香

ただいまから、決算特別委員会商○山下主査

工建設分科会を開会いたします。

まず、分科会の日程についてであります。日

程案につきましては、御覧のとおりであります

が、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いたし○山下主査

ます。

次に、審査方針についてでありますが、審査

方針につきましては、決算特別委員会において

決定のとおりでありますので、よろしくお願い

いたします。

次に、先ほど開催されました主査会の協議内

容について報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。分科会審査説明要領により行いますが、

決算事項別の説明は、目の執行残が100万円以上

のもの及び執行率が90％未満のものについて、

主要施策の成果は主なものについて説明がある

ものと思いますので、審査に当たりましてはよ

ろしくお願いいたします。

次に、監査委員へ説明を求める必要が生じた

場合、他の分科会との時間調整を行った上で質

令和６年９月30日(月)
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疑の場を設けることとするよう確認がなされま

したので、よろしくお願いいたします。

次に、審査の進め方ですが、商工労働部、県

土整備部をそれぞれ２班編成として、班ごとに

説明及び質疑を行い、最後に部全体での総括質

疑を行いたいと存じますので、よろしくお願い

いたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午後１時３分休憩

午後１時４分再開

分科会を再開いたします。○山下主査

まず、去る７月17日の閉会中の常任委員会に

おいて私が委員長に選任されましたので、御報

告を申し上げます。

次に、新しく当委員会に選任されました委員

を紹介いたします。東諸県郡選出の渡辺委員で

ございます。

渡辺です。よろしくお願いいたし○渡辺委員

ます。

当委員会は新しい８名の体制とな○山下主査

りますが、執行部の皆様には引き続きよろしく

お願いいたします。

それでは、令和５年度決算について、労働委

員会事務局の説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いを申し上げます。

令和５年度の決算○日髙労働委員会事務局長

の概要につきまして、説明をさせていただきま

す。

令和５年度決算特別委員会資料の２ページを

。 、御覧ください 労働委員会事務局の予算科目は

表の左から２番目の覧にありますとおり （款）、

労働費（項）労働委員会費（目）委員会費のみ

でございます。

、 、その決算の概要につきましては 表の一番下

合計の欄を御覧ください。予算額9,370万5,000

円に対しまして、支出済額9,201万7,486円とな

り、不用額168万7,514円、執行率98.2％となっ

ております。

（目）の不用額が100万円以上となっておりま

すが その主なものは 節 の一番上の報酬の73、 、（ ）

万9,102円であります。これは、あっせん等の件

数が見込みを下回ったため、労働委員会委員15

名の日額報酬が執行残となったことなどによる

ものでございます。

なお、主要施策の成果に関する報告書への掲

載、決算審査意見書に掲載された審査意見及び

監査における指摘事項はございません。

決算に関する説明は以上でございますが、令

和５年度の業務実績の概要につきまして、調整

審査課長から御説明申し上げますので、よろし

くお願いいたします。

それでは、令○山本労働委員会調整審査課長

和５年度の業務実績につきまして、御説明いた

します。

決算特別委員会資料の３ページを御覧くださ

い。

まず （１）の不当労働行為審査事件について、

であります。

これは、労働組合や組合員に対する使用者側

の行為が、労働組合法で禁止されている不当労

働行為に該当するか否かの審査を行うものであ

ります。

最終的に、不当労働行為に該当すると判断し

た場合は、その是正を命じる救済命令を、不当

労働行為に該当しないと判断した場合は、棄却

。 、命令を発することになります 審査手続の中で

労使間での話合いによる解決の機運が生じた場

合には、双方に和解を勧め、合意に達すれば和
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解協定書を締結し、事件は解決することになり

ます。

令和５年度は、新規の申立てが２件ございま

した。１件は和解により解決しております。も

う１件は、今年の２月に申立てのあったもので

すが、審査の手続上、当事者双方の主張や証拠

、を調査・整理して争点を明らかにしていくなど

審査に時間を要しますため、次年度に繰り越し

ております。

続きまして、４ページを御覧ください。

（２）の労使紛争あっせん事件についてでご

ざいます。

、 。 、まず ①の集団的事件でございます これは

労働組合と使用者との間に生じた労働関係に関

する紛争について、労働委員会が間に入り、双

方の歩み寄りを促すことで、紛争の解決に努め

るものでありますが、令和５年度は、取扱事件

はございませんでした。

次に、②の個別的事件でございます。

これは、労働者個人と使用者との間に生じた

労働関係に関する紛争について、労働委員会が

間に入り、双方の歩み寄りを促すことにより、

紛争の解決に努めるものであります。

ア）は取扱件数ですが、令和５年度は、新規

の申請が６件ありました。処理状況としまして

は、解決が２件、被申請者があっせんに応じな

かったことによる打切りが３件、あっせんに適

しない紛争であったことによる不開始が１件と

なっております。

事件の内容につきましては、イ）の内容別件

数のとおりでありますが、最も多いのはパワハ

ラ・嫌がらせの３件となっております。

続きまして、５ページを御覧ください。

（３）の労働相談についてであります。

労働相談は、職場での様々なトラブルで悩ん

でいる相談者に対しまして、労働関係法令に関

する情報提供や助言を行うとともに、内容によ

りましては、先ほど御説明しましたあっせん制

度を紹介するものであります。

まず、①の相談者別件数ですが、令和５年度

は、390件の相談があり、そのうち355件は労働

者個人からの相談となっております。

次に、６ページを御覧ください。

②の内容別件数ですが、欄外の注意書きにあ

りますように、１件の相談に複数の内容を含む

場合がありますので、相談者別件数とは合計が

一致しませんが、パワハラ・嫌がらせに関する

相談が96件と最も多く、次いで、退職、年休に

関する相談が多く寄せられております。

続きまして、７ページを御覧ください。

（ ） 。４ の取扱件数の推移についてであります

過去３年間の推移は、表のとおりでございます

が、特に労働相談件数は、下のグラフにも示し

ておりますとおり、10年前は100件程度だったも

のが、ここ数年で年度平均500件程度まで増加し

ております。

最後に、８ページを御覧ください。

、 、 、当委員会では 通常 平日の８時半～17時で

労働相談を受け付けておりますが、仕事の都合

で平日の昼間は相談できない方などのために 10、

、月と２月の各１週間を労働相談週間としまして

平日の相談時間を延長し、また土日にも相談を

受け付けしているところであります。

執行部の説明は終了しました。○山下主査

ただいまの説明について、質疑はありません

か。

パワハラ・嫌がらせが３件という○安田委員

ことでありますが、そのパワハラはどのような

事案であったのか教えていただきたいのと、令

和５年度の相談が390件ということで、年々増え
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続けてきた件数が下がってきた理由があるのか

教えていただきたいと思います。

グラフで御覧○山本労働委員会調整審査課長

のとおり、500件程度で推移していたのですが、

令和５年度の件数が下がったことについて、相

、談がないことを分析することは難しいのですが

この390件の内容を令和４年度と比較してみたと

ころ、業種別でいうと、医療・福祉からの相談

が50件ほど減少しておりました。また、相談内

容では パワハラ・嫌がらせ 退職がそれぞれ40、 、

件前後減少しておりまして、労働委員会の令和

５年度の相談が減少したことは、相談を受けた

内容から分析できますが、なぜ電話がなかった

のかということについては、分析できないもの

でございます。

パワハラ事例の中身については様々あって、

個別案件でございますので、なかなか申し上げ

にくいのですが、使用者側にいろいろな不利益

をされたという内容が多くなっております。

ほかにありませんか。○山下主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは以上をもって、労働委員○山下主査

会事務局を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後１時15分休憩

午後１時17分再開

それでは、分科会を再開いたしま○山下主査

す。

それでは、令和５年度決算について、商工観

光労働部長から総括説明をお願いいたします。

説明に入ります前に○川北商工観光労働部長

一言おわびを申し上げます。令和６年９月定例

県議会提出報告書の令和５年度主要施策の成果

に関する報告書におきまして、内容に誤りがご

ざいました。誠に申し訳ございません。

別紙で訂正表を配付させていただいておりま

す。こちらで説明をさせていただきます。

修正箇所でございますが、令和５年度主要施

策の成果に関する報告書の364ページになりま

す。訂正前の表を御覧ください。

「ふるさと宮崎応援寄附金拡大」の決算額の

現年のところ、上段に5,910万6,000円とありま

すが、正しくは訂正後の表のとおり、5,383

万2,000円でございます。

次に、同じく令和５年度主要施策の成果に関

する報告書364ページですが、訂正前の表を御覧

ください。

「県産品販路全国展開推進」の決算額の現年

のところ、上段に492万9,000円とありますが、

正しくは訂正後の表のとおり、1,020万3,000円

であります。

なお、タブレットのデータ及びお手元にお配

りしております委員会資料につきましては、修

正後の数字となっております。

。皆様には重ねまして深くおわび申し上げます

大変申し訳ございませんでした。

商工観光労働部の令和５年度決算につきまし

て御説明をいたします。

決算特別委員会資料の右下３ページを御覧く

ださい。

、 、まず 総合計画の施策体系表に基づきまして

主要施策の成果について御説明をいたします。

この施策体系表は、県総合計画「未来みやざき

創造プラン」の分野別施策のうち、商工観光労

。働部に関連するものを記載したものであります

当部におきましては、人づくり、産業づくり

、 。の分野において 事業を実施してまいりました

まず、人づくりの分野についてであります。

１の「一人ひとりが尊重され、共感し合い活躍
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できる社会づくり」ですが （１）グローバル化、

への対応のため、宮崎県人会世界大会などに取

り組んだところでございます。

次に、中ほどの産業づくりの分野についてで

あります。まず、１の「経済・交流を支える基

盤の整備」ですが （１）みやざきの未来を切り、

拓く多様な産業人材の育成・確保のために、働

きやすい職場環境づくり整備や、中・高校生の

県内就職促進、さらに、４ページになりますけ

れども、技能向上対策などに取り組んだところ

でございます。

次に、２の「地域に根差した企業・産業の振

興」ですが （１）経済と雇用を支える企業・産、

業の持続的な発展のため 「小規模事業者新事業、

展開等支援」や、５ページの中ほどになります

が 「産学金労官プラットフォームによる企業成、

長促進 「ものづくり企業物価高騰対策設備等」、

」 。改修支援 などに取り組んだところであります

また、６ページの中ほどになりますが （２）、

競争力強化のためのチャレンジ支援のために、

「みやざき地域課題解決型起業支援」や 「みや、

ざきスタートアップ創出・成長促進 「半導体」、

等先端技術振興プロジェクト」などに取り組ん

だところであります。

次に３の「活発な観光・交流による活力の維

」 。 、持・創出 です ７ページになりますけれども

（１）観光の振興のため 「宿泊業の生産性・サ、

ービス向上」や 「観光みやざき需要回復・再生、

プロジェクト 「スポーツランドみやざき誘客」、

推進」などに取り組んだところでございます。

主な施策の概要については以上であります。

次に８ページをお願いいたします。

令和５年度歳出の決算状況につきまして御説

明いたします。

一般会計は下から５段目の計の欄になります

が、予算額667億244万6,552円、支出済額584

億1,518万3,621円 明許繰越額19億8,574万6,841、

、 、 、円 不用額63億151万6,090円 執行率が87.6％

翌年度繰越額を含めた執行率は90.6％となって

おります。

次に特別会計は、下から２段目の計の欄にな

りますが、予算額７億7,825万6,000円、支出済

額５億7,377万559円、明許繰越額4,282万3,000

、 、 、円 不用額１億6,166万2,441円 執行率73.7％

翌年度繰越額を含めた執行率は79.2％となって

おります。

一般会計と特別会計を合わせました部の合計

は一番下の欄になります。予算額674億8,070

万2,552円、支出済額589億8,895万4,180円、明

許繰越額20億2,856万9,841円、不用額64億6,317

万8,531円、執行率87.4％、翌年度繰越額を含め

た執行率は90.4％となっております。

次に、監査における指摘事項等についてでご

ざいますが、商工観光労働部関係につきまして

は、資料の110ページに記載いたしております。

また、監査委員から提出されました、令和５

年度宮崎県歳入歳出決算審査意見書におきまし

て、３件の意見、留意事項等がございました。

これらにつきましては、後ほど各事業の詳細

と併せまして、関係課長から説明させていただ

きます。

部長の総括説明が終了いたしまし○山下主査

た。

これより、商工政策課、企業振興課、雇用労

働政策課、企業立地課の審査を行います。令和

５年度決算について、各課の説明を求めます。

決算特別委員会資料の８○塩田商工政策課長

ページを御覧ください。

まず、一般会計ですが、一番上の行の商工政

策課のところであります 左側から 予算額は548。 、
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億5,838万2,000円、支出済額は487億4,510

万7,950円、来年度への繰越額は７億4,554

万1,000円、不用額は53億6,773万3,050円、執行

率は88.9％、翌年度繰越額を含む執行率は90.2

％であります。

次に特別会計ですが、下から４行目の商工政

策課のところであります。左から予算額は６

億7,623万9,000円 支出済額は５億1,535万8,200、

円、不用額は１億6,088万800円、執行率は76.2

％、翌年度繰越額を含む執行率は同様に76.2％

であります。

次に（目）の執行残が100万円以上のもの及び

執行率が90％未満のものについて御説明いたし

ます。

資料の10ページを御覧ください。

（ ） 。上から３行目の 目 商業総務費であります

右から２番目の不用額が236万７円となっており

ます。これは職員の給与に係る地方職員共済組

合の基礎年金拠出金の負担金率が、令和５年４

月１日に遡及して引き下げられたことにより、

共済費が執行残となったことなどによるもので

あります。

次に11ページを御覧ください。

一番上の（目）商業振興費でありますが、不

用額が53億6,124万1,514円となっております。

主なものとしましては、中ほどの委託料の不用

額が2,017万4,872円、３つ下の負担金・補助及

び交付金が３億4,058万3,410円、その下の貸付

金が50億円であります。

このうち、委託料と負担金・補助及び交付金

につきましては、台風第14号の被害を受けた県

内商工業者を対象に、事業再建に必要な施設、

、設備の復旧に係る経費を補助する事業において

申請者数が見込みを下回ったことから、執行残

となったものです。

また、県民の消費需要を喚起し、落ち込んだ

地域経済を回復するため、市町村と連携したプ

レミアム付商品券等を発行する事業を行ったと

ころでありますが、各市町村における商品券等

、の販売実績が当初の見込みを下回ったことから

執行残となったものです。

また、貸付金につきましては、大規模な自然

災害や急激な景気の悪化等へ対応するため、緊

急対策枠として中小企業融資制度の原資預託金

を50億円確保しておりましたが、対応が不要で

あったことから、全額が執行残となったもので

あります。

12ページを御覧ください。

一番上の（目）物産振興費ですが、一番右の

執行率が88.9％となっております。これは物産

展での会場の借り上げ料など、事務費が執行残

となったものです。

13ページを御覧ください。

一番上 （目）工鉱業振興費ですが、不用額、

が213万5,858円となっております。これは主に

説明欄記載の「みやざき地域課題解決型起業支

援事業」において、補助対象事業者の事業費が

減少したため、補助金が執行残となったもので

す。

次に、14ページを御覧ください。

、小規模企業者等設備導入資金特別会計ですが

上から３行目の（目）小規模企業者等設備導入

事業助成費において、不用額が１億6,088万310

円となっております。これは主に貸付金に計上

している決算剰余金であり、次年度以降の貸付

原資などとして、令和６年度に繰り越しており

ます。

次に特別会計の歳入決算について御説明いた

します。

15ページを御覧ください。
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令和５年度小規模企業者等設備導入資金特別

会計歳入歳出決算書になります。上段の歳入の

表の一番下、歳入合計の欄ですが、左から３列

目の調定額７億7,719万7,355円、その右の収入

済額６億7,624万220円、1つ飛んで収入未済額１

億95万7,135円となっております。

特別会計の歳入決算につきましては、以上で

あります。

次に、主要施策の成果に関する報告書につい

。 。て御説明いたします 16ページを御覧ください

産業づくりの２、地域に根ざした企業・産業

の振興の（１）経済と雇用を支える企業・産業

。 、の持続的な発展であります ページ中ほどの表

施策推進のための主な事業及び実績について、

主なものを順に御説明いたします。

まず、新規事業「宮崎県地域経済振興100年企

業顕彰」は、創業100年を超える企業活動を通し

て、本県経済の振興や発展に貢献した県内企業

を県が顕彰するもので、令和５年度は18企業を

顕彰しました。

次に17ページを御覧ください。

記載しております各事業は、中小企業等への

支援を促進するため、県中小企業団体中央会や

商工会等に対する人件費及び普及事業費等への

補助をはじめ、事業者に対して、事業の強化や

、新分野進出などに関する助言や指導を行うなど

経営基盤の強化を支援しました。

主な実績としては、一番下の「中小企業等経

営基盤強化支援」の欄にありますとおり、経営

支援チームによる助言・専門家派遣件数が400件

となっております。

18ページを御覧ください。

一番上の改善事業「商工会事務局体制強化」

は、市町村と連携して事務局長不在の商工会に

事務局コーディネーターを設置し、経営指導員

等が経営改善普及事業に専念できる体制を整備

するもので、11市町村の16商工会に対して支援

を行いました。

その下の新規事業「小規模事業者新事業展開

等支援」は、小規模事業者が商工会議所等の支

援を受けながら、販路開拓や新事業展開に取り

組むための経費を補助するもので、248件の支援

を行いました。

19ページを御覧ください。

一番上の改善事業「みやざき商店街の新たな

魅力開発等支援」ですが、商店街等が新たな魅

力開発等のために実施するモデル的な取組を市

町村と連携して支援し、地域商業の活性化を図

るもので、２市２町の５事業を実施しました。

一番下の新規事業「物価高騰等対策プレミア

ム付商品券等発行」は、新型コロナや物価高騰

の影響により落ち込んだ県内経済の回復を図る

取組として、地域の実情に応じたプレミアム付

商品券や地域通貨ポイントの付与など、消費喚

起策に取り組む市町村を支援しました。なお、

令和５年度２月補足予算においても５億9,040万

円を計上し、全額を令和６年度に繰り越した上

で現在実施しております。

20ページを御覧ください。

記載しております各事業は、中小企業金融対

策として厳しい経営環境にある企業や新事業に

積極的に取り組む企業に対し、事業資金を安定

的かつ円滑に供給するため、原資の預託や信用

保証料の補助等を行いました。

主な実績としましては、一番上の「中小企業

融資制度貸付金」の欄にありますとおり、新規

融資実績が1,519件 246億1,420万6,000円となっ、

ております。

21ページを御覧ください。

一番上の改善事業「中小企業経営改善計画策
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定緊急支援」は、新型コロナ等の影響を受ける

県内中小企業の経営改善を図るため、経営改善

。計画の策定に要する経費の一部を補助しました

令和５年度の実績は32件となっております。

その下の新規事業「中小企業支援ネットワー

ク経営支援強化」は、中小企業者の経営改善や

事業再生を促進するため、支援を行う側である

商工団体等のスキルアップや多職種の外部専門

家の連携を図るもので、多職種専門家連携では

６件の支援を行いました。

次に22ページを御覧ください。

「 」改善事業 プロフェッショナル人材戦略拠点

は、県内企業と都市部のプロ人材とのマッチン

グを支援するものであり、令和５年度の成約件

数は35件となっております。

次に、25ページを御覧ください。

（２）競争力強化のためのチャレンジ支援で

すが、表にあります「みやざき地域課題解決型

起業支援」は、本県の様々な社会的課題の解決

に取り組む企業者に対し、開業費用の補助や伴

走型支援を行うもので、８件を支援しました。

主要施策の成果については以上です。

次に、27ページを御覧ください。

最後に、令和５年度宮崎県歳入歳出決算審査

意見書について御説明します。

（１）小規模企業者等設備導入資金特別会計

についてでありますが、これは小規模企業者等

の設備投資を促進するため、設備資金貸付事業

の経理を行うため設置されたものであります。

28ページを御覧ください。

本会計につきましては、一番下の意見・留意

事項等の欄にありますとおり、貸付金の収入未

済額については、今後も引き続き償還促進につ

いての努力が望まれるとの意見をいただいたと

ころであります。

収入未済額につきましては、訪問や文書催告

等により回収に努めておりますが、収入未済額

。 、は１億95万7,135円となっております 引き続き

償還促進に努めますとともに、県財務規則の要

件を満たした債権については、不納欠損処理に

ついても検討してまいります。

、 、なお 監査における指摘事項につきましては

特に報告すべき事項はございません。

決算特別委員会資料の８○鍋島企業振興課長

ページを御覧ください。

左側、一般会計の２段目が当課となります。

令和５年度の予算額は29億6,703万9,000円、支

出済額は23億3,663万3,569円で、翌年度への繰

越額は５億7,940万円、不用額は5,100万5,431円

であり、執行率は78.8％、翌年度繰越額を含む

執行率は98.3％となります。

次に29ページを御覧ください。

（目）の不用額が100万円以上のものにつきま

して御説明いたします。

下から４段目の 目 工鉱業総務費の不用額316（ ）

万586円であります。その主な内容は、一番下の

段の共済費につきまして、令和６年１月31日付

で基礎年金拠出金に係る負担率が、令和５年４

月１日に遡って引き下げられましたことから、

執行残となったものでございます。

続きまして30ページを御覧ください。

一番上の段（目）工鉱業振興費の不用額2,263

万2,582円であります。その主な内容は、下から

、４段目の負担金・補助及び交付金につきまして

説明欄にございます、産学金労官プラットフォ

ームによる企業成長促進などの事業における、

中小企業が実施する新事業展開、新分野進出へ

の取組や、都市圏等で開催される展示会への出

展、また、企業や産学官が共同して行う研究開

発などへの補助につきまして、補助額が確定し
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たことにより、執行残となったものでございま

す。

次に31ページを御覧ください。

１段目の（目）工業試験場費の不用額2,521

万2,163円であります。これは、工業技術センタ

ーの維持管理経費などでありますが、その主な

内容は、下から６段目の工事請負費につきまし

て、設備等改修工事の工事費が確定したことに

より、執行残となったものであります。

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。32ページを御覧ください。

産業づくり１の（１）みやざき未来を切り拓

く多様な産業人材の育成・確保であります。表

、 「 」中 上の みやざきＩＣＴ産業を担う人材育成

及び下の「みやざきＩＣＴ産業人材スカウト」

では、ＩＣＴ人材確保のため、講座を開講し、

ＩＣＴ技術者の育成を図るとともに、首都圏に

、在住する本県ゆかりのＩＣＴ技術者等を通じて

本県に関心を持つＩＣＴ技術者とのネットワー

クを構築し、県内企業とのマッチングを図った

ところであります。

35ページを御覧ください。

産業づくり２の（１）経済と雇用を支える企

業・産業の持続的な発展であります。表中 「産、

」学金労官プラットフォームによる企業成長促進

では、13機関で構成する企業成長プラットフォ

ームが認定した成長期待企業13社に対し、伴走

支援を行うとともに、認定企業が実施する付加

価値額の拡大に向けた８件の取組を支援したと

ころでございます。

36ページを御覧ください。

表中、上の「下請企業振興」では、県内中小

企業の取引拡大を図るため、受発注企業の登録

から取引のあっせん、商談会の開催及び都市圏

における商談会への出展支援を行ったところで

あります。

その下の新規事業「ものづくり企業物価高騰

対策設備等改修支援」では、電力や燃油などの

エネルギーをはじめ、物価高騰の打撃を受ける

ものづくり企業17社に対しまして、省力化や自

動化などの取組を支援したところであります。

なお、国の補正予算の関係によりまして、一部

財源を今年度へと繰り越しております。

37ページを御覧ください。

表中、下の「東九州メディカルバレー構想拠

点強化」では、医療関連機器産業への新規参入

や取引拡大を図るため、コーディネーター等を

配置し、製品開発への支援を延べ47社に対して

行ったほか、医療関連機器業に係る４つの展示

会への出展支援を、延べ15社に対して行ったと

ころであります。

38ページを御覧ください。

表中、真ん中の改善事業「食品の安全認証取

得等販売力強化」では、食品製造業者の新たな

販路開拓に向け、食の安全確保のための第三者

認証の取得や施設改修など12件の取組を支援し

たところであります。

その下の「工業技術研究開発」では、工業技

術センターにおきまして 「電気工作物の構造物、

点検技術の高度化に関する研究」など11テーマ

について研究開発を行うとともに、企業からの

依頼に基づく試験や技術に関する相談などに対

応したところであります。

39ページを御覧ください。

表中 「食品開発センター研究開発」は 「官、 、

能評価を中心としたおいしさ評価技術の開発」

など、７テーマについて研究開発を行うととも

に、企業からの依頼に基づく試験や技術に関す

る相談などに対応したところでございます。

42ページを御覧ください。
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産業づくり、２の（２）競争力強化のための

チャレンジ支援であります。

43ページを御覧ください。

表中、上の「地域産業技術開発促進・新事業

創出推進」では、県内企業が有する技術を生か

した新たな事業展開や新製品の研究開発などへ

の支援を実施いたしました。その実績でありま

すが、地域産業技術マーケティング支援では、

自社技術等に関するセミナーや報告会を開催し

たほか、新事業「創出支援」では、環境の変化

に対応しながら新たなビジネスモデルの実現に

向け、積極的に挑み、県内経済の牽引が期待で

きる２社を次世代リーディング企業として認定

し、コーディネーターによる伴走支援を実施す

るとともに、共同研究開発支援では、県内企業

が大学や公設試験研究機関と行う研究開発につ

きまして、前年度からの継続分を含めました14

件を支援したところでございます。

その下の新規事業「脱炭素化技術研究開発支

援」では、産学官共同グループによる新エネル

ギーを活用した脱炭素化に資する研究開発３件

を支援したところであります。

44ページを御覧ください。

表中、上の新規事業「みやざきスタートアッ

プ創出・成長促進」では、スタートアップに関

する機運醸成を図るためのセミナーやワーク

ショップを開催したほか、スタートアップ企業

３社に対しまして、専門家による伴走支援を実

施したところであります。

その下の新規事業「半導体等先端技術振興プ

ロジェクト」では、半導体産業や航空宇宙産業

など、県内の先端技術に携わる企業の実態調査

を実施するとともに、先端技術産業への参入に

関心を持つ企業を対象とした講演会を開催した

ところであります。

主要施策の成果につきましては以上でありま

す。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書につきまして、特に報告すべき事項はござ

いません。

決算特別委員会資料○湯浅雇用労働政策課長

の右下８ページを御覧ください。

雇用労働政策課は上から３行目になります。

当課の令和５年度一般会計の決算額は、予算

額12億1,324万1,000円、支出済額11億5,307

万2,340円、不用額6,016万8,660円、執行率は95

％であります。

次に、資料の47ページを御覧ください。

（目）の執行残が100万円以上のものについて

御説明いたします。なお、執行率が90％未満の

ものはございません。

、 （ ） 。まず 上から３行目の 目 労政総務費です

右から２番目の不用額は312万613円となってお

ります。

主な理由ですが、高校生の県内就職率向上に

向けて、中・高校生、教職員、保護者を対象と

した企業説明会等を開催する事業「中・高校生

の県内就職促進事業」において、宮崎大学への

補助金が見込みを下回ったため、一番下の行に

なりますが、負担金・補助及び交付金の執行残

は生じたことなどによるものです。

49ページを御覧ください。

上から２行目の（目）職業訓練総務費です。

不用額は940万2,344円となっております。

主な理由ですが、若年者の技能検定実技試験

の受検手数料に係る負担を軽減し、若者が技能

検定を受検しやすい環境を整備する事業であり

ます「技能検定実技試験受検手数料助成事業」

において、手数料助成の申請件数が見込みを下

回ったことにより、一番下の段になりますが、
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負担金・補助及び交付金の執行残が生じたこと

などによるものです。

50ページを御覧ください。

一番上の行の（目）職業訓練校費です。不用

額は4,669万8,616円となっております。

主な理由ですが、離職者等の再就職を促進す

るための委託訓練において、訓練の受講者数が

見込みを下回ったことにより、上から５行目に

なりますが、報償費及び委託料に執行残が生じ

たことなどによるものです。

当課の決算につきましては以上です。

次に、主要施策の成果に関する報告書につい

て御説明いたします。

51ページを御覧ください。

産業づくりの１、経済・交流を支える基盤整

備の（１）みやざきの未来を切り拓く多様な産

業人材の育成・確保についてです。

主な事業について順に御説明いたします。

53ページを御覧ください。

まず、改善事業「女性と高齢者の就業支援」

です。この事業では、みやざき女性就業支援セ

ンター及びみやざきシニア就業支援センターを

運営し、両センター合計で2,092人の就労相談に

対応し、229人の就職が決定しております。

54ページを御覧ください。

「 」 。改善事業 中・高校生の県内就職促進 です

ここでは、高校生の県内就職率向上に向け、高

校生はもとより、中学生や教職員、保護者を対

象とした企業説明会等を開催したほか、私立高

校と企業をつなぐ県内就職支援員の配置や企業

見学会の開催等に取り組んでおります。

55ページを御覧ください。

改善事業「宮崎で働く魅力発信」です。この

事業では 県内外の大学生等に インターンシッ、 、

プや就職に関する情報等の提供を行い、県内企

業や本県で働く魅力を発信し、県内就職を促進

しております。

56ページを御覧ください。

２つ目の改善事業「宮崎で暮らす働く、県内

就職促進」です。この事業では、宮崎ひなた暮

らしＵＩＪターンセンターの運営を行い、県外

からの就職者数は167人でありました。

57ページを御覧ください。

改善事業「県外学生ＵＩＪターン就職サポー

ター」です。この事業では、就職支援協定校を

含む県外大学等のキャリアセンターと連携し、

学生への就職情報の提供や就職相談対応等を行

い、県内企業や本県で暮らす、働くことの魅力

を伝え、ＵＩＪターンを推進しているところで

あります。

「 」 。その下の改善事業 外国人材受入支援 です

この事業では、外国人労働者の雇用を検討して

いる企業向けセミナーの開催や、外国人労働者

と県内企業とのマッチングなどを行っていると

ころであります。

58ページを御覧ください。

「 」 。 、２つ目の事業 技能向上対策 です これは

将来を担う若者などのものづくりへの関心を高

、 、めるため 小中学校や高校等に技能士を派遣し

技能体験教室や技能講座等を行っております。

59ページを御覧ください。

「 」 。 、県立産業技術専門校 です この事業では

西都市の本校において、高等学校卒業生以上の

方を対象に、電気設備科など４科で、１、２年

生合わせて134人に対し、２年間の普通課程によ

る職業訓練を行っております。

また、分校の高鍋校では、中学校卒業者以上

の方を対象に、建築科など３科、９人に対し、

１年間の短期課程による職業訓練を行っており

ます。



- 12 -

令和６年９月30日(月)

そのほか、委託訓練につきましては、パソコ

ンや医療事務、介護福祉士等の訓練コースを設

け、離職者等を対象として、合計762人の方に職

業訓練を実施し、県民の就職促進に努めたとこ

ろです。

主要施策の成果については以上であります。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査結

果報告書に関しましては、特に報告すべき事項

はございません。

決算特別委員会資料○児玉企業立地推進局長

の８ページを御覧ください。

、 。企業立地課は 上から４段目の欄であります

当課の令和５年度一般会計の決算額は、予算額

７億1,930万6,000円 支出済額６億5,781万5,745、

円、不用額6,149万255円、執行率は91.5％であ

ります。

資料62ページをお願いいたします。

（目）の不用額が100万円以上のもの、執行率

が90％未満のものにつきまして御説明いたしま

す。

ページ中ほどの（目）工鉱業振興費でありま

、 。すが 不用額6,103万3,543円となっております

。その主な理由につきまして御説明いたします

まず、旅費の不用額102万676円です。これは、

ウェブ会議の開催により出張の回数が減りまし

たことにより旅費の不用額が生じたものであり

ます。

次に、委託料の不用額599万8,864円でありま

す。これは、宮崎フリーウェイ工業団地の除草

業務ですとか、分筆、測量に要します費用が不

用となったものであります。

次に、工事請負費の不用額251万4,000円であ

りますが、これも宮崎フリーウェイ工業団地の

災害復旧費に要する費用が不用となったもので

あります。

次に、負担金・補助及び交付金の不用額5,024

万3,546円でありますが、これは、企業立地促進

補助金の執行残がその主なものでございます。

企業立地促進補助金は、立地企業の新規雇用で

すとか、設備投資などの実績に応じて支払うも

ので、年度中に申請資格のあります立地企業に

対し、申請の有無とか、見込額を確認しており

ますが、申請額が見込額を下回ったことなどに

より、執行残が生じたものであります。

続きまして、主要施策の成果の主なものにつ

いて御説明いたします。

資料64ページをお願いいたします。

産業づくりの２の（１）経済と雇用を支える

企業・産業の持続的な発展であります。施策推

進のための主な事業及び実績の表１段目 「地域、

工業団地整備促進」であります。近年、企業立

地が進展する一方、県内において適当な工業団

地が少なくなっているという状況がございます

ことから、市町村等が実施する工業団地整備へ

の支援等を行い、県内各地域における工業団地

の整備促進を図ったところであります。

事業内容としましては、市町村等が行います

工業団地整備に関する事前調査ですとか、排水

施設、取付道路等の基盤整備、また、工業団地

の分譲を促進するための広報活動費に対して補

助を行うものですが、令和５年度は、都城市と

延岡市土地開発公社が実施をした調査事業に対

し、補助金を交付したところであります。

次に、資料の65ページをお願いいたします。

新規事業「 みやざきで始める！」県内企業立「

地プロモーション」であります。積極的なプロ

モーション活動を実施するため、県内の立地環

境等をＰＲする動画ですとか、外資系企業に向

けてパンフレットの作成を行いました。

また、立地環境等をＰＲする企業立地専用の
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ホームページに、チャットボットやＡＩ翻訳機

能の導入を行っております。

次に 「誘致対象企業開拓」は、企業立地を促、

進するため、インターネットサービスや民間企

業のネットワークを活用して、企業の地方進出

の動きやニーズを的確に捉え、立地可能性のあ

る企業を効率的に新規開拓するために要する経

費であります。令和５年度は、企業との面談や

企業の県内視察などを実施したところでありま

す。

次に 「企業立地促進補助金」です。令和５年、

度は、補助金の申請のありました32の企業に対

して、新規雇用数とか設備投資額などの実績に

応じまして補助金を交付したところです。

資料の66ページをお願いいたします。

施策の成果及び今後の方向性のⅠ、施策の成

果等です。これまで説明いたしました事業等に

よりまして、企業立地課ホームページを閲覧す

るユーザー数が、令和５年度の実績で２万132人

の実績となったこと、また県内外の立地企業275

社を訪問し、フォローアップに取り組んだとこ

ろです。さらに令和５年度は、シリコンカーバ

イドパワー半導体を製造しますローム株式会社

。の大規模立地案件を認定したところであります

資料の67ページをお願いします。

先ほど御説明いたしました事業など、様々な

企業立地活動を展開した結果、令和５年度の企

業立地件数は23件となったところであります。

主要施策の成果につきましては以上でござい

ます。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関して、特に報告すべき事項はございま

せん。

執行部の説明が終了しました。○山下主査

ただいまの説明について質疑はございません

でしょうか。

資料65ページの外資系企業に向け○日髙委員

た立地環境等をＰＲするパンフレットの作成で

すけれども、ＰＲをどのように進められている

か聞かせていただいてよろしいですか。

一般的な企業立地○児玉企業立地推進局長

フェアで、国内の企業に向けてのパンフレット

を作成しますので、そういったものを基にＰＲ

活動しておりますけれども、海外向けにつきま

、 、しても 英語版のパンフレットを作成しまして

その立地フェアに来られる外国の企業 外資─

系の企業には、それを使って御説明させていた

だいています。あとホームページにも英語版を

作成しております。業務時間内だとどうしても

閲覧件数が少ないため 今回新たにチャットボッ、

トを作成しまして、24時間受付ができるように

対応しているところです。そこの中では、外国

の企業から ４割方のアクセス、問合せがあると※

いうことで、そういったところでＰＲさせてい

ただいているところでございます。

それでは、また来年度以降もＰＲ○日髙委員

する予定があるということでよろしいですか。

海外 特に台湾の○児玉企業立地推進局長 ─

ほうを中心に、重点的にＰＲをしていきたいと

考えております。

ぜひ頑張ってください。○日髙委員

立地企業について関連です。今、○外山委員

新しい企業はなかなか厳しいと思うんだけれど

、 、も 執行部のほうからアプローチしているのか

あるいは企業側から立地企業に認定してほしい

とお願いがあるのか、現実はどういうケースが

多いんですか。

先ほど御紹介させて○児玉企業立地推進局長

いただきました、企業立地課の新規開拓事業が

※14ページに訂正発言あり
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ございまして、我々もアプローチする対象企業

をうまくリストアップできないので 日経バリュ、

ーサーチというインターネットサイトから企業

を抽出しまして、そこからアクセスしておりま

す。

もしくは県外の企業においては 「宮崎県内に、

工業団地がありますか」といった問合せも少な

からずあります。その両方を有効に使いながら

獲得しているような状況でございます。

対象となる企業は結構増えている○外山委員

んですか。

製造業系と情報関連○児玉企業立地推進局長

系の２つで分けているんですけれども、情報系

については1,000社ほどリストアップして、その

中からアクセスします。製造業に関しても数百

社ほどリストアップをした上で、ダイレクトメ

ールでまず紹介させていただいて、反応があっ

たところに直接お伺いするとか、実際に宮崎県

に来ていただく取組をしております。

47都道府県のうちの40都道府県ぐ○外山委員

、 。らいは もちろん一生懸命やっているわけです

地域間競争があるわけで大変と思いますけれど

も、熊本県はＴＳＭＣ関連で引っ張ってくれる

可能性はあるんですか。

あります。今、ＴＳ○児玉企業立地推進局長

ＭＣを中心に九州全体が「九州半導体人材育成

等コンソーシアム」 人材育成とコンソーシ─

アムを組み合わせて、九州各県で連携して取り

組もうという動きになっています。それに合わ

せて宮崎県でも 「みやざき半導体関連産業人材、

育成等コンソーシアム」で取引企業の拡大に取

り組んでいます。ＴＳＭＣに限らないんですけ

れども、宮崎県の場合は、今度、大企業である

ロームグループが進出しますので、そこの関連

企業と取引を推進していこうと取り組んでいる

ところでございます。

先ほどの日髙委員の答弁の中で、外資系の企

、 。業は４割と言いましたが １割でございました

全体のアクセスの中で１割が外資系の企業とい

うことでございます。申し訳ありません。

資料18ページの商工会への事務局○安田委員

コーディネーター設置につきまして、大変あり

がたく思っているところであります 県はこの16。

商工会にコーディネーターを設置したことにつ

いて、どのような評価をしているのか、お伺い

したいと思います。

また、それについて商工会が、在り方検討委

員会を立ち上げているところであります。あり

方検討委員会を立ち上げられると、職員数が削

減されるんじゃないかという思いの商工会の皆

さんもいると考えているのですが、そういうこ

とについて県はどのような評価をしているのか

と、商工会のコーディネーターの設置は、今後

どのように考えているのか、お伺いをしたいと

思います。

この「商工会事務局体制○塩田商工政策課長

強化事業」でございますが、もともとは事務局

長を設置する、そこを県は支援するという形で

やっておりましたけれども、事務局長の設置に

つきましては、いろいろな条件を満たさないと

ころについて、県がコーディネーターという形

で支援をしているところでございます。

コーディネーターにつきましては、県と地元

の市町村が半分ずつ負担して、市町村の協力も

いただきながら行っております。設置した商工

会にヒアリングしますと、コーディネーター設

置によって、経営指導員が普及改善事業に専念

できるようになったということで、県としても

そこは評価をしているところでございます。

現在 商工会の在り方全体をどうするかといっ、
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、た意見交換を進めているところでございまして

その中でコーディネーターも含めた形で検討し

ておりますけれども、いずれにしましても地元

の商工業者を支援する最先端に、商工会や商工

会議所等がございますので、地元の商工業者を

支援して地域経済の活性化を図っていくために

は必要な事業だと思っております。また市町村

ともしっかり連携しながら、商工会連合会等と

も意見交換を行いながら、今後の在り方につい

て検討を進めていきたいと思っております。

事務局長の設置に関しましては、○安田委員

会員数が60％以上とか決まりがありますけれど

も、商工会というのは会員のための商工会では

なくて、県内の全ての中小企業のための商工会

であります。この間県商工会連合会の方とお話

をさせていただいたときに、会員数が大事だと

言うのですが、大事なのは会員数ではないんで

す。県内全ての企業に対して支援を行うのが商

工会の仕事でありますので、そこも少し頭の隅

に置いていただいて、今後ともよろしくお願い

いたします。

それと、資料54ページ、中・高校生向けの企

業説明会等が行われておりますが、今、高校生

は１人に対して１つの企業しか受けられないと

か、いろいろな問題がございまして、人手不足

がまた広がってきているのかなと思っておりま

す。

先ほど商工会の話をしましたが、高校生に求

、 、人を出しても１人も来ないということで 延岡

県北辺りは、今、賃金の金額を示すと、企業の

ほうが大分高いので、そっちのほうに人手を取

られて 商工会など地元の企業にはなかなか入っ、

てこないところがあります。そういうところで

企業説明会というのは大変大切だと思うんです

けれども、成果はどのように考えているのかお

伺いします。

今、非常に後継者不○湯浅雇用労働政策課長

足で、どこの企業もそういう人材を求めている

状況でございます。当課のほうで中・高校生向

け、教職員向け、保護者向けの事業等を出して

いますけれども、これに加えて、労働局あるい

は教育委員会辺りでも、高校生を中心に企業を

。紹介するような事業をたくさんやっております

当課としましては、そういった団体とも連携し

ながら、先ほど賃金の話も申されましたけれど

も、宮崎県には非常に働きやすい環境である企

業がたくさんございますので、機会を通じて、

いろんな魅力のある企業を紹介していきたいと

考えているところです。

その中で、高校生の保護者向けの○安田委員

見学会が行われているということで、やはり保

護者が関わると相当違うんじゃないかと思って

おります。見学会は１回しかしていないんです

か。

１回ではなく複数回○湯浅雇用労働政策課長

やっております。学校に希望を募ることがあり

ますけれども、一応広く声掛けをして実施して

いるところでございます。

資料65ページの企業誘致のところ○渡辺委員

です。誘致対象企業開拓ということで、2,000

～3,000社を選ばれて非常に大変な御苦労をされ

ていると思います。ただ、面談の件数、視察の

件数、いわゆる打率という意味ではかなり御苦

労されているということなんですけれども、私

の経験では、前会社にいたときに、本当にいろ

んな県からたくさんダイレクトメールが来るの

ですが、ほとんど開けませんでした。なぜかと

いうと、どこかにいい土地があれば進出しよう

という希望はなかったからです。

そこで、対象企業を選ばれてダイレクトメー
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ルを出されるとき、工業団地一律に、一般的な

資料をつけて送られると思うんですけれども、

企業によっては、水がすごく要るとか、電源が

たくさん要るとか、3,000社の中でもニーズが違

うと思うんです。この会社はインターチェンジ

の近く、かつ電源が豊富なところが良いとか、

、業種によって求める内容が多分違うと思うので

そこも少し分析してダイレクトメールも何種類

か作って工夫されると、打率が上がるような気

がします。これだけ毎年選ばれてやるのであれ

ば、ちょっともったいないです。

ロームの例でいくと、あそこは水が決め手に

なったということです。求めるところが会社に

よって違うと思うので、来年以降、会社を選ん

でダイレクトメールを出されるときには、幾つ

かバージョンを変えて送る工夫をされてもいい

と思います。

正直、そのとおりで○児玉企業立地推進局長

ございまして、今は工業団地の面積がいくらあ

りますとか、それぞれ分譲可能な面積がこれぐ

、 、らいですとか 単価がこれぐらいですぐらいの

同じような情報しか送っていません。おっしゃ

るとおり、相手方のニーズを捉まえて、そこに

欲しい情報、必要な情報を送るというのは重要

な誘致戦略だと思いますので、来年はぜひ実施

したいと思います。

資料20ページの「中小企業融資制○松本委員

度貸付金」で、新型コロナ対策と物価高騰等対

策とありますけれども、区分がお分かりでした

ら教えていただきたいと思います。

貸付金の中身の新型○酒匂経営金融支援室長

コロナ対策と物価高騰等対策でございますけれ

ども、基本はどちらも兼ねている形での対応に

なってございます。

令和５年度の貸付けにかかる分に○松本委員

ついて、返済の開始はいつぐらいから始まるの

でしょうか。

金融機関から融資を○酒匂経営金融支援室長

受けるわけですけれども、その場合の据置期間

は一番長くて５年でございます。その間で据置

期間を置く形になりますので、融資期間は10年

以内になってございます。

物価高はまだ継続されるのではな○松本委員

いかと考えるんですけれども、これまでの融資

ついて、なかなか返済ができていないなどの状

況の把握と、今後の対策でお考えの部分があり

ましたら、その辺りをお聞かせいただけないで

しょうか。令和６年度の予算でいくと、金額が

少し少なくなっていると思いました。

新型コロナ関連のゼ○酒匂経営金融支援室長

ロゼロ融資が実施されまして、その後、返済が

始まります。なかなか状況が厳しいということ

で、令和５年１月から今年度６月まで、コロナ

。借換え融資というものが実施されておりました

その分が終了いたしますので、令和６年度の予

算は令和５年度と比べて少ない状況になってご

ざいます。

ただ、借換え融資につきましては、信用保証

協会とも連携しておりまして、7,000社ほどダイ

レクトメールを送って、返済が厳しい場合は借

り換えてくださいという御案内を出してござい

ます。

あと、借換え後の話になりますけれども、な

かなか返済が厳しいということになれば、事業

者のほうが金融機関に対して返済期限を延長し

てもらうなど条件変更の話になってくると思い

。 、 、ます それにつきましても 国と連携しながら

金融機関のほうに直接、そういう条件変更等の

要請に対しては柔軟に対応してくださいとお願

いの文書等を出しているところでございます。
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ほかにありませんか。○山下主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって、商工政○山下主査

策課、企業振興課、雇用労働政策課、企業立地

課の審査を終了いたします。

執行部入替えのため、暫時休憩いたします。

午後２時20分休憩

午後２時22分再開

分科会を再開いたします。○山下主査

これより、観光推進課、スポーツランド推進

課、国際経済交流課の審査を行います。令和５

年度決算について、各課の説明を求めます。

まず、決算特別委員会資○北薗観光推進課長

料の右下の決算８ページを御覧ください。

当課は、一般会計と特別会計がございます。

、 、 、まず 一般会計でありますが 上から５段目

観光推進課の欄を御覧ください。

予算額が55億1,376万6,552円に対しまして、

支出済額は42億9,008万6,343円で、翌年度への

明許繰越額は５億3,478万2,552円、不用額は６

億8,889万7,657円であり、執行率は77.8％、翌

年度繰越額を含んだ執行率は87.5％でございま

す。

次に、特別会計でございますが、下から３段

目、観光推進課の欄を御覧ください。

こちらは えびの高原スポーツレクリエーショ、

ン施設特別会計と県営国民宿舎特別会計の合計

額になりますが、予算額が１億201万7,000円に

対しまして、支出済額は5,841万2,359円、翌年

度への明許繰越額は4,282万3,000円 不用額は78、

万1,641円、執行率は57.3％、翌年度繰越額を含

んだ執行率は99.2％でございます。

続きまして、資料の決算68ページを御覧くだ

さい。

（目）の執行残が100万円以上のもの、執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

まず、一般会計、上から３段目の（目）観光

費でありますが、不用額の合計は６億8,889

万7,657円となっております。主なものとしまし

ては、表の一番下の負担金・補助及び交付金の

６億8,222万4,360円であります。これは、主に

国庫補助を活用して実施しておりました令和４

年度からの繰越事業であります「観光みやざき

回復支援事業」の旅行支援の執行残によるもの

であります。

続きまして、資料の決算70ページを御覧くだ

さい。

えびの高原スポーツレクリエーション施設特

別会計、上から３段目の（目）観光費でありま

すが、不用額の合計は21万316円となっておりま

す。執行率が37.3％でありますが、これは２月

補正で認めていただきましたえびの高原アイス

、スケート場の冷却装置の更新委託につきまして

完成が令和６年度になることから繰り越したた

めであります。なお、繰越額を含めた執行率

は99.6％となっております。

続きまして決算資料の71ページを御覧くださ

い。

、 （ ）県営国民宿舎特別会計 上から３段目の 目

観光費でありますが、不用額の合計は57万1,325

円となっております。執行率が76％となってお

りますが、これは２月補正で認めていただきま

したえびの高原荘及び高千穂荘のボイラー更新

工事につきまして、完成が令和６年度になるこ

とから繰り越したためであります。なお、繰越

額を含めた執行率は98.9％となっております。

歳出決算の説明は、以上でございます。

次に、特別会計の歳入決算について御説明い

たします。資料72ページを御覧ください。
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まず、えびの高原スポーツレクリエーション

施設特別会計でございます。ページ中ほど歳入

合計の欄を御覧ください。

左から４列目の調定額4,949万472円、その右

の収入済額4,949万472円となりまして、収入未

済額はございません。

続きまして、資料73ページを御覧ください。

県営国民宿舎特別会計でございます。

ページ中ほどにあります歳入合計の欄を御覧

。 、ください 調定額5,252万8,187円に対しまして

収入済額5,252万8,187円となり、こちらも収入

未済額はございません。

特別会計の歳入決算につきましては、以上で

ございます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。資料74ページを御覧ください。

産業づくりの３、活発な観光・交流による活

（ ） 。力の維持・創出の １ 観光の振興であります

ページ中ほどの表、施策推進のための主な事業

及び実績でありますが、まず 「ＭＩＣＥ推進強、

化」は、県観光協会を通じまして、本県で開催

される各種学会などのＭＩＣＥの開催支援を行

いますとともに、企業や大学関係者等の招請を

実施したものであります。

資料75ページをご覧ください。

１段目の改善事業 観光デジタルプロモーショ「

ン強化」は、県公式観光サイトにつきまして、

ウェブサイトの構築から10年以上経過していた

システムを更新しまして、機能面の向上や魅力

的なコンテンツの導入等を行い、令和６年２月

に全面リニューアルしたものであります。

次に、一番下の新規事業「宿泊業の生産性・

サービス向上支援」では、観光客のさらなる受

入れ等を見据えて、人手不足等で厳しい経営環

境にあります県内宿泊事業者の生産性やサービ

。ス向上の取組の支援を行ったものでございます

次に、資料76ページを御覧ください。

一番上の「観光みやざき回復支援」は、落ち

込んだ旅行需要を回復するため、国の全国旅行

支援を活用し、県内宿泊等の割引支援や、県内

、限定で使用できるクーポン付与を行ったもので

全額前年度からの繰越予算で実施したものにな

ります。

次に、一番下の新規事業「ナッシーリゾート

ｉｎ宮崎・県外発信」は 「みやざき大好きポケ、

モン」でありますナッシーを活用しまして、県

内交通５社と連携した誘客施策などを実施した

ものとなります。

次に、資料77ページを御覧ください。

下段の新規事業「観光みやざき需要回復・再

生プロジェクト」は、国内交通事業者等と連携

した観光プロモーションや、全国旅行支援終了

後の旅行需要を喚起するため、県独自の旅行支

援としまして、宿泊割引とデジタルクーポンを

付与する夏のキャンペーンを実施したものであ

ります。

次に、資料78ページの一番上になります。

新規事業「県内旅行宿泊応援クーポン付与」

につきましては、物価高騰等による観光関連事

業者等の影響を軽減するため、先ほどの「観光

みやざき需要回復・再生プロジェクト」で実施

した夏のキャンペーン後に、県内宿泊により県

内限定で使用できるデジタルクーポンを付与す

。る秋冬のキャンペーンを行ったものであります

こちらにつきましては、一部令和６年度に繰り

越しまして、今年度４～６月の閑散期対策とし

まして、デジタルクーポンを付与する春のキャ

ンペーンを実施したところであります。

次の、新規事業「大阪・関西万博を見据えた

観光誘客促進」は、大阪・関西万博を契機とし
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た本県への誘客を図るため、万博公式サイトへ

掲載する旅行商品造成のため、旅行会社向けの

ファムツアーを実施しましたほか、関西圏での

イベント出展等を行ったものであります。

次に、資料79ページを御覧ください。

上段の改善事業「海外市場デジタル活用誘客

促進」では、海外向けＳＮＳを活用した情報発

信に取り組むとともに、ＯＴＡと呼ばれるオン

ライン旅行代理店等と連携しまして、ＡＳＥＡ

Ｎ・中国市場向けにプロモーションを実施した

ものであります。

下段の改善事業「みやざきインバウンド誘客

回復・強化」は、海外の現地での旅行博出展に

より、本県の観光ＰＲを行いますとともに、九

州各県で東アジアとの直行便が多く運行されて

いる状況を踏まえまして、旅行会社に対し、県

外空港経由で本県を周遊する旅行商品の造成支

援等を行い、インバウンドの誘客促進を図った

ものであります。

主要施策の成果に関する説明は、以上であり

ます。

最後に、令和５年度宮崎県歳入歳出決算審査

意見書について御説明いたします。資料83ペー

ジを御覧ください。

えびの高原スポーツレクリエーション施設特

別会計についてでございます。

84ページを御覧ください。

、 。一番下 意見・留意事項等の欄でございます

、 、今後とも 指定管理者と十分連携を図りながら

利用者のさらなる確保や効率的かつ安定的な施

設の管理・運営を行うことが望まれるとの意見

であります。

、えびの高原スポーツレクリエーション施設は

屋外型アイススケート場としては、日本最南端

に位置しておりまして、国立公園の利用促進と

本県観光の振興に寄与するための施設でありま

す。県としましても、地元市町や関係機関との

連携を強化し、効果的な情報発信を行うなど、

利用者の確保や効率的かつ安定的な施設の管理

運営を行ってまいります。

続きまして、資料85ページを御覧ください。

県営国民宿舎特別会計についてでございます。

資料86ページを御覧ください。一番下の、意

見・留意事項等の欄でございます。

「えびの高原荘は、県道１号線の通行止めの

影響などにより、前年度と比較して宿泊者数が

減少し損失を計上したが経費削減等の取組によ

り損失額は減少した。高千穂荘は、物価高騰や

人件費の増などにより前年度と比較して支出が

増加したものの、過去最高の宿泊者数となった

。 、ことで収入が増加し利益を計上した 今後とも

指定管理者と十分連携を図りながら、利用者の

更なる確保や効率的かつ安定的な施設の管理・

運営を行うことが望まれる」との意見でありま

す。

えびの高原荘及び高千穂荘では、それぞれの

指定管理者が魅力的な宿泊プランの造成に取り

組むなど、集客の増加に取り組んでいるところ

であります。県としましても、地元市長や関係

機関との連携を強化しますとともに、効果的な

情報発信や旅行会社に対して施設を活用したツ

アー造成の働きかけなどを行いまして、利用者

のさらなる確保や、効率的かつ安定的な施設の

管理運営を行ってまいります。

なお、監査委員の監査結果報告書に関しまし

ては、特に報告すべき事項はございません。

委員会資料右○渡邊スポーツランド推進課長

下８ページをお開きください。

上から６番目、スポーツランド推進課の欄を

御覧ください。
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予算額４億8,641万6,000円に対しまして、支

出済額３億4,182万9,012円、翌年度への明許繰

越額１億2,602万3,289円、不用額1,856万3,699

円、執行率70.3％。翌年度繰越額を含む執行率

は96.2％であります。

続きまして、87ページをお開きください。

（目）の執行残が100万円以上のもの及び執行

。率が90％未満のものについて御説明いたします

一般会計、上から３段目の（目）観光費であ

りますが 不用額の合計は1,856万3,699円となっ、

ております。主なものとしまして、まず表の中

、 。ほど 委託料の不用額418万4,135円であります

これは、県内スポーツ施設の視察については、

受入れチーム数や旅費の単価などが見込みを下

回ったことや、市町村スポーツ施設の管理運営

研修につきましては、当該研修に要する経費が

見込みを下回ったことなどによる執行残であり

ます。

次に、一番下の、負担金・補助及び交付金の

不用額1,426万7,594円であります。これは、球

春みやざきベースボールゲームズの実施等に要

する経費の試合数等の確定に伴う執行残及び市

町村のスポーツ施設整備費補助金の辞退などに

よる執行残であります。

なお、下から３段目の工事請負費につきまし

ては、木の花ドームの改良工事経費で１億2,602

万3,289円を令和６年度に繰り越しております。

歳出決算の説明は、以上でございます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

資料88ページを御覧ください。

産業づくりの３、活発な観光・交流による活

力の維持・創出の（１）観光の振興についてで

あります。

まず、主な事業名の一番上、新規事業「サー

ファーインバウンド誘致」につきましては、県

観光協会を通じまして、韓国からサーフィン協

会やインフルエンサー等を招聘し、ファムツア

ーを実施したものであり、本県の充実したサー

フィン環境をＳＮＳ等で発信し、新たな誘客に

つなげるものであります。10月のファムツアー

には22人参加し、その後のユーチューブやイン

スタグラムの閲覧数は約１万2,000回でございま

した。

次に、89ページを御覧ください。

下段の改善事業「スポーツキャンプ・合宿全

県展開促進事業」は、市町村に対し、スポーツ

施設の資機材整備等を補助するほか、国内外代

表合宿等の受入れ支援を行うものです。実績と

しましては、資機材補助は球場の改修や芝管理

機等を要する経費について、記載の９市町村へ

補助を実施しました。そのほか、７月に実施さ

れたラグビー日本代表、11月に実施された侍Ｊ

ＡＰＡＮアンダー24の合宿などの受入れについ

て 警備員の配置や練習環境整備など支援を行っ、

たものです。

次に、90ページを御覧ください。

上段の新規事業「屋外型トレーニングセンタ

ー管理運営」は、令和５年から供用を開始して

おります屋外型トレーニングセンターの管理運

営に要する経費であります。令和５年度の実績

は記載のとおりで、プロチーム等の受入れのほ

か、その他の期間につきましては、実業団や学

生等のチームの利用も受け入れております。

下段の新規事業「プロチームキャンプ受入強

化」は、Ｊリーグのキャンプ期間に合わせた試

合形式のイベント等を実施いたしました。

主要施策の成果に関する説明は、以上であり

ます。

なお、監査委員の監査結果報告書に関しまし
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ては、特に報告すべき事項はございません。

決算特別委員会資○児玉国際・経済交流課長

料の８ページをお開きください。

国際経済交流課は、上から７番目の欄でござ

います。

令和５年度の予算額は９億4,429万6,000円、

支出済額は８億9,063万8,662円、不用額は5,365

万7,338円で、執行率は94.3％でございます。

次に、資料の92ページでございます。

（目）の執行残が100万円以上のもの、執行率

が90％未満のものについて説明いたします。

まず、上から３段目の（目）計画調査費でご

ざいます。不用額が2,180万5,860円となってお

ります。これは、主に「外国人材受入環境整備

事業」において、公益財団法人宮崎県国際交流

協会への委託料に執行残が生じたことによるも

のや 「世界とのつながり強化推進事業」におき、

まして、国外からの招聘者に要する旅費の執行

残でございます。

続きまして、93ページを御覧ください。

上から３段目の（目）商業振興費でございま

す 不用額が43万7,537円 執行率は71.9％となっ。 、

ております。これは、主に印刷製本に要する需

用費や、伝統工芸品の認定協議等に要する旅費

の執行残でございます。

続きまして、94ページを御覧ください。

上から１段目の（目）貿易振興費であります

けれども、不用額が1,624万1,548円、執行率

は87.8％となっております。これは、主に「み

やざきＳＨＯＣＨＵ輸出促進事業」の委託料の

執行残や 「みやざき加工食品海外販路拡大支援、

事業」の補助金の執行残などによるものでござ

います。

次に、95ページを御覧ください。

（ ） 。上から１段目の 目 物産振興費であります

不用額が1,321万4,075円となっております。こ

、 「 」れは 主に ふるさと宮崎応援寄附金拡大事業

において、返礼品発送業務等の委託料が減少し

たことによるものでございます。

次に、96ページでございます。

上から２段目の（目）観光費でありますが、

不用額が195万8,318円となっております。主な

ものは、上から３つ目の（節）共済費でありま

すが、これは、令和６年１月31日付で、職員の

給与に係る地方職員共済組合の基礎年金拠出金

の負担率が令和５年４月１日に遡及して引き下

げられたことにより、執行残が生じたものでご

ざいます。

次に、主要施策の成果に関する報告書につい

て説明をいたします。

97ページの人づくり１の（１）グローバル化

への対応についてであります。次の98ページ、

表の１番目、改善事業「多文化共生地域づくり

推進」であります。これは、地域住民と外国人

住民とが、共に地域社会の一員として理解し、

協力し合う、多文化共生社会づくりを進めるた

め、宮崎県国際交流協会に業務を委託している

、 、もので 多文化共生アドバイザーの派遣により

県民向け異文化理解講座を実施したほか、外国

人住民支援事業としまして、外国人向け防災セ

ミナーを開催したところでございます。

次の99ページを御覧ください。

表の２番目、改善事業「外国人材受入環境整

備」であります。これは、外国人住民が増加す

る中、行政・生活全般に関する情報提供や相談

対応を一元的に行う「みやざき外国人サポート

センター」を運営するとともに、地域や外国人

住民等のニーズを踏まえた日本語教育の充実を

図り、外国人住民も暮らしやすい社会づくりの

推進に努めたところでございます。
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次に、100ページを御覧ください。

表の１番目、新規事業「宮崎県人会世界大会

開催」であります。これは、昨年度、本県で初

めて開催しましたが、本県にゆかりのある方

々676名が参加され、幅広い世代の参加者との相

互理解と交流 県や県人会同士の交流によるネッ、

トワークの拡大、参加者がふるさと宮崎の魅力

を再発見するなどの成果が得られたところでご

ざいます。

次に、ページ飛びまして103ページを御覧くだ

さい。

産業づくり２の（１）経済と雇用を支える企

業・産業の持続的な発展についてであります。

、「 」まず表の１番目 みやざき海外拠点運営強化

でございます。これは、上海及び香港に海外交

流駐在員を配置して、貿易・投資などに関する

情報収集や、県内企業の海外活動の支援、本県

への観光誘客の促進などに努めたところでござ

います。

次に、104ページを御覧ください。

表の１番上、改善事業「みやざきＳＨＯＣＨ

Ｕ輸出促進」であります。これは、本県の主要

輸出品目である焼酎について、海外市場開拓を

図るため、焼酎のブランディング・魅力発信の

ためのプロモーション等に取り組んだところで

あります。

続きまして、105ページを御覧ください。

表の２番目、新規事業「発酵×Ａｉで北米に

切り込むＳＡＭＵＲＡＩプロジェクト推進」で

あります。これは、発酵食品である焼酎につい

て、米国人の味覚や思考をＡＩで分析し、米国

人にあった商品開発に向け、宮崎県酒造組合に

対して補助を行ったものであります。

また表の３番目、新規事業「 世界の活力とり「

こみ」強化推進」であります。これは、新たな

市場や経済成長が著しいアジア地域からの外貨

の獲得等により、世界の活力を取り込み経済交

流の強化に取り組むものであります。

次に、106ページを御覧ください。

表の３番目、改善事業「県産品ＰＲイベント

・フェア展開」であります。これは、新型コロ

ナや原材料費等の高騰で事業者の販路が狭まる

中、全国各地で県産品イベントフェアを開催す

ることにより、認知度向上・販路開拓を図った

ものであります。

次に、107ページを御覧ください。

表の２番目、新規事業「大阪・関西万博を見

据えた県産品魅力発信強化」であります。これ

は、大阪・関西万博に向け、高まる関西圏の経

済活力を取り込むため 県産品の期間限定ショッ、

プ、いわゆるトップアップショップの展開や、

大規模商談会出店支援など、県産品を見る・知

る・買える機会の創出を通じ、県産品の認知度

向上・販路拡大を図ったものであります。

主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査結

果報告書に関しましては、特に報告すべき事項

はございません。

執行部の説明が終了しました。○山下主査

ただいまの説明について、質疑はございませ

んでしょうか。

資料88ページの「サーファーイン○日髙委員

バウンド誘致」でございますが、先週も全国大

会が行われて活発化しており、選手の方々がこ

の宮崎県に１週間宿泊していただいたというこ

とで、本当にありがたいと思っています。主な

実績内容等にあるＳＮＳによる情報発信の閲覧

数が１万2,000回ということなんですが、海外の

どういう方がこれを御覧いただいているのか分



- 23 -

令和６年９月30日(月)

かるものなんでしょうか。

具体的な数値○渡邊スポーツランド推進課長

は持ち合わせておりませんので、申し訳ござい

ませんけれども分からないです。こちらは韓国

サーフィン関係者を対象としたファムツアーを

実施しておりますが、サーフィン人口は、2021

年に70万人というような新聞報道もございまし

たので、チャンスと捉えて取組を進めてまいり

たいと思います。

先ほど企業立地課のほうで各語に○日髙委員

対応しているということなんですけれども、Ｓ

ＮＳに関してもいろんな言葉で対応していると

いうことでよろしいでしょうか。

このツアーが○渡邊スポーツランド推進課長

終了した後、こういったＳＮＳ等の閲覧回数も

、 、そうなんですけれども 韓国の地元の新聞でも

木崎浜やお倉ヶ浜の紹介をされているようです

ので、効果はあったのではないかと考えている

ところです。

韓国では今、サーフィンが盛り上○日髙委員

がっているということなので、ぜひ引き続き取

り組んでいただきたいと思います。よろしくお

願いします。

資料86ページのえびの高原荘と○今村副主査

、高千穂荘の国民宿舎に関してなんですけれども

えびの高原荘の損失額は分かるものなんでしょ

うか。

まず、宿泊者数につきま○北薗観光推進課長

しては、令和４年度の１万2,743人から１万798

人に減少しております。収入につきましては１

億9,197万8,000円から１億6,996万2,000円

に、2,201万6,000円減少しています。支出につ

きましては、令和４年度の２億2,043万4,000円

から１億9,289万4,000円と、2,754万円減少して

います。結局、収入も減ったんですけれども、

それ以上に支出をやりくりして損失を減らした

形になっております。

あと今年度の見通しについて何○今村副主査

か分かりますか。

今年度につきましては、○北薗観光推進課長

今年度から新たな指定管理者に替わったところ

でありまして、年度初めになかなか人が集まら

なかったということで、夕食プランがスタート

できなかったというのがございます。今１年目

の指定管理者も一生懸命、いろいろ取り組んで

おりまして、６月以降は県産食材を使った夕食

プラン「ノカイドウプラン」とか、そういった

ものもありますので、県も連携して一緒に広報

ＰＲしながら、誘客対策を取り組んでまいりた

いと考えております。

資料89ページです。○渡辺委員

スポーツキャンプの誘致というところで、市

町村の施設・資機材等整備支援が９市町村とい

うことですけれども、当然、市町村が持たれて

いる施設の種類によってスポーツも決まると思

います。それぞれの施設に対して、例えば照明

だとか、空調とか、いろいろな資機材等を整備

されていると思うんですけれども、将来、９市

町村以外に広がっていくのか、そのあたりの整

備計画がもしあれば教えてください。

支援の中身に○渡邊スポーツランド推進課長

つきましては、それぞれ市町村から要望がござ

いました。例えば、芝管理用の機材ですとか、

ウェイトトレーニングの機器などを昨年度は支

援しております。この事業につきましては財政

力指数により、市町村に２分の１負担していた

だいたり、３分の１負担していただいたりして

行っているわけなんですけれども、基本的には

市町村が必要となるもので申請が上がってきた

ものに対して補助をさせていただく形になりま
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す。

いろんな市町村が希望を出してい○渡辺委員

ると思うんですけれども、年次ごとに消化して

いく感じでしょうか。

予算が上限に○渡邊スポーツランド推進課長

なるまで市町村の掘り起こしを行っています。

今の日本一挑戦プロジェクトのスポーツ観光プ

ロジェクトの中で全県下、通年化、あと多種目

化をキーワードに取り組んでおりますので、そ

ういったことを考えながら、審査の上、支援し

ていきたいと思っております。

あわせて、この資料89ページの上○渡辺委員

のほうに誘致セールス９回というのがございま

すけれども、誘致先が分かっていれば教えてく

ださい。

こちらに記載○渡邊スポーツランド推進課長

しております誘致セールスにつきましては、例

えば観光協会ですとか、旅行代理店、大会の視

察等のほうもこちらで行っているところです。

バレーボールだったら日本バレー○渡辺委員

ボール協会とか、サッカーだったら日本サッカ

ー協会とかスポーツごとの主催者やチームへの

誘致ということではないんでしょうか。

当然、競技団○渡邊スポーツランド推進課長

。体のほうにも伺わせていただくことになります

資料104ページの「みやざきＳＨＯ○安田委員

」 、 、ＣＨＵ輸出促進 は すごくいいネーミングで

海外で初となる「焼酎ノンジョルノin香港」と

いうことで、どういう評価がなされたのかなと

いう思いもあります。焼酎販路開拓の商談会が

行われておりますが、どちらのほうに行って、

どのような成果があったのか教えてください。

記載のとおり、中○児玉国際・経済交流課長

国、香港、北米等々でいろんな事業をやってい

るんですが、まず中国では、上海や北京のバー

で宮崎県産酒のプロモーションを実施したとこ

ろでございます。香港では、香港事務所が調整

しまして、香港ノンジョルノということで、県

人会等も参加しながら焼酎を楽しむイベントを

実施したところでございます。

それから、北米とありますけれども、こちら

は九州の４県ほどで連携いたしまして、ワシン

トンなどで焼酎のセミナー等を実施したところ

でございます。

香港でありました県人会で、試食○安田委員

会という感じでされたのか、試食会をした後に

販売につながったのかというのが非常に大事な

ところになってくると思うんですけれども、そ

。ういう情報は県のほうには入ってきていますか

その場での販売ま○児玉国際・経済交流課長

では行っていませんけれども、香港にある県人

会の方が主催するレストランで、宮崎県の本格

焼酎と郷土料理を提供しながらイベントを実施

して 現地香港人の方に宮崎の焼酎と食を味わっ、

ていただく、楽しんでいただくイベントでござ

いまして、そこで直接販売に至っております。

、○安田委員 この焼酎という文化ですけれども

海外の人たちには受けたのか、受けなかったの

か、どっちなんでしょうか。

焼酎につきまして○児玉国際・経済交流課長

は、やはり日本酒と比べまだ輸出が伸びていな

い状況で、認知度や割って飲むという文化もな

いところもございます。本県の焼酎の輸出自体

は伸びてはいるんですが、全体から見るとまだ

僅かな額でございまして、まずは認知度を高め

ることが必要になってくると考えております。

資料75ページの「観光デジタルプ○本田委員

ロモーション強化」のところで、観光サイトを

春にリニューアルされたと思いますが、年間ア

クセス数300万件は昨年の実績でしょうか。
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こちらの年間アクセス数○北薗観光推進課長

は昨年度の実績になります。２月からリニュー

アルしていますので、リニューアル後の期間は

。２か月ぐらいしか入っていない数字になります

今回のサイトの強化ポイントを再○本田委員

度教えていただけませんでしょうか。

新しいサイトのリニュー○北薗観光推進課長

アルポイントですけれども、まずサイトの名称

について、今まで検索エンジンでなかなか上位

表示されなかったということで、名称を「みや

ざき観光ナビ」に変更しました。あと、掲載写

真のサイズや枚数について、同じスポットでも

時間帯や季節、画角等が異なる複数枚の写真を

掲載するように変えています。あと内容の充実

として、検索されやすいキーワードを含む形で

ヒット率を向上させるようなリニューアルにし

ています。あと、ニーズが高い情報の発信とい

うことで アクセス数が増えているページをピッ、

クアップするコーナーを設けたりしています。

結果、先ほど年間アクセス数はありましたけ

れども、リニューアル後の令和６年３月～８月

のアクセス数 旅行支援とかそういうのがあ─

ると伸びたりするので、単純に比較はできない

んですけれども、昨年と比べると前年比で175％

になっております。

「旬ナビ」のときも見られている○本田委員

方が非常に多くて、175％と数字が伸びていると

いうことは大変好調かなと感じます。やはり観

光立県宮崎として、このサイトは非常に重要だ

と思っておりますので、引き続きよろしくお願

いします。

ありがとうございます。○北薗観光推進課長

我々も情報発信は非常に大事なところだと認識

しておりますので、今後とも取り組んでまいり

たいと思います。

資料100ページの「宮崎県人会世界○本田委員

大会開催」について、そろそろ１年になります

けれども、かなり盛大に開催されて、いろいろ

な意味で広がり感を持っていると思いますが、

、このネットワークが具体的にどう広がったとか

そういう結果があれば教えていただきたいと思

います。

、○児玉国際・経済交流課長 １年がたちまして

各県人会にもいろいろなアンケートを取ったり

して、いろいろな御意見をいただいているとこ

ろでございます。まずよくお聞きするのが、特

に海外の県人会で、横のつながり 例えばベ─

トナムにはホーチミンとハナイの２か所にある

んですけれども、アメリカでもロサンゼルス、

ニューヨーク等、県人会があるんですけれども

昨年の県人会を通して横のつながりが改め─

て確認できたということで、今後連携して何か

取り組んでいきたいという話もありました。あ

と、ふるさと宮崎に帰ってきて、改めてふるさ

と宮崎を再認識した中で、何か宮崎に貢献でき

るような具体的な取組ができないか検討される

方もいらっしゃるとお伺いしておりまして、今

後そのような検討がされて、実績につながれば

いいなと思っているところでございます。

それから、県が行う県産品のＰＲや、海外の

プロモーションなどを県人会も一緒になってＰ

Ｒしたい、あるいは観光誘客等でいろいろなお

手伝いをしたいというお話を伺っているところ

でございます。

具体的に、例えばどこかの国の県○本田委員

人会が新しく立ち上がったとか、そういうのは

ないですか。

昨年の県人会を契○児玉国際・経済交流課長

機に新しく立ち上がったというのは確認してお

りませんけれども とある都市にも県人会があっ、
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たんだと確認できた状況にはございます。

昨年の参加者を見ると、以前、海○本田委員

外にいらっしゃって県人会に入っていたんだけ

れども、国内に戻って、国内でそういう支援を

。されている方も結構いるのかなと思っています

例えばベトナムに行っていたんだけれども、そ

のときにベトナムの県人会に入っていて、国内

で今、何か活動をされている顔ぶれも結構多い

ので、そういう方々の活用もぜひよろしくお願

いします。

いろいろな方々が○児玉国際・経済交流課長

いらっしゃいますので、いろいろな活用を考え

られると思います。今、委員から御指摘のあり

ましたように、こちらに帰って来られて 例─

えば貿易関係の業務に携わっていたということ

で、滞在されていた相手国の流通状況に詳しい

方がいらっしゃれば、私どもの事業の中でいろ

いろな情報を得たり、一緒にやったりすること

もできますでしょうし、あと、観光・誘客関係

で、いろいろな支援をいただけるんじゃないか

と考えております。今後、いろんなネットワー

クを通じて、そういう方々を再確認いたしまし

、 、て できるだけ県の施策展開につながるように

昨年の成果を生かしてまいりたいと考えており

ます。

関連で、県人会世界大会のフェイ○日髙委員

スブックで、宮崎の情報を発信されていると思

います。県人会の皆さんが各国でいろいろなイ

ベントをされているんですよね。そのイベント

の情報をフェイスブックに上げていただくと、

各県人会が刺激し合って 「うちも動かないか、

ん 「うちもあれせないかん 「こんなことが」、 」、

できるっちゃ」というような共有スペースにな

るのかなと思いますので、ぜひお願いしたいと

思います。

情報発信は非常に○児玉国際・経済交流課長

大事だと思っておりまして、フェイスブックも

そうですけれども、今回、県人会のホームペー

ジを県で改めて構築し直しまして、一元的に管

理 今まで各県人会は、ばらばらにホームペ─

ージがあったんですけれども、一つの窓口を県

で作りました。そこにアクセスすればいろいろ

な情報が収集できるということで、その中に各

県人会の活動状況なり、会員募集なりの情報を

入れて、広く情報提供できるようにしていると

ころでございます。

僕も個人的に今、ＬＩＮＥをグル○日髙委員

ープでやっているんですけれども、いろんな方

からこういうことをしましたよと上がってくる

と、ほかの国の方がいいですねという話も出て

くるので、ぜひそれを構築していただきたいと

思います。お願いします。

ほかにありませんか。○山下主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって、観光推○山下主査

進課、スポーツランド推進課、国際経済交流課

の審査を終了いたします。

引き続き総括質疑に入りますが、準備のため

暫時休憩いたします。

午後３時13分休憩

午後３時14分再開

分科会を再開いたします。○山下主査

説明及び質疑は全て終了しましたので、総括

質疑に移ります。

商工観光労働部の決算全般について何か質疑

はありませんか。

何年か前から急速にグローバル化○日髙委員

が進んでいる部分もあります。今から外国人が

どんどん日本に入ってきて、日本が外国人に頼
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らざるを得ない部分で、外国人のサポート体制

もどんどんできていっていると思います。

一番初めにインバウンドで入ってくるのは飛

行機だと思うんですけれども、韓国便が毎日就

航するようになっていく中で、アウトバウンド

が必要だと思うんです。県職員もアウトバウン

ドに協力する体制というか、韓国に行こうとい

う流れはあるんでしょうか。

まさしく、週１便で○佐野観光経済交流局長

台北線の定期便が11月26日から再開されるとこ

ろです。アシアナ航空の12月18日からのデイリ

ー化もですけれども、これを維持していこうと

思えば、アウトバウンドが必要なんです。それ

がちゃんとできないと、やはり先々維持が難し

いところがございます。

、先ほどの日髙委員からの御質問でいきますと

それこそ今度チャーターでも定期便でもそうな

んですが、県職員向けの庁内システムのメール

等を活用して紹介することで、当然県職員にも

利用促進の協力を呼びかけているところでござ

います。

それこそ、議員の皆様もですけれども、経済

、界も含めて総力戦でいろいろとお願いしながら

最初安定するまでは、ぜひみんなで応援してい

ただいて、より線が太くなるようにしていけれ

ばと思っているところでございます。

やっぱり実際に行ってみないと良○日髙委員

さも分からないし、その良さを伝えることもで

きないので、ぜひ県職員の皆様も、議員の皆様

も、韓国のほうに足を運んでいただきたいと思

います。よろしくお願いします。

ほかにありませんか。○山下主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは以上をもって、商工観光○山下主査

労働部を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後３時14分休憩

午後３時19分再開

それでは、分科会を再開いたしま○山下主査

す。

明日午前10時から県土整備部を行いたいと思

いますので、よろしくお願いします。

、 。では 以上で本日の分科会を終了いたします

午後３時19分散会
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午前９時58分再開

出席委員（８人）

山 下 寿主 査

今 村 光 雄副 主 査

外 山 衛委 員

日 髙 陽 一委 員

安 田 厚 生委 員

本 田 利 弘委 員

松 本 哲 也委 員

渡 辺 正 剛委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

桑 畑 正 仁県 土 整 備 部 長

県土整備部次長
井 上 大 輔

（ 総 括 ）

県土整備部次長
松 山 英 雄

（ 道 路 ･ 河 川 ･ 港 湾 担 当 ）

県土整備部次長
中 原 学

（ 都 市 計 画 ･ 建 築 担 当 ）

高速道対策局長 栗 山 健 作

管 理 課 長 鬼 塚 保 行

用 地 対 策 課 長 前 村 敦 子

技 術 企 画 課 長 植 村 幸 治

工 事 検 査 課 長 児 玉 広 文

道 路 建 設 課 長 田 中 智 也

道 路 保 全 課 長 椎 葉 倫 男

河 川 課 長 和 田 安 生

ダ ム 対 策 監 山 下 修

砂 防 課 長 小 倉 浩 嗣

港 湾 課 長 岩 切 靖 考

空 港 ・ ポ ー ト
岡 部 章

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 松 田 豪 紀

美しい宮崎づくり
村 岡 昭 彦

推 進 室 長

建 築 住 宅 課 長 松 田 真 二

営 繕 課 長 下温湯 盛 久

設 備 室 長 久保田 昌 信

高速道対策局次長 岩 切 道 雄

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 岩 下 恵 美

総務課主任主事 德 永 采 香

それでは、分科会を再開いたしま○山下主査

す。

それでは、令和５年度決算について、県土整

備部長から総括説明をお願いいたします。

令和５年度の決算につき○桑畑県土整備部長

まして、委員会資料により御説明いたします。

着席して説明させていただきます。

決算特別委員会資料の３ページを御覧くださ

い。

総合計画の体系表に基づきまして、主要施策

の成果について御説明いたします。

この施策体系表は 「宮崎県総合計画2023」に、

おける分野別施策のうち、県土整備部が所管し

ますものを記載したものであります。

まず 「くらしづくり」の分野であります。、

施策の１つ目 「自然・環境にやさしい社会づ、

くり」では、県民との協働による河川・海岸の

環境美化・保全活動を推進し 「良好な自然環境、

・生活環境の保全」に取り組んだところであり

ます。

令和６年10月１日(火)
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「 」２つ目の 安心で快適に暮らせる社会づくり

では、美しい宮崎づくりの推進や都市公園の整

備、県営住宅の建て替えや改修を行うなど 「快、

適で人にやさしい生活・空間づくり」に取り組

みますとともに、街路の整備などにより、まち

づくりと一体となった道路の整備を進め、持続

可能な地域交通網の構築に努めたところであり

ます。

３つ目の「安全な暮らしが確保される社会づ

」 、 、くり では ４～５ページの記載となりますが

河川の改修や急傾斜地の崩壊対策など、台風や

地震・津波等による災害を防止・軽減するため

の対策を実施しますとともに、建設産業におけ

る担い手の確保・育成やＤＸの推進、住宅の耐

震化に関する啓発や支援を行うなど 「災害に強、

」 。い県土づくり に取り組んだところであります

また、通学路の歩道整備や区画線・ガードレ

ールの設置を行うなど 「交通事故のない社会づ、

くり」に努めたところであります。

次に、５ページの「産業づくり」の分野につ

いてであります。

将来像の「経済・交流を支える基盤の整備」

では、東九州自動車道の「高鍋～西都」間の４

車線化や 九州中央自動車道においては蘇陽五ヶ、

瀬道路が着工されるなど、高速道路の整備が推

進されたほか、細島港などの重要港湾の整備な

どを進め 「広域交通・物流ネットワークの整備、

・充実」に取り組んだところであります。

次に、５ページの令和５年度決算の状況につ

いて御説明いたします。

６ページを御覧ください。

一般会計と特別会計の合計につきましては、

表の一番下の段になりますけれども、予算額

が1,573億6,212万9,574円、支出済額が961

億1,664万4,191円、翌年度繰越額につきまして

は 明許繰越が557億447万3,081円 事故繰越が23、 、

億1,299万5,052円、不用額が32億2,801万7,250

円となっております 執行率につきましては61.1。

％で、翌年度への繰越額を含めますと97.9％と

なっております。

次に、110ページを御覧ください。

監査における指摘事項等につきましては、２

。件の指摘事項と７件の注意事項がございました

また、別冊の令和５年度宮崎県歳入歳出決算

審査意見書におきまして、２件の意見・留意事

項がございました。

これらの詳細につきましては、担当課長から

説明させていただきますので、よろしくお願い

いたします。

部長の総括説明が終了いたしまし○山下主査

た。

、 、 、 、これより 管理課 用地対策課 技術企画課

道路建設課、道路保全課、高速道対策局の審査

を行います。

令和５年度決算について、各課の説明を求め

ます。

決算特別委員会資料の９～10○鬼塚管理課長

ページが、当課の事項別明細説明資料になりま

す。

まず、10ページを御覧ください。

、 、表の一番下の段 管理課の計でございますが

令和５年度の決算額は 予算額19億7,887万9,000、

、 、円に対しまして 支出済額18億6,751万9,707円

不用額１億1,135万9,293円で、執行率は94.4％

であります。

次に、各会計の（目）における執行率が90％

未満のものはございませんので、不用額が100万

円以上のものについて御説明いたします。
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なお、この後の各課の説明におきましても、

各会計の（目）における執行率が90％未満のも

のと、不用額が100万円以上のものについて御説

明させていただきます。

９ページにお戻りください。

上から３段目の（目）土木総務費でございま

すが、不用額が１億792万3,652円で、主なもの

は、給料、職員手当等の人件費でございます。

、 、これは 職員費で支出を予定していた人件費を

公共事務費の支出に振り替えたことによるもの

であります。

次に、10ページを御覧ください。

上から４段目の（目）建設業指導監督費でご

、 、 、ざいますが 不用額が343万5,641円で これは

建設業許可に要する経費及び建設産業振興に関

する委託料の執行残であります。

決算については以上であります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果につきましては、ページ中央

下と右下にそれぞれページが記載されておりま

すが、右下に記載のページで説明させていただ

きます。

なお、この後の各課の説明におきましても同

様の説明とさせていただきます。

それでは、資料の11ページを御覧ください。

（１）の災害に強い県土づくりに係る事業で

あります。

表の事業名「建設業指導」では、建設業法に

基づく建設業許可や経営事項審査、法令遵守等

に関する指導を行ったところであります。

次に、12ページを御覧ください。

表の一番上にあります 「みやざき建設産業経、

営基盤強化支援」では、建設事業協同組合等が

行う融資の原資となる資金を貸し付けるととも

に、県内各地で建設業者研修会を開催したとこ

ろであります。

次の「未来へつなぐ建設産業担い手確保・育

成支援」では、従業員の技術力向上に取り組む

建設業者等に対する支援を行ったほか、建設産

業の担い手コーディネーターを配置し、高校生

を対象とした現場見学会、就業体験を開催いた

しました。また、建設産業魅力発信ポータルサ

イトにより、建設産業の魅力を幅広い世代に向

けてＰＲしたところであります。

次に、13ページを御覧ください。

表の一番上にあります新規事業「建設技術者

事務効率化アドバイザー緊急派遣」では、建設

技術者の事務作業をサポートする人材の育成を

図るため、研修やセミナーを開催したところで

あります。

以上、御説明いたしましたこれらの取組を通

じまして、今後も関係団体等との一層の連携強

化を図りながら、建設産業の魅力向上とそのＰ

Ｒに努め、将来の担い手の確保・育成につなげ

てまいります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

決算特別委員会資料15ペ○前村用地対策課長

ージを御覧ください。

まず、一般会計についてであります。

一番下の段、一般会計、計の欄を御覧くださ

い。

令和５年度の決算額は、予算額６億3,886

万9,113円に対しまして、支出済額５億2,711

万236円、翌年度繰越額9,903万1,781円、不用

額1,272万7,096円となります。執行率は82.5％
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で、これは、翌年度への繰越しによるものであ

ります。

不用額100万円以上のものにつきましては、上

から３段目の（目）土木総務費1,272万7,096円

でありますが、その主な理由は、公共用地取得

事業特別会計における事業費の確定に伴い、一

般会計からの繰り出しが不用になったことによ

るものであります。

次に、16ページを御覧ください。

公共用地取得事業特別会計についてでありま

す。

次の17ページを御覧ください。

下から２つ目の段、特別会計、計の欄であり

ますが 令和５年度の決算額は 予算額７億7,208、 、

万4,113円に対しまして、支出済額６億4,026

万8,489円、翌年度繰越額１億1,938万6,723円、

不用額1,242万8,901円となります 執行率は82.9。

％で、これは、翌年度への繰越しによるもので

あります。

16ページにお戻りください。

不用額100万円以上のものにつきまして、上か

ら３段目の（目）土木総務費1,242万8,901円で

ありますが、その主な理由は、国道218号五ヶ瀬

高千穂道路工事及び蘇陽五ヶ瀬道路工事の事業

費の確定に伴い、不用となったことによるもの

であります。

これらによりまして、当課の決算は、17ペー

ジの一番下の段、用地対策課計の欄のとおり、

予算額14億1,095万3,226円に対しまして、支出

済額11億6,737万8,725円、翌年度繰越額２

億1,841万8,504円、不用額2,515万5,997円とな

ります。執行率は82.7％で、翌年度への繰越額

を含めますと、98.2％となります。

次に、18ページを御覧ください。

公共用地取得事業特別会計における歳入につ

きまして、上の表の一番下の段、歳入合計の欄

を御覧ください。

、 、令和５年度は 予算現額７億7,208万4,113円

収入済額６億6,092万6,349円で、収入未済はご

ざいません。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

資料の19ページを御覧ください。

公共事業用地取得の推進でありますが、これ

は、公共事業の円滑な推進のため、特別会計に

おいて公共用地の先行取得を行うものでありま

す。

令和５年度は、国道218号の五ヶ瀬高千穂道路

工事 蘇陽五ヶ瀬道路工事などの先行取得を行っ、

たところであります。

次に、別冊の令和５年度宮崎県歳入歳出決算

審査意見書のスライドの48枚目、40ページを御

覧ください。

公共用地取得事業特別会計につきまして、ペ

ージの下のほう、太文字の意見・留意事項等で

ありますが、公共用地の計画的な取得のため、

引き続き円滑な運営が望まれるとの御意見をい

ただいております。

公共事業の円滑な推進に向け、引き続き計画

。的な用地取得と適正な運営に努めてまいります

最後に、監査委員の監査報告書につきまして

は、特に報告すべき事項はございません。

委員会資料の21ページを○植村技術企画課長

御覧ください。

一番下の段、技術企画課計の欄のとおり、当

課の令和５年度決算額は、予算額５億5,384

万4,070円、支出済額４億8,848万8,106円、明許

繰越額5,251万285円、不用額1,284万5,679円で



- 32 -

令和６年10月１日(火)

あります。執行率は88.2％ですが、翌年度への

、 。繰越額を含めますと 97.7％となっております

次に、不用額が100万円以上のものについて御

説明いたします。

表の上から３段目の（目）土木総務費を御覧

ください。不用額が1,284万5,679円となってお

りますが、これは主に、新土木積算システム構

築事業の業務委託において執行残が生じたもの

でございます。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

資料の22ページを御覧ください。

（１）災害に強い県土づくりについてであり

ます。

「 」 、表の 盛土防災総合推進事業 でありますが

これは、盛土規制法に基づき、規制区域の指定

。に必要な基礎調査等を実施したものであります

昨年度の補正予算でお願いした事業で、令和

６年度に4,251万円を繰越ししております。繰越

事業のため、事業は完了しておりませんが、危

険な盛土等に対する対策として、県全域の既存

盛土等の危険性を把握するための調査等を実施

しております。

今後は、設定した規制区域案に関する市町村

からの意見聴取及びパブリックコメント等を踏

まえて、令和７年度の規制区域指定に向けて取

り組んでまいります。

次に、23ページの「インフラＤＸ推進事業」

であります。

これは、デジタル技術を活用し、建設産業に

おける担い手確保や生産性の向上を図るため、

民間技術者や産業開発青年隊を対象に、ＩＣＴ

活用工事に関する研修等を実施したものであり

ます。

また、公共土木施設の管理台帳や施設点検・

補修履歴などの情報を一元管理する台帳等管理

システムの検討業務に取り組んでおり、令和６

年度に事業費1,000万円を繰越ししております。

今後は、台帳等管理システムの構築や研修内

容のさらなる充実により、建設業の生産性向上

や業務の効率化・迅速化を引き続き図ってまい

ります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

委員会資料26ページを御○田中道路建設課長

覧ください。

表の一番下の段、道路建設課の計であります

が 令和５年度の決算額は 予算額が368億8,446、 、

万5,000円、支出済額が202億1,798万8,642円、

明許繰越額が165億4,127万8,000円、事故繰越額

が１億744万6,790円、不用額が1,775万1,568円

で、執行率が54.8％となっております。翌年度

への繰越額を含めますと、99.9％となっており

ます。

次に、不用額100万円以上のものを御説明いた

します。

25ページにお戻りください。

下から５段目にあります（目）道路新設改良

費を御覧ください。不用額が1,762万1,590円と

なっておりますが、これは、主に国庫補助事業

が確定したことに伴う不用額であります。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

27ページを御覧ください。

表の中の事業名「直轄道路事業負担金」であ

ります。この事業は、道路法の規定により、国

が整備をしております国道10号ほか、１路線５
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工区の整備費の一部を県が負担したものであり

ます。

この事業におきまして、道路改築のほか、交

。通安全対策などが実施されたところであります

次に、28ページを御覧ください。

「公共道路新設改良」であります。この事業

は、主に国の補助金や交付金を活用して、国道

や県道の改良を行う事業であります。

主な実績内容等の欄を御覧ください。道路改

築の状況でございますが 一般国道では 国道327、 、

号ほか７路線22工区の整備を行い、1,180メート

ルの供用を開始し、また、地方道では、宮崎西

環状線ほか44路線66工区の整備を行い、5,660メ

ートルの供用を開始したところであります。

次に、30ページを御覧ください。

Ⅰの施策の成果等であります。

①にありますように、国の直轄事業におきま

しては、国道10号などのバイパス整備や防災対

策事業等が進められたところでありまして、令

和５年６月には、国道10号の門川町～日向市の

拡幅事業が完了したところであります。

また、②にありますように、宮崎市中心部の

渋滞緩和や物流の効率化を図るため、県道宮崎

西環状線、古城工区などの整備を進めるととも

、 、 、に ③にありますように 中山間地域等の産業

生活、医療を支援するため、国道327号佐土の谷

工区などの整備を進めてきたところであり、令

和５年12月には、椎葉村の国道327号佐渡の谷大

橋が供用を開始したところであります。

Ⅱの今後の方向性の欄を御覧ください。

、本県の道路改良率は70.8％にとどまっており

さらなる整備を図る必要があると考えておりま

す。

今後も必要な予算の確保に努め、整備を推進

し、地域の交流・連携、災害発生時の応急復旧

活動等を支える道路ネットワークの構築に取り

組んでまいります。

最後に、監査結果報告書指摘事項等について

御説明いたします。

110ページを御覧ください。

（１）収入事務の指摘事項についてでありま

す。

道路事業受託料について、調定の時期を誤っ

ているものが見受けられたとの指摘でございま

す。

改善につきましては、収入事務に関する規定

の再確認を行うとともに、担当職員が会計事務

研修を受講するなど、組織内の体制を強化し、

再発防止に努めてまいります。

また、決算意見審査書に関しましては、特に

報告すべき事項はございません。

委員会資料の33ページを○椎葉道路保全課長

御覧ください。

ページの一番下の段、道路保全課計に記載し

ておりますとおり、令和５年度の決算額は、予

算額が253億3,323万3,000円に対しまして、支出

済額が178億967万1,260円、明許繰越額が75

億1,389万292円、不用額が967万1,448円で、執

行率は70.3％、翌年度への繰越額を含めます

と、99.9％となっております。

次に、不用額が100万円以上のものについて御

説明いたします。

２ページお戻りいただきまして、31ページを

御覧ください。

上から３段目の（目）道路橋梁総務費でござ

います。不用額が914万7,184円となっておりま

すが、これは主に、道路台帳修正業務に要する

経費等の執行残によるものであります。
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32ページを御覧ください。

上から２段目の（目）道路維持費でございま

す。執行率が69.2％となっておりますが、翌年

度への繰越しによるものであります。

33ページを御覧ください。

中ほどの（目）橋梁維持費でございます。執

行率が78.7％となっておりますが、これも翌年

度への繰越しによるものであります。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

資料の34ページを御覧ください。

（１）の快適で人にやさしい生活・空間づく

りについてであります。

「 」 、表の 沿道修景美化推進対策 でありますが

これは、空港、港湾、駅などの主要な交通の玄

関口と、県内の主要な観光地などを結ぶ路線で

ある沿道修景美化推進路線等において、花の植

栽や除草等を行ったところであります。

35ページを御覧ください。

表の「 美しいみやざきの道」県民ボランティ「

ア支援」でありますが、これは、地域住民等が

行う道路美化や草刈り活動に対しまして、活動

用具や活動奨励金の支給を行ったところであり

ます。

36ページを御覧ください。

Ⅰの施策の成果等でありますが、①にありま

すように、沿道修景美化推進路線への重点的な

植栽等の実施により沿道の修景美化を図ったと

ころでありまして、引き続き効率的な沿道修景

美化に取り組んでまいります。

②の地域住民等が行う道路愛護活動につきま

しては、延べ参加人数が６万4,900人余となり、

また 「クリーンロードみやざき推進事業」によ、

る協定締結団体数は、目標に対して順調に増加

しているところであります。

37ページを御覧ください。

（１）の災害に強い県土づくりについてであ

りますが、引き続き38ページを御覧ください。

表の「公共道路維持」でありますが、この事

業は、国の補助金や交付金で実施する事業であ

り、橋梁補修をはじめ、のり面の防災対策や舗

装補修などを行ったところであります。

40ページを御覧ください。

Ⅰの施策の成果等でありますが、主に国庫補

助事業等で実施している緊急輸送道路の防災対

策や、橋梁の老朽化対策については、目標達成

。に向けて順調に進展しているところであります

また、日常的な道路の管理につきましては、

道路パトロール等により不具合を把握し、速や

かに補修をするなど、適正な維持管理を図った

ところであります。

今後も引き続き、必要な予算の確保に努め、

効果的な事業執行を行うことで、防災対策や適

正な維持管理を進めてまいります。

41ページを御覧ください。

（２）の交通事故のない社会づくりについて

であります。

表の「公共道路維持」でありますが、この事

業は、国の補助金や交付金で実施する事業であ

り、歩道などの交通安全施設の整備を行ったと

ころであります。

42ページを御覧ください。

表の「人にやさしい沿道環境整備」でありま

すが 区画線や防護柵の整備など安全対策を行っ、

たところであります。

43ページを御覧ください。

Ⅰの施策の成果等でありますが、交通安全施

設の整備につきましては、通学路交通安全プロ
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グラムを中心に整備を進めており、歩道整備な

どの安全・安心な歩行空間の確保を行ったとこ

ろであります。

今後も引き続き、道路管理者、警察、教育委

員会等と連携し、交通安全対策の充実を図って

まいります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

決算特別委員会資料○栗山高速道対策局長

の106ページを御覧ください。

一番下にございます高速道対策局の計の欄を

御覧ください。

当局の令和５年度の決算額につきましては、

予算額35億7,809万8,000円、支出済額35億7,651

、 、万2,247円 不用額につきましては158万5,753円

執行率は99.9％となってございます。

（目）の執行率が90％未満のものはございま

せん。

執行残が100万円以上のものにつきまして御説

明を申し上げます。

こちらの表の３段目 （目）道路橋梁総務費で、

ございますが、不用額が158万5,753円となって

ございます。こちらは主に、高速道路のＰＲに

関しますパンフレットの作成や業務委託におき

まして、執行残が生じたものでございます。

次に、主要施策の成果につきまして御説明い

たします。

資料の107ページを御覧ください。

（１）広域交通・物流ネットワークの整備・

充実についてでございます。

中段にございます表の施策推進のための主な

事業及び実績についてでございます。

まず、１段目の「高速道路網整備促進」につ

きましては、各種大会の開催等や国及び関係機

関への要望活動などに関する費用になっており

ます 令和５年度実績ですが 各種大会などが18。 、

回、要望活動などが12回となってございます。

また、五ヶ瀬高千穂道路に関する用地国債を

活用した用地先行取得分の繰出金を、公共用地

取得事業特別会計へ支出しております。

次に、１枚めくりまして、108ページを御覧く

ださい。

「高速自動車国道等直轄事業負担金」につき

ましては、新直轄方式で整備されている「清武

南～日南北郷」間及び、直轄方式で整備されて

います日南・志布志道路などの５区間、計６区

間の整備に係ります県の負担金となっておりま

す。

次に、施策の成果などにつきまして御説明い

たします。

資料の109ページを御覧ください。

上段の表の②にございますように、東九州自

動車道につきましては、県南区間の事業推進の

ほか 「高鍋～西都」間の４車線化事業の着工な、

ど、また、九州中央自動車道におきましては、

蘇陽五ヶ瀬道路の着工のほか、 計画段階評価の※

。一部１区間着工など事業が進捗してございます

今後とも沿線の自治体、また民間団体などと

さらなる連携を図りながら、高速道路ネットワ

ークの一日も早い全線開通及び暫定２車線区間

の４車線化に向けまして、引き続き建設促進大

会の開催や、国への要望活動などに力を入れて

取り組んでまいります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

※36ページに訂正発言あり
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それでは、執行部の説明が終了し○山下主査

ました。

ただいまの説明について、質疑はございませ

んでしょうか。

失礼しました。一部訂○栗山高速道対策局長

正をさせていただきます。今回、令和５年度の

報告になってございますが、先ほど、九州中央

自動車道の計画段階評価と申し上げましたが、

あれは令和６年度に入ってからでございますの

で、年度が１年ずれてございました。失礼いた

しました。

資料21ページの盛土規制法に基づ○安田委員

く基礎調査ですが、県土整備部が把握する盛土

と、農政水産部が把握する盛土があると思うん

ですけれども、県土整備部が把握している調査

ではどのような結果が出たのか、また、今後は

どのようにしていくのかお伺いします。

既存盛土の把握につきま○植村技術企画課長

しては、昨年度、公共三部で負担金を頂きまし

て 農政水産部と環境森林部から負担金を頂─

きまして、県土整備部で一括して調査をしてお

りまして、各部の所管する場所とか、そういう

ことではなくて、全県的に既存盛土の箇所数と

場所を把握しております。

全県の盛土の箇所数と、危険と思○安田委員

われる盛土の箇所数が分かれば教えていただき

たいと思います。

既存盛土の箇所につきま○植村技術企画課長

しては、約6,200か所でございます。危険度につ

、 、きましては現在調査中でございまして 要対策

経過観察、対策不要という形で分類しようとい

うことで、今年度から着手しております。

約6,200か所といったら相当な数で○安田委員

ありますので、県も把握しながら、安心な盛土

というか 今後対策を取っていただきたいと思っ、

ていますので、よろしくお願いいたします。

資料12ページについて 「未来へつ○日髙委員 、

なぐ建設産業担い手確保・育成支援」というこ

とですけれども、自然災害が頻発化・激甚化す

る中、県民の安心・安全を守る上で、建設業者

をしっかり守らなければ、育成支援ができない

と思っています。高校生を対象とした現場見学

会 就業体験の実施とありますけれども この13、 、

校で学生が何名参加したか分かりますでしょう

か。

延べ13校でございまして、延○鬼塚管理課長

べ552名に参加していただいております。

先日、幼稚園の経営者の方が11名○日髙委員

集まって、保育士が足りないという話の中で、

、「 」一つの幼稚園だけは うちは十分足りています

と言っていました。なぜかというと、近所の中

学生・高校生が体験に来ていただいて、その子

たちが必ず受けてくれるという話をされていた

んですね。だから、逆に落とすほうが大変なん

ですという話をされていたんですけれども、こ

の体験は本当に大事なことだと思っておりまし

て、中学生のうちから、体験してみる価値があ

るとは思うんですが、そういう取組はあるんで

しょうか。

今おっしゃった就業体験は、○鬼塚管理課長

高校生をメインに県内就職というところを目指

しておりまして、高校生を対象にやっていると

ころでございます。

例えば、現場見学会だと、中学生を対象とし

たところもあると思います。これ以外でも様々

やっておりまして 中学生に建設業の現場を知っ、

ていただく、先輩からお話を聞いていただくと

いうことで、出前講座は中学生にも参加してい
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ただいておりますので、対象を高校生から広げ

ている事業がございます。

災害に対応できなくなる地域が出○日髙委員

てくると、本当に大変な状況になると思います

ので、ぜひこの取組をしっかりと行っていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

関連で、実績内容の中に採用力向○松本委員

上セミナー開催というのがありますが、詳しく

教えていただけないでしょうか。

これは、建設業者の採用力を○鬼塚管理課長

伸ばしていただきたいということで、専門の講

師を派遣いたしまして、建設業者の採用活動の

ノウハウの提供とか、面接力の向上といったセ

ミナーを開催いたしまして、より多くの学生に

就職していただく力に資するために、実施して

いるものでございます。

セミナーは、これまで何年間か実○松本委員

施されているんですかね。

これは年１回開催しておりま○鬼塚管理課長

して、そのときに企業が14企業、社員の方が18

名参加していただいている事業になります。

令和５年度だけでなくて、過去に○松本委員

もございますか。

この事業は令和４年度から実○鬼塚管理課長

施しており、引き続き継続してやっているとい

うことでございます。

それでは、採用の向上という点で○松本委員

見られた成果がございましたらお聞かせくださ

い。

数字のほうは把握していない○鬼塚管理課長

んですけれども、受講された事業者の方々から

は、非常に勉強になったという声が聞かれてお

りますので、実のある事業と考えております。

引き続きよろしくお願いいたしま○松本委員

す。

ほかにありませんか。○山下主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは以上をもって、管理課、○山下主査

用地対策課、技術企画課、道路建設課、道路保

全課、高速道対策局の審査を終了いたします。

執行部入替えのため、暫時休憩いたします。

午前10時41分休憩

午前10時44分再開

分科会を再開いたします。○山下主査

これより、河川課、砂防課、港湾課、都市計

画課、建築住宅課、営繕課の審査を行います。

令和５年度の決算について、各課の説明を求

めます。

委員会資料の48ページを御覧○和田河川課長

ください。

一番下の段、河川課計でありますが、当課の

令和５年度決算額は、予算額496億1,014万9,595

、 、円に対しまして 支出済額268億1,076万5,036円

明許繰越額192億6,521万3,000円、事故繰越額14

億7,110万4,861円、不用額20億6,306万6,698円

で執行率54％、翌年度への繰越額を含めます

と95.8％となります。

ページを戻りまして、44ページを御覧くださ

い。

３段目の（目）河川総務費でありますが、不

用額が3,829万8,952円、執行率は53.9％となっ

ております。

不用額は、主に河川施設の維持・管理費の確

定に伴うもので、執行率は翌年度への繰越しに

よるものであります。

次に、45ページを御覧ください。

３段目の（目）河川改良費でありますが、不



- 38 -

令和６年10月１日(火)

用額が4,347万7,702円、執行率は59.2％となっ

ております。

不用額は、主に公共災害関連河川等事業費の

確定に伴うもので、執行率は翌年度への繰越し

によるものであります。

次に、46ページを御覧ください。

５段目の（目）海岸保全費でありますが、不

用額が２億1,311万8,925円、執行率は22.1％と

なっております。

不用額は、主に海岸保全事業費の確定に伴う

もので、執行率は翌年度への繰越し及び不用額

によるものであります。

下から５段目の（目）水防費でありますが、

不用額が308万7,480円、執行率は68.5％となっ

ております。

不用額は、主にダム管理費の事業費確定に伴

うもので、執行率は翌年度への繰越しによるも

のであります。

次に、47ページを御覧ください。

下から３段目の（目）土木災害復旧費であり

ますが、不用額が17億6,508万933円、執行率

は47.1％となっております。

不用額は、主に災害復旧事業費の確定に伴う

もので、執行率は翌年度への繰越しによるもの

であります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

49ページを御覧ください。

（１）良好な自然環境・生活環境の保全につ

いてであります。

主な事業について説明いたします。

50ページを御覧ください。

「河川パートナーシップ」であります。

これは、自治会等が実施する河川の草刈り等

に対して報奨金を支給するものであり、良好な

河川環境や景観の保全等を図ることを目的とし

ております。

51ページを御覧ください。

上段のⅠ、施策の成果等であります。

②にありますとおり、河川パートナーシップ

事業への参加団体数につきましては、平年並み

の759団体となっており、官民の協働による河川

の管理や環境の保全が図られております。

次に、中段のⅡ、今後の方向性であります。

②にありますとおり、今後も、河川や周辺環

境を安定的に良好な状態に保ち、治水安全度や

官民の信頼・協力関係の維持・向上を図ってい

くため、引き続きパートナーシップ事業の推進

に取り組んでまいります。

52ページを御覧ください。

（１）災害に強い県土づくりについてであり

ます。

主な事業について御説明いたします。

下の表を御覧ください。

「公共河川」であります。

これは、浸水被害を受けた箇所の河川改修工

事等を行うものであり、広渡川ほか28河川にお

きまして、河道掘削のほか堤防や護岸の整備な

どを行っております。

次に、53ページを御覧ください。

下段の「県単河川改良」であります。

これは、大谷川ほか77河川におきまして、河

道掘削のほか堤防や護岸の整備などを行ってお

ります。

次に、55ページを御覧ください。

上段の「公共土木災害復旧」であります。

これは、令和５年に発生した国道265号など道

路、河川及び砂防施設等124か所の災害復旧を
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行っております。

、 「 」 、また 下段の ダム施設整備 でありますが

松尾ダムほか９ダムにおきましてダム放流設備

等の改良などを行っております。

次に、57ページを御覧ください。

上段のⅠ、施策の成果等であります。

まず、①でありますが、令和５年度は 「防災、

、 」・減災 国土強靭化のための５か年加速化対策

予算の活用により、洪水に対する安全性の向上

が図られたところであります。

また、②でありますが、令和５年に発生した

施設災害の復旧事業のうち、令和５年度予算で

施行する箇所については49％に着手し、9.4％の

復旧が完了しております。

次に、下段のⅡ、今後の方向性であります。

まず、①でありますが、令和５年度末の河川

整備率は50.3％といまだ低い水準にありますこ

とから、今後とも、より一層重点的に河川改修

を推進していく必要があります。

また、②でありますが、本県は、洪水・地震

・津波など自然災害のリスクが高いことから、

県土の強靭化を着実に推進していく必要があり

ます。

今後も引き続き、必要な予算の確保に努める

とともに、効果的な事業執行を行い、ハード・

ソフトの両面から防災・減災対策を推進してま

いります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告につきましては、特に報告すべき事項はご

ざいません。

決算特別委員会資料59ページ○小倉砂防課長

を御覧ください。

一番下の段、砂防課計でありますが、当課の

令和５年度決算額は、予算額164億2,644万9,487

円 支出済額95億6,095万9,577円 明許繰越額61、 、

億2,207万円、事故繰越額７億3,444万3,401円、

不用額897万6,509円、執行率58.2％で、翌年度

への繰越額を含めますと 執行率は99.9％となっ、

ております。

１ページ戻っていただきまして、58ページを

御覧ください。

（ ） 、ページの中ほどの 目 砂防費でありますが

不用額は897万6,509円で 執行率は58.1％となっ、

ております。

不用額は、主に公共砂防事業費の入札執行残

でありまして、執行率は翌年度への繰越しによ

るものであります。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

資料の60ページを御覧ください。

（１）災害に強い県土づくりでありますが、

主な事業について御説明いたします。

下の表を御覧ください。

まず 「通常砂防」であります。、

五ヶ瀬町の内の口川ほか86渓流において、堰

堤工等を実施しております。

61ページを御覧ください。

下段の「地すべり対策」であります。

椎葉村の大藪２地区ほか４地区において、地

滑り解析や地滑り観測等を実施しております。

62ページを御覧ください。

下段の「急傾斜地崩壊対策」であります。

宮崎市の芳士元村地区ほか61地区において、

擁壁工やのり面工を実施しております。

63ページを御覧ください。

上段の「総合流域防災」であります。

これは、流域一体となった総合的な防災対策

を進める事業であります。
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基礎調査として、土砂災害警戒区域等の指定

関連の調査を県内一円で実施しております。

65ページを御覧ください。

「 」上段の 県単自然災害防止急傾斜地崩壊対策

であります。

これは、市町村が実施する工事等に対する、

県からの補助金であります。

延岡市の小野第３地区ほか18地区において、

擁壁工やのり面工を実施しております。

66ページを御覧ください。

、 。上段のⅠ 施策の成果等についてであります

まず、①土砂災害危険箇所の整備につきまし

、 、 、ては 令和５年度は 土石流対策として２渓流

地滑り対策として１か所、急傾斜地崩壊対策と

して13か所の工事を完成させ、土砂災害に対す

る安全性の向上を図ったところであります。

次に、②令和５年度の啓発活動につきまして

、 、は 小中学生を対象とした土砂災害防止教室や

地域住民を対象とした土砂災害防止講座を開催

し 土砂災害防止に関する県民意識の向上を図っ、

たところであります。

続きましてⅡ、今後の方向性でありますが、

①に記載のありますとおり、土砂災害危険箇所

の令和５年度末の整備率は31％と依然として低

い状況にあることから、今後とも、安全で安心

な県土づくりを目指し、土砂災害危険箇所の整

備を進めるとともに、②に記載のありますとお

り、警戒避難体制の整備や防災情報の提供に取

り組むなど、ハード・ソフト両面から総合的な

土砂災害防止対策を推進してまいりたいと考え

ております。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

港湾課には、一般会計と特別○岩切港湾課長

会計がございますが、まず、一般会計から御説

明いたします。

委員会資料の71ページを御覧ください。

一番下の段、一般会計の計の欄であります。

令和５年度決算額は、予算額115億5,473

万7,196円、支出済額75億8,850万9,624円、明許

繰越額30億1,763万7,000円、不用額９億4,859

万572円、執行率65.7％、翌年度繰越額を含めま

すと91.8％となります。

68ページにお戻りください。

上段の（目）土木総務費でありますが、不用

額が1,032万8,560円となっております。

これは、主に空港整備直轄事業負担金が確定

したことによる負担金の執行残であります。

次に、下から２段目の（目）海岸保全費であ

りますが、不用額が１億1,389万5,480円となっ

ております。

これは 「大規模漂着流木等処理対策事業」に、

おいて、令和５年度の台風第６号による美々津

港などの事業費が確定したことに伴う執行残で

あります。

また、執行率が44.2％となっておりますが、

。これは翌年度への繰越しによるものであります

次に、69ページを御覧ください。

中段の（目）港湾管理費でありますが、不用

額が1,664万6,201円となっております。

、 、これは 主に港湾海岸維持管理事業において

。事業費が確定したことに伴う執行残であります

また、執行率が88.8％となっておりますが、

。これは翌年度への繰越しによるものであります

次に、70ページを御覧ください。

中段の（目）港湾建設費でありますが、不用

額が2,000万円となっております。
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これは、細島港16号岸壁工事に係る事業費確

定に伴う、工事請負費の執行残であります。

また、執行率が62.5％となっておりますが、

。これは翌年度への繰越しによるものであります

次に、71ページを御覧ください。

中段の（目）港湾災害復旧費でありますが、

不用額が７億8,772万331円、執行率が48.8％と

なっております。

、 「 」これは 美々津港に係る 港湾災害復旧事業

において、事業費が確定したことに伴うもので

あります。

次に、73ページを御覧ください。

港湾整備事業特別会計の決算についてであり

ます。

一番下から２段目の段、特別会計の計の欄で

あります。

令和５年度決算額は 予算額19億4,602万6,000、

円、支出済額11億2,926万328円、明許繰越額８

億723万5,000円 不用額953万672円 執行率 58.8、 、 ※

％、翌年度繰越額を含めますと99.5％となりま

す。

72ページにお戻りください。

上から３段目の（目）港湾管理費であります

が、不用額が724万7,966円となっております。

執行率が77.3％となっておりますが、これは

主に翌年度への繰越しによるものであります。

次に、下から３段目の（目）港湾建設費であ

りますが、執行率が43％となっております。こ

れは翌年度への繰越しによるものであります。

次に、73ページを御覧ください。

下段の（目）予備費であります。

予備費は、年度途中において、不測の事態に

より、予定外の支出の必要が生じた場合等に対

処する経費でありますが、全額の200万円が不用

額となっております。

次に、一番下の段、港湾課計の欄を御覧くだ

さい。

当課の一般会計と特別会計を合わせました令

和５年度決算額は、予算額135億76万3,196円、

支出済額87億1,776万9,952円、明許繰越額38

、 、億2,487万2,000円 不用額９億5,812万1,244円

執行率64.6％、翌年度繰越額を含みますと92.9

％となります。

次に、74ページを御覧ください。

港湾整備事業特別会計の歳入について御説明

いたします。

一番下の段の歳入合計ですが、予算現額19

億4,602万6,000円に対しまして、２列右横にな

りますが 収入済額が12億5,846万6,950円となっ、

ております。

次に、主要施策の主なものについて御説明い

たします。

75ページを御覧ください。

（１）の広域交通・物流ネットワークの整備

・充実についてであります。

主な事業及び実績でありますが 「港湾改修」、

は、細島港におきまして、増加する原木輸出に

対応するために、水深10メートルの16号岸壁の

整備を進めております。

宮崎港では、マリーナ航路等の砂の堆積対策

として、防砂堤工事を進めております。

油津港では、港内の静穏度を確保するため、

西沖防波堤の延伸工事を進めております。

76ページを御覧ください。

一番上の「統合補助」は、宮崎港ほか３港に

おいて防砂堤の延伸工事等を行ったものであり

ます。

※46ページに訂正発言あり
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次に、77ページを御覧ください。

「ポートセールス推進」であります。

ポートセールスにつきましては、港湾セミナ

ーを、県内で１回、県外で２回開催し、新規・

増加貨物の掘り起こしや港湾関連企業のマッチ

ングの機会づくりを積極的に行ったものであり

ます。

次に、79ページを御覧ください。

中ほどの施策の成果等についてであります。

細島港では、原木輸出に対応する水深10メー

トルの岸壁工事の進捗が図られました。

宮崎港におきましては、臨海公園につながる

緑地連絡橋の令和６年度中の完成に向けて進捗

が図られました。

次に、下段の今後の方向性についてでありま

す。

３つの重要港湾へ重点的に投資を行い、利便

性及び安全性の向上を図るとともに、老朽化対

策も計画的に推進していきます。

細島港では、原木輸出の増加に対応する16号

岸壁の令和６年度中の完成に向けて工事を進め

てまいります。

宮崎港では、マリーナなどの航路における砂

の堆積対策として、防砂堤工事を進めてまいり

ます。

油津港では、船舶の大型化に対応する第10岸

壁延伸工事を推進してまいります。

また、関係する自治体や団体と連携し、引き

続きポートセールスを推進してまいります。

、 。主要施策の成果については 以上であります

次に、監査結果報告についてであります。

委員会資料の110ページを御覧ください。

（３）契約事務の指摘事項についてでありま

す。

油津港湾事務所におきまして、油津港東地区

第９・10ふ頭出入管理保安業務委託について、

財務規則の免除規定を満たしていないにもかか

わらず、契約保証金を免除していたとの指摘で

ございます。

これは、契約相手方から提出された書類の一

部が、合格通知等の実績に該当するものと誤解

して、契約保証金を免除していたものでありま

す。

今後は、所属職員の研修受講や所属内におけ

るチェックの徹底など、再発防止に努めてまい

ります。

次に、ファイルを変えますけれども、令和５

年度宮崎県歳入歳出決算審査意見書スライド

の55枚目、47ページを御覧ください。

（13）の港湾整備事業特別会計について、ペ

ージ一番下の意見・留意事項等にありますとお

、 、り 借入金の推移など財政状況に留意しながら

引き続き計画的な施設整備と効率的な運営が望

まれるとの意見がありました。

港湾整備事業特別会計につきましては、港湾

機能の充実強化を図ってきたところであります

が、今後とも、使用料収入の確保と経費の節減

を図り、健全な運営に努めてまいります。

決算特別委員会資料の82○松田都市計画課長

ページを御覧ください。

表の一番下の段、都市計画課計の欄でござい

ますが、当課の令和５年度決算額は、予算額47

億7,386万8,000円に対しまして、支出済額29

億4,899万5,854円、明許繰越額18億1,984万円、

不用額503万2,146円となっておりまして、執行

率は61.8％となります。

また、翌年度への繰越額を含めますと、99.9

％となっております。
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80ページにお戻りください。

上から３段目 （目）都市計画総務費でありま、

す。

不用額が299万9,516円となっておりますが、

これは、主に都市計画に関する基礎調査実施事

業費の確定に伴う執行残であります。

また、執行率85.3％となっておりますが、こ

れは翌年度への繰越しによるものであります。

81ページを御覧ください。

一番上の段 （目）街路事業費であります。、

執行率56％につきましては、翌年度への繰越

しによるものであります。

82ページを御覧ください。

一番上の段の（目）公園費であります。

不用額が203万2,630円となっておりますが、

こちらは、主に都市公園整備事業費の確定に伴

う執行残であります。

また、執行率63.5％となっておりますが、こ

れは翌年度への繰越しによるものであります。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

83ページを御覧ください。

まず （１）快適で人にやさしい生活・空間づ、

くりについてであります。

主な事業について説明いたします。

84ページを御覧ください。

表の中段、改善事業「みんなで取り組む「美

」 」 、 、しい宮崎づくり 推進 でありますが これは

景観形成活動に取り組む団体に対しまして、市

町村と連携し、活動に要する経費の一部を支援

したものなどであります。

次に、85ページを御覧ください。

「 」 、 、県単都市公園整備 でありますが これは

ひなた宮崎県総合運動公園ほか５公園で施設の

改修工事等を行ったものであります。

86ページを御覧ください。

Ⅰの施策の成果等であります。

②にありますように、美しい宮崎づくりにつ

きましては、景観学習を受けた生徒の意識向上

率が約94％となるなど、将来の担い手確保に向

けた意識醸成が図られました。

また、③ひなた宮崎県総合運動公園につきま

、 、しては 各施設の老朽化対策を実施することで

利用者の利便性や快適性が確保されました。

Ⅱの今後の方向性につきましては、②にあり

、 、ますように 美しい宮崎づくりにつきましては

連携・協働による植栽活動のモデルづくりなど

を通じ、愛着と誇りを持てる「美しい宮崎」の

創造と継承を図ってまいります。

また、③ひなた宮崎県総合運動公園につきま

しては、無線放送設備の改修など、ソフト対策

を充実させることで、利用者の安全・安心の確

保に努めてまいります。

続きまして、87ページを御覧ください。

（２）持続可能な地域交通網の構築について

であります。

ページ中ほどの「公共街路」でありますが、

これは、延岡市の安賀多通線ほか７路線で、街

路の整備を行ったものであります。

89ページを御覧ください。

、 、Ⅰの施策の成果等でありますが 環状道路や

、駅及びバスターミナルへのアクセス道路の整備

通学路における交通安全の確保などを進めたと

ころであります。

Ⅱの今後の方向性につきましては、未整備の

区間において、都市部における安全で円滑な交

通を確保するとともに、安心で快適な都市空間

の整備に取り組んでまいります。
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次に、90ページを御覧ください。

（１）災害に強い県土づくりについてであり

ます。

ページ中ほどの「公共都市公園」につきまし

ては、ひなた宮崎県総合運動公園における、武

道館照明改修工事や園路舗装打替工事などを

行ったところであります。

91ページを御覧ください。

「「 」 」 、津波防災地域づくり 推進 でありますが

本県の津波浸水想定に基づき、津波災害警戒区

域の指定に必要な公示図書の素案作成を行った

ものであります。

92ページを御覧ください。

Ⅰの施策の成果等でありますが、①にありま

すように 「スポーツランドみやざき」の主要施、

設である武道館やひむかスタジアムの老朽化対

策を実施したことにより、施設利用者の利便性

・快適性が向上しました。

また、②にありますように、津波災害警戒区

域の指定に必要な津波災害警戒区域図などの素

案を県内10市町において作成しました。

Ⅱの今後の方向性につきましては、①にあり

ますように、スポーツ施設の老朽化対策の改修

を進めることで、施設利用者の利便性・快適性

の向上に取り組んでまいります。

また、②にありますように、津波災害警戒区

域の図書素案の修正を行い、津波による人的被

害を防止するため、警戒避難体制を特に整備す

べき区域として津波災害警戒区域を指定してま

いります。

最後に、監査結果報告書及び監査委員の決算

審査意見書につきましては、特に報告すべき事

項はございません。

。○松田建築住宅課長 96ページを御覧ください

表の一番下の段、建築住宅課の計でございま

すが、令和５年度決算額は、予算額が29億9,885

万2,000円、支出済額が26億3,881万6,407円、翌

年度への繰越額が３億4,638万1,000円、不用額

が1,365万4,593円、執行率が88％で、翌年度へ

の繰越額を含めますと、99.5％となっておりま

す。

続きまして、資料93ページを御覧ください。

表の中ほど （目）建築指導費ですが、不用額、

。 、が201万7,634円となっております これは主に

旅費、需要費等の事務費節減によるものでござ

います。

次に、94ページを御覧ください。

表の中ほど （目）住宅管理費でございます。、

不用額が1,072万6,550円となっております。

これは主に、業務委託の執行残や旅費、需要

費等の事務費節減によるものでございます。

次に、95ページを御覧ください。

、（ ） 、表の中ほど 目 住宅建設費でございますが

執行率が86.9％となっております。

これは、翌年度への繰越しによるものであり

ます。

続きまして、主要施策の成果の主なものにつ

いて御説明いたします。

97ページを御覧ください。

（１）快適で人にやさしい生活・空間づくり

であります。

主なものといたしまして、次の98ページを御

覧ください。

表の一番上の「公共県営住宅建設」ですが、

下の主な実績内容等の欄を御覧ください。

「 」 、 、右側の 住宅整備事業 では 令和５年度に

。宮崎市の出来島団地１号棟27戸が完成しました

その下に 「環境整備事業」では、宮崎市の神、
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宮駅東団地の外壁改修工事１棟、高千穂町の西

町団地等のエレベーター改修工事２棟、都城市

の一万城北団地等の給湯設備改善工事８棟、延

岡市の浜町団地等の高齢者対応改善工事４戸の

、 。ほか エレベーター設置工事等を実施しました

次に、99ページを御覧ください。

表のⅠ施策の成果等であります。

②の県営住宅につきましては、建て替えのほ

か、住戸内の床段差の解消や手すり設置による

高齢者向けの住戸の整備、エレベーターの設置

など、入居者の利便性の向上を図ったところで

ございます。

Ⅱの今後の方向性であります。

②の県営住宅につきまして、昭和50年代前半

までに建設された多数の県営住宅が建て替え時

期を迎えており、計画的な整備に取り組んでま

いります。

次に、100ページを御覧ください。

（１）災害に強い県土づくりであります。

表の中ほど 「被災建築物・宅地応急危険度判、

定体制強化」ですが、下の主な実績内容等の欄

を御覧ください。

被災建築物応急危険度判定士の養成講習会を

、 。３回 判定士実施訓練を１回実施いたしました

次に、101ページを御覧ください。

表の一番上 「木造建築物等地震対策加速化支、

援」ですが、耐震化が必要な木造住宅等の所有

者に対しまして、国、県、市町村が耐震化の費

用の一部を支援する事業であります。

下の主な実績内容等の欄を御覧ください。

令和５年度では、アドバイザー派遣58件、耐

震診断209戸 耐震改修66戸 ブロック塀等除去93、 、

戸について支援を行いました。

次に、103ページを御覧ください。

表のⅠ、施策の成果等であります。

、②の木造住宅の耐震化の実績につきましては

物価高騰等の影響により耐震改修件数が前年度

比0.7倍に減少したものの、耐震診断件数は前年

度と同様の高水準を維持しております。

また、住宅の耐震化につきまして、様々な媒

体を活用した啓発及び専用相談窓口の設置を行

いました。

Ⅱの今後の方向性でありますが、②につきま

して、木造住宅の耐震改修に対する所有者の負

担軽減を図るため、耐震化に取り組む業者の確

保や改修費用のローコスト化を図るための取組

をさらに加速し、建築物の耐震化等に積極的に

取り組んでまいります。

主要施策の成果につきましては、以上でござ

います。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

委員会資料の105ページを御○下温湯営繕課長

覧ください。

一番下の段、営繕課の計でありますが、令和

５年度の決算額は、予算額が３億1,257万5,000

円 支出済額が３億1,177万8,678円 不用額が79、 、

万6,322円であり、執行率は99.7％となっており

ます。

（目）の不用額が100万円以上及び執行率が90

％未満のものはございません。

次に、主要施策の成果でありますが、該当は

ございません。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

委員会資料の73ページをお願○岩切港湾課長
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いいたします。

先ほど港湾課の港湾整備事業特別会計の決算

についての御報告さしあげたところですけれど

も、下から２段目の特別会計の計の欄の執行率

を58.8％と説明申し上げましたが、正しくは資

料のとおり58.0％でございます。失礼いたしま

した。

執行部の説明が終了しました。○山下主査

ただいまの説明について、御質疑はありませ

んでしょうか。

宮崎県では、特に海岸線が長いわ○渡辺委員

けですけれども、河川、港湾、道路も含めてメ

。ンテナンスを続けていくのは大変だと思います

一方で、自然が多いということは、結局、ある

意味、観光資源としても有効なわけでして、例

えば、諸塚村のヒルクライム ひむかラリー─

としてスタートしていますけれども、かなり好

評だと聞いています。ほかにも適地はいっぱい

あるわけです。綾町などの山あいにもとても適

した場所があるので、そういうのをどんどん広

げていったら観光客もどんどん増えてくると考

えています。道路を使ってそういう観光イベン

トを行うほか、港湾のヨットとかマリーナとか

は十分今のままでも使えるんですけれども、河

川は舗装をしていない部分が非常に多い。そう

いう自然環境を使って競技をするモータースポ

ーツなんかはたくさんあるわけです。ヒルクラ

イムは道路をそのまま使えばいいわけなので、

警察を含めた許認可のほうが課題になると思い

ますが、河川を使ったそういうスポーツを進め

ていくことについて これは商工観光労働部─

と重複する部分が多いと思うんですけれども、

、県土整備部としての御意見なり可能性を含めて

。どのように捉えていらっしゃるかお伺いします

河川空間を活用したモーター○和田河川課長

スポーツの可能性についての御質問かと思いま

す。

河川におきましては、これまでスポーツとい

いますと、カヌーですとか、そういったものを

使って活動されるＮＰＯ法人等に対しまして支

援を行ってきたところでありまして、確かに御

指摘のとおり、モータースポーツとの関連が、

これまでなかったと感じているところです。私

自身が、モータースポーツを行う際にどういっ

た条件が必要なのかということを詳しく存じ上

げておりませんけれども、例えば、全くの平地

ではあまり面白くないとか、少し起伏があった

ほうがいいとかになりますと、洪水を安全に流

すときには起伏があると支障になったりします

ので、どういった条件が必要かを研究していく

必要があると感じているところです。

おっしゃるとおり、平地で走るだ○渡辺委員

けだと全く面白くなくて、例えば、モトクロス

をやるのであれば、非常に傾斜をつけたものを

造ったりして、場合によっては川と川の間を飛

び越えていくようなことも考えれば、かなり集

客力の高いイベントになり得ると思います。先

ほども言いましたけれども、商工観光労働部と

のタイアップでないと、県土整備部だけでは進

められないと思いますけれども、今言われたよ

うに河川空間を集客が可能となるようなスポー

ツに使う可能性があるということであれば、ほ

かの関係する部局にもお話ししてみて、提案な

どを進めていきたいと思いますので、引き続き

よろしくお願いします。

貴重な御意見をありがとうご○和田河川課長

ざいます。確かに完全に固定してしまうといい

ますか、形が決まってしまうような施設を河川
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敷に増築してしまうと、水位が上がったときに

支障が生じたりしますが、撤去可能なもの等で

ありましたら占用許可等も可能ではないかと考

えておりますので、また御相談なりいただけれ

ば、商工観光労働部のほうとも連携して取り組

んでいきたいと考えております。

資料50ページの河川パートナー○安田委員

シップ事業についてです。

、今年度から予算も少し上げていただきまして

ありがとうございます。いろんな事業をされて

いる方から 「すごくよかった」という喜びの声、

を聞いているところであります。

その反面、パートナーシップ事業をもうやっ

ていけないという団体も出てきていますし、こ

のパートナーシップを進めても、お金をもらっ

ても、もう草刈りができるような年代ではない

という方も出てきています。新たな局面に来て

いると思っているんですけれども、県は今後パ

ートナーシップ事業をしなかった場合、どのよ

うに考えているのでしょうか。

パートナーシップの担い手で○和田河川課長

ある、地域の御協力が減ってきた場合、どうす

るのかといった御質問かと思います。

御指摘のとおり、昨年度のパートナーシップ

で協力いただいている団体は、資料51ページの

下の表にございますとおり、759団体となってお

りまして、今のところ何とか現状維持できてい

ると考えておりますが、今後、高齢化・人口減

少が急速に進んでいくと、とてもこの数が維持

できるとは考えておりませんので、何らかの対

策を取っていく必要があると考えております。

これまで草刈りといいますと肩かけして自分

で機械を持ちながらする草刈りがメインだった

んですが、昨年度は、人が乗れる自走式の草刈

り機ですとか、傾斜があり危ない堤防ののり面

でもハンドルを伸ばして草を刈れる草刈り機を

県内合計16台導入していまして、パートナー協

力団体の負担軽減を図っているところでありま

す。

今後もさらに、例えばリモコンでできる草刈

り機の導入も検討しているところなんですが、

高齢化がますます進み、それすら厳しい状況に

なりますと、正直厳しいところがあると思って

。 、おります 通常の業者に発注する除草業務だと

適正な利益を確保していただかないといけませ

んので単価が数倍かかってしまいます そういっ。

た状態になるとかなりの予算増になってしまい

ますので、何とか担い手の方たちの御意見を聴

きながら、できるだけ末永く御協力いただける

とありがたいと考えているところです。

ありがとうございます。大変感謝○安田委員

しているところなんですけれども、できないと

言われたところから、どこか団体とか、業者と

か、シルバー人材センターとかを紹介してくだ

さいという話をされて、いろいろなところに紹

介しに行ったんですけれども、最初にこの金額

じゃできないと言われたので、できるだけこの

パートナーシップ事業を県内各地に広げてほし

いというのが私の気持ちであります。ぜひリモ

コン式の機械を導入していただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。

資料74ページの港湾整備の特別会○松本委員

計です。収入未済額が、使用料と諸収入でござ

いますが、具体的なものと件数についてお示し

いただきたいと思います。

収入未済額についての御質問○岩切港湾課長

です。

約262万円ですけれども、これは宮崎港のサン
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マリーナに関するヨットやモーターボート等の

未済額であります。これにつきましては、使用

料に35万765円と記載しておりますけれども、こ

れは令和５年度に発生した分の浮き桟橋使用料

にかかる収入の未済額となっています。諸収入

の226万9,510円については令和４年度までの浮

き桟橋の使用料とボートヤード使用料です。こ

の人たちについては、合計10名の方がいます。

その方々に電話とか、督促状を送ったりとか、

、訪問などによって納付を依頼しておりますので

これを継続して催促を行っていきたいと考えて

おります。

監査委員の宮崎県歳入歳出決算審○松本委員

査意見書の47ページでは、前年度の収入未済額

に比較すると16万40円減となっていますので、

この分は過年度分の収入があったということで

理解してよろしかったのでしょうか。

失礼いたしました。宮崎県歳○岩切港湾課長

入歳出決算審査意見書47ページのイの16万円の

お話ですね。収入未済額については足し合わせ

た金額ですので 令和４年度までの分を少し払っ、

ていただいた方と、令和５年度の分を払ってい

ただいた方のプラスとマイナス全部を合わせた

金額ということであります。

資料101ページですが、耐震診断○今村副主査

の件でお聞きします。今年、日向灘の地震があ

りまして、一度地震があったところは耐震が弱

くなるという話も聞いているんですが、この耐

震診断を受けた209戸 特に日南市・宮崎市に─

関してなんですが、もう一度耐震診断を受ける

ことは可能なんでしょうか。

一度診断を受けられたと○松田建築住宅課長

ころにつきましては、再度受けることはできな

いと思います。ただ、何とか安くで耐震改修を

、したいという方々がもしいらっしゃった場合は

別のメニューで詳細な診断を行う場合がござい

ますので、そういう詳細なところを調査してい

く方法はございます。

そういったものに関しての広報○今村副主査

はあるんでしょうか。相談窓口で伝えられるん

でしょうか。

相談窓口でいろんな内容○松田建築住宅課長

について御相談していただきますと、専門の方

が対応しますので、しっかり受け答えしていた

だくようになっております。

ぜひそういうものがあるという○今村副主査

ことで何かしらの啓発、広報活動をしていただ

ければありがたいなと思います。

啓発事業ということで、○松田建築住宅課長

今年度ずっといろんな媒体を使ってお知らせし

ていますし、相談窓口も専門化してより充実さ

せておりますので、しっかりと取り組んでまい

りたいと思います。

ありがとうございます。○今村副主査

資料46ページをお願いします。○日髙委員

（目）海岸保全費ですが執行率が22.1％で、

翌年度への繰越額を含めると38.3％なんですけ

れども、もう一度詳細をお聞かせいただいても

よろしいでしょうか。

（目）海岸保全費の執行率が○和田河川課長

非常に低いという御指摘かと思います。

こちらは、海岸漂着した流木を除去するため

の費用として当初見込んでいたもので、環境省

の補助事業を活用して実施する予定でいたんで

すが、環境省からの補助金が来なかったので私

どもも非常に困っているところです。県単事業

ですとか、地域のボランティアや流木を公募し

て必要な方に取りに来ていただくといった取組
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をして、一定程度の除去は行っているところで

すが、まだ残っている海岸もある状況になって

おります。

予算が来なかった部分は、県のほ○日髙委員

うで対応するという形になってくるんでしょう

か。

そうです。これは令和５年度○和田河川課長

でしたので、令和６年度の予算等も活用して除

去に努めているところであります。

分かりました。○日髙委員

。 。○山下主査 いいですか ほかにありませんか

先ほどの耐震診断の２回○松田建築住宅課長

目という話がございました。補助を活用する場

合は一度だけになりますけれども、どうしても

心配なのでもう一度同じような診断を受けたい

場合は、もちろん自分の負担になりますが、相

談窓口のほうに相談してもらえれば、専門家の

方の派遣だったり、そういったところをあっせ

んされると思います。

ほかにありませんか。○山下主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって河川課、○山下主査

砂防課、港湾課、都市計画課、建築住宅課、営

繕課の審査を終了します。

引き続き総括質疑に入りますが、準備のため

暫時休憩いたします。

午前11時45分休憩

午前11時46分再開

それでは、分科会を再開いたしま○山下主査

す。

説明及び質疑が全て終了しましたので、総括

質疑に移ります。

県土整備部の決算全般について、何か質疑は

ありませんでしょうか。

海岸の保全についてなんですが、○日髙委員

おととい海岸に行ってみたら、また台風でサン

ドパックがむき出しになっている状況で、230億

円かけてこの状態だとなかなか難しい状況では

ないかと感じたところです。トレーサー調査も

結果が出ている中で、砂をどんどんトラックで

運んで養浜しているけれども、結局台風が来る

とまた元の状況に戻ってしまうんです。トレー

サーの結果が出ている中で突堤とか、海岸に自

然と砂が戻ってくる状況をつくるべきではない

かと思っているんですけれども、そういう新た

な取組とかは今計画されているんでしょうか。

宮崎海岸の浸食対策事業につ○和田河川課長

いての御質問かと思います。

宮崎海岸におきましては、御指摘がありまし

たとおり、平成20年度から事業に取り組んでき

ておりまして、当初の計画では、突堤を３基設

置すると計画していたんですが、今年度、事業

の見直しを行いまして、追加して７基、短い突

堤を施工する計画で、国から承認をいただいて

おります 事業期間をさらに10年延伸すると伺っ。

ております。追加の突堤を施工する事業によっ

て、浸食対策に資する事業になると考えており

ますので、県といたしましても、国と連携して

一緒に宮崎海岸の浸食対策に引き続き取り組ん

でいきたいと考えております。

突堤も150メートルは厳しいという○日髙委員

話なので、10年間延長ということは一年一年が

大切になってくると思います。漁業組合とも話

合いなどがありますので、ぜひしっかりと進め

ていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。

県土整備部全体の事業費を見せて○松本委員
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いただきますと、単年度で見ても繰越しの事業

が多くなって、金額も大きくなっていると思い

。 、ながら聞かせていただきました 内容としては

令和４年度からの繰越しもあるし、また来年度

への繰越しもあると思いますが、県民の皆さん

からすると、事業や災害復旧を早く行ってほし

いというのが願いかと思います。大変大きな課

題と思いますが、一方で、建設業者の皆さん方

の御苦労とか、対応もあろうかと思います。そ

ういった中で、これをより効率的に執行してい

ただくためにも、予算を現年度で実行できるよ

うな体制が必要だと思います。災害が多く、非

常に対応が難しいと思いますが、後継者不足と

か、事業者への育成なども含めたところで、こ

の事業の執行に当たってのお考えをお聞かせい

ただけないでしょうか。

ありがとうございます。○桑畑県土整備部長

今の、御報告さしあげました決算の中では非

常に繰越額が大きいということになっておりま

す。一つの原因としまして、国の予算が当初予

算で配分されるものと国土強靱化の補正予算で

配分されるものがございます。補正予算で配分

されるものは年を越してからの配分になります

ので、年度内に執行することは非常に難しい状

況にございまして、この数年は国土強靱化の予

。算はほとんど繰り越している状況にございます

委員がおっしゃったように 予算をしっかり取っ、

て、早く工事あるいは対策を行って、県民の皆

さんに還元するという考えは非常に重要だと

思っておりますので、入札建設業者の手持ちの

工事の状況等もしっかり意見交換しながら、計

。画的な執行に努めてまいりたい思っております

ほかにありませんか。○山下主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして県土○山下主査

整備部を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時52分休憩

午前11時53分再開

それでは、分科会を再開いたしま○山下主査

す。

まず採決の日時については、10月２日の午後

１時からにしたいと思いますが よろしいでしょ、

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いたし○山下主査

ます。

その他では何かありませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で本日の分科会を○山下主査

終了いたします。

午前11時54分散会
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令和６年10月２日（水曜日）

午後１時16分再開

出席委員（８人）

山 下 寿主 査

今 村 光 雄副 主 査

外 山 衛委 員

日 髙 陽 一委 員

安 田 厚 生委 員

本 田 利 弘委 員

松 本 哲 也委 員

渡 辺 正 剛委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 岩 下 恵 美

総務課主任主事 德 永 采 香

それでは、分科会を再開いたしま○山下主査

す。

、 、 、まず 議案の採決を行いますが 採決の前に

議案につきまして、賛否も含めて御意見があれ

ばお願いしたいと思います。

暫時休憩します。

午後１時16分休憩

午後１時16分再開

分科会を再開いたします。○山下主査

それでは、議案の採決を行います。よろしい

でしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、議案第22号についてお○山下主査

諮りいたします。

原案どおり認定することに御異議ありません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議がありませんので、原案のと○山下主査

おり認定すべきものと決定しました。

次に、主査報告の骨子（案）についてであり

ますが、主査報告の項目及び内容について、御

意見はありませんでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時16分休憩

午後１時16分再開

分科会を再開します。○山下主査

それでは、主査報告につきましては、正副主

。査に御一任いただくことで御異議ありませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○山下主査 それでは そのようにいたします

その他で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○山下主査 以上で 分科会を閉会いたします

午後１時17分閉会

令和６年10月２日(水)
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令和６年９月30日（月曜日）

午後１時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第22号 令和５年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

出席委員（７人）

主 査 内 田 理 佐

副 主 査 永 山 敏 郎

委 員 中 野 一 則

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 荒 神 稔

委 員 工 藤 隆 久

委 員 脇 谷 のりこ

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 長 倉 佐知子

環境森林部次長
田 代 暢 明

（ 総 括 ）

環境森林部次長
松 井 健太郎

（ 技 術 担 当 ）

環 境 森 林 課 長 壱 岐 さおり

環 境 管 理 課 長 落 合 克 紀

循環社会推進課長 長 友 和 也

自 然 環 境 課 長 川 畑 昭 一

森 林 経 営 課 長 松 永 雅 春

再造林推進室長 永 田 誠 朗

山村･木材振興課長 二 見 茂

笹 山 寿 樹み や ざ き ス ギ 活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 宮 川 美 品

林業技術センター所長 池 田 孝 行

木 材 利 用 技 術
上 野 清 文

セ ン タ ー 所 長

事務局職員出席者

議事課主任主事 増 村 竜 史

議事課主任主事 青 野 奈 月

ただいまから、決算特別委員会環○内田主査

境農林水産分科会を開会いたします。

まず、分科会の日程についてであります。

日程案のとおり御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いたし○内田主査

ます。

次に、審査方針についてであります。

審査方針につきましては、決算特別委員会に

おいて決定のとおりでありますので、よろしく

お願いいたします。

次に、先ほど開催されました主査会の協議内

容について、御報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。

分科会審査説明要領により行いますが、決算

事項別の説明は（目）の執行残が100万円以上の

もの及び執行率が90％未満のものについて、ま

た、主要施策の成果は、主なものについて説明

、 、があると思いますので 審査に当たりましては

よろしくお願いいたします。

次に、監査委員へ説明を求める必要が生じた

、 、場合 ほかの分科会との時間調整を行った上で

質疑の場を設けることとする旨、確認がなされ

ましたので、よろしくお願いいたします。

次に、審査の進め方ですが、農政水産部のみ

２班編制とし、班ごとに説明及び委員質疑を行

い、最後に、部全体の総括質疑を行いたいと存

令和６年９月30日(月)
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じますので、よろしくお願いいたします。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午後１時４分休憩

午後１時６分再開

それでは、分科会を再開いたしま○内田主査

す。

令和５年度決算について、環境森林部長の概

要説明を求めます。

。○長倉環境森林部長 環境森林部でございます

どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、令和５年度の決算について御説明

いたします。

決算特別委員会資料の決算３ページを御覧く

ださい。

まず、令和５年度の主要施策についてであり

ます。

これは、総合計画に基づく施策の体系表のう

ち、環境森林部が所管する施策を抜粋したもの

です。

決算３ページの「くらしづくり」では、環境

分野を中心として、それと次の決算４ページの

「産業づくり」では、森林・林業・木材産業分

野を中心として、各種施策を推進してきたとこ

ろであります。

主要施策の成果の詳細につきましては、後ほ

ど担当課長から御説明いたします。

決算５ページを御覧ください。

次に、令和５年度歳出決算の状況について御

説明いたします。

一般会計の計の欄を御覧ください。

左のほうから順に、予算額380億1,499万8,454

、 、円に対しまして 支出済額233億8,284万9,326円

翌年度への繰越額は 上段の明許繰越が111億415、

万1,744円、下段の事故繰越が28億9,390万3,235

円、不用額は６億3,409万4,149円となっており

ます。

次に、特別会計の計の欄を御覧ください。

予算額11億4,289万6,000円に対しまして、支

出済額２億1,492万2,729円、不用額は９億2,797

万3,271円となっております。

一般会計と特別会計を合わせました環境森林

部の合計額は、一番下の合計の欄のとおり、予

算額391億5,789万4,454円に対しまして、支出済

額235億9,777万2,055円、翌年度への繰越額は一

般会計と同額で、不用額は15億6,206万7,420円

となり、この結果、執行率は60.3％、翌年度へ

の繰越額を含めた執行率は96.0％となっており

ます。

次に、資料の一番最後のページになります。

決算97ページを御覧ください。

監査結果報告書指摘事項等につきまして、指

摘事項が１件 注意事項が４件 合計５件となっ、 、

ております。

また、お手元に配付されております、別冊の

令和５年度宮崎県歳入歳出決算審査意見書にお

きまして、意見・留意事項等が３件ございまし

た。

監査委員から御指摘等のありました内容につ

きましては、適正な事務処理が図られるよう指

導を徹底してまいります。

私からの説明は以上であります。各説明事項

の詳細につきましては、それぞれ担当課長から

御説明いたします。

部長の概要説明が終了いたしまし○内田主査

た。

それでは、令和５年度決算について、各課の

説明を求めます。

令和５年度決算特別委員○壱岐環境森林課長

令和６年９月30日(月)
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令和６年９月30日(月)

会資料の決算５ページをお開きください。

なお、説明は資料右下の決算と書かれたペー

ジで進めていきたいと思います。

表の上から１段目、環境森林課の欄を御覧く

ださい。

予算額33億6,335万6,000円に対し、支出済額

は30億8,986万5,957円、繰越明許費が１億5,469

万1,000円、不用額は１億1,879万9,043円で、執

行率は91.9％となっておりますが、翌年度への

繰越額等を含めますと96.5％であります。

次に、６ページを御覧ください。

決算事項別明細説明資料により （目）の不用、

額が100万円以上のもの、または、執行率が90％

未満のものについて御説明いたします。

なお、この後の各課におきましても同様の説

明とさせていただきますので御了承ください。

表の下から６段目 （目）環境衛生総務費の不、

用額432万5,167円については、職員の給料、職

員手当等の人件費の執行残であります。

下から２段目 （目）環境保全費の不用額、

は8,623万2,066円で、執行率は76.4％ですが、

翌年度繰越額を含めますと括弧書きのとお

り91.5％になります。

不用額の主なものとしましては、７ページを

御覧ください。

表の下から２段目の負担金・補助及び交付

金8,352万6,585円です。これは主に、新規事業

「ひなたゼロカーボン推進」や、新規事業「蓄

」電池・ＥＶを活用した再エネ電力自家消費促進

等の事業において、ウクライナ危機の影響によ

り、資材の調達が困難になったことで、事業の

キャンセルが生じたことによる執行残でありま

す。

８ページを御覧ください。

表の上から３段目 （目）林業総務費の不用、

、 、額2,204万1,942円については 主に職員の給料

職員手当等の人件費の執行残であります。

９ページを御覧ください。

表の上から３段目 （目）林業振興指導費の不、

用額619万9,868円ですが、その主なものは、表

の下から３段目の委託料199万4,447円でありま

す。これは主に、Ｊ―クレジット制度の普及に

係る委託契約の執行残であります。

続きまして、主要施策の成果について御説明

します。

11ページをお願いします。

くらしづくりの１、自然・環境にやさしい社

会づくりの（１）脱炭素・循環型社会への転換

についてです。

12ページを御覧ください。

表の１番目、新規事業「脱炭素経営の実現に

向けたＧＸモデル創出」では、県内事業者の温

室効果ガス排出量を可視化するとともに、エネ

ルギー転換などの取組を支援することにより、

事業活動における排出量の削減を図ったところ

であります。

「 」一番下の新規事業 ひなたゼロカーボン推進

では、個人や県内事業者を対象に、住宅や事業

所等への太陽光発電設備や省エネ設備の導入等

を支援することにより、2050年ゼロカーボン社

会の実現に向けた温室効果ガスの排出削減を

図ったところであります。

13ページを御覧ください。

表の１番目、新規事業「ゼロカーボン・ドラ

イブ推進」では、県公用車として電気自動車を

導入し、普及啓発を図るとともに、充電用の太

陽光発電設備を設置することにより、再エネ由

来電力の利用拡大を図ったところであります。

次の新規事業「県有施設太陽光発電設備等設

置」では、延岡総合庁舎にリース方式で太陽光
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発電設備を設置し、再エネ由来電力の活用を図

るとともに、県有施設における脱炭素化を推進

するために、木材利用技術センターへのＬＥＤ

照明の導入に向けた設計を行ったところであり

ます。

次の新規事業「省エネ家電導入支援」では、

、県民の省エネ家電の導入を支援することにより

電気料金高騰の影響を受けた県民の負担を軽減

するとともに、温室効果ガス排出削減を図った

ところであります。

14ページを御覧ください。

表の１番目、新規事業「県内事業者省エネ設

備導入支援」では、県内事業者の省エネ設備の

導入を支援することにより、電気料金高騰の影

響を受けた県内事業者を支援するとともに、温

。室効果ガス排出削減を図ったところであります

次の新規事業 「蓄電池・ＥＶを活用した再エ、

ネ電力自家消費促進」では、個人や県内事業者

、を対象に蓄電池や電気自動車等の導入を支援し

再エネ由来電力の自家消費を促進することによ

り、購入する電力量の削減を図り、光熱費負担

の軽減を図ったところであります。

次の新規事業「県有施設ＬＥＤ照明導入」で

は、県有施設において、リース方式による照明

のＬＥＤ化を行い、初期投資を抑えながら温室

効果ガス排出削減を図ったところであります。

16ページを御覧ください。

（２）良好な自然環境・生活環境の保全につ

いてです。

「「 」 」表の 水と緑の森林づくり 県民総参加強化

では、宮崎県議会森林・林業活性化促進議員連

盟との共催による県民ボランティアの集いの開

催やボランティア団体の活動支援などにより、

県民共有の財産である森林を次世代に引き継ぐ

機運の醸成を図ったところであります。

18ページを御覧ください。

（３）環境と調和した社会の基盤づくりにつ

いてです。

表の「環境保全普及啓発推進」では、環境保

、全アドバイザー派遣による環境講座や出前研修

県下一斉の環境美化活動である「クリーンアッ

プ宮崎」の実施などにより、環境保全等に対す

る県民意識の高揚を図ったところであります。

21ページを御覧ください。

産業づくり１、持続可能な魅力ある農林水産

業の展開の（１）持続可能な森林・林業・木材

産業の確立についてです。

22ページを御覧ください。

表の１番目 「森林産業イノベーション人材創、

出モデル」では、県内外の異業種の人材が森林

・林業に関する地域課題や企業課題を議論する

ワークショップや、林地残材を活用した棚・椅

子・照明器具等の試作・成果報告会の開催など

により、林業・木材産業関係者を対象とした人

材育成を図ったものであります。

、「 」 、次の事業 森林循環マネジメント調査 では

再造林について、市町村及び事業者へのヒアリ

ングや課題の分析等により、再造林推進に向け

。た有効な対策の検討を行ったところであります

主要施策の成果に関する報告については、以

上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はありません。

資料の５ページを御覧く○落合環境管理課長

ださい。

当課の決算の状況は、表の上から２段目にあ

りますように、予算額３億498万7,000円に対し

まして、支出済額２億8,518万5,438円、繰越明

許費250万円、不用額1,730万1,562円となり、当

年度の執行率は93.5％、繰越額を含めた執行率
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は94.3％となっております。

24ページへお進みください。

不用額の主なものについて御説明します。

節 の欄 下から４段目の需用費207万4,502（ ） 、

円であります。これは 「大気汚染常時監視」に、

おいて、測定機器が故障した際の修理代として

予算を確保しておりましたが、不要になったこ

となどによるものであります。

次に、25ページへお進みください。

表の上から３段目の負担金補助及び交付金711

万7,000円であります。これは 「浄化槽整備促、

進事業」に係る市町村への補助で、設置基数が

見込みを下回ったことにより不用額が生じたも

のであります。

次に、その下の扶助費526万8,421円でありま

。 、 、す これは 公害健康被害者への医療費などで

給付実績が見込みを下回ったことによるもので

あります。

決算に関する説明は、以上であります。

次に、26ページへお進みください。

令和５年度主要施策の成果について御説明し

ます。

、 （ ）１ 自然・環境にやさしい社会づくりの ２

良好な自然環境・生活環境の保全であります。

まず、表の１段目の「大気汚染常時監視」で

は、県内の測定局で常時監視した結果、一部で

環境基準を未達成でありましたが、大気はおお

むね良好な状況でありました。

27ページへお進みください。

２段目の「水質環境基準等監視」では、河川

などの水質を常時監視した結果、一部で環境基

準を未達成でありましたが、水質はおおむね良

好な状況でありました。

28ページへお進みください。

１段目の「硫黄山河川白濁対策推進」では、

水質改善施設の維持管理として、石灰石投入に

よる中和処理を行ったほか、運用マニュアルを

作成しました。また、火山噴出物流入対策整備

のため、施設の改修工事に係る経費について、

繰越しを行いました。

次に、２段目の「公害保健対策」では、土呂

久地区住民の健康観察検診などを実施するとと

もに、認定患者へ医療費や障害補償費などを給

付いたしました。

次に、一番下の改善事業「土呂久公害の教訓

を次世代に引き継ぐための環境教育」では、大

学生を対象としたフィールドワークやパネル展

等を行い、若い世代へ広く知ってもらうための

教育活動を実施いたしました。

29ページへお進みください。

１段目の「浄化槽整備促進」では、個人や市

町村が整備した738基の浄化槽の設置費用の一部

について補助いたしました。

、 。主要施策の成果に関しては 以上であります

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

資料の５ページをお○長友循環社会推進課長

願いいたします。

当課の決算の状況は、表の上から３段目にあ

りますように、予算額５億776万1,000円に対し

まして、支出済額は４億9,471万7,441円、不用

額は1,304万3,559円で、執行率は97.4％であり

ます。

32ページへお進みください。

。不用額の主なものについて御説明いたします

、 、表の下から５段目 旅費276万8,402円ですが

これは、感染症対策などの影響により、予定し

ていた会議がウェブ開催になるなど、出張旅費

が不要となったことや費用の節減等によるもの

であります。
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次に、下から２段目、委託料159万7,056円で

すが、これは 「ダイオキシン類等濃度測定監視、

事業」におきまして、不測の事態が発生した際

に検査を行うための予算を確保しておりました

ものが、執行がなかったこと等による執行残と

なったものであります。

次の33ページにお進みください。

表の一番上の負担金補助及び交付金516万841

円ですが、これは 「産業廃棄物トラックスケー、

ル設置支援事業」補助金において、設置件数が

。見込みを下回ったことによる執行残であります

決算に関する説明は、以上であります。

次の34ページへお進みください。

令和５年度主要施策の成果について御説明し

ます。

、 （ ）１ 自然・環境にやさしい社会づくりの １

脱炭素・循環型社会への転換であります。

表の１段目 「海岸漂着物等地域対策推進」で、

は、海岸漂着物を抑制するため、広く県民に漂

着物の現状や発生抑制の取組を周知するととも

に、漂着物の処理に取り組む市町村の支援を行

いました。

次の35ページへお進みください。

１段目の改善事業「災害廃棄物対応力・連携

強化」では、災害発生時に廃棄物を迅速に処理

することができるよう 災害廃棄物処理対策ネッ、

トワーク会議を開催するとともに、新たに講習

会や図上演習等を行いました。

一番下の「廃棄物不適正処理防止対策強化」

では、産業廃棄物の適正処理を推進するため、

保健所等に廃棄物監視員を18名配置し、廃棄物

処理施設等に対する立入検査、不法投棄パトロ

ールなどの監視活動を行いました。

次の36ページへお進みください。

２段目の新規事業「産業廃棄物税に関する意

識調査」では、今年度予定しております産業廃

棄物税見直しの検討の参考とするため、県内の

廃棄物排出事業者を対象に意識調査を行いまし

た。

一番下の「産業廃棄物トラックスケール設置

支援」では、産業廃棄物の重量計測体制を維持

・促進し、産業廃棄物税制度の信頼性を確保す

るため、産業廃棄物処理業者のトラックスケー

ル設置等の支援を行いました。

次の37ページへお進みください。

２段目の「循環型社会推進総合対策」では、

循環型社会の形成推進のため、排出事業者等に

対する講習会や不法投棄防止啓発キャンペーン

の実施など、各種の意識啓発事業に取り組むと

ともに、廃棄物のリサイクルを促進するため、

事業者の廃棄物の再資源化施設整備の支援等を

行いました。

次に、38ページへお進みください。

宮崎県食品ロス削減推進計画 スタートアッ「「 」

プ」では、食品ロスの削減を推進するため、Ｓ

ＮＳでの広告や食べきり宣言ミニフェスタ、食

べきり宣言キャラバンを開催するなどの普及啓

発に取り組みました。

、 。主要施策の成果に関しては 以上であります

、 、なお 監査委員の決算審査意見書に関しては

特に報告すべき事項はありません。

委員会資料の５ページを○川畑自然環境課長

御覧ください。

表の上から４段目の自然環境課の欄ですが、

予算額114億9,135万7,761円に対し、支出済額59

億8,708万8,495円、繰越明許費35億467万1,744

円、事故繰越17億2,715万6,143円、不用額２

億7,244万1,379円となり 執行率は52.1％となっ、

ておりますが、翌年度の繰越額等を含めます

と97.6％であります。
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41ページを御覧ください。

上から３段目 （目）環境保全費の不用額282、

万1,235円、執行率は77.7％であります。

主な不用額は 上から６段目 旅費の84万7,608、 、

円であります。これは主に、講師等の旅費や担

当者会議等の県外旅費が、見込額よりも少額と

なったことに伴う執行残であります。

42ページをお願いいたします。

下から５段目 （目）林業振興指導費の不用、

額224万6,088円、執行率は50.4％となっており

ますが、翌年度への繰越額等を含めますと96％

であります。

主な不用額は、下から２段目、委託料の149

万6,268円であります。これは主に 「荒廃渓流、

等流木流出防止対策事業」費の確定に伴う執行

残であります。

43ページを御覧ください。

上から１段目 （目）森林病害虫防除費の不用、

額129万3,347円であります。

主な不用額は、下から６段目の補償・補塡及

び賠償金44万4,190円であります。これは、補償

費の支出額の確定により、執行残となったもの

であります。

下から５段目 目 治山費の不用額２億4,716、（ ）

万581円、執行率は50％となっておりますが、翌

年度へ繰越額を含めた執行率は97.6％でありま

す。

44ページを御覧ください。

主な不用額は、下から５段目、工事請負費の

２億572万3,314円であります。

「 」令和３年度から事故繰越した 緊急治山事業

において、現場条件の変更等による執行残や、

令和４年度から繰り越した「緊急治山事業」に

おいて、災害に伴う廃工及び入札残による不用

残であります。

45ページを御覧ください。

上から１段目 （目）狩猟費の不用額639万4,078、

円であります。

主な不用額は、下から２段目、負担金補助及

び交付金の322万6,200円であります。これは主

に 「有害鳥獣捕獲促進総合対策」等の事業費の、

確定に伴う執行残であります。

46ページを御覧ください。

上から３段目 （目）公園費の不用額1,220、

万7,677円、執行率は61.7％となっており、翌年

。度の繰越額を含めた執行率は97.4％であります

主な不用額は、下から５段目の委託料503

万6,231円であります。これは主に 「九州自然、

歩道魅力ステップアップ事業」において、歩道

の補修や倒木の撤去の委託料について執行残が

生じたものであります。

47ページを御覧ください。

上から３段目 （目）林業災害復旧費の不用、

額522円、執行率は64.4％となっており、翌年度

。への繰越額を含めた執行率は99.9％であります

、 。歳出決算の状況については 以上であります

続きまして、主要施策の成果について、主な

ものを御説明いたします。

資料の48ページを御覧ください。

１の（２）良好な自然環境・生活環境の保全

についてであります。

表の「生物多様性地域活動等推進」では、野

生動植物保護監視員による希少な野生動植物の

監視活動や、重要生息地等の保護・保全を行う

市町村に対する支援などを行ったところであり

ます。

49ページを御覧ください。

１段目 「森林病害虫等防除」では、主に海岸、

沿いの松林を対象とした松くい虫被害木の伐倒

駆除や薬剤の空中散布に加え、民家等の被害木
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の伐倒駆除や無人ヘリによる薬剤散布など、き

め細かな防除に努めたところであります。

２段目 「有害鳥獣捕獲促進総合対策」では、、

市町村の有害鳥獣捕獲班への活動支援や鹿等の

有害鳥獣捕獲への助成などを行ったところであ

ります。

「 」３段目の 有害鳥獣被害対策パトロール支援

では、市町村が配置している有害鳥獣捕獲対策

指導員によるパトロール等の活動を支援したと

ころであります。

50ページを御覧ください。

１段目 「シカ捕獲等特別対策」では、生息密、

、 、 、度が高い地域において 鹿の特別捕獲を また

２段目の「鳥獣保護区等周辺地域野生鳥獣管理

対策」では、市町村が実施する電気柵の設置等

を支援したところであります。

３段目の「みやざきの自然公園満喫プロジェ

クト推進 と４段目の 九州自然歩道魅力ステッ」 「

プアップ」では、それぞれ自然公園と九州自然

歩道を活用した民間団体が行う誘客促進の取組

に対する支援などを行いました。

51ページを御覧ください。

「自然公園利用拠点整備・魅力発信」では、

高千穂町の大橋トイレの改修を行いました。

「自然公園等整備」では、国の交付金等を活

用しまして、高千穂峡遊歩道や日向市の金ヶ浜

園地、その他、えびの野営場の園路整備などを

行いました。

今後とも、市町村や関係機関と十分な連携を

、 、図り 森林病害虫防除対策や有害鳥獣捕獲対策

。自然公園等の利用促進に取り組んでまいります

55ページを御覧ください。

２の（１）災害に強い県土づくりについてで

あります。

「山地治山」では、豪雨等で崩壊した山腹や

荒れた渓流等に治山ダムを整備し、山地災害の

未然防止を図るとともに、56ページの１段目、

「緊急治山」では、災害により発生した荒廃地

を緊急に復旧しました。

なお、施工箇所は、主な実績内容等に記載し

たとおりであります。

表の２段目 「保安林整備」では、機能の低下、

した保安林において、植栽や間伐等を実施し、

水源涵養や潮害防備等の保安林の機能回復や強

化を図ったところであります。

58ページを御覧ください。

１段目の「盛土防災総合推進」では、規制区

域を指定するための基礎調査を実施したところ

であります。

２段目の「治山施設災害復旧」では、豪雨等

により被災した治山施設の復旧整備を行ったと

ころであります。

今後とも、治山施設の適切な整備や保安林の

適正な管理等を通じまして、山地災害の早期復

旧や未然防止に努めてまいりたいと考えており

ます。

、 。主要施策の成果については 以上であります

、 、なお 監査委員の決算審査意見書に関しては

特に報告すべきことはありません。

資料の５ページを御覧く○松永森林経営課長

ださい。

当課の決算状況でありますが、まず、一般会

計につきましては、上から５段目、森林経営課

の欄にありますように、予算額177億6,548

万5,693円に対し 支出済額が100億2,747万6,834、

円、繰越明許費が67億3,040万1,000円、事故繰

越が８億1,716万5,992円で、不用額は１億9,044

万1,867円であります。執行率は56.4％となって

おりますが 翌年度への繰越額を含めますと98.9、

％であります。
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次に、特別会計につきましては、下から４段

目、森林経営課の欄にありますように、予算額

２億6,248万3,000円に対し、支出済額が２

、 、億1,443万6,787円 不用額は4,804万6,213円で

執行率は81.7％であります。

続きまして、61ページを御覧ください。

当課の一般会計であります。

上から３段目 （目）林業振興指導費の不用額、

は264万971円で、執行率は84.1％ですが、翌年

度繰越額を含めますと99.2％であります。

主な不用額は、下から３段目、委託料の135

万6,569円であります。これは主に、ひなもり台

県民ふれあいの森に整備している森林環境教育

、プログラムアプリの改修を見込んでいましたが

不要となったことに伴う執行残であります。

次に、62ページを御覧ください。

上から３段目 （目）造林費の不用額は689万6、

40円で、執行率は65.7％ですが、翌年度繰越額

を含めますと99.9％であります。

主な不用額は63ページになりますが、上から

２段目、負担金補助及び交付金の586万8,974円

であります。これは主に、造林等の補助事業の

事業費の確定に伴う執行残であります。

次に中ほど （目）林道費の不用額は6,505、

万8,256円で、執行率は46.1％ですが、翌年度繰

越額を含めますと98.6％であります。

主な不用額は64ページになりますが、上から

４段目、工事請負費の6,196万円であります。こ

れは、昨年10月の豪雨により、資材搬入道が被

災するなどにより、県営事業の林道開設工事２

路線が中止及び工期が不足したことに伴う執行

残であります。

次に下から２段目 （目）林業災害復旧費の不、

用額は１億1,585万2,000円で、執行率は51.7％

ですが、翌年度繰越額を含めますと97.9％であ

ります。

主な不用額は65ページになりますが、下から

４段目、工事請負費の5,535万2,000円でありま

す。これは、災害復旧事業補助金の国の交付決

定に伴う執行残であります。

66ページを御覧ください。

続きまして、山林基本財産特別会計でありま

す。

上から３段目 （目）基本財産造成費の不用額、

は1,107万5,110円で、執行率は72.8％でありま

す。

主な不用額は、下から４段目、委託料の398

万4,446円であります。これは主に、利用間伐事

業において、搬出材積が見込みを下回ったこと

に伴う執行残であります。

68ページを御覧ください。

次に、拡大造林事業特別会計であります。

上から３段目 （目）拡大造林事業費の不用額、

は3,696万9,428円で、執行率は65.1％でありま

す。

、 、主な不用額は69ページになりますが １段目

負担金補助及び交付金の3,243万9,935円であり

ます。これは主に、２月に行った立木公売にお

いて、入札不調があったことに伴い、森林所有

者へ支払う分収交付金が減少したことに伴う執

行残であります。

決算状況については、以上であります。

続きまして、主要施策の成果について、主な

ものを御説明いたします。

70ページを御覧ください。

くらしづくりの１の（２）良好な自然環境・

生活環境の保全であります。

「 」 、ひなもり台県民ふれあいの森等管理 では

県民ふれあいの森において森林・林業に関する

体験研修を開催するとともに、各種施設の維持
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管理を行ったところであります。

73ページを御覧ください。

次に、２の（１）災害に強い県土づくりであ

ります。

「水を貯え、災害に強い森林づくり」では、

県の森林環境税を活用して、公益上重要な森林

を対象に、広葉樹造林や速やかな再造林を支援

し、水源の涵養など公益的機能の高い森林づく

りに取り組んだところであります。

75ページを御覧ください。

次に、産業づくりの１の（１）持続可能な森

林・林業・木材産業の確立であります。

「森林資源情報整備推進」では、流域ごとに

森林整備の目標を定めます地域森林計画の策定

等により、計画的な森林整備の推進に取り組ん

だところであります。

次に、76ページを御覧ください。

一番下の新規事業「森林クラウドシステム強

化」では、森林クラウドシステムの機能を拡張

するため、法務局の字図情報や市町村が所有す

る航空レーザー計測により得られた森林地形図

の搭載などを行ったところであります。

次に、77ページを御覧ください。

１つ目の「森林整備」では、造林や下刈り・

除間伐などへの支援により、森林資源の循環利

用の推進に取り組んだところであります。

次の新規事業「素材生産事業体による再造林

推進モデル」では、素材生産事業体による再造

林の参入を促すため、植栽期間中に使用できな

くなる高性能林業機械等の機械損料を支援し、

伐採後の速やかな再造林を推進したところであ

ります。

次に、78ページを御覧ください。

「 」 、１つ目の 地方創生道整備推進交付金 では

市町村道等と連携した林道の開設・改良・舗装

により山村地域の交通ネットワークづくりを推

進したところであります。

、 。主要施策の成果については 以上であります

続きまして、決算審査意見について御説明い

たします。

別冊の令和５年度宮崎県歳入歳出決算審査意

見書、スライドの45枚目、中央下37ページを御

覧ください。

（ ） 、３ の山林基本財産特別会計につきまして

一番下の意見・留意事項等にありますとおり、

「多額の借入金があることから、計画的に償還

を行うとともに、引き続き事業の着実な推進及

び効率的な運営が望まれる」との御意見があり

ました。

次に、中央下38ページを御覧ください。

（ ） 、４ 拡大造林事業特別会計につきましても

一番下にありますように同様の御意見をいただ

いたところであります。

県有林及び県行分収造林の運営につきまして

は、これまでも高収益を見込める森林の先行販

売や補助事業の活用などにより、収入の確保を

図るとともに、列状間伐の実施など、経費の節

減にも取り組んできたところであります。

今後とも、収入の確保と経費の削減を図り、

健全な運営に努めてまいります。

資料５ページを御○二見山村・木材振興課長

覧ください。

中ほどの一般会計の山村・木材振興課の段を

御覧ください。

予算額45億8,205万1,000円に対し、支出済額

が34億9,851万5,161円、繰越明許費が７億1,188

万8,000円、事故繰越費が３億4,958万1,100円、

不用額2,206万6,739円であります。当年度の執

行率は76.4％となっておりますが、繰越額を含

めた執行額は99.5％であります。
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次に、特別会計ですが、下から３段目で、予

算額８億8,041万3,000円に対し、支出済額が48

万5,942円、不用額が８億7,992万7,058円であり

ます。執行率は0.1％であります。

次に、82ページを御覧ください。

一般会計についてであります。

上から３段目の（目）林業振興指導費の不用

額は1,995万7,951円、翌年度繰越を含めた執行

率は、括弧書きにありますように99.6％であり

ます。

次の83ページを御覧ください。

不用額の主なものとしましては （節）の上か、

ら３段目、負担金補助及び交付金の702万9,434

円であります。これは主に 「しいたけ等特用林、

産物生産体制強化事業」や「流木抑制等バイオ

マス活用促進事業」などにおいて、補助実績が

当初の見込みを下回ったことなどによるもので

あります。

次に、中ほどの（目）林業試験場費の不用額

は210万8,788円、執行率は97.9％となっており

ます。

これは、主に林業技術センターにおける需用

費などの事務費の執行残であります。

次に、85ページを御覧ください。

林業改善資金特別会計であります。

上から３段目の（目）林業振興指導費の不用

額は８億7,992万7,058円、執行率は0.1％となっ

ております。

これは、主に貸付金の執行残でありまして、

この貸付金には当年度の融資枠２億5,000万円の

ほか、翌年度以降に貸し付けるための準備金も

含まれておりまして、過年度貸付けに対する償

還金と併せて、翌年度の貸付財源となっており

ます。

続きまして、主要施策の成果について、主な

ものを御説明いたします。

次の86ページを御覧ください。

産業づくりの１の（１）持続可能な森林・林

業・木材産業の確立であります。

87ページを御覧ください。

１段目の「合板・製材・集成材国際競争力強

化対策」では、原木供給の低コスト化や木材産

業の競争力強化等を図るため、小林市など２か

所の木材加工流通施設整備や、えびの市で１か

所２台の高性能林業機械等の導入に対する支援

を行ったところであります。

次の88ページを御覧ください。

１段目の「流木抑制等バイオマス活用促進」

では、これまで利用が少なかった短尺材や枝条

等について、木質バイオマスとして有効活用す

るために収集・運搬を実施した７地域の協議会

に対して支援を行ったところであります。

２段目の新規事業「原木流通情報デジタル化

推進モデル」では、山元土場から原木市場まで

のデジタル情報のネットワーク構築を目指し、

原木管理クラウドの実装に向けた全体構想及び

原木管理用のクラウドサーバを構築したところ

であります。

次の89ページをお開きください。

１段目の改善事業「ゼロカーボン社会に貢献

する「みやざき材の家」普及促進」では、森林

資源の循環利用や炭素貯蔵に貢献する木材利用

を促進するため、杉の特性や魅力等を発信する

セミナーの開催のほか、県産材を活用した木造

住宅の販売ＰＲの支援を行ったところでありま

す。

次の90ページをお開きください。

１段目の「みやざき材を魅せる「空間・人」

づくり」では、非住宅分野への木造化・木質化

を推進するため、木造設計を行う建築士のスキ
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ルアップセミナーなどの開催や、中大規模木造

施設等の設計支援を行ったところであります。

「 」２段目の みやざきＷＯＯＤ・ＬＯＶＥ推進

では、県民参加による木づかい運動を推進する

ため、みやざき木づかい県民会議の開催や、木

育活動・木製遊具等の整備への支援などを行っ

たところであります。

次の91ページを御覧ください。

１段目の「みやざき材輸出拡大促進」では、

県産材製品の輸出を促進するため、韓国や台湾

における木造軸組構法のセミナーなどを開催す

るとともに、台湾における展示会への出展など

に支援を行ったところであります。

３段目の「みやざき材販路拡大・競争力強化

支援」では、県外消費地における県産材の販路

拡大を図るため、セミナーの開催や展示会への

出展のほか、県外でＰＲ効果の高い施設での県

産材利用に係る経費を支援したところでありま

す。

次の92ページを御覧ください。

１段目の「林業担い手総合対策基金」では、

林業就業者の確保・育成に向け、就業相談会の

開催や、緑の雇用事業研修修了者などを継続雇

用した35事業体に対する補助金の交付 「ひなた、

のチカラ林業経営者」に対する林業の省力化・

軽労化につながる資機材の導入支援、林業労働

災害の防止を図るため、安全衛生指導員による

巡回指導などを実施したところであります。

「 」 、２段目の 木材利用技術センター運営 では

木材利用技術センターの運営経費として、今後

さらに増加が見込まれる大径材の強度特性な

ど12課題について試験研究に取り組んだほか、

市町村や民間企業などから123件の施設の木造化

などに関する相談を受け、技術的な指導・助言

を行ったところであります。

次の93ページを御覧ください。

１段目の「 みやざき林業大学校」担い手育成「

総合研修」では、長期課程22人、短期課程329人

など実践的な人材育成や総合的な研修に取り組

んだところであります。

２段目の「林業技術センター管理運営費」で

は、優良スギ品種の明確化と生産管理技術に関

する研究など、９課題について試験研究に取り

組んだほか、市町村や個人などから135件のシイ

タケの栽培技術やＧＰＳ、ＧＩＳの利用法など

に関する相談を受け 技術的な指導・助言を行っ、

たところであります。

次の94ページを御覧ください。

２段目の改善事業「特用林産業新規就業者ワ

ーキング支援」では、新規就業を希望する方に

対して就業準備給付金を支給するとともに、研

修修了者が就業した際に支援金を給付し、新規

就業者の増加を図ったところであります。

「 」３段目の したけ等特用林産物生産体制強化

では、乾燥機や運搬車などの施設整備のほか、

新規参入者へのほだ木などの支援や研修を行う

、 、とともに 県内主要産地に生産技術員を配置し

生産技術の習得や向上を図ったところでありま

す。

主要施策の成果に関する報告については、以

上であります。

次に、監査指摘事項について御説明いたしま

す。

97ページを御覧ください。

監査結果報告書指摘事項等について、山村・

木材振興課において指摘事項がございましたの

で、御説明いたします。

中ほど （３）収入事務について 「ＣＬＴ耐、 、

久試験の受託研究収入等について、調定事務の

遅れているものや調定日を誤っているものが見
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受けられた」ものでございます。

これは、木材利用技術センターにおいて、本

来、契約締結日から15日以内の納入期限で調定

を行うべきところ、納入期限を設けず調定を行

い、納入期限のない請求書を相手方に送付して

いたものと、２つ目、契約締結日と異なる日付

で調定を行っていたものでございます。

これに対しましては、財務規則及び会計事務

の手引に基づき、適正に処理を行うよう、担当

職員の指導とともに、進行管理表を作成し、常

、に所内で情報の共有や複数職員で確認するなど

進行管理を徹底する改善を講じたところでござ

います。

次に、別冊の令和５年度宮崎県歳入歳出決算

審査意見書のスライドの54枚目、中央下のペー

ジで46ページを御覧ください。

。林業改善資金特別会計についてでございます

、一番下の意見・留意事項等にありますとおり

「歳出予算現額８億8,041万3,000円と、支出済

額48万6,000円に乖離があることから、資金の有

効活用が望まれる」との御意見をいただきまし

た。

歳出予算現額と支出済額に乖離が生じた原因

ですが、当初予定しておりました令和５年度の

融資枠、これは歳出予算現額で８億8,000万円余

のうちの２億5,000万円 約28％相当になりま─

すけれども、通常、貸付対象の多くを占める高

性能林業機械の導入が、さらに有利な新型コロ

ナ交付金を活用した物価高騰対策の補助金や国

庫補助金の活用などにより進んだことに加え、

、社会情勢的に低金利が続いていたことなどから

無利子のメリットが小さくなり、結果的に資金

需要が低下し、貸付実績が伸びなかったものと

考えております。

当資金は、林業経営の改善や林業従事者の確

保などを図る上で、非常に有効な資金でありま

すので、これまでも貸付条件の一部緩和や貸付

申請受付を追加実施するなど、運用の改善に取

り組んできたところでございますが、より活用

しやすい融資制度となるよう、さらなる改善に

向け検討を進めてまいりますとともに、ホーム

、ページやチラシなどによる周知方法についても

より目に留まりやすくなるような工夫を加える

など、資金の有効活用に向けた取組を進めてま

いります。

。○内田主査 執行部の説明が終了いたしました

ただいまの説明について質疑をお願いしたい

と思いますが、質疑の際、資料のページと項目

をお伝えいただければと思います。

決算に関する質疑のみ受けますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

資料36ページに監視パトロール72○中野委員

回と書いてありますが、具体的にどういうとこ

ろを監視されて、また、不法投棄がそのままと

いう箇所があれば、御報告をお願いしたいと思

います。

資料36ページの「山○長友循環社会推進課長

間地域不法投棄監視パトロール強化」につきま

しては、各保健所におります廃棄物監視員とは

別に、保健所から遠い山間部において、林道な

どの勝手が分かっていらっしゃる山間地域の森

林組合の皆様方にパトロールをお願いしている

ものでございます。児湯広域森林組合、耳川広

域森林組合、西臼杵森林組合にそれぞれ、西米

良村、諸塚村、椎葉村、西臼杵３町のパトロー

ルを月１回お願いしており ６町村 月１回の72、 、

回となっております。

県では産業廃棄物を中心にパトロールしてい

るんですけれども、森林組合の方々が発見いた

だく廃棄物につきましては、一般廃棄物のほう
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も併せて見ていただいておりまして、それらの

情報については市町村の方にもおつなぎしてお

ります。

それらの廃棄物に関しましては、原因者が分

かったものにつきましては、原因者へ撤去等の

指導をしているところなんですけれども、主に

一般廃棄物である空き缶とか、そういったもの

については、なかなか回収等が進んでいないと

ころであります。

一般廃棄物を監視するのは市町村○中野委員

だけれども、産業廃棄物を監視するのは県です

よね その産業廃棄物でいろいろ懸案事項があっ。

たと思うんですが、そういうのは順調に処理さ

れているんですか。それとも、まだ懸案事項で

残っているところはあるんですか。

おっしゃるとおり、○長友循環社会推進課長

産業廃棄物に関しましては、保健所の監視員等

を中心に管内のパトロールをしているところで

ありまして、昨年度末の状況で、原状回復を終

えていない県内の不法投棄の現場が24件、8,878

トンほどございます。令和４年度からすると２

件減とはなっているんですけれども、これらに

つきまして、引き続き原因者への指導等、それ

と早期回復等を図っていきたいと考えておりま

す。

なかなか放置されているようにも○中野委員

見受けられますので、取締りというか、そうい

う巡回も含めて、監視をぜひよろしくお願いし

ます。要望しておきます。

決算13～14ページなんですけれど○脇谷委員

も、昨年は「省エネ家電導入支援」や「蓄電池

・ＥＶを活用した再エネ電力自家消費促進」な

ど、消費者にとってとても魅力的なものが出て

きました。

これは国の財源だったんですけれども 「省エ、

ネ家電導入支援」では導入台数が5,452台 「蓄、

」電池・ＥＶを活用した再エネ電力自家消費促進

では導入件数が150件とのことですが、ちまたで

は結構うわさになりまして、うちも買うとか何

とかいろいろありました。

この事業の結果については、どのような実績

を持っていらっしゃるか、また、その効果と不

用額も含めて、どのように考えていらっしゃる

か教えてください。

資料13ページの「省エネ○壱岐環境森林課長

家電導入支援」については、個人の方を対象に

省エネ性能星３つ以上の冷蔵庫とかエアコンを

、 、購入した場合に その購入金額によって１万円

２万円、３万円のギフトカードが支給されると

いう事業になっております。

この事業により冷蔵庫とエアコンを合わせ

て5,452台の省エネ家電が導入され、電気料金や

温室効果ガスにも一定の削減効果が出ておりま

すので、効果はあったのではないかと考えてお

ります。

あと14ページにあります「県内事業者省エネ

設備導入支援」につきましては、県内の事業者

の方を対象に、空調設備とかＬＥＤの省エネ性

能のあるものを導入した場合に、一定の助成を

行うというものです。

全体としまして 空調設備を71件 ＬＥＤを45、 、

件、導入いただいていますので、これも事業者

の方が省エネに取り組んでいただく一定のきっ

かけにはなったのではないかと思っています。

あと14ページにあります「蓄電池・ＥＶを活

用した再エネ電力自家消費促進」につきまして

は、県民や事業者の方を対象に、蓄電池や電気

自動車の導入、それから電気自動車の電力を家

庭用に使えるようにする機器の設置等に対して

助成しております。
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資料に記載のとおり、蓄電池で150件、ＥＶで

も５件、電気自動車の電力を家庭用に使うため

の機械も14件ということで導入いただいていま

すので、これも再エネに取り組んでいただく一

定のきっかけにはなったのではないかと思って

いるところです。

見込みと実績は大体このような感○脇谷委員

じなんでしょうか。

省エネ家電とか蓄電池・ＥＶは少し使いづら

いというか、消費者から「省エネ性能星３つ以

上だと高くなる とか 蓄電池だと高い といっ」 「 」

た声もあったものですから、その見込みと実績

についてどのような感想をお持ちでしょうか。

委員おっしゃるとおり、○壱岐環境森林課長

蓄電池も高かったり、まだ電気自動車も高かっ

たりしますので、導入に少しでも手が届くよう

な形でということで事業は実施しているところ

です。

見込み的には、この「蓄電池・ＥＶを活用し

た再エネ電力自家消費促進」についても、交付

決定時は満額支給できるような形で申込みがた

くさん来ていたところなんですけれども、ウク

ライナ危機の関係で銅線があまり入ってこなく

なりまして、銅線が調達できないことにより設

備が入らないということでキャンセルが出たと

いう経緯もあります。

実績としては交付決定の時点よりは少なかっ

たので、そこは残念だったと思うところなんで

すが、申込みとしては予算いっぱいで来たとこ

ろでした。

決算18ページの「環境保全普及○永山副主査

啓発推進」について、クリーンアップ宮崎の参

加者数が14万655人という実績内容で報告が上

がっているんですが、この参加者数はどういう

形で計算されているのか教えてください。

実績につきましては 全26○壱岐環境森林課長 、

市町村で実施しておりますので、それぞれの市

町村で計上していただいたものを集約している

という形になっております。

市町村から何人参加しましたと○永山副主査

いう形で上がってきたものの積上げということ

ですけれども、その市町村が上げてくるものに

対しての基準はあるのでしょうか。あくまでも

市町村が言ったものをそのまま信じるというだ

けなのでしょうか。

市町村から報告いただい○壱岐環境森林課長

た参加者数を計上しているというところなんで

すが、何か基準があったかどうかは確認させて

いただいて、後ほど発言をさせていただいても

よろしいでしょうか。

資料の45ページ、49～50ページに○内田主査

係る質問になりますが、県北のほうでも猿の被

害がずっと多くて、県内でも猿の被害が以前よ

りも多く聞かれると感じるところです。

例えば、45ページの一番上の狩猟費について

は、不用額の報告があり、執行率は94.1％とい

うことでした 中身の事業については 例えば49。 、

ページの上から２段目の「有害鳥獣捕獲促進総

合対策」を確認させていただきますと、事業自

体の成果はあると思うんですが、狩猟される方

々の高齢化も進む中で やっていただく方が減っ、

ているということで、こういう決算になってい

ると感じています。

49ページの「有害鳥獣捕獲促進総合対策」の

野生猿特別捕獲班活動助成について、どんな効

果があったかということと、助成した18市町村

がどこなのかということを教えていただければ

と思います。

まず 「有害鳥獣捕獲促進○川畑自然環境課長 、

総合対策」の執行残について、若干出ておりま
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すけれども、資料49ページの中ほどの「有害鳥

獣捕獲促進総合対策」の主な事業のポツの４つ

目、シカ・イノシシ有害捕獲助成について、国

の交付金を市町村も活用しておりますので、そ

の足りない分を県単でするということで、こち

らの分の執行残が出ております。

猿の捕獲につきましては 県単では助成を行っ、

ておりませんので、国の交付金で対処している

ところでございます。

18市町村で猿の捕獲班が編成されておりまし

て、当課の事業といたしましては、この２つ目

のポツ、野生猿特別捕獲班活動助成として、捕

獲に行ったときの捕獲班の経費に対する助成を

市町村と行っているところでございます。

実施市町村は、延岡市、日向市、美郷町、諸

塚村、椎葉村、西都市、新富町、西米良村、木

、 、 、 、 、 、城町 川南町 都農町 宮崎市 国富町 綾町

小林市、都城市、日南市、串間市になります。

何年か前に都城市の調査に行かせ○内田主査

ていただいたときに、ＧＰＳで試験的にやって

いるということでした。現在も猿の被害が続い

ているから活動助成がついているのかなとは思

うんですけれども、今報告いただいた市町村の

中、もしくはそれ以外のところになるのかもし

れませんが、ここは成果があったから、ここは

もう解決したから活動班はなくなっているとい

うところはなく、ずっと継続しているところば

かりですか。

助成を行っている市町村○川畑自然環境課長

は、ここ数年、同じ市町村となっております。

先ほど言われましたＧＰＳを使った追跡調査

については、農政水産部が所管する交付金を活

用した事業で実施していると聞いております。

猿につきましては、自然環境課で調査をして

いるんですけれども、被害の出ているところは

やはり出ております。西諸県郡のほうで、過去

にいつも出ていたところは出なくなったと聞い

ておりますけれども、やはり全般的には被害が

続いていると聞いております。

。 。○内田主査 分かりました ほかありませんか

関連ですけれども、資料49ページ○荒神委員

の野生猿特別捕獲班について、この助成をされ

た104班の捕獲の内容はどうなっているんでしょ

うか。

猿の捕獲班による有害捕○川畑自然環境課長

獲頭数をお答えしたいと思います。

令和５年度の実績でございますけれども、927

頭を捕獲しております。

資料には延べ人数等も入っている○荒神委員

わけですので、そういう捕獲頭数も明確にされ

ていたほうがいいんじゃないでしょうか。要望

です。

ほかにないですか。関連以外でも○内田主査

ないですか。

先ほど永山副主査のほう○壱岐環境森林課長

から御質問いただいていました、クリーンアッ

プ宮崎の参加人数のカウントの仕方なんですけ

れども、特に何か基準があるわけではなく、市

町村のほうにお願いして、参加人数を御報告い

ただいている数を計上しているという形になっ

ております。

多分、市町村も参加の把握とい○永山副主査

うのはすごい難しいと思います。県民に広くＰ

Ｒして、みんなでやりましょうという形ですの

で、人数は本当に拾いきれずに、恐らく市町村

では、例えば、公民館単位で何かやったら、そ

の人数を計上して積み上げたものを出している

のかなというように思います。

今回の参加人数が14万人ということで、少な

くとも把握しているのがそれだけで、もっと多
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くが参加しているということを、また報告なり

説明なりをしていただけると分かりやすいと思

いますので、お願いいたします。

それではよろしいですか。○内田主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもって、環境森林部を終了○内田主査

。 、 。いたします 執行部の皆様 お疲れさまでした

暫時休憩いたします。

午後２時24分休憩

午後２時26分再開

分科会を再開いたします。○内田主査

明日１日火曜日の分科会は、午前10時に再開

、 。し 農政水産部の審査を行うことといたします

そのほか何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上で本○内田主査

日の分科会を終了いたします。

午後２時26分散会
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午前10時０分再開

出席委員（７人）

内 田 理 佐主 査

永 山 敏 郎副 主 査

中 野 一 則委 員

佐 藤 雅 洋委 員

荒 神 稔委 員

工 藤 隆 久委 員

脇 谷 のりこ委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

殿 所 大 明農 政 水 産 部 長

農政水産部次長
川 畑 敏 彦

（ 総 括 ）

農政水産部次長
柳 田 敬

（ 技 術 担 当 ）

河 野 明 彦畜 産 局 長

戸 髙 久 吉農 村 振 興 局 長

西 府 稔 也水 産 局 長

原 田 大 志農 政 企 画 課 長

下 田 透中山間農業振興室長

農業流通ブランド課長 押 川 裕 文

農業普及技術課長 戸 髙 知 也

農 産 園 芸 課 長 白 石 浩 司

畜 産 振 興 課 長 鴨 田 和 広

家畜防疫対策課長 坂 元 和 樹

農 村 計 画 課 長 城ヶ﨑 浩 一

農 村 整 備 課 長 上 村 一 久

担い手農地対策課長 梶 原 正太郎

水 産 政 策 課 長 西 田 貴 亮

漁 業 管 理 課 長 安 田 広 志

漁港漁場整備室長 那 須 紘 之

甲 斐 岳 彦工 事 検 査 監

総合農業試験場長 松 田 義 信

畜 産 試 験 場 長 水 野 和 幸

県立農業大学校長 馬 場 勝

水 産 試 験 場 長 大 村 英 二

事務局職員出席者

議事課主任主事 増 村 竜 史

議事課主任主事 青 野 奈 月

それでは、分科会を再開いたしま○内田主査

す。

令和５年度決算について、農政水産部長の概

要説明を求めます。

それでは、令和５年度の○殿所農政水産部長

決算につきまして、説明をいたします。

令和５年度決算特別委員会資料の３ページを

御覧ください。

総合計画に基づく施策の体系表のうち、農政

水産部で所管する施策を抜粋したものでござい

ます。

３ページの左側に「産業づくり」とございま

す。次の４ページの左側のほうに「くらしづく

り」とございます。この２つに大別して取組を

行ってまいりました。

この体系表に沿って、令和５年度は事業の実

施、予算の執行に取り組みながら、それぞれの

目標に向かって各種施策を積極的に推進してき

たところでございます。

次に、６ページを御覧ください。

令和５年度の決算状況についてであります。

令和６年10月１日(火)
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まず、おわびと修正をさせていただきます。

決算特別委員会資料を作成する段階で、担い手

農地対策課の支出済額及び不用額に誤りがあり

ました。修正版を机上配付させていただいてお

ります。修正箇所は網かけ欄のとおりでありま

す。今後このようなことがないよう、十分な確

認を行ってまいります。大変申し訳ございませ

ん。

机上に配付しております資料修正版の６ペー

ジで御説明いたします。

下から４行目、一般会計の部の計の欄を御覧

ください。

左から３列目、最終予算額が559億5,726

万3,764円 その右側の列 支出済額は393億7,245、 、

、 、 、万6,827円 翌年度への繰越額は 右の列の上段

明許繰越が133億8,024万2,743円、その下、事故

繰越が７億4,109万9,000円 不用額はその右 24、 、

億6,346万5,194円でございます。

また、下から２行目の特別会計の計につきま

しては、最終予算額が２億5,475万8,000円、支

出済額は7,854万6,555円、不用額は１億7,621

万1,445円でございます。

一番下の行の一般会計と特別会計を合わせた

農政水産部の合計では 最終予算額が562億1,202、

万1,764円、支出済額は394億5,100万3,382円、

翌年度への繰越額は、明許繰越が133億8,024

万2,743円、事故繰越が７億4,109万9,000円、不

、 、用額は26億3,967万6,639円で 執行率は70.2％

翌年度繰越額を含めますと95.3％となっており

ます。

このほか、令和５年度の監査におきまして、

指摘事項が２件、注意事項が３件ありました。

また、令和５年度宮崎県歳入歳出決算審査意見

書におきまして、１件の意見がありました。

監査委員から御指摘等のありました内容につ

きましては、適正な事務処理が図られるよう指

導の徹底と併せて、業務改善に取り組んでまい

ります。

各説明事項の詳細につきましては、それぞれ

の担当課長が説明いたします。

部長の概要説明が終了いたしまし○内田主査

た。

、 、 、これより 農政企画課 農業流通ブランド課

農業普及技術課、農産園芸課、畜産振興課、家

畜防疫対策課の審査を行います。

令和５年度決算について、各課の説明を求め

ます。

令和５年度決算特別委員○原田農政企画課長

会資料５ページを御覧ください。

表の一番上の段、農政企画課は一般会計のみ

で、最終予算額は23億4,124万8,000円、支出済

額は23億893万4,390円、不用額は3,231万3,610

円、執行率は98.6％でございます。

次に、決算事項別明細について御説明をいた

します。

、 。ページ飛びまして ７ページを御覧ください

各会計の（目）における不用額が100万円以上

のもの、または執行率が90％未満のものについ

てのみ説明をいたします。

なお、この後、各課におきましても同様の説

明とさせていただきます。

まず （目）農業総務費につきましては、右側、

から３列目の欄の不用額が1,210万2,715円であ

ります。不用額の主なものは、上から７段目の

共済費におきまして、令和６年１月末に職員の

給与に係る地方職員共済組合の基礎年金拠出金

の負担金率が令和５年４月に遡及して引き下げ

られたことにより執行残が生じたこと、また、
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次の８ページ、上から４段目にあります負担金

・補助及び交付金のうち 「堆肥活用低コスト肥、

料供給体制構築支援事業」におきまして、事業

実施主体が施設の整備や機器の調達を行うに当

たり、入札残等が生じたことなどによるもので

ございます。

なお、ただいま御説明しました共済費の不用

額につきましては、各課におきましても同様の

理由で生じておりまして、２班を含めたこの後

の各課からの説明におきまして、執行残の主な

ものが共済費である場合の詳細な説明は割愛さ

せていただきます。

次に、８ページ中段の（目）農業振興費につ

きましては、不用額が772万5,186円です。不用

額の主なものは、次の９ページ、上から４段目

にあります負担金・補助及び交付金でございま

す。これは 「みやざきの持続可能な農山村づく、

り支援事業」におきまして、農村型地域運営組

織「農村ＲＭＯ」への補助事業に係る事業計画

の変更等により、補助金の減額が生じたこと、

また、環境保全型農業直接支払交付金におきま

して、堆肥の施用について計画を下回ったこと

などによるものでございます。

次に、中段の（目）植物防疫費につきまして

は、不用額が1,209万6,786円であります。不用

額の主なものは、次の10ページ、上から３段目

にあります負担金・補助及び交付金でございま

す。これは主に 「鳥獣に打ち勝つ魅力あふれる、

農山村づくり事業」におきまして、市町村の協

議会が行う侵入防止柵の整備等における入札残

及び有害鳥獣の捕獲頭数が計画を下回ったこと

などによるものでございます。

続きまして、主要施策の成果について、主な

取組を説明いたします。

12ページを御覧ください。

改善事業「山間地域農業持続化モデル構築」

につきましては、地域農業の担い手不足が深刻

な山間地域での半農半Ｘなど複合的経営を支援

し、担い手の確保を図ったところであります。

次に、13ページを御覧ください。

一番下の「中山間地域等直接支払交付金」に

つきましては、中山間地域において、集落協定

に基づくのり面や農道の共同維持管理など、農

業生産活動を維持する活動を行う349の協定に対

して支援を行い、継続的な農業生産活動や多面

的機能の維持、耕作放棄地の発生防止を図った

ところでございます。

14ページを御覧ください。

「 」鳥獣に打ち勝つ魅力あふれる農山村づくり

につきましては、鳥獣被害対策マイスターや地

域リーダーを育成するとともに、市町村の被害

防止計画に基づき、国の交付金を活用しながら

侵入防止柵の設置や有害鳥獣の捕獲など被害防

止対策を推進したところであります。

16ページを御覧ください。

新規事業「Ｇ７から始まる官民連携農業プロ

ジェクト」につきましては、Ｇ７宮崎農業大臣

会合の開催を契機とし、官や民の連携による地

、域資源の有効活用に資する取組を促進するため

多様な事業者が参画、交流する場として、みや

ざきグリーンイノベーションプラットフォーム

を設置・運営し、会員間の交流やマッチング、

連携による取組への支援など、持続可能な農業

の位置づけに向けた新しい取組を支援したとこ

ろでございます。

以上が主要施策の成果でございます。

、 、最後に 監査における指摘事項につきまして

該当はございません。
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決算特別委員会○押川農業流通ブランド課長

資料の５ページを御覧ください。

農業流通ブランド課は一般会計のみで、表の

２段目にありますように、最終予算額は５

億9,905万2,000円 支出済額は５億5,914万3,150、

円、不用額は3,990万8,850円で、執行率は93.3

％となっております。

次に、決算の事項別明細について御説明させ

ていただきます。

18ページを御覧いただきたいと思います。

（目）農業総務費につきましては、不用額

が3,928万791円でございます。不用額の主なも

のにつきましては、19ページを御覧ください。

上から２段目の負担金・補助及び交付金です

が、輸出先国の規制に対応したＨＡＣＣＰなど

の食品衛生基準を満たすため、食品製造事業者

等が行う施設整備に対する補助金の額の確定な

どによるものです。

続きまして、主要施策の成果について、主な

取組を御説明いたします。

20ページを御覧ください。

「みやざき食の安全・県産県消推進」では、

県内における食品表示の適正化を図るための食

品表示制度研修会や小売店の巡回調査を実施す

るとともに 「みやざきの食と農を考える県民会、

議」の活動を通して、食育及び地産地消の推進

に取り組んでまいりました。

次に、21ページを御覧ください。

「 」改善事業 みやざき農畜水産物の架け橋構築

では、県産農畜水産物の認知度及び購入意欲の

向上を図るため、県産農畜水産物が一堂に会す

る物産イベントや県内外の延べ260店舗の飲食店

と連携して、へべす、完熟きんかんや日向夏な

どの旬を発信するイベントの開催を支援いたし

ました。

、 、また 東京都など大消費地の飲食店において

県産農畜水産物を使ったメニューフェアなど、

延べ57件開催いたしました。

次に、22ページを御覧ください。

「 」 、一番下の 世界市場で稼ぐ！輸出強化 では

輸出先国のニーズ等に対応した産地づくりを進

めるため、輸出向けの商品開発や販路開拓等に

取り組む団体に支援を行いました。

次に、23ページを御覧ください。

一番下の「地域食資源高付加価値化推進」で

は、みやざきフードビジネス相談ステーション

において、個々の６次産業化に取り組む12事業

者に対して経営改善等の支援を行うとともに、

地域ぐるみの６次産業化に向けて、３市町村に

対して産地型商社の設立に向けた専門家派遣等

の支援を行いました。

次に、24ページを御覧ください。

「みやざきローカルフードプロジェクト（Ｌ

ＦＰ）強化」では、農林漁業者を中心に、加工

や観光など248者の多様な事業者がみやざきＬＦ

Ｐプラットフォームに登録しており、昨年度は

６つのプロジェクトが発足し、異業種連携によ

る新商品や新サービス開発などの取組を支援し

ました。

また、これまで開発されたＬＦＰ商品などの

販売促進に向け、県外10か所でフェア等を開催

いたしました。

以上が主要施策の成果でございます。

最後に、監査における指摘事項につきまして

は、該当ございません。

決算特別委員会資料○戸髙農業普及技術課長

の５ページを御覧ください。

当課は一般会計のみで、表３段目にあります
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とおり予算額は44億7,959万1,000円に対して、

支出済額は40億3,978万4,475円、翌年度への明

許繰越額は6,662万3,000円、不用額は３億7,318

万3,525円で、執行率は90.2％、繰越額を含めた

執行率は91.7％となっております。

次に、決算事項別明細について御説明いたし

ます。

26ページを御覧ください。

まず、上から３行目の（目）農業総務費であ

りますが、不用額は1,291万4,971円でございま

す。主なものは、表中段の共済費であります。

27ページを御覧ください。

次に （目）農業改良普及費でありますが、不、

用額は1,074万3,128円でございます。主なもの

は、表中段にあります旅費及び需要費で、県内

８つの普及センターで執行しております「農業

改良普及センター運営事業」において、職員の

旅費や庁舎管理に必要な電気料等の執行実績が

見込額を下回ったものであります。

28ページを御覧ください。

次に （目）農業振興費でありますが、不用額、

は555万5,542円でございます。主なものは、負

担金・補助及び交付金で、農業制度資金におい

て貸付金の繰上償還により利子補給金に不用額

が生じたものであります。

29ページを御覧ください。

次に （目）農作物対策費でありますが、不用、

額が３億329万7,617円、執行率は69.0％で、翌

年度繰越額を含めますと、74.6％となっており

。 、 、ます 主なものは 負担金・補助及び交付金で

物価高騰対策として農業用資材の購入費の一部

を補助する「被覆資材等価格高騰対策緊急支援

事業」や令和４年度から繰越しして実施してお

「 」 、ります 肥料価格高騰対策支援事業 において

実績が見込みを下回ったものであります。

30ページを御覧ください。

次に （目）植物防疫費でありますが、不用額、

、 。が2,424万3,527円 執行率は78.8％であります

主なものは、次の31ページにあります負担金・

補助及び交付金で、新規事業「みやざき有機農

業拡大加速化事業」における有機農業への転換

期間中に必要な経費の補助において、交付予定

圃場の一部が次年度に先送りになったことによ

る執行残等によるものであります。

、（ ） 、最後に 目 総合農業試験場費でありますが

不用額は1,638万1,025円でございます。主なも

のは、下から４段目にあります需用費で、総合

農業試験場の各支場等を含む５つの施設での庁

舎管理に必要な電気料や試験研究に必要となる

燃料費等の執行実績が見込額を下回ったもので

あります。

歳出決算の状況につきましては、以上であり

ます。

続きまして、主要施策の成果について、主な

取組を御説明いたします。

33ページを御覧ください。

１段目の「マーケット対応型産地競争力強化

技術開発事業」では、現場ニーズに対応した課

題について、早期に解決、普及を図るため、産

地や企業と連携した10課題の共同研究に取り組

んだところであります。

34ページを御覧ください。

中段の改善事業「データ分析で磨く農業経営

力強化事業」では、県とＪＡグループが協同で

運営する宮崎県農業経営体支援センターにおい

て、192件の農業経営コンサル活動や農業者研修

を実施することにより、新規就農者をはじめ担

い手の経営改善や課題解決に向けた支援を行っ
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たところです。

35ページを御覧ください。

１段目の「利子補給金・助成金」では、各種

農業制度資金への利子補給・利子助成を行い、

担い手の経営改善や規模拡大などの取組を資金

面から支援し、このうち、農業近代化資金につ

きましては519件、79億1,322万円の融資に対し

利子補給の承認を行ったところです。

下段の「農業セーフティネット対策緊急強化

事業」では、燃油価格高騰の影響を受けにくい

経営の実現に向けて、施設園芸農家2,963戸及び

茶農家82戸に対して、国のセーフティネット構

築事業に加入する際に農業者が負担する積立金

の一部を助成することで農家の負担軽減を図っ

たところであります。

36ページを御覧ください。

中段の改善事業「被覆資材等価格高騰対策緊

急支援事業」では、7,389戸の農業者に対し、施

設園芸用ビニール、露地園芸用マルチや畜産の

サイレージ用ラップなど、被覆資材の購入に要

する価格上昇分の一部を補助することで、農家

の負担軽減を図ったところです。

37ページを御覧ください。

「 」新規事業 みやざき有機農業拡大加速化事業

では、有機農業への転換期間中に必要な経費や

有機ＪＡＳ認証取得に要する経費の一部補助、

また実需ニーズの調査やマッチング商談会の開

催など、有機農業の産地づくりや販路拡大に向

けた支援に取り組んだところです。

。主要施策の成果については以上でございます

、 、最後に 監査における指摘事項につきまして

御説明いたします。

142ページを御覧ください。

、（ ） 。指摘事項の１段目 １ 収入事務であります

総合農業試験場において 「現金で収納した生、

産物の売払代金について、指定金融機関への払

込手続が適当でなかった」との指摘がございま

した。

改善措置として、売払い代金の受け取りがで

きる職員を１名増員の計２名とし、事務体制を

充実させるとともに、売払い代金については、

原則、即日指定金融機関に払い込むことを徹底

。することで適正な事務執行に努めてまいります

次に、４段目 （４）物品の管理であります。、

同じく総合農業試験場において 「生産物とし、

て、今回は現地で水稲の種子を生産する農家に

元種を販売した際に、その処分について処分伺

が作成されていないものが見受けられました」

との指摘がございました。

改善措置として、生産物の処分は複数人で確

認の上行い、その都度、処分伺の作成を徹底い

たします。また、年２回の種子の在庫確認を行

うことで適正な事務執行に努めてまいります。

資料５ページを御覧くだ○白石農産園芸課長

さい。

農産園芸課は一般会計のみで、表の上から４

段目にありますとおり、最終予算額は19億6,287

万1,000円、支出済額12億9,124万7,315円、翌年

度への明許繰越額4,100万円、翌年度への事故繰

越額２億7,690万円、不用額３億5,372万3,685円

で 執行率は65.8％ 繰越額を含めた執行率は82、 、

％でございます。

次に、決算事項別明細について御説明いたし

ます。

資料飛びまして、40ページを御覧ください。

まず、上から３段目の（目）農業総務費につ

きましては、不用額が114万7,287円でございま

すが、主なものは共済費であります。
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次に、上から７段目の（目）農作物対策費に

、 、つきましては 不用額が３億5,257万3,288円で

執行率は62.2％ 翌年度繰越額を含めますと80.1、

％でございます。不用額の主なものは 「強い産、

地づくり対策事業」において、集出荷貯蔵施設

や種苗生産関連施設等の整備に係る入札残によ

るもので、41ページの一番下の段、負担金・補

助及び交付金に該当するものでございます。

続きまして、主要施策の成果について、主な

取組を御説明いたします。

43ページを御覧ください。

「 」 。産地パワーアップ計画支援 でございます

本事業では、産地収益力の向上を図るため、

農産物処理加工施設の整備のほか、農業機械の

導入４件、ハウス資材等の導入２件の支援を行

いました。

なお、予算につきましては、全額前年度から

の繰越しになります。

44ページを御覧ください。

上段 「強い産地づくり対策」でございます。、

産地の収益力向上や生産基盤の強化等を図る

、 、ため 集出荷貯蔵施設や種子種苗生産関連施設

、農産物処理加工施設の整備を支援するとともに

農業機械の導入につきましては20件、既存ハウ

スの補強や非常用電源の設置等については70件

の支援を行いました。

次に、下段、新規事業「未来へ繋ぐ施設園芸

スタイルシフト推進」でございます。

施設園芸において、化成肥料などの輸入資源

に過度に依存しない経営スタイルへの移行や、

果樹・花卉の生産力強化を図るため、自動かん

水・施肥機の導入を17戸に支援するとともに、

ハウスの改修による長寿命化の支援を57戸に行

いました。

また、花卉関係者で組織する協議会の活動支

、 。援を通して 県産花卉利用の促進を行いました

２ページ飛びまして、47ページを御覧くださ

い。

、 「 」上段 改善事業 サツマイモ基腐病対策強化

でございます。

サツマイモ基腐病の対策を効果的に実施し、

、持続可能なカンショ産地づくりを実現するため

排水対策等への支援を１ＪＡ、６団体へ、苗の

導入及び苗生産における消毒支援を２ＪＡ、１

団体へ、また、防疫技術体系の確立に向けた実

証展示圃の設置等について支援を行いました。

次に、改善事業「みやざきデジタル施設園芸

産地構築」でございます。

施設園芸におけるデジタルデータの効果的な

活用により、高い収量を上げる産地を確立する

ため、ハウス内の温度や湿度などのデータを蓄

積するデータ共有基盤の運用・保守をはじめ、

生産者が使いやすい閲覧用のアプリ開発や外部

アドバイザー２名による人材育成など、産地全

体の生産性向上が可能となる仕組みづくりを行

いました。

48ページを御覧ください。

下段、新規事業「加工・業務用野菜日本一産

地確立」でございます。

加工・業務用野菜の産地における分業体制を

推進するため、作業受委託による分業体制の構

築支援を４地区、生産性向上に必要な資機材の

導入支援を２件、分業化を推進する人材育成を

２地域で行いました。

以上が主要施策の成果でございます。

監査における指摘事項については、該当ござ

いません。

。○河野畜産局長 資料５ページを御覧ください
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畜産振興課は一般会計のみで、下から３段目

にありますように、最終予算額は108億8,902

万6,000円、支出済額は74億9,465万6,666円、翌

年度への明許繰越額は32億6,450万8,000円、事

故繰越額は1,219万3,000円、不用額は１億1,766

万8,334円で、執行率は68.8％、繰越額を含めた

執行率は98.9％でございます。

次に、決算事項別明細について御説明いたし

ます。

52ページを御覧ください。

目 畜産総務費につきましては 不用額が625（ ） 、

万7,280円であります。主なものは共済費でござ

います。

次の（目）畜産振興費につきましては、不用

額が１億841万71円、執行率が64.1％、翌年度繰

越額を含めますと98.8％であります これは 53。 、

ページの下から３段目の負担金・補助及び交付

金で 「畜産競争力強化整備事業 、いわゆる畜、 」

産クラスター事業の実施における入札残や 「畜、

産物輸出コンソーシアム推進対策事業」におい

て、本県における豚熱ワクチンの接種開始に伴

い、予定していた豚肉輸出ができなくなり、事

業の一部が実施できなかったこと等による執行

残であります。

次に、54ページをお願いいたします。

（目）畜産試験場費につきましては、不用額

が300万983円であります。これは、主に一番下

の備品購入費で、畜産試験場川南支場における

家畜運搬用トラックの購入費の入札残でありま

す。

続きまして、主要施策の成果について、主な

取組を御説明いたします。

56ページをお願いいたします。

「畜産競争力強化整備 、いわゆる畜産クラス」

ター事業では、畜産の生産性向上や規模拡大に

向け、畜舎や堆肥舎等の整備及び家畜の導入を

支援し、生産基盤の強化を図りました。

続きまして、58ページをお願いいたします。

「 」 、一番上の 県産牛肉販売促進総合対策 では

国内外における県産牛肉の販路拡大及びブラン

ド力強化を図るため、小学生への食育活動や指

定店での消費拡大キャンペーンの実施、アカデ

ミー賞等を活用した宮崎牛ＰＲなどを支援いた

しました。

59ページをお願いいたします。

中ほどの「牛・人・草が紡ぐひなたの畜産魅

力アップ」では、スマート畜産技術の促進に向

けた牛舎整備の支援を行うとともに、畜産経営

魅力アップへの取組として、酪農経営における

乳質向上に向けた検査・分析や、飼養環境の改

善に向けた取組を支援するとともに、酪農・肉

用牛における経営・生産のデータベースを活用

したコンサルタントの実施により、畜産経営の

安定化と生産技術の向上を図りました。

また、飼料生産の効率化促進に向け、畜産農

家等から飼料作物の収穫作業等の農作業を受託

するコントラクター組織を対象に、耕畜連携に

関する研修会や現地調査を実施いたしました。

次の 「未来につなぐ畜産バイオマス利活用支、

援」では、国の「みどりの食料システム戦略」

を踏まえ、畜産バイオマスの利用拡大を図るた

め、牛ふんの燃焼処理に関する調査や県内の家

畜排せっ物の高度処理・利用・流通の取組のた

めの堆肥成分分析を行うとともに、畜産環境ア

ドバイザーの育成を実施いたしました。

以上が主要施策の成果でございます。

最後に、監査における指摘事項については該

当ございません。
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資料５ページを御覧○坂元家畜防疫対策課長

ください。

家畜防疫対策課は一般会計のみで、下から２

段目にありますように、最終予算額は13億8,861

万6,800円で、支出済額は４億6,624万8,224円、

翌年度への明許繰越額は3,758万2,000円、不用

額は８億8,478万6,576円、執行率は33.6％、繰

越額を含めた執行率は36.3％でございます。

次に、決算事項別明細について御説明いたし

ます。

63ページを御覧ください。

当課におきましては （目）家畜保健衛生費の、

みでありまして、不用額及び執行率は、先ほど

御説明したとおりとなっております。

不用額の主なものといたしましては 「家畜防、

疫体制整備事業」について、県内の農場で鳥イ

ンフルエンザなどの特定家畜伝染病の発生がな

、 、く 初動防疫に係る予算の執行がなかったこと

また、豚熱のワクチン接種に要する経費を通年

で準備しておりましたが、佐賀県での発生を受

けて、年度途中の９月からワクチン接種を開始

したことによります資材購入費等の執行残によ

るものであります。

続きまして、主要施策の成果について、主な

取組を御説明いたします。

65ページを御覧ください。

上の「家畜防疫体制整備」につきましては、

昨年８月に佐賀県内の養豚農場で豚熱が発生し

たことを受け、９月から県内の養豚農場におい

て豚熱ワクチンの接種を開始しました。このワ

クチンについては、11月までに初回の全頭接種

を完了し、現在は、親豚への補強的な接種や、

新たに生まれてくる子豚への接種を継続してお

ります。

下の「地域との連携による家畜重要疾病対策

強化」についてであります。

現在、国内で流行している豚熱や韓国で感染

が拡大しているアフリカ豚熱のウイルスへの備

えとして、県内に生息する野生イノシシの血液

などを用いたＰＣＲ検査を実施し、全て陰性を

確認しております。

また、近年、全国的に発生頭数が増加してい

る牛伝染性リンパ腫に対しまして、家畜保健衛

生所で抗体検査を実施し、地域ぐるみの清浄化

対策を支援しております。

66ページを御覧ください。

上の「みやざきの家畜防疫強靱化」につきま

しては、県内の農場へのウイルス侵入防止対策

をより強化するため、農場における防疫資機材

の整備とともに、水際団体が行う靴底消毒など

に対し、消毒資材の導入支援を行いました。

また、地域防疫の核となる市町村自衛防疫推

進協議会が行う消毒巡回や防疫研修会といった

自主的な活動に対する支援を行いました。

以上が主要施策の成果でございます。

最後に、監査における指摘事項については、

該当ございません。

。○内田主査 執行部の説明が終了いたしました

ただいまの説明について質疑はございません

。 、 、か 質疑の際は ページ数をお伝えいただいて

項目、課ごとにお願いしたいと思います。

資料36ページの「持続可能なみ○永山副主査

やざきグリーン農業構築」の実績内容で、有機

農業産地づくり推進が３地区という形で、１市

３町ということなんですけれども、この１市３

町がどこなのかを教えていただきたいと思いま

す。

有機農業産地づくり○戸髙農業普及技術課長
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、 、 、推進の３地区につきましては えびの市 綾町

それから高鍋町と木城町の共同の取組として１

地区で合計１市３町でございます。

農林水産省が進めている取組でありますけれ

ども、この地区は、地域ぐるみで有機農業を推

進することを「オーガニックビレッジ宣言」と

して公表いたしました１市３町になります。

先ほど少し触れられていた国の○永山副主査

「みどりの食料システム戦略」にて、2050年ま

でに有機農業の割合25%を目指すということで、

そこに向けてまだ始まったばかりだとは思うん

ですけれども、将来的にこういった有機農業産

地づくりの推進というのを引き続きされていく

予定でしょうか。

有機農業につきまし○戸髙農業普及技術課長

ては、御指摘がありましたとおり、国の「みど

りの食料システム戦略」に対応した環境の負荷

低減を図る取組でありまして、県といたしまし

、 。ても 今後推進してまいりたいと思っています

第八次宮崎県農業・農村振興長期計画におき

ましても、令和７年度に523ヘクタールに拡大す

るという目標を定めて取組を進めたいと考えて

おります。

資料41ページなんですが、農産園○脇谷委員

芸課における負担金・補助及び交付金の不用額

が３億円ほどありますけれども、これの主なも

のはなんでしょうか。

資料の44ページに「強い○白石農産園芸課長

産地づくり対策」の主な実績内容を掲げており

ますけれども、この中で、一番不用額が大きい

ものが、令和６年度へ繰越しをいたしました集

出荷貯蔵施設となります。これはＪＡ宮崎中央

の総合選果場ハピスと呼ばれている施設でござ

いますが、事業費が当初７億5,000万円程度を予

定しておりましたけれども、入札残が発生しま

、 。して ２億900万円ほどの不用額が出ております

それから、次に大きいものは、主な実績内容

の１行目の２つ目のポツ、種子種苗生産関連施

設でございます。これは宮崎市に新たにできま

した、キュウリ、ピーマン等の２次育苗を行っ

て、生産者に苗を供給する、ひなたファームと

呼ばれている施設でございまして、民間企業が

設立したものでございます。こちらは事業費が

３億9,000万円ほどで、１億8,000万円程度の補

助金が出ておりますが、ここで6,600万円ほどの

不用額が出ております。

それぞれの施設の整備につきましても、同様

に不用額が出ておりますので、合計しますと、

御指摘のような額になるというところでござい

ます。

、○脇谷委員 不用額が大きくなるということは

やはり施設などを造るときにそれができなかっ

たというような感じではあると思うんですけれ

ども、事業によっては国が補助金を２分の１出

しているということで、その施設の利用目的と

、 、いいますか そういったことを検査するときに

不用額について指摘をされないかというところ

があると思うんですが、それは大丈夫なんです

か。

当初計画している施設に○白石農産園芸課長

つきましては、利用目的に沿ったものができて

おります。事業実施主体が当初概算の見積りを

取って事業要望を上げて、それから国に事業申

請を行うわけですけれども、近年、鋼材価格や

資材価格が上昇しておりますので、申請額と実

際の入札額 今回、非常に厳しい競い合いで─

入札価格が落ちました。そういったことでの入

札残でございますので、利用の目的に沿った施
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設はきっちり完成しているということでござい

ます。

（ ） 、○中野委員 節 負担金・補助及び交付金は

どこに支出するものなのでしょうか。

基本的には事○川畑農政水産部次長（総括）

業主体ですので、例えば、農業者であったりと

かＪＡということになります。

ということは、県からそういう関○中野委員

係団体とか農業者に支払われるお金ですか。

不用額の半分以上はその負担金・補助及び交

付金なんですよね。そういうところに払わなく

て不用額になっているわけですが、それが不用

額24億円のうち13億円もあり、巨額なお金だと

思います これが本当に支出されていれば もっ。 、

と農家が潤ったり関係者が非常に活気づいたん

じゃないだろうかという気がしたんです。

農政水産部のほとんどの課が不用額に占める

負担金・補助及び交付金の割合が大きいです。

予算をつけたんだから、もっと農村とか農家と

かそういう団体の中に踏み込んで、いろんなこ

とをやって、お金が流れていくようなことをし

てもらわないと、物すごく農村が疲弊している

わけですから、その一助を担っているんじゃな

いかなという気がしたんです。

不用額に占める割合が大きいということは、

やはり畜産行政の反省すべきところじゃないの

かなという気がしたんです。具体的にどれがど

れだということは言いませんけれども 今 ざっ、 、

と暗算しても不用額の半分を越えています。総

。合評価ということで部長に考えをお尋ねします

それぞれの細かい補助金○殿所農政水産部長

については、私も詳しいところは承知しており

ませんが、全体的に、今、説明がありましたよ

うに国庫補助があって、農業者とか農業団体が

こういうものを造りたいという希望を出して、

県を通して国に上げます。そして、それが通っ

たら、県はその分の予算を組むわけですが、実

際、必要なものを造ってみたところ、入札残と

かそういったものでお金が少し不用になったも

のがあった場合、それについては国に対しても

必要な分だけを改めて申請をして国庫補助が確

定しますので、残りの部分というのはどうして

も不用額になってしまいます。

一部の補助金については、残った部分をほか

の案件に回してもよいというようなものもあり

ますが、ほとんどの場合は、一番最初に計画を

認めるというステップがありますので、認めら

れたものに対して必要な施設を造って、入札を

したときに残ったお金は、結果としてこの不用

額ということになってしまいます。

農業者や農業団体が必要だと思って計画を立

てられたものについては、国との調整もしっか

り行った上で計画的にできているものと理解を

しているところでございます。

我々の立場や立ち位置からして農○中野委員

政問題は非常に重要なことで、個人的にも課題

だと思って議員としてずっと取り組んできたん

です。

今回のような不用額については、令和５年度

だけに限らず これは推測の範囲内であり、─

より以前の資料を見ないと分かりませんが ずっ、

。と過去もそういう傾向だったんだと思うんです

国をはじめ県もですが、農政策をいろいろ立

ててやっているけれども、そんなふうにして実

際に補助金を支払うことにならなかった い─

ろいろやったけれどもできなかった、支払う基

準になかったとか、いろいろ理由があると思う

んですが、こんなに返金しなければならなかっ
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、 。たということは 農政の空回りだと思うんです

県が農政の窓口として、毎年そこのところを

チェックしていけば空回りすることが少しずつ

なくなるんじゃないかなという気がしてならな

いんです。

だから、この辺のことを毎年繰り返しチェッ

クして反省し、本来の農政としてのお金の使い

方をして、農家、あるいは農村のニーズに応え

ていくべきだということを聞きながら思ったん

です。

食料・農業・農村基本法がある中で、法律は

立派なことをうたい込んでいます。実際にこの

ように具体的になれば、空回りをして不用額が

増えます。そのお金は全部使われていないとい

うことですから、全国で集めれば物すごいお金

だと思うんです。

具体的なことは分かりませんが、使わないお

金が国やそれぞれの都道府県の会計にたくさん

戻っていけば 政策をしてこうだとやってい─

るけれども、実際は実行されない政策がたくさ

んあると、農政の空回りであると判断せざるを

得ないと思います。

宮崎県の農政の現場としての農政水産部だか

ら、そのことを国に力強くこうだと言っていた

だき、実効的にお金が使われるようにしていた

だきたい。農村でそのお金が消費されて、地方

の活性化とか農家の育成とかいろんなことにつ

、 、ながっていかなければ 予算を幾らつくっても

言っていることと実際に実行されていることの

、 。ギャップというか ずれを感じてしまうんです

需要全体からすれば不用額というのは僅かだ

、 。けれども その僅かな不用額も貴重なお金です

しかも、直接農家とか農村とか、いろんな農業

関係の団体に流れるべきお金が大半だというこ

とです。私の暗算が間違っているかもしれませ

んが、13億円というお金はやはり大きいですか

ら、その辺のことを反省もしてもらって、不用

額が少なくなるようにしていただきたい。

農政水産部の中でいろんな工夫をして使って

余ることは、不要な経費を使わずに済むわけで

すから、それはいいと思うんです。農家に行く

べき、末端に行くべきお金が不用になるという

ことはいかがなものかなと思いながら、資料に

目を通して説明を聞きました。

ぜひ、そういうことでその辺のチェックも繰

り返し行い、国に対してもしっかりと報告し、

使う必要もなかったお金だから、もっと使うべ

きお金は何なのかということに仕向けてほしい

と思ったところです。

資料14ページの「鳥獣に打ち勝つ○脇谷委員

魅力あふれる農山村づくり」について、負担金

・補助及び交付金の不用額が1,000万円あって、

その1,000万円については、市町村有害鳥獣捕獲

が計画を下回るということをおっしゃっておら

れましたが、この意味が分からないので教えて

ください。

今回の不用額につ○下田中山間農業振興室長

きましては、95％以上は侵入防止柵の入札残と

いうことでありまして、先ほど説明しました捕

獲の計画を下回ったということについては、５

％未満の不用額になっております。事業の内容

につきましては、市町村ごとに捕獲の計画を出

しまして、それに基づいて国の交付金を活用し

て交付決定をしております。

そういった中で、具体的な不用額を申します

と、24万2,000円なんですけれども、やはり自然

界にいる野生動物でありますので、どうしても

捕獲頭数に若干の誤差が出まして、そこは不用
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となってしまったというところでございます。

「鳥獣に打ち勝つ魅力ある農村づ○荒神委員

くり」について 「鳥獣に打ち勝つ」ということ、

ですが、具体的にどのようなことをしてこのテ

ーマづけをなされたのでしょうか。遊休地や荒

廃地も増え、年々被害が増える一方ですから、

これに打ち勝つということは、具体的にどうい

うことなのかなということがまず１点です。

そして、環境森林部のほうでもこういう対策

があるわけですが、そのすみ分けというのはど

のようにされて事業に取り組んでいるのか教え

ていただきたいと思います。

事業名の「打ち勝○下田中山間農業振興室長

つ」という言葉でございますが、本県の農作物

の被害のピークが平成24年でございまして、こ

のとき10億円ほどございました。これが、対策

を講じることで順調に被害額は減っていったわ

けなんですが、ここ５年間ぐらいは、３億円前

後で横ばいになっており、下げ止まりになって

います。そういった状況に打ち勝つということ

で、この事業名はつけさせていただいたところ

でございます。

具体的な対策の内容については、基本的には

大きな３本柱ということでございまして、まず

１点目が生育環境の管理 例えば、放任果樹─

というのを作らないとか、鳥獣を寄せつけない

といった管理です。

２点目が、今、事業で推進しております、鳥

獣を中に入らせないということで侵入防止柵を

整備することです。

３点目が捕獲で、捕獲圧をいかに高めるかと

いうことで、この３本柱で進めているところで

ございます。

先ほど、被害が下げ止まっていると申し上げ

ましたけれども、市町村ごとの被害を見てみま

すと、例えば昨年度は、18市町村は被害が減少

していますが、８市町村については被害が増加

しているというところがございます。

集落ごとに分析をしてみますと、対策を講じ

てもなお被害が出るというところがございます

ので、こういったところに対して重点現地支援

、 、ということで 鳥獣センターの力も借りまして

プッシュ型 こちらから出向いて、集落と一─

緒に対策を講じていくということが大事かなと

思っております。こういった重点現地支援とい

うのを今後も強化してまいりたいと考えており

ます。

事業のすみ分けについて、農政水産部は農作

物の被害対策ということで、環境森林部は林業

の被害対策ということになります。

捕獲については環境森林部が所管をしており

ますが、私ども農政水産部のほうでは、国の交

付金を活用して捕獲をしているところでござい

ます。

昨年度は交付金を活用しまして、イノシシ、

鹿等を全て含めまして３万3,000頭ほど捕獲をし

たところでございます。このほか狩猟による捕

獲もございますので、全体的には５万頭弱の捕

獲がございますが、農政水産部としましては、

交付金を活用して３万頭レベルで有害鳥獣の捕

獲をしているというところでございます。

鳥獣害は環境森林部とか農政水産○荒神委員

部とか関係なくあるわけですので、その辺を考

えなければいけないのかなと思っています。

被害のピークが平成24年とのことですが、ハ

ンターは少なくなっているのに、被害額が少な

くなっているというのは、その被害の多い農地

の耕作をしないからということも一つあると思
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います。

電気柵も一つの方法ですが、数年たつと鳥獣

のほうが一歩上で、もう慣れて、そういうのを

見抜き、耕作者ももうその地域では耕作しない

わけです。

鳥獣は実のいいところに求めていくわけです

から、どんどん人家のほうに攻めてくるという

ような状況が中山間地域の現状なんです。被害

額が少なかったからこの事業は成功だというこ

とは一概には言えないところがあります。

、 、ハンターは少なくなり 利便性を求めた農地

法人、いろいろあるわけでございますが、その

辺は徹底して、まさしく打ち勝つ対策をしてい

かないと、豚熱の問題もありますし、いろいろ

なものに転嫁する 今以上に被害が増えてく─

。るというのは目に見えているような気がします

その辺を環境森林部とも連携していただきたい

と思います。

県では鳥獣被害対○下田中山間農業振興室長

策の特命チームというものを構成しておりまし

て、副知事をトップとして、我々農政水産部と

環境森林部、あと福祉保健部等も入りまして、

連携して進行管理をしております。

現場では農林振興局の中で農政サイド、林務

サイドが連携して取り組んでおりますので しっ、

かり連携した対策を講じてまいりたいと考えて

おります。

資料24ページの「みやざきロー○永山副主査

カルフードプロジェクト（ＬＦＰ）強化」につ

いて、みやざきＬＦＰプラットフォームの入会

者が248事業者ということで、これはいわゆる１

次産業の農林漁業者や加工販売とかいろんな団

体がプラットフォームに加入されているとは思

うんですが、実際の農林漁業者の加盟数が分か

れば教えてください。

また このプロジェクトにて新たに６プロジェ、

クトを立ち上げたということだと思うんですけ

れども、このローカルフードプロジェクトは６

次産業の一歩先の食品を使った地域おこしみた

いな側面もあるというように認識しているので

すが、これまでのプロジェクトの総数が分かれ

ば教えてください。

ＬＦＰのプラッ○押川農業流通ブランド課長

トフォームの会員につきましては、248事業者の

。 、うち70名近くは農業者が占めております あと

食に関係する業者が50社ほどで、あとは卸売と

か商社の方々が入っていらっしゃるということ

で、もう少しそれぞれの分野でのメンバーを増

やしていきたいと思っております。

プロジェクトの数なんですが、令和５年度は

６つのプロジェクトをやりました。昨年度が７

つ その前が８つということで 今 21プロジェ、 、 、

クトをやらせていただいております。そこから

生まれた商品数は１プロジェクトから大体２つ

ぐらい出ておりますので、40～50商品は今作っ

ている段階でございます。

地域活性化にもつながる取組だ○永山副主査

と思いますので、全県下に広がるように期待し

ております。

ほかに質疑はございませんか。内田主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって農政企画○内田主査

課、農業流通ブランド課、農業普及技術課、農

産園芸課、畜産振興課、家畜防疫対策課の審査

を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時９分休憩
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午前11時14分再開

それでは、分科会を再開いたしま○内田主査

す。

これより、農村計画課、農村整備課、担い手

農地対策課、水産政策課、漁業管理課の審査を

行います。

令和５年度決算について各課の説明を求めま

す。

令和５年度の決算状況○城ヶ﨑農村計画課長

等につきまして御説明いたします。

。決算特別委員会資料５ページを御覧ください

農村計画課は、一般会計のみで表の一番下に

ありますように 最終予算額は31億1,987万8,500、

円、支出済額は23億4,597万1,166円、翌年度へ

の明許繰越額は７億6,550万8,000円、不用額

は839万9,334円、執行率は75.2％であり、繰越

額を含めた執行率は99.7％でございます。

次に、決算事項別明細について御説明いたし

ます。

69ページを御覧ください。

目 農業総務費でございますが 不用額が247（ ） 、

万3,408円であります。不用額の主なものは職員

の給与や共済費等の人件費のほか、下から４段

目の委託料になりますが 「公共工事品質確保強、

化事業」において、工事点検件数の減に伴い旅

費等の執行残が生じたものであります。

次に、70ページを御覧ください。

目 農地総務費でございますが 不用額が121（ ） 、

万1,482円、執行率が58.9％、翌年度繰越額を含

めますと99.9％であります。

次の71ページになりますけれども、不用額の

主なものは、上から３段目の職員の共済費であ

ります。

次に （目）土地改良費でございますが、不用、

額が423万2,680円であります。

72ページを御覧ください。

不用額の主なものは、旅費や需用費等の執行

残が生じたものであります。

、 、続きまして 主要施策の成果につきましては

その主なものを御説明いたします。

74ページをお開きください。

「地籍調査」につきましては、繰越予算で宮

崎市ほか７つの市と村、現年予算では宮崎市ほ

か11の市町村及び南那珂森林組合において実施

しております。

その結果、75ページのとおり、昨年度は44平

方キロメートルの調査を実施しており、令和５

年度末の進捗率は73.7％となっております。ま

、 、た 西米良村全域の調査が令和５年度に完了し

完了町村数は11となりました。

次に、76ページを御覧ください。

「土地改良事業負担金」につきましては、国

営土地改良事業に係る県の負担金であり、大淀

川右岸地区ほか８地区で執行しました。

77ページを御覧ください。

上段の「スマート畑かん大規模経営体育成支

援」につきましては、農業試験場畑作支場にお

きまして、自動かん水装置の実証をサトイモ、

ニンジンの２品目で行うとともに畑かんエリア

の農業者に対して、自走式散水機等の体験機会

を提供するなど、省力化機材の導入促進に取り

組みました。

下段の「畑かん活用農業経営体チャレンジ支

援」につきましては、畑かん営農技術に係る研

修会等を開催しまして、その技術の普及促進を

図るとともに、展示圃場の設置であるとか講演

、 、会への畑かんマイスターの活用に加え ラジオ

ホームページによる畑かん効果のＰＲに取り組
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みました。

以上が主要施策の成果でございます。

なお、監査における指摘事項については、該

当ございません。

資料６ページを御覧くだ○上村農村整備課長

さい。

農村整備課は一般会計のみで、一番上にあり

、 、ますとおり 最終予算額は212億9,183万9,544円

支出済額は134億770万2,536円、翌年度への明許

繰越額は71億8,290万7,000円、事故繰越額は４

億5,200万6,000円、不用額は２億4,922万4,008

円で、執行率は63％、繰越額を含めた執行率

は98.8％でございます。

次に、決算事項別明細について御説明いたし

ます。

79ページを御覧ください。

目 農業振興費でございます 執行率は71.7（ ） 。

％、翌年度繰越額を含めますと99.9％でありま

す。

80ページを御覧ください。

目 農地総務費につきましては 不用額が190（ ） 、

万8,944円であります。これは、県単独費で支出

を予定していた人件費の一部を補助公共事務費

に振り替えたことによるものであります。

81ページを御覧ください。

目 土地改良費につきましては 不用額が908（ ） 、

万3,461円、執行率は60.7％で、翌年度繰越額を

含めますと99.9％であります。主な不用額は、

次の82ページにあります負担金・補助及び交付

金で、これは改良事業「農業水利施設電気料金

」 、 、高騰対策支援 において 土地改良区等に対し

農業水利施設に係る電気料金高騰分の一部を支

援したものでありますが、実績額が予定額を下

回ったことに伴うものでございます。

（目）農地防災事業費につきましては、不用

額が１億7,736万5,823円、執行率は54.8％で、

翌年度繰越額を含めますと96.1％であります。

主な不用額は、次の83ページにあります工事請

負費で、これは県営農業用河川工作物応急対策

事業において、工事の年度内執行が困難となっ

たため、事業費を減額したものであります。

84ページを御覧ください。

（目）耕地災害復旧費につきましては、不用

額が6,077万7,000円、執行率は70.9％で、翌年

度繰越額を含めますと97.7％であります。主な

不用額は、災害復旧に係る国の予算措置が次年

度以降となったことによるものであります。

続きまして、主要施策の成果につきまして主

な取組を御説明いたします。

86ページを御覧ください。

「多面的機能支払交付金」につきましては、

農地周辺の草刈りなどの基礎的な活動を行う農

地維持支払において、428組織に対して支援を行

い、取組面積は２万7,138ヘクタールであり、農

業農村の有する多面的機能の維持・発揮が図ら

れました。

87ページを御覧ください。

一番上の新規事業「みやざき田んぼダム啓発

推進」につきましては、日南市の東郷地区ほか

１地区において、降雨時の水位観測など田んぼ

ダムの実証試験を実施しました。

下の改善事業「農業水利施設電気料金高騰対

策支援」につきましては、土地改良区等の27団

体に対して、老朽化した揚水設備更新等の一部

を支援いたしました。

89ページを御覧ください。

「 」 、下の 県営畑地帯総合整備 につきましては

三股町の高才第１地区ほか41地区において、国
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営関連事業として畑地かんがい施設などの整備

を行いました。

90ページを御覧ください。

上の「県営経営体育成基盤整備」につきまし

ては、宮崎市の村内地区ほか23地区において、

水田の区画整理などを行いました。

92ページを御覧ください。

「 」 、下の 中山間地域総合整備 につきましては

高千穂町の上野地区ほか７地区において農業用

用排水路や農道などの整備を行いました。

93ページを御覧ください。

下の「県営ため池等整備」につきましては、

日之影町の一の水地区ほか27地区において、た

。め池の堤体の改修や用水路の整備を行いました

94ページ御覧ください。

上の「県営湛水防除」につきましては、宮崎

市の正蓮寺地区ほか３地区において、排水機や

排水路の整備を行いました。

96ページを御覧ください。

団体営耕地災害復旧 につきましては 五ヶ「 」 、

瀬町ほか20市町村で農地や農業用施設に係る災

害復旧の支援を行いました。

今後も事業効果の早期発現のため、効率的か

つ効果的な事業実施を図ってまいりたいと考え

ております。

以上が、主要施策の成果でございます。

最後に、監査における指摘事項については該

当ございません。

机上配付資料の６○梶原担い手農地対策課長

ページを御覧ください。

担い手農地対策課は、一般会計のみで、上か

ら２段目にありますとおり、最終予算額が24

億1,558万4,920円 支出済額が22億2,564万5,840、

円、翌年度への明許繰越額が5,296万2,743円、

不用額は１億3,697万6,337円で、執行率は92.1

％、繰越額を含めた執行率は94.3％でございま

す。

次に、決算事項別明細について御説明いたし

ます。

99ページを御覧ください。

上から３段目にあります （目）農業総務費に、

つきましては、不用額1,702万9,333円でござい

ます。主なものは、下から４段目にございます

負担金・補助及び交付金で、農業委員などの活

動及び成果実績に基づき配分される国の農業委

員会交付金等の交付決定に伴う減額によるもの

でございます。

次に、下から３段目にございます （目）農業、

改良普及費につきましては、不用額が5,984

万5,455円でございます。

100ページをお願いいたします。

主なものは、下から４段目にあります負担金

・補助及び交付金で 「みやざき新規就農者育成、

総合対策事業」におきまして、国の交付決定に

伴う減額等によるものでございます。

次に、下から３段目にございます （目）農業、

振興費につきましては、不用額が5,633万6,003

円でございます。

101ページを御覧ください。

主なものは一番下の段にあります負担金・補

助及び交付金で 「農業経営体育成支援事業」に、

おきまして国の交付決定に伴う減額等によるも

のでございます。

次に、102ページを御覧ください。

下から５段目にございます （目）農地調整費、

につきましては、不用額が293万8,325円、執行

率が79.2％ 翌年度繰越額を含めた執行率は97.8、

％でございます。
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103ページを御覧ください。

不用額の主なものは、下から２段目にござい

ます負担金・補助及び交付金で、宮崎県農業振

興公社に対する補助事業の実績の確定に伴うも

のでございます。

続きまして、主要施策の成果について、主な

取組を御説明いたします。

104ページをお願いいたします。

「 」 、改善事業 みやざきで就農！サポート では

県内外における計７回の就農相談会の開催や、

就農希望者を農業法人等に派遣し、研修を行う

お試し就農におきまして、61名が参加、うち38

名が継続雇用となるなど、新規就農者の確保に

取り組んだ結果、令和５年度の新規就農者数

は360人となりました。

107ページをお願いいたします。

２段目の改善事業「農業雇用人材マッチング

促進支援」では、県内４か所でアプリやウェブ

を活用した多様な人材の確保等の検証を行うと

ともに、受入れ環境の改善を図るため、１か所

で休憩所やトイレ等の環境整備を支援いたしま

した。

108ページを御覧ください。

１段目の改善事業「農業外国人材確保・定着

体制構築」では、技能実習生の受入れを支援す

る監理団体２団体を県内に誘致するとともに、

外国人材の住居確保のため、県営住宅４戸を改

修いたしました。

また、令和４年10月に本県と連携合意を締結

しておりますベトナム国立農業大学内に設置し

ている宮崎クラスから、13名の技能実習生を４

つの経営体に受け入れました。

「 」２段目の改善事業 農地中間管理機構等支援

では、農地中間管理機構が1,287ヘクタールの農

地を借り受け、再契約も含め1,898ヘクタールを

貸し付けるなど、農地の集積を着実に進めてい

るところでございます。

。以上が主要施策の成果についてでございます

最後に、監査における指摘事項につきまして

は該当ございません。

委員会資料の６ページを○西田水産政策課長

御覧ください。

一般会計の下から２番目の水産政策課の欄、

最終予算額は18億2,712万円 支出済額は15億809、

万1,912円、翌年度への明許繰越額は１億5,997

万6,000円、不用額は１億5,905万2,088円で、執

行率は82.5％、繰越額を含めた執行率は91.3％

でございます。

次に、特別会計の水産政策課の欄、最終予算

額は２億5,475万8,000円、支出済額は7,854

万6,555円、不用額は１億7,621万1,445円で、執

行率は30.8％でございます。

続きまして、決算事項別明細について御説明

いたします。

111ページを御覧ください。

（目）水産業総務費の不用額が428万2,214円

でございますが、主なものは共済費でございま

す。

次に、112ページを御覧ください。

（目）水産業振興費の不用額が１億4,716

万1,183円、執行率は81.7％でございます。

113ページを御覧ください。

主なものは、上から３段目の負担金・補助及

び交付金でございますが、これは主に「内水面

漁業振興対策」において、特定疾病に指定され

ているコイヘルペスウイルス病が発生した場合

に備えて、コイの処分費用等を計上しているも

のですが、その発生がなかったことなどにより
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不用となったものでございます。

（目）水産業協同組合指導費の不用額が202

万1,198円でございます。主なものは、一番下の

段の負担金・補助及び交付金でございますが、

これは説明の欄の漁業共済普及促進において、

養殖業者に大きな損害を与える赤潮が発生した

場合に、損害を補塡するための養殖共済の赤潮

特約の掛金を助成しているものですが、漁業共

済普及促進事業の補助額が確定したことに伴う

ものでございます。

114ページを御覧ください。

（ ） 、目 水産試験場費の不用額が558万7,493円

執行率は63.8％ 翌年度繰越額を含めますと98.8、

％でございます。これは主に、天候不良による

航海日数の減により、漁業調査船みやざき丸の

燃料費が見込みを下回ったことによる需用費の

執行残や、機器の保守点検費用や通信費が見込

みを下回ったことによる役務費の執行残などで

ございます。

次に、116ページを御覧ください。

宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計でございま

す。

（目）水産業振興費の不用額が１億7,621

万1,445円、執行率は30.8％でございますが、こ

の特別会計につきましては、宮崎県歳入歳出決

算審査意見書におきましても、意見・留意事項

等をいただいておりますので、後ほど一括して

説明させていただきます。

続きまして、主要施策の成果について、主な

取組を御説明いたします。

121ページを御覧ください。

一番上の新規事業「漁業ＤＸによる担い手確

保育成」につきましては、多様な人材の確保・

育成を行うため、漁業就業を希望する人に対し

てスタートアップ研修を実施するとともに、所

得の向上・安定化を図るため、電子商取引であ

る産直ＥＣの取組に必要な機器等の導入を支援

したところでございます。

122ページを御覧ください。

中ほどの新規事業「県産キャビア競争力強化

技術開発」につきましては、通常は雄と雌が１

、対１で生まれるチョウザメ稚魚の生産において

遺伝的手法を活用し、雌のみを産む遺伝的特性

を持った「超メス」候補稚魚の生産技術を開発

したところでございます。

次の新規事業「漁業用製氷施設の省エネ推進

対策」につきましては、県内で漁業用の氷の製

造・供給を行う７つの施設について、電気料の

価格上昇分の一部を支援するとともに、同施設

の省エネを図るための実施計画策定を支援する

ことで、漁業者の経営安定化につなげたところ

でございます。

123ページを御覧ください。

一番上の新規事業 漁業経営セーフティーネッ「

ト等対策緊急支援」につきましては、国の漁業

経営セーフティーネット構築事業における積立

金相当額や、養殖用飼料原魚購入経費の一部を

支援したところでございます。

124ページを御覧ください。

一番上の「水産業試験」につきましては、水

産資源分野では、ＩＣＴ等技術を活用した次世

代型資源利用技術の開発など４課題、増養殖・

漁場保全分野では新興・再興感染症の対策に関

する研究など５課題、経営流通分野ではカツオ

・マグロ漁業の収益向上に関する研究など３課

題、内水面増養殖分野ではチョウザメ効率的種

苗生産技術開発など４課題、合計16課題に取り

組んだところでございます。
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次の新規事業「水産試験研究体制強化」につ

きましては、水産試験場の高度化と効率化、施

設及び運営の合理化を図るため、水産試験研究

体制の強化に対する調査・検討を行い、水産業

の成長産業化に資する水産試験研究体制強化基

本計画を策定したところでございます。

その下の新規事業「水産試験場施設整備」に

つきましては、水産試験研究体制強化基本計画

に基づき、水産試験場の研究機能と宮崎県水産

振興協会の種苗生産機能を一体化した増養殖技

術高度化施設に係る設計を行うもので、繰越し

の手続を行い、令和６年度に実施しているとこ

ろでございます。

以上が主要施策の成果でございます。

次に、別冊資料であります、令和５年度宮崎

県歳入歳出決算審査意見書の36ページを御覧く

ださい。

沿岸漁業改善資金特別会計につきましては、

沿岸漁業改善資金助成法に基づき、県が沿岸漁

業従事者等に対して行う経営改善資金等の無利

子の貸付事業の経理を行うために設置されたも

のであります。

まず、歳入の欄を御覧ください。

調定額２億6,103万1,555円、収入済額２

億6,103万1,555円となり、収入未済額はござい

ません。

その下、歳出の不用額の欄を御覧ください。

不用額が１億7,621万1,445円でありますが、

これは主に貸付金の執行残でございまして、翌

年度に繰越しを行い、過年度貸付けに対する償

還金と合わせて翌年度の貸付財源となっており

ます。

最後に、一番下の意見・留意事項等にありま

、「 、すとおり 資金の利用促進に努めているものの

引き続き、資金の有効活用が望まれる」との意

見であります。

水産政策課としましては、御意見にあります

資金の有効活用の観点から、令和５年度に資金

。 、規模の適正化を行ったところです 具体的には

国の基準に基づき算出した額3,858万円を減額

し、そのうち３分の２を国庫に返納するととも

に、残りを県一般会計に繰り入れる措置を行い

ました。

今後とも、農林振興局及び関係団体を通じた

希望調査により資金需要を確認しつつ、資金の

効率性を確保するため、必要に応じて資金の適

正化を図ってまいります。

決算特別委員会資料の６○安田漁業管理課長

ページを御覧ください。

漁業管理課は、一般会計のみで、上から４段

目にありますとおり、最終予算額は56億4,243

万6,000円、支出済額は37億2,503万1,153円、翌

年度への明許繰越額は18億917万6,000円、不用

額は１億822万8,847円で、執行率は66％、繰越

額を含めた執行率は98.1％でございます。

次に、決算事項別明細について御説明いたし

ます。

127ページを御覧ください。

（目）水産業総務費の不用額が193万4,799円

であります。主なものは共済費であります。

128ページを御覧ください。

（目）水産業振興費の不用額が3,457万3,554

円であります。

129ページを御覧ください。

主なものは１段目の負担金・補助及び交付金

でございますが、これは「種子島周辺漁業対策

事業」における事業費の確定に伴う執行残など

によるものであります。
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130ページを御覧ください。

（目）漁港管理費の不用額が220万7,963円、

執行率は74.6％ 翌年度繰越額を含めますと99.1、

％であります。不用額の主なものは131ページの

４段目の委託料でございますが、これは漁港や

海岸の漂着物処理費用が見込みを下回ったこと

などによるものであります。

（目）漁港建設費の執行率は55.3％、翌年度

繰越額を含めますと100％であります。翌年度へ

の繰越しは関係機関との調整等に日時を要した

ものであります。

133ページを御覧ください。

（ ） 、目 海岸保全費の不用額が2,543万6,000円

執行率は57.2％ 翌年度繰越額を含めますと95.3、

％であります。不用額の主なものは、下から３

段目の委託料でございますが、これは令和４年

台風第14号により海岸保全区域に漂着した流木

等の処理費用が見込みを下回ったことによるも

のであります。

134ページを御覧ください。

目 漁港災害復旧費の不用額が2,907万3,714（ ）

円、執行率は79.6％であります。これは漁港施

設の被災に対する復旧予算として計上しており

ましたが、災害復旧費が見込みを下回ったこと

によるものであります。

目 水産災害復旧費の不用額が1,311万1,000（ ）

円、執行率はゼロ％であります。これは水産施

設の被災に対する復旧予算として計上しており

ましたが、水産施設において災害が生じなかっ

たため不用額となっております。

続きまして、主要施策の成果について、主な

取組を御説明いたします。

135ページを御覧ください。

「資源管理イオベーション推進」では、本県

の沿岸資源の持続的利用を推進するため、沿岸

漁業で利用されるアマダイなど９種類の魚の資

源評価を行いました。

また、持続可能な資源の造成を目的としてヒ

ラメ稚魚の放流を行いました。あわせて、漁業

者が行う藻場や干潟等の漁場保全活動の支援に

も取り組んだところであります。

136ページを御覧ください。

２段目の「海藻等養殖施肥マニュアル作成」

では、海藻等養殖で不足する窒素やリンなどの

栄養塩を効率的かつ安定的に強化するためのマ

ニュアル作成に向けた実証を行ったところであ

ります。

次の「水産基盤（漁場）整備」では、日向灘

沖合に来遊するカツオやマグロ等の回遊資源を

滞留させ、操業の効率化を図る表層型浮漁礁に

ついて、更新を行うとともに、耐用年数を経過

した中層型浮漁礁の撤去を実施したところであ

ります。

138ページを御覧ください。

「水産基盤（漁港）整備」では 「水産流通基、

盤整備事業」において、水産物の安定供給や流

通機能の強化を図るため、北浦漁港の防波堤及

び岸壁工事を実施したところであります。

また 「水産物供給基盤機能保全事業」におい、

て、老朽化により更新が必要となった漁港施設

の長寿命化を図るため、川南漁港ほか７漁港で

老朽化対策工事を実施したところであります。

さらに 「漁港施設機能強化事業」において、、

大堂津漁港ほか４漁港の地震・津波対策工事を

実施したところであります。

漁港施設の整備につきましては、引き続き、

地震・津波対策として防波堤等の整備を推進す

るなど、施設の強化対策に取り組んでまいりま
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す。

以上が主要施策の成果でございます。

最後に、監査における指摘事項については該

当ございません。

。○内田主査 執行部の説明が終了いたしました

ただいまの説明について質疑はございません

か。

農村計画課は、11課の中では予算○中野委員

が少ないほうではないんですが、不用額が極め

て少ないです。農政企画課、農村整備課、漁業

管理課も非常にすばらしい数字でありますが、

農村計画課は執行率が99.7％と、群を抜いてい

ると思います。僅かに不用額が839万9,334円あ

りますが、予算を計上するとき、あるいは予算

を執行する中での心構えやノウハウがあるのか

をお尋ねいたします。

執行につきましては、○城ヶ﨑農村計画課長

当然 旅費とか需用費とかそういったものをしっ、

かりと節減するような意識を持って業務に取り

組んでいるところでございます。その結果、不

用額がありますけれども、若干少なめに処理が

できたんじゃないかと考えております。

課長がいいのか担当職員の皆さん○中野委員

がいいのか分かりませんが、こうありたいもの

だなと思ったものでお聞きしました。今後もよ

ろしくお願いいたします。

次に、決算87ページでお尋ねします。

「農業水利施設電気料金高騰対策支援」とい

うことで、老朽化した揚水設備更新等への補助

、 、とかいろいろとありますが 西臼杵の用水路は

田んぼの位置のほうが高いものだから、電気で

揚水しないといけないというのを聞いたことが

あります。電気料金高騰額への補助が18団体と

ありますが、そういったところへの補助もあっ

たんでしょうか。

電気料金高騰額への補○上村農村整備課長

助18団体ということで、内訳を申しますと、西

臼杵管内が８団体と一番多くなっております。

、 、 、 、次が 北諸県が４団体 中部が３団体 西諸県

児湯、東臼杵が各１団体ということでございま

す。

農業経営上、不利な地域だと思い○中野委員

ます。今後も必要なときにはぜひ積極的に対策

を行ってほしいなと思います。よろしくお願い

いたします。

、 「 」 、それから 75ページの 地籍調査 について

令和５年度に西米良村全域の調査が完了し、完

了市町村数が11とありますが、この市町村名を

教えていただきたいのと、それから、進捗率ワ

ースト３の市町村を教えてください。

まず、完了している市○城ヶ﨑農村計画課長

町村ですけれども、三股町、高原町、新富町、

西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、

諸塚村、美郷町、日之影町でございます。

それから、進捗率が遅いというか低迷してい

る市町村は、西都市が約24％でございます。そ

の次に日向市が約41％でございます。その次が

串間市で約43％でございます。

ちなみに、えびの市は幾らでしょ○中野委員

うか。

えびの市は64.3％でご○城ヶ﨑農村計画課長

ざいます。

この地籍調査が済んだということ○中野委員

は、面積がきちんと把握されて、恐らく山あた

りは今までの面積からすると大分増え、農地等

も含めて減ったところはないと思います。調査

が終わってどのくらいで、新しい面積の固定資

産税が課税されるんでしょうか。
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市町村によって違いま○城ヶ﨑農村計画課長

すので、例えば、市町村全部が終わらないと課

税に反映しない市町村もございますし、そこそ

このエリアで完成した都度、課税に反映させる

市町村もあるというように聞いております。

この11市町村は全部課税をすると○中野委員

いうことになっているんですか。

完全に聞き取ったわけ○城ヶ﨑農村計画課長

ではございませんけれども、地籍調査が終わっ

ておりますので、当然、順次課税のほうに正し

。い数値が反映されているものと考えております

例えば、西都市は進捗率が24％で○中野委員

すが、これは調査が全て終了しないと課税しな

いという市町村になるんですか。

、○城ヶ﨑農村計画課長 把握をしていないので

少し調べさせてください。

何のために調査があったかという○中野委員

と、公平な課税というものが目的です。面積把

握をきちんとしていないということだと思うん

です。面積が分からず、課税が少なかった。早

く調査したから課税の対象になったというのは

不公平ではありますよね。ワースト３の市町村

は進捗率が50％に満たないわけですが、調査が

全て済んだところは恐らくきちっとした課税を

順次されたと思いますので、そのあたりのこと

は、それぞれの市町村への指導をよろしくお願

いしたいと思います。

西都市の課税の適用時○城ヶ﨑農村計画課長

期について、終了区域ごとに即課税に反映して

いる市町村の中に西都市が含まれておりますの

で、西都市の場合は調査が全て終わるまで待つ

のではなくて、調査が完了したらすぐに課税の

ほうに反映しているというように聞いておりま

す。

それはそれで不公平ですね。恐ら○中野委員

く面積が増えるんです。江戸時代から抱え地と

も言いますが、農地にはそういうようなところ

。 、がたくさんあるんです 山はいい加減なもので

。私の個人の山では10倍面積が出てしまいました

だから、この山よりも多いと思うんです。即課

税というところはまた考えもので、調査をして

いないところの人は文句を言わないのでしょう

か。

市町村によって課税の○城ヶ﨑農村計画課長

考え方が違いますので、地籍調査が終わってい

ないところで独自にそういう調査をされて、課

税をされているというところもあるというよう

にも聞いておりますし、それぞれの市町村の考

え方によるものだと考えております。

課税は公正公平であるべきだと思○中野委員

いますので、市町村の指導も含めて、一生懸命

進捗率を伸ばしてほしいと思います。よろしく

お願いします。

皆様にお諮りいたします。質疑も○内田主査

まだあると思うんですが、お時間も来ておりし

て、また、この後、１班、２班に集まっていた

だいて総括質疑というものも予定されておりま

す。一旦、休憩を挟ませていただいてよろしい

でしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、続きは午後１時再開という○内田主査

ことで、よろしくお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後０時58分再開

それでは、分科会を再開いたしま○内田主査

す。
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午前に引き続き、執行部の説明について、質

疑はございませんでしょうか。

農村整備課にお尋ねいたします。○荒神委員

資料87ページの「農業水利施設電気料金高騰対

策支援」について、物価高騰への対策という内

容なんですが、これは単年度の事業なのか、そ

れとも継続事業なのか、もしくは、今までに類

した事業があったのかをまずお聞きしたいと思

います。

今回の「農業水利施設電○上村農村整備課長

気料金高騰対策支援」については単年度の事業

です。令和４年度も同様の緊急支援ということ

で行ったものがございます。

昨年度からこういう事業が導入さ○荒神委員

れたという認識でいいんですね。そしたら、現

在、この事業により18団体が補助されているわ

けですけれども、補助対象になる内容はどうい

う内容であるのか、お尋ねいたします。

まず、老朽化した揚水設○上村農村整備課長

備等の更新への補助ということで、これについ

ては、電気料金の高騰に伴い、省エネ化に取り

組もうということで、施設の機器を更新する団

体に助成するものであります。補助の上限は定

額の200万円でございます。

もう一つの電気料金高騰額への補助について

は、令和５年度と令和３年度の単価差を比較し

て、高騰した分の２分の１を助成しましょうと

いうものでございます。

この設備更新は省エネという観点○荒神委員

からということで、また、電気料金高騰額への

補助は、令和５年度と令和３年度を比較して高

騰した分に対して補助するという内容とのこと

ですけれども、それぞれの団体によって電気料

。 、金はまばらだと思います 高いところもあれば

そこまでいかないところもあり、県内にはいろ

いろあると思うんですが、そのすみ分けはこの

対象の内容の中には入っていないんですか。

今回の18団体への補助の○上村農村整備課長

内訳を見ますと、一番高いところで174万8,000

円の助成、一番低いところでいきますと9,000円

の助成ということで大きく幅がございます。使

用する機器であったり電気量であったり、そう

いうことで各団体によって異なっている状況で

ございます。

お尋ねの仕方が悪かったと思うん○荒神委員

ですが、例えば戸数が100戸ある団体と、20～30

戸ある団体 かつては100戸あったけれども、─

離農などによって、遊休地があったとして、負

担する世帯数が減ったとすれば、やはり安いと

、ころも高く負担金が発生するわけですけれども

そういう内容は入っていないんですか。

それぞれの施設を所有す○上村農村整備課長

る団体に助成するものでありまして、例えば、

その施設が100ヘクタールをかんがいするもの

と、10ヘクタールをかんがいするものというよ

うに幅がある場合、それぞれの機器の電気量が

異なりますので、団体への補助額が異なると考

えております。

令和５年度から令和６年度にかけ○荒神委員

、 、 、て また 令和４年度から令和５年度にかけて

どこも高騰していると思うんです。それに１つ

のハードルなのかガイドラインは設けていない

んですか。

令和５年度と令和３年度○上村農村整備課長

の単価を比較して使用量に応じて補助しますの

で、下限値とか要件などは設けておりません。

全てが補助対象になると捉えております。

何を述べたいかと言いますと、今○荒神委員
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からはもちろん電気料金の高騰もそうなんです

けれども、中山間地域においてはやはり遊休地

や荒廃地の増加、また、離農して耕作者が減少

するのは目に見えています。

先ほども言いましたけれども、100戸あったの

が30～40戸になると、どうしても１戸あたりの

負担金は加算されます。米の問題も少し明るく

なっていますけれども 水利料金の負担金によっ、

て他の地域に耕作を求める現象も出てきていま

す。こういう支援策があるとすれば、その辺も

今後は研究する価値があるのではないかなと申

し述べて終わります。

水利施設の電気料金高騰対策支援○佐藤委員

ということですけれども、根本的に電気を使わ

なければできないところに、ポンプで水を揚げ

なくてもよくする 水を引き直すとかそうい─

う考え方は全くないんですか。

今回の事業においてはそ○上村農村整備課長

ういった対策はありませんけれども、水を引き

直して、別のところから水を持って来るという

ようなことになりますと、地域との合意形成で

すとか水利権といったものが関係すると思いま

すので、地元の方との合意が調った後に、そう

いった整備に進むものと考えております。

過去にそういう例がありますか。○佐藤委員

水源を別に設けるといっ○上村農村整備課長

た事例があるかということについて、申し訳ご

ざいません。現時点で把握できておりません。

今後はそういうことも必要なのか○佐藤委員

なと思います。いつまでも高騰する電気料金の

心配をするよりも、長い目で見れば、水を引き

直したほうがいいんじゃないかという考え方も

あると思うんですが、それは今後の対策として

必要だと思いますのでよろしくお願いします。

それこそ西臼杵は特に上野地区、下野地区、

あの辺りは二百数十万円の電気料金を払って水

田を営んでいますけれども そういうことがずっ、

と続くのかという心配はしております。未来永

劫、稲作というのがあるんだと考えております

ので、この事業も含めて、そういうところに早

めに手を打つ必要もあろうかと思います。

それと、資料87ページの県単事業で「みやざ

き田んぼダム啓発推進」とあります。日南市の

東郷地区ほか１地区とありますが、これはどう

いう実証ができて、今後どういうようにしてい

く考えなのか。私は、田んぼダムというのは、

治水の面からも災害に強い水対策として有効だ

と思うんですけれども、この事業が今どういう

状況なのか教えてください。

当事業につきましては、○上村農村整備課長

令和５年度から着手しておりまして、令和７年

度までの３か年を予定しております。

、 、令和５年度については 初年度ということで

ここに記載しています日南市の東郷地区と、西

都市の上三財地区の２か所で実証をしておりま

す。

実証の内容につきましては 降雨時 雨が降っ、 、

た際の水田の中の水位観測と、それに伴う排水

路の水位の観測、また、水田の中で水をためる

ことによって作物への影響があるかどうかと

いった生育調査を実施しているところでござい

ます。

台風が今も心配されておりますけ○佐藤委員

れども、台風のときには水がたくさん入ってい

たほうが稲は倒伏しませんが、田のあぜ、土手

がもたないというようなことで水切りを下げて

水は抜いてしまいます。

この田んぼダムという事業は、全国で国が推
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進しているものだと考えますけれども、しっか

りしたあぜを造って深みを増していけば、田も

崩壊しないし、田んぼダムの役割もして、水を

蓄えることができます。そしてそれが１週間も

水をためておく必要はないわけですから、稲の

。影響というのは大したことはないと思うんです

稲を刈る前までためておくということは無理で

すけれども、台風や大雨が過ぎれば、また抜け

。ばいいわけですからそれは問題ないと思います

田のあぜ、畦畔の補強が必要になろうかと思う

んですけれども、全国的に見て、宮崎県はこの

田んぼダムの啓発について、先を走っているの

か、それとも全国一律なのか教えてください。

令和５年度時点ですけれ○上村農村整備課長

ども、全国で言いますと約８万6,000ヘクタール

が田んぼダムに取り組んでいるところです。

宮崎県では、令和５年度時点でこの実証圃場

を加えまして約40ヘクタールということで、ほ

かの県と比較するとまだまだ取組は低い状況と

いうところでございます。

県内全域の田んぼダムが稼働する○佐藤委員

とすれば、数万トンの水を蓄えられると思いま

す。また、大雨が来て災害が起きやすいところ

は限られております。県北であれば耳川流域、

、 、五ヶ瀬川流域とか そういう地域ですけれども

そういうところの田んぼダムを強化していくと

いうことは防災・減災の面からも、さらには県

土強靱化という面からも非常に役立つと思いま

す。しっかりと早めの対策を先駆けてやってい

ただき、特に中山間地域は非常に雨の被害を受

けておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。

資料84ページの耕地災害復旧費に○脇谷委員

ついて、今年度の支出済額が約18億円というこ

となんですけれども、毎年このくらいなのか、

それとも少しずつでも増えているのかというの

を教えてください。

令和５年度の支出済額は○上村農村整備課長

約18億円でございますけれども、毎年の被災状

況によりまして、この金額は変わるというとこ

ろでございます。

毎年、大体26億円ぐらいを予算と○脇谷委員

して上げているという感じですか。

予算の約26億円につきま○上村農村整備課長

しては、災害復旧事業の進度に基づきまして、

事業主体の市町村から要望額として上がったも

のを計上しております。

例えば、道路と田畑の際にある土○脇谷委員

手が崩壊した場合は、農政水産部と県土整備部

のどちらが災害復旧費として見るんですか。

農地ののり面と河川と○上村農村整備課長

いった区分けについては、それぞれの管理する

ところが河川であれば河川管理者となり、一般

的には土木事務所や市町村となりますが、農地

のほうは所有者との境界を境に災害復旧の区分

けをしております。どちら側というところは明

、 、確には決まっておりませんけれども その都度

協議をするということになっております。

分かりました。○脇谷委員

もう一つ、農地中間管理機構についてお伺い

いたします。

資料108ページです。農地バンクといわれるこ

の「農地中間管理機構等支援」について、現在

。の宮崎県の集積率はどのくらいなんでしょうか

、○梶原担い手農地対策課長 宮崎県の集積率は

、令和５年度末時点で57.6％となっておりまして

全国で12位、九州では２位ということになって

おります。
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全国で12位ということなんですけ○脇谷委員

れども、この集積率が高いと国からの補助率も

高くなってくるというような、そんなインセン

ティブはないんでしょうか。

機構集積協力金と○梶原担い手農地対策課長

いう制度がありまして、これは農地を出す地域

、に対して10アール当たり幾らですというような

出した農地の面積に応じて交付金を交付すると

いうものです。農地バンクの活用率が高い、す

なわちたくさん農地バンクを使って集積を行っ

ているというところに対しては交付単価が上

がっていくというようなインセンティブがござ

います。

ぜひ、国からの補助率を上げてい○脇谷委員

ただけるようによろしくお願いいたします。

資料82ページの「小水力発電等農○佐藤委員

村地域導入支援」について、先日も高千穂町の

畑中小水力発電所の式典が行われまして、農村

振興局長にも出席をいただきました。このよう

な小水力発電は、その地域の先人が残した山腹

水路を利用して非常に有効だと思いますし、そ

の地域の人たちの希望にもなると思います。急

傾斜地は、その不利な条件が有効になるという

意味でも非常にありがたいんですけれども、企

業局の調査等もあろうかと思いますが、その状

況、今後の考え方、今までの推移というのを教

えてください。

これまで企業局や国庫事○上村農村整備課長

業を通じて可能性調査というものを実施してお

ります。可能性調査でいきますと、県内71地点

の調査を行いまして、その中で採算性が見込ま

れるところが36地点ございました。

現在まで、用水路やダムといった農業水利施

。設を活用して整備した箇所が14か所ございます

その整備した14か所の地域性ですけれども、最

も多いのが西臼杵の５か所となっております。

そのほか西諸県で３か所、中部管内で２か所、

残りの南那珂、北諸県、児湯、東臼杵では１か

所ずつということになっております。

こういった地域の高低差のあるところの用水

路等を活用して開発されている状況でございま

す。

先ほどの「農業水利施設電気料金○佐藤委員

高騰対策支援 では高さがあるために電気を使っ」

て水を揚げないといけなかったわけですけれど

も、今度は逆に高低差があるために水を落とし

て発電をし、その水はまた用水路に流すと、畑

中小水力発電所はそういう仕組みでした。

そういうところがしっかりと探せばまだある

と思うんです。技術もさらに進歩しており、利

益が出るというか、存続することができるとこ

ろを見つけることはできると思いますので しっ、

かりと力を入れていただきたいと思っておりま

す。

また、92～93、96ページでも西臼杵地域のい

ろいろな事業をしていただいております。水を

使う稲作について、ちょうど今稲刈りの時期に

入っておりますけれども、台風が非常に心配さ

れております。特に今、畜産が落ち込んでいま

すので、畜産だけに頼ることなく、こういう水

田、農作物を作ることに対してもしっかり支援

をお願いしたいと思います。

ほかに質疑はありませんか。○内田主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって農村計画○内田主査

課、農村整備課、担い手農地対策課、水産政策

課、漁業管理課の審査を終了いたします。

引き続き、総括質疑に入りますが、準備のた
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め暫時休憩いたします。

午後１時22分休憩

午後１時24分再開

それでは、分科会を再開いたしま○内田主査

す。

各課の説明及び質疑が全て終了いたしました

ので、総括質疑に移ります。農政水産部の令和

５年度決算全般につきまして、質疑はございま

せんか。

担い手農地対策課にお尋ねしたい○荒神委員

と思いますが、熊本県では、企業の流れで大変

農地不足ということになっているわけですけれ

ども、本県においては、この農地転用の問題と

いうのは、ここ数年でどういう傾向なのでしょ

うか。それに連動して遊休地や荒廃地等も増え

ていくわけですけれども、その現状はどういう

内容なのか、お尋ねいたします。

本県における農地○梶原担い手農地対策課長

転用の状況について、直近の数字で令和５年度

の数字になりますけれども、４条転用、５条転

用を合わせまして、件数で1,364件、面積で

は176.3ヘクタールというふうになっておりま

す。例年200ヘクタール前後が転用されていると

いうような傾向でございまして、直近５か年で

見ると、大体右肩下がりで転用面積が下がって

いるということになっております。

転用の主な理由として一番多いのは、植林を

するということで、農地の維持管理にかかる人

的コスト、時間的なコストを低減させるという

目的で転用がなされているというような傾向が

あるのかなと思っております。

熊本県で見られているような大規模な工業団

地の造成に伴う転用、半導体関連企業の進出に

よる本県の転用の増加というような状況は、現

在のところ見受けられておりません。

本県の転用は植林が主であるとい○荒神委員

うことですが、畑地かんがいエリアもそのよう

な流れでいくのでしょうか。

植林が行われてい○梶原担い手農地対策課長

るような農地というのは、一般的に山際の条件

の悪い農地が多いというところでありまして、

畑地かんがいが入っているような比較的営農条

件がいい土地については、件数としては少ない

のではないかと思います。そういった整備がさ

れているところについては、農地は農地として

しっかりと使っていただくということが大前提

と考えております。

そういうところが少ないながらも○荒神委員

あるわけですね。私の近くでも、そういう植林

を推進したり、人家のところまで畑かんのエリ

アが来たり、いろいろされております。

農地転用は、住宅 個人の家でもできるよ─

うにある程度緩和していかないと、植林をして

いったら、先ほどの鳥獣被害の問題ではありま

せんけれども、いろんな面に悪影響になると思

います。だから、畑地かんがいのエリアは第１

種農地ですから、適材適所ということで植林を

、 、 、進めずに 山林に近い また住宅地のところは

ある程度緩和をして、住宅 個人の家ができ─

るような、家族構成がうまくいくようにしてい

く。田舎では、全て農地転用できずに核家族に

なる要因になった一つの理由でもあります。そ

の辺を、畑かんエリアが荒廃地や遊休地になら

ない努力をしていただきたいと思っています。

農政水産部は562億円の予算で394○中野委員

億円支出されました。70.2％の執行率で、繰越

金等を入れたら95.3％、つまり、その30％のう
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ちの25％は繰越しで、そして５％が不用という

ことです。

２年間にわたって使うということには、もち

ろん何も問題ないと思うけれども、予算という

ものは単年度式だと思うから、本当は100％を目

指して使ってほしいと思います。国も補正予算

などで景気対策をしたり、いろんな対策をして

きているわけだから、宮崎県においてもそうだ

と思うんですよ。国との何とかで時間がかかっ

たとか、用地がどうのこうのとか、100％執行で

きない理由をそれぞれの部署で説明をされます

が、ある程度決まってから予算をつくっている

わけだと思いますので、100％に近い年度内執行

を、そして不用額はなるべく少なくやってほし

いと思っているんです。

環境森林部は執行率60％ですから、予算のう

ちの40％は翌年度へ繰り越したということです

ので、何のための予算なのかなと。２年間にわ

たって使えばいいということが浸透してゆっく

りとされているんじゃないかなと。もっと積極

果敢にやってほしいと思います。予算は焦眉の

急というぐらいで執行して、そして打った政策

が執行されて、疲弊した農村が復活したり、い

ろんなことができていくわけです。

できたら、この執行率を上げるという心構え

をして、ぜひ取り組んでほしいと思います。総

括として、その意気込みを殿所農政水産部長に

お願いいたします。

国の補正対策などでどう○殿所農政水産部長

しても時期的に遅くなるというようなケースも

確かにありますけれども、今委員がおっしゃい

ましたように 元々の計画を丁寧につくってあっ、

て、いろんな合意形成が早くできていれば取り

組めるものもあると思います。

執行残がたくさん出るんじゃなくて有効に使

いなさいという話も委員からございましたが、

、 、併せて考えますと やはり地域のいろんな希望

ニーズというものを丁寧に拾い上げ、合意形成

であるとか、いろんな計画をあらかじめ丁寧に

やっておくことが、こういった執行率であると

か、あるいは翌年度への繰越しを少しでも少な

くして、その年度にしっかり執行していくとい

うことにつながると思います。今の話をしっか

り肝に銘じて、今年度からの執行に努めてまい

りたいと思います。

決算３ページの体系表の中に 「災○佐藤委員 、

害に強い漁村と安全対策の推進」というところ

が下から３段目右側にありますけれども、台風

のたび、大雨のたびに木材等が流れています。

木材が流れてきて被害を受ける漁村の方々に対

しての対策というのは、環境森林部も関係する

ことですが、大きい意味で、その河川の途中に

、木材等が流れないようにしないといけないとか

。県土整備部も含めたような話になると思います

各漁港の皆さんは、木材が流れてくることに対

して どのような認識を持っておられるのでしょ、

うか。私は川上のほうしかよく分からないんで

すけれども、それは相当迷惑をかけているわけ

ですが、この辺のところを把握されていれば教

えてください。

漁業者の方は台風の都度、流○西府水産局長

木が流れてこないだろうかと非常に心配してい

ます。その流木によって、養殖場であれば養殖

のいかだや漁船が被害を被れば、その都度、自

分たちで積み立てている補償金とか、そういっ

たところから支出をしなければいけないという

ことで、非常に被害者という意識が強いのかな

というように思っています。
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ただ、そういっても、どこから流れてくるの

か正直分からないところがあって、山からとい

うのは多分そうなんでしょうけれども、どこの

山からかはよく分からないところがあり、でき

ることならば、山からの流木を控えてほしいな

という気持ちがあります。

なかなか海のほうからは、そこは言いにくい

んですけれども、海岸に打ち上がった流木等が

また再び海に出ていって、また二次被害を及ぼ

す可能性があるので、そういったものについて

、 、は 漁業者も被害者という意識だけじゃなくて

自分たちが自ら次の被害を防止しようと、海岸

に漂着した流木等を漁業者自身が拾い上げると

か、そういった作業をすることで、できるだけ

被害を大きくしないように心がけたいと考えて

いるところです。

今から先、こういった被害が非常に大きくな

る可能性がありますので、そこは漁業者も被害

を及ぼさないように 被害を受けないようにしっ、

かりと心得て頑張っていきたいと考えておりま

す。県も同じように、それに対して支援をして

まいりたいと思っております。

全て悪いものだけを流しているわ○佐藤委員

けではないわけですよね。活気をつくられてい

る人たちは「森は海の恋人」と言っておられま

した。いいものは流れてくるし、悪いものは必

要ないわけですので、それを止める。この「災

害に強い漁村と安全対策の推進」の中にはどう

いう事業があるわけですか。

決算138ページを御覧○那須漁港漁場整備室長

ください。

「水産基盤（漁港）整備」という事業があり

ますけれども、現在、漁港事業では、拠点漁港

における地震津波対策、それから老朽化した施

設の補修等の２本柱でやっておりまして、安全

安心に漁港が使えることを目指した事業を展開

しております。

災害というのは、津波を想定した○佐藤委員

ということでいいでしょうか。先ほど私が話し

たような、川上から木材が流れてくるのを防ぐ

というような事業、そういう考え方は今までな

かったんでしょうか。

現在、取り組んでい○那須漁港漁場整備室長

る事業につきましては、地震津波対策、それか

ら老朽化対策となり、危険な状況で使わせるこ

とのないようにというようなところでやってお

ります。現在のところ、上流からのものを止め

るというような事業については実施しておりま

せん。

川上と川下の関係は良好であるべ○佐藤委員

、 、きであり いろいろ思う人はいるでしょうから

。今後は大きな問題になってくると思うんですよ

ですから、これは環境森林部も県土整備部も含

めて、途中でそういう流木対策をする必要があ

るでしょうけれども、一番下の漁港に近いとこ

ろ、この水産局のほうでもですね、そういう対

策を今後考えていく必要があるかなと思います

ので、よろしくお願いいたします。

近年の災害で農家の方々が大変泣○脇谷委員

かれているんですけれども、この農地災害復旧

に対する国からの補助の基本的な考え方につい

て教えてください。

耕地災害復旧事業につい○上村農村整備課長

て、まず農地の場合は国庫が50％、農業用施設

。の場合は65％というのが基本補助率になります

、 、これに加えまして 今回の台風第10号もですが

激甚災害ということになりますと国費のかさ上

げがありまして、過去５か年の全国平均でいき
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ますと、農地の50％が約96％まで、農業用施設

の65％が約98％まで上がるというような状況で

ございます。残りについては、地元負担という

ことになっておりまして、市町村であったり、

農家の負担になります。こちらについては、そ

れぞれ26市町村のお考えがありますので、それ

ぞれの市町村で対応しているというところでご

ざいます。

ということは、持ち主負担という○脇谷委員

のもあるということですか。持ち主はもちろん

保険に入っていらっしゃるのかもしれませんけ

れども、地元負担というのは市町村負担という

のと一緒ということでしょうか。

、○上村農村整備課長 地元負担といいますのは

市町村と農家の負担のことであります。

先ほどの国費に加えて農家の負担軽減を図る

ことを目的に市町村のほうで負担するというと

ころの考え 市町村の負担率については、そ─

れぞれ26市町村で異なるというところでござい

ます。

県においてはどのくらいの負担と○脇谷委員

なるのでしょうか。

耕地災害復旧事業におい○上村農村整備課長

ては、県の負担はございません。国費と、先ほ

ど申しました地元負担ということになっており

ます。

やはり市町村でも大変なところも○脇谷委員

あると思うんですけれども、それに関しての県

からの補助というか、そういう災害負担金から

持ってくるというのは全然ないということなん

ですか。

事業費の負担というとこ○上村農村整備課長

ろでは対応しておりませんけれども、耕地災害

復旧事業が円滑に速やかに進むようにというこ

とで、県から市町村への事業の支援ということ

で取り組んでいるところでございます。

やはり市町村は災害が大変多くて○脇谷委員

困っているところもあり、県からの災害支援金

というか、そういうお金もあると思うので、あ

る程度は出していただきたいなと思っていると

ころです。要望です。

先ほど流木の話がありまして、そ○中野委員

れで少し思ったんですけれども、元は川上とい

うことで、山ですよね。大雨で山が崩れて流れ

てきて、一部は里や田んぼに入ると思うんです

が、ほとんどが川下である海に流れ、漁港に来

ます。その対策の話をするのに、漁港に来たと

きに初めて流木のことが皆さんの対象になると

思うんですよね。それで、特に林務と農政との

連続性というか、関連性はどうなっているんで

すか。

というのが、国は農林水産省ですよね。昔は

農政水産と林務が独立しており、かなりウエー

トが大きかったんでしょう。これから先は、や

はり中央省庁に倣って、大きな部局になるかも

しれませんが、統一していかないと。宮崎県は

山林も広く、その恵みを受けて農地が広がり、

そして海まで注いでいるという、この地形から

して、全体的な環境からして、そういうところ

なんですよね。農林水産省は今、炭素の云々で

林務と環境が一緒になって、いいような部局で

あるけれども、実際、我々の生活は中山間地域

のほとんどでなりわいを立ててやっています。

そして注いだ海でまた漁業をしているという面

から見れば、ここらあたり、大きく機構の大変

化をして、本来あるべき農林水産部というもの

に ずっと昔はどうだったか知りませんが、─

中央に倣って変えるべきじゃないかなと、今こ
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の流木の話で、ふと思いました。

県土整備部になりますが、川内川の川上に流

木対策で２か所に井堰を造って、流木が下に流

れないようにすると言うけれども、調査中とい

うことで一向に工事がされません。そういう対

策をするときに、例えば、農政水産部はどの辺

まで中に入って、相談があってやっているんだ

ろうかなと思います。止めることはいいわけで

すけれども、流れてくる流木に対して、農政水

産部としてのいろんな考え方もあるだろうと思

うんです。工事は確かに県土整備部がするんで

しょうが、山も農政水産部の管轄のところ、そ

れが漁港まで流れていくとなれば、その中央で

いう農政水産部に関わる話なんですよね。

皆さんの話を聞いていると、流木が漁港に流

れてきたときの話ばかりで、どうかなと思った

んです。今の農政水産と林務が全く分離してい

る状態が果たしてこれから先もいいのかなと。

農政水産部は我々が入ったころは物すごい予

算でしたよね。道路も農政水産部で造ったわけ

ですから、ふるさと農道というような、ある限

りの名前をつけて農道ができて、そういうのが

全くなくなったからでしょうけれども、予算的

にはかなり減りましたよね。予算にしても七、

八百億円はあったと思います。予算額も少なく

なったし、農業の在り方もいろいろ変化してい

るわけだから、林務を取り囲んだ農政水産部で

あるべきじゃないかなと思います。地方という

か市町村は、山と農業を１本でやっています。

漁港があるところは、それも入れての一体的な

農山漁村です。

その考え方や機構に手を加えるのは農政水産

部ではないかもしれませんが、要望はしないと

総務部はぴんとこないかもしれません。いかが

でしょうか。

私は農政水産部に長くお○殿所農政水産部長

りましたので、農政水産部というのはこんな感

じだなというのは分かっています。昨年度環境

森林部に初めて行きましたが、ほとんどの対象

が中山間地域で、そこでなりわいを営んでいる

方というのは、農家、林家ではなくて、ほとん

どが農林家でした。このように、対象になる方

もほぼ同じで、また、今お話があったように、

山が川に、そして海に影響していくというつな

がりもあります。

そういうことで、去年私が取り組んだのが、

農と林で同じような関わりのある仕事 例え─

ば、担い手育成であるとか、ブランドであると

か、輸出であるとか、様々な共通の仕事があり

ましたので、そういったところを両部で集まっ

て、同じような分野でやっている人たちでしっ

かり話をして連携をしていきましょうというよ

うな仕組みをつくりました。

今委員がおっしゃいましたように、国はこれ

が農林水産省なわけですので、一つの部になれ

ば、さらに機能するということも考えられると

思います。組織を管轄するのは総務部でござい

ますので、今こういうお話があったことも含め

て総務部のほうとしっかり話をしてみたいと思

います。

部長は行政職の方であるし、さら○中野委員

に今言われたように、以前は環境森林部で、今

は農政水産部という二つの部のトップを担って

やられているわけだから、一段と御理解もある

だろうと思います。

両部の予算を合計しても950億円なんですよ

ね。そのうち環境部分を引いて、林務を取り込

んでもさほど大きな予算でもないです。出先機
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関は林務の方が局長になり、農政水産も含めた

局長ですから、現実的にはそうなっているんで

。 、す 何かしらの林務の人が行く振興局ですから

職員の皆さんも、そういう中を行ったり来たり

されていると思います。将来を嘱望された幹部

職員もおられますから、そこ辺のことを大なた

を振るってやってほしいなと思います。

今の人事を見ていると 屋上屋を架す人事ばっ、

、 。かりして 局長という職が物すごく増えました

その職にある方には申し訳ないけれども 頭でっ、

かちの組織になっていると思うんです。いろん

な利害も含めて、まとまって、もっとスリム化

した組織にする。

昔は普通の部が８部ありました。それがある

ときに無理して７部にして、そのままの流れで

今日まできました。８部がいいのか９部がいい

のか６部がいいのか分かりませんが、もっと関

係する部をまとめてやることにしたらどうかな

と思います。ただ部局を増やせばいいというも

のでもないから、それに合った数でできると思

うんです。行政職で二つの部を渡り歩いている

部長ならではのことだから、さっき言われたよ

うに、総務部とも協議をして検討をしてほしい

と思います。

以上をもって農政水産部を終了い○内田主査

たします。執行部の皆様お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時54分休憩

午後１時58分再開

分科会を再開いたします。○内田主査

まず、採決の日時についてですが、10月２日

の午後１時からとしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いたし○内田主査

ます。

そのほか何かございませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で本日の分科会を終了いたし○内田主査

ます。お疲れさまでした。

午後１時59分散会
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令和６年10月２日（水曜日）

午後１時０分再開

出席委員（６人）

内 田 理 佐主 査

永 山 敏 郎副 主 査

中 野 一 則委 員

荒 神 稔委 員

工 藤 隆 久委 員

脇 谷 のりこ委 員

欠席委員（１人）

佐 藤 雅 洋委 員

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議事課主任主事 増 村 竜 史

議事課主任主事 青 野 奈 月

それでは、分科会を再開いたしま○内田主査

す。

、 、 、まず 議案の採決を行いますが 採決の前に

各議案につきまして、賛否も含め、御意見をお

願いいたします。

暫時休憩します。

午後１時０分休憩

午後１時10分再開

分科会を再開いたします。○内田主査

それでは、議案の採決を行います。よろしい

でしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、議案第22号についてお○内田主査

諮りします。原案どおり認定することに御異議

ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、原案のと○内田主査

おり認定すべきものと決定いたしました。

次に、主査報告骨子（案）についてでありま

す。

主査報告の項目及び内容について、御意見等

はありませんか。

暫時休憩します。

午後１時10分休憩

午後１時12分再開

それでは、分科会を再開いたしま○内田主査

す。

主査報告につきましては、正副主査に御一任

いただくということで、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○内田主査 それでは そのようにいたします

そのほか、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で分科会を閉会い○内田主査

たします。お疲れさまでした。

午後１時12分閉会

令和６年10月２日(水)
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令和６年９月30日（月曜日）

午後０時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第22号 令和５年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

○議案第23号 令和５年度宮崎県電気事業会計

決算の認定について

○議案第24号 令和５年度宮崎県工業用水道事

業会計利益の処分及び決算の認

定について

○議案第25号 令和５年度宮崎県地域振興事業

会計決算の認定について

○報告事項

・令和５年度宮崎県公営企業会計（電気事業）

継続費精算報告書

出席委員（７人）

主 査 重 松 幸次郎

副 主 査 下 沖 篤 史

委 員 二 見 康 之

委 員 武 田 浩 一

委 員 福 田 新 一

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 平 居 秀 一

警 務 部 長 奈 良 文 代

警務部参事官兼
河 野 博 之

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 山 﨑 猛

刑 事 部 長 久留米 英 樹

交 通 部 長 黒 瀬 信太郎

警 備 部 長 湯 浅 晴 之

生 活 安 全 部
梅 原 守

サイバー戦略局長

警務部参事官兼
川 越 直 海

会 計 課 長

警務部参事官兼
甲 斐 義 勝

警 務 課 長

総 合 管 理 課 長 橋 本 功 次

生活安全部参事官兼
水 口 圭 二

生活安全少年課長

総 務 課 長 田 中 宏 光

生 活 環 境 課 長 佐 藤 和 利

交 通 規 制 課 長 阪 本 哲 司

運 転 免 許 課 長 池 田 健 二

企業局

企 業 局 長 松 浦 直 康

副 局 長
児 玉 浩 明

（ 総 括 ）

副 局 長
小 牧 利 一

（ 技 術 ）

技 監 宮 田 晃 尚

総 務 課 長 小 川 智 巳

経 営 企 画 室 長 西 本 修 一

工 務 管 理 課 長 小 野 一 彦

施 設 保 全 課 長 山 元 孝 訓

発 電 設 備 課 長 松 生 晃

総 合 制 御 課 長 安 藤 忠

事務局職員出席者

議 事 課 主 事 黒 木 燿一朗

政策調査課主任主事 岩 倉 有 希

ただいまから決算特別委員会文教○重松主査

令和６年９月30日(月)
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警察企業分科会を開会いたします。

分科会の日程についてですが、お手元に配付

の日程案のとおりでありますが、御異議ござい

ませんでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○重松主査 それでは そのように決定します

審査方針についてですが、決算特別委員会に

おいて決定のとおりでありますので、お手元に

ある方針を御参照ください。

次に、先ほど開催されました主査会における

協議内容について御報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。分科会審査説明要領により行いますが、

決算事項別の説明は、目の執行残が100万円以上

のもの及び執行率が90％未満のものについて、

また、主要施策の成果は主なものについて説明

があると思いますので、審査に当たりましては

よろしくお願いいたします。

次に、監査委員へ説明を求める必要が生じた

場合についてですが、ほかの分科会との時間調

整を行った上で、質疑の場を設けることとする

旨、確認がなされましたのでよろしくお願いい

たします。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午後１時１分休憩

午後１時２分再開

分科会を再開いたします。○重松主査

令和５年度決算について警察本部の説明を求

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

警察本部長の平居でござい○平居警察本部長

ます。本日は、令和５年度の警察本部に係る決

算の概要と、これまで推進してまいりました主

要施策について御説明させていただきます。

令和５年度一般会計の決算につきましては、

常に適正な予算執行に努めてまいったところで

あります。また、令和５年度は 「宮崎県総合計、

画2023」に掲げられた将来像である、安全な暮

らしが確保される社会づくりの実現を目指し、

各種事業に取り組んだところであります。

決算の概要と主要施策の成果についての説明

、 、は 警務部長から具体的に説明をさせますので

御審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは、警察本部の令和５○奈良警務部長

年度決算の概要について御説明いたします。

お手元の令和５年度決算特別委員会資料の４

ページをお開きください。

初めに、令和５年度決算事項別明細総括表に

より、決算の概要について御説明いたします。

警察本部の一般会計につきましては、予算

額271億6,211万3,393円、支出済額265億9,086

万8,565円、翌年度繰越額4,977万7,000円、不用

額５億2,146万7,828円、執行率97.9％、翌年度

繰越額を含めた執行率98.1％となります。

それでは、資料に沿って（目）の不用額が100

万円以上のものと、執行率が90％に満たないも

のについて御説明させていただきます。

資料の５ページを御確認ください。

（項）警察管理費（目）公安委員会費につき

ましては 予算額1,320万1,000円 支出済額1,235、 、

万7,342円、不用額84万3,658円、執行率93.6％

となります。不用額は100万円未満ですので説明

を省略いたします。

次に、資料６ページ （目）警察本部費につい、

てです。

予算額214億8,436万3,393円、支出済額211

、 、億3,955万8,924円 不用額３億4,480万4,469円

令和６年９月30日(月)
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令和６年９月30日(月)

執行率98.4％となります。警察本部費は職員の

給料、職員手当及び共済費等の経費であり、主

な不用額は職員手当等の執行残です。職員手当

等につきましては、職員に対する各種手当等で

す。警察は、事件・事故や災害など突発的な事

案への対応が必要となることから、万が一、事

件等が発生した場合に必要となる休日勤務手当

等の予算を確保しておりましたが、結果として

不用額が生じたものです。

次に、資料７ページの（目）装備費について

です。

予算額３億7,758万3,000円、支出済額３

億6,029万6,898円、不用額1,728万6,102円、執

行率95.4％となります。装備費は、警察の機動

力や警察装備の整備に要する経費で、主な不用

額は需用費の執行残で、各種装備資機材に要す

る消耗品費や、警察車両の維持費などに不用額

が生じたものです。

次に、資料８ページ （目）警察施設費につい、

てです。

予算額13億5,776万1,000円、支出済額13

億4,100万3,165円、不用額1,675万7,835円、執

行率98.8％となります。警察施設費は、警察施

設の計画的整備と適正な管理に要する経費で、

主な不用額は公有財産購入費の執行残です。公

有財産購入費は、交番・駐在所の建て替えに伴

う費用ですが、当初建設を予定していた用地に

、 、ついて 立地や条件面等から協議がまとまらず

用地購入ができなかったことにより、不用額が

生じたものです。

次に、資料９ページ （目）運転免許費につい、

てです。

予算額５億6,210万1,000円、支出済額５

億2,175万2,139円、不用額4,034万8,861円、執

行率92.8％となります。運転免許費は、自動車

、運転免許試験や各種講習等に要する経費であり

主な不用額としては、需用費、委託料の執行残

です。需用費は、各運転免許センターの電気料

や運転免許事務に要する消耗品等の執行残で、

また、委託料については、自動車教習所に委託

しております高齢者講習の受講者数が見込みよ

り少なかったことにより不用額が生じたもので

す。

最後に、10ページの（項）警察活動費（目）

警察活動費についてです。

予算額33億6,710万4,000円、支出済額32

億1,590万97円、翌年度繰越額4,977万7,000円、

不用額１億142万6,903円、執行率95.5％、繰越

額を含めた執行率97.0％となります。警察活動

費は、警察活動全般に要する経費や信号機及び

道路標識などの交通安全施設の維持・整備に要

する経費です。主な不用額としては、旅費、需

用費、委託料の執行残です。旅費は、事件、事

故や災害などの突発事案等に対応するために、

必要な経費として備えておりましたが、結果、

不用額が生じたものです。また、需用費につき

ましては、交通安全施設維持に係る電気料等に

不用額が生じたものです。さらに、委託料につ

きましては、警察活動に必要な各種業務委託を

行うための予算であり、交通安全指導員委託事

業において、交通安全指導員の育児休暇の取得

や退職者の影響により人件費に不用額が生じた

ものです。

最後に、翌年度繰越額につきまして御説明い

たします。

繰り越した事業は、交通安全施設等の老朽化

対策として、制御機の更新や電球式の信号灯器

をＬＥＤに交換するための事業ですが、信号制

御機と灯器等をつなぐケーブルが全国的に入手

困難となり、年度内の施工が不可能となったた
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め繰越しを行ったものです。なお、繰り越した

工事につきましては、本年６月に完了していま

す。

以上で、令和５年度決算事項別明細について

の説明を終わらせていただきます。

引き続き、令和５年度における主要施策の成

果について御説明いたします。

資料３ページにお戻りください。

警察本部では 「宮崎県総合計画2023」にあり、

ます分野別施策「くらしづくり」において、そ

の将来像を「安全な暮らしが確保される社会づ

くり」と位置づけ、その施策の柱を「犯罪のな

い安全で安心なまちづくり」と「交通事故のな

い社会づくり」とし、それぞれの基本的方向性

に基づき、各種事業に取り組んだところです。

まず 「犯罪のない安全で安心なまちづくり」、

の取組につきまして御説明いたします。

資料の11ページをお開きください。

当該施策の目標は、県民一人一人が防犯意識

を高めるとともに、地域住民、事業者、行政等

が地域の安全に必要な情報を共有し、連携協働

することにより、犯罪の未然防止が図られ、安

全で安心して暮らすことができる社会を目指す

ものです。

「犯罪のない安全で安心なまちづくり」とし

て取り組んだ主な事業、予算額等につきまして

は、資料11～14ページに記載しておりますので

御確認ください。

その中で、新規事業として取り組みました、

「移動交番車活動推進事業」について御説明い

たします。

資料は13ページになります。

「移動交番車活動推進事業」では、交番・駐

在所を統廃合した地域の住民の不安を解消する

ため、移動交番車を派遣し、来訪者からの各種

届出受理及び巡回連絡を実施したほか、特殊詐

欺などに関する防犯指導や交通事故防止啓発活

動など、積極的な情報発信や行政サービスを推

進しています。なお、令和５年度中の運用実績

は72回となります。

続きまして、施策の成果等について御説明い

たします。

資料は15ページになります。

犯罪情勢の分析及び治安アンケート結果等に

基づき、県民が不安を感じている 「住宅対象の、

侵入窃盗対策 「子供・女性の安全・安心確保」、

対策 「特殊詐欺対策 「乗り物対象の窃盗対」、 」、

策」等を重点とした犯罪防止対策を推進すると

ともに、被害の未然防止のための情報発信や防

犯教室の開催等による防犯意識の啓発活動、地

域住民等による自主防犯活動の活性化等を積極

的に推進しています。

また、様々なインターネット上のサービスを

悪用した犯罪に対して、特定サイバー防犯ボラ

ンティアと連携し、児童やその保護者等を対象

としたサイバーセキュリティーカレッジの開催

や、関係機関・団体と連携したキャンペーンや

セミナーを実施しております。さらに、ＳＮＳ

等を活用した情報発信を行うなど、県民のサイ

バーセキュリティー意識の向上に向けた広報啓

発活動を推進しています。

特殊詐欺の抑止対策につきましては、宅食業

者と連携した独居高齢者等への啓発チラシの配

布や県警ホームページでの犯人音声データの公

開、テレビやラジオ等のメディアや防災防犯メ

ール、ＳＮＳ、報道機関の専用アプリ等を活用

したタイムリーな情報発信を行うなど、特殊詐

欺の現状や手口、対処要領等について、県民に

幅広く周知し、注意喚起を行っています。

また、きめ細かな被害者支援を推進するため
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に、公益社団法人みやざき被害者支援センター

に対して、広報啓発活動やカウンセリング事業

等を委託し、電話または面接での相談受理や、

付添い等の直接支援のほか、専門家によるカウ

ンセリングも実施しています。さらに、犯罪被

害者等の経済的・精神的負担軽減のために、診

断書料や初診料などの医療費を公費で負担する

とともに、各種支援制度を教示するなど、積極

的な被害者支援にも努めています。

次に、今後の方向性について御説明いたしま

す。

資料の16ページになります。

刑法犯認知件数は、前年比で569件増加してお

り、令和６年は、新型コロナの感染状況等の変

化による人流の増加に伴い、さらなる犯罪増加

。 、が懸念されるところです 徹底した捜査を行い

犯罪の検挙に努めるとともに、被害の未然防止

対策にも力を入れてまいります。

また、あらゆるメディアを活用し、関係団体

等と連携するなどして、低年齢層や高齢者等に

対しても分かりやすいタイムリーな防犯情報の

発信を推進することにより、被害の未然防止に

努めてまいります。

さらに、県内における特殊詐欺の発生状況で

は、前年比で被害金額が増加し、ＳＮＳ型投資

・ロマンス詐欺被害も急増していることから、

金融機関やコンビニエンスストア事業者と連携

し、官民一体となった各種施策を強力に推進し

てまいります。

資料16～19ページにかけては、刑法犯認知件

数の推移等の関係資料を載せていますが、説明

は割愛させていただきます。

続きまして、資料20ページを御覧ください。

施策の２つ目の柱である 「交通事故のない社、

会づくり」について御説明いたします。

当該施策の目標は、県民一人一人の交通安全

意識の高揚が図られるとともに、安全で円滑・

快適な交通環境が整備されること等により、交

通事故のない安全で安心な社会を目指すもので

す。

「交通事故のない社会づくり」として取り組

んだ主な事業・予算額等につきましては 資料20、

～21ページに記載しておりますので御確認くだ

さい。

それでは、施策の成果等について御説明いた

します。

資料は、22ページ上段になります。

交通安全指導員につきましては、一般財団法

人宮崎県交通安全協会に業務を委託し、県下53

人の指導員による通学路や交通量の多い道路に

おける子供や高齢者への保護誘導活動、高齢者

宅訪問指導や歩行環境シュミレーターを活用し

た交通安全教育などの各種交通安全意識の啓発

活動に取り組んだところ、交通事故の発生状況

は、発生件数、交通事故死者数ともに一昨年よ

り減少し、発生件数の対前年比の減少率が全国

１位となっております。

また、高齢者の交通事故を防止するため、民

間委託の交通安全教育隊によるドライビングシ

ミュレーター等を搭載した交通安全教育車を活

用した交通安全教育を実施しています。

さらには、警察官による危険予測教育機器を

活用した出前型の交通安全講習会を県内各地で

開催するなど、参加・体験・実践型の交通教室

も推進しています。

令和５年中の高齢者の死者数は、３年連続同

数の18人ではありますが、交通事故死者数の60

％を占めており、今後も交通事故の抑止対策に

努めてまいります。

また、令和５年度は、安心・安全な交通環境
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を整備するために、８基の信号機を新設したほ

か、交通信号灯器のＬＥＤ化をはじめ、自発光

式標識の整備等により、歩行者の安全確保と交

通の円滑化を図っています。

次に、今後の方向性についてです。

高齢者の交通事故防止対策は、本県の重要課

題となっています。今後も、高齢者対象の交通

安全講習会などの交通安全活動を継続して実施

するとともに、安全で安心な交通環境を確保す

るために信号機のＬＥＤ化をはじめとした交通

安全施設等の整備を行い、交通事故のない環境

づくりに努めてまいります。

資料23～24ページには、交通安全教室の実施

回数等の関係資料を載せていますが、説明は割

愛させていただきます。

以上で、令和５年度主要施策の成果に関する

。報告についての説明を終わらせていただきます

最後に、監査における指摘事項等についてで

す。

資料の25ページを御覧ください。

令和５年度の監査において、指摘事項１件の

結果通知を受けておりますので、御説明いたし

ます。

警察署の庁舎管理に関する緊急施工修繕業務

において、予定価格調書を作成すべきところ、

作成していなかったというものです。指摘内容

につきましては、真摯に受け止め関係法令を遵

守し、適正な会計業務に努めてまいります。

執行部の説明が終了しました。○重松主査

ただいまの説明について質疑はございません

か。

交番・駐在所の建て替えに伴う費○二見委員

用について、用地取得に至らなかったというこ

とで、1,000万円ぐらいの不用額が生じたと思う

んですが、もう建て替えないということでしょ

うか。

交番について、用地交渉○山﨑生活安全部長

したんですけれども、そのときは買収できませ

んでした。今年、予算を計上しまして、別の用

地を検討して建て替える予定でございます。

資料24ページの交通事故発生状○下沖副主査

況ですけれども、令和元年と比べて令和５年が

半減している状況です。この要因というのはど

。のような分析をされているのか教えてください

令和元～５年にかけまして、○黒瀬交通部長

交通事故が減少しているということにつきまし

ては、毎年事故の分析等を行いまして、的確な

施策を実施してきたところでございます。しか

し、この施策をやれば事故が極端に減るとかは

ございませんので、これまで地道に先輩方の取

組や施策等を積み上げてきた成果が、この数字

となっているのかなと考えているところでござ

います。

令和元年ぐらいから車両に追突○下沖副主査

。安全装置とかが備わってきたのかなと思います

その影響で追突事故件数が減っているのかどう

か、分かれば教えてほしいです。

令和５年中に発生いたしまし○黒瀬交通部長

た交通事故の中で、前年と比べて大きく減少い

たしましたのは、事故の累計別でいきますと、

出会い頭事故であり、前年比マイナス126件と

なっております。

追突事故は変化ないですか。○下沖副主査

追突事故に関しましては、令○黒瀬交通部長

和４年と比べますと、マイナス90件という数字

が残っております。

資料19ページで、警察による主○前屋敷委員

な被害者支援内容についてです。性犯罪被害者

、 、・身体犯被害者の初診料を要した件数は 昨年

一昨年を比較すると倍ぐらいの件数となってい
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ます。今、性犯罪の被害が全国的にも増えてい

るのだろうと思うのですが、宮崎県も同じよう

に性犯罪被害が増えているのか具体的に説明い

ただければと思います。

性犯罪に対しては社会的○山﨑生活安全部長

に許さないという機運が高まっています。被害

者の相談しやすい環境、法の改正とかがなされ

て、県内、全国的にも、性犯罪の認知件数が増

えたことから、初診料を要した件数も増えてき

ているということです。

初診料を要した件数の中に、性○前屋敷委員

犯罪の訴えも含まれるんですか。

届出がありまして、医者○山﨑生活安全部長

に診せる必要があるということであれば、受診

していただいて、初診料については公費負担に

なっておりますので、増えていくということで

す。

被害者支援事件数というのが、○前屋敷委員

令和５年は増えてきております。これは具体的

にどのような被害者支援に対する件数になるの

か詳しく教えてください。

支援対象となる事件につきま○甲斐警務課長

しては、殺人や強盗致死傷、性犯罪などの身体

に関する犯罪のほか、交通死亡事故やひき逃げ

事故などであり、令和５年中227件の事件・事故

で対応しておりまして、この５年間につきまし

ても殺人、性犯罪、身体犯、交通事故関係とい

う形でそれぞれ対応しております。具体的な支

援内容は……。

具体的な支援内容は、被○山﨑生活安全部長

害者の方と一緒に裁判に付き添っていったりと

か、捜査状況の連絡をしたりとか、病院に付き

添っていったりとか、カウンセリングを専門的

なところに引き継いだりとか支援をやっており

ます。

そういう相談窓口をしっかり設○前屋敷委員

けており、今言われたような具体的に寄り添う

形で結果として問題解決に向かったんでしょう

か。

相談窓口は、警察署にも○山﨑生活安全部長

ございますし、被害者支援センターというのも

ございまして、そちらのほうと連絡を取りなが

ら、実際に公判への付き添いは支援センターの

職員が行かれたりとか、そこで臨床心理士の先

生を紹介したりしております。被害者支援が直

接解決に結びついたか件数は出ないと思うんで

すけれども、届出があった相談に対して必要性

を見極めて、被害者の意向も踏まえながら、必

要な支援をしていくところでございます。

カウンセリングと言われました○前屋敷委員

が、そういう専門的な方もここには配置をされ

て対応しているんですか。

カウンセリングに関しまして○甲斐警務課長

は、被害後における精神的な支援を必要とする

被害者に対しまして行っており、カウンセリン

グ事業を公益社団法人みやざき被害者支援セン

ターに業務委託をしております。精神科医や臨

床心理士などの専門家による支援を行っている

という状況です。

資料９ページの決算の（目）５運○福田委員

転免許費（節）需用費のところで、不用額が多

いですけれども、理由を説明してください。

、○奈良警務部長 需用費の部分につきましては

各運転免許センターの電気料や運転免許事務に

要する消耗品費等の執行残、また、委託料につ

きましては、自動車教習所に委託しております

高齢者講習の受講者数が見込みより少なかった

こと等による不用額となっています。

高齢者の参加者が少なかったこと○福田委員

と、資料20ページにおける高齢者のための交通
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安全対策の決算額が少ないというのは関連して

いるのでしょうか。

ただいま御指摘の件でござい○黒瀬交通部長

ますけれども、これについては関係ございませ

ん。

資料22ページで、今後の方向性を○福田委員

記載していますけれども、そこで②高齢運転者

が加害者となる交通事故件数は1,089件で、全事

故に占める割合の31.2％と過去最高を更新する

など、高齢者の免許人口の増加に伴って交通事

故の増加が危惧されることを踏まえ、本施策を

継続して実施し交通事故の抑制に努める。この

高齢者の事故をいかに防ぐかということに、も

う少し力を入れるべきかなと思うんですけれど

も、それについてはいかがですか。

ただいま御指摘のとおり、高○黒瀬交通部長

齢者の事故につきましては、本県警察の喫緊の

課題という認識で取り組んでおります。

その中の施策の１つといたしまして、制限運

転の推奨であったり、高齢者の自宅に訪問して

交通教育の啓発を今後とも実施していきたいと

考えております。

参考ですけれども、私たちの委員○福田委員

会で、埼玉県岩槻高齢者講習センターに視察に

。 、行ったんです そこは運転技術だけではなくて

いろんな身体検査をやるので高齢者が自分の運

転能力を定期的に確認できます。それを調べて

、 。いきますと 高齢者の事故が減っているんです

そういうことを参考にしてほしいなと希望いた

します。

本県につきましては、ただい○黒瀬交通部長

ま御紹介にありました高齢者講習センターとい

うものはございませんが、警察本部のほうで交

通安全教育車という車を１台ほど保持しており

まして、この車の中にドライビングシュミレー

ターという機械が設置してございまして、その

中に運転席がございます。モニターで交差点な

、 、り町の道路を復元したところで ハンドル操作

ブレーキ操作であったり、そういった自分の身

体的能力をチェックできる機械が備わっている

車を県内各地のほうに持っていきまして、その

地区ごとに特に高齢者の方を対象にシュミレー

ターによる安全教育等を行っております。危険

予測教育機器（動画ＫＹＴ）という機器がござ

いまして、これは参加者がスクリーンに映し出

される運転状況のＣＧを見ながら、事故の危険

性を感じたら手元のボタンを押す、押されたデ

ータを活用して自分の運転能力等を客観的に見

ることができる装置を使用して高齢者に対する

安全教育を現在実施しているところでございま

す。

資料20ページで高齢者宅個別訪○前屋敷委員

問指導で1万7,815人とあるんですけれども、具

体的には個別に御自宅を訪問して交通指導をさ

れるという内容でしょうか。

高齢者宅個別訪問指導につき○黒瀬交通部長

ましては、警察官や交通安全協会の交通安全指

、導員が高齢者宅を実際に直接訪問いたしまして

チラシあるいは反射材等を配付して、防犯と交

通安全等に関して指導しているという事業内容

でございます。

実際に事故に遭われた方とかの○前屋敷委員

個別指導ではなく、一般的な高齢者の方へ交通

安全を呼びかける活動なわけですね。

そのような事業内容で間違い○黒瀬交通部長

ございません。

団地を訪問するのかなと思った○前屋敷委員

んですけれども、単位が人になっているもんで

すから、個別の件数を集約されているのかなと

思いました。
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今の委員の御指摘のとおりで○黒瀬交通部長

す。一般的に高齢者の方のところを回っている

ということで、例えば、事故が多いからとか、

この方が何回事故があったからそこに集中的に

行くとかではございません。警察署のほうから

定期的にこの地区を訪問してくださいというよ

うな報告がありますので、それに従って訪問し

ているということでございます。

人数で把握した数を出すという○前屋敷委員

のはどうかなと思いました。もっと地域を広く

というのであれば、高齢者がどの程度地域にい

、らっしゃるかは分かるかもしれませんけれども

カウントの仕方としてどうかなと思ったところ

でした。

高齢運転者が加害者となる事故件○二見委員

数が1,089件で、その割合が全事故の31.2％とい

うことなんですが、交通安全教育や動画とかを

使って、交通安全指導を高齢者の方に継続して

実施して、今後の高齢者の交通事故を抑止につ

なげようということもあると思うけれども、実

際にその1,089件の事故の中で、最近、車の性能

も向上してドライビングアシストとか、アラー

ムが鳴ったりとか、追突防止機能だったりとか

搭載されている車もかなり増えてきているとは

思います。そういう自動車とそうでない自動車

の割合とか、事故現場のところで、車両の確認

とかされているのでしょうか。事故現場で現場

検証をするというのが基本だと思うんですけれ

ども、交通安全につなげていくためには、そう

。いう事故車両の確認というのも必要なのかなと

今、実際そういう調査をされているのか、され

ていないのかも含めて状況を教えてください。

結論から申しまして、現在交○黒瀬交通部長

通事故の現場に臨場した際に、そういったサポ

ート機器がついているかどうかについては、確

認は取っておりません。

また、それをデータ統計上登録していること

もしておりませんが、御指摘のとおり、サポー

ト機器等の有無については、今後事故の減少抑

止には非常に注目すべきところでございますの

で、今後検討していきたいと考えております。

例えば、自動車会社とかがサポー○二見委員

ト機器等について、よくアピールすると思うん

です。自動車会社がデータとかを持っている可

能性もあるのかな思います。県警だけではなく

て、そういう業者からの情報を得ていくなど取

。組があってもいいのかなと思ったところでした

現在、県警のほうでは、安全○黒瀬交通部長

運転サポートカー体験講習会を実施しておりま

して、各自動車メーカーに警察施設に来ていた

だいて、サポートカーの有効性について実車体

験をしていただいているところでございます。

また、今言われたデータにつきましても、今後

共有等ができればと考えております。

高齢者事故のところで関連で、歩○二見委員

行中の事故が８人になり、昨年から２人減った

ということだと思うんですけれども、その歩行

者もどういう状況で事故になってしまったのか

というところが気になるところです。車が来る

までに渡りきらないとかであれば 運転手がしっ、

かり見ていれば交通事故を防げるというのが多

いのかなと思うんですけれども、事故の現状と

いうのはどんな感じなんでしょうか。

事故をゼロにしたいという思いは分かるんで

、 、すけれども 実際にゼロにするといったときに

高齢者だけの話ではなくて、運転手側として基

本的な運転注意義務が重要になるのかなと思い

ます。

高齢者の歩行中の事故につい○黒瀬交通部長

てでございます。
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先ほどシュミレーターのお話をさせていただ

いていますけれども、実際の歩行者用の交通環

境シュミレーターという機器がございます。実

際スクリーンで横断歩道をシュミレートしたも

のと、左右から車が来るような状況を再現した

もので、マットの上を歩行者の方に実際歩いて

もらって、遠くに見えている車ですけれども、

その歩行速度で行ったときに衝突してしまうと

か、そういった危険性が実験の後にデータで見

れるというような装置も警察で準備しておりま

す。こういったものを使って、高齢歩行者の交

通事故防止に資していきたいという考えでおり

ます。

また、高齢歩行者の死亡事故でございますけ

れども、令和５年中は８人の方が犠牲になって

おるんですが、この８人のうち６名の方が夜間

の交通事故による被害に遭っておられまして、

いずれの方も反射材は未着用でございました。

令和元年以降でデータを見てみますと、36人の

高齢歩行者が夜間の交通事故でお亡くなりに

なっておりますが、この36人の方も全て反射材

は未着用というデータが出ております。反射材

の着用、未着用で比較すると、着用している方

は２倍以上手前でドライバーから発見できると

いうデータもございますので、今後、警察とい

たしましては、明るい服装や反射材の着用効果

をできるだけ理解していただけるような広報・

啓発をさらに継続してまいりたいと考えており

ます。

高齢者宅個別訪問指導ですけれ○下沖副主査

ども、家族からの相談で個別訪問とか対応する

のか教えてください。

もちろん家族の方からの御相○黒瀬交通部長

談も警察のほうでは受けております。そういっ

、たときには家族の方も含めまして相談を受けて

交通事故防止のための指導等について行ってい

るところでございます。

運転免許を返納するときに御家○下沖副主査

族の意見を聞かなかったりするというのもあり

ますので、警察が協力することで、運転免許返

。納につなげたりとかできたらいいなと思います

この個別訪問指導の中で、そのような協力体制

や周知を図っていただきたいなと思います。

また、交通安全教室等の実施なんですけれど

も、２年以内に自転車の青切符を切れると思い

ます。交通安全教室において、学校を含めた計

画とかがあれば教えてください。

ただいま御指摘のとおり、自○黒瀬交通部長

転車についての青切符の導入は、２年以内とし

ているところでございます。今後、その青切符

導入に向けました県民への周知といたしまして

は、各種交通安全講習や自転車安全運転モデル

校を中心といたしました児童生徒に対する交通

安全教室、自治体が発行する広報紙等を活用す

るなど、効果的な広報・啓発を実施してまいり

たいと考えております。

また 各自治体や交通安全協会と連携したキャ、

ンペーン等の実施、県教育委員会等に対して児

童や生徒の指導を依頼する書面の発出により、

住民や学校と協力した対策を推進し、さらに指

導、取締りを行う啓発を今後行ってまいりたい

と考えております。

、○下沖副主査 16歳から青切符対象になるので

早めに対応していかないと、高校生たちに青切

符を多く切ることになります。自転車は独自ル

ールや自分の思い込みで運転している部分も多

いと思います。車両扱いになってしまうので早

めに対応をお願いしたいと思います。

交通安全について 逆走運転がニュ○重松主査 、

ースなどででよく報道されます。宮崎県内にお
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きましても、高速道路、一般道路での逆走によ

る事故等があるのでしょうか。逆走による事故

があった場合、高齢者だったのかどうか教えて

ください。

逆走による交通事故の発生状○黒瀬交通部長

況でございます。令和５年中における本県の高

速道路における逆走事案は５件発生しており、

うち逆走による交通事故の発生はありませんで

した。令和６年も高速道路は１件、逆走の事故

が発生しております。

資料13ページの移動交番車活動推○武田委員

進について、交番と駐在所の統廃合により、こ

の移動交番活動推進ができたと思っているんで

すけれども、県内26市町村でどこが一番多く移

動交番車を利用されていたか教えてください。

令和５年度は、交番・駐○山﨑生活安全部長

在所の再編整備した区域を中心に活動をしてお

りまして、警察署ごとに申しますと、宮崎北管

内 宮崎南管内 延岡等が多いです 延岡市で16、 、 。

回、宮崎北署管内で11回、次いで日向市、西都

市で９回になっております。

交番とか駐在所がなくなることに○武田委員

よって、地域住民の方が不安になられるんじゃ

ないかというのが県議会でも議論になり、移動

交番車をやりますという話になったんですけれ

ども、実際、令和５年度実施してみて、住民の

、皆さんの意見や相談に来られた方が多かったか

少なかったとか、どういう意見があったか分か

れば教えてください。

移動交番車が行ったとこ○山﨑生活安全部長

ろでは、各種届出、相談、巡回連絡とかをして

おりました 高齢者の集まりがあればそこに行っ。

て、特殊詐欺とか交通安全に対する防犯講話等

をやっているところでございますが、事前に交

番での回覧板とか広報紙等で周知はしていると

ころですけれども、令和５年度中は実際に来ら

れるのが１回に２～３人ぐらいでございます。

あと、こちらのほうから行ってということも多

いですので、それぐらいの人数でございます。

意見内容としては 交番とか駐在所がなくなっ、

て、不安に感じていたけれども、こういう交番

車が来て安心だとか助かるとかになります。

回覧板も全ての方が見るわけでも○武田委員

ないし、自分の気になるところだけ見たりする

ことが多いようなので、市町村を通じて自治会

とか公民館長あたりと連携してほしいです。良

い活動だと思っていますので、高齢者の方の相

談事や悩みを聞く事でも地域のためになると思

いますので、周知方法を改めて徹底していただ

きたいと思います。

移動交番車は何台で県内を回っ○前屋敷委員

ているのでしょうか。

今、２台ございます。１○山﨑生活安全部長

台は、最初から警察が所有していた車両にラッ

ピング等をしております。また、令和５年度の

予算措置していただきまして、新しく購入いた

しまして、２台ございます。

移動交番車は、いろんなところ○前屋敷委員

に交通安全も含めて指導されるということです

けれども、移動交番なので、今まであった交番

がなくなっていることもあったりして、地域を

回るときに場所も必要なんですが、一定時間と

どまって、地域の方の相談を受けるシステムも

組み込まれているのでしょうか ある集会に行っ。

て話をするということはできるんでしょうけれ

、 、 、ども 地域に一定時間 日にちも決めたりして

そこに駐車していろんな対応ができると、まさ

に移動交番の役割が果たせるのかなと思ってい

るんですが、その辺の活動の内容について教え

てください。
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、○山﨑生活安全部長 移動交番車ということで

文字どおり交番でございますので、機動性を生

かして、必要性が認められるところに行きまし

て、来られた方に対して相談を受けたり、お話

を聞いたりするテーブルとか椅子あるいは可搬

式のネットワーク等も装備して、ある程度の時

間そこに常駐して、来ていただいた方の相談と

か困り事とかを聞いたりしておりますし、そこ

を拠点として各家庭を巡回して、防犯指導とか

巡回連絡等をしている状況でございます。

また、特異な事案では、殺人未遂事件等が発

、 、 、生した場合 例えば 都城市で 今年の１月─

家に男が押し入って、女子高校生が刺されると

いう事件がありましたけれども、このような場

合に地域住民の不安を解消する目的も併せまし

て、移動交番車も運用して活動したところでご

ざいます。

今、暴力団同士の抗争が激化しよ○図師委員

うとしているときに、こういう移動交番を、県

内に複数ある暴力団事務所の前にしばらく駐在

する。あからさまに警戒してますというアピー

。ルをしつつ抑止力するとかお考えはないですか

御承知のとおり、暴力団○山﨑生活安全部長

事務所による事件があっておりますけれども、

、 、現在 警察が事務所の警戒をやっておりまして

交番車ではなく、パトカー等で警戒をしている

ところです。

パトカーの警戒では恐らくとどま○図師委員

ることはないと思いますので、そこに一定時間

とかある日数いれば、住民からのいろんな情報

とか、不安を感じている者の相談も受けやすい

のかなと思いました。何よりも抑止力になるん

じゃないかなとは思いますので、パトカーとの

併用とか、今後、何か取組があればいいなと思

いました。

基本的に交番業務が何なのかだと○二見委員

思います。この間、台風の翌日に地元の交番に

行ったら、交番の前は車でいっぱいでした。小

さい交番なのに、交番の統廃合により、広い地

域を管轄していました。

その交番は、牟田町から近いからというのも

あるのかもしれないんですけれども、業務量や

その管轄する区域を考えたら、かなり厳しいん

じゃないかなと思いました。交番業務をしっか

り見てほしいなと。統廃合とかあるのかもしれ

ませんが、まず交番が活動できるように現場を

よく見てほしいというところがあったものです

から、ぜひよろしくお願いします。

資料21ページをお願いします。○前屋敷委員

信号機の件ですけれども、令和５年度で新設が

８基ということです。信号機１基が高額という

ことは分かるんですけれども、地域の要望を私

。 、 、たちは受けたりします 信号機 点滅も含めて

全県的には、信号機の設置についての要望はど

の程度あるのでしょうか。要望を受けて８基新

設したのか教えてください。

令和５年度中に信号機の設置○黒瀬交通部長

の要望の件数は、33件受理しております。

令和５年度は８基なんですけれ○前屋敷委員

ども、計画的に新設はされるんでしょうか。要

望が多ければその年は新設数が多くなるので

しょうか。

要望があった場合、警察官が○黒瀬交通部長

、 、要望のあった交差点 現場のほうに赴きまして

現場の交通量等の調査を行い、信号機設置の指

針、ガイドラインがございますので、この設置

条件に適合するか検討した結果、令和５年につ

きましては８基を設置したという状況でござい

ます。

財政面、要望も含め、様々な要○前屋敷委員
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因を加味して設置されるんでしょうけれども、

私たちがいろいろ相談を受けたりすると 「事故、

、 」が起きないと なかなか動いてくれないのよね

というようなことを一般的によく聞きます。十

分な調査をしているということでしたので、ぜ

ひ丁寧な調査をされた上で、要望には沿ってい

ただきたいなと思います。

前屋敷委員が先ほど質問された被○重松主査

害者支援の件で、警務課長から生活安全部長に

答弁が代わりましたけれども、警務課長から補

足説明がありましたら、お願いいたします。

被害者支援の関係につきまし○甲斐警務課長

て、取組、支援の内容につきまして、もう少し

詳しく説明させていただきたいと思います。

被害者の支援の関係につきましては、精神的

負担軽減の取組と、経済的負担軽減のための取

組を行っております。

、 、まずは 精神的負担軽減の取組としましては

主なものとしまして、事件後の捜査手続とか、

各種相談窓口など、犯罪の被害者等が必要とな

る情報を掲載したパンフレットであります被害

者の手引を交付しております。そして、捜査員

の方が捜査の進捗状況を連絡します被害者連絡

制度、支援員として指定された警察職員が病院

等への付添いや心配事等への相談受理など、被

害者のニーズに応じた支援を行う指定被害者支

援要員制度を運用して寄り添うようにしており

ます。

また、経済的負担軽減について、主なものと

しまして、病院受診が必要な犯罪被害者には診

断書料や初診料の医療費等をはじめ、カウンセ

リングに要する経費及び緊急かつ一時的に避難

する必要のある場合の宿泊施設の宿泊費などを

公費で負担するなどしております。

ほかにございますか。○重松主査

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもって警察本部を終了いた○重松主査

します。執行部の皆さん、お疲れさまでござい

ました。

暫時休憩いたします。

午後２時10分休憩

午後２時15分再開

。○重松主査 それでは分科会を再開いたします

令和５年度決算等について、企業局から説明

を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

私からは令和５年度の公営企○松浦企業局長

。業会計決算の概要について御説明をいたします

分科会資料の２ページを御覧ください。

目次でございます。今議会に提出しておりま

す議案はⅠの丸の２つ目からになりますけれど

も、議案第23号「令和５年度宮崎県電気事業会

計決算の認定について 、議案第24号「令和５年」

度宮崎県工業用水道事業会計利益の処分及び決

算の認定について 、議案第25号「令和５年度宮」

崎県地域振興事業会計決算の認定について」の

３件でございます これらは地方公営企業法第32。

条第２項の規定により、利益の処分について県

議会の議決を求めるとともに、同法第30条第４

項の規定によりまして、決算について認定をお

願いするものであります。

その下のⅡの提出報告書でありますが、これ

は地方公営企業法施行令第18条の２第２項の規

定により継続費の精算報告を行うものでありま

す。

次の３ページを御覧ください。

令和５年度の決算の概要についてであります

けれども、令和５年度は工業用水道事業は純利
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益を計上し、電気事業と地域振興事業は純損失

を計上いたしました。

まず電気事業であります。供給電力量は、台

風によりまして祝子発電所及び綾第二発電所が

長期間停止するなどの影響によりまして、前年

度対比92.3％となりました。

決算額は、受取配当金の減等により事業収益

が減少したことに加えて、田代八重発電所精密

点検工事による修繕費の増等によりまして事業

費が増加したことから、前年度に比べて減収減

益となったところであります。

下の（２）の決算額の表の太枠のところを御

覧ください。令和５年度の実績として、純損失

として６億7,505万9,000円のマイナスを計上し

ております。

次の４ページをお開きください。

２の工業用水道事業であります。常時使用水

量は、一部の受水企業の使用水量需要が増加し

たことに伴いまして、前年度対比104.9％となり

ました。決算額は、常時使用水量の増により給

水収益が増となったものの、営業外収益が減、

これは令和４年の台風災害の復旧について国の

補助がかなり入っていたんですけれども、それ

が減少になったということであります。その減

となったことにより、事業収益は減少となりま

した。一方で、その修繕費も減少になりました

ので、事業費そのものが減少したということが

ありまして、前年度に比べて減収増益となった

ところであります。

下の（２）の決算額の表の太枠を御覧いただ

きますと、令和５年度は1,862万2,000円の純利

益を計上しております。

次の５ページをお開きください。

３の地域振興事業であります。ゴルフコース

利用者数は、台風による冠水被害に係る臨時休

業等がありまして、年間利用者数が２万4,851人

にとどまり、前年度対比91.1％となりました。

決算額は冠水被害に伴う修繕費用負担金の減、

これは令和４～５年、冠水被害があったんです

けれども、令和５年のほうが被害が少なかった

ので、修繕費用が少なくて済んだということで

。 、あります それにより事業費は減少したものの

指定管理者からの納付金収入の減等 利用者─

数が減ったということで納付金収入が減ったと

いうことであります。事業収益も減少したこと

から、前年度に比べて減収減益となったところ

であります。

（２）の決算額の表の太枠のところを御覧い

ただきますと、令和５年度は1,208万8,000円の

マイナス 純損失を計上しているところでご─

ざいます。

詳細につきまして、後ほど総務課長から御説

明をいたします。御審議のほどよろしくお願い

いたします。

。○小川総務課長 資料６ページを御覧ください

議案第23号「令和５年度宮崎県電気事業会計

決算の認定について」であります。

まず、１、事業の概要でありますが、令和５

年度は（１）供給電力量の太枠の年度計の欄に

ありますとおり、目標４億7,923万キロワットア

ワー余に対し、実績４億4,214万キロワットアワ

ー余で、目標に対する達成率は92.3％となって

おります。

７ページを御覧ください。

（２）電力料金収入は、太枠の年度計の欄に

ありますとおり、目標43億2,059万円余に対し、

実績42億6,978万円余で、達成率は98.8％となっ

ております。

８ページを御覧ください。

２、決算報告書であります。
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この報告書は予算額と決算額とを比較するも

のでありまして、消費税込みの金額を記載して

おります。

、（ ） 、まず １ 収益的収入及び支出でありますが

①収入を御覧ください 表の太枠の事業収益 合。 （

計）は予算額50億7,135万円余に対し、決算額49

億7,715万円余で、9,419万円余の減となってお

ります。これは主に台風に伴う長期間の発電停

止による電力量の減や、受取配当金等の減によ

るものでございます。

９ページを御覧ください。

②支出であります。

表の太枠の事業費合計は予算額74億1,712万円

余に対し、決算額54億9,821万円余であります。

繰越額は６億6,967万円余で、この繰越しの内容

は、６月の常任委員会で報告いたしました綾第

二発電所大規模改良事業の繰越し等によるもの

であります。

また、不用額は12億4,924万円余で、これは主

に営業費用や営業外費用の執行残などでありま

す。

10ページを御覧ください。

（２）資本的収入及び支出でありますが、こ

れは事業収益を得るために必要な資産等の取得

等に係る収支を表すものであります。

①収入を御覧ください。表の太枠の資本的収

入合計は予算額7,389万円余に対し 決算額7,352、

万円余となっております。

11ページを御覧ください。

。 、②支出であります 太枠の資本的支出合計は

予算額83億7,614万円余に対し 決算額19億6,760、

。 、万円余であります 繰越額は56億1,399万円余で

この繰越しの内容は、６月の常任委員会で報告

いたしました綾第二発電所大規模改良事業の繰

越し等であります。

また、不用額は７億9,454万円余で、これは主

に建設改良費のうち渡川発電所発電設備一括更

新工事の不用額等であります。

欄外の米印の２つ目を御覧ください。資本的

収入額が資本的支出額に不足する額18億9,407万

円余につきましては、①～④に記載のとおり、

減債積立金等で補塡したところであります。

次に、12ページを御覧ください。

３の損益計算書であります。こちらは消費税

抜きの金額を記載しております。

①収益の部を御覧ください。太枠の収益合計

は45億4,579万円余となっており、その主なもの

は営業収益の電力量であります。

13ページを御覧ください。

②費用の部であります。太枠の費用合計は52

億2,085万円余となっており、主なものは営業費

用の水力発電費であります。収益合計から費用

合計を差し引きました下から３行目の当年度純

損失は６億7,505万円余となっております。この

損失に、その下の行のその他未処分利益剰余金

変動額の１億9,331万円余、これは減債積立金等

の取崩し額でありますが、これを加えました当

年度未処理欠損金は４億8,174万円余となりま

す。

14ページを御覧ください。

４、貸借対照表であります。こちらも消費税

抜きの金額となっております。

表の左側を御覧ください。太字で記載してお

ります固定資産と、15ページを御覧いただきま

して、太字で記載しております流動資産で構成

されております 一番下の資産合計は503億8,173。

万円余となっております。

14ページ、表の右側を御覧ください。

、太字で記載しております固定負債と流動負債

繰延収益で構成されます負債合計は、15ページ
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の上から２段目、84億4,402万円余となっており

ます。

その下の資本金と剰余金、評価・換算差額等

で構成されます資本合計は419億3,770万円余と

なっております。この結果、表の一番右下の負

債資本合計は503億8,173万円余となっておりま

す。

次に、16ページを御覧ください。

５、欠損金処理であります。表の上から２行

目に記載しております未処理欠損金４億8,174万

円余につきましては、欠損時の補塡財源である

利益積立金から補塡することとしたところであ

ります。

参考といたしまして下の表に利益積立金の処

理後の残高を記載しております。

次に、18ページを御覧ください。

議案第24号「令和５年度宮崎県工業用水道事

業会計利益の処分及び決算の認定について」で

あります。

まず、１、事業の概況でありますが、常時使

用水量は、細島工業団地の工場等の一部の受水

企業の使用水量需要が増加したことにより、

（１）給水状況は太枠の年度計の欄にあります

とおり、表の左から３列目、常時使用水量の目

標2,019万立方メートル余に対し、その横の実績

は2,027万立方メートル余で、その達成率は右か

ら３列目、100.4％となっております。

次に、19ページを御覧ください。

その結果 （２）給水料金収入は、太枠の年度、

計の欄にありますとおり、目標３億446万円余に

対し、実績３億493万円余で、達成率は100.2％

となっております。

次に、20ページを御覧ください。

２、決算報告書であります。まず （１）収益、

的収入及び支出であります。

①収入を御覧ください。太枠の事業収益合計

は、予算額３億7,951万円余に対し、決算額３

億8,466万円余で、515万円余の増となっており

ます。これは主に引当金戻入れによる営業外収

益の増によるものであります。

次に、21ページを御覧ください。

②支出であります。太枠の事業費合計は、予

算額４億2,043万円余に対し、決算額３億6,106

万円余であります。

また、不用額は5,936万円余で、これは営業費

用の修繕費や委託費の執行残などであります。

次に、22ページを御覧ください。

（２）資本的収入及び支出であります。

①収入を御覧ください。太枠の資本的収入合

計は、予算額143万円余に対し、決算額107万円

余となっております。これは令和４年台風第14

号被災箇所の改良工事に係る国庫補助金の受領

に伴うものであります。

23ページを御覧ください。

。 、②支出であります 太枠の資本的支出合計は

予算額１億3,483万円に対し、決算額１億1,625

万円余であります。

また、不用額は1,857万円余で、これは主に建

設改良費のうち非常用電源ケーブル等設置工事

の入札残等であります。

欄外の米印を御覧ください。資本的収入額が

資本的支出額に不足する額１億1,517万円余につ

きましては、①～④に記載のとおり、借入金償

還積立金等で補塡したところであります。

次、24ページを御覧ください。

３、損益計算書であります。

①収益の部を御覧ください。表の太枠の収益

合計は３億5,413万円余となっており、主なもの

は営業収益の給水収益であります。

25ページを御覧ください。
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②費用の部であります。太枠の費用合計は３

億3,551万円余となっており、主なものは営業費

用の運転費であります。

収益合計から費用合計を差し引きました下か

ら３行目の当年度純利益は1,862万円余となって

おります。この利益に、その下の行の、その他

未処分利益剰余金変動額の6,150万円余、これは

減債積立金と借入金償還積立金の取崩し額であ

りますが、これを加えました当年度未処分利益

剰余金は8,012万円余となります。

26ページを御覧ください。

４、貸借対照表であります。表の左側を御覧

ください。太字で記載しております固定資産

と、27ページに太字で記載しております流動資

産で構成されております 一番下の資産合計は41。

億1,181万円余となっております。

26ページにお戻りいただきまして、表の右側

を御覧ください。

、太字で記載しております固定負債と流動負債

繰延収益で構成される負債合計は 27ページ 23、 、

億4,388万円余となっております。資本金と剰余

金で構成されます資本合計は17億6,792万円余と

なっております。この結果、負債資本合計は41

億1,181万円余となっております。

次に、28ページを御覧ください。

５、剰余金処分（案）であります。表の上か

ら２行目にあります未処分利益剰余金8,012万円

余につきましては、処分案でお示ししておりま

すとおり、まず上から３行目の備考欄にありま

す借入金償還積立金等の取崩し額6,150万円余は

資本金へ組み入れたいと考えております。その

下の備考欄にあります当年度純利益分となる額

につきましては、借入金償還積立金へ積み立て

たいと考えております。

参考といたしまして、下の表に処分案による

処分後の資本金と借入金償還積立金の令和６年

度末の残高見込みを記載しております。

次に、30ページを御覧ください。

議案第25号「令和５年度宮崎県地域振興事業

会計決算の認定について」であります。

まず、１、事業の概況でありますが、台風に

よる冠水被害に係る臨時休業等により、年間利

用者数は（１）ゴルフコース利用状況の表の太

枠の年度計の欄にありますとおり、目標３

万1,500人に対し、実績は平日・休日の合計で２

万4,851人であり、目標に対する達成率は78.9％

となっております。

31ページを御覧ください。

その結果 （２）施設利用料収入は、目標、

、 、の2,101万円余に対し 実績は909万円余となり

達成率は43.3％となりました。

次に、32ページを御覧ください。

２、決算報告書であります。

（１）収益的収入及び支出について、①収入

を御覧ください。太枠の事業収益合計は、予算

額1,610万円余に対し 決算額1,183万円余で 426、 、

万円余の減となっております。これは主に指定

管理者からの納付金が予算額より減となったこ

とによるものであります。

次に、33ページを御覧ください。

②支出であります。太枠の事業費合計は、予

算額2,623万円余に対し、決算額2,385万円余で

あります。

また、不用額は238万円余で、これは主に営業

費用の修繕費や委託費などであります。

次に、34ページを御覧ください。

（２）の資本的収入及び支出であります。

①収入を御覧ください。資本的収入はござい

ません。

35ページを御覧ください。
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。 、②支出であります 太枠の資本的支出合計は

予算額1,519万円余に対し、決算額1,077万円余

であります。

不用額は442万円余で、これは主に建設改良費

のうち一ツ瀬川県民スポーツレクリレーション

。施設改修工事設計費用の入札残などであります

欄外の米印を御覧ください。資本的収入額が

資本的支出額に不足する額1,077万円余につきま

しては、①と②に記載しておりますとおり、過

年度分損益勘定留保資金等で補塡したところで

あります。

次に、36ページを御覧ください。

３、損益計算書であります。

①収益の部を御覧ください。太枠の収益合計

は1,092万円余となっており、その主なものは営

業収益の施設利用料で、指定管理者からの納付

金であります。

次に、37ページを御覧ください。

②費用の部であります。太枠の費用合計

は2,300万円余で、主なものは営業費用の施設管

理費であります。なお、台風の冠水被害に係る

修繕費用負担金を費用合計欄の１つ上の特別損

失に計上しております。この結果、当年度純損

失は1,208万円余となっております。これにその

下の行の前年度からの繰越欠損金を加えました

当年度未処理欠損金は3,109万円余となったとこ

ろであります。

次に、38ページを御覧ください。

４、貸借対照表であります。

表の左側を御覧ください。太字で示しており

ます固定資産と流動資産で構成されます資産合

計は 39ページを御覧いただき 左下の７億9,593、 、

万円余となっております。

38ページ、固定負債と流動負債、繰延収益で

構成されます負債合計は７億409万円余となって

おります。その下の資本金と39ページの一番上

の段の剰余金で構成されます資本合計は9,183万

円余となっております。この結果、表の一番右

下の負債資本合計は７億9,593万円余となってお

ります。

次に、40ページを御覧ください。

５、欠損金処理であります。

表の上から２行目にあります未処理欠損

金3,109万円余につきましては、欠損時の補塡財

源である利益積立金がありませんので、全額が

次年度に繰り越されることとなりまして、本年

度の利益により補塡していくこととなります。

次に、41ページを御覧ください。

参考といたしまして、令和５年度における企

業局から知事部局等への経費支出額を記載して

おります。令和５年度は知事部局や市町村に対

しまして、多目的ダム管理費など、表の一番下

に太枠で囲んでありますとおり、合計15億円余

を支出しております。

提出議案に係る説明は以上であります。

続きまして、提出報告書について御説明をい

たします。

42ページを御覧ください。

42～43ページは 「令和６年９月県議会定例会、

提出報告書（追加分 」から企業局の所管部分を）

抜粋したものをおつけしております。

別紙２ 「令和５年度宮崎県公営企業会計（電、

気事業）継続費精算報告書」であります。報告

の対象となる事業は３件ございます。

42ページの表には既存の設備の除却や修繕に

伴う費用である事業費の営業費用を記載してお

ります。

まず、表の上段 「田代八重発電所自動制御装、

置更新及び水車発電機精密点検工事」でありま

す。この事業は発電に係る機器の総合的な運転
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制御を行う自動制御装置の更新と水車発電機の

整備点検を行うものです。計の欄にありますと

おり、全体計画の年割額の計２億309万円余に対

しまして、実績の支払義務発生額は１億8,557万

円余となりました。

次に、表の下段 「石河内第一発電所接地型計、

」 。 、器用変圧器取替工事 であります この事業は

設置後45年が経過した接地型計器用変圧器につ

いて、機器の更新を行うものです。計の欄にあ

りますとおり、全体計画の年割額の計322万円余

に対しまして、実績の支払義務発生額は278万円

余となりました。

次に、43ページを御覧ください。

こちらの表には新しい設備の設置に伴う費用

である資本的支出の建設改良費を記載しており

ます。まず、表の上段 「渡川発電所発電設備一、

括更新工事」であります。この事業は渡川発電

所大規模改良事業において、老朽化した水車発

電機制御装置を更新するものであります。計の

欄にありますとおり、全体計画の年割額の計30

億3,564万円に対しまして、実績の支払義務発生

額は26億7,056万円余となりました。

次に、表の中段 「田代八重発電所自動制御装、

置更新及び水車発電機精密点検工事」は、計の

欄にありますとおり、全体計画の年割額の計３

億963万円余に対しまして、実績の支払義務発生

額は２億4,947万円余となりました。

表の下段 「石河内第一発電所接地型計器用変、

圧器取替工事」は、計の欄にありますとおり、

全体計画の年割額の計2,485万円余に対しまし

て、実績の支払義務発生額は2,265万円余となり

ました。

なお、表の上段、渡川発電所発電設備一括更

新工事の資本的支出の建設改良費につきまして

は、当初、令和４年度までの継続年度でありま

したが、新型コロナウイルスの影響等により繰

り越したもので、令和５年度に事業が完了した

ことから、今回報告するものであります。

。提出報告書についての説明は以上であります

最後に、44ページを御覧ください。

Ⅲ令和５年度企業局に係る監査結果報告書指

摘事項等についてでありますが、今回の監査に

、 。おきまして 指摘事項等はございませんでした

また、監査委員の決算審査意見書に関して特

に報告すべき事項はございません。

企業局が所管します３会計の令和５年度決算

審査に係る説明は以上であります。

執行部の説明が終了しました。○重松主査

ただいまの説明について質疑はございません

か。

資料15ページの貸借対照表です○下沖副主査

けれども、未収金額について令和３年が４

億4,000万円ぐらいで、令和４年が４億5,000万

円となっていますが、今回、５億4,000万円まで

増えた要因を教えてください。

時間をいただけますでしょう○小川総務課長

か。

探している間、ほかに質問はあり○重松主査

ますでしょうか。

資料30ページ、ゴルフコース利用○福田委員

状況の件ですけれども、台風による冠水被害に

よって臨時休業したということで、資料31ペー

ジで結果的に施設利用料収入の達成率が43.3％

となっています。台風が原因とのことですが、

今後、台風が増えたら、達成率が下がると思う

んですけれども、見通しや対策は全く考えてい

ないんですか。

台風についてですけれど○西本経営企画室長

も、令和５年度は８日クローズしまして、その

後もコースを管理するのに費用がかかったとい
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うことでございます。今年度はそれより少し被

害が少なくて、６日のクローズで、被害額とし

ても先日の常任委員会でも説明したとおり140万

。円程度の被害があったということでございます

今後につきましては、特別損失で対応してい

きますので、事前にある程度のリスクがあるこ

とを経営の中で考えていきたいと思っておりま

す。

大変難しい状況と思うんですけれ○福田委員

ども、何もしないで待っておくというのも、む

なしい感じがします。

まさに福田委員に御心○児玉副局長（総括）

配をいただいているとおりで 目標達成率が43.3、

％、利用の収入の部分でその数字にとどまって

いる。やはり一番大きかったのが、年間利用者

数が目標を大分下回っているということでござ

います。我々としては、目標の年間利用者数を

いかに上げていくのかというのが課題であると

思っております。

台風につきましては、どうしてもコースが河

川敷のところにございますので、一定の被害は

あるものと想定をしているんですけれども、肝

心なのは年間利用者数をいかに増やしていくか

ということでございます。昨年度の状況は非常

に厳しいところもございますから、いかに地域

の皆様に一ツ瀬川ゴルフ場を認知していただい

て、利用していただける方を増やしていくかと

いうのが大事だと思っています。

実は、指定管理者が昨年度まではモリタゴル

フさんで、今年から新しい指定管理者に変わり

まして、支配人の方についても経験豊富な方に

、 、来ていただいて 我がゴルフ場の厳しい状況を

まさに今、経験していただいて、その中でどの

、ようにしたら利用者を増やすことができるのか

。工夫をしていただいているところでございます

、 、 、また 明るい話題といたしましては 今年度

日章学園高校のゴルフの練習に使っていただけ

ることになりまして、先日もニュースで報道し

ていただいて、ゴルフ場の認知度を非常に高め

るきっかけにもなるのかなと考えているのです

が、ただ、いずれにしても、非常に厳しい状況

であることは間違いありません。我々として今

後の見通しについて言うと、目標は高いものが

ありますので、いかに認知度を高められるのか

を常に意識しながら、利用者数の増加に向けて

頑張っていきたいと考えております。

私たちも新たな指定管理者にお会○福田委員

いしました。期待しているので、ぜひ頑張って

ほしいと思います。

ゴルフコース利用状況について、○武田委員

年間利用者数が78.9％で、施設利用収入は43.3

％ということで、年間利用者の目標を達成した

として、施設利用料収入は目標を達成するので

しょうか。

利用者のほうが目標を○児玉副局長（総括）

達成すれば、一応の利益は確保できると考えて

います。ただ、どうしても年間目標利用数に対

して実際の利用者数は非常に少ない状況であり

ますので、ここは厳しい現実として我々は受け

止めて、しっかり取り組んでいく必要があると

考えています。

ここ10年ぐらいでは単年度黒字が○武田委員

どれくらいあったのでしょうか。

令和３年度が黒字となっ○西本経営企画室長

ております。理由といたしましては、令和元～

２年はコロナの影響により、当初はゴルフがで

きない状況でしたが、その後はゴルフはコロナ

禍においてもできるということで、若者を中心

に全国的にブームもあったため、令和３年度は

黒字になります。一方、令和４～５年度が台風
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による冠水被害等によりマイナスになります。

赤字の大きな理由が台風というこ○武田委員

とで、自然によるものなので仕方がないかもし

れないけれども、それらを加味した上で利用者

、 、数の目標があるだろうし 各月の実績を見ても

全ての月でマイナスなので、台風は関係ないの

かなと思います。台風の影響で、クローズする

し、費用もかかるんでしょうけれども、台風だ

けではないと思います。宮崎県地域振興事業会

計ですので、一部の人たちが利用して、毎年赤

字を出しているようでは、ゴルフ場を閉めたほ

うが県民のためになるんじゃないかなとも思い

ます。ゴルフが強い宮崎県ですから、ゴルフ場

ができたときの思いとか、なぜ今続けているの

かなど、赤字が出ながらでも継続していく必要

があるのか、そのあたりの考えがあれば教えて

ください。

この事業の目的は地域○児玉副局長（総括）

振興事業でございますので、平成の初め頃に、

地域振興事業としてゴルフ場を設置いたしまし

て、地域の皆さんにゴルフを親しんでいただい

て、健康増進にもつなげていただくというとこ

ろから始まったものと考えていますけれども、

確かに近年の状況として、台風災害等も大分激

しくなってきて、コースの冠水によるクローズ

の期間も長期化しているような自然状況の変化

、 、があり あとゴルフを利用される方についても

最近は、高齢化してきております。先ほど担当

室長が申し上げましたけれども、ちょうどコロ

ナ禍では、密にならずに外で楽しむことができ

るゴルフということで、人気が回復した時期も

ございました。このときに、利用者の方はいろ

、んな年代の方がいらっしゃったんですけれども

ただ、最近は、高齢者を中心にした利用がやは

り主なものとなっております。

我々も現場に実際行きまして、利用されてい

る状況を見ておりますけれども、利用されてい

る方は非常に喜んでいただいている状況でござ

います。ただ一方で、県の企業局がやっており

ますので、やはり経営的に成り立っていくとい

うのが前提だと思っております。今も非常に厳

しい状況が続いておりますが、指定管理者が今

年度替わったばかりでございますので、まずは

その指定管理者による集客の工夫とかを見てい

きたいと考えています。しかし、今後の見通し

として厳しいものがあるというふうになれば、

当然、その時点で、この事業の在り方について

も我々は検討すべきだと思っておりますので、

しっかり委員の御指摘をいただきながら、今後

の運営方法についても検討、工夫をしていきた

いと考えております。

クラブハウス等も大分老朽化して○武田委員

おりますので、そこらあたりも勘案しながら、

新しい指定管理者の努力には報いないといけな

いので、今すぐという話ではなくて、５年、10

年先にどうしていくのかシミュレーションをし

てタイミングを考えながら、このタイミングに

なったら数年後にはゴルフ場を閉めようとか、

そこらぐらいまで考えておくべきじゃないかな

と思います。何年か後にはクラブハウスを建て

直さないといけないのかなということも考えな

がら、今言われたようにしっかりと検討をして

いただきたいなと思います。

ゴルフ場のここ数年間の負債合計○二見委員

は、どんな推移をしていますか。

資料37ページを御覧くだ○西本経営企画室長

さい。

令和５年度の欠損金が約1,200万円で、昨年度

が約1,900万円ということで、累積欠損金として

約3,100万円になります。
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今説明があったのは欠損金です。○二見委員

資料38～39ページでいったら、剰余金に欠損金

は計上されているわけだけれども、負債合計額

がどういうふうに変わってるかを聞いてます。

負債のほうは電気事業会計が○小川総務課長

地域振興事業会計にお金を貸しているものがあ

ります。そちらを毎年確実に返している状態に

なっているので 負債自体は減っている形になっ、

ています。

電気事業会計から地域振興事業会○二見委員

計にお金の出入りがあることは、資料ではどこ

の部分になるんですか。この建設改良他会計借

入金のことを言われていますか。

そのとおりでございます。○小川総務課長

そういう説明がないと、我々見て○二見委員

、 。いても よく分からないので教えてほしかった

。ここが毎年減ってはいるということなんですね

負債合計額は昨年度末７億400万円程度というこ

となんだけれども、ここ数年間どういう数字で

推移しているのかなとお伺いしてます。年度を

またいだ負債合計額の推移を示したデータ、資

料はないということですか。

議会に出している正式な決算○小川総務課長

書では、今回の場合は、令和４～５年度は示し

ていまして、それは毎年示していますので、そ

れを時系列に並べることは可能ですけれども、

今、手元にございません。

報告資料としてはこれでいいと思○二見委員

います。今ここで聞いているのは、過去のデー

タが手元にないので、どういう数字になってい

るのか分からないんですかと聞いているだけな

んです。それがないと言っているんだったら、

ないということでもいいです。別にここに報告

資料として出してくださいと言っているわけで

はなくて、本来は毎年これが積み重なっていっ

ているわけだから、推移というのが分かりませ

んかと聞いているんですよ。

この場にはありません。○小川総務課長

後で議事録とか過去の資料を調べ○二見委員

てみればいいという御答弁なんですかね。地域

振興事業も毎年うまくいかない説明しかない中

で、特定の地域のところだけに県税を投入する

ようなことをやっていていいのかという議論が

ある。そういったときに、これ以上負債を増や

していかないほうがいいという話もある。武田

委員からの話もそういうことだと思います。我

々もこの10年ぐらい見ていて、経営がよくなっ

たという話もあまり聞かないもんだから、これ

以上負債が増えないというところをちゃんと確

認する必要があります。今回、負債合計が約７

億円となっているけれども 結局 そこに上がっ、 、

ていない、未処理欠損金が剰余金でマイナスと

して上がってくるわけです。

、 、 、だから 私たちは この事業を続けるべきか

続けないほうがいいのかという判断をするため

のデータを示してもらわないといけないという

ところで話している。皆さんは把握していると

いうことなんですが、この地域振興事業がうま

くいっているかどうか、ちゃんと判断されてい

るのかなと思います。

負債で一番大きいのが電気事○小川総務課長

業から借りているお金になっているので、そこ

のところについては毎年返しています。

どれくらいのお金を返しているの○二見委員

でしょうか。

毎年、資料38ページのところ○小川総務課長

に流動負債に996万7,628円と計上されています

が、それが返しているお金になります。約996万

。円を毎年負債から返している形になっています

この分は減っていますので、その分の負債負担
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はなくなっています。

ゴルフ場を立ち上げるときに、電○二見委員

気事業からここにお金を出して、このゴルフ場

を造りました。その長期負債が建設改良他会計

借入金というところで、毎年約1,000万円返して

います。ということは、今、私たちが今の説明

を聞いていて分かったことは、残りの６億8,000

万円ぐらいを毎年1,000万円ぐらいずつ返して

いったら、なくなるのは68年後という見通しに

なるわけですよ。我々はそういうことを考えて

いかなければならないので、そういう見方がで

きるような説明があるといいなと思いました。

このゴルフ場やクラブハウスだって、老朽化

が進めばお金をまた入れていかないといけない

わけだし、そのときに足りない分はどうするの

となる。自分たちでつくった利益剰余金がある

かもしれないけれども、今の経営状況の収支を

見たときに、剰余金はなく、欠損金を1,200万円

計上して、3,000万円ぐらいの残高になっている

中で、これを帳消しにしていくことはできるの

かどうかも見ていかないといけない。そういっ

たところは、経営感覚として説明があったほう

がいいなと思います。

利益剰余金のところでいきま○小川総務課長

すと、負債合計下に資本金がありまして、組入

資本金というものがございます。これは利益剰

余金を資本金に積み上げていったものなので、

もともとは利益剰余金になります。ですから、

この利益剰余金が資本金になっていますけれど

も、まだ残っている状態ですので、その意味で

は、まだ事業として成り立っていると考えてい

ます。

ただ、約１億円ぐらい組入資本金○二見委員

としてあって、現金があると見れるのかなと思

います。流動資産を見れば約１億7,800万円に

なっているわけだから、それぐらいのお金はあ

るんでしょう。資本金は約１億円しかないけれ

ども、負債は約７億円ある。その経営は続けら

れるかどうか。単年度で今回1,200万円の負債が

出た。これまでの推移をずっと見ながら判断し

、 、ていかなければ この１年間だけを見ただけで

いきなりこれは続けるべきだ、やめるべきだと

いう話はできないと思います。そういったとこ

ろも含めて、検討する必要性があると思うんで

すけれども、局長として今そういう状況ではな

いという御判断になるんでしょうか。

そういう状況だと思っていま○松浦企業局長

す。ただ、資料としてこれまでそういう出し方

をしてきていないので、このような説明の仕方

になっております。他会計から借入れをしてい

る分をどういう形で返しているのかとか、毎年

度の最終的な利益、損失がどうなっているのか

整理を一回しないと、お見せできるような資料

が今ないということでありますので、後で、も

しよければ御提出させていただきたいと思いま

す。

それから、先ほど副局長から御説明いたしま

したけれども、このゴルフ場ができた当初はそ

れなりにゴルフ人口が多くて、ゴルフ場が足り

ない状況に対応していくということで始まって

おりましたので、その段階での経営は特に問題

があったわけではありません。毎年1,000万円ず

つぐらい他会計に返している状況の中で 平成29、

年度までは僅かですけれども黒字という状況が

ありまして、それがこの数年間でかなり厳しい

状況になってきているというイメージで捉えて

いただければいいと思います。そういう中で台

風災害による冠水も可能性としてそれなりに増

えてきたところがありまして、これからどうい

うふうに持っていくのかは、一つの大きな経営



- 24 -

令和６年９月30日(月)

課題だと認識はしております。

指定管理者が新たなところに替わりましたの

、 、で その中でどうやって裾野を広げていくのか

そういうことが可能なのかも再度しっかり見た

上で、先々については考えていかなければなら

ないというスタンスでおります。

局長がおっしゃったように、昔経○二見委員

営はよかったけれども、悪くなってきたという

状況と、宮崎県内のゴルフ環境もよくなってき

たのを考えれば、当初の目的の一つはもう達成

。 、されているような判断ができますよね 例えば

、 、この決算のときに この場で判断するというか

長期間検討するのか考えていく必要があると思

うんですよね。平成29年度まで黒字で、それか

ら６～７年経過しているわけですから、今後を

見通したときのプランを やめることありき─

ではないですけれども、判断するための検討と

いうか、検証をしていかないといけない時期な

んだろうと。そのために、今回の決算資料だけ

でなくて、今後の検討資料の在り方も考えてい

ただきたい。

課長にも急な話をして申し訳なかったんです

けれども、我々が判断するための情報を持って

いらっしゃるのは執行部だし、この説明もやっ

ぱり聞かなければ分からないところも多い もっ。

と言えば、さっきの借入金についても、毎年定

額で返しているのか。そこ辺も本当は赤字が多

いから、調整しているんじゃないのかなと。企

業局内でのやりくりだから、赤字が出ていると

きに、これを小さくするために、実は借入金の

返済額を少なくしているんじゃないかなとか思

います。どういう契約状況になっているのか、

確認していかなければ分からないので、今後の

検討課題として、認識していただければよろし

いかと思います。

資料14ページの水力発電設備に○下沖副主査

ついて、令和４年度は約120億円だったんですけ

、 。れども 令和５年度は約518億円になっています

差額の要因を教えてください。

水力発電設備ですけれども、○小川総務課長

貸借対照表で令和４年度が517億円余で、令和５

年度が518億円余の貸借対照表になっています。

見ている数字が、減価償却の累計額を引いた額

ではないかと思われます。

分かりました。○下沖副主査

最初に下沖委員から御質問あ○小川総務課長

りました未収金についてですけれども、令和４

年度と令和５年度を比較して、令和５年度が増

。 、えています 国の消費税の還付金の未収金とか

九州電力の電力料が大きくて未収金が増えてい

ます。

それは回収可能ですか。今回１○下沖副主査

億円ぐらい増えている部分がそれですか。

企業局の会計は簿記会計で、○小川総務課長

３月で切れる形になるので、入ってこない額は

未収金として立てて、それが翌年度に現金とし

て入ってくる形になっていますので確実に入っ

てきております。

例年の４億5,000万円ぐらいは、○下沖副主査

回収計画を含めたものができているのか、それ

、 。とも回収不可能なものなのか 教えてください

私どもの取引相手は基本的に○小川総務課長

確実なところばかりですので、未収金の回収は

確実にできています。

キャッシュフローが分かる資料は○二見委員

ありませんか。

「令和５年度宮崎県公営企業○小川総務課長

会計決算書」の40ページにキャッシュフローは

お示しさせていただいております。

ほかに質問はよろしいですか。○重松主査
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〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって企業局を○重松主査

終了いたします。執行部の皆さん、お疲れさま

でした。

暫時休憩いたします。

午後３時22分休憩

午後３時25分再開

分科会を再開いたします。○重松主査

明日の分科会は、午前10時に再開をし、教育

委員会の審査を行うことといたします。

以上で本日の分科会を終了いたします。お疲

れさまでした。

午後３時26分散会
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午前９時59分再開

出席委員（７人）

重 松 幸次郎主 査

下 沖 篤 史副 主 査

二 見 康 之委 員

武 田 浩 一委 員

福 田 新 一委 員

前屋敷 恵 美委 員

図 師 博 規委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

黒 木 淳一郎教 育 長

副 教 育 長 大 東 収

教 育 次 長
吉 玉 拓

（教育政策担当）

教 育 次 長
北 林 克 彦

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 佐 藤 雅 宏

財 務 福 利 課 長 畑 中 道 一

育 英 資 金 室 長 上 田 浩 司

高 校 教 育 課 長 間 曽 妙 子

義 務 教 育 課 長 田 中 幸 一

特別支援教育課長 山之口 義 弘

教 職 員 課 長 菊 池 武 司

参事兼生涯学習課長 猪 野 貴 一

田 中 裕 久スポーツ振興課長

長 友 由美子参事兼文化財課長

川 越 政 紀人権同和教育課長

図 書 館 長 平 山 文 春

美 術 館 副 館 長 梅 田 一 明

総 合 博 物 館 長 松 野 義 直

事務局職員出席者

黒 木 燿一朗議 事 課 主 事

岩 倉 有 希政策調査課主任主事

分科会を再開いたします。○重松主査

それでは、令和５年度決算について執行部の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

それでは、令和５年度決算につ○黒木教育長

きまして、決算特別委員会資料で御説明申し上

げます。

なお、ページ数につきましては、右下のほう

に決算と書いてございまして、そこに数字で示

しております。

それでは決算の３ページを御覧ください。

「宮崎県総合計画2023」に基づく施策の体系

表により、主要施策につきまして御説明申し上

げます。

教育委員会では体系表の左上にありますよう

に 「宮崎県総合計画2023」の３つの分野別施策、

の中で 「人づくり」に係る部門別計画として、、

宮崎県教育振興基本計画を策定しております。

本計画のスローガン 「未来を切り拓く 心豊、

かでたくましい 宮崎の人づくり」の推進に向

けまして７つの基本目標を設定し、令和５年度

はその右側に掲げておりますような事業にそれ

ぞれ取り組んだところであります。

続きまして４ページを御覧ください。

教育委員会全体の令和５年度歳出決算の状況

でございます。

令和６年10月１日(火)
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まず、一般会計でありますが、表の下から５

段目の一般会計の計の欄を御覧ください。

予算額1,042億2,010万5,945円 支出済額1,022、

億777万1,658円、不用額７億4,509万1,287円、

執行率98.1％でございます。

次に特別会計であります。

表の下から４段目と３段目の括弧の中に示し

、 、ておりますが 県立学校実習事業及び育英資金

この２つの特別会計がございます。

下から２段目の特別会計の計の欄を御覧くだ

さい。

予算額47億516万3,000円、支出済額６億334

万3,071円 不用額41億181万9,929円 執行率12.8、 、

％であります。

次に、資料の最後になります。

97ページを御覧ください。

監査結果報告書における指摘事項及び注意事

項を記載しております。また、令和５年度宮崎

県歳入歳出決算審査意見書におきまして３件の

審査意見がありましたので、これらにつきまし

ては、各事業の詳細と併せまして後ほど、関係

課長から御説明申し上げます。

お手元の決算特別委員会○佐藤教育政策課長

資料５ページを御覧ください。

一番上の（款）教育費の欄でございます。

令和５年度の教育政策課の一般会計予算額

は38億8,531万1,000円、支出済額は38億7,506

万4,023円、不用額は1,024万6,977円、執行率

は99.7％となっております。

このうち（目）の不用額が100万円以上のもの

について御説明いたします。

なお、執行率が90％未満の（目）はございま

せん。

６ページを御覧ください。

まず、上から１段目の（目）事務局費の不用

額が715万1,946円となっております。

こちらは、主に事務局職員の職員費及び職員

旅費等の執行残であります。

続きまして、７ページを御覧ください。

上から１段目の（目）教育研修センター費の

不用額が129万9,717円となっております。こち

らは、主に教育研修センターの運営費の執行残

でございます。

次に、８ページを御覧ください。

上から１段目の（目）社会教育総務費の不用

額117万8,377円でございます。こちらは事務局

職員の職員費の執行残であります。

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。

９ページを御覧ください。

上のほうの人づくり１の「子どもを生み育て

やすく、未来を担う人材を育む社会づくり」の

（２）未来を切り拓く心豊かでたくましい人材

を育む教育の推進についてであります。

表の中ほどに「テレビ教育広報」でございま

すが、ＭＲＴとＵＭＫの２局におきまして、教

育委員会の取組について番組を制作、放送し、

県民への周知を行ったもので、令和５年度はＭ

ＲＴ、ＵＭＫとも、それぞれ52回の放送を行い

ました。

10ページを御覧ください。

テレビ広報による情報発信につきましては、

映像の効果的な活用により、幅広い世代が年間

を通じて定期的に視聴できるなど、その効果は

大きいものと考えております。

今後も多くの県民に興味を持っていただける

ような番組づくりに努め、県民の教育に対する

理解を深めながら 「県民総ぐるみによる教育」、
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を推進してまいりたいと考えております。

主要施策の成果につきましては以上でござい

ます。

最後になりますが、監査委員の決算審査意見

書に関しましては、特に報告すべき事項はござ

いません。

決算特別委員会資料の11○畑中財務福利課長

ページを御覧ください。

まず、表の一番上の一般会計についてであり

ますが、予算額が58億8,347万6,470円、支出済

額が52億4,285万2,735円、翌年度繰越額が２

億6,201万4,000円、不用額が３億7,860万9,735

円、執行率が89.1％、翌年度への繰越額を含め

。た執行率が括弧書きの93.6％となっております

このうち （目）の不用額が100万円以上のもの、

及び執行率が90％未満のものについて御説明い

たします。

同じ表の上から４段目 （目）事務局費の不用、

額が5,577万1,781円となっております。これは

。主に学校施設の工事等に係る入札残であります

次に、12ページを御覧ください。

表の一番上 目 教職員人事費の不用額が207、（ ）

万918円となっております。これは主に職員の健

康管理事業に係る経費が見込みを下回ったこと

による執行残であります。

次に、13ページを御覧ください。

表の上から２段目 （目）高等学校管理費の不、

用額が１億9,931万6,107円となっております。

これは高等学校及び中等教育学校等における一

般運営費の執行残であります。

次に、表の下から３段目 （目）教育振興費の、

不用額が160万2,828円、執行率が85.1％となっ

ております。これは理科教育設備の購入額が見

込みを下回ったことによる執行残であります。

次に14ページを御覧ください。

表の上から２段目 （目）特別支援学校費の不、

用額が3,544万289円となっております。これは

特別支援学校における一般運営費の執行残であ

ります。

次に、特別支援学校費の下 （目）保健体育総、

。務費の不用額が613万5,575円となっております

これは特別支援学校等調理業務に係る経費の執

行残であります。

次に15ページを御覧ください。

表の一番上 （目）体育施設費の不用額が139、

万7,891円となっております。これは体育設備の

購入額が見込みを下回ったことによる執行残で

あります。

次に、体育施設費の下 （目）文教施設災害復、

旧費の不用額が7,641万644円、執行率が54.6％

となっております。これは災害被害を受けた教

育施設等の災害復旧を要する事案が想定より少

なかったことによるものであります。

次に、16ページを御覧ください。

県立学校実習事業特別会計であります。

表の一番上、予算額が２億3,365万9,000円、

支出済額が１億9,674万8,015円、不用額が3,691

万985円、執行率が84.2％となっております。不

用額の主なものは施設・設備の修繕料等の執行

残であります。

次に、17ページを御覧ください。

育英資金特別会計であります。

表の一番上、予算額が44億7,150万4,000円、

支出済額が４億659万5,056円、不用額が40

億6,490万8,944円、執行率が9.1％となっており

ます。

不用額の主なものは表の下から２番目、貸付

金に含まれます貸付準備金の執行残であります
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が、この貸付準備金については、育英資金事業

を廃止するときに必要となる国交付金の返還に

備えて持ち越しているものであります。

次に、主要施策の成果についてであります。

18ページを御覧ください。

施策推進のための主な事業及び実績のうち主

なものにつきまして御説明を申し上げます。

表の事業名欄の１段目 「維持管理」でありま、

す。これは、県立学校52校の老朽化対策工事や

空調設備の整備等を実施したものであります。

次に、19ページを御覧ください。

表の事業名欄の１段目 「育英資金貸与」であ、

ります。こちらでは、貸付金と貸付準備金を区

分して実際の執行率を記載しておりますが、貸

付金につきましては、予算額４億6,522万8,000

円に対しまして、決算額３億3,257万5,000円、

執行率71.5％となっておりまして、1,005人に貸

与したところであります。

次に、その下に記載の事業 「学校職員健康づ、

くり推進」であります。

これは、教職員が能力を十分発揮できる環境

の整備を行うため、メンタルヘルス研修を611人

に実施したほか、各種健康指導や健康相談事業

を行ったものであります。

主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。

次に、監査委員の決算審査意見書についてで

あります。

23ページを御覧ください。

３、財産管理事務についてであります。

最後の段落におきまして、生産物を取り扱う

所属においては 生産物取扱要領に基づくチェッ、

ク体制の確認、担当職員の知識の習得など、一

層の取組を行っていただきたいという意見をい

ただいております。

令和５年度においては、全県立学校を対象と

して生産物の生産報告から処分までの一連の流

、れと現金の取扱いについて再確認するとともに

不適正な事務処理の発生防止に向けた対応の研

修を行いました。

今後とも、生産物の取扱事務を含め、不適正

な事務処理の発生を防止するためにも学校と連

携して、会計事務の厳正な取扱いのさらなる徹

底に取り組んでまいります。

24ページを御覧ください。

（９）県立学校実習事業特別会計についてで

あります。

25ページを御覧ください。

ページの下のほうにあります意見・留意事項

等におきまして、生徒の実習経費に不足が生じ

ないよう、引き続き円滑な運営が望まれるとい

う意見をいただいております。

農業教育の根幹となる実習教育の質を確保す

るため、経費節減に努めるとともに、安定的な

歳入確保に向けた取組を続けてまいります。

26ページを御覧ください。

（ ） 。11 育英資金特別会計についてであります

27ページを御覧ください。

ページの下の方にあります意見・留意事項等

におきまして 「償還については様々な対策が講、

じられており、収入未済額は前年度に比べ減少

しているものの、引き続き償還促進についての

努力が望まれる」という意見をいただいており

ます。

令和５年度においては、引き続き、滞納未然

防止に重点的に取り組むとともに、長期滞納者

等に対する法的措置の実施や、回収困難な案件

。の弁護士委託などの対策を講じてまいりました
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こうした取組により、令和５年度の収入未済

額は、前年度に比べ約6,100万円減少したところ

であります。

今後とも、新たな滞納の未然防止と収入未済

額の縮減に努めてまいります。

最後に、監査における指摘事項についてであ

ります。

97ページを御覧ください。

このうち、当課関係で指摘となっている１件

についてご説明いたします。

表の左端の指摘項目の上から３つ目の「契約

事務」につきまして、上から３つ目の自動火災

報知器設備取替工事について、工事請負契約書

に基づく契約の保証が付されていなかったもの

であります。

指摘以降は、再発防止のため、事務職員全員

で財務規則等の関係法規を確認するなど、複数

職員でのチェック体制を強化し、財務規則等に

即した適正な事務処理に努めております。

お手元の決算特別委員会○間曽高校教育課長

資料の28ページをお願いいたします。

一番上の（款）教育費の欄でございますが、

高校教育課の予算額は31億7,349万1,000円、支

出済額は29億9,638万5,967円、翌年度繰越額は

、 、１億2,474万6,000円 不用額は5,235万9,033円

執行率は94.4％、翌年度への繰越額を含めた執

行率は98.4％となっております。

このうち （目）の不用額が100万円以上のも、

のについて御説明いたします。

まず、表の３行目の（目）事務局費の不用額

が2,089万2,389円となっております。これは主

に、授業料に充当するための就学支援金の実績

額が見込みを下回ったことによる負担金・補助

及び交付金の執行残でございます。

29ページを御覧ください。

表の１行目の 目 教育指導費の不用額が2,755（ ）

万6,150円となっております。

これは主に、初任者研修及び外国語指導助手

に係る報酬及び旅費の執行残であります。

30ページを御覧ください。

表の２行目の（目）高等学校総務費の不用額

。 、が111万9,913円となっております これは主に

入試問題作成事務に係る印刷費等の需要費の執

行残でございます。

次に、表の中ほどの（目）教育振興費の不用

額が242万6,633円となっております。これは主

に、ひむか未来マイスター・ハイスクール事業

における報償費、産業教育備品の修繕に係る需

用費の執行残でございます。

決算事項の説明は、以上であります。

次に、主要施策の成果についてであります。

36ページを御覧ください。

表の２段目、改善事業「宮崎で活躍！高校生

県内就職促進」では、高校生の県内就職率をさ

らに向上させるため、県立学校においてインタ

ーンシップや企業見学を通じた地元企業を知る

ための体験的な活動を行いました。

また、就職支援エリアコーディネーターによ

る企業訪問や、学校、企業、行政等の意見交換

、の場であるエリアネットワーク会議の開催など

学校と地域、産業界とネットワークの一層の強

化を図ってまいりました。

次に、37ページを御覧ください。

表の２段目、新規事業「世界と繋がろう！高

校生海外留学支援」では、アメリカ、シンガポ

ール ベトナム 台湾へそれぞれ20人ずつ 計80、 、 、

人を派遣しまして、大学での講義や現地での実

践的な体験活動を行いました。
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また、高校生留学促進事業では、個人で海外

研修を希望する高校生29名に留学費用の一部を

支援いたしました。

さらに、県内にいながら留学に近い体験ので

きる宿泊研修としまして、中高生42名が参加し

た「ひなたグローバルキャンプ」や中高生と保

「 」護者137名が参加いたしました 留学支援フェア

を実施いたしまして、海外留学への機運醸成を

図ってまいりました。

主要施策の成果につきましては、以上でござ

います。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

て、特に報告すべき事項はございません。

決算特別委員会資料の39○田中義務教育課長

ページを御覧ください。

（ ） 、表の一番上の 款 教育費の欄でありますが

予算額は１億2,559万7,000円、支出済額は１

億1,454万7,068円、不用額は1,104万9,932円、

執行率は91.2％となっております。このうち

（目）の不用額が100万円以上のもの及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

まず、上から３段目の（目）事務局費の不用

額が506万3,296円、執行率が32.1％となってお

ります。これは、令和４年度の繰越事業である

スクールバス安全装置導入支援事業 及び 被「 」 「

災児童生徒就学援助事業」の市町村に対する補

助金の執行残であります。

次に、上から５段目の（目）教育指導費の不

用額が598万6,636円であります。不用額の主な

ものは、初期研修事業において、初任者の研修

受講時に後補充する会計年度任用講師の配置が

見込みを下回ったことによる人件費等の執行残

であります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

資料の41ページをご覧ください。

表の１つ目の改善事業「未来へつなげ、学び

のバトン！みやざきの授業改善推進事業」であ

ります。小学校４年生及び中学１年生を対象に

実施したみやざき小中学校学習状況調査では、

中学校の調査をタブレットを使用したＣＢＴ方

式とし、結果をすぐに事業改善につなげること

ができるようにしました。

また、宮崎大学に調査結果の分析を依頼し、

分析結果を生かした授業づくりについて、研究

開発指定校をはじめ、各学校に対して、授業力

向上連絡協議会等で還元いたしました。

続きまして、42ページをご覧ください。

表の２つ目の「循環型社会を実現する環境教

育推進事業」であります。

持続可能な社会のつくり手となる児童生徒の

育成を目指して、環境教育推進校を指定し、各

学校で４Ｒ活動に関する取組を行いました。

また、担当教諭に対して指導者研修会を実施

するとともに、教職員等環境教育、環境教育推

進リーダー養成研修への派遣を行いました。

活動を推進する教諭への研修を充実させたこ

とで、各学校のカリキュラム構築や学習活動の

活性化につなげてまいりました。

主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

資料の45ページを○山之口特別支援教育課長

御覧ください。

一番上の（款）教育費の欄ですが、特別支援

教育課の一般会計予算額は、５億6,650万8,000

円で、支出済額が５億611万9,759円、翌年度繰
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越額が1,199万円、不用額は4,839万8,241円、翌

。年度繰越額を含んだ執行率は91.5％であります

このうち （目）の不用額が100万円以上のも、

の及び執行率が90％未満のものについて御説明

いたします。

表の３行目 （目）事務局費の不用額1,917、

万8,477円であります。

翌年度繰越額を含んだ執行率は78.9％であり

ます。

主なものは 「未来を創る！高等特別支援学校、

整備事業」の委託料の執行残であります。

次に、表の中ほど （目）教育指導費の不用、

額1,008万8,553円であります。

主なものは 「特別支援学校医療的ケア実施事、

業」の看護師の報酬、旅費等の執行残でありま

す。

46ページを御覧ください。

上から２行目（目）特別支援学校費の不用

額1,853万2,318円であります。

、 「 」これは 主に 特別支援教育就学奨励費事業

における扶助費の執行残であります。

次に、表の下から２行目 （目）保健体育総務、

費の執行率が51.7％であります。

これは、要保護及び準要保護児童生徒への医

療費等の扶助費の実績額が見込みを下回ったた

めであります。

続きまして、主要施策の成果についてであり

ます。

48ページを御覧ください。

表の２段目、新規事業「学びを支える「通級

による指導」充実事業」であります。

この事業におきましては、地域の核となる特

別支援教育コーディネーター養成研修の実施や

研修動画の作成により教員の専門性向上を図る

ことができました。

また、巡回による通級指導研究開発校を指定

したことで、巡回による通級指導を受けること

ができる児童生徒数が増加しました。

最後に、指摘要望事項について報告する事項

はございません。

教職員課分につきまして御○菊池教職員課長

説明いたします。

お手元の資料の52ページを御覧ください。

一番上 （款）教育費の欄でありますが、予算、

額は859億5,011万3,000円、支出済額は858

億6,379万4,942円、不用額は8,631万8,058円、

執行率は99.9％となっております。

このうち （目）の不用額が100万円以上のも、

のについて御説明いたします なお 執行率が90。 、

％未満の（目）はございません。

まず、上から３行目 （目）教職員人事費の不、

用額が1,703万2,816円でございます。これは主

に会計年度任用職員に係る経費の執行残でござ

います。

次に、職員費に係る不用額であります。下か

ら５行目 （目）教職員費の不用額が2,632万100、

円。

次の53ページを御覧ください。

上から２行目 目 教職員費の不用額が2,128、（ ）

万2,053円。中ほどの（目）高等学校総務費の不

用額が1,278万2,760円。

下から５行目 （目）特別支援学校費の不用額、

が890万329円となっております。これらの主な

ものは、いずれも給料及び職員手当等の執行残

でございます。

次に、54ページを御覧ください。

主要施策の成果についてでございます。

「スクール・サポート・スタッフ配置事業」
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につきましては、市町村立学校に小学校99校、

中学校47校、義務教育学校２校の計148校に配置

し 教員が児童生徒と向き合う時間の確保を図っ、

ております。

55ページを御覧ください。

改善事業「 みやざきで先生になろう！」推進「

事業」につきましては、教職を目指す中高生に

教師の魅力を伝える ひなた教師ドリームカフェ、

の開催や教員募集説明会など、教職への興味、

関心を高める施策を実施してまいりました。

最後に、監査委員の決算監査意見書に関して

は、特に報告すべき事項はございません。

決算特別委員会資料57ペ○猪野生涯学習課長

ージをご覧ください。

一番上の（款）教育費の欄でございますが、

生涯学習課の予算額は６億3,083万9,000円、支

出済額は６億1,451万3,753円、不用額は1,632

万5,247円、執行率は97.4％であります。

このうち（目）の不用額は100万円以上のもの

について御説明いたします。

なお、執行率90％未満の（目）はございませ

ん。

同じく、57ページの上から３段目 （目）社会、

教育総務費の不用額146万844円であります。

主なものは、各事業の講師等に係る旅費や謝

金の執行残であります。

次に58ページを御覧ください。

（目）図書館費の不用額552万2,577円であり

ます。

主なものは、県立図書館における光熱費等の

経費節減に伴う需用費の執行残や電気設備更新

工事に係る執行残であります。

次に、59ページを御覧ください。

（目）美術館費の不用額934万1,826円であり

ます。

主なものは、県立美術館における光熱費等の

経費節減に伴う需用費の執行残であります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

61ページを御覧ください。

表の一段目 「地域と学校の絆を育む体制整備、

推進」では、地域全体で子供の学びを支援する

ための体制整備の充実を図り、地域における学

習支援、体験活動事業等に対し、市町村への補

助を行いました。

また、地域と学校の連携・協働についての理

解を促進するための研修会も実施しました。実

施したことで、連携・協働についての効果的な

取組等が多く見られるようになりました。

62ページを御覧ください。

表の３段目、改善事業「読書の楽しさを広げ

る「読書県みやざき」総合推進」では、読書環

境整備の取組として 「ひなたライブラリー」と、

称した本棚を県内に13か所設置しました。

また、図書館職員や読書サポーターを対象と

した研修等や、読書の楽しさを県民に伝えるシ

ンポジウムを開催しましたことで、読書県宮崎

。の取組を少しずつ広げていくことができました

63ページを御覧ください。

表の２段目、新規事業「置県140年宮崎県史等

デジタル化」では若山牧水の遺墨30点をデジタ

ル化し、県立図書館ホームページにデジタルア

ーカイブとして公開しました。

また 椎葉村において地域資源を調査し ウェ、 、

ブ記事を作成・編集するイベントを実施し、県

民が歴史や文化に触れる機会を増やすことがで

きました。

主要施策の成果につきましては、以上であり
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ます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

資料の69ページを御○田中スポーツ振興課長

覧ください。

一番上の（款）教育費の欄でございますが、

予算額は32億8,302万9,475円で、支出済額が22

億9,038万3,860円、翌年度への繰越額が明許繰

越し８億6,114万5,000円 事故繰越し572万9,000、

円、不用額が１億2,577万1,615円、翌年度の繰

。越額を含めた執行率は96.2％となっております

このうち （目）の不用額が100万円以上のも、

のについて御説明いたします。なお、執行率90

％未満の（目）はございません。

まず、表の上から３行目 （目）保健体育総務、

費の不用額が7,455万4,791円であります。

これは、主に下から６行目にあります施設管

理運営費（指定管理者）に係る委託料、また、

下から２行目にあります日本スポーツ振興セン

ター共済給付金に係る負担金・補助及び交付金

等で実績額が見込みを下回ったことによる執行

残であります。

70ページを御覧ください。

表の１行目 目 体育振興費の不用額が5,106、（ ）

万8,031円となっておりますが、これは主に「練

習環境整備事業」に係る工事請負費の執行残で

あります。

次に、73ページを御覧ください。

主要施策の成果について御説明いたします。

表の一番上の枠、新規事業「公立中学校にお

」 、ける部活動の地域移行に向けた環境整備 では

宮崎市、小林市、高鍋町、国富町をモデル地区

としまして実証事業を行いました。

また、県が実施しましたコーディネーター研

修には25市町村が参加、また、先進県の取組の

紹介等も行いました部活動シンポジウムには268

名の参加がございました。

続きまして、76ページを御覧ください。

表の一番上の枠、改善事業「体育・保健体育

の授業充実」におきましては、第64回宮崎県学

校体育研究発表大会を、串間・日南地区で開催

しまして、小学校、中学校、高等学校、特別支

援学校のつながりのある学習を、バレーボール

やバドミントンといったネット型の球技の授業

を通して研究・発表を行いまして、体育学習に

おける「ひなたの学び」を進めております。

続きまして、77ページを御覧ください。

表の一番下の枠 「スポーツで人が輝く元気な、

宮崎に！スポーツ習慣化推進事業」では、スポ

ーツ実施率の向上を目的とした研修会の開催や

企業や総合型地域スポーツクラブへの委託事業

の実施等により、スポーツの習慣化を図る取組

を行い、県民の皆様がスポーツに親しむ機会づ

くりに努めました。

最後に97ページを御覧ください。

監査における指摘事項について御説明いたし

ます。

指摘項目、収入事務につきまして指摘がござ

いました。

この内容は、国の受託事業の調定事務につき

まして、契約日に調定を行うべきところが、監

査実施時点において調定が行われていなかった

ものがあったとの指摘でございます。

この件につきましては、指摘後、直ちに調定

を行っておりますが、その後の対応として、調

定に関する進捗管理表を作成したほか、複数の

職員による定期的な確認を徹底するなど、これ

まで以上にチェック体制を強化したところでご
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ざいます。

今後は、このような遺漏がないよう、所属内

でしっかりとした事務処理に取り組んでまいり

たいと考えております。

決算特別委員会資料80ペー○長友文化財課長

ジを御覧ください。

一番上の（款）教育費の欄でございますが、

文化財課の予算額は５億9,030万6,000円、支出

済額が５億7,667万1,790円 繰越額が161万9,000、

、 、 、円 不用額が1,201万5,210円 執行率は97.7％

翌年度繰越額を含んだ執行率は98.0％でござい

ます。

このうち （目）の不用額が100万円以上のも、

のについて御説明いたします なお 執行率が90。 、

％未満の（目）はございません。

まず、表の３行目 （目）文化財保護費の不用、

額が383万8,285円でございます。

これは主に文化財調査員等の謝金及び旅費の

執行残や、埋蔵文化財センターにおいて電気料

等が見込みを下回ったことによる執行残であり

ます。

続いて、81ページをお願いします。

表の１行目 目 総合博物館費の不用額が817、（ ）

万6,925円でございます。

これは主に総合博物館の屋根防水工事入札の

執行残であります。

次に、82ページを御覧ください。

主要施策の成果につきまして御説明いたしま

す。

「みやざきの民俗芸能保存継承」につきまし

ては、本県の民俗芸能の保存継承のため、保存

団体への聞き取りなどによる現地調査や、映像

等による記録保存を伴う演目調査のほか、民俗

芸能保存団体等が行う用具の修理や、後継者育

成などを支援するものであります。

83ページを御覧ください。

表の１段目 「みやざきの古墳魅力発信」は、、

西都原古墳群をはじめとする宮崎の古墳群につ

いて、地中レーダー探査を用いた古墳の調査研

究を進めるとともに、その成果や、世界文化遺

産登録に向けた取組をホームページやパネル展

を通して広く情報発信を行うものであります。

同じく83ページ、表の２段目、新規事業「神

楽でつなぐ次世代育成」は、神楽のユネスコ無

形文化遺産登録を目指し、国指定神楽の全国組

織の交流促進や情報発信、後継者育成のための

神楽公演や県内神楽保存団体の組織化を行うも

のであります。

84ページを御覧ください。

表の１段目 「ふるさとの宝を未来へつなぐ文、

化財情報整備」は、近年の激甚化・頻発化する

、災害から貴重な文化財を未来へ守りつなぐため

文化財情報のデータベース化、未指定を含めた

文化財の調査を行うものであります。

主要施策の成果については、以上です。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

資料89ページを御覧○川越人権同和教育課長

ください。

一番上の（款）教育費の欄でございますが、

予算額は１億3,143万5,000円で、支出済額が１

億2,743万7,761円、不用額が399万7,239円、執

行率は97.0％となっております。

このうち （目）の不用額が100万円以上のも、

の及び執行率が90％未満のものについて御説明

いたします。

表の中ほどにあります（目）教育指導費の不

用額が162万1,942円となっております。主なも
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のは、スクールソーシャルワーカー配置補助金

の交付額の確定に伴う執行残であります。

次に、90ページを御覧ください。

表の上から２段目の（目）保健体育総務費の

不用額が201万867円、執行率が73.1％となって

おります。主なものは、弁護士着手金が必要と

なる事例が発生しなかったことによる委託料の

執行残でございます。

続きまして、主要施策の成果についてであり

ます。

92ページを御覧ください。

表の２段目、新規事業「みやざきの「子ども

のいのちと人権」を守る推進」では、子供たち

にＳＯＳの出し方を教えるとともに、教職員が

子供のＳＯＳを受け止め、適切な支援につなぐ

ための資質向上や、人権課題に対する実践的研

究を推進するなど、学校における命を大切にす

る教育と人権教育の充実を図りました。

続きまして、93ページを御覧ください。

表の１段目 「みやざきの子どもを守る総合支、

援」では、スクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカーなどの専門スタッフを、公立

学校に配置・派遣する体制を充実させました。

また、表の２段目、改善事業「いじめ・不登

校等対策」では、電話相談窓口の一元化や、Ｓ

ＮＳ相談窓口の新設など、教育相談窓口を充実

させることで、いじめや不登校など、学校だけ

では解決が困難な事案への支援を強化いたしま

した。

主要施策の成果につきましては、以上でござ

います。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に報告するべきことはございません。

執行部の説明が終了しました。○重松主査

ただいまの説明について、質疑はございませ

んか。

スポーツ振興課から質問しますけ○図師委員

れども、私は、木城町で総合型地域スポーツク

ラブの理事長をやらせてもらっています。コロ

、 、ナ後 非常に活動が低迷している状況が続いて

何とか活動は続けているところなんですけれど

も、成果報告の中では、総合型地域スポーツク

ラブが伸びているような数字となっています。

。実態としてはどんな状況なのか教えてください

従来長く運営してい○田中スポーツ振興課長

ただいているクラブについては、地道に取り組

んでいただいております。

ただ、コロナ禍の影響というところも今お話

しいただきましたけれども、実際、新しいクラ

ブがどんどん新設されているとか、従来あった

クラブが目新しい取組をされている状況は、少

し停滞しているところであり、行政として期待

している活動は、見られないところも現実とし

てはございます。

我々が立ち上げたときには、ｔｏ○図師委員

ｔｏくじの補助金が６年ほどあったわけですけ

れども、現在、新規で立ち上がるところにはそ

ういう行政的な支援はあるのでしょうか。

現在は、この助成も○田中スポーツ振興課長

停滞しているところがございます。ただ、県と

して、協議会等があり、若干の援助とか、ソフ

ト面のいろんな指導・助言とか、協力はさせて

いただいている状況はございます。

資料72ページの「部活動指導員の○図師委員

配置 、資料73ページの「公立中学校における部」

活動の地域移行に向けた環境整備」と、総合型

地域スポーツクラブの活動がリンクしていくも

のなんだろうとは思うんですけれども、その辺



- 37 -

令和６年10月１日(火)

りは何かプランがあるものですか。

学校としては、部活○田中スポーツ振興課長

動の地域移行を進めたいと考えておりますし、

また、その受皿として、総合型地域スポーツク

ラブの方に、ぜひ、部活動指導員であったり、

地域の外部指導者、クラブの指導員として御活

躍いただきたいと考えております。昨年度も行

いましたシンポジウムのほうには、総合型地域

スポーツクラブの方にも広く案内をして、その

内容、趣旨を御理解いただいて、ぜひ受入れ体

制をお願いしたいというところです。

いろんなクラブの協議会とか研修会のほうで

も、今、学校体育と連携しながら、そういった

。取組をぜひお願いしたいとしているところです

部活動の地域移行は、現在は地域連携という

ことで、拠点校の部活動方式 転校しなくて─

も、練習、活動ができるというものを進めてい

ます。ぜひクラブの皆さん、地域の方々のお力

をお借りしたいなと考えております。

私のクラブのメンバーも、この部○図師委員

活動指導員とか、中学校における部活動の指導

に向けたスポット的なコーチはやってもらって

いて、連携は取れているんですけれども、アル

バイト的な取組です。

だから、総合型地域スポーツクラブがまず事

務所を構えて、専従の事務局員を配置してとな

ると、年間にやっぱり300～400万円ぐらいの経

費が固定で安定して入ってくることがないと、

事務局体制も取りづらいし、さらにプラスアル

ファで派遣員とか、コーチを確保しようと思っ

ても難しいというのがあります。

モデル地域を幾つか選定されていますので、

こういうところには、ぜひ、事務局体制が組め

るほどの予算確保と人員確保をプランニングし

た上で出されるといいんじゃないかなと思うん

ですが、その辺りはいかがでしょうか。

実際、国が実証事業○田中スポーツ振興課長

として10分の10で、支援していただいていると

ころもあります。ぜひ市町村には手を挙げてい

ただかないといけないところもありますので、

県のほうから働きかけをして、モデル地区、そ

れ以外もですけれども、事業を活用して、組織

体制の整備とか、その中で市町村と連携して、

財源の確保に努めていただいていければと思い

ます。県としましては、国からの予算確保と市

町村への働きかけと、県でできる部分をしっか

り取り組んでいきたいとは考えております。

関連で資料72ページ、部活動指○前屋敷委員

導員の配置で、公立中学校19市町村に100人、県

立学校32校に32人ということで、単純計算する

と県立学校は１校に１人となります。公立中学

校は100人ということですけれども、学校を掛け

持ちして指導するとか、部活もいろいろありま

すが、具体的にはどういう配置で、どのように

活動されているのかを教えてください。

部活動指導員につき○田中スポーツ振興課長

ましては、現在、公立中学校のほうもこの人数

、で見ていただくと分かると思うんですけれども

県立学校も含めて学校に１名配置できるかなと

いう状況でございます。

実際は、いろんな競技の部活動でニーズはご

ざいますけれども、その中でも特に必要を迫ら

れている部活とか、条件が合致するようなとこ

ろで活用いただいている状況です。

委員がおっしゃったように、１名で学校を掛

け持ちしたりとか、前期と後期で違う方にやっ

ていただくとか、いろんなパターンにて対応さ

せていただいておりますけれども、もっと人数
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を増やして、予算の確保がしっかりできれば、

各学校２人または３人と増やして、必要な配置

ができるような状況になると一番望ましいと思

いますので、予算確保等努力していきたいと考

えているところです。

増やす意向があっても、人材を○前屋敷委員

確保するのが、難しいところもあるのかなと思

いますので、予算も含めた調整をお願いいたし

ます。

そして、部活を行う子供たちにとってどうな

、 、 、のか 部活の指導を含めた観点で 人材を探す

発掘することは忘れないでほしいと思います。

現在、部活動指導に○田中スポーツ振興課長

つきましては、より専門性の高い方に 子供─

たちの目線で専門的な指導を受けたいという部

分にしっかり合致できるようにして、そういう

教育的な意義も理解していただいている方に

入っていただくようには努力しております。

また、コンプライアンスや事故の対応などの

研修もさせていただいて、子供たちにいい形で

指導が行き届くようにしております。

また、人材の確保という点では、今後、地域

のクラブになっていくとか 拠点校の部活動─

でもそうですけれども、教員自体が希望すると

きは、兼務等でそういったところに入っていけ

たり、いろんなケースに対応できるように取り

組んでまいりたいと考えております。

資料29ページ、高校教育課の報償○武田委員

費と旅費で、翌年度明許繰越額と不用額につい

てもう一回説明をお願いいたします。

教育指導費の翌年度明許○間曽高校教育課長

繰越しにつきましては、ＤＸハイスクールとい

う国の事業がございまして、１校当たり1,000万

。円で10校分を計上させていただいておりました

昨年度の２月補正でお認めいただいたんです

けれども、実際にはこの学校の採択が決定した

のが４月ということになりましたことから、今

年度に繰越しをさせていただいたところでござ

います。

また、不用額につきましては、報酬等につい

ては、初任者研修に係る会計年度任用職員、外

国語指導助手の方に係る人件費が見込みを下

回ったということで、今回この不用額で上げさ

せていただいているところでございます。

資料19ページについて、教職員○下沖副主査

相談室の相談件数が120件ですけれども、どうい

うものか教えてほしいのと、どのような相談内

容が多いのか教えてください。

教職員相談室につきまし○畑中財務福利課長

ては、元県立学校の校長先生を会計年度任用職

員として任用しておりまして 週に４回 10～15、 、

時に県立図書館に配置しております。

いろんな先生方の相談をお受けしているんで

すけれども、生徒指導に関するものとか、あと

人事、服務に関するものとか、あと上司や同僚

などの人間関係とかですね。御自身の家族のこ

ととか、一身上の事まで含めて相談に乗ってい

ただいております。

この相談件数については、多くなっている傾

向にございます。

資料22ページ、育英資金貸与者○下沖副主査

について、令和元年度から年々、減っているん

ですけれども、この要因が分かれば教えてくだ

さい。

貸与者が減少している理○上田育英資金室長

由は、最近、高校段階での授業料の負担軽減の

ための就学支援金制度でありますとか、非課税

世帯対象でございますけれども、授業料以外の
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、教育費の支援が受けられる奨学給付金制度など

高校入学後に申請する返還不要の支援制度が充

実してきておりまして、広く利用されることに

なってきて、貸与は減少しているのではないか

と考えているところでございます。

充実しているということでよ○下沖副主査

かったです。

あと、資料26ページ、育英資金の不納欠損額

について理由を教えてください。

不納欠損額につきまして○上田育英資金室長

は、１名の方が破産をされまして、その破産免

責ということで不納欠損をしたところでござい

ます。

県でやっている「ひなた創生の○下沖副主査

ための奨学金返還支援事業」を使われて、この

。育英資金の返還に活用された方は結構いますか

育英資金を借りた方も、○上田育英資金室長

「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」は

対象になっておりますので、そちらのほうの支

援分で、育英資金のほうの返還に役立てていた

だくことは可能となっております。

資料19ページ、下沖委員の質問○前屋敷委員

の中にありました教職員相談室についてです。

メンタルヘルスで、かなり心を痛めておられる

教職員の方が増えているということなんですけ

れども、昨年度の相談件数は、１回相談したと

きにカウントして積み上げて120件なのでしょう

か。一つの問題は、継続的に進めていかないと

問題解決につながらないんじゃないか思います

が、１回相談を受けて解決すればそれにこした

ことないんですけれども、継続的な相談体制に

なっているのかどうか教えてください。

、○畑中財務福利課長 相談件数につきましては

１回来ていただければ１件とカウントしており

ますけれども、教職員相談室だけでは解決しな

いような相談内容もございますので 内容によっ、

てはプライバシーの問題とかもあるんですけれ

ども、関係課や学校に引き継いだり連携を取り

ながら対応しております。あまり引きずらない

ように、こちらも考えながら対応しているとこ

ろです。

保健指導員派遣について、集団○前屋敷委員

指導と個別指導をされておりますけれども、そ

。れぞれどういう内容か具体的に教えてください

保健指導員につきまして○畑中財務福利課長

は、保健師の資格を持っている２名を雇用して

おります。月17日の勤務で１日６時間45分とい

、 、う体制ですけれども 集団指導につきましては

所属に出向いていって、講話等を行い、大体500

人以上の職員を相手に指導しております。

あと、個別指導につきましては、定期健康診

断後の保健指導、長時間勤務者への面談、ケア

といった要望がありましたら対応しているとい

うことで、275件でございます。

資料22ページ、今後の方向性で○前屋敷委員

すけれども、長期滞納者に対して法的措置を実

施するということは、単純に考えて差押えなど

をされるということなんだろうと思います。払

う意思の認められない方に対しては、こういう

手続なんでしょうけれども、様々な時間の経過

の中で厳しい経済生活状態に陥っているんだろ

うと思うので、そういうことも含めて、どう寄

り添って対応しているのかお聞きしたいと思い

ます。

貸与を受けられた方は、○上田育英資金室長

委員のおっしゃるとおり、様々な状況を抱えて

いる人がいることから、我々も文書や電話で、

よく御事情をお伺いするといったことをやって
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おります。

それぞれの方の事情に応じて、きっちりとこ

ちらのほうから説明をして、一時的に返還を猶

予されるかどうか、借りた方の収入状況であり

ますとか、いろんな事情等は十分把握した上で

適切に対応しているところです。

当然、払われた方との公平性もございますの

で、お話を聞いた上で、本来払えるはずだとい

う方につきましては、申し上げたような法的な

措置を実施して、公平性を保ちながら適正に運

営しているところでございます。

学ぶ意欲を持って貸与している○前屋敷委員

と思います。勉学を選ばれた方ですので、社会

に出た場合に果たしてそのまま順調にいくかと

いうと、そういう状況でもないのが昨今ですの

で、しっかりそこは寄り添っていただきたいと

思います。

資料23ページの中ほどで非常に気○福田委員

になるのですが 「公用車やパソコンの損傷事故、

が前年度より大幅に増加していることから」と

あるんですけれども、具体的にどのような事故

があるのでしょうか。

パソコンについては飲み○畑中財務福利課長

物をこぼしたりとかが多い記憶はございます。

公用車については事故が継続的に発生している

と聞いているところでございます。

公用車に関しましては、○佐藤教育政策課長

例えば、バックで公用車を駐車する際にコンク

リートに接触したというものがございました。

教育委員会に関しましては、こちらのほうの１

件だけでございます。

大幅に増加しているというのが気○福田委員

になったんですけれども、職員の質の悪さとか

は関係ないんですか。公用車をぶつけたときに

は個人の負担になるんでしょうか。

公用車に関しましては、○佐藤教育政策課長

保険に入っておりますので、そちらからの負担

になります。日頃から公用車を運転する際には

安全運転ということで、職員には常に気をつけ

るように指導しておりますし、職員も、そのよ

。うに運転をしているということではございます

例えば 暴れていて学校の窓を割っ○福田委員 、

た場合は、個人負担ではなくて、学校側が負担

するんですか。

状況によると思います。○畑中財務福利課長

個人が故意にやるとかであれば、個人で弁償す

る場合もあるかもしれませんけれども、基本的

には学校で負担すると思います。

「引き続き職員への注意喚起と指○福田委員

導の徹底」とあるんですけれども、具体的に教

えてください。

例えば、過去に起こった○佐藤教育政策課長

事例を各所属に周知して、十分注意喚起するよ

うに指導を行っているところであります。

生産物取扱事務について、具体的○福田委員

に教えてください。

農業系高校７校がいろん○畑中財務福利課長

な生産をいたします。草花、家畜、ハムやソー

セージなど売ったものを収入としています。

その収入からいろんな経費を支出しておりま

して、特別会計という位置づけでやっているも

のになります。

資料20ページで 「県立学校運動○前屋敷委員 、

場整備」について、予算が組まれています。運

動場２校とテニスコートの改修ができなかった

ということですけれども、なぜ年度内に改修が

できなかったのか要因を教えてください。

「県立学校運動場整備」○畑中財務福利課長
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につきましては、４校で工事と設計の委託をし

ているところでございます。

実際に繰り越した要因としましては、関係機

関との調整に日時を要したことになるんですけ

れども、日南高校と高城高校の運動場改修につ

いては、工事ができました。

福島高校と富島高校については、設計委託ま

では令和５年度にできたんですけれども、関係

機関との調整に日時を要したということで、こ

の分の工事は令和６年度に繰り越す状況になっ

たということでございます。

あと、テニスコートにつきましては、昨年度

の11月議会で補正予算として承認していただい

たものなんですけれども、日にちが３か月程度

しかなかったということで、設計委託の一部は

できたんですけれども、工事までは令和５年度

中にはできなかったということでございます。

いずれも令和６年度中には完了○前屋敷委員

する見込みですか。

はい。いずれも令和６年○畑中財務福利課長

度中には完成できる見込みでありますし、テニ

スコートにつきましては既に完成したというこ

とでございます。

子供たちが学ぶ環境を整えてい○前屋敷委員

くのは大事なことですので、早く実現できるよ

うに努力していただきたいと思います。

資料91～93ページで、いじめを未○武田委員

然に防ぐとか、いじめられた子供たちがＳＯＳ

を出しやすい環境にしていくことが書いてあり

ます。

いじめた側の子供たちにはどんな教育をされ

ているかというのと、家庭環境であったり、そ

の子の周りの環境あたりをどうやって把握され

ているのか教えてください。

いじめた側への指導○川越人権同和教育課長

につきましては、認知から解消までのガイドラ

、 、インに基づいて しっかりとチーム学校として

カウンセラーとか、スクールソーシャルワーカ

ー等も含めて、御家庭の状況や、本人の置かれ

た環境等についてもしっかりと把握しながら、

その後の児童生徒が生活できるように指導をし

ているところでございます。

児童生徒には、ある程度指導もで○武田委員

きると思うけれども、その保護者に対して指導

。や踏み込んだ話合いはできているのでしょうか

保護者に対しまして○川越人権同和教育課長

も、先ほど申し上げましたスクールソーシャル

ワーカーが家庭との連携等、窓口にもなります

ので、そのスクールソーシャルワーカー等が関

係機関とつなぎながら、状況についても把握し

て、助言等を行っているところです。

状況がいろいろあると思います。○武田委員

いじめられた子たちが学校に行けなくなったと

きに、その子たちが学校を転校するとか、フリ

ースクールに行くことが多いと思います。

「いじめた子を別の学校にやったらどうなの

か」とか 「いじめた子たちが更生できるような、

フリースクールみたいなところにやったほうが

いいんじゃないのか」という話をする方もいま

した。

これだけいじめがなかなか減らないのは、学

校の問題ではなくて 私たち社会の問題だと思っ、

てます。今までのいじめの件数であるとか、い

まだに亡くなられる児童生徒がいるのを見たと

きに、方向性がずれているんじゃないかなとい

う気がするんですが、いかがでしょうか。

まず、子供たちについてお話を○黒木教育長

させていただきますけれども、子供たちには多
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様な居場所が必要でございます。今の子供たち

は、自分の家と学校ぐらいしかございません。

私たちが子供のころには遊びに行く場所ですと

か、親戚のおじちゃんの場所ですとか、近くに

いらっしゃる同じ班のおじちゃんのところに行

くとか、そんな多様な居場所がそれぞれあった

ものでございます。

現在の子供たちは居場所の数が少ないので、

逆に私たちとしては、多様な場所をつくって、

あるいはそういうところに行かせるような、そ

んな仕組みをつくっていくことが大事かと思っ

ております。

したがいまして、民間のお力を借りることも

ありますし、市町村にあります教育支援センタ

ーを機能させることも大事かと思っています。

一方、保護者の問題です。保護者につきまし

ては、これまた大変多様な方々がいらっしゃい

まして、考え方もそれぞれ違います。

ここで大事なのは、学校と誰が、ちゃんとそ

の方と話ができるのか、チャンネルをたくさん

つくっておくことが大事だと思っています。担

任の先生だけに任せない、多様な人を関わらせ

て、場合によってはお母さんしか出てこられな

い場合もありますが、お父さんが大事な場合も

ございます。

特に単身赴任とかされているお父さんがい

らっしゃいますと、どうしても直接、即時に連

絡を取って対応することができませんが、そう

いったときにはお父さんともつながる。誰がつ

ながれるのかとなると、場合によっては校長が

つながることもあります。教頭がつながるとい

うこともございますし、そういったチャンネル

を幾つもつくっておくことが、好ましい人間関

係をつくっていく上では大事かなと思っており

ます。

また、もう一つ御指摘のありました加害生徒

の居場所でございますけれども、どうしてもそ

の子に課題がありましたら、まずは、学校はそ

の課題を解決して、預かった以上は学校の中で

その子の成長を支援していくところから始まる

のかなと思っております。

また、立てつけとして、ほかの学校にという

のは、今のところまだないかなと思っておりま

す。

教育長の答弁について、よく理解○武田委員

をしているところですけれども、未然防止とい

うことで、児童生徒には、いじめは犯罪だとい

うことをしっかりと教えていただいて、悲しい

。事案が発生しないように本当に祈っております

資料93ページの「いじめ・不登○下沖副主査

校等対策」の主な実績内容等について、ネット

パトロールの報告件数77件とあるんですけれど

も、パトロールの手法を含めて、誰がどのよう

にやっているのか教えてください。

ネットパトロールに○川越人権同和教育課長

つきましては、委託しております外部の専門業

者が、ＳＮＳ等を中心に、定期的に不適切な投

稿がないかどうかネット上のパトロールを行っ

ておりまして、そちらで情報がございましたら

人権同和教育課に報告していただいて、そちら

を基にして対応を取っていくというような流れ

になっております。

この77件の中で、主な報告案件○下沖副主査

はどのようなものがあったのでしょうか。

主な内容といたしま○川越人権同和教育課長

しては、学校に対して少し問題のある発言、個

人が特定される内容、個人に対する様々な問題

のある発言等がネット上に見られたと聞いてお
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ります。

ひなた子どもネット相談の投稿○下沖副主査

数が192件です。この内容といじめを含めた不登

校に関連する投稿がどのぐらいあったのか教え

てください。

ひなた子どもネット○川越人権同和教育課長

相談の内容については、学校関係全般が一番多

かったと報告を受けていますが、２番目にいじ

め、３番目が友人関係、その次にネットトラブ

ルについての相談があったと報告を受けている

ところでございます。

それを受けて、いじめを含めた○下沖副主査

ネットトラブルに関してどのような対応をされ

たのでしょうか。

こちらの相談を受け○川越人権同和教育課長

た場合に、緊急性が高いものにつきましては、

直接警察等に御連絡をさしあげることもござい

ますが、その内容に鑑みまして、学校と共有し

たり、あとは、市町村の学校のことでございま

したら、市町村教育委員会と対応について協議

をしています。

不登校の数値にヤングケアラー○下沖副主査

も入れているのか、別で計算しているのか教え

てください。

ヤングケアラーへの○川越人権同和教育課長

対応につきましては、福祉保健部局と連携しな

がら行っているところではございます。ヤング

ケアラーというカテゴリーでこちらに上げてい

、 、ただくということではなくて 不登校の内容で

その内容がヤングケアラーに少し近いものとし

て上げておりますので、その中に含まれている

ものと承知しております。

ヤングケアラーの実態を含めて○下沖副主査

数値が分かれば教えてください。

資料をお持ちします○川越人権同和教育課長

ので、少し時間をいただいてもよろしいでしょ

うか。

いいです。○下沖副主査

資料93ページの「みやざきの子○前屋敷委員

どもを守る総合支援」の主な実績内容等につい

て、いじめ問題対策委員会を２回開催されてい

るんですけれども、この対策委員会の構成メン

バーは直接対応したスクールカウンセラーやソ

ーシャルワーカーなどですか。また、対策会議

では、様々な事例を持ち寄って協議をして、ど

う解決するかという方向性とかも見いだしてい

くことになっているのでしょうか。

いじめ問題対策委員○川越人権同和教育課長

、 、 、会の構成につきましては 臨床心理士 弁護士

大学教授、元学校の教員、元警察官の５名の方

を県のほうでお願いをしているところです。

この会議の主な内容につきましては、宮崎県

いじめ防止基本方針に基づきまして、いじめ防

止等の取組を専門的な見地から調査、審議を行

いますので、個別の事案について取り上げてと

いう形ではなくて、全体的な考え方等について

。様々御示唆をいただくということがであります

この委員会で話し合われ、いろ○前屋敷委員

いろな施策、方策を提言されると思うんですけ

れども、それはどういう形で徹底されるという

か、広げていかれるんですか。

こちらにつきまして○川越人権同和教育課長

、 。は年度始め 年度終盤の２回開催しております

特に２回目は、その年の様々な問題点につきま

して御示唆いただきますので、こちらの内容を

取りまとめまして、例えば、学校の生徒指導主

事の会などに、その会の問題点の解決策も含め

て助言等を行っているところでございます。
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資料82ページ 「みやざきの民俗芸○図師委員 、

能保存継承事業」は非常に大切な事業です。木

城町も今度、神楽を全国で披露させていただく

ことになっており、伝統芸能を守るのは本当に

大切だと思うんですけれども、もう地域だけで

は守れないという現状があります。

地元の神楽の舞手、はやし手も、多分平均年

齢は80歳を超えていると思います。山村留学の

子供たちが祭りのときには来てくれて、部分的

に舞ってくれたりしてくれるので、祭り自体は

縮小傾向 一晩中ではなく日中だけになって─

いますが、それでも華やかな神楽の披露になっ

ています。しかし、地元だけで、あと何年継続

ができるだろうかというところがあります。

この事業の中にも継承をする、もしくは後継

、者を育てるというところがあるんですけれども

地域盛り上げ隊、県外からの移住、マッチング

などをより積極的にしていただきたい。後継者

、 、として根づいていただくには やっぱり住まい

仕事、学校、病院とかのパッケージで後継者を

招致しないことには 「祭りのときだけ手伝って、

ください」では後継者育成にはつながらないと

思いますので、そういう事業のビジョンをもう

少し明確に出されたほうがいいのではないかな

と思うんですけれども そのあたりいかがでしょ、

うか。

神楽を含みます民俗芸能の○長友文化財課長

現状に関しては、非常に厳しいという認識は私

どもも持っております。民俗芸能の調査、神楽

を含んで調査に伺いますと、やはり若手の方が

いらっしゃらないとかはよくお伺いしておりま

す。我々としましては、そういう現状を自治体

とか保存会の方から聞く立場にありますので、

そちらの実態等に関しましては、他部局とも連

、 。携いたしまして 情報提供しているところです

委員がおっしゃるようなトータル的な支援も

確かに必要だと思っておりまして、現状では密

な連携といいますか、市町村や保存会の声と情

報提供を密にすることで、トータル的な支援策

につながるよう進めております。

また、様々なところで委員がおっしゃるよう

な担い手の確保策を取られているところもあり

ます。教育委員会としては、宮崎市内で練習場

所を設けることや、子供たちに教えることや、

保存会に必ず小学生が入ってもらうことなどの

取組について県内の神楽関係者を集めて研修会

や意見交換などを行っているところです。

これからも、具体的な支援策につながるよう

に引き続き取り組んでまいりたいと考えており

ます。

教育委員会だけでは完結できない○図師委員

事業だと思うので、商工観光労働部、総合政策

部なりと連携をお願いしたい。都会では神楽の

舞手になれることにすごく魅力を感じていらっ

しゃる方もいるので、その方々といかに地域を

マッチングさせるかです。確率は非常に低いの

かもしれませんけれども、それらをしていかな

いと、なかなか都会から入ってくる方も少ない

と思います。

東米良、木城町もそうなんですけれども、独

自で移住政策を実施しています。インフラもで

すけれども、インターネット環境では最新のも

のを入れることで、リモートワークができる環

境整備も各自治体で頑張ってされています。こ

の調査や記録を残した映像を資料化することで

終わって、結局、神楽が残らなかったら意味が

ないので、可能性が低いであろうマッチングが

できる方策を部局横断的にいろいろと取ってい
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ただけたらなと思いますので、期待しておりま

す。

、 、○長友文化財課長 部局横断について 例えば

みやざき文化振興課がやっております、みやざ

きの神楽サポーター制度も、我々の会合で御説

明をさしあげたりしています。少しずつ連携を

深めて担い手の確保につながるように取り組ん

でまいりたいと考えております。

これは保存しようとしている内容○二見委員

であり、継承ではないのかなと思います。継承

する事業は 人と人とがつながって そこに残っ、 、

ていくものですが、見通しをしっかり立てない

と、事業内容は生まれてこないと思うんですよ

ね。ほかの部局との連携も大事だと思うんです

けれども 継承するんだという大きな柱を しっ、 、

かり持つことが大事になってくると思います。

今回は様々な調査や撮影をされたということ

でいいかもしれないけれども、今後続けていく

上で、文化財課で保存ではなく継承をしっかり

するんだという柱を立てることではないのかな

と思います。もちろん１年や２年で出来上がる

ものではないと思います。そこに住んでいる方

々の思いとか、ほかから来た方と交流して、人

と人のつながりをしっかりしていくために、何

ができるか、何をするべきなのかを考えて企画

していってもらえればいいんだろうなと思いま

す。

別の質問ですけれども、今回の最初の予算の

ところです。全体予算約1,042億円に対し支出済

額から1,022億円になっているんですけれども、

執行残が９割を切るものはないとあります。で

きるだけその予算内でしっかり事業を展開して

もらわないといけないと思います。この予算額

というのはどこから計上しているのかなと思っ

て、令和５年度の当初予算と思ったら違うし、

２月補正後の予算と思ったら、またこれも違

う。11月補正後、９月補正後のときも予算額は

違う いつの段階の予算額になっているのでしょ。

うか。

こちらの予算額につきま○佐藤教育政策課長

しては、令和６年２月の補正予算に繰越額を含

めた予算額の合計になっております。

繰越額は令和４年度の繰越額です○二見委員

か。

。○佐藤教育政策課長 そのとおりでございます

令和４年度に繰り越した額であれ○二見委員

ば、令和５年度の予算に反映されていないとい

けないですよね。繰越額は一般会計予算の中に

入らないんですか。繰り越しされた額は、令和

４年度の決算の中に入ってくるということです

か。

説明が不十分でした。令○佐藤教育政策課長

和５年度の予算額と令和４年度の繰越額、プラ

ス予備費がありまして そちらを含めた額となっ、

ております。

予備費は予算として出てこない数○二見委員

字なんでしょうか。どういう仕組みになってい

るのでしょうか。

予備費に関して出てきま○佐藤教育政策課長

せんけれども、予算額の内訳には含まれており

ます。

余計に分からないです。含まれて○二見委員

いるんだったら金額がつながらないといけない

のに、２月補正のときに1,028億6,697万4,000円

の補正予算を出しています。今回予算額は1,042

億2,010万5,000円あるじゃないですか。この差

額について説明してください。

一度確認させていただい○佐藤教育政策課長
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て、再度説明させていただきます。

執行率90％以上ありますと言って○二見委員

いるけれども、そこを加味して見なければいけ

ないし、我々が分からなかったらいけないし、

議論の土台の部分ですから、しっかりそこら辺

を押さえておいてほしいなと思います。基本的

、 。には ２月補正の額になっているわけですよね

２月に補正した上で７億円ぐらい残額が出てし

まうということは、もともと1,000億円以上の予

算規模なので ２月補正のときには分からなかっ、

たというか、間に合わなかったというふうに受

け止めるのがよろしいんですかね。補正予算を

組むのは、そんなにすぐぱっとやれるわけじゃ

ないでしょうから、年末辺りぐらいからずっと

計算しながら２月の議案が出てくるんだと思い

ます。

、新しく事業を構築するわけにはいかないので

。２月補正は基本的に減額が多いじゃないですか

しかし、７億円はかなり大きな金額なので、そ

の前から必要な施策とかに回すことはできな

かったのかなと。

例えば、学校の現場で話を聞いていると、今

年、特に猛暑だったので、学校に扇風機とか製

氷機、特に運動部にとっては氷があると違うと

いう声が結構あったんですよね。クーラーを教

室の中に入れていったのは分かるんですけれど

も、そういう熱中症対策とかも含めてやはり予

算組みできるんじゃないかなと思ったもんだか

ら、お伺いしているところです。

、○佐藤教育政策課長 ２月補正に関しましては

その前の段階で年度内の予算を精査いたしまし

て、必要分について減額あるいは増額補正をさ

せていただいたところです。その後、事業の進

捗状況に応じ、あるいは状況が進まないところ

もありまして、不用という形で残額を残させて

いただいたところです。

今後、そのあたりの精査を十分にしながら、

２月補正で落とすべきものは落とす形で取り組

みたいと思っております。

先ほどのヤングケアラーの件につ○重松主査

いて、人権同和教育課は御答弁できますでしょ

うか。

先ほど御質問いただ○川越人権同和教育課長

きましたヤングケアラーにつきましてですけれ

ども、人権同和教育課で計上しておりませんで

した。担当部局に確認をさせていただいた後、

情報のほうをお伝えするということでよろしい

でしょうか。

議員の皆さんにお諮りします。資○重松主査

料提供の話がありましたけれども、全委員提供

ということでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、○佐藤教育政策課長 先ほど福田委員の御質問

財産管理事務の関係で説明不足の点がございま

した。公用車の賠償責任、補償の関係について

です。保険で対応で説明させていただいたとこ

ろでございますが、公用車等の事故に関しまし

、 、ては 庁内で賠償等審査会を設けておりまして

その中で審議をいたしまして、何も問題がなけ

ればそういった保険での対応になります。

ただ、例えば、職員が故意、悪質だった場合

は、自己負担等になります。

あと、もう一点、こちらの財産管理事務に公

用車、パソコンの損傷事故が前年度より大幅に

増加しているといった表現がございます。こち

らに関しましては、知事部局、外局 教育委─

員会も含めて、全体で見ると大幅に増加してい

ると記載しております。
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教育委員会に関しましては、昨年度、公用車

の事故は１件ということでございまして、増加

という状況ではございません。

テレビ広報について 「楠並木ちゃ○二見委員 、

んねる」とか「みらい・みやざきまなび隊」と

か「のびよ！みやざきっ子」とか、また県のホ

ームページからテレビで放映し、またユーチュ

。ーブチャンネルで見ることができると思います

配信機会を増やして取り組んでいるわけなんで

すけれども、実際これはどういうふうに活用や

チェックをされているのでしょうか。

、宮崎県の広報番組の一覧を見てみたけれども

様々なテーマを取り扱っています。高校生や子

供とか、先生、家庭と、どの回がどの対象者に

なるのかとか今の構成じゃ分からない気がする

んですよね。どういう対象者にこの番組を見て

ほしいとか、まず教育委員会からフォローアッ

プして、学校現場や保護者とかに「番組を見て

ほしい 「ぜひ活用してください」というのを」、

示してほしいです。それぞれで見てくださいと

いうことでは 効果は上がらないと思うし せっ、 、

かくいい番組をつくっても伝わらなければ意味

がないので、どういう取組をしているのか、ま

ず確認したいと思います。

委員から御指摘のありま○佐藤教育政策課長

したテレビ広報番組でございます。こちらにつ

きましては幅広い県民に向けた教育施策の情報

提供ということで取り組んでおりまして、視聴

者からの意見シートもいただいているところな

んですけれども、その中では各学校の取組を初

めて知ったとか、あるいは職業系の高校を紹介

したときは進路選択の参考になったと幅広い意

見をいただいているところであります。

テレビ番組につきましては、例えば、教育委

員会の研修での題材とかそういったものにも活

用されておりますので、幅広い形で活用してい

ただきたいと考えているところでございます。

今のままだと、ただ広報として流○二見委員

しているだけで、もう少し活用する方法を考え

てほしいです。せっかくいいものをつくってい

るんだから、参考になるような人たちに届いて

いない可能性があると思います。もう少し充実

させるというか、取組を深めていったほうがい

いなと思ったので質問したところですが、何か

ありますか。

教育関係の番組につきま○佐藤教育政策課長

しては 県民の方あるいは特定の方にも県のメッ、

セージが届くように工夫を重ねております。

内容につきましては、テレビ局と協議してお

、 、りまして 今いただいた御意見も踏まえながら

県民の方に幅広く届くように、ためになるよう

な番組をつくっていきたいと考えております。

それは分かるんですよ。だから、○二見委員

例えば、福祉系の仕事で高校生を対象にした番

組だったら高校生たちにこれをぜひ見てくださ

いとか、ワンアプローチがあれば、もっと広く

知られるようになるだろうと思います。毎回見

てくださいと言ったら、県民全体に言わないと

いけないでしょう、見るほうも大変じゃないで

すか。対象者へのフォローを少ししたほうがい

いんじゃないかなという意見です。

「 」○前屋敷委員 資料41ページの 道徳教育推進

について、宮崎県道徳教育読み物資料集改訂と

あるんですけれども、どういうものなのかを資

料として見せていただけるとありがたいです。

平成25年度に作成した県○田中義務教育課長

独自の資料になります。当時、口蹄疫、鳥イン

フルエンザ、それから新燃岳噴火等があったん
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ですけれども、こういうことの教訓をしっかり

残して、命を大切にして、地域の絆を残してい

こうと思って制作したものです。

道徳授業について いじめの話もあります─

けれども、非常に重要視されておりまして、教

科化されております。その中でも活用できるよ

うにということで、今の教科にあった活用がで

きる事例集を盛り込んだのが、この事業でござ

います。

中身はよく分かりました。人間○前屋敷委員

の命だけではなく、あらゆる命を守っていくと

いうことの教育だというふうに思いました。こ

れは冊子になっているのですか。

冊子にもなっております○田中義務教育課長

し、ＰＤＦでホームページからも確認できるよ

うにしております。

先ほど二見委員から御質○佐藤教育政策課長

問がありました予算と２月補正の差の関係につ

きましては、後ほど資料で提供させていただき

ますので、よろしくお願いします。

全委員にお諮りします。これは全○重松主査

員頂くということでよろしいですね。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それではそのようにお願いいたし○重松主査

ます。

ほかにありますか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上をもって教育委員会を○重松主査

終了いたします。執行部の皆さんお疲れさまで

した。

暫時休憩いたします。

午前11時58分休憩

正午再開

分科会を再開いたします。○重松主査

企業局からスポーツレクリエーション施設の

経営状況の資料を提供したいということで、全

。員お渡しするということでよろしいでしょうか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

じゃ、そのようにいたします。

暫時休憩します。

正午休憩

午後０時１分再開

分科会を再開いたします。○重松主査

まず、採決の日時についてですが、明日10月

、２日の午後１時５分からとしたいと思いますが

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いたし○重松主査

ます。

その他、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で、本日の分科会を終了いた○重松主査

します。お疲れさまでした。

午後０時２分散会
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午後１時１分再開

出席委員（７人）

重 松 幸次郎主 査

下 沖 篤 史副 主 査

二 見 康 之委 員

武 田 浩 一委 員

福 田 新 一委 員

前屋敷 恵 美委 員

図 師 博 規委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

黒 木 燿一朗議 事 課 主 事

岩 倉 有 希政策調査課主任主事

分科会を再開いたします。○重松主査

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

各議案につきまして賛否も含め御意見をお願い

いたします。

暫時休憩します。

午後１時１分休憩

午後１時２分再開

分科会を再開いたします。○重松主査

それでは、本分科会に付託されました議案の

採決を行いますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、採決につきましては、○重松主査

議案ごとにお伺いいたします。

まず、議案第22号について、原案のとおり認

定することに賛成の方の挙手をお願いいたしま

す。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、議案第22号に○重松主査

つきましては、原案のとおり認定すべきものと

決定いたしました。

続きまして、議案第23号及び議案第25号につ

いて、原案のとおり認定、議案第24号につきま

しては、原案のとおり可決及び認定することに

賛成の方の挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。よって、議案第23号及○重松主査

び議案第25号については原案のとおり認定、議

案第24号につきましては、原案のとおり可決及

び認定すべきものと決定いたしました。

次に、主査報告骨子（案）についてでありま

す。主査報告の項目及び内容について御意見が

ありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時４分休憩

午後１時５分再開

では、分科会を再開いたします。○重松主査

それでは、主査報告につきましては、ただい

まのような意見も参考にしながら、正副主査に

御一任いただくことで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのようにいたします。○重松主査

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上で分科会を閉会いたし○重松主査

ます。委員の皆様お疲れさまでした。

午後１時５分閉会

令和６年10月２日(水)
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